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は

し

が

き

わ
が
国
に
お
い
て
信
教
の
自
由
と
政
教
分
離
を
め
ぐ
り
憲
法
上
多
く
の
論
議
が
あ
る
こ
と
は
、
い
ま
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
。
多
数

の
政
教
分
離
裁
判
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
と
く
に
最
近
で
は
愛
媛
玉
串
料
事
件
最
高
裁
違
憲
判
決
が
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
こ
と
が
、
そ

の
状
況
を
証
し
す
る
。
ま
た
宗
教
法
人
法
の
改
正
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
同
様
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
世
界
各
国
の
憲
法
の
な
か
で
、
わ

が
国
の
よ
う
に
政
教
分
離
原
則
の
下
で
の
宗
教
的
自
由
の
保
障
を
宣
言
す
る
も
の
は
、
そ
う
多
く
は
な
い
。
国
教
制
ま
た
は
公
認
宗
教

制
を
と
る
国
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
政
教
分
離
で
あ
る
ラ
イ
シ
テ
を
憲
法
上
の
原
則
と
し
、
し
か
も

「政
教
分
離
法
」
と
い
う
法
律
で
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
の
内
容
を
明
確
に
し
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
の
状
況
は
、
比
較
法
的
研
究
の
興
味
深
い

対
象
と
な
り
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
政
教
分
離
と
宗
教
的
自
由
に
関
わ
る
諸
問
題
を
比
較
法
的
に
検
討
す
る
た
め
フ
ラ
ン
ス
の
ラ
イ
シ
テ

の
究
明
を
試
み
た
の
が
、
本
書
で
あ
る
。

も

っ
と
も
私
は
、
本
書
に
お
い
て
、
わ
が
国
の
問
題
状
況
を
意
識
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
と
は
切
り
離
し
て
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
政
教

分
離
と
宗
教
的
自
由
の
実
相
を
解
明
す
る
こ
と
に
努
め
た
。
し
か
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
政
教
分
離
と
わ
が
国
の
政
教
分
離
と
の
違
い
を
も

明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
と
い
う
の
は
、　
一
国
の
政
教
関
係
は
そ
の
国
の
文
化
的
歴
史
的
産
物
で
あ
る
以
上
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

今
日
の
政
教
分
離
に
は
、
他
国
に
は
な
い
フ
ラ
ン
ス
独
自
の
歴
史
的
な
背
景
と
課
題
が
あ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
種
の

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
そ
れ
な
り
に
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。



と
こ
ろ
で
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
宗
教
団
体
の
政
治
活
動
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
法
律
（
い
わ
ゆ
る
「政
教
分
離
基
本
法
し
の
制
定
を
企

図
し
た
動
き
が

一
九
九
六
年
に
見
ら
れ
た
。
し
か
も
、
そ
こ
で
は
フ
ラ
ン
ス
の
政
教
分
離
が
参
考
に
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、

フ
ラ
ン
ス
の
政
教
関
係
の
独
自
性
お
よ
び
そ
れ
と
わ
が
国
の
状
況
と
の
相
違
を
認
識
す
れ
ば
、
わ
が
国
に
お
け
る
宗
教
団
体
の
政
治
活

動
に
関
す
る
問
題
で
フ
ラ
ン
ス
の
政
教
分
離
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
持
ち
出
し
て
く
る
の
は
、
や
や
無
理
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
現
状
を
考
慮
す
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
の
政
教
分
離
を
め
ぐ
る
状
況
を
わ
が
国
に
お
い
て
比
較
法
的
に
検
討
す
る
に
も
、
や
は
リ
フ
ラ

ン
ス
の
政
教
分
離
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
的
な
と
こ
ろ
を
正
確
に
踏
ま
え
る
こ
と
が
必
要
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
１
つ
し
た

意
識
か
ら
、
私
は
、
本
書
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
政
教
分
離
の
歴
史
的
背
景
と
課
題
、
お
よ
び
政
教
分
離
と
宗
教
的
自
由
を

め
ぐ
る
今
日
の
問
題
状
況
を
憲
法
学
的
視
点
か
ら
で
き
る
だ
け
広
く
記
述
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
こ
と
に
し
た
。
本
書
を
つ
う
じ
て
、

読
者
が
、
わ
が
国
の
実
定
法
の
解
釈
論
的
ま
た
は
立
法
論
的
検
討
に
資
す
る
何
ら
か
の
比
較
法
的
検
討
材
料
を
見
つ
け
て
い
た
だ
け
た

ら
と
願
う
。

な
お
、
本
書
が
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
に
存
在
す
る
政
教
制
度
の
す
べ
て
を
扱
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
、
読
者
に
断

っ
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
確
か
に
フ
ラ
ン
ス
の
政
教
関
係
に
関
す
る

一
般
制
度
は
政
教
分
離
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
歴
史
的
理
由

か
ら
フ
ラ
ン
ス
本
土
の
東
部
三
県
お
よ
び
海
外
県
に
は
特
別
制
度
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
公
認
宗
教
制
度
が
と
ら
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス

の
政
教
制
度
の
実
相
に
迫
る
に
は
こ
の
特
別
制
度
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
が
、
本
書
は
と
り
あ
え
ず
政
教
分
離
の
み
を
扱
う

た
め
、
特
別
制
度
を
検
討
の
対
象
か
ら
外
し
た

（た
だ
し
本
書
三
八
九
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
）。

＊

＊

＊

＊

＊

本
書
は
二
編
か
ら
な
る
。
第

一
編
で
は
、
ラ
イ
シ
テ
に
関
す
る

一
般
的
問
題
に
焦
点
を
当
て
た
。
第
二
編
で
は
、
ラ
イ
シ
テ
の
原
則

が
適
用
さ
れ
る
各
領
域
で
の
政
教
分
離
と
宗
教
的
自
由
に
関
わ
る
諸
相
を
映
し
出
し
た
。
ま
た
、
読
者
の
便
宜
を
図
る
た
め
、
巻
末
に



は しがき

資
料
と
し
て
、
政
教
分
離
法
の
抄
訳
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
の
宗
教
法
に
関
す
る
一
文
献
の
紹
介
を
も
収
録
し
た
。

次
に
示
す
よ
う
に
、
私
は
、
今
日
ま
で
に
発
表
し
た
諸
論
文
を
ベ
ー
ス
と
し
て
本
書
を
ま
と
め
た
。
た
だ
、
な
か
に
は
元
の
論
文
と

は
同

一
性
を
欠
く
ま
で
に
大
幅
に
修
正
、
加
筆
、
削
除
し
た
も
の
も
あ
る
。

第

一
編
を
見
る
と
、
第

一
章
の
う
ち
第
二
節
以
外
は
、
す
べ
て
基
本
的
に
、
「
フ
ラ
ン
ス
の
政
教
関
係
の
史
的
概
観
」
（甲
南
法
学
三
七

巻
三
号

（
一
九
九
七
し

で
あ
る
。
第
二
章
は
、
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ラ
イ
シ
テ
の
概
念
」
（甲
南
法
学
三
八
巻
一
二
一号

（
一
九
九
七
と

で

あ
る
。
第
二
章
は
、
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
国
家
の
宗
教
的
中
立
性
」
（甲
南
法
学
三
二
巻
一
二
一号

（
一
九
九
二
と

の
一
部
を
基
礎
と
し

て
い
る
。

第
二
編
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
二
章
は
、
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
宗
教
組
織
に
対
す
る
補
助
金
禁
止
」
（甲
南
法
学
二
五
巻
三
・

四
号

（
一
九
九
五
と
に
由
来
す
る
。
第
二
章
は
、
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
国
家
の
宗
教
的
中
立
性
」
（前
出
）、
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
公
教

育
の
宗
教
的
中
立
性
」
（甲
南
法
学
三
三
巻
三
・
四
号

（
一
九
九
二
と

お
よ
び

「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
教
育
と
宗
教
に
関
す
る
法
的
問
題
」

（甲
南
法
学
三
七
巻
四
号

（
一
九
九
七
と

の
各
々
の
一
部
を
基
に
し
て
書
い
た
。
第
四
章
は
、
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
宗
教
的
自
由
」
（甲

南
法
学
三
六
巻

一
―
四
号
２

九
九
工Ｃ
）
で
あ
る
。
第
五
章
の
第

一
節
は
、
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
教
会
の
内
部
規
律
に
対
す
る
裁
判
所
の

統
制
」
（宗
教
法
六
号

（
一
九
八
八
と

の

一
部
を
土
台
と
し
、
同
第
二
節
は
、
「宗
教
上
の
紛
争
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
の
態
度
」

（阪
大
法
学

一
三
七
号

（
一
九
八
六
じ

で
あ
る
。
第
六
章
は
、
「
フ
ラ
ン
ス
の
宗
教
団
体
法
制
」
（甲
南
法
学
三
七
巻

一
二
一号

（
一
九
九
六
と

で
あ
る
。

号

（

編
第

最
後
に
資
料
Ⅱ
は
、
甲
南
法
学
二
五
巻

な
お
、
そ
の
他
の
箇
所
、
す
な
わ
ち
第

あ

る
。

九
九
四
）
に
発
表
し
た
同
名
の
資
料
を
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

章
の
う
ち
の
第
二
節
、
第
二
編
第

一
章
等
は
、
全
面
的
に
書
き
下
ろ
し
た
も
の
で



＊

＊

＊

＊

＊

本
書
が
扱
っ
た
問
題
は
、
私
が
大
学
院
生
の
と
き
か
ら
取
り
組
ん
で
き
た
テ
ー
マ
で
あ
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
、
ラ
イ
ン
テ
に
関
す

る
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
大
石
員
先
生
に
よ
る
研
究

（参
照
、
大
石

『憲
法
と
宗
教
制
度
』
（有
斐
閣
、　
一
九
九
六
》

を
除
け
ば
皆
無
に
等
し

か
っ
た
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
、
わ
が
国
と
は
大
い
に
異
な
る
フ
ラ
ン
ス
の
文
化
的
歴
史
的
条
件
に
密
接
に
関
わ
る
フ
ラ
ン
ス
の
宗
教
に

関
す
る
法
の
実
相
を
模
索
す
る
こ
と
自
体
が
、
容
易
な
作
業
で
あ
る
は
ず
は
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
事
情
も
あ

っ
て
、
私
が
フ
ラ
ン

ス
の
政
教
関
係
に
関
す
る
テ
ー
マ
を
追
究
し
始
め
て
す
で
に

一
五
年
近
い
年
月
が
経
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
現
時
点
で
の
研

究
の
不
十
分
さ
を
意
識
し
な
が
ら
も
、
本
書
に
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
を
公
刊
す
る
こ
と
に
は
、
感
慨
が
な
く
は
な
い
。

と
も
か
く

一
応
の
研
究
成
果
を
公
刊
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
私
が
多
く
の
先
生
方
か
ら
受
け
た
学
恩
の
お
か
げ
で
あ
る
。

こ
う
考
え
る
と
き
、
と
く
に
、
私
の
大
学
院
時
代
の
指
導
教
授
で
あ
っ
た
覚
道
豊
治
先
生
お
よ
び
私
の
在
仏
研
究
の
際
に
ご
指
導
を
賜
っ

た
ジ
ャ
ン
・
モ
ラ
ン
ジ
ュ

（精
営

Ｅ
ｏ
営ヽ
零
）
先
生
の
姿
が
す
ぐ
に
思
い
浮
ぶ
。
両
先
生
を
始
め
諸
先
生
方
の
ご
指
導
に
対
し
感
謝
し

尽
く
す
こ
と
な
ど
で
き
る
は
ず
は
な
か
ろ
う
が
、
諸
先
生
に
こ
こ
に
改
め
て
お
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

本
書
が
で
き
る
に
あ
た
っ
て
は
、
法
律
文
化
社
社
長
の
岡
村
勉
氏
か
ら
格
別
の
ご
配
慮
を
賜
わ
る
と
と
も
に
、
甲
南
大
学
伊
藤
忠
兵

衛
基
金
か
ら
は
出
版
助
成
金
を
い
た
だ
い
た
。
岡
村
社
長
な
ら
び
に
関
係
者
諸
氏
に
心
か
ら
お
礼
申
し
上
げ
る
。

一
九
九
八
年
五
月

小
　
泉
　
洋



一二

第
二
節一二

第
二
節一二

目

次

ラ
イ
シ
テ
の
原
則

政
教
関
係
の
史
的
概
観
と
そ
の
今
日

は

し

が

き

ラ
イ
シ
テ
の
立
法
化

ラ
イ
シ
テ
の
憲
法
原
則
化

政
教
関
係
の
今
日
的
変
化

ラ
イ
シ
テ
を
め
ぐ
る
今
日
の
状
況

ラ
イ
シ
テ
の
伝
統
的
論
争
―
―
学
校
闘
争

ラ
イ
シ
テ

ヘ
の
歩
み

八
〇

一
年
の
コ
ン
コ
ル
ダ
ま
で
の
政
教
関
係

八
〇

一
年
の
コ
ン
コ
ル
ダ
の
下
で
の
政
教
関
係

ラ
イ
シ
テ
の
成
立

37  35  35  28  18  18  10  3



〓
一　
ラ
イ
シ
テ
の
今
日

お
わ
り

に

第
二
章

第

一
節節

~

生思
　
　
法

第

一

ラ

′４

ンヽ
テ

の
五
山
立思

そ
の
他
の
法
律
規
定

ラ
イ
シ
テ
と
い
う
語

ニ
　
ラ
イ
シ
テ
の
基
礎
に
あ
る
理
念

〓
一　
ラ
イ
シ
テ
の
多
様
な
意
味

第
二
節
　
ラ
イ
シ
テ
の
法
的
概
念
・

三

ま
と
め

ラ
イ
シ
テ
の
概
念

ラ
イ
シ
テ
の
原
則
の
法
源

政
教
分
離
法

ラ
イ
シ
テ
の
定
義

の
困
難
さ

法
的
概
念
に
関
す
る
学
説

ラ
イ
シ
テ
の
内
容

75  73  70  68  68  65  63  62  62  59  58  56  56   55     43  42



第

二

章

第

一
節

第
二
節

第
二
編

第

一
章

第

一
節

ラ
イ
シ
テ
と
中
立
性

消
極
的
中
立
性

判
　
　
例

消
極
的
中
立
性
に
よ
る
公
役
務
の
整
備
‥

公
務
員
の
行
為
の
中
立
性

第
二
節
　
積
極
的
中
立
性

積
極
的
中
立
性
の
意
義

積
極
的
中
立
性
の
特
徴

積
極
的
中
立
性
の
制
度
と
判
例

ラ
イ
シ
テ
の
原
則
の
適
用

ラ
イ
シ
テ
と
公
役
務

宗
教
活
動
は
公
役
務
で
は
な
い

教
会
の
公
役
務
の
廃
止

国
家
に
よ
る
宗
教
の
承
認

98  90  89  89  88  85  84  84  8108  107



〓
一　
宗
教
公
役
務
の
残
滓

第
二
節
　
公
役
務
の
ラ
イ
シ
テ

二

第
二
節一二三

第

二

章

第

一
節一

第
二
節
　
補
助
金
禁
止
の
原
則
の
修
正

一　
公
役
務
の
非
宗
教
化

公
役
務
の
中
立
性

公
共
の
場
所
の

公
共
の
建
物
の
中
立

公
共
の
場
所
で
の
宗

ラ

ア

ヽ
‐
ン
テ

禁
止
の
例
外

宗
教
活
動
へ
の
補
助
金
の
禁
止

政
教
分
離
法
の
下
で
の
宗
教
法
制
の
概
要

政
教
分
離
法
の
基
本
原
則

一
一　
宗
教
結
社
制
度

〓
一　
礼
拝
用
建
物
の
制
度

四
　
補
助
金
禁
止
の
例
外

一
　

ロ
ー
マ
教
皇
庁
と
の
外
交
関
係
の
回
復
ま
で

教
的
象
徴
物
の
禁
止

138 137 136 133 132 129 129  129



貝ロ

第

〓

現
行
の
補
助
金
禁
止

間
接
補
助
金
‥

三

第

四
節一

礼
拝
所
問
題

宗
教
的
自
由

礼
拝
用
建
物

二三

ま
と
め

の
公
有
制
度

第
二
章
　
公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ

第

一
節
　
公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
の
法
制
化

一　
法
制
化
の
経
緯

一
一　
公
教
育
の
非
宗
教
化
立
法
に
お
け
る
ラ
イ
シ
テ
の
意
味

第
二
節
　
公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
の
要
素

一　

公
教
育
の
宗
教
的
中
立
性

ロ
ー
マ
教
皇
庁
と
の
外
交
関
係
回
復
以
降

補
助
金
禁
止
の
限
界

補
助
金
禁
止
に
関
す
る
判
例

原
則

の
柔
軟
化
の
背
景

の
理
解
の
し
か
た

167 166 164 162 161 155 147 1183 183 180 176 176  175



一　
生
徒
の
宗
教
的
自
由
の
保
障

第
二

節
　
イ
ス
ラ
ム
の
ス
カ
ー
フ
事
件

九
八
九
年
の
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
意
見

九
九
四
年
通
達
ま
で
の
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
判
例

九
九
四
年
通
達
以
降
の
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
判
例

塞   壼雷
一

雨

四 三 二 一

節

章

三

ま
と
め

憲
法
的
価
値

法
　
　
源
…
…
…

「宗
教
」
の
概
念

‥

良
心
の
自
由

宗
教
的
自
由
の
特
質

良
心
の
自
由
の
概
念

良
心
の
自
由
の
内
容

良
心
の
自
由
の
限
界

ラ
イ
シ
テ
の
原
則
の
下
で
の
宗
教
的
自
由

宗
教
的
自
由
の
概
要

1 207 206 201 201 194244 238 232 232 229 227 225 223 223  222



第
二
節一二

第
四
節一

礼
拝
の
自
由

二

ま
と
め

第
五
章
　
一不
教
上
の
紛
争
と
ラ
イ
シ
テ

第
一
節
　
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
の
下
で
の
状
況

第
二
節
　
を不
教
上
の
紛
争
に
対
す
る
裁
判
所
の
態
度

礼
拝
の
自
由
の
内
容
と
限
界

礼
拝
の
自
由
の
特
徴

そ
の
他
の
自
由

宗
教
の
宣
伝
の
自
由

教
会
の
組
織
の
自
由

「権
限
鍮
越
の
訴
」
の
制
度

コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
審
査
の
対
象

権
限
鍮
越
の
決
定
の
効
果

四
　
小
　
　
括

一　

序
　
　
説

一
一　
礼
拝
用
建
物
を
め
ぐ
る
紛
争

264 262 260 260 256 253 253287 286 286 285 285 283 280 280  279



三四五六

ま

と

め

宗
教
教
師
の
任
命
、
罷
免
、
懲
戒
等

教
義
上
の
問
題

宗
教
的
戒
律
の
解
釈

信
徒
に
対
す
る
宗
教
教
師
の
決
定

第
六
章

第

一
節

三四五

第
二
節

宗
教
団
体
制
度

届
出
非
営
利
社
団

立息
　

義

設
　
　
一エ

法
律
上
の
能
力

修

道

会

規
　
　
制

公
益
社
団

設
　
　
一エ

意
義
と
歴
史

8  317

法
律
上
の
能
力
と
規
制

。
監
督

309 307 304 299 296332 330 327 327 325 324 321 3



第
二
節一二三四

第
四
節

宗
教
社
団

三

ま
と
め

資
　
料

資
料
Ｉ
　
政
教
分
離
法

資
料
Ⅱ
　
ア
ラ
ン
・
ボ
ワ
イ

エ
著

主
要
人
名

。
事
項
索
引

『
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
宗
教
法
』

法
律
上
の
能
力

土思
　

義

設
　
　
エエ

規
制

・
監

寄
付
金
控

法

人

税

税
制
上

優
遇
措
置

そ
の
他
の

措
置

優 :除
遇  三 : あ 弩

2 340 339 334 333356 354 353 350 349 3380 371
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ラ
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の
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第

一
章
　
政
教
関
係
の
史
的
概
観
と
そ
の
今
日

ラ
イ
シ
テ
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
経
験
し
た
多
様
な
教
会
と
国
家
の
関
係

（以
下

「政
教
関
係
」
と
い
２

を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
の

歴
史
的
解
決
策
と
し
て
、
第
四
共
和
制
憲
法
以
後
憲
法
原
則
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
の
背
景
に
は

フ
ラ
ン
ス
に
固
有
な
政
教
関
係
の
歴
史
が
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ラ
イ
シ
テ
研
究
の
最
初
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
政
教
関
係
の

変
遷
の
な
か
で
ラ
イ
シ
テ
と
い
う
法
原
則
が
い
か
に
し
て
成
立
し
た
か
を
解
明
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
ラ
イ
シ
テ
を
め

ぐ
る
今
日
の
諸
問
題
を
調
べ
る
う
え
で
、
そ
の
歴
史
的
な
原
則
が
今
日
ど
の
よ
う
な
現
実
の
政
教
関
係
の
下
に
展
開
し
て
い
る
か
を
見

る
こ
と
も
有
益
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
ラ
イ
シ
テ
が
実
定
法
の
原
則
と
し
て
成
立
す
る
ま
で
の
歩
み

（第

一
節
）、
ラ
イ
ン
テ
の
原
則
の

成
立

（第
二
節
）、
さ
ら
に
ラ
イ
シ
テ
の
今
日
の
状
況

（第
一千
聖

と
に
分
け
て
、
こ
れ
ら
の
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
に
し
よ
う
。

第

一
節
　
ラ
イ
シ
テ

ヘ
の
歩
み

一
　

一
八
〇

一
年
の
コ
ン
コ
ル
ダ
ま
で
の
政
教
関
係

１
　
ア
ン
シ
ャ
ン

・
レ
ジ
ー
ム

フ
ラ
ン
ス
の
ア
ン
シ
ャ
ン

・
レ
ジ
ー
ム
で
の
政
教
関
係
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
国
教
制
度
で
あ
る
。
こ
の
制
度
の
下
で
、
フ
ラ
ン
ス
は
カ



ト
リ
ッ
ク
の
国
家
で
あ
る
と
さ
れ
、
国
王
も
臣
民
も
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
制
度
に
法
的
基
礎
を
与
え

た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
王
フ
ラ
ン
ソ
ワ

一
世
と
ロ
ー
マ
教
皇
が
ボ
ロ
ー

ニ
ュ
で
締
結
し
た

一
五

一
六
年
の
コ
ン
コ
ル
ダ

（政
教
条
約

８
８
８
●３
一））
で
あ
り
、
こ
れ
は
大
革
命
ま
で
効
力
を
保

っ
た
。
こ
の
コ
ン
コ
ル
ダ
に
よ
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
国
家
に
お
い
て
卓

越
し
た
地
位
を
有
し
、
戸
籍
、
教
育
、
福
祉
な
ど
の
公
役
務
を
担
い
、
そ
の

一
方
で
、
高
位
聖
職
者
の
実
質
的
な
指
名
権
を
国
王
が
持

ち
、
教
皇
は
国
王
の
指
名
に
従
い
教
会
法
上
の
任
命
を
行
う
権
限
だ
け
を
有
し
た
。

こ
の
よ
う
に
高
位
聖
職
者
の
任
命
が
実
質
的
に
国
王
の
手
に
あ

っ
た
こ
と
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
強
か
っ
た
、
「
ガ
リ
ア
教

会
主
義
」
と
も
い
わ
れ
る
ガ
リ
カ
ニ
ス
ム

Ｆ
Ｌ
】８
５
お
ヨ
ｃ

の
特
徴
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ガ
リ
カ
ニ
ス
ム
は
多
様
な

ニ
ュ
ア
ン
ス

を
帯
び
る
語
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
要
す
る
に
、
教
皇
に
対
す
る
国
家
の
独
立
を
め
ざ
し
、
ま
た
フ
ラ
ン
ス
の
教
会
の
世
上
権
を
政
治
権

力
に
服
せ
し
め
よ
う
と
す
る
、
教
会
の
原
則
、
教
説
な
い
し
世
俗
権
力
の
実
践
を
意
味
す
る
。
ガ
リ
カ
ニ
ス
ム
は
、
三
二
世
紀
末
の
フ
ィ

リ
ッ
プ
美
王

（フ
ィ
リ
ッ
プ
四
世
）
に
よ
る
聖
職
者

へ
の
課
税
に
端
を
発
し
た
国
王
と
教
皇
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
八
世
と
の
対
立
、
ま
た

そ
の
結
末
で
あ
る
教
皇
の
屈
辱
的
敗
北
に
由
来
し
、
前
述
の
一
五

一
六
年
の
コ
ン
コ
ル
ダ
な
ど
を
経
て
、
ル
イ

一
四
世
の
治
世
下
の

一

六
八
二
年
に
フ
ラ
ン
ス
の
聖
職
者
会
議
が
出
し
た
四
カ
条
の
宣
言
に
お
い
て
明
確
に
示
さ
れ
た
。
こ
の
宣
言
で
は
、
教
皇
は
世
俗
の
事

柄
に
関
す
る
権
力
を
持
た
な
い
の
に
対
し
、
「国
王
や
君
主
は
、
世
俗
の
事
柄
に
つ
い
て
は
、
神
の
命
に
よ
り
、
い
か
な
る
教
会
権
力
に

従
わ
な
い
」
と
さ
れ

（
一
条
）、
ま
た

「王
国
と
ガ
リ
カ
ン
教
会
と
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
規
則
、
慣
習
お
よ
び
組
織
は
有
効
」
と
付

け
加
え
ら
れ
た

（三
条
）。
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
政
教
関
係
は
、
こ
の
よ
う
な
が
リ
カ
ニ
ス
ム
の
強
い
伝
統
に
特
徴

づ
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
ガ
リ
カ
ニ
ス
ム
の
傾
向
は
、
後
述
の
よ
う
に
大
革
命
後
の
フ
ラ
ン
ス
の
政
教
関
係
に
も
根
強
く
残
る
こ
と
に

な
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
政
教
関
係
の
も
う

一
つ
の
特
徴
と
し
て
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
終
わ
り
に
明
確
に
な
っ
た
宗
教
的
寛
容
が
あ
る
。



第 1章 政教関係の史的概観 とその今 日

と
こ
ろ
で
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
信
仰
の
自
由
を
認
め
た

一
五
九
八
年
の
ナ
ン
ト
の
勅
令
は
、
ル
イ

一
四
世
の
治
世
下
の
一
六
八
五
年

に
廃
止
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
カ
ト
リ
ッ
ク
の
独
占

へ
の
激
し
い
抵
抗
が
繰
り
返
さ
れ
た
が
、　
一
八
世
紀
に
な
る
と
、
啓
蒙
思
想
家
と
り

わ
け

『寛
容
論
』
「
『”
』８

８
【
ご

ざ
】いヽ
営
２
）
を
著
し
た
ヴ
オ
ル
テ
ー
ル

（く
ｏ
一け”
¨ヽ
Ｃ

が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
不
寛
容
を
攻
撃
し
つ

つ
宗
教
的
寛
容
を
説
く
よ
う
に
な
っ
た
。
ル
イ

一
六
世
は
、
宗
教
的
寛
容
の
求
め
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、　
一
七
八

五
年
の
寛
容
令
に
よ
リ
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
ユ
ダ
ヤ
教
徒
に
対
し
信
仰
の
自
由
を
認
め
る
に
至
っ
た
。
こ
の
宗
教
的
寛
容
の
伝
統
も
、

後
の
政
教
関
係
に
引
き
継
が
れ
強
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

２
　
大
革
命
期

一
七
八
九
年
に
始
ま
る
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
時
期
は
、
政
教
関
係
に
関
し
て
見
れ
ば
、
多
様
な
経
験
を
積
む
時
代
で
あ
る
。
政
教
関
係

に
つ
い
て
の
互
い
に
矛
盾
も
見
ら
れ
る
諸
々
の
経
験
と
し
て
次
の
四
つ
を
指
摘
で
き
る
。

０
　
一ホ
教
的
自
由

フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
政
教
関
係
に
お
い
て
ま
ず
注
目
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
宗
教
的
自
由
の
保
障
で
あ
る
。

一
七
八
九
年
八
月
二
六
日
の
人
お
よ
び
市
民
の
権
利
宣
言

（人
権
宣
一三

は
、
「何
人
も
、
た
と
え
宗
教
的
意
見
で
あ

っ
て
も
、
意
見

の
表
明
が
法
律
の
確
定
し
た
公
の
秩
序
を
混
乱
さ
せ
る
も
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
意
見
に
つ
い
て
不
安
に
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
■

○
条
）
と
謳
っ
た
。
こ
の
条
項
は
表
面
上
は
意
見
の
自
由
の
宣
言
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
審
議
過
程
を
見
れ
ば
良
心
の
自
由

含
」ｇ
『８

８

ｏ８
∽ｏ』ｏお
ｏ）
の
明
確
化
に
こ
そ
主
た
る
意
味
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
憲
法
制
定
議
会
の
議
員
の
間
で
の
対
立
と
妥
協
の
産
物
で

あ
っ
た

一
〇
条
は
、
人
権
宣
言
の
制
定
の
際
に
最
も
自
熱
し
た
論
議
の
的
と
な
っ
た
。　
一
〇
条
の
も
と
に
な
っ
た
の
は
「第
六
部
会
案
」

Ｃ
【ｏ一２
２

９
×
一０日
Ｏ
ｇ

０ヽ営
）

一
八
条
で
あ
り
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
「確
立
さ
れ
た
宗
教

（げ
８
Ｆ

２
３
こ

を
妨
げ
な
い
す
べ
て

の
市
民
は
、
不
安
に
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
い
う

「確
立
さ
れ
た
宗
教
」
は
い
う
ま
で
も
な
く
カ
ト



リ
ッ
ク
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
こ
の
原
案
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
妨
げ
な
い
限
り
で
他
宗
教
を
黙
示
的
に
容
認
す
る
こ
と
を
意
味

し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
カ
ス
テ
ラ
ー
ヌ
伯

ａ
ｏ
日
常
８

ｏ
”
∽［＆
営
ｅ

が
、
第
六
部
会
案
の
討
議
の
冒
頭
に
、
「何
人
も
、
そ
の
宗
教
的

意
見
の
た
め
に
不
安
に
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
宗
教
を
行
う
こ
と
に
お
い
て
妨
げ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
」
、
と
い
う
宗
教
的
自
由
を
無

条
件
に
保
障
す
る
対
案
を
出
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
案
を
め
ぐ
り
、　
一
方
で
無
条
件
の
宗
教
的
自
由
を
め
ざ
す
立
場
（力
る
ア
ラ
ー
ヌ
、

ミ
ラ
ボ
ー
侯

（（日
ミ
Ｏ
ｃ
ぉ
ぉ
）
〓
【Ｓ
σ
８
し
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
牧
師
の
ラ
ボ
ー

・
サ
ン
・
テ
チ
エ
ン
ヌ

（”
”
σ
”
魚
∽
”
【ユ
‐国
け一８
５
Ｃ
）
と
、

他
方
で
カ
ト
リ
ッ
ク
の
特
権
的
地
位
を
守
ろ
う
と
す
る
立
場
と
の
間
で
激
し
い
対
立
が
生
じ
、
こ
の
た
め
議
場
が
極
度
に
混
乱
し
た
。

そ
し
て
、
そ
の
間
に
さ
ま
ざ
ま
な
修
正
を
経
て
最
終
的
に
落
ち
着
い
た
の
が

一
〇
条
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
。　
一
〇
条
の
表
現
が
あ
い

ま
い
で
あ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。　
一
〇
条
は
良
心
の
自
由
を
確
認
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
文
言
上
は
そ
れ
が
と
く
に

「
公

の
秩
序
」
の
名
で
非
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
自
由
を
制
限
す
る
の
を
許
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
た
め
、　
一
〇
条
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
聖
職

者
に
勝
利
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
も
見
ら
れ
た
と
」
だ
。

こ
の
よ
う
に
人
権
宣
言
は
良
心
の
自
由
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
が
、　
一
七
九

一
年
憲
法
は

「
人
の
信
奉
す
る
宗
教
の
礼
拝

を
行
う
自
由
」
盆

編
）
と
し
て
礼
拝
の
自
由
も
保
障
し
、
ジ
ャ
コ
バ
ン
憲
法
と
呼
ば
れ
る

一
七
九
二
年
憲
法

（七
条
、

〓

〓
一条
）
お
よ

び

一
七
九
五
年

（共
和
暦
三
年
）
憲
法

（三
五
四
条
）
も
そ
れ
ぞ
れ
礼
拝
の
自
由
を
確
認
し
た
。
当
時
、
こ
の
よ
う
な
礼
拝
の
自
由
の
保

障
が
本
質
的
に
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
ユ
ダ
ヤ
教
徒
を
対
象
と
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
修
道
会

８
８
”
躍ヽ
”
一】８
）
に
対
す
る
革
命
議
会
の
姿
勢
は
、
宗
教
的
自
由
の
宣
言
に
お
け
る
自
由
主
義
的
姿
勢
と
は
全

く
異
な
る
。
ま
ず

一
七
九
〇
年
二
月

一
三
日
の
法
律
は
盛
式
修
道
誓
願
の
禁
止
と
盛
式
誓
願
修
道
会
の
廃
止
を
定
め
、
次
い
で

一
七
九

一
年
憲
法
は
、
「法
律
は
、
修
道
誓
願
を
認
め
ず
、
自
然
法
、
憲
法
に
反
す
る
い
か
な
る
契
約
も
認
め
な
い
」
（前
文
）
と
す
る
だ
け
で
な

く
、
「修
道
誓
願
を
要
求
す
る
…
…
す
べ
て
の
外
国
団
体

へ
の
加
入
に
よ
り
」
市
民
権
を
喪
失
す
る
も
の
と
定
め
た
盆
ハ
条
）。
同
様
の
規
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定
は

一
七
九
五
年
憲
法
に
も
残

っ
た
２

一
一条
、
三
五
二
条
）。
さ
ら
に
、　
一
七
九
二
年
八
月

一
八
日
の
デ
ク
レ
は
、
す
べ
て
の
修
道
会
の

み
な
ら
ず
教
育
、
医
療
、
福
祉
活
動
な
ど
に
携
わ
る
在
俗
の
カ
ト
リ
ッ
ク
団
体
の
廃
止
を

　

（こ

定
め
た
。
こ
れ
ら
の
修
道
会

へ
の
敵
対
的
規

定
は
、
修
道
会
が
ロ
ー
マ
教
皇
に
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
が
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
か
ら
の
ガ
リ
カ
ン
の
伝
統
を
続
け
る
国
家
に
と
っ

て
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
革
命
期
に
は
中
間
団
体
の
否
認
の
思
想
が
強
か
っ
た
こ
と
に
原
因
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
規
定
は
、
革
命
国
家
が
良
心
の
自
由
お
よ
び
礼
拝
の
自
由
を
承
認
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
個
人
の
宗
教
的
自

由
を
完
全
に
は
認
め
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

②
　
政
教

一
致

次
に
、
大
革
命
期
に
宗
教
的
自
由
が
明
確
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
時
期
も
政
教

一
致
が
維
持
さ
れ
、
さ
ら
に
国
家
に
よ

る
教
会
の
統
制
が
継
続
、
強
化
さ
れ
る
と
い
う
矛
盾
や
混
乱
も
見
ら
れ
た
。

革
命
議
会
は
カ
ト
リ
ッ
ク
を
明
示
的
に
国
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（こ

教
と
認
め
る
こ
と
を
拒
否
し
た
が
、
人
権
宣
言

一
〇
条
の
制
定
過
程
で
も
示
さ
れ
た
よ
う

に
議
会
が
当
初
カ
ト
リ
ッ
ク
を
公
的
な
宗
教
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
れ
は

一
七
九
〇
年
七
月

一
二
日
の
聖
職
者
民

事
基
本
法

６
８
■
一ｃ
”【８

２
く
庁

２

２
の【鴨
）
に
お
い
て

一
層
明
確
に
さ
れ
る
。
憲
法
制
定
議
会
が
憲
法
の
一
つ
と
し
て
制
定
し
た
こ

の
基
本
法
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
教
区
を
県
に

一
致
さ
せ
る
こ
と
、
聖
職
者
の
任
命
方
法
を
選
挙
に
よ
る
こ
と
、
聖
職
者
に
国
家
が
給

与
を
支
払
う
こ
と
、
お
よ
び
聖
職
者
が
憲
法
遵
守
な
ど
の
宣
誓
を
行
う
こ
と
な
ど
の
内
容

　

（．

一を
持
ち
、
そ
の
一
部
は

一
七
九

一
年
憲
法
の

本
条
に
再
確
認
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち

「市
民
は
、
各
自
の
宗
教
の
教
師
を
選
挙
し
、
ま
た
は
選
ぶ
権
利
を
有
す
る
」
貧

編
）、
国
思
法
制

定
議
会
の
法
令
に
よ
り
給
与
を
受
け
、
選
挙
さ
れ
、
任
命
さ
れ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
師
の
給
与
は
、
国
家
債
務
に
属
す
る
」
（五
編
二
条
）

と
い
う
憲
法
規
定
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
を
優
遇
す
る
反
面
、
ガ
リ
カ
ニ
ス
ム
の
伝
統
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を

教
皇
か
ら
離
れ
た
国
家
教
会
に
仕
立
て
よ
う
と
す
る
革
命
国
家
の
姿
勢
を
見
る
こ
と
が
で

（２

．き
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
国
家
教
会

へ
の



試
み
が
カ
ト
リ
ッ
ク
に
大
き
な
混
乱
を
生
ぜ
し
め
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
抵
抗
を
招
い
た
。
実
際
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
会
組
織
に
反
す
る
聖

職
者
民
事
基
本
法
を
押
し
付
け
ら
れ
た
結
果
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
宣
誓
を
行

っ
た
聖
職
者
と
宣
誓
を
拒
否
し
た
聖
職
者
と
の
間
で
教
会
分

裂
を
起
こ
し
、
宣
誓
拒
否
聖
職
者
は
反
革
命
派
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
国
民
公
会
の
時
代
に
は
、
ガ
リ
カ
ニ
ス
ム
の
枠
組
み
を
超
え
、
ル
ソ
ー
の
説
い
た
市
民
宗
教
の
思
想
か
ら
、
支
配
の
道
具

と
し
て
新
し
い
非
キ
リ
ス
ト
教
の
公
的
宗
教
が
創
設
さ
れ
た
。　
エ
ー
ベ
ル
ト
派
の

「
理
性
の
礼
拝
」
８
・
】８

８

ご

卿
”
一∽８
）、　
口
ベ
ス

ピ
ユ
ー
ル
の

「至
高
存
在
の
礼
拝
」
お
・
】け

，

【．Ψ
お
〓
も
８
８
９

が
そ
れ
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
全
土
に
激
し
い
非
キ
リ
ス
ト
教
会
化
運

動
が
起
こ
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
聖
職
者
が
聖
職
者
民
事
基
本
法
に
よ
る
宣
誓
を
し
た
者
も
含
め
迫
害
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
こ

の
時
期
で
あ
る
。

な
お
、
前
述
の
修
道
会
廃
止
や
教
会
財
産
の
国
有
化

（
一
七
八
九
年

一
一
月
二
日
の
教
会
財
産
国
有
化
令
、

一
七
九

一
年
憲
法

一
編
）
は
封

建
制
の
廃
止
と
財
政
の
確
保
を
目
的
と
す
る
も
の
と
さ
れ
た
が
、
こ
こ
で
も
国
家
に
よ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
統
制
の
強
化
の
色
彩
が
見
ら

れ
る
。

③
　
公
役
務
の
非
宗
教
化

以
上
の
よ
う
な
革
命
期
の
政
教
関
係
を
通
じ
て
、
公
役
務

δ
ｏ『＜
一８
冒
σ
汗
）
の
非
宗
教
化

（】”
●
∽”
け】８
）
さ
ら
に
社
会
の
非
宗
教

化
、
他
方
、
宗
教
の
私
事
化
が
漸
進
的
に
進
行
し
製
。

公
役
務
の
非
宗
教
化
の
代
表
例
は
戸
籍

３
”単
ｏ
三
じ

の
非
宗
教
化
で
あ
る
。
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
に
お
い
て
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

の
小
教
区

ε
”
いｏ
】の∽９

が
出
生
、
婚
姻
、
死
亡
な
ど
の
証
明
を
独
占
的
に
行

っ
て
い
た
が
、
次
の
よ
う
に
定
め
る

一
七
九

一
年
憲
法
二

編
七
条
は
戸
籍
の
非
宗
教
化
を
決
定
し
た
。

第
七
条
　
法
律
は
婚
姻
を
民
事
契
約
に
す
ぎ
な
い
と
見
な
す
。
立
法
権
は
、
す
べ
て
の
市
民
に
つ
い
て
差
別
な
く
、
出
生
、
婚
姻
お
よ
び
死
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亡
を
証
明
す
る
様
式
を
定
め
、
そ
の
証
明
文
書
を
受
理
し
、
保
管
す
る
公
署
官
を
任
命
す
る
。

こ
の
憲
法
規
定
に
従
い
戸
籍
の
方
法
を
定
め
た

一
七
九
二
年
九
月
二
〇
日
の
デ
ク
レ
に
よ
り
、
市
役
所
が
戸
籍
を
保
管
す
る
こ
と
が

定
め
ら
れ
た

（同
デ
ク
レ
一
条
）。
こ
の
結
果
、
戸
籍
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
小
教
区
か
ら
市
役
所
に
移
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ま
た
前
述
の
憲
法
規
定
が
婚
姻
を
民
事
契
約
と
し
た
こ
と
に
従
い
、　
一
七
九
二
年
九
月
二
〇
日
の
デ
ク
レ
は
離
婚
を
法
認
し
た
。
こ

れ
は
婚
姻
を
非
宗
教
化
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

全
修
道
会
を
廃
止
し
た
前
述
の
一
七
九
二
年
八
月

一
八
日
の
デ
ク
レ
は
、
そ
れ
ま
で
医
療
、
教
育
、
福
祉
を
行
っ
て
き
た
修
道
会
を

も
廃
止
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
か
ら
こ
れ
ら
の
公
役
務
を
奪
い
、
そ
れ
ら
を
非
宗
教
化
す
る
こ
と
を
も
意
味
し
た
。

さ
ら
に
国
民
公
会
の
下
で
の
非
キ
リ
ス
ト
教
化
運
動
に
伴
い
、
暦
や
地
名
の
非
宗
教
化
ま
で
見
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、　
一
七
九
二
年

一

一
月
の
共
和
暦
の
制
定
、
キ
リ
ス
ト
教
的
響
き
を
も
つ
地
名
の
変
更
と
い
う
現
象
が
そ
れ
で
あ
る
。

０
　
政
教
分
離

テ
ル
ミ
ド
ー
ル
の
反
動
に
よ
る
口
ベ
ス
ピ
ユ
ー
ル
の
失
脚
後
、
政
教
関
係
は
政
教
分
離
に
転
じ
た
。
そ
の
転
機
を
示
す
の
は
、
カ
ト

リ
ッ
ク
の
聖
職
者
の
給
与
お
よ
び
礼
拝
の
経
費
の
国
家
負
担
を
停
止
し
、
前
述
の
聖
職
者
民
事
基
本
法
を
黙
示
的
に
廃
止
し
た
国
民
公

会
の

一
七
九
四
年
九
月

一
八
日
の
決
定
で
あ
る
。
こ
れ
が
、　
一
七
九
五
年
二
月
二

一
日
の
法
律
を
経
て
、
執
政
府

３
一ヽ
ｏｏ一ｏ
【【９

を
基

礎
づ
け
た

一
七
九
五
年

（共
和
暦
三
年
）
憲
法
の
中
に
あ
る
次
の
規
定
に
確
認
さ
れ
た
。

第
二
五
四
条
　
何
人
も
、
そ
の
選
択
し
た
宗
教
の
礼
拝
を
、
法
律
に
従
い
、
行
う
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。

何
人
も
、
あ
る
礼
拝
の
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
を
強
要
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
共
和
国
は
、　
い
か
な
る
礼
拝
に
も
給
与
を
支
払
わ
な
い
。

革
命
期
終
わ
り
の
政
教
分
離
は
公
役
務
の
非
宗
教
化
の
実
現
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
、
政
教
分
離
法
に

一
世
紀
先
立
つ

フ
ラ
ン
ス
で
の
政
教
分
離
の
最
初
の
試
み
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
同
時
代
に
ア
メ
リ
カ
で
合
衆
国
憲
法
修
正

一
条

（
一
七
九

一
年
）
に
政



教
分
離
が
憲
法
原
則
と
さ
れ
た
の
に
並
行
す
る
も
の
と
し
て
、
注
目
さ
れ
る
。
だ
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
政
教
分
離
は
短
命
で
不
完
全
な
も

（‐２
）

の
で
あ

っ
た
。
こ
の
政
教
分
離
は
後
述
の
一
八
〇

一
年
の
コ
ン
コ
ル
ダ
ま
で
の
七
年
足
ら
ず
の
短
い
期
間
し
か
続
か
ず
、
ま
た
政
教
分

離
成
立
の
原
因
が
、
明
示
的
に
承
認
さ
れ
て
い
た
宗
教
的
自
由
の
保
障
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
国
家
の
財
政
難
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク

ヘ
の

財
政
援
助
を
行
え
な
く
な
っ
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
だ
。
さ
ら
に
、
こ
の
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
国
家
の
宗
教
統
制
が
依
然
と
し

て
続
い
た
こ
と
も
政
教
分
離
の
不
完
全
さ
を
示
す
。
事
実
、　
一
七
九
五
年
憲
法
二
五
四
条
の
も
と
と
な
っ
た
同
年
二
月
二

一
日
の
法
律

は
、
礼
拝
の
自
由
を
定
め
な
が
ら
も
、
公
共
の
場
で
の
聖
職
服
や
宗
教
的
標
章
の
着
用
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
「す
べ
て
の
宗
教
の
儀

式
は
、
そ
の
執
行
の
た
め
に
選
択
さ
れ
た
敷
地
の
外
で
行
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
て
屋
外
で
の
礼
拝
を
禁
止
口
、
ま
た

一
七
九
五
年

憲
法
自
体
も
依
然
と
し
て
修
道
会
の
廃
止
を
明
確
に
し
て
い
た

（二
五
二
条
）。

以
上
に
見
た
大
革
命
期
の
経
験
か
ら
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
政
教
関
係
に
つ
い
て
の

「革
命
的
な
試
行
錯
誤
」
が
改
め
て
確
認
さ
れ

よ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
革
命
期
の
政
教
関
係
が
ラ
イ
シ
テ
の
観
点
に
お
い
て

一
定
の
重
要
性
を
持
つ
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

と
い
う
の
は
、
人
権
宣
言

一
〇
条
の
規
定
自
体
を
ラ
イ
シ
テ
の
起
源
と
見
る
か
は
別
と
し
て
も
、
と
く
に
大
革
命
期
に
確
実
に
進
ん
だ

公
役
務
の
非
宗
教
化
に
お
い
て
、
大
革
命
は
、
ラ
イ
シ
テ
ヘ
の
歩
み
の
大
き
な
前
進
で
あ
り
、
ま
た
ラ
イ
ン
テ
の
成
立
に
お
い
て
決
定

的
な
役
割
を
果
し
た
か
ら
で
あ
（慶

。

一
一
　

一
八
〇

一
年
の
コ
ン
コ
ル
ダ
の
下
で
の
政
教
関
係

１
　
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
の
成
立

大
革
命
期
の
政
教
関
係
は
、
国
際
条
約
の
性
格
を
も
つ
コ
ン
コ
ル
ダ

（政
教
条
約
）
に
よ
り
国
家
と
教
会
と
の
新
た
な
結
び
付
き
の
関

係
に
移
っ
た
。　
一
八
〇

一
年
の
コ
ン
コ
ル
ダ
は
、
大
革
命
期
に
生
じ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
分
裂
お
よ
び
国
家
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
対
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立
を
解
消
す
る
と
と
も
に
、　
一
九
世
紀
の
間
フ
ラ
ン
ス
の
宗
教
的
平
和
を
保
障
し
た
。
な
お
、
こ
の
コ
ン
コ
ル
ダ
は
今
日
で
も
ア
ル
ザ

ス
と
ロ
レ
ー
ヌ
の
地
方
法
と
し
て
存
続
す
る
。

ブ
リ
ュ
ー
メ
ル
一
八
日
の
ク
ー
デ
タ
ー
後
、　
一
七
九
九
年

（共
和
暦
八
年
）
憲
法
に
よ
り
統
領
府

６
９
日
】”
じ

が
誕
生
す
る
が
、
そ

の
憲
法
は
政
教
関
係
に
は
沈
黙
し
た
。
こ
の
問
題
は
、
当
時
ま
だ
第

一
統
領

Ｃ
【ｏユ
９
８
８
〓
じ

で
ぁ
っ
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
が

一
八

〇

一
年
七
月

一
五
日
に
ロ
ー
マ
教
皇
ピ
ウ
ス
七
世
と
締
結
し
た
コ
ン
コ
ル
ダ
で
扱
わ
れ
た
。
コ
ン
コ
ル
ダ
は

一
七
カ
条
か
ら
な
り
、
カ

ト
リ
ッ
ク
を

「
フ
ラ
ン
ス
国
民
の
大
多
数
の
宗
教
」
と
す
る
こ
と

盆
則
文
）、
礼
拝
が
自
由
に
行
わ
れ
る
こ
と

（
一
条
）、
政
府
が
司
教
を

任
命
し
、
教
皇
は
そ
れ
に
教
会
法
上
の
効
力
を
与
え
る
こ
と

（四
条
）、
教
皇
は
教
会
財
産
の
国
有
化
に
よ
り
生
じ
た
教
会
財
産
の
移
転

を
承
認
す
る
こ
と

（
〓
二
条
）、
政
府
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
聖
職
者
に
俸
給
を
保
障
す
る
こ
と

（
一
四
条
）
な
ど
を
定
め
た
。
こ
こ
に
は
、
合

理
主
義
者
な
が
ら
宗
教
の
政
治
的
重
要
性
を
認
識
し
、
自
己
の
政
治
支
配
に
適
合
す
る
よ
う
に
宗
教
組
織
を
再
編
し
よ
う
と
し
た
ナ
ポ

レ
オ
ン
と
、
宗
教
的
平
和
を
望
ん
だ
教
皇
と
の
、
両
者
の
妥
協
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
コ
ン
コ
ル
ダ
は

一
八
〇
二
年
四
月
八
日
霊
（和

暦

一
〇
年
ジ
ェ
ル
ミ
ナ
ル
一
八
日
）
の
法
律
に
よ
り
国
内
法
と
な
る
が
、
そ
の
法
律
に
は
付
属
条
項

（”
ａ
ｏ】ｏ

Ｒ
躊
●
一ｆ
ｏ３

が
付
加
さ

れ
た
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
が

一
方
的
に
付
加
し
た
七
七
カ
条
の
付
属
条
項
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
意
図
を
明
確
に
反
映
し
て
、
ガ
リ
カ
ニ
ス
ム

の
発
想
か
ら
教
会
の
組
織

・
活
動

へ
の
強
力
な
国
家
の
統
制
権
を
認
め
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
カ
ト
リ
ッ
ク
を
国
教
で
は
な
い
に
し
て
も
優
越
し
た
宗
教
と
し
、
そ
の
礼
拝
を
公
役
務
と
す
る

一
方
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
厳
し
い
統
制
の
下
に
お
い
た
が
、
彼
は
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
お
よ
び
ユ
ダ
ヤ
教
も
同
様
の
制
度
に
服
せ
し

め
た
。
前
述
の

一
八
〇
二
年
法
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
関
す
る
規
定
に
続
い
て
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
つ
い
て
の
四
四
カ
条
の
付
属
条
項
を

設
け
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
二
教
派
―
―
改
革
教
会

（改
革
派
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
）
お
よ
び
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告
白
教
会

（ル
タ
ー
派
）

―
―
に
つ
い
て
カ
ト
リ
ッ
ク
よ
り
も
厳
格
な
国
家
統
制
の
制
度
を
定
め
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
牧
師
の
給
与
は
国
家
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の
負
担
と
な
る

一
方
で
、
牧
師
の
任
命
は
政
府
の
承
認
を
要
す
る
も
の
と
な
り
、
教
会
の
活
動
は
い
う
に
及
ば
ず
教
義
に
関
す
る
決
定

ま
で
も
政
府
の
統
制
の
下
に
置
か
れ
た
。
ま
た
ユ
ダ
ヤ
教
は
、　
一
八
〇
八
年
二
月

一
七
日
の
デ
ク
レ
に
よ
り
、
国
家
の
統
制
に
都
合
の

よ
い
中
央
集
権
化
さ
れ
た
組
織
が
設
け
ら
れ
、　
ユ
ダ
ヤ
教
教
師

（ラ
ビ
）
が
国
家
か
ら
俸
給
を
受
け
る
も
の
と
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
実

際
に
ユ
ダ
ヤ
教
教
師

へ
の
給
与
支
払
い
が
始
ま
る
の
は

一
人
三

一
年
二
月
八
日
の
法
律
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、　
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
み
な
ら
ず
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
ユ
ダ
ヤ
教
を
も
公
認
宗
教
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
か
つ
て
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
国
教
制
度
と
比
べ
国
家
が
宗
教
か
ら
離
れ
る
面
が
見
ら
れ
る
が
、　
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
で
も
、
国
家
は
公

認
宗
教
に
資
金
援
助
を
す
る
な
ど
依
然
と
し
て
教
会
と
結
び
付
き
、
ま
た
教
会

へ
の
国
家
統
制
も
続
い
迎
。
し
か
し
な
が
ら
、　
コ
ン
コ

ル
ダ
制
度
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
成
果
で
あ
る
公
役
務
の
非
宗
教
化
を
否
定
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
を
強
化
し
た
こ
と
は
、
ラ
イ
シ
テ

ヘ
の

歩
み
に
関
し
て
重
要
で
あ
る
。
コ
ン
コ
ル
ダ
は
教
会
財
産
の
国
有
化
を
撤
回
し
な
か
っ
た
し
、
戸
籍
の
市
町
村
に
よ
る
管
理
も
変
え
な

か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
の
制
定
し
た
民
法
典
は
、
婚
姻
を
民
事
契
約
と
明
示
し
、
離
婚
も
確
認
し
た
の
で
あ
る
。
な

お
、　
コ
ン
コ
ル
ダ
は
修
道
会
を
規
定
せ
ず
、
ま
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
は
修
道
会
の
廃
止
自
体
を
覆
す
こ
と
は
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
彼

は
修
道
会
に
好
意
的
な
姿
勢
を
と
り
、
修
道
会
の
許
可
制
を
始
め
た

（
一
八
〇
四
年
六
月
二
二
日
の
デ
ク
ヒ

。

２
　
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
の
展
開

コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
は
、
時
に
は
廃
止
さ
れ
そ
う
に
な
り
な
が
ら
も
、
政
教
分
離
法
の
制
定
ま
で
多
様
な
憲
法
体
制
―
―
統
領
制

。
第

一
帝
制

・
復
古
王
制

・
七
月
王
制

。
第
二
共
和
制

。
第
二
帝
制

。
第
二
共
和
制
―
―
に
わ
た
り
存
続
し
濯
。
こ
の
継
続
の
理
由
は
、　
コ

ン
コ
ル
ダ
制
度
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
国
家
の
双
方
に
利
益
を
与
え
て
い
た
こ
と
に
あ

っ
た
。
確
か
に
、　
一
方
で
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は

公
認
に
よ
る
利
益
を
受
け
、
ま
た
公
的
資
金
援
助
を
享
受
し
た
し
、
他
方
で
国
家
は
コ
ン
コ
ル
ダ
に
よ
り
教
会
を
統
制
す
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、　
コ
ン
コ
ル
ダ
時
代
の
各
憲
法
体
制
下
で
の
政
教
関
係
は
均
質
で
は
な
く
、
時
の
政
府
が
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
を
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カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
好
意
的
に
運
用
す
る
か
否
か
で
、
政
教
関
係
に
多
少
の
幅
が
見
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
の
運
用

の
差
は
、
教
会
と
国
家
の
両
者
と
も
政
教
関
係
を
わ
が
方
に
有
利
な
も
の
に
す
る
た
め
の
絶
え
ざ
る
闘
争
―
―
教
権
主
義

お
】０『【８
Ｆ
‐

ヨ
Ｃ
と
反
教
権
主
義

↑
・
けユ
ｏ【一８
房
ヨ
Ｃ
と
の
闘
争
―
―
が
、
と
く
に
コ
ン
コ
ル
ダ
に
は
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
教
育
の
領
域
で
繰

り
広
げ
ら
れ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
の
ち
の
ち

「学
校
闘
争
」
を
め
ぐ
る
右
翼
と
左
翼
の
対
立
に
つ
な
が
る
こ

（２３
）

と

に
な

る
。

復
古
王
制
の

一
人

一
四
年
憲
章
は
、
「各
人
は
、
平
等
の
自
由
を
も
っ
て
そ
の
宗
教
を
告
白
し
、
そ
の
礼
拝
に
つ
い
て
同
様
の
保
護
を

受
け
る
」
（五
条
）
と
し
て
、
宗
教
間
の
平
等
な
宗
教
的
自
由
の
保
障
を
明
確
に
し
た
。
だ
が
そ
れ
と
と
も
に
、
同
憲
章
は
、
「使
徒
継
承

の
ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
師
と
他
の
キ
リ
ス
ト
教
の
教
師
の
み
が
、
国
家
か
ら
俸
給
を
受
け
る
」
（七
条
）
と
し
て
、　
ユ
ダ
ヤ
教
の
扱

い
を
異
に
し
た
ま
ま
で
あ
る
ば
か
り
か
、
「使
徒
継
承
の
ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
は
国
教
で
あ
る
」
（六
条
）
と
規
定
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
革
命

を
否
定
す
る
姿
勢
を
と
っ
た
復
古
王
制
は
、
こ
の
よ
う
に
国
教
制

へ
の
回
帰
を
指
向
し
た
。
ま
た
、
こ
の
回
帰
は
、
よ
り
具
体
的
に
は
、

一
八
〇

一
年
の
コ
ン
コ
ル
ダ
を
カ
ト
リ
ッ
ク
の
国
教
制
で
あ
っ
た

一
五

一
六
年
の
コ
ン
コ
ル
ダ
に
戻
そ
う
と
す
る
企
て
―
―

ル
イ

一
八

世
が
教
皇
と
締
結
し
た
が
議
会
の
承
認
を
得
ら
れ
ず
に
終
わ
っ
た

「
一
八

一
七
年
の
コ
ン
コ
ル
ダ
」
―
―
、
ま
た
他
方
で
、
カ
ト
リ
ッ

ク
政
策
の
強
力
な
遂
行
と
な
っ
て
現
れ
た
。
そ
の
政
策
の
成
果
は
、
日
曜
日
の
休
日
義
務
に
関
す
る

一
八

一
四
年

一
一
月

一
八
日
の
法

律
、
離
婚
を
禁
止
す
る

一
八
二
〇
年

一
〇
月
二
〇
日
の
法
律
お
よ
び
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
に
お
い
て
漬
聖

♂
８
Ｌ
Ｐ
Ｃ
と
さ
れ
る
行
為

を
処
罰
す
る

一
八
二
五
年
四
月
二
〇
日
の
法
律
が
あ
る
ほ
か
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
が
創
設
し
て
い
た
教
育
の
国
家
独
占
シ
ス
テ
ム
貧

ニ

ヴ
ェ
ヤ
ン
テ
）
を
維
持
し
な
が
ら
も
、　
ユ
ニ
ヴ
ェ
ル
シ
テ

ヘ
の
教
会
の
支
配
を
大
い
に
強
化
し
た
こ
と
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

反
教
権
主
義
的
側
面
を
持
っ
た
七
月
革
命
の
の
ち
成
立
し
た
七
月
王
制
の

一
八
三
〇
年
憲
章
は
、　
一
八

一
四
年
憲
章
と
共
通
す
る
規

定
も
見
ら
れ
た
が
、
た
だ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
を
国
教
と
は
せ
ず
、
「大
多
数
の
フ
ラ
ン
ス
人
に
よ
り
告
白
さ
れ
る
宗
教
」
（六
条
）
と
性
格
づ
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け
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
ま
た
実
際
に
も
七
月
王
制
は
復
古
王
制
時
の
カ
ト
リ
ッ
ク
に
好
意
的
な
政
策
を
改
め
た
。　
一
八
三
〇
年

一
一
月

一
一
日
の
法
律
が
漬
聖
を
処
罰
す
る
前
述
の
一
八
二
五
年
法
を
廃
止
し
、
ま
た

一
人
三
二
年
六
月
二
八
日
の
ギ
ゾ
ー
法
が
、
修
道
会
に

宗
派
学
校

（私
立
学
校
）
を
開
設
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
た
点
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
に
利
益
を
も
た
ら
し
た
も
の
の
、
聖
職
者
の
教
育

行
政

へ
の
関
与
を
制
限
し
た
の
は
、
そ
う
し
た
政
策
転
換
の
例
で
あ
る
。

第
二
共
和
制
の
一
八
四
八
年
憲
法
は
、
政
教
関
係
に
関
し
、
宗
教
的
自
由
の
保
障
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
何
ら
言

及
せ
ず
に
、
「法
律
に
よ
り
現
在
公
認
さ
れ
て
い
る
宗
教
あ
る
い
は
将
来
公
認
さ
れ
る
宗
教
の
教
師
は
、
国
か
ら
俸
給
を
受
け
る
権
利
を

有
す
る
」
（七
条
）
と
し
て
、
宗
教
間
の
平
等
を
強
化
す
る
だ
け
で
あ

っ
た
。
だ
が
、
七
月
王
制
を
終
わ
ら
せ
た
二
月
革
命
を
カ
ト
リ
ッ

ク
教
会
も
支
持
し
た
こ
と
、
ま
た
第
二
共
和
制
憲
法
が
二
月
革
命
の
担
い
手
で
あ
っ
た
労
働
者
層
の
弾
圧

貧
ハ
月
暴
動
の
鎮
圧
）
の
後
に

成
立
し
た
こ
と
を
反
映
し
て
、
大
統
領
に
就
任
し
た
ル
イ

・
ナ
ポ
レ
オ
ン

（ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
の
甥
）
は
社
会
主
義

へ
の
防
波
堤
と
し
て

の
教
会
に
対
す
る
好
意
的
な
政
策
を
と
っ
た
。
そ
の
代
表
例
は
宗
教
教
育
を
初
等
教
育
の
必
修
科
目
と
し
た

一
八
五
〇
年
二
月

一
五
日

の
フ
ァ
ル
ー
法
で
あ
る
。
同
法
に
よ
り
教
育
は
再
び
大
幅
に
聖
職
者
に
支
配
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
修
道
会
が
多
数
設
立
さ
れ
る

（２４
）

よ
う

に
な

っ
た
。

一
八
五

一
年

一
二
月
二
日
の
ク
ー
デ
タ
ー
を
経
て
成
立
し
た
第
二
帝
制
の

一
八
五
二
年
憲
法
に
は
、
特
別
な
宗
教
条
項
は
な
く
、
わ

ず
か
に

国
思
法
、
宗
教
、
道
徳
、
礼
拝
の
自
由
…
…
に
反
し
、
ま
た
は
そ
れ
ら
を
侵
害
す
る
法
律
」
の
審
署

ε
３
日
●
】鷺
け」８
）
を
元
老

院
は
反
対
す
る
と
い
う
旨
の
規
定

含
Ｉ
ハ
条
）
等
が
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
だ
が
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
と
し
て
帝
位
に
つ
く
ル
イ
・ナ

ポ
レ
オ
ン
は
、
一
八
五
二
年
憲
法
に
先
立
つ
一
八
五
二
年

一
月

一
四
日
の
布
告
に
お
い
て
、
「国
家
と
教
会
の
関
係
を
規
律
す
る
の
は
依

然
と
し
て
コ
ン
コ
ル
ダ
で
あ
る
」
と
言
明
し
て
、
彼
の
伯
父
の
締
結
し
た
コ
ン
コ
ル
ダ
を
堅
持
し
た
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
が
カ
ト
リ
ッ

ク
と
対
立
し
、
反
教
権
主
義
的
な
教
育
政
策
を
と
っ
た
自
由
帝
制
の
時
期

（
丁
八
六
〇
年
―

一
八
六
九
年
）
を
除
き
、
第
二
帝
制
は
、
第

14



第 1章 政教関係の史的概観 とその今 日

二
共
和
制
期
と
同
様
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
好
意
的
な
政
教
関
係
を
続
け
た
。

第
二
共
和
制
の
一
八
七
五
年
の
憲
法
的
法
律
に
も
特
別
な
宗
教
条
項
は
な
い
。
た
だ
、
憲
法
的
法
律
の

一
つ
で
あ
る

一
八
七
五
年
七

月

一
六
日
の
公
権
力
の
関
係
に
関
す
る
法
律
の
中
に
存
在
し
た
次
の
規
定
は
目
立
っ
た
。
「議
会
の
仕
事
に
つ
い
て
神
の
助
け
を
求
め
る

た
め
、
議
会
開
会
後
の
日
曜
日
に
、
教
会
ま
た
は
寺
院
に
お
い
て
、
神
に
公
的
祈
蒔
Ｃ
『”０お
口
σ
【̈
Ｃ
ｃ
が
捧
げ
ら
れ
る
」
貧

条
三
項
）

が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
規
定
が
象
徴
的
に
示
す
よ
う
に
、
第
三
共
和
制
は

一
八
七
〇
年
代
の
終
わ
り
ま
で
コ
ン
コ
ル
ダ
を
カ
ト
リ
ッ
ク

教
会
に
好
意
的
に
適
用
し
た
。
そ
の
背
景
と
し
て
、
パ
リ

・
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
壊
減
の
あ
と
行
わ
れ
た

一
八
七

一
年
の
選
挙
で
王
党
派
が

議
席
の
多
数
を
握
り
、
翌
々
年
王
党
派
の
マ
ク
マ
オ
ン

（〓
器
‐〓
じ
８
）
が
大
統
領
に
就
任
し
た

（
一
八
七
九
年
ま
で
在
職
）
状
況
で
、

第
二
共
和
制
が
、
王
政
復
古
を
指
向
し
な
が
ら
の
暫
定
的
な
共
和
制
と
し
て
出
発
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
王
党
派
に

よ
る
共
和
制
が
、
共
和
派
の
進
出
を
抑
え
る
た
め
に
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
を
利
用
し
よ
う
と
し
、
教
会
に
有
利
な
政
策
を
と
っ
た
の
で
あ

る
。
実
は
公
的
祈
蒔
に
関
す
る
憲
法
的
法
律
の
規
定
も
こ
う
し
た
状
況
で
行
わ
れ
た
議
会
の
毎
年
の
慣
行
を
定
め
た
も
の
に
ほ
か
な
ら

な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
王
党
派
と
カ
ト
リ
ッ
ク
と
の
結
び
付
き
が
、
後
に
な
っ
て
共
和
派
に
よ
る
反
教
権
主
義
の
闘
争
を

引
き
起
こ
す
要
因
に
な
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
結
び
付
き
と
と
も
に
第
二
帝
制
期
か
ら
の
政
教
関
係
を
め
ぐ
る
諸
々
の
状
況
も
反
教
権
主

義
の
闘
争
の
背
景
と
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
と
は
、　
ロ
ー
マ
教
皇
ピ
ウ
ス
九
世
が

一
八
六
四
年
の
シ
ラ
バ
ス
（謬
説
表
）
に
お
い
て

近
代
的
自
由
主
義
を
非
難
し
た
こ
と
、
教
皇
の
不
可
謬
性
を
宣
言
し
た
第

一
ヴ
ァ
チ
カ
ン
公
会
議

（
一
八
六
九
―

一
八
七
〇
年
）
以
降
、

フ
ラ
ン
ス
で
教
皇
権
至
上
主
義
が
強
ま
っ
た
こ
と
、
ま
た
フ
ァ
ル
ー
法
以
後
カ
ト
リ
ッ
ク
が
教
育
を
支
配
し
て
い
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

３
　
第
二
共
和
制
初
期
の
反
教
権
主
義
の
闘
争

一
八
七
六
年
の
下
院
選
挙
で
の
共
和
派
の
勝
利
、
翌
年
の
共
和
派
に
よ
る
内
閣
の
掌
握
、　
一
八
七
九
年
に
お
け
る
王
党
派
の
大
統
領

（
マ
ク
マ
オ
と

か
ら
共
和
派
の
大
統
領

（グ
レ
ヴ
ィ
１

６
『２
く
し

へ
の
交
代
を
経
て
、
第
二
共
和
制
は
、
共
和
派
に
よ
る
共
和
制
に
移
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行
し
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
政
教
関
係
は

一
転
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
厳
し
い
関
係
に
変
わ
る
。
共
和
国
は
、　
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
を

維
持
し
な
が
ら
も
、
共
和
制
を
安
定
さ
せ
る
た
め
攻
撃
的
な
反
教
権
主
義
の
闘
争
を
繰
り
広
げ
つ
つ
、
非
宗
教
化
立
法
を
制
定
す
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

も
つ
と
も
、
す
で
に

一
八
六
七
年
に
穏
健
共
和
派
の
ジ
ュ
ー
ル
・
シ
モ
ン

（旨
】８
９
８
８
）
が
議
会
で
政
教
分
離
を
主
張
し
た
の
を

始
め
と
し
て
、
急
進
派
の
綱
領
と
な
る
ベ
ル
ヴ
ィ
ル
綱
領

（
一
八
六
九
年
）
に
も
、
初
等
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
、
宗
教
予
算
の
廃
止
な
ら
び

に
政
教
分
離
が
入
れ
ら
れ
て
い
た
よ
う
（副

、
反
教
権
主
義
の
動
き
は
第
二
帝
制
期
に
始
ま
っ
て
い
た
。
そ
し
て
反
教
権
主
義
の
闘
争
の

旗
印
と
し
て
共
和
派
が
ラ
イ
シ
テ
と
い
う
語
を
使
い
始
め
た
の
も
こ
の
頃
で
あ
る
。
た
だ
、
ラ
イ
シ
テ
の
実
現
を
め
ざ
し
た
闘
争
が
本

格
化
す
る
に
は
、
共
和
派
が

一
八
七
〇
年
代
終
わ
り
に
政
権
を
掌
握
す
る
の
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

共
和
派
政
府
の
教
会
と
コ
ン
コ
ル
ダ
に
対
す
る
姿
勢
に
よ
り
、
こ
の
闘
争
は
二
つ
の
時
期
、
言
い
か
え
れ
ば
二
つ
の
段
階
に
分
け
ら
れ

る
。
第

一
は

一
八
七
九
年
か
ら

一
八
八
六
年
の
時
期
で
あ
り
、
第
二
は

一
八
九
八
年
以
降
で
あ
（ど

。

第

一
の
時
期
は
、
共
和
派
の
な
か
で
も
日
和
見
主
義
者

（オ
ポ
ル
チ
ュ
ニ
ス
ト
）
と
呼
ば
れ
た
穏
健
共
和
派
が
非
宗
教
化
政
策
を
行

っ

た
時
期
に
相
当
す
る
。
レ
オ
ン
・
ガ
ン
ベ
ッ
タ

（ｒ
８
５
ｏ
”
Ｂ
Ｆ
［”じ

お
よ
び
ジ
ュ
ー
ル
・
フ
ェ
リ
ー

（ピ
】８
『
ｏヽ
『じ

ら
に
率
い
ら
れ

た
オ
ポ
ル
チ

ュ
ニ
ス
ト
は
、
「教
権
主
義
こ
そ
敵
だ
」
と
い
う

一
八
七
七
年
五
月
四
日
の
上
院
で
の
ガ
ン
ベ
ッ
タ
の
有
名
な
発
言
に
示
さ

れ
る
よ
う
に
、
並
々
な
ら
ぬ
反
教
権
主
義
的
信
念
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
彼
ら
は
自
ら
の
綱
領
に
あ

っ
た
政
教
分
離
を
当
面
の

目
標
か
ら
外
し
、　
コ
ン
コ
ル
ダ
を
維
持
し
た
ま
ま
で
非
宗
教
化
政
策
を
進
め
よ
う
と
し
た
。
オ
ポ
ル
チ

ュ
ニ
ス
ト
に
よ
れ
ば
政
教
分
離

は
時
期
尚
早
で
あ
り
、
ま
た
教
会
を
統
制
す
る
武
器
と
な
る
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
は
彼
ら
に
と
っ
て
有
益
で
も
あ

っ
た
た
め
で
あ
（♂

。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
オ
ポ
ル
チ
ュ
ニ
ス
ト
の
姿
勢
に
は
、
依
然
と
し
て
ガ
リ
カ
ニ
ス
ム
の
発
想
が
見
受
け
ら
（だ

、
ま
た
そ
の
事
実

が
、
反
教
権
主
義
の
闘
争
が
開
始
さ
れ
て
も
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
が
存
続
し
、
政
教
分
離
法
の
制
定
に
は
公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
の
成
立
後
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さ
ら
に
二
〇
年
以
上
を
要
し
た
こ
と
を
説
明
す
る
。

こ
の
時
期
に
反
教
権
主
義
の
闘
争
の
対
象
に
な
っ
た
の
は
、　
コ
ン
コ
ル
ダ
に
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
教
育
の
分
野
で
あ
り
、
フ
ェ

リ
ー
の
行
っ
た
教
育
改
革
が
そ
の
闘
争
の
輝
か
し
い
成
果
で
あ
る
。　
一
八
八
〇
年
二
月
二
九
日
の
二
つ
の
デ
ク
レ
は
無
許
可
修
道
会
の

解
散
を
命
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
育
に
反
撃
を
加
え
、　
一
八
八
二
年
二
月
二
八
日
の
法
律
は
教
育
内
容
を
非
宗
教
化
す

る
こ
と
よ
り
教
育
課
程
の
ラ
イ
シ
テ
を
確
立
し
、
さ
ら
に
フ
ェ
リ
ー
は
公
立
学
校
か
ら
十
字
架
を
撤
去
し
た
。
ま
た

一
八
八
六
年

一
〇

月
二
〇
日
の
法
律

９

ブ
レ
法
）
は
聖
職
者
を
公
立
学
校
か
ら
排
除
す
る
教
員
の
ラ
イ
シ
テ
を
定
め
、
公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
を
完
成
さ
せ

た
。
そ
の
他
こ
の
時
期
の
非
宗
教
化
政
策
の
成
果
と
し
て
以
下
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
復
古
王
制
時
に
立
法
化
さ
れ
た
日

曜
日
の
休
業
義
務
な
ら
び
に
離
婚
の
禁
止
の
廃
止
笙

八
八
〇
年
七
月

一
二
日
法
お
よ
び
一
八
八
四
年
七
月
二
七
日
法
）、
公
的
祈
膚
の
廃
止

（
一
八
八
四
年
八
月

一
四
日
の
憲
法
改
正
）、
墓
地
と
葬
儀
の
中
立
化
貧

八
八

一
年

一
一
月

一
四
日
法
等
）、
宗
教
儀
式
と
儀
使
礼
曾
８
澪
に
あ

ヨ
一澤
”
【ヽ
ｏし
と
の
切
り
離
し

（
一
八
八
三
年
二
月
二
八
日
の
デ
ク
レ
）
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ラ
イ
シ
テ
は
ま
ず
教
育

の
分
野
か
ら
始
ま
り
、
そ
れ
に
続
い
て
他
の
領
域
に
も
ラ
イ
ン
テ
が
及
び
、
最
後
に
国
家
全
体
に
ラ
イ
シ
テ
が
広
が
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
最
終
段
階
を
示
す
の
が
政
教
分
離
法
の
制
定
に
は
か
な
ら
な
い
。

反
教
権
主
義
の
闘
争
の
第

一
の
時
期
か
ら
第
二
の
時
期
の
間
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
共
和
制
を
容
認
す
る
立
場
（ラ
リ
マ
と

に
転
じ
、

そ
れ
と
と
も
に
共
和
国
の
非
宗
教
化
政
策
も
し
ば
ら
く
弱
ま
っ
た
。
だ
が
、　
一
八
九
四
年
に
ユ
ダ
ヤ
人
の
ド
レ
フ
ュ
ス
大
尉
が
軍
の
機

密
漏
洩
の
容
疑
で
終
身
刑
を
宣
告
さ
れ
た
事
件

（ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
）
が
発
端
と
な
り
発
生
し
た
、
ド
レ
フ
ュ
ス
の
再
審
要
求
を
め
ぐ
る

国
論
を
三
分
す
る
論
争
に
お
い
て
転
機
を
迎
え
た
。
反
教
権
主
義
の
闘
争
の
第
二
の
時
期
を
画
す
る
の
は
、
ド
レ
フ
ュ
ス
派
＝
共
和
派

と
反
ド
レ
フ
ュ
ス
派
Ｈ
王
党
派

。
右
翼

・
カ
ト
リ
ッ
ク
と
の
間
の
論
戦
が
頂
点
に
達
し
た

一
八
九
八
年
で
あ
る
。
こ
の
抗
争
に
優
位
に

立
っ
た
の
は
共
和
派
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
の
共
和
派
の
中
心
が
あ
く
ま
で
も
ベ
ル
ヴ
ィ
ル
綱
領
の
実
現
を
め
ざ
す
非
妥
協
的
な
急
進
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派

（ラ
デ
ィ
コ
ー
）
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
こ
の
時
期
の
非
宗
教
化
政
策
を
分
析
す
る
う
え
で
重
要
で
あ
（が

。
翌
年
、
急
進
派
を
中
心
と
し

て
穏
健
共
和
派
か
ら
社
会
主
義
派
ま
で
を
含
ん
だ
左
翼
プ
ロ
ッ
ク
が
、
「共
和
制
防
衛
内
閣
」
と
呼
ば
れ
た
ピ
エ
ー
ル
・ワ
ル
デ
ッ
ク
＝

ル
ソ
ー

（句
』ｏ【お
ヨ
”
一８
祭
‐”
８
∽∽８
じ

内
閣
を
成
立
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
後
の
急
進
派
内
閣
の
下
で
よ
う
や
く
コ
ン
コ
ル
ダ

制
度
の
廃
止
に
向
か
う
反
教
権
主
義
の
闘
争
が
展
開
さ
れ
始
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

第
二
節
　
ラ
イ
シ
テ
の
成
立

ラ
イ
シ
テ
の
立
法
化

政
教
分
離
法
の
制
定
過
程

一
段
と
激
し
さ
を
増
し
た
反
教
権
主
義
の
闘
争
は
、
時
と
し
て
そ
の
推
進
者
の
意
図
に
よ
り
反
宗
教
的
な
闘
争
の
面
も
伴
い
な
が
型
、

ま
ず
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
後
の
共
和
派
と
の
抗
争
に
お
い
て
反
共
和
派
陣
営
の
中
心
的
役
割
を
呆
た
し
た
修
道
会
に
向
け
ら
れ
る
。
ワ
ル

デ
ッ
ク
Ｈ
ル
ソ
ー
内
閣
は
、　
一
九
〇

一
年
の
結
社
法
に
お
い
て
、
修
道
会
設
立
の
許
可
制
、
無
許
可
修
道
会
の
禁
止
お
よ
び
無
許
可
修

道
会
の
設
立
者

・
会
員

へ
の
処
罰
規
定
、
無
許
可
修
道
会
の
会
員
に
よ
る
教
育
活
動
の
禁
止
な
ど
を
含
む
、
修
道
会
の
厳
し
い
規
制
を

制
定
さ
せ
た
。
ワ
ル
デ
ッ
ク
Ｈ
ル
ソ
ー
内
閣
を
引
き
継
い
だ
コ
ン
ブ
内
閣
は
、
修
道
会
規
制
条
項
を
ひ
と
き
わ
厳
し
く
適
用
し
て
、
無

許
可
修
道
会
か
ら
出
さ
れ
た
許
可
申
請
を
す
べ
て
却
下
し
そ
の
解
散
を
余
儀
な
く
さ
せ
２

九
〇
三
年
二
月
―
同
年
六
月
）、
さ
ら
に
許
可

修
道
会
に
対
し
て
も
あ
ら
ゆ
る
教
育
活
動
を
行
う
こ
と
を
禁
止
す
る

一
九
〇
四
年
七
月
七
日
の
法
律
を
成
立
さ
せ
た
。

カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
者
の
経
歴
を
持
つ
急
進
派
の
エ
ミ
ー
ル
・
コ
ン
ブ

（い
日
澪

ｏ
ｏ
日
ｇ
ｅ

首
相
は
、
穏
健
共
和
派
の
ワ
ル
デ
ッ
ク
＝

ル
ソ
ー
と
同
じ
く
、
内
閣
成
立
時
に
は
ま
だ
政
教
分
離
を
考
え
て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
教
分
離
法
制
定
に
向
け
た
動
き

1   -
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が
本
格
的
に
始
ま
る
の
も
こ
の
時
期
で
あ
る
。
そ
の
中
心
的
な
舞
台
と
な
っ
た
の
は
、　
一
九
〇
三
年
六
月

一
八
日
に
設
置
さ
れ
た
下
院

の
宗
教
問
題
特
別
委
員
会
―
―
正
式
に
は
「教
会
と
国
家
の
分
離
と
コ
ン
コ
ル
ダ
の
破
棄
に
関
す
る
委
員
会
」
―
―
で
あ
り
、
そ
れ
は
、

急
進
派
の
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ビ
ュ
イ
ッ
ソ
ン

（「
ｏａ
】日
ａ

ω
〓
】∽∽８
）
を
委
員
長
と
し
、
委
員
会
報
告
者

Ｔ
Ｓ
Ｂ
『”８
じ

と
し
て
委

員
会
の
指
導
的
役
割
を
呆
た
し
た
社
会
主
義
派
の
ア
リ
ス
テ
ィ
ド
・ブ
リ
ア
ン

（＞
【●
』８

∞
』ヽ営
ｅ

な
ど
三
二
名
の
委
員
か
ら
構
成
さ

れ
た
。
こ
の
委
員
会
は
、
最
初
、
委
員
会
設
置
に
前
後
し
て
議
員
が
下
院
に
提
出
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
政
教
分
離
法
案
を
検
討
す
る
こ

と
か
ら
作
業
を
始
め
た
が
、
委
員
会
は
こ
れ
ら
の
諸
案
に
満
足
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
委
員
会
は
、
全
員

一
致
で
次
の
三
点
の
方
針
、

す
な
わ
ち
①
法
案
に
は
修
道
会
に
関
す
る
規
定
を
含
ま
な
い
、
②

一
般
法
に
お
け
る
最
大
の
自
由
を
保
障
し
つ
つ
分
離
制
度
を
確
立
す

る
、
③
地
方
と
全
国
で
法
人
格
を
有
す
る
宗
教
結
社
を
組
織
で
き
る
よ
う
に
す
る
、
を
決
定
し
た
後
、
こ
の
三
点
を
考
慮
し
て
ブ
リ
ア

ン
が
起
草
し
た
案
を
も
と
に
四
〇
カ
条
か
ら
な
る
委
員
会
の
案

（委
員
会
原
案
）
を
作
成
し
た
。

こ
の
間
に
、
反
教
権
主
義
の
高
ま
り
に
反
発
し
た
教
皇
庁
と
フ
ラ
ン
ス
と
の
外
交
断
絶

（
一
九
〇
四
年
四
月
）
が
あ
り
、
こ
の
の
ち
コ

ン
ブ
内
閣
も
政
教
分
離
法
制
定
の
方
針
を
固
め
、　
コ
ン
ブ
首
相
は
委
員
会
原
案
が
最
終
的
に
下
院
に
提
出
さ
れ
る
前
に
政
教
分
離
法
案

３

ン
ブ
案
）
を
下
院
に
提
出
し
た

（
一
九
〇
四
年

一
一
月

一
〇
日
）。
二
五
カ
条
か
ら
な
る
コ
ン
ブ
案
は
、
委
員
会
原
案
と
比
較
し
て
教

会
財
産
の
制
度
な
ど
に
大
き
な
差
が
見
ら
れ
る
ほ
か
、
宗
教
的
自
由
の
規
定
が
な
く
、
礼
拝
の
規
制
も
よ
り
厳
し
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

委
員
会
は
コ
ン
ブ
案
に
難
色
を
示
し
、
ブ
リ
ア
ン
は
コ
ン
ブ
に
大
幅
な
譲
歩
を
求
め
た
。
だ
が
、
そ
の
最
中
に
コ
ン
ブ
内
閣
の
突
然
の

総
辞
職

（
一
九
〇
五
年

一
月
）
が
あ
り
、
次
の
ル
ー
ヴ
ィ
エ

（月
８
く
【ｏじ

内
閣
が
新
た
に
政
教
分
離
法
案

（政
府
案
）
を
提
出
す
る
こ
と

に
な
っ
た

（同
年
二
月
九
日
）。
ビ
ヤ
ン
ヴ
ニ
ュ
・
マ
ル
タ
ン

（口
９
お
●
Ｆ
〓
鶴
け」じ

一ホ
教
相
が
ま
と
め
た
三
二
カ
条
か
ら
な
る
政
府
案

は
、
委
員
会
原
案
と
骨
子
が
共
通
し
た
の
で
、
委
員
会
は
、
委
員
会
原
案
と
政
府
案
と
を
調
整
し
て
三
四
カ
条
か
ら
な
る
新
し
い
委
員

会
の
案

（委
員
会
案
）
を
同
年
二
月
四
日
に
下
院
に
提
出
し
た
。



委
員
会
案
の
下
院
で
の
審
議
は
二
月
二

一
日
に
始
ま
る
が
、
こ
の
審
議
過
程
で
も
ブ
リ
ア
ン
は
社
会
主
義
派
の
ジ
ャ
ン
・
ジ
ョ
レ
ス

（精
留

〕
留
『０∽）
ら
と
と
も
に
法
案
成
立
の
た
め
大
き
な
努
力
を
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
ブ
リ
ア
ン
の
基
本
姿
勢
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
共

和
派
と
の
緊
張
を
緩
和
し
自
由
主
義
的
な
政
教
分
離
を
め
ざ
す
こ
と
に
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
ブ
リ
ア
ン
が
法
案
の
報
告
書
の
中
に
宗

教
的
自
由
の
宣
言
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
た
こ
と
の
ほ
か
、
法
案
審
議
の
な
か
で
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
示
さ
れ
る
。
例
え

ば
、
「私
は
、
政
教
分
離
が
極
め
て
明
確
な
自
由
主
義
の
精
神
に
お
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
か
つ
て
な
い
ほ
ど
確
信
し
て

い
る
」
、
「あ
な
た
が
た
は
教
会
に
属
す
る
も
の
を
教
会
に
残
し
、
ま
た
公
の
秩
序
が
脅
か
さ
れ
な
い
限
り
、
教
会
に
そ
れ
を
享
有
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
正
義
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
政
教
分
離
で
あ
（型

」
と
い
う
ブ
リ
ア
ン
の
発
言
に
は
、
自
由

主
義
的
な
政
教
分
離
と
い
う
考
え
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
つ
し
た
姿
勢
か
ら
、
彼
は
、
頑
迷
な
右
翼
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
立
場
を
拒
否
す

る
だ
け
で
な
く
、
教
会
の
閉
鎖
に
つ
な
が
る
よ
う
な
左
翼
ブ
ロ
ッ
ク
の
な
か
で
の
反
宗
教
的
な
極
端
な
意
見
を
も
退
け
つ
つ
、
カ
ト
リ
ッ

ク
教
会
が
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
法
律
と
す
る
こ
と
に
腐
心
し
た
。
こ
れ
を
最
も
端
的
に
示
す
の
は
、
右
翼

・
聖
職
者
と
の
裏
取

引
の
末
ジ
ョ
レ
ス
が
起
草
し
た
と
い
わ
れ
る
文
案
に
従
い
、
委
員
会
が
四
月

一
九
日
に
提
案
し
た
委
員
会
案
四
条
の
修
正
に
お
い
て
で

あ
る
。
四
条
は
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
の
下
で
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
公
法
人
が
所
有
し
た
教
会
財
産
を
政
教
分
離
法
の
定
め
る
私
法
人
で
あ
る

宗
教
結
社
―
―
宗
教
社
団

↑
∽∽ｏ
ｏ」”
け一８

８
】”諄
卍
）
―
―
に
移
転
す
る
旨
を
規
定
し
た
も
の
で
あ

っ
た
が
、
委
員
会
は
、
政
教
分
離
の

の
ち
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
教
会
分
裂
を
起
こ
す
こ
と
を
お
そ
れ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
を
安
心
さ
せ
る
た
め
、
宗
教
社
団
は

「
そ
れ
が
行
お
う

と
す
る
宗
教
の
一
般
組
織
規
則
に
準
拠
し
て
」
結
成
さ
れ
る
と
い
う
、
現
行
の
四
条
に
あ
る
文
言
を
挿
入
し
た
の
で
あ
（が

。

法
案
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
い
く
つ
か
の
修
正
を
受
け
た
う
え
、
七
月
二
日
に
下
院
で
賛
成
三
四

一
票
、
反
対
二
三
二
票
で
可
決
さ
れ
、

続
く
上
院
で
は

一
二
月
六
日
に

一
八

一
票
対

一
〇
二
票
で
可
決
さ
れ
た
。
モ
つ
し
て
成
立
し
た
法
律
は
、　
〓

一月
九
日
に
大
統
領
の
審

署
を
受
け
、
同
日
付
け
の

「教
会
と
国
家
の
分
離
に
関
す
る
法
律
」
を
正
式
名
と
す
る
法
律
と
な
っ
た
。
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政
教
分
離
法
の
制
定
に
よ
り
つ
い
に
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
は
終
わ
っ
た
。
正
確
に
言
え
ば
、
政
教
分
離
法
四
四
条
は

一
八
〇
二
年
四
月

八
日
の
法
律
な
ど
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
の
根
拠
法
を
す
べ
て
廃
止
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
政
教
分
離
は
「乱
暴
な
分
離
」

と
も

「非
友
好
的
分
離
」
と
も
評
さ
れ
る
。
確
か
に
、　
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
の
廃
止
と
同
時
に
政
教
分
離
制
度

へ
の
移
行
は
、
条
約
で
あ

る
コ
ン
コ
ル
ダ
を
共
和
国
が
教
皇
庁
と
交
渉
を
せ
ず

一
方
的
に
破
棄
し
な
が
ら
行
わ
れ
、
ま
た
関
係
す
る
教
会
と
の
交
渉
も
な
く
、
教

会

へ
の
激
し
い
闘
争
的
雰
囲
気
の
な
か
で
行
わ
れ
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
政
教
分
離
法
の
制
定
後
、　
ロ
ー
マ
教
皇
庁
は
政
教

分
離
法

へ
の
強
い
敵
意
を
示
す
な
ど
、
騒
然
と
し
た
政
教
関
係
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
政
教
分
離
の
そ
う
し
た
乱
暴
な
面
は
否
定
で

き
な
い
。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
政
教
分
離
法
制
定
を
推
進
し
た
ブ
リ
ア
ン
や
ジ
ョ
レ
ス
は
、　
コ
ン
ブ
案
な
ど
の

他
の
政
教
分
離
法
案
に
示
さ
れ
た
教
会
に
対
す
る
抑
圧
的
な
姿
勢
で
は
な
く
自
由
主
義
的
な
姿
勢
で
、
国
家
と
教
会
と
の
抗
争
の

「鎮

静
化
の
法
律
」
（σ

Ｑ
）８
“
】Ｘ
日
８
ｃ
と
し
よ
う
と
し
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
も

っ
と
も
、
実
際
に
は
後
述
の
よ
う
に
カ
ト
リ
ッ
ク

教
会
に
よ
る
政
教
分
離
法

へ
の
不
合
理
と
も
思
わ
れ
る
ほ
ど
か
た
く
な
な
反
発
に
よ
っ
て
、
政
教
分
離
法
は
直
ち
に
は
宗
教
的
平
和
を

も
た
ら
さ
な
か
っ
た
。
だ
が
、
立
法
者
の
こ
の
よ
う
な
意
図
に
お
い
て
す
で
に

「分
離
は
友
好
的
で
あ
る
」
と
も

「和
解
的
分
離
」
と

も
い
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、
後
述
す
る
政
教
分
離
法
の
実
施
あ
る
い
は
そ
の
改
正
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
。

２
　
政
教
分
離
法
の
概
観

政
教
分
離
法
は
六
章
四
四
カ
条
か
ら
成
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
に
は
制
定
後
数
年
間
し
か
意
味
を
持
た
な
か
っ
た
規
定
が
あ
る
ば
か
り

か
、
後
日
改
廃
さ
れ
た
も
の
も
少
な
く
な
い
―
―
と
り
わ
け
後
述
の
一
九
〇
八
年
四
月

一
三
日
の
法
律
で
改
正
さ
れ
た
条
項
が
多
い
。

こ
の
法
律
で
最
も
重
要
で
あ
る
の
は
、
第

一
章
の

「原
則
」
η
『一月
【Ｒ
じ

に
あ
る
次
の
ニ
カ
条
で
あ
り
、
こ
れ
は
今
日
ま
で
改
正
さ

れ
て
い
な
い
。

第

一
条
　
共
和
国
は
、
良
心
の
自
由
を
確
保
す
る
。
共
和
国
は
、
公
の
秩
序
の
た
め
に
以
下
に
定
め
る
制
限
だ
け
を
受
け
る
、
自
由
な
札
拝



（
４７
）

曾
げ
お

ｏ
ｘ
ｏ
８
一８

０
８

ｏ
ｃ
】”３
）
を
保
障
す
る
。

第
二
条
　
共
和
国
は
、
い
か
な
る
礼
拝

（８
】け２

に
対
し
て
も
、
公
認
を
せ
ず
、
給
与
を
支
払
わ
ず
、
補
助
金
を
交
付
し
な
い
。
こ
れ
に

よ
り
、
本
法
審
署

（「
ｏ
日
０
一”
“
［』ｏ
し

後
の
一
月

一
日
か
ら
、
礼
拝
に
関
す
る
す
べ
て
の
支
出
は
、
国
、
県
お
よ
び
市
町
村
の
予
算
か
ら
削

除
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
施
設
付
司
祭
の
役
務
に
関
す
る
支
出
で
あ
っ
て
、
リ
セ
、
コ
レ
ー
ジ
ュ
、
学
校
、
病
院
、
収
容
施
設
お
よ
び
刑
務
所
の
よ
う
な
公

共
施
設
に
お
い
て
自
由
な
礼
拝
を
確
保
す
る
た
め
の
支
出
は
、
そ
の
予
算
に
計
上
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

宗
教
公
施
設
法
人

（０
け”
ぴ
房
Ｘ
ヨ
８
一
も
〓
σ
】お
０
●
８
】けｃ

は
、
第
二
条
が
定
め
る
場
合
を
除
き
、
廃
止
さ
れ
る
。

こ
こ
に
は
宗
教
的
自
由
の
保
障
と
と
も
に
礼
拝
の
公
認
の
禁
止
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
に
は
ラ
イ
シ
テ
と
い
う

文
言
は
な
い
が
、
こ
れ
は
長
年
の
反
教
権
主
義
の
闘
争
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ

っ
た
国
家
の
ラ
イ
シ
テ
を
実
定
法
に
入
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
ラ
イ
シ
テ
の
立
法
化
を
示
す
画
期
的
な
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
政
教
分
離
法
は
、
こ
の
原
則
に
従

い
コ

ン
コ
ル
ダ
制
度
を
廃
止
し
、
そ
し
て
こ
の
法
律
が
今
日
ま
で
フ
ラ
ン
ス
の
政
教
関
係
の
基
本
的
枠
組
み
を
構
成
し
て
い
る
。
た
だ
、
政

教
分
離
法
の
定
め
た
ラ
イ
シ
テ
に
関
す
る
原
則
は
、
二
条
二
項
の
施
設
付
司
祭

Ｃ
ｃ
８
９
ｏ
こヽ

の
費
用
は
別
と
し
て
も
、
礼
拝
の
公
認

の
禁
止
お
よ
び
礼
拝

へ
の
公
金
支
出
の
禁
止
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
し
た
ほ
う
が
よ
い
。
ブ
リ
ア
ン
は
二
条
を
完
全
な
分
離

を
実
現
す
る
も
の
と
考
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
条
の
規
定
対
象

の
狭
さ
か
ら
政
教
分
離
法
の
ラ
イ
シ
テ
は
完
全
で
は
な
い
と
い
う

指
摘
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
（が

。

と
こ
ろ
で
、
政
教
分
離
法
に
は
、
原
則
の
ニ
カ
条
に
続
い
て
、
複
雑
か
つ
詳
細
で
し
か
も
長
文
の
規
定
が
多
く
並
ぶ
。
法
律
の
章
だ

け
を
見
る
と
、
第
二
章
は

「財
産
の
帰
属
、
年
金
」
、
第
二
章
は

「礼
拝
用
建
物
」
な
０
】い一８
∽
８
∽
８
】一ｏｃ
、
第
四
章
は

「礼
拝
の
た
め

の
団
体
」
↑
∽∽Ｒ
一”
け一８
∽
Ｂ
民

Ｆ
お

ｏヽ
】８

８
∽
８
【一ｏし
、
第
五
章
は

「宗
教
の
警
察
」
ε
３
月

Ｑ
９

８
】けＯｃ
、
第
六
章
は

「
一
般
条
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項
」
貧
【∽Ｂ
降
』８
∽
鴨
急

”ヽ
【ｏし
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
つ
ち
、
第
六
章
は
廃
止
さ
れ
る
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
の
根
拠
法
を
列
挙
し
た
条
項

（四
四
条
）
な
ど
を
含
む
が
、
法
律
全
体
の
な
か
で
の
重
み
は
あ
ま
り
な
い
章
で
あ
り
、
ま
た
第
五
章
は

一
条
で
掲
げ
ら
れ
た
礼
拝
の
自

由
を
受
け
て
そ
の
制
限
と
し
て
教
会
堂
内
外
で
の
宗
教
活
動
の
規
制
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
第
四
章
は
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
に

適
合
す
る
礼
拝
維
持
の
た
め
の
私
的
な
宗
教
結
社
で
あ
る
宗
教
社
団
の
制
度
を
定
め
、
こ
れ
は
非
営
利
社
団
に
関
す
る

一
九
〇

一
年
の

結
社
法
の
特
別
規
定
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
他
の
二
つ
の
章
は
基
本
的
に
過
去
の
清
算
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
最
も
基
本
的
な

要
点
の
み
を
見
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
①

コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
に
お
い
て
各
公
認
宗
教
の
経
済
的
基
盤
と
な
っ
た
宗
教
公
施
設
法
人

を
廃
止
す
る
こ
と
、
②
宗
教
公
施
設
法
人
が
所
有
し
た

一
切
の
教
会
財
産
を
宗
教
社
団
に
移
転
す
る
こ
と
、
③

コ
ン
コ
ル
ダ
以
前
に
建

設
さ
れ
た
礼
拝
用
建
物
は
国
公
有
と
す
る
が
、
そ
れ
を
宗
教
社
団
が
無
償
使
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
見
る
と
、
政
教
分
離
法
の
実
務
上
の
重
要
点
は
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
の
清
算
と
宗
教
社
団
制
度
の
新
設
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

実
は
、
前
述
の
法
律
制
定
過
程
で
見
ら
れ
た
四
条
の
修
正
も
こ
れ
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
り
、
修
正
さ
れ
た
四
条
の
規
定
が
下
院
で
可

決
さ
れ
た
と
き
ジ
ョ
レ
ス
が
「分
離
は
な
さ
れ
た
」
と
叫
ん
だ
の
は
、
こ
の
事
情
を
物
語
る
。
こ
こ
か
ら
政
教
分
離
法
の
特
徴
と
し
て
、

同
法
が
法
律
制
定
時
の
公
認
宗
教
と
く
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
当
時
の
状
況
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

宗
教
的
自
由
を
保
障
し
な
が
ら
公
認
宗
教
を
終
わ
ら
せ
よ
う
と
し
た
ブ
リ
ア
ン
ら
の
関
心
事
は
、
旧
公
認
宗
教
が
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
の

下
で
所
有
し
た
教
会
財
産
を
新
し
い
宗
教
組
織
に
移
転
し
、
政
教
分
離
後
も
各
宗
教
の
礼
拝
が
行
わ
れ
る
の
を
保
障
す
る
こ
と
に
あ
っ

た
の
で
あ
り
、
そ
の
後
の
宗
教
状
況
の
変
化
や
新
し
い
宗
教
の
登
場
は
彼
ら
の
予
想
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
政
教
分
離
の
こ
う
し

た
点
も
そ
の
後
の
宗
教
に
関
す
る
法
的
問
題
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

政
教
分
離
法
全
体
を
概
観
し
た
場
合
に
指
摘
で
き
る
も
う

一
つ
の
特
徴
は
、
ブ
リ
ア
ン
ら
が
自
由
主
義
的
な
法
律
と
考
え
た
わ
り
に

は
、
国
家
に
よ
る
教
会
統
制
の
要
素
が
そ
こ
に
か
な
り
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
政
教
分
離
法
は
ガ
リ
カ
ニ
ス
ム
の
伝
統
か
ら
教



会
の
厳
重
な
統
制
を
定
め
た
コ
ン
コ
ル
ダ
の
付
属
条
項
を
廃
止
し
た
が
、
に
も
か
わ
か
ら
ず
政
教
分
離
法
は
宗
教
組
織
と
活
動
の
規
制

を
定
め
た
。
す
な
わ
ち
、
当
時
の
集
会
法
■

八
八

一
年
六
月
二
〇
日
の
法
律
）
に
準
拠
し
た
礼
拝
用
建
物
内
で
の
礼
拝
の
行
う
際
の
届
出

制
■

九
〇
七
年
改
正
前
の
二
五
条
）―
―
た
だ
し

一
九
〇
七
年
の
改
正
で
届
出
は
不
要
と
な
っ
た
―
―
を
別
と
し
て
も
、
宗
教
社
団
を
市

町
村
の
枠
組
み
で
組
織
す
る
も
の
と
し

（
一
九
条
）、
札
拝
用
建
物
内
で
の
政
治
集
会
を
禁
止
し

含
Ｉ
ハ
条
）、
修
道
会
を
引
き
続
き

一
九

〇

一
年
の
結
社
法
に
よ
る
極
め
て
厳
し
い
規
制
の
下
に
お
き

《
一一八
条
）、
政
教
分
離
法
公
布
か
ら
八
年
間
宗
教
教
師
に
市
町
村
議
会
議

員
の
被
選
挙
資
格
を
否
認
す
る

（四
〇
条
）
な
ど
の
条
項
が
そ
れ
を
示
す
。
こ
れ
ら
の
規
制
は
教
会
の
公
的
領
域

へ
の
介
入
を
禁
じ
活
動

を
私
事
と
し
て
の
礼
拝

ａ
ｃ
】けｏし

に
封
じ
込
め
よ
う
す
る
反
教
権
主
義
の
表
れ
と
し
て
理
解
で
き
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
こ
こ
で
も
ガ

リ
カ
ニ
ス
ム
の
発
想
の
残
津
を
見
る
こ
と
も
で
き
よ
（理

。
カ
ト
リ
ツ
ク
教
会
法
学
者
の
ル
イ

・
ド

・
ノ
ー
ロ
ワ

（ｒ
８
一∽
８

Ｚ
営

ｏヽ
こ

が
政
教
分
離
法
を

「
ガ
リ
カ
ン
の
発
想
に
よ
る
」
「
ガ
リ
カ
ニ
ス
ム
の
停
止
」
と
評
す
る
の
も
、
こ
の
観
点
に
お
い
て
で
あ
る
。

３
　
政
教
分
離
法
制
定
後
の
政
教
関
係

政
教
分
離
法
は
宗
教
的
平
和
を
意
図
し
た
法
律
で
あ

っ
た
が
、
非
妥
協
的
姿
勢
を
と
り
続
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
か
ら
激
し
い
非
難

を
受
け
、
そ
の
実
施
は
国
家
と
教
会
と
の
激
烈
な
抗
争
の
原
因
と
な
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
抵
抗
は
教
会
財
産
の
目
録
作
成
を
契
機
と
し

た
。
こ
の
財
産
目
録
は
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
の
下
で
宗
教
公
施
設
法
人
の
教
会
財
産
を
宗
教
社
団
に
移
転
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
り
、
そ

の
作
成
は
政
教
分
離
法
に
も
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た

全
二
条
）。
財
産
目
録
作
成
が
始
ま
る
と
、　
ロ
ー
マ
教
皇
ピ
ウ
ス
一
〇
世
は
、

政
教
分
離
法
を
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
組
織
に
反
す
る
も
の
と
し
て
そ
れ
を
激
し
い
言
葉
で
非
難
し

貧

九
〇
六
年
二
月

一
一
日
の
回
勅
）、

さ
ら
に
政
教
分
離
法
を

「
分
離
法
で
は
な
く
抑
圧
法
」
だ
と
攻
撃
し
、
と
く
に
宗
教
社
団
の
制
度
を
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
階
層
制
に
反

す
る
も
の
と
判
断
し
て
そ
の
結
成
を
禁
止
し
た
（同
年
八
月

一
〇
日
の
回
勅
）。
フ
ラ
ン
ス
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
一
部
に
は
政
教
分
離
法

に
賛
成
す
る
向
き
も
あ

っ
た
が
、
教
会
は
最
終
的
に
は
教
皇
に
従
い
政
教
分
離
法
の
実
施
に
抵
抗
し
た
。
そ
の
結
果
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
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会
で
の
財
産
目
録
作
成
作
業
は
各
地
で
宗
教
戦
争
的
様
相
を
帯
び
る
ほ
ど
混
乱
し
、
ま
た
カ
ト
リ
ッ
ク
は
宗
教
社
団
を
結
成
せ
ず
、
さ

ら
に
は
政
教
分
離
法
二
五
条
の
要
求
し
た
礼
拝
の
届
出
も
行
わ
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
非
妥
協
的
態
度
が
生
ぜ
し
め
た
政
教
分
離
法
の
実
施
の
深
刻
な
困
難
―
―
そ
れ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
礼
拝
が

違
法
状
態
に
あ
る
こ
と
も
意
味
し
た
―
―
を
前
に
し
て
、
ク
レ
マ
ン
ソ
１
６
ぶ
ヨ
８
８
営
）内
閣
で
公
教
育
宗
教
相
で
あ

っ
た
ブ
リ
ア
ン

は
妥
協
的
態
度
と
同
時
に
断
固
た
る
態
度
を
と
る
。
そ
れ
は
ブ
リ
ア
ン
が
制
定
さ
せ
た
次
の
三
つ
の
法
律
に
表
れ
て
い
る
。
①
礼
拝
を

行
う
主
体
を
、
宗
教
社
団
の
み
な
ら
ず
、　
一
九
〇

一
年
の
結
社
法
に
よ
る
非
営
利
社
団
、
さ
ら
に
個
人
主
催
の
公
的
集
会
に
広
げ
た

一

九
〇
七
年

一
月
二
日
の
法
律
、
②
礼
拝
を
行
う
た
め
の
公
的
集
会
の
届
出
を
免
除
し
た

一
九
〇
七
年
二
月
二
八
日
の
法
律
、
③
宗
教
社

団
が
引
き
渡
し
を
要
求
し
な
い
教
会
財
産
を
市
町
村
の
慈
善
ま
た
は
福
祉
施
設
な
ど
に
移
転
す
る
こ
と
、
と
く
に
礼
拝
用
建
物
に
つ
い

（一の
）

て
は
市
町
村
の
財
産
に
な
る
こ
と
を
な
ど
を
定
め
た

一
九
〇
八
年
四
月

一
三
日
の
法
律
、
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
結
果
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
礼
拝
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
教
会
は
巨
額
の
教
会
財
産
を
失
い
、
大
革
命
期
の
経
験
（教
会
財
産

の
国
有
化
）
を
再
び
重
ね
る
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
、
公
法
学
者

エ
ス
マ
ン

（∪
∽ヨ
ｏ
【し

も
述
べ
る
よ
う
に
、
「
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
こ

の
よ
う
に
し
て
物
質
的
利
益
に
関
し
て
は
多
く
を
失
っ
た
と
し
て
も
、
自
由
に
つ
い
て
は
多
く
の
利
益
を
得
た
」
の
も
事
実
で
あ
る
。

旧
公
認
宗
教
は
、
政
教
分
離
法
に
よ
り
、　
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
で
受
け
て
い
た
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
、
そ
の
組
織
が
自
由
に
活
動
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
も
こ
の
自
由
の
保
障
は
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
自
由
主
義
的
な
判
例
に
よ
り
強
化
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
政
教
分

離
法
制
定
間
も
な
い
こ
ろ
に
反
教
権
主
義
の
傾
向
の
強
い
市
町
村
で
カ
ト
リ
ッ
ク
の
伝
統
的
な
宗
教
活
動
が
禁
止
さ
れ
た
こ
と
が
あ

っ

た
が
、　
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
は
そ
の
禁
上
の
適
法
性
を
争

っ
た
事
件
に
お
い
て
カ
ト
リ
ッ
ク
の
礼
拝
の
自
由
を
広
く
容
認
す
る
姿
勢
を

（５７
）

示
し
た
の
で
あ
る
。

や
が
て
ラ
イ
シ
テ
の
立
法
化
の
原
動
力
と
な
っ
た
反
教
権
主
義
の
勢
い
が
弱
ま
り
、
第

一
次
世
界
大
戦
を
機
に
教
会
に
対
し
好
意
的



な
政
教
関
係
の
雰
囲
気
が
生
ま
れ
た
。
無
許
可
修
道
会
の
会
員
等
の
処
罰
規
定
が
第

一
次
大
戦
勃
発
直
後
の
一
九

一
四
年
八
月
二
日
の

通
達
以
降
適
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
雰
囲
気
の
幕
開
け
を
告
げ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
雰
囲
気
を
象
徴

的
に
示
し
た
の
は
、
第

一
次
大
戦
後
ブ
リ
ア
ン
内
閣
の
時
に
実
現
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
と
ヴ
ァ
チ
カ
ン
と
の
外
交
関
係
の
回
復
で
あ
る
盆

九
二
一
年
）。
こ
れ
に
よ
り
政
教
分
離
法
の
も
た
ら
し
た
自
由
か
ら
教
会
が
さ
ら
に
大
き
な
恵
み
を
受
け
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

こ
れ
を
契
機
と
し
て
政
教
分
離
法
を
め
ぐ
る
共
和
国
と
カ
ト
リ
ッ
ク
と
の
根
本
的
な
対
立
点
で
あ

っ
た
宗
教
結
社
の
問
題
に
も
解
決
が

も
た
ら
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
ヴ
ァ
チ
カ
ン
と
の
外
交
関
係
の
回
復
後
始
ま
っ
た
ポ
ア
ン
カ
レ
つ
ｏ
一月
”
『ｅ
首
相
と
教
皇
庁
と
の
交
渉

な
ど
を
経
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
司
教
区
社
団

↑
∽∽８
【“
け【８

０
８
一∽”
】お
）
を
設
立
す
る
こ
と
で
、
政
府
と
教
会
と
が
合
意
す
る
に
至

っ

た
の
で
あ
る
。
司
教
区
社
団
は
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
側
で
は
政
教
分
離
法
に
適
合
す
る
と
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
教
皇
庁
の
側
で
は

そ
れ
は
司
教
区
を
単
位
と
し
て
組
織
さ
れ
る
な
ど
カ
ト
リ
ツ
ク
教
会
の
組
織
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ

っ
迎
。

な
お
、
ア
ル
ザ
ス
＝
ロ
レ
ー
ヌ
地
方
―
―
現
在
の
行
政
区
画
で
言
え
ば
、
ア
ル
ザ
ス
地
域
の
二
県
お
よ
び
ロ
レ
ー
ヌ
地
域
の
モ
ー
ゼ

ル
県
―
―
に
存
続
し
た
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
貧

九
二
四
年
六
月

一
日
の
法
律
）も
こ
の
時
期
の
雰
囲
気
を
示
す
。
も
っ
と
も
、
フ
ラ
ン
ス
の

普
仏
戦
争
敗
戦
の
結
果

一
八
七

一
年
か
ら

一
九

一
九
年
ま
で
ド
イ
ツ
領
で
あ

っ
た
ア
ル
ザ
ス
＝
ロ
レ
ー
ヌ
地
方
が
フ
ラ
ン
ス
に
返
還
さ

れ
た
後
に
、
そ
こ
に
政
教
分
離
法
等
を
適
用
す
る
か
が
論
争
と
な
っ
た
。
事
実
、　
一
九
二
四
年
六
月
半
ば
に
エ
ド
ア
ー
ル
・
エ
リ
オ

３
８
Ｓ
ａ

目
ｏ■
ｏ
一）
を
首
相
と
し
て
成
立
し
た
急
進
社
会
党
内
閣
は
、
ア
ル
ザ
ス
＝
ロ
レ
ー
ヌ
に
非
宗
教
化
立
法
を
導
入
し
よ
う
と

し
た
。
だ
が
、
こ
れ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
強
い
反
対
運
動
を
招
き
、
ま
た
エ
リ
オ
内
閣
が
短
命
に
終
わ
っ
た
こ
と
も
あ

っ
て
、
結
局
そ
の

地
方
で
は
、
ド
イ
ツ
領
時
代
に
同
地
で
続
い
て
い
た

一
八
〇

一
年
の
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
が
存
続
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
教
会
に
好
意
的
な
法
制
度
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
有
利
な
措
置
を
講
じ
た
ヴ
ィ
シ
ー
体
制
の
下
で
制
定
さ
れ
た
法
規
定

に
よ
り
強
化
さ
れ
、
そ
の
規
定
は
解
放
後
も
存
続
し
た
。　
一
九
四

一
年
二
月

一
五
日
の
法
律
は
、
前
述
の
一
九
〇
八
年
法
の
定
め
に
従
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い
他
の
施
設
に
譲
渡
さ
れ
る
べ
き
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
会
財
産
の
う
ち
で
未
譲
渡
だ
っ
た
も
の
を
、
司
教
区
社
団
に
返
還
す
る
こ
と
に
し

た
。　
一
九
四
二
年
四
月
八
日
の
法
律
は
、
修
道
会
を
厳
し
く
規
制
す
る
結
社
法
の
特
別
規
定
を
す
べ
て
を
廃
止
す
る
ま
で
は
し
な
か
っ

た
が
、
無
許
可
修
道
会
の
会
員
等
の
処
罰
規
定
を
廃
止
し
、
設
立
の
手
続
き
を
簡
素
化
す
る
な
ど
、
結
社
法
中
の
修
道
会
規
制
を
緩
和

す
る
方
向
で
改
正
し
た
。
ま
た
同
じ
く

一
九
四
二
年
法
は
修
道
会
の
教
育
活
動
を
禁
じ
た

一
九
〇
四
年
法
も
廃
止
し
た
。
こ
の
ほ
か
政

教
分
離
法

一
九
条
を
改
正
す
る

一
九
四
二
年

一
二
月
二
五
日
の
法
律
は
、
礼
拝

へ
の
間
接
補
助
金
を
根
拠
づ
け
た
が
、
こ
れ
も
ヴ
ィ
シ
ー

体
制
崩
壊
後
も
存
続
し
た
。

ま
た
、
こ
つ
し
た
法
律
改
正
の

一
方
で
、　
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
も
、
宗
教
活
動

へ
の
補
助
金
禁
上
の
例
外
を
構
成
す
る
も
の
を
拡
大

す
る
判
例
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
政
教
分
離
を
緩
和
す
る
傾
向
を
示
し
濯
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
政
教
分
離
法
制
定
当
時
の
反
教

権
主
義
の
闘
争
的
色
彩
は
薄
ま
り
、
ま
た
ガ
リ
カ
ニ
ス
ム
も
消
え
、
そ
れ
と
は
う

っ
て
か
わ
り
国
家
と
教
会
の
今
ま
で
に
な
い
穏
や
か

な

「友
好
」
の
関
係
が
確
立
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
政
教
関
係
ま
た
政
教
分
離
の
変
化
に
つ
き
、
ア
ン
ド
レ
・
ラ
ト
レ
イ

ユ

（＞
ａ
凛

ｒ
”
”【色
】ｃ

が

「敵
対
関
係
に
あ
っ
た
政
教
分
離
か
ら
友
好
的
な
政
教
分
離

へ
の
推
移
」
と
言
う
よ
う
に
、
そ
れ
は

一
般
に
友
好
的
分
離

の
到
来
を
示
す
も
の
と
理
解
さ
れ
（型

。
確
か
に
、
政
教
分
離
が
共
和
派
の
一
方
的
押
し
付
け
で
あ

っ
た
た
め
、
そ
れ
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の

非
妥
協
的
反
発
を
も
た
ら
し
、
政
教
分
離
法
が
図
ら
ず
も
国
家
と
教
会
と
の
摩
擦
を
極
度
ま
で
高
め
た
が
、
政
教
分
離
法
制
定
後
カ
ト

リ
ッ
ク
教
会
に
適
合
す
る
よ
う
に
政
教
分
離
の
あ
り
か
た
が
修
正
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
国
家
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
相
互
理
解
の
政

教
関
係
が
生
じ
た
と
見
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
政
教
分
離
法
制
定
後
の
こ
の
よ
う
な
展
開
か
ら
法
律
改
正
お
よ
び
判
例
に
よ
り

実
現
さ
れ
た
友
好
的
分
離
は
、
専
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
念
頭
に
お
い
て
整
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
前

述
の
よ
う
な
経
緯
で
整
備
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
の
宗
教
制
度
が
本
質
的
に
新
た
な
宗
教
に
は
適
用
さ
れ
に
く
い
面
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で

き
ず
、
今
日
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
礼
拝
が
政
教
分
離
法
の
恩
恵
を
充
分
に
受
け
ら
れ
な
い
の
も
、
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
起
因
す
る
よ
う



（６２
）

に
も
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
も
と
も
と
共
和
派
の
反
教
権
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ

っ
た
ラ
イ
シ
テ
は
、
反
教
権
主
義
の
闘
争
の
さ
な
か
で

制
定
さ
れ
た
政
教
分
離
法
に
よ
っ
て
最
終
的
に
国
家
の
原
則
と
し
て
立
法
化
さ
れ
、
そ
の
後
そ
の
法
律
の
実
施
を
め
ぐ

っ
て
生
じ
た
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
の
反
発
お
よ
び
政
府
の
妥
協
、
政
府
と
教
会
と
の
交
渉
に
基
づ
く
数
回
に
わ
た
る
法
律
改
正
、
さ
ら
に
は
自
由
主
義
的

な
判
例
を
通
じ
て
、
国
家
と
教
会
の
双
方
が
満
足
す
る
友
好
的
な
分
離
を
意
味
す
る
語
に
変
化
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の

よ
う
な
ラ
イ
シ
テ
の
概
念
の
進
展
を
前
に
し
て
、
ラ
イ
シ
テ
に
反
対
し
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
も
ラ
イ
シ
テ
の
概
念
を

慎
重
に
承
認
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
明
確
に
証
明
す
る
例
は

一
九
四
五
年

一
一
月

一
三
日
の
フ
ラ
ン
ス
の
枢
機
卿

・
大
司

教
の
総
会
の
宣
言
で
あ
る
。
そ
の
宣
言
は
、
ラ
イ
シ
テ
の
語
が
多
様
な
意
味
を
有
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
ラ
イ
シ
テ
が
世
俗

領
域
に
お
け
る
国
家
の
主
権
あ
る
い
は
宗
教
的
自
由
を
意
味
す
る
限
り
、
ラ
イ
シ
テ
の
概
念
を
受
け
入
れ
う
る
も
の
と
表
明
し
た
の
で

（６３
）

あ
る
。
ラ
イ
シ
テ
が
憲
法
原
則
と
な
る
の
は
こ
の
よ
う
な
状
況
を
背
景
と
し
た
。

ラ
イ
シ
テ
の
憲
法
原
則
化

一
九
四
六
年
憲
法

ラ
イ
シ
テ
は
第
四
共
和
制
以
降
憲
法
原
則
と
な
る
。
ラ
イ
シ
テ
が
初
め
て
憲
法
に
登
場
し
始
め
た
の
は
、
次
の
条
項
を
含
ん
だ

一
九

四
六
年
四
月

一
九
日
の
憲
法
案

（四
月
案
）
に
お
い
て
で
あ
る
。

第

一
三
条
　
何
人
も
、
宗
教
、
哲
学
ま
た
は
政
治
に
関
す
る
意
見
ま
た
は
信
条
、
出
生
を
理
由
と
し
て
、
不
安
に
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

良
心
の
自
由
お
よ
び
礼
拝
の
自
由
は
、
す
べ
て
の
信
条
お
よ
び
す
べ
て
の
礼
拝
に
対
す
る
国
家
の
中
立
性
に
よ
り
保
障
さ
れ
る
。
国
家
の
中

立
性
は
、
と
く
に
教
会
と
国
家
の
分
離
な
ら
び
に
公
権
力
と
公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
に
よ
り
保
障
さ
れ
る
。

1   二
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国
家
の
ラ
イ
シ
テ
を
明
示
し
た
こ
の
文
書
は
、
宗
教
的
自
由
と
ラ
イ
シ
テ
と
の
つ
な
が
り
を
明
確
に
し
た
点
で
注
目
さ
れ
る
。
と
い

う
の
は
、
政
教
分
離
法
が
、
良
心
の
自
由
お
よ
び
礼
拝
の
自
由
と
、
礼
拝
の
公
認
禁
止
お
よ
び
補
助
金
禁
止
と
を
明
確
に
は
結
び
付
け

て
い
な
か
っ
た
が
、
四
月
案
は
、
政
教
分
離
お
よ
び
ラ
イ
シ
テ
が
宗
教
的
自
由
を
保
障
す
る
た
め
の
も
の
だ
と
し
て
、
そ
れ
と
自
由
と

の
関
連
性
を
明
ら
か
に
し
た
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
四
月
案
に
は
、　
三
二
条
の
ほ
か
に
、
「す
べ
て
の
子
ど
も
は
自
由
の
尊
重
に
お
い
て

教
育
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。
…
…
あ
ら
ゆ
る
段
階
で
の
公
教
育
の
組
織
は
国
家
の
義
務
で
あ
る
」
含
一五
条
）、
「
フ
ラ
ン
ス
は
、
不

可
分
の
、
民
主
的
、
社
会
的
国
家
で
あ
る
」
（四
〇
条
）
と
い
っ
た
二
条
項
も
存
在
し
た
こ
と
は
、
後
述
す
る

一
九
四
六
年
憲
法
の
ラ
イ

シ
テ
条
項
と
の
関
連
に
お
い
て
、
重
要
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
四
月
案
は
、
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の
中
心
勢
力
で
あ
っ
た
二
党
、
す
な
わ
ち
共
産
党
、
人
民
共
和
派
（〓
″
蜀
し
お
よ
び
社
会

党
が
、
一
九
四
五
年

一
〇
月
の
選
挙
の
結
果
、
圧
倒
的
に
議
席
を
占
め
た
憲
法
制
定
議
会
に
お
い
て
、
共
産
党
と
社
会
党
の
賛
成
に
よ
っ

て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
党
の
う
ち
人
民
共
和
派
は

一
九
四
四
年
に
設
立
さ
れ
た
共
和
主
義
の
新
興
カ
ト
リ
ッ
ク
政
党
で

あ
（唆

、
そ
の
存
在
と
行
動
は
ラ
イ
シ
テ
の
観
点
で
注
目
さ
れ
る
。
憲
法
制
定
議
会
の
憲
法
委
員
会
で
の
審
議
に
お
い
て
、
前
述
の
二
五

条
を
め
ぐ
り
、
人
民
共
和
派
が
カ
ト
リ
ッ
ク
政
党
と
し
て
の
性
格
を
反
映
し
て
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
カ
ト
リ
ッ
ク
の
伝
統
的
な
要
求
で

あ
っ
た
教
育
の
自
由
を
擁
護
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
社
会
党
は
教
育
の
自
由
を
否
定
す
る
な
ど
、
教
育
に
関
し
て
活
発
な
議
論
が
見
ら

れ
迎
。
だ
が
、
肝
心
の
一
三
条
に
は
さ
し
た
る
論
議
は
な
く
、
わ
ず
か
に
そ
の
原
案
で
は

「教
育
の
ラ
イ
シ
テ
」
で
あ

っ
た
の
が
人
民

共
和
派
の
求
め
に
応
じ
て

「公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
」
に
修
正
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
が
目
立
つ
に
す
ぎ
な
い
。

四
月
案
は
、
人
民
共
和
派
が
そ
れ
に
反
対
し
た
こ
と
も
あ

っ
て
、　
一
九
四
六
年
五
月
の
国
民
投
票
で
僅
少
差
で
否
決
さ
れ
た
。
続
い

て
行
わ
れ
た
同
年
六
月
の
議
会
選
挙
の
の
ち
組
織
さ
れ
た
第
二
憲
法
制
定
議
会
で
は
、
三
大
政
党
の
支
配
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
が
人
民

共
和
派
が
第

一
党
に
躍
進
し
た
。
こ
の
議
会
で
の
憲
法
委
員
会
の
原
案
で
は
、
前
述
の
四
月
案

一
三
条
の
規
定
は
放
棄
さ
れ
、　
一
九
四



六
年
憲
法
の
前
文

一
三
項
に
な
る
教
育
に
関
す
る
規
定
を
除
い
て
、
ラ
イ
シ
テ
の
言
及
は
な
か
っ
た
。
第
二
憲
法
案

一
条
の
最
初
の
文

は
、
前
述
の
四
月
案
四
〇
条
と
同
じ
で
あ

っ
て
、
そ
こ
に
は
「
ラ
イ

ッ
ク
」
（】”
」Ｃ
Ｃ
と
い
う
「
ラ
イ
シ
テ
」
の
形
容
詞
は
見
ら
れ
な
か
っ

た
。
と
こ
ろ
が
、
憲
法
委
員
会
で
の

一
九
四
六
年
八
月
二

一
日
の
審
議
に
お
い
て
、
共
産
党
が
次
の
趣
旨
理
由
か
ら

一
条
に
ラ
イ

ッ
ク

の
語
を
挿
入
す
る
修
正
案
を
提
出
し
（迎

。

教
会
と
国
家
の
分
離
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
国
家
の
ラ
イ
シ
テ
、
お
よ
び
国
家
が
い
か
な
る
礼
拝
も
宗
教
も
公
認
せ
ず
、
保
護
し
な
い
と
い
う

原
則
が
、
憲
法
に
書
き
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

，）
の
点
に
関
す
る
沈
黙
は

一
九
世
紀
に
お
け
る
共
和
派
の
最
も
重
要
な
獲
得
物
の

放
棄
と
し
て
し
か
理
解
さ
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

同
委
員
会
総
括
報
告
者
で
人
民
共
和
派
の
ア
ル
フ
レ
ッ
ド

・
コ
ス
ト
Ｈ
フ
ロ
レ

（と
いヽ
８

ｏ
ｏ
∽一ｏ
‐コ
ｏ
『ｏ
ｃ

が
共
産
党
の
修
正
案
に
対

し
て
行

っ
た
発
言
は
注
目
さ
れ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
、
修
正
案
を
受
け
入
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
国
家
の
中
立
性
の
意
味
に
お
い
て
理
解

さ
れ
る
ラ
イ
シ
テ
は
共
和
的
伝
統
に
合
致
す
る
、
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
か
ら
で
あ
る
」
と
言
う
彼
の
言
葉
は
、
人
民
共
和
派
も
中
立

性
の
意
味
で
の
ラ
イ
シ
テ
に
反
対
し
な
い
ば
か
り
か
、
そ
れ
に
明
示
的
に
賛
成
す
る
こ
と
を
‘

示
し
た
。
こ
の
結
果
、
憲
法
委
員
会
は
全

員

一
致
で
修
正
案
を
採
択
す
る
こ
と
に
な

っ
遡
。
次
い
で
修
正
さ
れ
た

一
条
は
九
月
二
日
に
憲
法
制
定
議
会
で
全
員

一
致
で
採
択
さ
れ

る
。
そ
れ
に
先
立
つ
審
議
の
中
で
、
人
民
共
和
派
か
ら
共
産
党
ま
で
が
、
以
下
の
よ
う
に
国
家
の
ラ
イ
シ
テ
に
賛
成
し
な
が
ら
そ
の
意

味
を
論
じ
あ
う
場
面
が
見
ら
れ
た
の
も
興
味
深
い
。

人
民
共
和
派
の
モ
ー
リ
ス

・
シ
ュ
ー

マ
ン

（〓
営
【】ロ

マ
Ｆ
ヨ
営
こ

は
次
の
よ
う
に
述
べ
迎
。

国
家
の
ラ
イ
シ
テ
は
、
国
家
が
国
民
共
同
体
の
構
成
員
の
何
人
に
も
偏
り
な
く
、
あ
る

一
部
の
国
民
を
優
過
し
な
い
こ
と
を
国
家
に
可
能
な

ら
し
め
る
た
め
に
、
国
民
全
体
に
よ
り
承
認
さ
れ
て
い
な
い
あ
ら
ゆ
る
権
威
に
対
す
る
国
家
の
独
立
性
を
意
味
す
る
。
…
‥
国
民
は
同
じ
信
条

を
持
つ
と
は
限
ら
な
い
の
で
、
国
家
は
市
民
各
人
に
そ
の
良
心
の
要
求
に
応
じ
て
生
き
る
の
を
可
能
に
す
る
義
務
を
有
す
る
。
以
上
か
ら
、
中
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立
性
の
主
張
―
―
あ
る
い
は
よ
り
よ
く
言
え
ば
国
民
共
同
体
の
あ
ら
ゆ
る
構
成
員
に
対
す
る
国
家
の
不
偏
性
―
―
は
、
自
由
を
制
限
す
る
拘

束
と
し
て
解
さ
れ
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
…
…
〔ラ
イ
シ
テ
〕
は

一
つ
の
哲
学
的
教
説
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
国
家
が
哲
学
的
領

域
に
立
ち
入
る
権
利
は
な
い
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
国
家
は
市
民
の
良
心
を
自
由
な
状
態
に
は
せ
ず
、
国
家
が
利
用
し
得
る
あ
ら
ゆ
る
強
力
な
手

段
に
よ
っ
て
、
国
家
は
あ
る
国
家
の
教
説
を
市
民
に
押
し
付
け
る
こ
と
に
な
る
。
・…
‥
わ
れ
わ
れ
は
、
ラ
イ
シ
テ
に
賛
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

同
時
に
真
の
意
味
で
理
解
さ
れ
る
分
離
に
賛
成
し
、
同
時
に
中
立
性
に
賛
成
、
す
な
わ
ち
い
か
な
る
国
家
の
哲
学
に
も
反
対
し
、
良
心
の
自
由

に
賛
成
、
す
な
わ
ち
教
育
の
自
由
な
選
択
に
賛
成
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
シ
ュ
ー

マ
ン
は
コ
ス
ト
＝
フ
ロ
レ
と
同
様
に
ラ
イ
ン
テ
を
国
家
の
宗
教
的
、
哲
学
的
な
中
立
性
と
解
す
る
だ
け
で
な

く
、
ラ
イ
シ
テ
に
宗
教
的
自
由
さ
ら
に
教
育
の
自
由
の
意
味
ま
で
も
与
え
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
シ
ュ
ー

マ
ン
の
発
言
に
対
し
、

憲
法
委
員
会
委
員
長
で
社
会
党
に
属
す
る
ア
ン
ド
レ
。
フ
ィ
リ
ッ
プ

（＞
乱
ふ
り

，
】】こ

は
、
次
の
よ
う
に
と
く
に
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
が

（７‐
）

中
立
性
を
越
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。

学
校
は
中
立
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
傾
向
と
あ
ら
ゆ
る
意
見
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
ラ
イ
シ
テ
は
単
な
る
中
立

性
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
く
つ
か
の
積
極
的
価
値
の
主
張
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
非
宗
教
的
倫
理

（日
８
”
ぉ
ご
Ｈｏ
●
Ｃ

の
深
い
意
味

が
あ
る
。
哲
学
的
、
宗
教
的
見
解
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
相
違
を
超
え
て
、
ラ
イ
ッ
ク
な
学
校
が
明
確
に
示
す
こ
と
が
で
き
、
ま
た
そ
う
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
わ
れ
わ
れ
の
信
ず
る
い
く
つ
か
の
倫
理
的
価
値
が
あ
る
。
す
べ
て
の
自
由
思
想
家
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒

ま
た
は
カ
ト
リ
ッ
ク
も
、
わ
れ
わ
れ
が
密
か
に
闘
争
し
て
き
た
の
は
こ
の
倫
理
的
価
値
を
求
め
て
で
あ
っ
た
以
上
、
こ
の
価
値
は
存
在
す
る
。

…
…
フ
ラ
ン
ス
の
国
民
お
よ
び
文
化
を
明
確
に
す
る
何
ら
か
の
も
の
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
ラ
イ
シ
テ
を
肯
定
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
、
単

に
祖
国
、
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
の
見
解
の
相
違
を
超
え
て
一
つ
の
共
通
の
信
念
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
を
結
合
す
る
こ
の
共
通
の
絆
を
肯
定
す

る
だ
け
で
あ
る
。



最
後
に
、
憲
法
委
員
会
で
の
修
正
案
の
提
案
者
の
一
人
で
も
あ
る
共
産
党
の
エ
チ
エ
ン
ヌ

・
フ
ァ
ジ
ョ
ン

（口
】８
８

『
”一８
）
は
、

ラ
イ
シ
テ
が
教
育
の
自
由
を
も
意
味
す
る
こ
と
を
否
定
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
ラ
イ
シ
テ
が
宗
教
的
中
立
性
を
意
味
す
る
こ
と
を
説

（７２
）

い
た
。

わ
れ
わ
れ
の
修
正
案
は
、
す
べ
て
の
宗
教
お
よ
び
す
べ
て
の
礼
拝
に
対
す
る
国
家
の
中
立
性
を
含
意
す
る
。
こ
の
点
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
フ

ラ
ン
ス
の
憲
法
の
正
式
に
ラ
イ
ッ
ク
な
性
格
が
、
公
的
統
治
権
の
一
部
を
保
持
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
活
動
に
お
い
て
職
務
の
遂
行
と
な
る
よ

う
な
こ
と
と
自
己
の
個
人
的
な
信
仰
と
を
混
同
す
る
こ
と
を
控
え
る
よ
う
に
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
、
と
も
考
え
る
。

こ
の
よ
う
に
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
に
関
す
る
議
会
で
の
討
議
は
、
反
教
権
主
義
に
関
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
、
感
情
的
対
立
も
見
ら
れ

な
い
穏
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
憲
法
制
定
議
会
の
議
決
お
よ
び
国
民
投
票
を
通
じ
て
難
な
く
成
立
し
た

一
九
四
六
年
憲
法
の

一
条
は
、
次
の
よ
う
に
ラ
イ
シ
テ
に
関
し
て
か
な
り
簡
素
な
も
の
で
あ
る
。
「
フ
ラ
ン
ス
は
、
不
可
分
の
、
ラ
イ
ッ
ク
な
、
民
主
的
か
つ

社
会
的
な
共
和
国
で
あ
る
」。
一
九
四
六
年
憲
法
に
は
、
こ
の
ほ
か
次
の
よ
う
な
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
に
関
す
る
規
定
が
前
文

一
三
項
に
あ

る
。
「国
家
は
、
子
ど
も
お
よ
び
青
年
が
教
育
、
職
業
教
育
お
よ
び
教
養
を
平
等
に
受
け
得
る
こ
と
を
保
障
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
段
階
に
お

け
る
無
償
か
つ
ラ
イ
ッ
ク
な
公
教
育
の
組
織
は
、
国
家
の
義
務
で
あ
る
」
。
こ
の
一
三
項
は
前
述
の
四
月
案
二
五
条
を
部
分
的
に
取
り
あ

げ
た
も
の
で
あ
る
。
ラ
イ
シ
テ
を
公
教
育
に
限
定
し
、
私
立
学
校
に
よ
る
教
育
の
可
能
性
を
否
定
し
て
い
な
い
こ
の
規
定
も
、
憲
法
委

員
会
で
大
し
た
論
議
も
な
く
採
択
さ
れ
超
。

２
　
一
九
五
八
年
憲
法

一
九
五
八
年
九
月
二
八
日
の
国
民
投
票
で
圧
倒
的
賛
成
を
得
て
制
定
さ
れ
た
現
行
の

一
九
五
八
年
憲
法
は
、
ラ
イ
シ
テ
に
関
し
て
次

の
よ
う
に
規
定
す
る
。

第

一
条
　
フ
ラ
ン
ス
は
、
不
可
分
の
、
ラ
イ
ッ
ク
な
、
民
主
的
か
つ
社
会
的
な
共
和
国
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
出
生
、
人
種
ま
た
は
宗
教
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（７４
）

に
よ
る
差
別
な
く
、
す
べ
て
の
市
民
に
対
し
て
法
律
の
前
の
平
等
を
確
保
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
は
す
べ
て
の
信
仰
を
尊
重
す
る
。

一
九
四
六
年
憲
法

一
条
と
ま

っ
た
く
同
じ
で
あ
る

一
九
五
八
年
憲
法

一
条
の
第

一
文
は
、
憲
法
制
定
過
程
に
お
い
て
、　
一
九
五
八
年

七
月

一
〇
日
ご
ろ
に
ま
と
め
ら
れ
た
と
言
わ
れ
る
ミ
シ
ェ
ル
・ド
ブ
レ

（〓
】３
①
【
∪
３

ｃヽ

の
憲
法
草
案
に
は
見
当
た
ら
ず
、
同
年
七
月

（７５
）

一
九
日
の

「
ラ
・
セ
ル
Ｈ
サ
ン
ク
ル
ー
」
（，
０
２
ｏ
あ
讐
千
ｏ
一２
ｅ

草
案
に
登
場
し
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
以
後
の
草
案
に
続
く
。
も
っ

と
も

一
部
の
カ
ト
リ
ッ
ク
司
教
が

「
ラ
イ
ッ
ク
な
共
和
国
」
の
文
言
を
除
く
こ
と
を
望
ん
だ
が
、
そ
の
削
除
は
困
難
で
あ

っ
た
た
め
、

や
は
り
こ
の
文
言
は
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
で
、
今
回
の
憲
法
制
定
過
程
で
も
ラ
イ
シ
テ
に
関
し
て
わ
ず
か
な

議
論
し
か
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
だ
が
そ
れ
で
も
、
ラ
イ
ン
テ
に
つ
い
て
の
言
及
を
や
め
る
こ
と
は
困
難
だ
と
す
る
の
が

一
般
の
考
え
で

あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
事
実
が
あ
る
。
例
え
ば
、
第
五
共
和
制
憲
法
を
起
草
し
た
憲
法
諮
問
委
員
会

６
ｏ
日
』な

０
８
∽●
】””
〓

ｏ
８
∽ヨ
〓
一』ｏ
日
３

の
作
業
グ
ル
ー
プ
が
、
同
年
八
月

一
日
に
、
「
ラ
イ
ッ
ク
」
の
文
言
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
審
議
を
行

っ
た
こ
と
が
報

告
さ
れ
て
い
る
。

イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
と
っ
て
私
法
と
同
様
に
公
法
が
あ
る
程
度
の
宗
教
性
を
帯
び
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。

結
局
、
作
業
グ
ル
ー
プ
は
、
一
九
四
六
年
憲
法
の
法
文
を
繰
り
返
す
に
と
ど
め
る
草
案
の
定
め
を
そ
の
ま
ま
維
持
す
る
こ
と
が
好
ま
し
い
と

考
え
た
。
廃
止
は
あ
る
性
格
づ
け
へ
の
敵
対
の
表
明
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。

ま
た
、
八
月
二
七
日
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
総
会
で
の
審
議
に
お
い
て
、　
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
評
定
官
の
シ
ャ
ル
ル
・
プ

ロ
ン
デ
ル

６
ヨ

一ヽ３
里
ｏ
ａ
ｇ

が
次
の
よ
う
に
述
べ
、
そ
の
結
果
、
総
会
は
現
行
の

一
条
を
含
む
規
定
を
投
票
に
及
ば
な
い
ま
ま
承
認
す
る
こ
と

（７８
）

に
な

っ
た
。

前

の
憲
法

に
存
在
し

た
文
言

の
削
除

か
ら
引
き
起

こ
さ
れ
う

る
結
果

に
注
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
例

え
ば
、

「
ラ
イ

ッ
ク
」
と

い
う
語

で
あ
る
。
だ
れ
も
国
教
を
再
び
樹
立
し
よ
う
と
は
考
え
な
い
が
、
こ
の
語
が
削
除
さ
れ
る
と
、
多
く
の
問
題
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。



と
こ
ろ
で
、　
一
九
五
八
年
憲
法
に
お
い
て
目
新
し
い
こ
と
は
、　
一
九
四
六
年
憲
法
の

一
条
で
あ

っ
た
現
行

一
条
の
第

一
文
に
第
二
文

と
第
二
文
が
付
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
実
は
、
こ
の
後
者
の
二
文
は
、
憲
法
草
案
に
は
現
れ
ず
、　
一
九
五
八
年
九
月
二
日
に
最

終
的
に
憲
法
案
を
決
定
し
た
閣
議
が
開
か
れ
る
直
前
の
九
月

一
日
の
関
係
閣
僚
委
員
会

６
ｏ
日
】な
】●
けＱ
日
ヨ
∽けい『こ
）
に
お
い
て
初
め
て

二
条

一
項

（現
行

一
条
）
に
挿
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
（型

。
し
か
も
ヽ
奇
妙
な
こ
と
に
、
問
題
の
二
つ
の
文
を
付
加
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の

い
か
な
る
報
告
や
説
明
も
見
当
た
ら
な
い
。
だ
が
、
「
フ
ラ
ン
ス
は
、
出
生
、
人
種
ま
た
は
宗
教
に
よ
る
差
別
な
く
、
す
べ
て
の
市
民
に

対
し
て
法
律
の
前
の
平
等
を
確
保
す
る
」
と
い
う
第
二
文
の
規
定
は
、
「何
人
も
、
労
働
ま
た
は
雇
用
に
お
い
て
、
自
己
の
出
生
、
意
見

ま
た
は
信
仰
を
理
由
と
し
て
、
不
利
益
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
」
盆

九
四
六
年
憲
法
前
文
五
項
）、
あ
る
い
は

「何
人
も
、
宗
教
、
哲
学

ま
た
は
政
治
に
関
す
る
意
見
ま
た
は
信
条
、
出
生
を
理
由
と
し
て
、
不
安
に
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
（四
月
案

〓
二
条

一
項
）
と
い
う
条
項

に
起
源
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
信
仰
の
尊
重
に
関
す
る
第
二
文
の
付
加
は
、
そ
の
起
源
が
不
明
確
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス

の
司
教
を
新
憲
法
に
対
し
好
意
的
態
度
を
と
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
第
二
文
と
第
二
文

が
国
家
の
ラ
イ
ン
テ
に
関
す
る
第

一
文
と
結
び
合
わ
さ
っ
て
憲
法

一
条
の
条
文
に
あ
る
こ
と
は
、
ラ
イ
シ
テ
の
概
念
を
宗
教
的
自
由
と

国
家
の
中
立
性
の
意
味
に
お
い
て
解
釈
す
る
よ
う
に
導
く
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は

一
九
四
六
年
憲
法

の
制
定
過
程
で
人
民
共
和
派
が
表
明
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
の
で
、
第
二
文
お
よ
び
第
二
文
の
付
加
は
、
人
民
共
和
派
の
要
求
に
よ
っ

（８‐
）

た
も
の
だ
と
も
い
わ
れ
る
。
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第
二
節
　
ラ
イ
シ
テ
を
め
ぐ
る
今
日
の
状
況

一
　

ラ
イ
シ
テ
の
伝
統
的
論
争
―
―
学
校
闘
争

前
節
に
見
た
よ
う
に
、
前
述
の
二
つ
の
憲
法
を
通
じ
て
憲
法
原
則
と
な
っ
た
ラ
イ
ン
テ
は
、
憲
法
に
定
義
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
反

宗
教
的
な
哲
学
か
ら
は
も
ち
ろ
ん
、
反
教
権
主
義
の
闘
争
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
も
離
れ
た
、
お
お
む
ね
国
家
の
宗
教
的
中
立
性
を
意

味
す
る
語
と
な
っ
た
。
し
か
も
、
ラ
イ
シ
テ
の
憲
法
原
則
化
は
、
ラ
イ
シ
テ
と
宗
教
的
自
由
と
の
つ
な
が
り
の
み
な
ら
ず
、
ラ
イ
シ
テ

の
概
念
の
広
が
り
を
も
明
ら
か
に
し
た
。
つ
ま
り
、
憲
法
原
則
と
し
て
の
ラ
イ
シ
テ
は
、
政
教
分
離
法
が
そ
う
で
あ

っ
た
よ
う
に
宗
教

の
礼
拝
の
公
認
禁
止
な
ど
に
限
定
さ
れ
ず
、
明
確
に
宗
教

一
般
を
対
象
と
す
る
国
家
の
原
則
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
急
進
派
が
か
つ
て
意
識
し
た
も
と
も
と
の
意
味
を
変
え
た
う
え
で
穏
や
か
な
憲
法
原
則
と
な
っ
た
ラ
イ
シ
テ
に
は
、
前

述
の
よ
う
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
も
も
は
や
反
対
し
な
い
。
そ
の
た
め
、
政
教
分
離
に
満
足
し
な
い
者
は
フ
ラ
ン
ス
人
の

一
四
パ
ー
セ
ン

ト
で
あ
る
の
に
対
し
、
そ
れ
に
満
足
す
る
者
は
六

一
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
と
す
る

一
九
八
九
年
の
調
査
結
果
が
示
す
よ
う
に
、
ラ
イ

シ
テ
は
フ
ラ
ン
ス
に
定
着
し
た
と
い
え
る
。
だ
が
、
実
際
の
政
教
関
係
に
お
い
て
ラ
イ
シ
テ
を
め
ぐ
る
か
つ
て
の
激
し
い
感
情
的
対
立

を
伴
う
論
争
が
今
日
完
全
に
消
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
ラ
イ
シ
テ
の
憲
法
原
則
化
の
後
も
、
ラ
イ
シ
テ
擁
護
陣
営

∂
”
日
■
”
Ｈｆ
ｅ

と

ラ
イ
シ
テ
に
反
対
し
て
き
た
陣
営
と
が
、
時
と
し
て
旧
来
か
ら
の
論
争
の
火
種
に
再
び
火
を
つ
け
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
カ
ト

リ
ッ
ク
教
会
に
と
っ
て
例
え
ば
二
度
に
わ
た
る
教
会
財
産
の

「略
奪
」
宝

七
八
九
年
と
一
九
〇
八
年
の
国
有
化
）
を
受
け
た
恐
れ
と
不
信

は
大
き
く
、
他
方
で
左
翼
に
と
っ
て
は
カ
ト
リ
ッ
ク
が
共
和
制
を
脅
か
し
た
思
い
出

（ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
）
が
忘
れ
難
い
な
ど
、
常
に
感

情
を
再
燃
す
る
可
能
性
の
あ
る
革
命
期
か
ら
の
劇
的
な
出
来
事
や
光
景
に
つ
い
て
の
フ
ラ
ン
ス
人
の
も
つ
集
団
的
な
記
憶
の
根
強
さ
を



う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ（迎
。

ラ
イ
シ
テ
を
め
ぐ
る
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
論
争
が
集
中
し
て
い
る
の
は
、
か
つ
て
か
ら
教
権
主
義
と
反
教
権
主
義
の
戦
場
に
な
り
、

ま
た
右
翼
と
左
翼
が

「学
校
闘
争
」
ε
お

色ヽ
ｏ
∽８
ｒ

Ｃヽ

を
続
け
て
き
た
教
育
の
分
野
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、　
一
八
八
六
年
の
ゴ

ブ
レ
法
が
定
め
た

「
公
立
学
校
は
公
金
で
、
私
立
学
校
は
私
費
で
」
と
い
う
考
え
方
に
従
い
、　
一
九
四
八
年
ま
で
私
立
学
校

へ
の
国
庫

助
成
は
全
く
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
だ
が
、
同
年
五
月
二
二
日
の
ポ
ア
ン
ソ
＝
シ
ャ
ピ
ュ
イ
令
に
よ
り
私
立
学
校

へ
の
国
の
補
助
金

が
間
接
的
な
形
で
始
ま
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
左
翼
の
諸
団
体
か
ら
成
る
ラ
イ
ン
テ
擁
護
陣
営
は
ラ
イ
シ
テ
の
危
機
を
感
じ
、
そ
れ
以

後
、
私
立
学
校
の
国
庫
助
成
を
拡
大
す
る
法
律
―
―
と
く
に

一
九
五
九
年

一
二
月
二

一
日
の
ド
ブ
レ
法
お
よ
び
そ
の
改
正
法
―
―
が
制

定
さ
れ
る
た
び
に
、
抗
議
の
デ
モ
や
集
会
を
展
開
し
て
き
た
。　
一
方
、
社
会
党
の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ヽ
ど
Ｉ
フ
ン
η
『営
８
お
〓
〓
ｏヽ
『営
ｅ

大
統
領
の
下
で
左
翼
連
合
の
モ
ー
ロ
ワ
内
閣
が
私
立
学
校
の
公
立
学
校
と
の
統
合
を
め
ざ
し
た
サ
ヴ
ァ
リ
法
案
を
成
立
さ
せ
よ
う
と
す

る
と
、
右
翼
と
カ
ト
リ
ッ
ク
か
ら
構
成
さ
れ
る
私
立
学
校
擁
護
陣
営
が
、
全
国
で
大
規
模
な
示
威
運
動
を
繰
り
返
し
行
い
、
サ
ヴ
ァ
リ

法
案
を
撤
回
さ
せ
た
貧

九
八
四
年
）。
他
方
、
そ
の

一
〇
年
後
、
ミ
ッ
テ
ラ
ン
大
統
領
下
で
の
保
守
・中
道
連
合
の
バ
ラ
デ
ュ
ー
ル
内
閣

の
時
代
に
、
与
党
下
院
議
員
が
提
出
し
た
法
律
案
に
、
バ
ラ
デ
ュ
ー
ル
内
閣
は
、
私
立
学
校

へ
の
地
方
公
共
団
体
の
補
助
枠
を
制
限
し

た
フ
ァ
ル
ー
法
六
九
条
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
条
項
を
加
え
た
う
え
で
、
法
律
案
の
成
立
を
図
っ
た
が
、
今
度
は
ラ
イ
シ
テ
擁
護
陣
営

が
大
規
模
な
抗
議
デ
モ
を
成
功
さ
せ
、
フ
ァ
ル
ー
法
改
正
を
挫
折
さ
せ
た
■

九
九
四
響
）。
い
ず
れ
の
時
も
ラ
イ
シ
テ
が
激
し
い
政
治
論

争
の
テ
ー
マ
を
構
成
す
る
と
い
う
伝
統
的
な
光
景
が
見
ら
れ
た
。
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二
　
政
教
関
係

の
今
日
的
変
化

１
　
宗
教
事
情
の
変
化

フ
ラ
ン
ス
は

「教
会
の
長
姉
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
よ
う
に
伝
統
的
に
カ
ト
リ
ッ
ク
国
で
あ
る
。
だ
が
、
宗
教
統
計
を
見
る
と
、
こ
の

国
の
宗
教
状
況
は
、
政
教
分
離
法
制
定
時
の
よ
う
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
者
が
圧
倒
的
に
多
数
で
あ
り
、
他
に
わ
ず
か
な
少
数
宗
教
の
信

者
し
か
み
ら
れ
な
い
頃
か
ら
比
べ
る
と
、
確
実
に
変
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
宗
教
事
情
の
変
化
は

一
九
八
〇
年
代
に

顕
著
に
な
っ
た
宗
教
回
帰
の
現
象
に
関
連
す
る
こ
と
も
多
い
。

フ
ラ
ン
ス
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
よ
る

一
九
九
六
年
統
計
に
よ
れ
ば
、
総
人
口
約
五
七
〇
〇
万
人
の
う
ち
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
者
数

は
約
四
五
〇
〇
万
人
、
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
八
五
万
１
九
〇
万
人
、
東
方
正
教
会

一
五
万
１
二
〇
万
人
、
ユ
ダ
ヤ
教
五
〇
万
１
七
〇
万
人
、

イ
ス
ラ
ム
教
約
四
〇
〇
万
人
、
仏
教
約
六
〇
万
人
で
あ
る
。
こ
の
統
計
に
お
い
て
さ
え
も
、
カ
ト
リ
ッ
ク
以
外
の
宗
教
の
多
様
さ
と
、

と
く
に
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
多
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
こ
の
統
計
は
カ
ト
リ
ッ
ク
人
口
が
総
人
口
の
八
割
近
い
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
だ
が
こ
の
数
字
は
、
他
の
統
計
か
ら
推
測
し
て
大
幅
に
割
り
引
く
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
日
刊

（８７
）

紙
ラ
・ク
ロ
ワ
と
有
力
世
論
調
査
会
社
ソ
フ
レ
ス

（′
〔『ｏし

が

一
九
九
五
年
に
行

っ
た
調
査
で
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
人
日
の
七
六
パ
ー

セ
ン
ト
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
月
に

一
度
以
上
ミ
サ
に
出
席
す
る
信
者

Ｃ
【“
け【運
営
一貿
８
昌
ｏ『ｅ
は

一
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
ず
、
ミ

サ
の
出
席
が
月

一
度
以
下
で
大
き
な
宗
教
的
視
祭
日
に
は
ミ
サ
に
出
席
す
る
信
者

Ｇ
『“
”【運
営
雰
ｏ
●８
∽一８
月
こ

は

一
八
パ
ー
セ
ン
ト

で
あ
り
、
結
婚
式
や
葬
儀
の
よ
う
な
大
き
な
儀
式
の
と
き
だ
け
ミ
サ
に
出
席
す
る
か
全
く
出
席
し
な
い
信
者

（非
実
践
的
信
者

３
８

■
”
一【ｆ
営
け∽し
は
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
し
か
も
無
宗
教
の
者
は
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
も
い
る
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
高
級
日
刊
紙

ル
・
モ
ン
ド
お
よ
び
数
種
の
宗
教
情
報
誌
と
有
力
世
論
調
査
会
社
Ｃ
Ｓ
Ａ
が

一
九
九
四
年
に
実
施
し
た
調
査
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
非
実

践
的
信
者
も
含
め
六
七
パ
ー
セ
ン
ト

（無
宗
教
は
壬
一戻
―
セ
ン
ト
）
し
か
い
な
い
と
い
う
結
果
を
出
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
日



の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
は
総
人
口
の
八
割
を
す
で
に
大
き
く
下
回
る
だ
け
で
な
く
、
信
仰
を
実
践
す
る
カ
ト
リ
ッ

ク
信
者
は
無
宗
教
者
よ
り
少
な
い
状
況
に
あ
る
と
見
た
方
が
現
実
的
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
つ
い
て
の
変
化
を
見
れ
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
政
教
分
離
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
で
に
繰
り
返
し
述
べ
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
ラ
イ

シ
テ
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
の
傾
向
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
全
体
が
宗
教
の
自
由
を
承
認
し
た

一
九
六
〇
年
代
の
第
ニ
ヴ
ァ

チ
カ
ン
公
会
議
に
よ
り
加
速
さ
れ
た
。　
一
九
七
〇
年
代
に
は
フ
ラ
ン
ス
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
政
教
分
離
に
利
点
を
見
い
だ
し
、
国

家
に
対
し
距
離
を
広
げ
よ
う
と
す
る
傾
向
を
示
し
さ
え
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
教
会
の
任
務
が
本
質
的
に
霊
的
で
あ
り
、
政
治
権
力

へ

の
依
存
を
排
除
す
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
教
会
が
政
府
を
批
判
を
す
る
自
由
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ

っ

た
。
こ
の
よ
う
な
教
会
の
イ

ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
る
国
家
か
ら
の
分
離
は
、

一
九
〇
五
年
の
政
教
分
離
に
対
し
、
当
時
「第
二
の
分
離
」

と
呼
ば
れ
た
。

宗
教
回
帰
現
象
が
も
た
ら
し
た
宗
教
事
情
の
変
化
は
、
主
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
セ
ク
ト
（∽ｏｏ一９
と
呼
ば
れ
る
小
さ
な
新
宗
教
お
よ

び
イ
ス
ラ
ム
教
に
関
係
す
る
。

Ｚ
フ
ン
ス
で
は
歴
史
は
浅
い
が
前
述
の
統
計
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
信
者
数
で
は
第
二
の
宗
教
に
な
っ
て
い
る
イ
ス
ラ
ム
教
が
、
ラ
イ

シ
テ
の
新
た
な
論
争
を
も
た
ら
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
他
の
伝
統
的
宗
教
と
比
べ
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
礼
拝
所
が
著
し
く
不
足
し

て
い
る
。
こ
の
た
め
、
礼
拝
所
不
足
を
解
消
す
る
こ
と
に
よ
リ
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
フ
ラ
ン
ス
社
会

へ
の
同
化
を
促
進
す
る
た
め
、
地
方

公
共
団
体
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
礼
拝
所
建
設
を
援
助
す
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
措
置
が
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
と
適
合
す
る

の
か
と
い
う
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
ま
た
、
教
育
の
領
域
で
は
、
イ
ス
ラ
ム
の
ス
カ
ー
フ
事
件

↑
「〔”
』お

２

ざ
●
一ミ
０
こ
“
ヨ
』ｆ
ｅ

を
め
ぐ
る

一
九
八
九
年
秋
か
ら
始
ま
っ
た
論
争
に
お
い
て
、
公
立
学
校
内
で
の
生
徒
の
宗
教
的
標
章
の
着
用
と
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
と
の
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緊
張
関
係
を
め
ぐ
る
問
題
が
長
く
論
議
さ
れ
て
い
る
。
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
ヴ
ェ
ー
ル
の
着
用
を
、
宗
教
的
表

現
の
自
由
の
行
使
と
し
て

一
定
の
限
界
を
示
し
な
が
ら
も
、
容
認
す
る
姿
勢
を
と
り
続
け
、
こ
れ
に
賛
成
す
る
世
論
は
強
い
一
方
で
、

イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
教
室
で
の
ヴ
ェ
ー
ル
着
用
は
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
に
抵
触
す
る
な
ど
の
理
由
か
ら
イ
ス
ラ
ム
の
ス
カ
ー
フ
容
認
論
に
反

対
す
る
者
も
多
い
。
ヴ
ェ
ー
ル
着
用
の
禁
止
論
を
唱
え
る
者
は
ラ
イ
シ
テ
擁
護
陣
営
の

一
部
の
ほ
か
、
右
翼
の

一
部
に
も
見
ら
れ
、
こ

の
点
は
、
イ
ス
ラ
ム
の
ス
カ
ー
フ
事
件
を
め
ぐ
る
活
発
な
論
議
が
右
翼
と
左
翼
と
の
間
で
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
に
関
す
る
伝
統
的
な
対
立

と
は
異
な
る
こ
と
を
示
す
。

さ
ら
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
広
ま
っ
た
セ
ク
ト
が
新
た
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
セ
ク
ト
が
宗
教
的
自
由
に
関
し
て
生
ぜ
じ
め
た
紛

争
事
件
を
通
じ
て
新
た
な
判
例
が
形
成
さ
れ
、
ま
た
反
社
会
的
な
セ
ク
ト

ヘ
の
対
策
は
議
会
お
よ
び
内
閣
で
も
大
き
く
扱
わ
れ
る
事
項

（９３
）

に
な

っ
て

い
る
。

２
　
社
会
の
宗
教

へ
の
姿
勢
の
変
化

教
会
あ
る
い
は
宗
教
に
対
す
る
社
会
や
国
の
姿
勢
も
大
き
く
変
化
し
た
。

ま
ず
、
社
会
の
世
俗
化
の
現
象
が
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
社
会
に
お
い
て
宗
教
問
題
は
重
要
性
を
失
い
、
そ
れ
と
と
も
に
政

教
分
離
法
制
定
の
原
動
力
で
あ
っ
た
反
教
権
主
義
や
教
会
を
敵
視
す
る
見
方
が
弱
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
逆
に
、
社
会
に
お
け
る
宗
教
の

復
権
と
で
も
い
う
べ
き
こ
と
も
顕
著
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
教
会
が
平
和
ま
た
は
人
権
な
ど
の
問
題
に
関
わ
る
こ
と
に
対
し
、
世
論
が

好
意
的
で
あ
る
こ
と
に
示
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
ラ

・
ク
ロ
ワ
と
Ｃ
Ｓ
Ａ
が

一
九
八
九
年
に
実
施
し
た
調
査
に
よ
れ
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教

会
が
第
二
世
界
の
問
題
に
か
か
わ
る
こ
と
に
肯
定
す
る
者
は
八
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
同
じ
く
平
和
に
つ
い
て
は
九

一
パ
ー
セ
ン
ト
、
貧
し

い
人
々
へ
の
奉
仕
活
動
に
つ
い
て
八
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
結
果
が
示
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
微
妙
な
判
断
を
要
す
る
複
雑
な
問
題
の
解
決
の
た
め
に
国
は
伝
統
的
宗
教
の
意
見
に
頼
る
よ
う
に
も
な
っ
た
。
こ
の
典
型



例
は
、
「生
命
健
康
科
学
に
関
す
る
全
国
倫
理
委
員
会
」
６
ｏ
日
一８
８
●
∽●
】””
彙

３
一】８
２
Ｑ
２́

，
」ｆ
ｏ
日
長
お
脇
ｏ』８
ｏ０
８

ご
〓
ｏ
２
８

ご
∽留
一９

に
お
け
る
宗
教
組
織
の
代
表
者
の
存
在
で
あ
る
。　
一
九
八
三
年
二
月
二
三
日
の
デ
ク
レ
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
同
委
員
会
は
、

「生
物
学
、
医
学
及
び
保
健
衛
生
の
領
域
に
お
け
る
研
究
が
生
起
す
る
倫
理
問
題
に
関
し
意
見
を
出
す
」
こ
と
を
目
的
と
す
る
諮
問
機

関
で
あ
る
が
（同
デ
ク
レ
一
条
）、
そ
の
二
五
名
か
ら
な
る
構
成
員
の
な
か
に
は
、
「主
要
な
哲
学
思
想
グ
ル
ー
プ
に
属
し
、
大
統
領
が
指

名
し
た
五
名
の
者
」
が
含
ま
れ
る
（同
デ
ク
レ
四
条

一
項
）。
そ
し
て
、
こ
の
規
定
に
基
づ
き
、
カ
ト
リ
ッ
ク
、
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、　
ユ
ダ

ヤ
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
お
よ
び
自
由
思
想

盆
小神
論
）
の
代
表
者
が
大
統
領
に
よ
り
指
名
さ
れ
て
い
る
。
同
様
な
こ
と
は
、
「
エ
イ
ズ
が
社

会
に
起
こ
す
問
題
全
体
に
関
し
意
見
を
出
す
」
こ
と
を
任
務
と
し
て

一
九
八
九
年
に
創
設
さ
れ
た
、
「
エ
イ
ズ
に
関
す
る
全
国
評
議
会
」

８
８
∽２

３
一】８
営
Ｐ

∽』Ｑ
じ
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、　
一
九
八
八
年
に
フ
ラ
ン
ス
海
外
領
の
メ
ー
ヴ
ェ
ル
・
カ
レ
ド
ニ
Ｔ
Ｉ

Ｉ

カ
レ
ド
ニ
ア
）
に
派
遣
さ
れ
た
対
話
使
節
の
中
に
二
つ
の
教
団

（カ
ト
リ
ッ
ク
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
と

の
代
表
者
が
含
ま

れ
た
と
い
う
事
実
に
も
同
様
の
趣
旨
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
例
に
お
い
て
、
「国
は
、
宗
教
に

一
定
の
社
会
的
有
用
性
、
生

命
や
人
間
の
人
間
性
に
関
係
す
る
基
本
的
問
題
や
倫
理
の
領
域
に
お
け
る
宗
教
の
公
的
、
社
会
的
機
能
を
承
認
す
る
」
姿
勢
が
顕
著
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
社
会
は
宗
教
が
行
う
公
益
的
活
動
を
警
戒
す
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
そ
れ
を
期
待
し
、
国
は
社
会
の
営
為

に
お
け
る
宗
教
事
項
の
重
要
性
を
ま
す
ま
す
考
慮
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
公
立
学
校
で
の
宗
教
の
教
育

へ
の
社
会
の
見
方
も
変
化
し
た
。　
一
節
で
見
た
よ
う
に
非
宗
教
化
政
策
の

一
環
と
し
て
フ
ラ
ン

ス
で
は
宗
教
教
育
は
公
立
学
校
か
ら
排
除
さ
れ
た
。
だ
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
社
会
の
世
俗
化
が
進
ん
だ
こ
と
か
ら
、
宗
教
に
関
す
る

知
識
の
乏
し
い
青
年
の
割
合
が
増
加
し
た
。
こ
の
事
実
は
、
教
会
関
係
者
か
ら
の
批
判
を
招
く
だ
け
で
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
と
外
国
の
文

化
を
理
解
す
る
た
め
に
は
宗
教
の
知
識
が
不
可
欠
だ
と
い
う
教
育
的
視
点
な
ど
か
ら
、
公
立
学
校
で
も
何
ら
か
の
方
法
で
宗
教
に
関
す

る
教
育
が
必
要
で
は
な
い
か
と
い
う
論
議
を
、
親
や
教
師
の
間
で
生
ぜ
し
め
て
い
る
。
こ
の
状
況
か
ら
、
公
立
学
校
で

一
週
間
の
間
に
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信
仰
教
育
の
た
め
の
自
由
時
間
を
設
け
る
こ
と
に
は
多
く
の
者
が
賛
成
す
る
だ
け
で
な
く
、
公
立
学
校
で
信
仰
教
育
で
は
な
い
宗
教
文

化

∂
〓
】一Ｌ
お
お
】Ｃ
８
∽ｃ

あ
る
い
は
諸
宗
教
の
歴
史

曾
●
ｏ
】お
お
∽
『＆
”
【８
３

を
教
え
る
こ
と
に
賛
成
す
る
者
も
少
数
と
は
い
え
な

く
な
っ
遡
。
し
か
も
ヽ
従
来
、
ラ
イ
シ
テ
擁
護
陣
営
の
中
核
と
し
て
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
を
推
進
、
監
視
し
て
き
た
国
民
教
育
連
盟
（Ｆ
Ｅ

Ｎ
）
な
ど
の
諸
団
体
の
指
導
者
の
な
か
に
も
、
最
近
で
は
、
そ
う
し
た
教
育
に
賛
成
す
る
者
が
見
い
だ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

３
　
国
際
的
影
響

フ
ラ
ン
ス
の
政
教
関
係
を
取
り
巻
く
国
際
状
況
も
変
わ
っ
た
。
こ
の
変
化
に
は
国
際
条
約
に
よ
る
影
響
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に

よ
る
影
響
が
あ
る
。

国
際
的
人
権
保
障
の
動
き
が
進
展
す
る
な
か
で
、
フ
ラ
ン
ス
も

一
九
五
〇
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
や

一
九
六
六
年
の
国
際
人
権

規
約
を
批
准
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
条
約
に
は
、
宗
教
的
自
由
が
フ
ラ
ン
ス
の
国
内
法
よ
り
ず

っ
と
詳
細
に
規
定
さ
れ
る
が
、

政
教
分
離
は
明
確
に
は
さ
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
の
重
要
な
内
容
は
政
教
分
離
法
な
ど
法
律

で
定
め
ら
れ
る
が
、
条
約
が
法
律
に
優
位
す
る
こ
と
が
憲
法
上
明
確
で
あ
る

（
一
九
五
八
年
憲
法
五
五
条
）。
こ
の
結
果
、
国
際
条
約
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
宗
教
的
自
由
の
法
源
と
し
て
、
ラ
イ
ン
テ
に
対
す
る
宗
教
的
自
由
の
優
位
を
導
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
前
述
の

イ
ス
ラ
ム
の
ス
カ
ー
フ
事
件
に
関
す
る
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
一
九
八
九
年
の
意
見
が
、
公
立
学
校
の
生
徒
の
宗
教
的
自
由
を
重
視
す

る
判
断
を
す
る
際
に
、
か
な
り
重
要
な
決
め
手
と
し
た
の
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
条
項
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
明
確
に
さ
れ
る
。

だ
が
、
伝
統
的
な
ラ
イ
シ
テ
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
者
の
目
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
条
約
に
よ
る
影
響
は
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
の
後

（Ш
）

退
原
因
と
見
ら
れ
る
。

次
に
ョ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
よ
る
影
響
の
方
は
ど
う
か
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
は
、
人
、
文
化
、
思
想
の
さ
ま
ざ
ま
な
交
流
を
も
た
ら
す
。

と
こ
ろ
が
、
欧
州
連
合
（Ｅ
Ｕ
）加
盟
国
の
間
で
の
政
教
関
係
の
考
え
方
を
見
れ
ば
、
そ
こ
に
は
大
き
な
多
様
性
が
あ
る
ば
か
り
か
―
―
国



教
制
を
と
る
国

（イ
ギ
リ
ス
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ギ
リ
シ
ア
）
が
あ
る

一
方
で
、
半
分
離
制
を
と
る
国

（ド
イ
ツ
等
）
お
よ
び
特
定
宗
教
が
大

き
な
特
権
を
持
ち
な
が
ら
も
政
教
分
離
を
定
め
る
準
分
離
制
の
国

（ポ
ル
ト
ガ
ル
等
）
が
あ
る
―
―
政
教
分
離
を
と
る
フ
ラ
ン
ス
は
こ
の

領
域
で
極
め
て
特
異
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
と
く
に
、
公
立
学
校
に
お
け
る
宗
教
教
育
が
な
い
の
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
フ
ラ
ン
ス

の
み
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
、
そ
の
フ
ラ
ン
ス
の
特
異
性
を
鮮
明
に
す
る
。
そ
こ
で
、
今
日
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
ラ
イ
シ
テ
が
今
後
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
他
国
に
影
響
を
与
え
る
か
、
あ
る
い
は
他
国
に
よ
リ
ラ
イ
シ
テ
が
変
化
さ
せ
ら
れ
る
か
、
と
い
う
問
題
が
意
識
さ
れ
て
い
型
。

政
教
関
係
は

一
国
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
構
成
す
る
の
で
そ
れ
を
変
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
Ｅ
Ｕ
各
国
は
、
言
語
、
文
化
、

教
育
制
度
と
同
様
に
政
教
関
係
に
関
す
る
固
有
の
制
度
を
保
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
例
外
を
意
識
す
る
フ
ラ
ン
ス

人
の
間
で
は
、
ラ
イ
シ
テ
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
視
野
で
検
討
し
直
す
動
き
も
あ
る
。
２
で
見
た
公
立
学
校
で
の
宗
教
文
化
の
教
育
の
是
非

に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
の
他
国
と
の
比
較
が

一
定
の
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
、
そ
の
例
で
あ
る
。

〓
一　
ラ
イ
シ
テ
の
今
日

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
第
二
共
和
制
初
め
か
ら
続
く
、
ラ
イ
シ
テ
を
め
ぐ
る
右
翼
と
左
翼
と
の
論
争
が
今
日
ま
で
時
折
繰
り
返
さ
れ
る

が
、
こ
こ
に
は
ラ
イ
シ
テ
が
今
日
で
も
古
く
か
ら
の
教
権
主
義
と
反
教
権
主
義
と
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
対
立
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
、
そ
れ
と
と
も
に
政
教
関
係
の
変
化
を
背
景
と
し
て
ラ
イ
ン
テ
を
め
ぐ
る
新
し
い
今
日
的
状
況
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
そ

こ
に
は
、
宗
教
的
自
由
の
保
障
の
た
め
の
ラ
イ
シ
テ
の
緩
和
お
よ
び
国
家
と
教
会
と
の
協
力
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
フ

ラ
ン
ス
の
識
者
の
評
価
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
今
日
の
状
況
を

「
ラ
イ
シ
テ
の
衰
退
」
と
見
る
立
場
も
あ
（型

、
と
く
に
そ
こ
か
ら
伝
統

的
な
ラ
イ
シ
テ
を
擁
護
す
る
者
が
あ
型
。
ま
た
ヽ
政
教
分
離
法
の
制
定
を
国
家
と
教
会
と
の
抗
争
の
結
果
の
双
方
の
間
の

「
ラ
イ
シ
テ
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の
協
定
」
Ｃ
８
オ
】“
出ｅ
Ｃ
で
あ

っ
た
と
見
る
見
地
か
ら
、
今
日
の
状
況
を
国
家
と
教
会
の
調
和
の
と
れ
た
新
し
い
ラ
イ
ン
テ
の
協
定
に

向
か
う
も
の
だ
と
評
価
す
る
者
も
見
ら
れ
る
。
だ
が
、
今
日
、
比
較
的
強
い
の
は
、
新
し
い
状
況
に
適
合
す
る
よ
う
に
ラ
イ
シ
テ
の
概

念
を
再
検
討
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
立
場
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
も

一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
こ
の
立
場
を
明
ら

か
に
し
て
い
が
。
「新
し
い
ラ
イ
シ
テ
」
↑
８
お
Ｆ

す
０
けｏ
を
模
索
し
よ
う
と
す
る
こ
の
立
場
の
間
で
は
、
政
教
分
離
法
の
改
正
を
も

視
野
に
入
れ
る
者
も
い
る
（洒

、
そ
れ
は
か
な
り
少
数
派
で
あ
り
、
政
教
分
離
法
を
維
持
し
、
そ
の
柔
軟
な
解
釈
に
よ
り
今
日
の
状
況
に

対
応
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
の
が

一
般
的
で
あ
る
。
歴
史
家
で
法
律
家
の
ア
ラ
ン
・
ボ
ワ
イ
エ

（≧
”
〓
ω
２
ｏ
こ

の
次
の
論
述
は
そ

の
よ
う
な
平
均
的
主
張
だ
と
思
わ
れ
る
。
「
ラ
イ
シ
テ
は
、
新
し
い
状
況
に
お
い
て
、
新
た
な
課
題
に
直
面
し
て
、
い
ず
れ
に
せ
よ
再
検

討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
確
か
に
、
こ
の
憲
法
原
則
を
放
棄
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
過
去
の
闘
争
を
放
棄
す
る
と
と
も
に
、　
ョ
ー

ロ
ッ
パ
統
合
に
よ
り
…
…
お
そ
ら
く
わ
れ
わ
れ
が
た
ど
る
こ
と
に
な
る
進
展
を
見
越
し
て
、
ラ
イ
シ
テ
に
新
し
い
内
容
を
与
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
…
…
こ
の
た
め
に
は
、　
一
九
〇
五
年
法
を
見
直
し
、
そ
れ
に
伴
う
亀
裂
と
分
裂
と
と
も
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
論
議
を
再

開
す
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
必
要
な
い
。
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
判
例
と
行
政
庁
が
常
に
行
っ
て
き
た
リ
ベ
ラ
ル
な
解
釈
に
よ
り

一
九

（１１０
）

〇
五
年
法
を
順
応
さ
せ
続
け
る
だ
け
で
足
り
る
」
と
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
ラ
イ
シ
テ
の
伝
統
的
論
議
が
残
り
な
が
ら
も
、
今
日
的
状
況
か
ら
ラ
イ
シ
テ
が
新
し
い
論
議
の
た
だ
な
か
に
あ

る
の
が
、
今
日
の
ラ
イ
シ
テ
を
め
ぐ
る
状
況
だ
と
言
え
よ
う
。

お
わ
り
に

フ
ラ
ン
ス
は
、
政
教
関
係
に
関
し
、
国
教
制
度
、　
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
お
よ
び
分
離
制
度
を
経
験
し
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
に
お
　
４３



け
る
か
な
り
の
幅
―
―
例
え
ば
分
離
制
度
に
お
い
て
非
友
好
的
分
離
と
友
好
的
分
離
が
あ
る
―
―
を
も
経
験
し
た
。
ン」
の
点
に
お
い
て
、

多
様
な
憲
法
体
制
を
経
た
フ
ラ
ン
ス
が
し
ば
し
ば
憲
法
の
実
験
場
と
評
さ
れ
る
の
と
同
様
に
、
「
フ
ラ
ン
ス
は
教
会
と
国
家
と
の
関
係
の

恵
ま
れ
た
実
験
場
で
あ
っ
刺
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
政
教
関
係
の
変
遷
は
、
国
家
と
カ
ト
リ
ッ

ク
教
会
と
の
対
立

・
抗
争
の
な
か
で
の
宗
教
的
平
和
を
求
め
る
試
み
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
試
み
に
関
係
す
る
さ
ま
ざ

ま
な
思
想
―
―
宗
教
的
寛
容
論

・
ガ
リ
カ
ニ
ス
ム
・
教
権
主
義

・
反
教
権
主
義
な
ど
―
―
に
影
響
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
政
教
分
離
で
あ
る
ラ
イ
シ
テ
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
教
育
な
ど
非
宗
教
的
領
域
を
も
支
配
し
、
ま
た
共
和
制
に
敵
対

す
る
文
脈
の
中
で
、
共
和
派
が
教
会
勢
力
を
抑
え
る
た
め
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
登
場
し
、
教
会

へ
の
闘
争
的
雰
囲
気
の
中
で
共
和

派
に
よ
り

一
方
的
に
立
法
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
立
法
化
は
、
教
会
を
礼
拝
の
活
動
に
押
し
込
め
る
と
い
う
形
で
な

さ
れ
、
そ
こ
に
は
教
会
の
活
動
・組
織
を
規
制
す
る
色
彩
も
強
く
見
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
ラ
イ
シ
テ
は
、
そ
の
後
闘
争
的
色
彩
を
薄
め
、

宗
教
的
自
由
を
保
障
す
る
た
め
の
宗
教
的
中
立
性
と
い
う
意
味
で
、
明
示
的
に
憲
法
原
則
化
さ
れ
、
今
日
に
至

っ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
ラ
イ
シ
テ
は
か
つ
て
か
ら
政
教
関
係
の
歴
史
的
現
実
に
対
応
し
て
多
か
れ
少
な
か
れ
柔
軟
に
変
化
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
ラ
イ
シ
テ
の
変
化
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
の
は
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
例
で
あ
り
、
ま
た
立
法
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
点
は
、
本
書
第
二
編
に
お
い
て
扱
う
こ
と
に
な
る
個
別
領
域
で
の
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
の
適
用
を
見
れ
ば
、
さ
ら
に
明
ら
か

に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
ラ
イ
シ
テ
が
変
化
し
て
き
た
こ
と
を
思
え
ば
、
今
日
で
の
政
教
関
係
の
著
し
い
進
展
が
ラ
イ
シ
テ
の
再
検
討

を
差
し
迫
っ
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
し
得
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
日
の
政
教
関
係
の
現
実
は
、
今
日
の
ラ
イ
シ
テ
に
関
す
る

法
現
象
を
理
解
す
る
う
え
で
も
、
ま
た
今
後
の
ラ
イ
シ
テ
を
展
望
す
る
う
え
で
も
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
同
じ
く
政
教
分
離
を
憲
法
原
則
と
す
る
ア
メ
リ
カ
と
フ
ラ
ン
ス
と
を
比
較
し
た
場
合
、
両
者
の
間
に
著
し
い
差
が
見
ら

れ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
ア
メ
リ
カ
で
は
ほ
ぼ
建
国
当
初
か
ら
政
教
分
離
が
定
め
ら
れ

（
一
七
九

一
年
合
衆
国
憲
法
修
正
一
条
）、
今
日
ま



で
変
化
は
な
い
が
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
ラ
イ
シ
テ
の
成
立
に
は
長
い
時
間
を
要
す
る
と
と
も
に
二
段
階
で
な
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
大
革
命

に
ラ
イ
シ
テ
の
歩
み
が
始
ま
り
、
国
家
と
教
会
、
反
教
権
主
義
と
教
権
主
義
の
対
立
の
な
か
で
の
前
進
後
退
の
繰
り
返
し
を
経
て
二
〇

世
紀
初
め
に
漸
く
ラ
イ
シ
テ
は
立
法
化
さ
れ
（第

一
段
階
）、
そ
の
後
ラ
イ
シ
テ
は
新
た
な
展
開
を
示
し
な
が
ら
憲
法
原
則
化
さ
れ
る
（第

二
段
階
）
の
で
あ
る
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
で
は
平
和
的
に
政
教
分
離
が
憲
法
原
則
と
な
っ
た
の
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
ラ
イ
シ
テ
は
も

と
も
と
反
教
権
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
り
、
共
和
派
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
激
し
い
闘
争
の
様
相
を
呈
す
る
さ
な
か
に
ラ
イ
シ

テ
が
実
定
法
の
原
則
と
し
て
成
立
し
た
。
そ
の
た
め
、
今
日
で
も
政
教
分
離
が
、
限
ら
れ
た
領
域
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
右
翼
と
左
翼

の
激
し
い
衝
突
を
生
ぜ
し
め
う
る
政
治
的
テ
ー
マ
で
あ
る
点
も
、
ア
メ
リ
カ
に
は
な
い
フ
ラ
ン
ス
的
な
現
象
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
わ
が
国
と
比
べ
る
と
ど
う
か
。
多
様
な
政
教
関
係
を
経
験
し
た
後
、
政
教
分
離
を
憲
法
原
則
と
し
て
い
る
こ
と
、
ま

た
支
配
的
宗
教
が
保
守

。
右
翼
と
結
び
付
き
、
ラ
イ
シ
テ
に
反
対
す
る
傾
向
を
持
つ
こ
と
、
ま
た
持

っ
た
こ
と
な
ど
の
点
で
、
わ
が
国

と
フ
ラ
ン
ス
は
共
通
す
る
。
だ
が
、
こ
の
共
通
点
を
見
る
だ
け
で
は
皮
相
的
に
す
ぎ
よ
う
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
対
す
る
反
教
権
主
義

の
闘
争
の
結
果
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
ラ
イ
シ
テ
が
確
立
さ
れ
た
こ
と
は
、
国
家
主
義
、
軍
国
主
義
の
基
礎
と
な
っ
た
神
道
と
国
家
と

の
切
り
離
し
の
結
果
、
政
教
分
離
が
制
定
さ
れ
た
わ
が
国
に
は
見
ら
れ
な
い
、
フ
ラ
ン
ス
特
有
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
点
で
や
は
リ
フ

ラ
ン
ス
と
わ
が
国
と
の
間
に
は
大
き
な
差
が
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

第 1章 政教関係の史的概観とその今 日

2   1

罰 ア
文 リ
社 ヵ

以
下
参
照
、　
エ
ル
＝
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
マ
ル
テ
ィ
モ
ー
ル

（朝
倉
剛
、
羽
賀
賢
二
訳
）

人
権
宣
言
の
制
定
過
程
に
つ
き
参
照
、
辻
村
み
よ
子

『人
権
の
普
遍
性
と
歴
史
性
』

訳
文
も
同
書
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
三
九
二
―
二
九
九
頁
。

３
　

ンヽ
ャ
ン
・
モ
ラ
ン
ジ
ュ

（藤
田
久

一
・藤
田
ジ
ャ
ク
リ
ー
ヌ
訳
）
『人
権
の
誕
生
―
―
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
を
読
む
―
―
』
（有
信
堂
、　
一
九
九
〇
）
四
六

ス
ム
』
（白
水
社
、　
一
九
八
七
）
。

一
九
九
二
）
七
九
―
八
六
頁
。
第
六
部
会
案
の
原
文
と



―
五
二
頁
。
な
お
人
権
宣
言

一
〇
条
の
審
議
過
程
に
つ
き
参
照
、
森
口
美
都
男

「
キ
リ
ス
ト
教
と
国
家
」
桑
原
武
夫
編

『
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
研
究
』
（岩
波

書
店
、　
一
九
五
九
）
三
二
四
―
三
三
七
頁
、
木
崎
喜
代
治

『信
仰
の
運
命
―
―
フ
ラ
ン
ス
・
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
歴
史
』
（岩
波
書
店
、　
一
九
九
七
）
二
三

九
―
二
五
九
頁
。

４
　
一
七
九
〇
年
の
法
律
の
制
定
過
程
に
つ
き
参
照
、
森
口
・
前
掲
注
３

「
キ
リ
ス
ト
教
と
国
家
」
三
四
五
―
三
六
四
頁
。

５
　
参
照
、
徳
永
千
加
子

「修
道
会
規
制
法
の
発
展
と
結
社
の
自
由
」
早
稲
田
政
治
公
法
研
究
三
六
号

（
一
九
九

一
）

一
八
五
頁
以
下
。

６
　
マ
」”
」
ユ
ｏ
ｏ
〓
“
『σ
一ｏ

，
い
ヽ
Ｓ
ヽヽ
ミヽ
・
ｒ
ギ
Ｈ”
コ
３
“
けけ”
●
・
］Φ
Ｏ
Ｐ
ｏ
ｏ
も
Φ
Ｉ
‐“
Ｐ

７
　
一
七
九
〇
年
四
月

一
三
日
の
デ
ク
レ
。
０

，

ｒ
い
ｏ
●
∪
●
い
●
Ｆ

↓
Ｓ
ミヽ
濠

ヽ
さ
ミ
Ｓ

，
ヽ
ミ
ヽヽ
ｏ
ヽ
ヽ
おヽ
日
ｏ
ヨ
ｏ
く
ヽ
∝
い

，

ぃ
Ｏ
α
ｏ
蒻
８
ｏ
ミ

，
つ
ふ
０
木

崎

。
前
掲
注
３
二
六
七
―
二
七
六
頁
。

８
　
聖
職
者
民
事
基
本
法
の
翻
訳
は
次
の
文
献
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
河
野
健
二
編

『資
料
フ
ラ
ン
ス
革
命
』
（岩
波
書
店
、

一
九
八
九
）
二
三
二
頁
。

９
　
聖
職
者
民
事
基
本
法
が
ガ
リ
カ
ニ
ス
ム
に
従
い
政
教
の
結
び
付
き
を
強
め
た
も
の
だ
と
す
る
指
摘
は
多
い
。
例
え
ば
、
ω
ミ
げ
一ｑ
・
Ｓ

ヽヽ
■
も
器
こ
８
●

‐
ω
“
ｏ
Ｌ
∽一ｏ
↓

ｏヽ
一”
げ
”
″
い
ヽ
ヾ
も
ヽ
ο
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
∽
ヽヽ
ヽ
ｏヽや
ヽ
ヽ
ヽヽ
吋ヽ
冴ヽ
ヽ
らヽ

やヽ
ｏ
ヽ
い
ミ
ヽ
ヽヽ

ヽ
も

嗜ヽ
Ｗ
ヽ
ヽ

ミヽ
）ミ
い
、
いヽ
ヽヾ
・
ｒ
Ｏ
∪
」
‘
【Φ
ｏ
Ｆ
Ｏ
』
Ｎ
押
０
】”
‘
α
ｏ
‐
＞
】げ
ｏ
「一

ｏ
ｏ
〓
ミ

，
い
やヽ
ヽ
み
ヽ
ミ
ミ
ミ
ミ
６
・
Ｎ
。
い
０
こ
ｏ
Ｐ
∪
”
】】ｏ
い
お
Ｓ
・
ｏ
お
９
ま
た
、
森
口

・
前
掲
注
３
三
六
五
―
三
六
七
頁
、　
マ
ル
テ
ィ
モ
ー
ル
・
前
掲
注
１

一
三
人
貞
も
参
照
。

１０
　
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
が
国
民
公
会
に
制
定
さ
せ
た

一
七
九
五
年
五
月
七
日
釜
ハ和
暦
二
年
フ
ロ
レ
ア
ー
ル
一
八
日
）
の
デ
ク
レ
に
よ
り
、
至
高
存
在
の
礼
拝

が
創
設
さ
れ
た
。
こ
の
デ
ク
レ
で
は

一
〇
日
ご
と
の
礼
拝
も
定
め
ら
れ
て
い
た
。
参
照
、
河
野

・
前
掲
注
８
五
〇
〇
頁
。

１１
　
０
】”
●
α
ｏ
ｒ
”
●
い
一ｏ
お
）
い
ヽ
「
ゝ
いヽ
ミヽ
どヽ
ヽ
ゝ
ざ
ヾ
ヽヽ
み
か
き
ヽ
み
ヽ
きヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
”
ミ
ト
ヽ
ヽ
ミ
いｏ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
い
ヽ
お
い
ｒ
ｏ
のｃ
ｏ
も
ぶ
ョ
Φ
●
●
●
．
ＨＯ
♪
”
く
ュ
】
ＨＯ
∞
Ｐ
ｏ
や

〓
い
―
―
〓
い

・２
　
一
七
九
五
年
憲
法
に
確
認
さ
れ
た
政
教
分
離
を
完
全
な
分
離
と
評
価
す
る
者
も
見
ら
れ
る
が
３
ｃ
”
●
Ｆ
Ｓ

ミ

も

ヽ
Ｐ
＞
０
悪
ヨ
留
甲
）日
ｏ
Ｆ

い
ヽ
ミ
ミ
冴

ら
０

０
８

〓

８

房

澤

舞

』
０
●
月

〓

Ｓ

●
■

お

無

８

ヨ

「

ρ

８

日

の

目

ヽ

ｃ
ａ

〓

ｏ
Ｐ

り

お

メ

８

Ｎ

）
も

８

ｅ

、

完

全

な

分

離

で

は

な

い

と

考

え

る

方

が

よ

さ

そ

う

で
あ
る

（ω
鷺
げ
一３
・
Ｓ

いや
）
や
紀
一
↓
８
ご
げ
あ
・
Ｓ

ヽヽ
■
や
る
９
。
ジ
ャ
ッ
ク

・
ロ
ベ
ー
ル
は

一
七
九
五
年
の
分
離
を

「政
教
分
離
の
遠
慮
が
ち
な
試

み
」
と
評
し
て
い
る

（」
”
ｏ
●
●
３

”
ｏ
げ
０
一
↑
く
８

ご
ｏ
２
ご
σ
８
鉾
ざ
●
Ｏ
ｏ
一
ｏ“
●
∪
魚
貯
じ
・
υ
ざ
ンヽ
ヽ
ヽ

、ヽや
ｏ
ミ
ミ
ヽ
ミ

ヽヽ
や

ふヽ
ご
き
ヽ
ヽ
ミヽ
ヽヽ
き
３ヽ
・
いｃ

Ｏ
Ｌ
」け
」ｏ
●
・　
マ
い
ｏ
●
一
ｏ
す
【
①
∽
一
一ｏ
●
・　
Ｈ
Φ
Φ
Ｏ

ヽ
も
い
い
一
）
。
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・３
　
参
照
、
井
田
洋
子
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
国
家
と
教
会
―
―
特

に
コ
ン
コ
ル
ダ

（政
教
条
約
）
制
度
を
中
心
と
し
て
―
―
」
経
営
と
経
済
六
八
巻
四
号

（長

崎
大
学
、　
一
九
八
九
）
二
〇

一
頁
。

・４
　
↓

Ｐヽ
”
σ
”
Ｐ
Ｓ

ヽヽ

・
も
ぉ
り

・５
　
π
。
げ
。
ユ
ヽ
い
ヽ
こ
゛
ミヽ
ヽ
ミ
峙ヽ
ヽヽ
ミ
く

ヽヽ

き

おヽ
、ミ
ヽ
ヽ

，

ミヽ
ヽヽ
０
・
「
Ｃ
「
・
Ｈｏ
ヽ
い
ｏ
一
Ｐ

・６
　
人
権
宣
言

一
〇
条
が
ラ
イ
シ
テ
の
起
源
だ
と
す
る
見
解
も
あ
る
が

（岩
”
●
〓
８
”
●
ｍ
ｐ
い
ヽ
ヽ
や
や
ヽ

どヽ
ヽ
き

い
Ｎ
∞
０
ミ

ヽ，

ο
蕊
”き

，

ヽ
ヾ
ミ

や
ミ
ヽ

ｒ
ｃ
日
一９
ｏ
解

く
●

●
。
８
Ｐ
８
“
）
も
つ
６
９

８
【く
し
、　
こ
れ
を
明
確
に
否
定
す
る
見
方
も
あ
る

（Ｑ
”
●
Ｏ
ｏ
∪
民
“
●
０
も

一ヽ●
σ
Ｒ
”
●
ｐ
い
ヽ
き
ヽ
」ヽ

∪
”
】】日
）

Ｈ８
ρ
や
ヽ
―
“
）。

・７
　
ω
”
『〓
。
Ｆ
οヽ

ヽ
■

●
∞
”

・８
　
参
照
、
井
田

。
前
掲
注
１３
二
〇
五
―
二

一
四
頁
。

・９
　
コ
ン
コ
ル
ダ
と
ガ
リ
カ
ニ
ス
ム
に
つ
き
参
照
、　
マ
な
ア
ィ
モ
ー
ル
・前
掲
注
１

一
四
〇
―

一
四
二
頁
。
な
お
、
国
家
の
統
制
権
の

一
例
と
し
て
、
聖
職
者

に
よ
る
権
限
濫
用
の
存
否
を
コ
ン
セ
イ
ユ
・デ
タ
が
審
査
を
す
る

「権
限
鍮
越
の
訴
」
↑
８
ｏ
民
∽
ｏ
ｏ
ヨ

”
σ
５
）
の
制
度
が
あ
る
。
参
照
、
二
編
五
章
二
八

〇
頁
。

２０
　
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
で
は
複
数
の
公
認
宗
教
が
存
在
す
る
点
な
ど
か
ら
、
コ
ン
コ
ル
ダ
を
最
初
の
非
宗
教
化
と
見
る
見
解
も
あ
る
が

（盲
０
●
ω
”
●
げ
彎
無
・

く
あヽ

ミ
ド
ヽ
ｏ
こ
ヽ
ミ
ヽ
ミ
ゃ
Ｓ
ヽヾ
ミ

ト
∽
ｏ
●
Ｆ

８
８
）
）
〓
一
〇
●
く
０
０
ρ
い
ヽ
ヽヽ
ヽ
ヽ
「
゛
ミ
ミ
尽ヽ
い
ぃ
０
ま
ｏ
コ
ｃ
ｃ
『
ｏ
】〓
」
８
Ｐ
つ
８
）
、
そ
れ
は
妥
当
で

は
な
い
と
い
わ
れ
る

（昴
ミ
σ
一ｑ
・
Ｓ

ミ
■

マ
８
）
。

２．
　
以
下
参
照
、
ω
【置
』一け

ω
”
ａ
ｏ
く
“
ユ
‐〇
”
●
α
Ｏ
日
２
・
ぃ
ヽ
ヽ
ミ
Ｓ
ヽ
３
ミ
ヽ
さ
」ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
∽
や

「
ミ
ヽ
Ｒ

ヽ
ミ
ヽ
露
『
´ヽ
へヽ
ド

τ
Ｃ

，

【“
Ｐ
Ｏ
も
下
〓

２２
　
例
え
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
好
意
的
な
コ
ン
コ
ル
グ
の
運
用
に
よ
り
、
司
教
任
命
の
際
に
教
皇
と
の
事
前
折
衝
を
行
い
双
方
の
合
意
が
で
き
た
者
を
政

府
は
任
命
し
た
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
反
教
権
主
義
的
な
運
用
を
し
た
と
き
に
は
政
府
は
教
皇
か
ら
独
立
し
て
司
教
を
任
命
し
た
。
０

，
同
∽日
０
一Ｐ
Ｓ
ｋ
、
ヽ

つ
ｏ
い
〓ω
‐
Ｏ
Ｐト

２３
　
＞
】”
〓

ω
ｏ
ヽ
ｑ
）
い
ヽ
ヽ
さ
や
ヽ
●
ミ
峙ヽ
」ο
う

ヽヽ

「
ミ
ヽ
ｓヽ
”
Ｃ
ｐ

お
〓
・
つ
０
銘
出
”
な
お
、　
こ
の
文
献
に
つ
き
、
本
書
の
資
料
Ｈ
を
参
照
。

２４
　
参
照
、
徳
永

・
前
掲
注
５
二
〇
二
頁
。

２５
　
↓
『。
一”
０
”
″
ヽヽ

ヽヽ
■

０
日望
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２６
　
蒻
留
σ
一９
ヽ
Ｓ

ヽヽ
■
０
も
・出
出
）
ベ
ル
ヴ
ィ
ル
綱
領
に
つ
き
参
照
、
ク
ロ
ー
ド
・
ニ
コ
レ

（白
井
成
雄
＝
千
葉
通
夫
訳
）
『
フ
ラ
ン
ス
の
急
進
主
義
―
―
大

革
命
精
神
の
系
譜
―
―
』
（白
水
社
、　
一
九
七
五
）
三

一
―
三
二
頁
。

２７
　
０
”
・
α
。
日
無
■
Ｓ

、
■

●
〓

２８
　
と
く
に
フ
ェ
リ
ー
が
コ
ン
コ
ル
ダ
を
評
価
し
、
そ
れ
を
利
用
し
て
い
た
こ
と
に
つ
き
参
照
、
フ
”
マ
〓
いｏ

，
２
ｏ
”
〓
ミ

，
い
き
´
詢
§
ゞ

「
”
ヽ
営

，
８
８
・

０
も
ヽ
『
∞
‐卜
∞
ｏ
〕
『
ｏ
“
●
マ
【”
く
ｏ
Ｃ
”
〕
●
】ｏ
∽
「
ｏ
「『く
ｏ
け
】”
】”
いｏ
〓
ρ
【●
『
”ヽ
●
い
ｏ
】∽
『
」
「ｏ
け
（い
０
し
・
ゝ
ミ
ヽヽ
´

劇ヽヽ
ミ
ゞ
ｔ゙
ヾ
ヽ
ｏ
こ
ヾ
ヽ
ヽ
ヽ
や
Ｉ
為
Ｓ
）ミ
゛
、
い
ミ
「ヽ
ヽ
、ヽヽ
∽
ヽ
ミ

ｏヽ
ヽヽ
い
ｏ
ヾ
　ヽ
ｏ
ぶや
ヽ
ド
、∽ヽ
ヽ
ヽ
　ヽ
」ヽいヽ
ο
ヽヽ
　
＾ヽ
∽ヽ　
Ｓ
ヽ
ミ
ヽヽ
∽　
・ヽ
｝ミ
ヽヾ
∽　
●Ｓ
　
∽いヽ
８ヽ
ｏい●　
ｏ́
い、ヽ
ヽヽ
●
・　
出〕α
一一一ｏ
●
Ｑ
ｏ
一‘円
ｏ
ｏ
】ｏ
Ｏ
ｏ
∽

，
”
」
けｏ
∽
い
一Ｃ
Ｃ
ｏ
∽
ｏ
●
∽ｏ
ｏ̈
●
ｏ
ｏ
∽
∽０
●
』”
】ｏ
∽・

【Φ
∞
い
ヽ
も
も
Ｈ卜
Φ
‐
】い
】

２９
　
モ
ー
リ
ス
・
バ
ル
ビ
エ
は
、
フ
ェ
リ
ー
に
よ
る
修
道
会
の
規
制
を

「真
の
ラ
イ
シ
テ
よ
り
は
ガ
リ
カ
ニ
ス
ム
と
反
教
権
主
義
的
な
闘
争
の
発
想
に
立
っ
た

も
の
」
と
評
す
る
。
ω
営
げ
一ｑ
・
Ｓ
・
ゃヽ
・
０
こ

３〇
　
一
八
八
〇
年
の
デ
ク
レ
の
内
容
は
、
共
和
派
の
共
和
制
に
な
っ
て
早
々
の

一
人
七
九
年
二
月
に
議
会
に
提
出
さ
れ
た
法
律
案
―
―
告
同
等
教
育
に
関
す
る

一
人
八
〇
年
二
月

一
八
日
の
法
律
に
な
る
―
―
の
な
か
の
一
つ
の
条
項

（七
条
）
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
が
、
七
条
だ
け
上
院
で
否
決
さ
れ
た
た
め
、
フ
ェ

リ
ー
は
別
に
デ
ク
レ
を
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。

３．
　
参
照
、
二
編
三
章

一
七
七
頁
以
下
。

３２
　
公
的
祈
備
の
廃
止
お
よ
び
墓
地

・
葬
儀
の
中
立
化
の
詳
細
に
つ
き
参
照
、

一
編
三
章
八
五
―
八
七
頁
。

３３
　
オ
ポ
ル
チ
ュ
ニ
ス
ト
と
急
進
派
の
違
い
に
つ
き
参
照
、　
ニ
コ
レ
上
則
掲
注
２６
四

一
―
四
三
頁
。

３４
　
反
教
権
主
義
は
宗
教
の
公
的
領
域
か
ら
の
排
除
を
め
ざ
す
が
、
必
ず
し
も
無
神
論
の
よ
う
に
宗
教
の
存
在
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
反
教
権
主

義
の
流
れ
に
は
無
神
論
的
思
想
も
存
在
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
事
実
こ
の
時
期
の
反
教
権
主
義
の
闘
争
に
は
無
神
論
的
立
場
か
ら
出
た
反
宗
教
的
色

彩
も
色
濃
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
な
お
、
そ
う
し
た
場
合
に
は
ラ
イ
シ
テ
の
語
は
反
宗
教
的
な
意
味
を
も
つ
が
、
そ
れ
を
と
く
に
ラ
イ
シ
ス
ム

含
”
】０
一∽日
こ

と
呼
び
、
後
述
の
宗
教
的
中
立
性
を
意
味
す
る
ラ
イ
シ
テ
と
は
区
別
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
参
照
、　
一
編
二
章
七
〇
頁
。

３５
　
〓
”
く
。
・
・
Ｓ

ヽヽ

´
つ
０
罵
占
”

３６
　
大
石
具

『憲
法
と
宗
教
制
度
』
（有
斐
閣
、　
一
九
九
六
）
二
九
頁
は
、
ブ
リ
ア
ン
を
本
委
員
会
の
委
員
長
と
す
る
が
、
こ
れ
は
誤
り
と
思
わ
れ
る
。

３７
　
一
九
〇
二
年
六
月
二
七
日
提
出
の
デ
ジ
ャ
ン
ト
案
な
ど
八
件
の
政
教
分
離
法
案
で
あ
る
。
＞
「一∽”】８

ω
『一”
●

，
い
ヽ
∽
゛
ヽ
ミ

とヽ
ヽ
き
笹
ぼ
諄
ε

ヽ
詳

ヽ
、
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い
ミヽ

ヽ
Ｓ
ヽ
ミ
い
や
ヽ
ミ
ヽ
ｏ
ミ

ヽヾ

ざ
Ｑ
ざ
ミ

ミ゙
ヽ
ε
Ｏ
Ｓ
ｙ
雰
）
い
α
ｏ
ｃ
営
α
ｏ
８
０
こ
無
ｏ
Ｆ
８
８
・
も
ｏ
だ
｝
器
τ
な
お
こ
れ
ら
の
諸
案
の
詳
細
に
つ
き

参
照
、
千
々
石
義
信

「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
政
教
分
離
制
度
の
成
立
―
―

一
九
〇
五
年
法
の
審
議
・成
立
過
程
を
中
心
に
し
て
―
―
」
関
大
法
学
論
集
三

一

巻
六
号

（
一
九
八
二
）
四
八
頁
以
下
。

３８
　
ω
『̈
”
・

，
Ｓ

ミヽ
）
０
も
お
γ
器
”
な
お
、
こ
の
法
案
を

「ブ
リ
ア
ン
案
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
が

（石
原
司

「急
進
派
と
そ
の
政
治
行
動
―
―
反
教
権

主
義
と
非
宗
教
化
＝
世
俗
化
政
策
を
中
心
に
し
て
―
―
」
山
本
桂

一
編

『
７
フ
ン
ス
第
二
共
和
政
の
研
究
』
（有
信
堂
、

一
九
六
六
）
一
〇
人
頁
）、
後
述
の

「委
員
会
案
」
を

「ブ
リ
ア
ン
案
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る

（青
”
マ
〓
ミ
ご

〓
”
く
ｏ
ｌ
・
い
ヽ
∽
ｓ
Ｎ
ミ
ヽヽ
ｏ
ヽ
さ
∽
紳
”ゝ

，

へヽ

さ

』ヽ
ヽヽ

，
ｒ
Ｏ

国
０
こ
ｏ
３

ｏ
●
１
』０お
」
８
Ｆ

，
〓
）
の
で
、
本
稿
で
は

「ブ
リ
ア
ン
案
」
と
い
う
語
を
避
け
て
い
る
。

３９
　
ω
すヽ
。

，
ｓヽ

いヽ

・
０
●
いい（）出
いや

４０

　

０
〓
”
日
σ
『
ｏ
α
ｏ
∽
０
い
も
‘
け
０
´

の
い
”
●
ｏ
ｏ
α
〓

Ｎ
い
日

営

円
ｏ
ｏ
Ｐ

ｏ
け̈
い
も
”
ヽ
エ
コ
．”
●

，

い
ヽ

∽
ヽ
ぼ
ミ

ざヽ
ド

０
み
ヽ
ミ
′
ざ
ミ

ヽ
へ
き

ヽヽ
や

”
ご
】ざ
一
す
Ｏ
ｏ
●
ｏ
‐
０

，
”
ヽ
も
の
コ
一
お
Ｆ

Ｈ
Φ
Ｏ
∞
　́
ｏ
い
∞
ト

４．
　

「宗
教
社
団
」
の
原
語
の

《３
８
ｏ
】摯
」ｏ
●
８
】ご
ｏ
一】０

は
礼
拝
の
非
営
利
社
団
と
い
う
意
味
を
持
つ
。
邦
語
文
献
で
は
、
こ
の
語
に

「信
徒
会
」
、
「信

仰
団
体
」、
「宗
教
団
体
」
な
ど
の
訳
語
が
あ
て
て
い
る
も
の
が
あ
る
の
で
、
読
者
は
注
意
さ
れ
た
い
。
例
え
ば
、
大
石
・前
掲
注
３６
や

『宗
教
団
体
と
カ
ル

ト
対
策
』
外
国
の
立
法
二
〇

一
号

（
一
九
九
七
）
等
は
「信
徒
会
」
と
い
う
訳
語
を
用
い
る
（石
原
・前
掲
注
３８
も
同
様
）。
だ
が
、
今
∽８
ｏ
一簿
一ｏ
●
８
】ご
ｏ
】】↓

は
、
今
∽∽Ｒ
一諄
ｏ̈
●
８
】ご
お
】】０

（文
化
活
動
団
体
）
、
今
∽８
ｏ
」詳
一ｏ
●
８
ｏ
一”
】Ｃ

（社
会
福
祉
団
体
）、
Ｏ
∽８
●
詳̈
一ｏ
●
８
８
［一く
し

（ス
ポ
ー
ツ
団
体
）

な
ど
と
同
様
に
、
団
体
の
目
的
に
着
目
し
た
用
語
で
あ
る
こ
と
、
ま
た

《８
８
●
【諄
ｏ̈
●
ｏ
口
】ご
ｏ
一】し

は
、
「信
徒
会
」
の
語
感
に
反
し
て
決
し
て

「信
徒
」

だ
け
で
組
織
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
団
体
の
う
ち
に
は
牧
師
を

含
∽８
０
」諄
一ｏ
い
ｏ●
】ど
ｏ
】】ｅ

の
代
表
者
と
す
る
も
の

も
あ
る
こ
と
か
ら
、
「信
徒
会
」
と
い
う
訳
語
よ
り

Ｆ
不
教
社
団
」
と
い
う
語
の
方
が
適
切
だ
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
コ
不
教
社
団
」
と
い
う
訳
語
は
、
か
つ

て
文
部
省
宗
教
局
が
専
門
家
に
調
査
研
究
を
委
嘱
し
て
作
成
し
た
で
不
教
制
度
調
査
資
料
』
の
中
で
も
使
用
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
そ
の
資
料
の
中
に
あ
る
コ
フ

ラ
ン
ス
宗
教
制
度
概
説
』
宗
教
制
度
調
査
資
料
　
外
国
制
度
其
十
」
■

九
二

一
年
）
を
参
照
の
こ
と
。
な
お
、
同
資
料
は

『文
部
省
宗
教
局
編
　
を不
教
制

度
調
査
資
料
第
九
巻
』
明
治
百
年
書
史
叢
書
　
（原
書
一房
、　
一
九
七
八
）
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。

４２
　
〓
“
く
。
日
ヽ
Ｓ

卜ヽ
）
０
０
３
占
｝

４３
　
ラ
ト
レ
イ
ユ
＝
シ
グ
フ
リ
ー
ト

『国
家
と
教
会
』
（仙
石
政
夫
＝
波
木
居
斉
二
訳
）
（岩
波
書
店
、　
一
九
五
八
）

一
一
九
頁
。



４４
　
相
沢
久

『現
代
国
家
に
お
け
る
宗
教
と
政
治
』
（勁
草
董
房
、　
一
九
六
六
）

一
九
九
―
二
〇
〇
頁
ｃ

４５
　
〕
”
。
。
」
２
す
ｏ
Ｏ
ｏ
峰
”
‐
ｒ
”
∽ｏ
ｏ
●
メ

ぃ
，

、も
ン
ヘに

，

＾ヾ

ゃ

Ｓ
ヽ
」ヽ
・
口
“
ｏ

，
８
けρ
日Φ
Φ
ρ
も
あ
望

４６
　
ω
。
輛

，
Ｓ

ドヽ
ヽ
も
８

４７
　

《８
一けｏ
》
と
い
う
語
は
、
神

へ
の
宗
教
的
崇
拝
す
な
わ
ち
礼
拝
を
意
味
す
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
立
法
者
は
宗
教
の
外
部
的
表
現
を
強
調
し
て
好
ん
で
こ

の
語
を
使
用
し
た
。
政
教
分
離
法
に
も

《■ｏ
】】”
】ｏ
し

（宗
教
）
と
い
う
語
は
な
く
、
そ
れ
は
専
ら

《８
】け０

の
語
を
用
い
る
。
こ
の
た
め
、
今
‘
】けし

は
、

フ
ラ
ン
ス
の
法
文
で
は
、
今
ｏ
】置
」ｏ
し

や

《８
ュ
８
∽」０
し

（宗
派
）
と
ほ
ぼ
同
義
語
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
書
で
は

《８
】け
》
の
訳
語
を
、
文
脈

に
応
し
て
、
「礼
拝
」
ま
た
は

「宗
教
」
と
い
う
語
に
使
い
分
け
て
い
る
。
参
照
、
フ
“
●
ω
ｏ
あ
∽一●
８
ρ

い
ヽ
母
村
ミヽ
ゝ
゛
ヽ
ミ
ン
ド
ぃ
α
ｉ
ｏ
房

０
こ
∽
ｏ
●
■

【
Φ
Φ
卜
ヽ
も
ｏ
Ｐ
Ｏ
い
‐
【
ゆ
〇
一
『
ｏ
”
●
ω
“
Ｃ
げ
い
ヽ
ｏ
●

ｒ
”
一”
】ｏ
一け０
・
Ｈ〕く
ｏ
一●
［
【Ｏ
●
∽
ｏ
一
０
●
」Φ
Ｃ
Ｘ
ヽ
」じヽ
ｏ
中
ヽヽ
ヽ
いヽ
∽　
ヽ
　ヽ
●
ο
ｏ
ヽヽ
ミ
沐
　
●
．ヽ
い
∞
・　
Ｐ
ｏ
Ｏ
Ｏ
）
ｏ
「

４８
　
ω
”
呵げ
』ｏ
い

う
ヽ
　
ヽ
ぉ
ｏ
つ
Ｏ
ｂ
Ｐ

∪
●
『
”
●
α
‐
句
■
●
げ
ｏ
「い
う
ｏ
）
も
ヽ
　
ヽ
ミ
・
●
、
Ｎ

４９
　
〓
“
く
８

，
Ｓ

ヽヽ

）
ｏ
Ｓ
ｔ
」
の
い
き
さ
つ
は
、
大
石

。
前
掲
注
３６
四
五
頁
、
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

５０
　
“
“
３
一ｏ
お
Ｓ

ミ

）
０
ふ

嘲
」
　
］暉
ｏ
口
一∽
Ｏ
ｏ
Ｚ
”
●
ヽ
Ｏ
∽̈
・　
ｒ
ｏ
いｏ
●
Ｏ
ｏ
ヨ
ｏ
●
け
ｏ

，
〓
０
∽
ｏ
ｏ
コ
一ｏ
●
ｏ
ｏ
一
】①
ヽ
い
η
〓
ヨ
ｏ
一●
『
【０
一ｏ
●
ｏ
Ｌ
ｏ
】”
　
】”
」ｏ
一け０
　ヽ
』●
Ｏ
ｏ
●
一ヽ
ｏ
Ｃ
Ｏ
∽
０
」ｏ
●
ｏ
ｏ
∽
Ｏ
Ｏ
〓
〔一ｏ
●
ｏ
∽
Ｏ
ｏ
　
】ヽ

【●
∽
Ｌ
［●
［
０
０́
一ｏ
α
ｏ
∽
』口
ヽ
』０
一０
●
ｏ
∽
Ｏ
ｏ
一イ
一の
ｏ
・
い
ヽ
一ヾ
ヽヽ
や
ヽ

「
Ｃ
『
・
Ｐ
Φ
い
ｏ
・
も
時
ｏ
ｐ

５２
　

〓
”
ヽ

ヨ
ヽ
Ｓ

ヽ
■ヽ

ｏ
つ
葛
も
っ

５３
　
や
ミ
・
。
も
お
？

お
９

５４
　
詳
細
に
つ
き
参
照
、
石
原

・
前
掲
注
３８

一
二
五
―

一
三
八
頁
。

５５
　
参
照
、
二
編
二
章

一
三
人
―

一
四
〇
頁
。

５６
　
国
の日
０
【Ｐ

Ｓ

、ヽ■

や
８
ド

５７
　
参
照
、
二
編
四
章
二
五
六
―
二
六
〇
頁
。

５８
　
司
教
区
社
団
の
結
成
に
至
る
経
緯
の
詳
細
は
、
大
石
、
前
掲
注
３６
六
〇
―
六
二
頁
を
参
照
。

５９
　
二
編
一
一章

一
四
二
頁
。

６０
　
ラ
ト
レ
イ
ユ
＝
シ
グ
フ
リ
ー
ト

・
前
掲
注
４３

一
五
七
頁
。
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６．
　
参
照
、
大
石

・
前
掲
注
３６
六
二
―
六
六
頁
。

６２
　
参
照
、
二
編
二
章

一
六
二
―

一
六
三
頁
。

６３
　
＞
・
や
ｏ
ｒ
“
［お
いＦ
）
ｒ
．ｐ
略Ｆ
ｏ
８

，
ｏ
】』ｏ
用

２

ご

ご
二
８
）
〓

ｒ
”

，
」ｏ
」けρ
∽Ｓ
ヽ

●
％
ｏ
（８
γ
Ｏ
も
錦
“
９

６４
　
ω
”
３
一。
い
Ｓ

ヽヽ
■

つ
認

６５
　
参
照
、
中
木
康
夫

『
フ
ラ
ン
ス
政
治
史
　
中
』
（未
来
社
、　
一
九
七
五
）

一
六
六
―

一
六
七
頁
。

６６
　
∪
９
８
【・
』ｏ
●
ｏ
Ｏ
ｏヽ
″
ｒ
”
”
い
ｏ
●
ｇ
ｏ
こ
ｏ
ご
】ｏ
●
ｐ
【●
ω
ｏ
■

”ヽ
●
０
マ
【”
け〓
お
こ
ｏ
一
ぞ
［お
〓
Ｑ
く
ｏ
「も
ｏ
”
‘
ｘ
∂
ｏ
こ
の
一”
０
牢
ｏ
●
［』９
口
０
９
　
・
い
ヽ
「
Ｓ
）ミ
い
、ミ
ミ
ヽ
いヾ

ヽ
も
ゃ
ヽ
き
ヽ
ン
・
Ｕ
ｏ
ｏ
●
ｏ
日
ぉ
Ｐ

ＰΦ
Φ
ρ
も
や
〓
０
と
ヽ

６７
　
０

，

↓

ｏヽ
け”
σ
”
″
やヽ

ヽヽ
■

０
日”

６８

　

∽
０
”
・
。
ｏ

Ｏ
●

Ｎ
Ｈ
”
Ｏ
け
Ｈ
Φ
卜

，

Ｏ
ｏ
ミ
ヽ

３ヽ

ミ
ヽ
ヽ
ミ
∽

ヽ
ｓ
ヽ
さ

ミヽ
ミ
０

ヽ
【
日

も
■
ヨ
ｏ
「
お

Ｏ
ｏ

】、＞
∽
∽
ｏ
日
げ
ぉ
０
●
”
〔
ｏ̈
●
２
ｏ

ｏ
ｏ
●
傘
〓
０
”
●
け
ｐ

Ｈ
ｏ
卜

，

も
あ
ｏ
９

６９

　

゛

載

‥

７０

　

∽
ぃ
”
●
ｏ
ｏ
Ｏ
●

∞
Ｘ

つ
け
日
σ
お

Ｐ
Φ
卜
Ｐ

ゝ
ｏ
ミ
ヾ
ミ

０
ヽ
ヽ
さ
ヽ
ヽ
ヽ
き

、
゛

ミ
ミ

一ヽ
ミ
ヽ
ヽ
Ｓ
ｓ
ヽ
ヽ
ン
ド

、
′
ヽ
ミ

ヽ
や

ヽ
ミ

ｏヽ
ヽ
ヽ
や

ヽ
ｏ
ヽ
∽
ヽヽ
ミ

き
ヽ
ヽ

ヽ
際

ヽ
冴
・
８

卜
ρ

Ｏ
つ

∞
卜
ヽ
卜
‐
∞
卜
ヽ
い

７．

　

゛

ミ

）
Ｏ
Ｗ

ミ

７２
　

や

ミ

‥

７３

　

τ
お
・
。

ｒ
”
●
崚
ｏ
「
Ｏ
Ｐ

ぃ
き
、
ミ
ヽ

ヽ
ヽ

ヽ
ο
ヽ
∽
ミ
ｓ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
０

へ嘱
ヽ
ヾ
み

ヽ
ミ
ミ

０ヽ

ヽ
ヽ
、
村
、ミ

ヽ
∪
ｏ
ｏ
●
ｏ
日

ぉ
Ｐ

Ｐ
ｏ
∞
ρ

つ
ヽ
”

７４
　
な
お
、
現
行

一
条
は

一
九
九
五
年
八
月
四
日
の
改
正
ま
で
は

「第

一
章
　

王ヽ
権
」
の
下
に
置
か
れ
た
二
条

一
項
で
あ

っ
た
。

７５
　
υ
ｓ
ミヽ
ミ
ヽ
ヽ
冴

ヽ
ヽ
ミ
ヽ
∽ヽ
ミ
、

鈴

．ヽミ
ン
ざ
ヽヽ

へ滲

、ヽヽ
ミ
い
ｏ
さ

ざヽ
ヾ
いや

や

６
ｏ
ヽ
∽ヽ

ミヽ
ざヽ
ヽ

ヽ
ミ
ヘ

も
むヽ
゛
ミ

】
嗚
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∞
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２
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日
０

【
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υ
い
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ヽヽ
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ヽヽ
、
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ざ
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ヽヾ
ざ
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ヽ
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ヽ

Ｏ
ｏ
ヽ
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き

どヽ
ヽ
ヽ
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ベ
ο
ヽ
ど
０
ミ

】
も
い
∞
）
く
２
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ｏ
目
・
］
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も
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Ｕ
ｓ
ヽ
ミ
ミ
ヘヽ
み

ヽ
ｏ
ミ
ヽ
Ｒ
Ｓ
ゃ

ヽ

Ｓヽ
み
ミヽ
ミ

ベや

、ヽヽ
き
い
ｏ
さ

ざヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ミ

６
ｏ
ヾ
●ヽ
ミ

」ヽο
ヾ
ヽ
ミ
ヘ
ο
ヽ
ο
い
ヽ

「
い
い
∞
・
く
２
●
日
０
目
Ｆ
〓
Φ
一
Ｆ
Ｏ
や
い
Φ
卜
‐
い
０
９
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ま
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８０
　
ｒ
”
●
ｍ
ｏ
８
Ｐ

Ｓ

ヽヽ
■

や
お

８．

　

〕
”
『
匡

ｏ
い

ｏ
ヽ

ヽ
ヽ
■

０
つ

ｏ
〓
‐
Ｏ
Ｎ

８２

　

を

ヽ
ミ
ヽ
Ｒ

Ｓ
ｓ
Ｓ
ミ
゛
ミ

ヽ
ｃ

Ｓ

や
や

ミヽ
ヽ
Ｏ
ｏ
●
［
●
『
ざ

Ｆ

Ｐ
Φ
Φ
ｐ

ｏ

い
０
｝

８３
　
　
０
い

ヽ
を
〔
Ｏ
【
”
●
い
０
・
ｒ
Ｏ
ヽ
い
”
〓
ｓ
ｏ
の
ｏ
●
∽
Ｌ
け
Ｃ
Ｌ
ｏ
●
●
ｏ
一
Ｏ
ｏ
∽
●
●
〓
ｏ
い
ｏ
●

「
『
”
●
ｏ
ｏ
）
一●

卜
ヽ
∽
や
ヽヽ
ミ
ヽ
ヽ
０
ヽ
●
ヽ

ミヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
´
ヽ
ミ
や
ヽ
●

ヽ
ヽ
ヽ
´

ヽヽ
∽
ヽ
ヽ
ゝ
∽
、
ヽ

ヽ
、^
ヽ
ヽ

ｏヽ
ヽ

ミヽ
バ
もヽ
Ｓ
ｓＳ
ヽ
へ
・
（
〓
Ｃ
出ヽ■Ｏ
・
りヽ
口
一”
●
Ｏ
・
Ｐ
ｏ
Ｏ
い
）
「
』
Ｎ
”

８４
　
ド
ブ

レ
法
制
定
を
め
ぐ
る
ラ
イ
シ
テ
擁
護
陣
営
と
私
立
学
校
擁
護
陣
営
と
の
対
立
に
つ
き
参
照
、
中
村
睦
男
「
フ
ラ

ン
ス

一
九
五
九
年
私
学
助
成
法

の
制

定
」
北
大
法
学
論
集
三

一
巻
三

・
四
号

（
一
九
八

一
）

一
六
四
五
―

一
六
四
八
頁
。

８５
　
大
規
模
デ
モ
行
進

の
三
日
前
に
憲
法
院
は
フ
ァ
ル
ー
法
六
九
条
を
廃
止
す
る
条
項
を
違
憲
と
す
る
決
定
を
出
し
て
い
た
。
Ｏ
ｏ
３
ｏ
〓

ｏ
ｏ
３
け一言
［̈
ｏ
●
月
〓

α
８
』∽
ざ
●
●
．８
出
導

∪
Ｏ

Ｐ
∞

，
●
く
一ｏ
「
８
８
・
ヽ
ミ
ミ
ミ

ｏ
ヽ
ら
せ
ヽ
キ

や

「
゛
ヽ
い
ミヽ
ミ
ヽ
ヽ
い
ヽ
ミ
ン
゛

８
Ｒ
）
「
能
０

８６
　
０
。
・
な
お
●
ｏ
ｏ
Ｏ

，

い
く
Ｏ
ｎ
ｃ
ｏ
∽
Ｏ
ｏ
「
『“
●
ｏ
ρ

ぃ
ま
ば
、冴
ヽ
Ｓ
ヽ
ヽ
ミ
ミ
に
ヽ
ヽ
「
ミ
ヽ
Ｒ

」
０
」ヽ

・
も
い
０
”

８７

　

一
九

九

五

年

二

月

二

二

日

の

『
ラ

・
ク

ロ
ワ

』

紙

．

８８

　

い

ば
ヽ
ミ
ヽ
こ
ヽ

ミ

にヽ
お
ミ
∽
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
∽

や

ミ
ｏ
ミ
や

ヽ
●
．Ｐ
Ｎ
Ｎ

日
い

日

２

】
Φ
Φ
♪

ｏ
ｔ
ｏ

８９
　
こ
の
状
況
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
自
身
が
「
カ
ト
リ
ッ
ク
は
多
数
派
か
ら
少
数
派
に
移
っ
た
」
と
認
識
し
始
め
て
い
る
。
ｒ
ａ
い
く
０

ｏ
″お
∽
α
ｏ

「
『
”
う
ｏ
ｐ

ヽ
ミ
やヽ
ｓ
∽
ヽ
ヽ

き

ヽ
と

、
ヽ
ヽ
●

さ

∽
ｏ
ヽ
「ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ミヽ
ヽ
ヾ

・
［
Ｏ
日
０

∞
・
ｒ
Ｏ
〓
『
ｏ

”
ｃ
ｘ

ｏ
”
け
す
ｏ
】̈
ｎ
〓
ｏ
∽
」
ｏ

「
『
”
●
ｏ
ρ

０
０
、
い

【
Φ
Φ
メ

ｏ
“
Ｗ

９０

　

”
０
っ
ぃ

刀
，

日
ｏ
●

，

く
ｏ
ヽ
∽
●
●
ｏ

∽
ｏ
０
０
●
０
０

∽
い
ｏ
”
ヽ
”
［
ざ
●

ｒ

「
さ
一、
卜

●
．Ｈ
♪

】
Φ
ヽ
ド

０
フ
ト
ト
い
‐
卜
い
や

創
一
　

〓
”
」
け
Ｏ
ｏ
●
∽
ｏ
〓

ツ

】、一●
け
Ｏ
ｍ
『
”
Ｌ
ｏ
中Ｐ

Ｏ
ο
ヽ
ヽ
や
ど
ヽ
●
ヽ
ヽヽ
ヽ
」ヽ

いヽ
ミ
０

ヽ
ヽ
ヽ
ミ
や
ミ
ヽ
ミ
ヽ
り
ヽ
ヽ

ヽ
、ヽ

ミ
計
吋
ヽ
ヽ
ざヽ
ヽ
・
∪
ｏ
ｏ
●
ヨ
ｏ
●
”
”
Ｌ
Ｏ
●

」
「
“
●
ｏ
“
お
ρ

〕
Φ
ｏ
Ｐ

ｏ
「
ω
い
‐
い
Ｐ

９２
　
参
照
、
二
編
三
章
二
〇

一
頁
以
下
。

９３
　
一
九
八
五
年

（ヴ
ィ
ヴ
ィ
ア
ン
報
告
）
と

一
九
九
五
年

（ギ
ュ
イ
ヤ
ー
ル
報
告
）
に
セ
ク
ト
問
題
に
関
す
る
議
会
報
告
書
が
出
さ
れ
た
。
ギ
ュ
イ
ヤ
ー
ル

報
告
に
基
づ
き
、　
一
九
九
六
年
に
司
法
相
は
、
検
察
官
に
対
し
、
セ
ク
ト
対
策
と
し
て
現
行
法
の
厳
格
な
適
用
を
求
め
る
通
達
を
出
し

含
一月
二
九
日
）、

ま
た
同
様
に
内
閣
は
、
セ
ク
ト
に
関
す
る
関
係
閣
僚
監
視
機
関

δ
ｇ
ｏそ
誅
ｏ
一お
〓
け０
日
】̈口【∽（？
】ｏ
し
を
設
置
し
た
（
一
九
九
六
年
五
月
九
日
の
デ
ク
レ
）。

９４
　
２
ミ

ミヽ
ミ

ミヽ

ミヽ

ふ

ヽ

ミ
ミ
ヽ

●さ
ミ

●
ｏ
け

３
じ
・
Ｏ
Ｓ

，

９５

　

〕
。
”
コ
‐
τ
“
●
】
ゴ
ン
】】』２
日
・
ｒ
ｏ

『
ユ

一”
」ｏ
●
×

Ｑ
“
●
り

】
げ
∽
も
“
ｏ
ｏ

●
●
σ
〓
ρ

「
ヽ
ヽ
ヽ
■

●
る^
い
Ｐ

日
Ｏ
Φ
Ｆ

も
ヽ
メ



第 1章 政教関係の史的概観 とその今 日

９６
　
こ
の
論
議
を
詳
し
く
扱
う
文
献
と
し
て
、
マ
”
月
お
〓
８
８
Ｒ

Ｆ
（）易

す

０
一お
ｏ
［』ｏ
●
α
２
・
い
ヽ
ミ

ミヽ
ミ

ミ
峙ヽ
ミヽ
く

ヽ

、ヽゃ
ヽ
ド

の
ｑ
い
８
鵠

９７
　
一
九
八
九
年
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
「宗
教
文
化

（す
な
わ
ち
カ
テ
キ
ズ
ム
を
除
い
た
歴
史
お
よ
び
文
明
の
宗
教
的
側
面
の
知
識
）
が
、
公
立
学
校
の
教
育

課
程
に
組
み
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
肯
定
的
意
見
は
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
否
定
的
意
見
は
四
六
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

ま
た
、
「学
校
の
一
週
間
の
間
に
、
諸
宗
教
に
対
し
そ
の
教
育
を
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
の
自
由
時
間
を
設
け
る
の
を
、
好
ま
し
い
と
思
う
か
」
と

い
う
質
問
に
対
す
る
肯
定
的
意
見
が
六
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
否
定
的
意
見
が
二
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
．
を
ミ
ミ
ヽ
ミ

ミヽ

ミヽ

慾

ゃ

ゃ
ヽヽ
ヽヽ

●Ｓ
ミ

●
傘
ｏ

（∞
”
）
）
ｏ
ｏ
い０
¨
‐
Ｎ
Ｏ
Ｏ

９８
　
」
。
”
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ロヨ
σ
ｏ
■
・
い
ヽ
町
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ヽ
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ヽ
ミ
ミ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
∽
ゃ

「
ミ
ヾ
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つヽ^
ヽ
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ヽ
０
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ヽヽ
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●
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日
お
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ω
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“
“
３
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Ｆ
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ヽヽ
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も
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〕
‐『″
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Ｃ
∽∽・
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ｏ
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『一●
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ｏ
Ｏ
ｏ
一”
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ｏ
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０
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い
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』∽̈
ぃ
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●
∽
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Ｏ
●
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（０
ミ
ｏ
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ヽ
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ヽヽ
ｏ
ミ
Ｃ
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５
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Ｏ
・
Ｎ
ｏ
Ｏ
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ｏ
●
５一σ
【Ｏ
ＰΦ
Ｏ
一
）
ｏ
ＰＯ

‐０
　

，」
の
分
類
は
バ
ル
ビ
エ
に
よ
る
。
“
ミ
σ
【ｑ
）
Ｓ

ヽ
■

も
つ
ヽ
〓
２

雀
一ド

‐０
　
こ
う
し
た
問
題
意
識
を
反
映
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
政
教
関
係
を
扱
う
多
数
の
書
物
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
フ
”
●
“
”
‘
０
９
２

●
０

，

ご

α
守
ｏ
ｏ
け一ｏ
●
Ｏ
ｏ
）
・
力
ヽ
に
ｏヽ
ヽ
∽
ヽヽ

ヽヽ
村
ヽヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ｓ
●

ぼヽ
ヾ
ヽ
）ヽ
ヽ
ヽ
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ぃ
ｏ
ミ
いヽ
∽
く
ｏヽ
´
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Ｏ
キ

‐０３
　
”
”
３
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い
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ミ

・
も
ぉ
ゃ
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コ
”
易
Ｐ
Ｓ

ミ

・
も
つ
８
‐
〓

１０

　

刀
Ｏ
Ｌ

∽
∪
ｏ
げ
【
“
ド

ｒ
“

ご
ざ
】［
９

●
●
ｏ

ｏ
ｘ
ｏ
０
〇
一
ざ
う

や
”
●
の
２
∽
ρ

す

Ｑ
ヽ
ヽ
み
ヽ

ミ

ヽ
ざ
意
ヽ

ヽ
ヽ

゛

゛
ヽ
ま
い

ご
”
げ
ｃ
一
無

『
ａ
ｏ
″

〓
Φ
賃
】

ｏ
つ

【
Φ
Φ
聟

∽
Ｌ
メ

‐０６
　
ω
営
ｇ

。ヽ
●

さ
あ

ミ

ヽ
ミ

ミヽ
ミ
ヽ
ミ

ｓ
、ミ
ヽ
卜
ｒ
邑

Ｌ
８
９

‐０
　

一́れ
を
主
張
す
る
論
者
の
例
と
し
て
教
会
史
学
者
の
ル
ネ

・
レ
モ
ン
が
挙
げ
ら
れ
る
。
π
い
ヨ
０
コ

，

ｒ
”
」ｏ
一８

ｏ
け
０
３
諄
∽
α
）”
」
一ｏ
ｌ
α
）ｒ
Ｃ
一
２
９ミ
ミ
ヽ
ミ

ミヽ

ミヽ

ヽ

ミ

ざ
村
ヽヽ

∽ミ
ヽ
ミ
・
●
ｃ
け

（∝
じ
・
●
ｏ
お
『
聟

∽Ｌ
ド

‐０
　
一
九
八
七
年
に
フ
ラ
ン
ス
の
カ
ト
リ
ッ
ク
司
教
団
は

「
ラ
イ
ン
テ
の
制
度
的
枠
組
み
を
再
定
義
す
る
た
め
他
の
者
と
と
も
に
働
く
時
が
到
来
し
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
」
と
表
明
し
た
。
Ｃ
●
ｏ
い
”
】一８

”
」
ｏ
８
日

Ｏ
Ｌ
ヨ
０
●
α
ｏ
Ｒ

お
ヨ
７
・
υ
Ｒ
ミ
ミ
ミ
き
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ヽ
Ｒ

きヽ

ミヽ
ミ
・
ｏ
急
８
日
ギ
０
辱
銘
）
や
〓
毬

‐０
　
政
教
分
離
法
の
改
正
論
を
説
い
た
も
の
と
し
て
、
〓
”
∞
”
一お
ｒ
Ｃ
ユ
ｏ
Ｆ
嘲
ヽ
ヽ

３ヽ

ヽヽ

浮
ミ

詳

ミ
ミ
●
ミ

ヽ
さ
や
ヽ
ヽ
ミ
ヽ
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，
Ｏ
ｐ
ｃ
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ｑ
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“
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ｏ
“
●
Ｘ
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Φ
一
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ｏ
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』く
‥



111110

＞
ご

す

ω
ｏ
く
ｏ
い

い
ヽ

ヽ
さ

や

ヽ
δ

ミ

にヽ

οヽ
ヾ
∽

ヽ
ヽ

「
ミ

ヾ
Ｒ

・
『
Ｃ
ｐ

】
Φ
Ｏ
Ｐ

●
ｏ
一
卜
∞
‐
∞
卜
”

〕
ｏ
Ｏ
Ｔ
ω
ｏ
●
ｏ
〓

０
．〇
●
ｏ
ユ
ｐ

ｒ
”

ｏ
」
∽
ｏ
α
ｏ

】“

】”
『ｏ
〓
い

い
ヽ
“
●
ゆ
“
お
ｐ

【●
　
い
ヽ

母
ヽヽ
ヽヽ
ヽ
ヽ
ミ

ヽ
゛
゛

ヽ
ヽ

き

ヽ
も
ヽ
ヽ
ミ
ヽ
ヽヽ

↓
い
ｏ
ｃ
ｒ

【
一
ｏ
Ｐ

「
ヽ
９



筆
空

〓
早
　

ラ

イ

シ

テ

の

概

念

フ
ラ
ン
ス
語
に
は
英
語
と
同
じ
く

な
８
一ミ
い部
一【ｏ
い
（世
俗
化
）
と
い
う
単
語
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
政
教

関
係
を
記
述
す
る
場
合
、
こ
の
種
の
語
を
用
い
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。
そ
の
代
わ
り
に
使
用
さ
れ
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
に
固
有
な

ご
パｏ
一８

（ラ
イ
シ
テ
、
世
俗
性
）
と
い
う
語
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
語
が
フ
ラ
ン
ス
の
政
教
分
離
を
意
味
し
、
と
く
に
第
四
共
和
制
の

一
九
四
六
年
憲
法
以
降
ラ
イ
シ
テ
は
憲
法
条
項
に
登
場
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、　
一
九
四
六
年
憲
法
も
第
五
共
和
制
の
一
九
五
八
年
憲

法
も
、
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
を
明
示
的
に
定
め
る
も
の
の
、
ラ
イ
シ
テ
に
つ
い
て
何
ら
の
定
義
も
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
ラ
イ
シ
テ
の

研
究
の

一
つ
の
作
業
と
し
て
、
今
日
の
憲
法
原
則
と
し
て
の
ラ
イ
シ
テ
が
い
か
な
る
概
念
を
有
す
る
か
を
探
究
す
る
こ
と
が
必
要
と
な

る
。
こ
の
作
業
は
、
と
く
に
フ
ラ
ン
ス
の
政
教
分
離
の
特
徴
を
把
握
す
る
う
え
で
も
有
益
で
あ
ろ
う
。

本
章
で
は
、
こ
の
課
題
に
取
り
組
む
た
め
、
ま
ず
、
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
の
法
秩
序
に
お
い
て
ラ
イ
ン
テ
の
原
則
が
ど
の
よ
う
に
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
か
、
換
言
す
れ
ば
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
の
法
源
を
改
め
て
概
観
し

（第

〓
Ｕ
、
次
に
、
ラ
イ
シ
テ
と
い
う
語
の
語
源
に

ま
で
湖
り
な
が
ら
、
そ
の
も
と
も
と
の
意
味
を
振
り
返
っ
た
う
え
で

（第
二
節
）、
最
後
に
、
主
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
公
法
学
説
の
分
析

を
通
し
て
、
今
日
の
ラ
イ
シ
テ
の
法
的
概
念
を
解
明
す
る
こ
と
に
し
た
い

（第
二
節
）。



第

一
節
　
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
の
法
源

一
　

生思
　
　
法

次
の
一
九
五
八
年
憲
法

一
条
―
―
同
条
は

一
九
九
五
年
の
憲
法
改
正
ま
で
は
二
条

一
項
で
あ
っ
た
―
―
が
、
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
の
第

一
の
法
源
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
は
、
不
可
分
の
、
ラ
イ
ッ
ク
で
、
民
主
的
か
つ
社
会
的
な
共
和
国
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
出
生
、
人
種
ま
た
は
宗
教
の
差
別
な

く
、
す
べ
て
の
市
民
に
対
し
法
律
の
前
の
平
等
を
保
障
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
す
べ
て
の
信
仰
を
尊
重
す
る
。

一
九
五
八
年
憲
法

一
条
の
第

一
文
は
、
す
で
に

一
九
四
六
年
憲
法
の
中
に
見
ら
れ
た
。
実
は
、　
一
九
四
六
年
憲
法
に
は
こ
の
ほ
か
に

ラ
イ
シ
テ
を
明
確
に
し
た
前
文
が
存
在
し
た
。
そ
し
て
、
現
行
の
一
九
五
八
年
憲
法
前
文
は
、
「
フ
ラ
ン
ス
人
民
は
、
…
…

一
九
四
六
年

憲
法
前
文
に
よ
り
確
認
さ
れ
補
完
さ
れ
た
人
間
の
権
利
…
…

へ
の
愛
着
を
厳
粛
に
宣
言
す
る
」
と
し
て
、　
一
九
四
六
年
憲
法
前
文
を
再

確
認
し
た
た
め
、
次
の

一
九
四
六
年
憲
法
前
文

一
三
項
は
、
今
日
で
も
ラ
イ
シ
テ
原
則
の
法
源
を
構
成
す
る
。

国
家
は
、
子
ど
も
お
よ
び
大
人
が
、
教
育
、
職
業
教
育
お
よ
び
教
養
を
均
等
に
受
け
得
る
こ
と
を
保
障
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
段
階
に
お
け
る
無

償
か
つ
ラ
イ
ッ
ク
な
公
教
育
を
組
織
す
る
こ
と
は
、
国
家
の
義
務
で
あ
る
。

ラ
イ
シ
テ
に
関
す
る
憲
法
条
項
は
以
上
の
二
つ
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
ほ
か
に
後
述
の
よ
う
に
政
教
分
離
法
二
条
の
規
定
が
憲
法
的

価
値
を
持
つ
か
と
い
う
議
論
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
違
憲
審
査
機
関
で
あ
る
憲
法
院
は
、
今
日
ま
で
、
こ
れ
ら
の
ラ
イ
シ
テ
条
項
を
適
用
す
る
こ
と
に
消
極
的

で
あ
る
。
こ
の
姿
勢
は
、　
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
、
イ
ス
ラ
ム
の
ス
カ
ー
フ
事
件
に
関
す
る

一
九
八
九
年

一
一
月
二
七
日
の
意
見
な
ら
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び
に
そ
の
後
の
同
種
の
事
件
に
つ
い
て
の
判
例
に
お
い
て
示
し
た
態
度
と
比
べ
て
、
明
ら
か
で
あ
る
。

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
ラ
イ

シ
テ
の
原
則
の
最
初
の
現
れ
を
、
「宗
教
教
育
が
学
校
の
課
程
外
で
施
さ
れ
る
こ
と
を
定
め
る
」後
述
の

一
八
八
二
年
法
等
に
見
た
う
え

で
、
「
そ
の
原
則
は
、　
一
九
四
六
年

一
〇
月
二
七
日
憲
法
前
文
と

一
九
五
八
年
憲
法
二
条

〔筆
者
注
　
現

一
条
〕
に
よ
り
確
認
さ
れ
て
い

る
」
、
と
述
べ
た
。
さ
ら
に
、　
コ
ン
セ
イ
ユ
・デ
タ
は
、
結
論
的
に
、
公
立
学
校
に
お
け
る
生
徒
に
よ
る
宗
教
的
標
章
の
着
用
は
、
生
徒

の
宗
教
的
表
明
の
自
由
を
構
成
す
る
限
り
に
お
い
て
、
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
に
は
抵
触
し
な
い
と
判
断
し
た
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
生
徒

の
自
由
の
限
界
を
も
示
し
（赳

。
こ
れ
に
対
し
、
憲
法
院
は
、
私
学
助
成
に
関
す
る

一
九
五
九
年
の
ド
ブ
レ
法
の

一
九
七
七
年
改
正
が
憲

法
に
違
反
す
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
た

一
九
七
七
年

一
一
月
二
三
日
の
判
決
に
お
い
て
、
前
述
の

一
九
四
六
年
憲
法
前
文

一
三
項
に
ご

く
わ
ず
か
に
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
に
と
ど
ま
る
。
し
か
も
、
こ
の
判
決
は
、　
一
七
八
九
年
の
人
権
宣
言

一
〇
条
等
を
援
用
し
て
良
心
の

自
由
の
憲
法
的
価
値
を
承
認
す
る

一
方
で
、
同

一
三
項
が

「
私
教
育
の
存
在
を
排
除
し
え
ず
、
法
律
が
定
め
る
条
件
の
下
で
私
教
育

ヘ

の
国
家
の
助
成
も
排
除
し
え
な
い
」
と
判
断
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
ま
た
、　
一
九
九
四
年

一
月

一
三
日
の
判
決
で
は
、
私
立
学
校

へ

の
地
方
公
共
団
体
の
助
成
の
上
限
枠
に
関
す
る

一
八
五
〇
年
の
フ
ァ
ル
ー
法
六
九
条
を
廃
止
す
る
法
律
案
の
違
憲
性
が
争
わ
れ
、
こ
の

違
憲
審
査
を
憲
法
院
に
求
め
た
野
党
議
員
が
、
そ
の
違
憲
性
の
根
拠
の
一
つ
と
し
て
、
法
律
案
の
ラ
イ
シ
テ
の
原
則

へ
の
違
反
―
―
私

立
学
校

へ
の
補
助
金
が
宗
教
団
体
に
利
益
を
与
え
る
こ
と
を
排
除
し
て
い
な
い
こ
と
―
―
を
挙
げ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
憲
法
院
は
、

別
の
理
由
か
ら
問
題
の
条
項
を
違
憲
と
す
る
結
論
を
出
し
、
ラ
イ
シ
テ
の
問
題
に
は
何
も
触
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
憲
法
院
は
ラ

イ
シ
テ
の
条
項
に
関
す
る
判
断
を
避
け
る
姿
勢
が
見
ら
れ
る
が
、
教
育
法
学
者
の
ク
ロ
ー
ド
・デ
ュ
ラ
ン
Ｈ
プ
ラ
ン
ボ
ル
ニ
ュ
６
】留
浄

∪
氏
‥
争
マ
一●
ｇ
『”
お
）
に
よ
れ
ば
、
そ
の
姿
勢
は
ラ
イ
シ
テ
概
念
が
不
明
確
だ
と
い
う
印
象
を
強
化
す
る
と
い
う
。



一
一　
政
教
分
離
法

政
教
分
離
法
の
正
式
名
称
は
、
「教
会
と
国
家
の
分
離
に
関
す
る

一
九
〇
五
年

一
二
月
九
日
の
法
律
」
で
あ
る
。
こ
の
法
律
は
、
第
二

共
和
制
の
時
代
に
共
和
派
が
後
述
す
る
反
教
権
主
義
の
見
地
か
ら
徹
底
的
に
追
求
し
た
非
宗
教
化
政
策
の
最
終
段
階
と
し
て
、　
一
八
〇

一
年
の
コ
ン
コ
ル
ダ
に
基
づ
く
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
を
廃
止
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
経
緯
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
政
教
分
離
法
は

一
九

〇
五
年
当
時
の
歴
史
的
文
脈
に
大
き
く
枠
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
も
、
当
時
、
教
会

へ
の
闘
争
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
す
で
に
用
い
ら

れ
始
め
て
い
た
ラ
イ
シ
テ
と
い
う
文
言
は
そ
の
法
文
中
に
は
な
い
。
だ
が
、　
一
般
に
学
説
は
、
政
教
分
離
法
を
ラ
イ
シ
テ
原
則
の

一
般

的
な
法
源
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
政
教
分
離
法
の
一
般
条
項
を
参
照
し
て
ラ
イ
シ
テ
の
原
則

の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
今
日
の
学
説
の
態
度
に
お
い
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

ラ
イ
シ
テ
の
原
則
と
し
て
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
の
は
、
政
教
分
離
法
の
「第

一
章
　
原
則
」
に
あ
る
三
カ
条
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

良
心
の
自
由
と
礼
拝
の
自
由
を
定
め
た

一
条
な
ら
び
に
宗
教
の
公
認
の
禁
止
お
よ
び
宗
教
活
動

へ
の
公
的
補
助
金
の
禁
止
等
を
定
め
た

二
条
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
宗
教
的
自
由
に
関
す
る
政
教
分
離
法

一
条
に
表
れ
る
少
な
く
と
も
良
心
の
自
由
が
、
現
行
憲
法
が
援
用
す
る

一
九
四
六

年
憲
法
前
文
に
い
う

「共
和
国
の
諸
法
律
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
基
本
原
則
」
を
構
成
し
、
憲
法
的
価
値
を
持
つ
と
す
る
点
で
は
、
フ
ラ

ン
ス
の
学
説
は

一
致
す
（純

。
だ
が
ヽ
二
条
の
と
り
わ
け
宗
教
活
動

へ
の
財
政
支
援
の
禁
止
が
同
様
に
憲
法
的
価
値
を
有
す
る
か
ど
う
か

に
関
し
て
は
、
学
説
は
分
か
れ
る
。　
一
方
で
、
ほ
と
ん
ど
の
国
に
お
い
て
国
家
に
よ
る
宗
教

へ
の
補
助
金
禁
上
の
規
定
が
憲
法
に
規
定

さ
れ
て
い
る
と
い
う
比
較
法
的
見
地
な
ど
か
ら
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
見
解
が
あ
る
（ぇ

、
他
方
で
、
政
教
分
離
法
が
歴
史
的
理
由
か
ら
ア

ル
ザ
ス
Ｈ
ロ
レ
ー
ヌ
地
方
で
適
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
前
述
の

一
九
七
七
年
の
憲
法
院
判
決
に
お
い
て
憲
法
は
私
学
助
成
を
禁
止
し

な
い
と
さ
れ
た
こ
と
等
の
理
由
か
ら
、
二
条
の
憲
法
的
価
値
を
否
定
す
る
見
解
も
あ
る
。
も
っ
と
も
、
政
教
分
離
法
二
条
が
憲
法
的
価
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値
を
持
た
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
が
法
律
と
し
て
ラ
イ
シ
テ
の
法
源
で
あ
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
え
な
い
。

な
お
、
政
教
分
離
法
に
は
、
そ
の
一
般
条
項
で
あ
る
前
述
の
ニ
カ
条
以
外
に
も
、
個
別
的
な
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
を
カ
バ
ー
す
る
条
項

が
あ
る
。
例
え
ば
公
共
の
場
所
で
の
宗
教
的
象
徴
物
を
禁
止
す
る
二
八
条
で
あ
る
。

〓
一　
そ
の
他

の
法
律
規
定

政
教
分
離
法
以
外
の
法
律
に
お
い
て
、
個
別
領
域
に
お
け
る
ラ
イ
シ
テ
原
則
の
法
源
と
な
る
条
項
を
持
つ
も
の
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ

で
は
二
つ
の
領
域
を
見
よ
う
。

第

一
は
、
墓
地

・
葬
儀
の
領
域
で
あ
る
。
墓
地

・
葬
儀
の
ラ
イ
シ
テ
に
関
す
る
規
定
は
、
第
二
共
和
制
初
め
の
非
宗
教
化
政
策
の
中

で
制
定
さ
れ
た

一
連
の
法
律
、
例
え
ば
、
市
町
村
の
墓
地
の
宗
派
に
よ
る
差
別
を
廃
止
し
た

一
八
八

一
年

一
一
月

一
四
日
の
法
律
、
市

町
村
の
公
役
務
と
し
て
の
葬
儀
の
外
的
業
務
の
宗
教
的
中
立
性
を
定
め
た

一
九
〇
四
年

一
二
月
二
八
日
の
法
律
等
に
由
来
す
る
。
今
日

で
は
そ
の
規
定
は
、
次
の
よ
う
に
市
町
村
法
典

６
ａ
ｏ
３
∽
８
日
日
●
月
３
の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
市
町
村
法
典
は
、

「故
人
の
信
仰
ま
た
は
宗
教
、
あ
る
い
は
そ
の
死
亡
の
状
況
を
理
由
と
す
る
差
別
ま
た
は
特
例
を
設
け
る
こ
と
な
く
」、
死
亡
し
た
者
の

輸
送
方
法
、
埋
葬
、
お
よ
び
墓
地
に
お
け
る
秩
序
の
維
持
を
市
町
村
の
警
察
権
の
対
象
と
す
る
と
定
め
（Ｌ
〓
二
一
―
二
条
四
項
）、
ま
た
、

遺
体
の
搬
送
、
霊
柩
車
の
提
供
あ
る
い
は
埋
葬
に
必
要
な
備
品

（宗
教
的
象
徴
物
や
花
は
除
く
）
の
提
供
、
職
員
の
派
遣
な
ど
、
葬
儀
の

外
的
業
務
を
市
町
村
の
公
役
務
と
し

（Ｌ
量
全
一―
二
条
）
―
―
こ
れ
に
よ
り
葬
儀
の
外
的
業
務
は
宗
教
的
に
中
立
で
な
ら
な
い
こ
と
が

要
請
さ
れ
る
―
―
、
さ
ら
に
教
会
堂
内
で
の
埋
葬
を
禁
止
す
る
ほ
か

（Ｌ
量
生

―

一
〇
条
）、
次
の
よ
う
な
条
項
を
持
つ
。

Ｌ
三
六
四
―

一
条
　
儀
式
は
、
慣
習
に
則
り
、
ま
た
は
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
に
従
っ
て
、
行
わ
れ
る
。
〓

項
後
段
省
略
〕

葬
式
に
関
す
る
法
規
定
は
、
葬
式
の
性
格
が
無
宗
教
的
か
宗
教
的
か
を
問
わ
ず
、
適
用
さ
れ
る
。



Ｌ
三
六
四
―
二
条
　
市
長
の
個
別
的
決
定
（ア
レ
テ
）
に
よ
っ
て
も
、
葬
式
の
無
宗
教
性
ま
た
は
宗
教
性
を
理
由
に
、
葬
式
に
適
用
さ
れ
る

特
例
を
設
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
二
に
、
公
教
育
の
領
域
で
は
ラ
イ
シ
テ
原
則
の
法
源
と
目
さ
れ
る
法
律
規
定
が
多
い
。

公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
に
関
す
る
主
要
な
法
律
は
、　
一
八
八
二
年
二
月
二
八
日
の
法
律

（フ
ェ
リ
ー
法
）
お
よ
び

一
八
八
六
年

一
〇
月
二

〇
日
の
法
律

Ｔ

ブ
レ
法
）
で
あ
る
。
両
法
も
第
二
共
和
制
期
に
共
和
派
が
推
進
し
た
こ
の
領
域
で
の
非
宗
教
化
政
策
の
成
果
で
あ
る
だ

け
で
な
く
、
そ
れ
ら
は
政
教
分
離
法
の
制
定
と
並
ん
で
法
律
上
の
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
の
成
立
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、

イ
ス
ラ
ム
の
ス
カ
ー
フ
事
件
に
関
す
る

一
九
八
九
年
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
意
見
に
お
い
て
、
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
の
最
初
の
現
れ
と

し
て
評
さ
れ
た
の
が
フ
ェ
リ
ー
法
と
ゴ
ブ
レ
法
で
あ
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。　
一
八
八
二
年
法
は
初
等
教
育
を
義
務
教
育
と
し
た

法
律
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
そ
れ
以
前
の
初
等
教
育
科
目
で
あ

っ
た
道
徳

・
宗
教
教
育
に
代
え
て
道
徳

。
公
民
教
育
を
置
く
こ
と
な
ど

に
よ
っ
て
、
教
育
内
容
を
非
宗
教
化
し
た
法
律
で
あ
り
、
今
日
の
教
育
課
程
の
ラ
イ
シ
テ
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。　
一
八
八
六
年
法

一

七
条
は
、
「あ
ら
ゆ
る
段
階
の
公
立
小
学
校
に
お
い
て
、
教
育
は
専
ら
俗
人

ε
ｏ
「∽８
月
】
】”
】ｅ
Ｃ

に
委
ね
ら
れ
る
」
と
定
め
、
教
員
の

ラ
イ
シ
テ
を
明
確
に
す
る
。

こ
れ
以
外
の
法
律
規
定
と
し
て
、
次
の
も
の
を
列
挙
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第

一
に
、
私
学
助
成
に
関
す
る

一
九
五
九
年

一
二
月
二

一
日
の
法
律
（ド
ブ
レ
法
）
で
あ
る
。
ド
ブ
レ
法
は
、　
一
九
五
八
年
憲
法

一
条
の
掲
げ
る
す
べ
て
の
信
仰
の
尊
重
の
原
則
を
背
景
に
、
国
思

法
に
定
め
ら
れ
た
諸
原
則
に
従
い
、
国
家
は
、
公
立
教
育
機
関
の
青
少
年
に
対
し
、
あ
ら
ゆ
る
信
仰
の
平
等
な
尊
重
の
う
ち
に
、
青
少

年
の
能
力
に
ふ
さ
わ
し
い
教
育
を
受
け
る
可
能
性
を
保
障
す
る
」
盆

条

一
項
）
と
定
め
る
。
第
二
に
、
同
様
に
同
憲
法

一
条
を
念
頭
に

お
い
て
、
「良
心
の
自
由
、
す
べ
て
の
者
の
教
育
機
会
の
均
等
…
…
の
原
則
の
尊
重
の
う
ち
に
、
教
育
は
施
さ
れ
る
」
と
定
め
る
、
農
業

教
育
に
関
す
る

一
九
八
四
年

一
二
月
二

一
日
法

Ｔ

カ
ー
ル
法
）
一
条
で
あ
る
。
第
二
に
、
高
等
教
育
に
関
す
る

一
九
八
四
年

一
月
二
六
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日
法

（サ
ヴ
ァ
リ
法
）
が
、
で
同
等
教
育
公
役
務
は
、
ラ
イ
ッ
ク
（】ヽ
こ

で
あ
り
、
政
治
的
、
経
済
的
、
宗
教
的
あ
る
い
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
な
い
か
な
る
支
配
か
ら
も
独
立
す
る
」
Ｔ
一条
）
と
定
め
る
規
定
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
ラ
イ
シ
テ
の
派
生
語
が
珍
し
く
法
文
の
中
に

現
れ
る
点
で
注
目
さ
れ
る
。
第
四
に
、　
一
九
八
九
年
七
月

一
〇
日
の
教
育
基
本
法

ｃ
ａ
ｃ
、９
一９
け”
け一８

８
『
厭
２
８
一【８
）
で
あ
る
。
同

法
に
は
、
「
コ
レ
ー
ジ
ュ
お
よ
び
リ
セ
に
お
い
て
、
生
徒
は
、
多
様
性
の
尊
重
お
よ
び
中
立
性
の
原
則
の
枠
内
に
お
い
て
、
情
報
を
受
け

る
自
由
お
よ
び
表
現
の
自
由
を
有
す
る
」
貧

○
条
二
項
〉
と
い
う
規
定
が
あ
る
が
、
後
述
の
よ
う
に
ラ
イ
シ
テ
が
宗
教
的
中
立
性
だ
と
解

す
れ
ば
、
こ
れ
も
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
の
法
源
の
一
つ
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
た
、
公
教
育
の
法
律
を
実
施
す
る
た
め
の
行
政
立
法
や
通
達
の
類
を
見
る
と
、
イ
ス
ラ
ム
の
ス
カ
ー
フ
事
件
に
関
連
し
て
出
さ
れ

た

一
九
八
九
年

一
二
月

一
二
日
の
通
達
―
―
こ
の
通
達
は

「教
員
の
ラ
イ
シ
テ
の
義
務
」
の
厳
格
な
遵
守
を
求
め
た
―
―
の
よ
う
に
ラ

イ
シ
テ
の
文
言
が
使
わ
れ
た
も
の
も
見
ら
れ
る
が
、　
一
般
に

「
ラ
イ
シ
テ
」
に
代
え
て

「中
立
性
」
と
い
う
文
言
を
用
い
る
も
の
が
多

い
。
地
方
の
公
立
教
育
機
関
に
関
す
る

一
九
八
五
年
八
月
二
〇
日
の
デ
ク
レ
の
三
条
の
一
の
法
文
は
、
当
初
、
「
ラ
イ
シ
テ
お
よ
び
多
様

性

ε
】●
【』
∽ヨ
ｃ

の
原
則
の
尊
重
」
で
あ
っ
た
が
、　
一
九
九
〇
年

一
〇
月
二

一
日
の
デ
ク
レ
に
よ
る
改
正
後
、
同
条
が

「多
様
性
と
中

立
性
の
原
則
の
尊
重
」
と
定
め
て
い
る

（同
一
号
）
の
は
、
と
く
に
そ
の
顕
著
な
例
で
あ
る
。

以
上
に
見
た
こ
と
か
ら
、
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
の
法
源
と
し
て
憲
法
と
法
律
規
定
が
あ
る
が
、
憲
法
規
定
上
は
ラ
イ
シ
テ
が
明
確
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ラ
イ
シ
テ
と
い
う
文
言
を
含
む
法
律
規
定
は
意
外
な
ほ
ど
少
な
い
こ
と
が
分
か
る
。　
一
九
四
六
年
憲
法
以
前
に

制
定
さ
れ
た
法
律
に
は
、
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
の
重
要
な
法
源
と
な
る
規
定
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
は
ラ
イ
シ
テ
の
文
言
は
現
れ
な
い
。

ま
た
同
憲
法
以
降
の
法
律
規
定
に
も
ラ
イ
シ
テ
条
項
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
も
ラ
イ
シ
テ
の
文
言
は
少
な
く
、
そ
れ
に
比
べ
中
立
性
と
い

う
文
言
か
、
そ
れ
に
類
す
る
表
現
の
方
が
好
ま
れ
る
傾
向
が
あ
る
。



第
二
節
　
ラ
イ
シ
テ
の
語
意

一
　

ラ
イ
シ
テ
と
い
う
語

「
ラ
イ
シ
テ
」
（】”
０
け０
と
い
う
語
は
、
語
源
的
に
は
そ
の
形
容
詞
で
あ
る
「
ラ
イ
ッ
ク
」
（】“
●

ご
↓ｆ
こ
と
い
う
語
か
ら
派
生
し
だ
。

ラ
イ
ッ
ク
と
い
う
語
は
、
も
と
も
と
カ
ト
リ
ツ
ク
の
宗
教
用
語
で
あ
り
、
聖
職
者
や
修
道
士
で
は
な
い
者
、
す
な
わ
ち
俗
人
を
意
味
し

た
―
―
ラ
イ
ッ
ク
と
い
う
語
の
こ
の
よ
う
な
語
義
は
今
日
で
も
残
り
、
前
述
の
ゴ
ブ
レ
法

一
七
条
の
文
言
は
そ
の
例
で
あ
る
―
―
。
そ

し
て
、
中
世
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
ラ
イ
ッ
ク
の
語
が
有
す
る
こ
の
よ
う
な
語
意
に
、　
一
九
世
紀
に
な
っ
て
俗
人
と
聖
職
者
と
の
間
の
根

本
的
対
立
と
い
う

ニ
ュ
ア
ン
ス
が
加
わ
っ
て
、
ラ
イ
シ
テ
と
い
う
名
詞
が
形
成
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
宗
教
用
語
を
借
用
し
て
ラ
イ
シ
テ
の
語
が
用
い
ら
れ
始
め
る
の
は

一
八
七
〇
年
代
の
初
め
で
あ
る
。
ラ
イ
シ
テ
の
語
が

登
場
し
た
最
も
古
い
テ
キ
ス
ト
は
、
リ
ト
レ
の
フ
ラ
ン
ス
語
辞
典

一
八
七
七
年
補
遺
版
に
例
文
と
し
て
収
録
さ
れ
た
、
『祖
国
』
Ｆ
“

Ｂ
Ｅ
こ
と
い
う
雑
誌
の

一
八
七

一
年

一
一
月

一
一
日
号
の

一
節
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
「
ラ
イ
ッ
ク
な
教
育
に
つ
い
て
、
〔セ
ー
ヌ
県
〕

議
会
は
ラ
イ
シ
テ

〔原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
〕
の
提
案
に
つ
い
て
投
票
を
行
っ
た
が
、
そ
の
提
案
は
斥
け
ら
れ
た
」
と
あ
る
。
次
い
で
ラ
イ

シ
テ
の
語
は
各
種
の
辞
書
に
収
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
最
初
は
、
代
表
的
な
フ
ラ
ン
ス
語
辞
典
で
あ
る
ラ
ル
ー
ス
の
一
八
七
三

年
版
で
あ
り
、
そ
れ
は
ラ
イ
シ
テ
に

「
ラ
イ
ッ
ク
で
あ
る
こ
と
、
俗
人
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
語
義
を
あ
て
た
。
こ
れ
に
続
き
前
述
の

リ
ト
レ
の

一
八
七
七
年
補
遺
版
な
ど
も
ラ
イ
ン
テ
の
語
を
採
り
上
げ
、
各
々
簡
潔
な
語
義
の
説
明
を
与
え
た
。

と
こ
ろ
で
、
ラ
イ
シ
テ
の
語
が
、
辞
書
に
見
る
そ
の
語
義
は
簡
潔
で
あ
っ
た
が
、
明
確
な
内
容
を
持
つ
語
と
し
て
用
い
ら
れ
始
め
た

一
八
七
〇
年
代
は
、
第
二
共
和
制
の
下
で
共
和
派
が
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
と
の
抗
争
を
始
め
た
時
期
に
あ
た
る
。
そ
し
て
、
共
和
派
が
そ
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の
闘
争
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
、
共
和
派
の
標
榜
す
る
旗
印
と
し
た
の
が
ラ
イ
シ
テ
で
あ
る
。
ま
た
ラ
イ
シ
テ
に
関
連
し
て
同
じ
こ
ろ

現
れ
た

「教
権
主
義
」
（ク
レ
リ
カ
リ
ス
ム

Ｆ
】い【』８
Ｆ
ヨ
ｏ
し
、
「反
教
権
主
義
」
（ア
ン
チ
ク
レ
リ
カ
リ
ス
ム

↑
●
けこ
い『【８
Ｆ
ヨ
ｏ
し

な
ど

の
新
語
が
、
そ
の
闘
争
を
説
明
す
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。

ニ
　
ラ
イ
シ
テ
の
基
礎
に
あ
る
理
念

ラ
イ
シ
テ
と
い
う
新
語
の
基
礎
と
な
っ
た
理
念
は
、
反
教
権
主
義
と
総
称
さ
れ
る
闘
争
的
概
念
で
あ
る
。
反
教
権
主
義
は
、
公
的
領

域

へ
の
聖
職
者

・
教
会
の
介
入
ま
た
は
影
響
に
反
対
す
る
と
い
う
思
想
や
姿
勢
を
い
い
、
こ
れ
は
、
政
教
分
離
に
至
る
ま
で
フ
ラ
ン
ス

に
お
い
て
見
ら
れ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
勢
力
が
非
宗
教
的
な
公
的
領
域
と
り
わ
け
教
育
に
介
入
す
る
政
教
関
係
―
―
こ
れ
に
好
意
的

な
傾
向
や
見
解
が
教
権
主
義
で
あ
る
―
―
に
異
議
を
唱
え
る
も
の
で
あ

っ
た
。
反
教
権
主
義
は
、
反
教
権
主
義
と
呼
ば
れ
る
以
前
か
ら

「自
由
思
想
」
曾
暉
ｏ
Ｒ
用
いこ
な
ど
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
伝
統
的
思
想
と
し
て
存
在
し
て
き
た
。
だ
が
、
反
教
権
主
義
は
、
カ
ト
リ
ッ

ク
教
会
と
の
闘
争
と
い
う
点
で
は

一
致
し
た
も
の
の
、
決
し
て

一
様
の
概
念
で
は
な
く
、
反
教
権
主
義
に
は
、
そ
れ
を
唱
え
た
者
の
間

で
極
め
て
多
様
な
思
想
的
、
哲
学
的
な
起
源
、
意
図
、
前
提
の
差
が
見
ら
れ
た
。
反
教
権
主
義
の
背
景
と
な
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
思
潮
は

（‐２
）

以
下
の
も
の
で
あ
る
。

０
　
合
理
主
義
　
　
一
七
世
紀
の
デ
カ
ル
ト

Ｏ
ｏｏ”
【”ｏｃ
と
ス
ピ
ノ
ザ

ａ
Ｏ
】８
Ｓ
）
が
唱
え
た
古
典
的
な
合
理
主
義
的
哲
学
は
、
そ

れ
が
倫
理
に
宗
教
と
は
異
な
る
基
礎
を
与
え
る
な
ど
の
点
に
お
い
て
、
ラ
イ
シ
テ
の
思
想
の
形
成
に

一
定
の
重
要
性
を
持

っ
た
。

②
　
啓
蒙
主
義
　
　
一
八
世
紀
の
啓
蒙
思
想
家
の
思
想
は
す
べ
て
反
教
権
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
な
る
が
、
ラ
イ
シ
テ
に
関
し
て

は
と
く
に
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル

Ｑ
ｏ
】一”
』『ｃ

と
コ
ン
ド
ル
セ

６
８
８
『ｏｏｃ
が
重
要
で
あ
る
。
啓
蒙
主
義
の
先
駆
的
代
表
者
で
あ
る
ヴ
ォ
ル

テ
ー
ル
は
『寛
容
論
』
貧

七
六
三
年
）
に
お
い
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
不
寛
容
を
攻
撃
し
て
、
宗
教
的
寛
容
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
主



張
し
、
こ
れ
が
ル
イ

一
六
世
に
よ
る

一
七
八
五
年
の
寛
容
令
を
導
い
た
。
コ
ン
ド
ル
セ
も
宗
教
的
寛
容
を
主
張
す
る
と
と
も
に
、
彼
が

革
命
議
会
に
提
出
し
た
教
育
計
画
の
報
告
書

（
一
七
九
二
年
）
に
お
い
て
、
非
宗
教
的
な
教
育
の
必
要
性
を
説
い
た
。

③
　
実
証
主
義
　
　
一
九
世
紀
の
代
表
的
な
実
証
主
義
者
で
あ
る
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト

（＞
Ｃ
ｍ
ｃ
∽８
ｏ
ｏ
日
けこ

の
思
想
も
、
反
教

権
主
義
の
大
き
な
源
で
あ
る
。

コ
ン
ド
ル
セ
に
影
響
を
受
け
た
コ
ン
ト
は
、
『実
証
精
神
論
』
貧

八
四
四
年
）
お
よ
び

『実
証
主
義
の
全

体
論
』
貧

八
四
八
年
）を
著
し
、
人
類
が
神
学
的
段
階
か
ら
形
而
上
学
的
段
階
さ
ら
に
実
証
主
義
的
段
階

へ
発
展
す
る
と
い
う
三
段
階
史

観
を
示
し
た
う
え
で
、
科
学
が
宗
教
に
と
っ
て
代
わ
る
べ
き
こ
と
を
説
い
た
。
第
二
共
和
制
の
建
設
に
も
貢
献
し
た
言
語
学
者
の
エ
ミ
ー

ル
・
リ
ト
レ

（∪
日
庁

ｒ
一け【９
、
フ
ェ
リ
ー
法
制
定
な
ど
教
育
の
非
宗
教
化
政
策
を
推
進
し
た
ジ
ュ
ー
ル
・
フ
ェ
リ
Ｉ

Ｃ
ｃ
】８
「
ｏ「『じ

（‐３
）

ら
は
、　
コ
ン
ト
の
信
奉
者
で
あ
る
。

０
　
社
会
主
義
　
　
社
会
主
義
も
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ラ
イ
シ
テ
の
確
立
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。　
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世

紀
に
か
け
て
活
躍
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
代
表
的
な
社
会
主
義
者
で
あ
る
ジ
ャ
ン
・
ジ
ョ
レ
ス

（岩
営

旨
氏
０し

は
、
反
宗
教
的
合
理
主
義

を
提
唱
し
た
。
ま
た
、
ジ
ョ
レ
ス
は
ア
リ
ス
テ
ィ
ド

・
ブ
リ
ア
ン
ら
と
と
も
に
政
教
分
離
法
制
定
に
尽
力
し
た
。

Ｑ
　
共
和
派
の
思
想
　
　
共
和
派
は
、　
一
九
世
紀
終
わ
り
か
ら
二
〇
世
紀
初
め
に
か
け
て
社
会
主
義
派
と
と
も
に
、
王
党
派

・
カ
ト

リ
ッ
ク
を
相
手
に
反
教
権
主
義
の
闘
争
を
展
開
し
た
。
そ
の
闘
争
の
大
き
な
柱
で
あ
る
公
教
育
の
非
宗
教
化
に
大
き
な
貢
献
を
し
た

フ
ェ
リ
ー
お
よ
び
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ビ
ュ
イ
ッ
ソ
ン

（『
ｏ『α
【３
●
α
”
〓
】∽∽８
）
ら
の
思
想
に
は
、
共
和
国
の
統

一
性

（Ｅ
』”Ｃ

と
密

接
に
結
び
付
く
ラ
イ
シ
テ
の
思
想
が
示
さ
れ
た
が
、
こ
こ
に
も
反
教
権
主
義
の
一
要
素
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
思
想
を
示
す
例

は
フ
ェ
リ
ー
が
行
っ
た

一
八
七
〇
年
と

一
人
七
九
年
の
演
説
で
あ
り
、
彼
は
そ
の
中
で
、
非
宗
教
学
校
が
政
治
的
対
立
を
解
消
し
、
共

和
国
の
統

一
性
を
確
立
す
る
と
い
う
見
解
を
示
し
漫
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
考
え
に
は
次
の
二
つ
の
背
景
が
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、

一
方
で
は
、　
一
八
七

一
年
の
普
仏
戦
争
敗
北
後
現
れ
た
国
民
の
分
裂
を
終
わ
ら
せ
共
和
制
を
確
立
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
当
時
の
共
和
派
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に
と
っ
て
の
急
務
だ
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
他
方
で
、
当
時
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
共
和
国
に
敵
対
し
、
そ
れ
が
国
民
の
分
裂
の
主
要
な
要

因
を
な
し
、
さ
ち
に
当
時
の
教
育
を
支
配
し
て
い
た
の
も
カ
ト
リ
ッ
ク
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
つ
し
た
事
情
が
、
共
和
派
が
始
め
た

フ
ラ
ン
ス
の
国
家
の
精
神
的
、
道
徳
的
な
統

一
性
を
求
め
る
闘
争
、
と
く
に
そ
の
た
め
の
教
育
改
革
が
、
反
教
権
主
義
の
闘
争
と
な
っ

た
こ
と
を
説
明
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
共
和
派
の
思
想
に
お
い
て
、
ラ
イ
シ
テ
は
国
民
の
統

一
性
と
不
可
分
で
あ
り
、
ラ
イ
シ
テ
の
こ

う
し
た
面
は
今
日
で
も
し
ば
し
ば
強
調
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
政
治
史
学
者
の
ク
ロ
ー
ド

・
ニ
コ
レ

６
】営
８

ｚ
【８
一のｃ

は
次
の
よ
う
に

述
べ
る
。
「領
土
お
よ
び
法
の
統

一
性
、
い
わ
ば
水
平
面
で
の
統

一
性
は
、
他
種
の
倫
理
的
ま
た
は
精
神
的
な
統

一
性
を
要
求
す
る
。
こ

れ
が
ラ
イ
シ
テ
で
あ
り
、
あ
る
い
は
確
立
さ
れ
た
宗
教
か
否
か
を
問
わ
ず
国
家
と
い
か
な
る
宗
教
と
の
間
の
組
織
的
な
結
び
付
き
の
不

存
在
に
よ
る
統

一
性
だ
と
も
言
え
る
」
、
「
と
く
に
国
家
に
関
し
て
、
ラ
イ
シ
テ
は
、
統

一
性
の
新
し
い
担
保
で
あ
る
共
和
国
に
必
要
な

（‐８
）

統

一
性
と
見
な
さ
れ
う
る
」
と
。

こ
の
ほ
か
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、　
ユ
ダ
ヤ
教
徒
、
そ
れ
に
フ
ラ
ン
・
マ
ソ
ン

（フ
リ
ー
メ
ー
ソ
と

な
ど
の
自
由
思
想
家
も
、
反
教
権

主
義
の
闘
争
を
支
え
た
。
フ
ェ
リ
ー
自
身
も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
る
と
同
時
に
フ
ラ
ン
・
マ
ソ
ン
の
一
員
で
も
あ
り
、
ま
た
ビ
ュ
イ
ッ

ソ
ン
も
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
っ
た
事
実
は
、
そ
れ
を
象
徴
的
に
示
す
例
で
あ
る
。

〓
一　
ラ
イ
シ
テ
の
多
様
な
意
味

以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ラ
イ
シ
テ
は
反
教
権
主
義
の
闘
争
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
示
す
単
語
と
し
て
定
着
し
た
。
だ
が
、
反
教
権
主
義

が
極
め
て
多
様
な
立
場
か
ら
支
持
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
ラ
イ
シ
テ
の
語
は
多
様
な
意
味
で
用
い
ら
れ
た
。

も
っ
と
も
、
少
な
く
と
も

一
八
八
〇
年
代
の
共
和
派
の
文
書
に
は
ラ
イ
シ
テ
に
宗
教
的
中
立
性
の
意
味
を
与
え
た
も
の
が
多
い
。
宗

教
史
家
エ
ル
ネ
ス
ト

・
ル
ナ
ン

（〕
お
粋
卿
８
曽
）
の

一
八
八
二
年
四
月
二
七
日
の
演
説
に
引
用
さ
れ
た
リ
ト
レ
の
言
辞
が
、
「
ラ
イ
シ



テ
、
す
な
わ
ち
諸
宗
教
の
間
で
中
立
で
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
活
動
に
寛
容
で
、
こ
の
重
要
点
に
お
い
て
教
会
を
自
ら
に
服
従
さ
せ
る
国
家
」
、

と
ラ
イ
シ
テ
を
説
明
す
る
の
も
そ
の
例
で
あ
る
。
だ
が
、
さ
ら
に
よ
く
引
用
さ
れ
る
も
の
は
、
フ
ェ
リ
ー
の
教
育
改
革
の
際
に
教
育
行

政
担
当
者
と
し
て
フ
ェ
リ
ー
を
補
佐
し
た
ビ
ュ
イ
ッ
ソ
ン
が
編
纂
し
た
『教
育
学
辞
典
』
２

八
八
一
一―
八
七
年
）
の
中
で
ビ
ュ
イ
ッ
ソ
ン

自
身
が
執
筆
し
た

「
ラ
イ
シ
テ
」
の
項
目
の
記
述
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
彼
は
、
「
ラ
イ
ッ
ク
な
国
家
」
を

「あ
ら
ゆ
る
宗
教
の
間
で
中
立

で
、
あ
ら
ゆ
る
聖
職
者
か
ら
独
立
し
、
い
か
な
る
神
学
的
観
念
か
ら
も
解
放
さ
れ
た
国
家
」
と
性
格
づ
け
、
ま
た

「
ラ
イ
ッ
ク
な
国
家

の
基
本
的
概
念
」
を

「俗
権
と
教
権
と
の
根
本
的
な
境
界
画
定
」
と
し
、
さ
ら
に

「
ラ
イ
ッ
ク
な
教
育
」
も

Ｆ
不
教
に
関
し
て
中
立
な
」

教
育
だ
と
説
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ラ
イ
シ
テ
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
始
め
て
間
も
な
い
一
八
八
〇
年
代
に
な
さ
れ
た
ラ
イ
シ
テ
の
定

義
の
試
み
に
お
い
て
は
、
ラ
イ
シ
テ
は
宗
教
的
中
立
性
を
意
味
し
、
無
神
論
を
意
味
し
な
か
っ
た
。
フ
ェ
リ
ー
が
示
し
た
ラ
イ
シ
テ
の

理
念
も
同
様
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
そ
の
後
、
非
宗
教
化
政
策
が
進
行
す
る
に
つ
れ
て
、
反
教
権
主
義
の
闘
争
を
推
進
し
た
者
の
傍
流
的
見
解
に
は
、
ラ
イ
シ
テ

を
国
家
が
唱
導
す
る
無
神
論
ま
た
は
反
宗
教
的
思
想
で
理
解
す
る
も
の
も
目
立
つ
よ
う
に
な

っ
た
。
社
会
主
義
派
の
な
か
で
も
ブ
ル

ジ
ョ
ア
政
党

へ
の
協
力
を
拒
否
し
た
下
院
議
員
エ
ド
ア
ー
ル
・ヴ
ァ
イ
ヤ
ン

（国
８
８
と
く
塾
【曽
ｃ

の
発
言
は
そ
の
例
で
あ
る
。
彼
は
、

一
九
〇
五
年
四
月

一
〇
日
の
下
院
で
の
政
教
分
離
法
案
の
審
議
に
お
い
て
、
合
理
主
義
な
世
界
観
は
宗
教
信
仰
と
対
立
す
る
と
い
う
見

解
を
示
し
た
上
で
、
「教
会
が
完
全
に
消
滅
し
な
い
限
り
、
社
会
の
ラ
イ
シ
テ
化
（】”
二
部
け】８
）
が
な
さ
れ
な
い
限
り
、
わ
れ
わ
れ
の
任

務
は
達
成
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
た
。
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
ラ
イ
シ
テ
を
宗
教
的
中
立
性
と
し
て
理
解
す
る
の
を
拒
否
す
る

こ
と
に
な
る
。
同
じ
く
社
会
主
義
派
の
ル
ネ
・
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ア
ー

ニ

（月
９
０
≦
く
】営
じ

が

一
九
〇
四
年

一
〇
月
四
日
の

『
ユ
マ
ニ
テ
』
誌

に
記
し
た
次
の
発
言
は
そ
れ
を
示
す
。
「中
立
性
は
常
に
虚
偽
で
あ
っ
た
。
確
か
に
、
そ
れ
は
、
右
翼
の
激
し
い
怒
り
の
さ
な
か
に
学
校

に
関
す
る
法
律
を
作
り
上
げ
る
時
に
は
、
お
そ
ら
く
必
要
で
あ
っ
た
。
団
結
し
て
法
律
の
原
則
を
妨
げ
た

一
部
の
臆
病
者
を
安
心
さ
せ
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（２５
）

る
た
め
に
、
こ
の
中
立
性
の
空
想
が
約
束
さ
れ
た
」
と
。

こ
の
よ
う
に
、
も
と
も
と
ラ
イ
シ
テ
の
意
味
が
明
確
で
な
く
、
そ
の
語
が
多
義
的
で
あ

っ
た
た
め
、
後
に
な
っ
て
ラ
イ
シ
テ
の
語
の

持
つ
多
様
な
意
味
が
分
析
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
分
析
の
二
つ
の
例
を
見
て
お
こ
う
。

第

一
は
、　
一
九
四
五
年

一
一
月

一
三
日
の
フ
ラ
ン
ス
枢
機
卿

・
大
司
教
会
議
の
宣
言
に
お
け
る
ラ
イ
シ
テ
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の
宣

言
は
ラ
イ
シ
テ
の
次
の
四
つ
の
意
味
を
明
確
に
区
別
し
た
。
第

一
は
、
「世
俗
領
域
に
お
け
る
国
家
の
自
律
的
主
権
」―
―
こ
れ
は
国
家

が
そ
の
固
有
に
領
域
お
い
て
主
権
者
で
あ
り
、
教
会
は
国
家
の
政
治
事
項
に
介
入
し
え
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
―
―
で
あ
り
、
第
二
の

意
味
は
、
「信
仰
の
多
様
な
国
に
お
い
て
、
国
家
は
各
市
民
に
自
己
の
宗
教
を
自
由
に
行
え
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
第
二
は
、
「唯
物
論
的
、
無
神
論
的
な
人
生
観
ま
た
は
社
会
観
を
含
む
哲
学
的
教
説
」
あ
る
い
は

「
こ
の
観
念
を
官
吏
、

…
…
国
家
の
学
校
、
国
民
全
体
に
押
し
付
け
る
政
治
支
配
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
―
―
こ
れ
は
後
述
の
ラ
イ
シ
ス
ム
で
あ
る

―
―
、
第
四
は
、
い
か
な
る
超
越
的
倫
理
に
服
さ
ず
、
自
己
の
行
為
規
範
と
し
て
自
己
の
利
益
し
か
認
め
な
い
と
い
う
国
家
の
意
思
で

あ
る
。

第
二
は
、　
一
九
四
六
年
憲
法
の
制
憲
議
会
で
の
審
議
に
お
い
て
示
さ
れ
た
ラ
イ
シ
テ
の
意
味
で
あ
る
。
制
憲
議
会
で
の

一
九
四
六
年

九
月
二
日
の
審
議
に
お
い
て
、
人
民
共
和
派
の
モ
ー
リ
ス
ー
ン
ュ
ー
マ
ン

（〓
留

一ヽ８
Ｐ
ぎ
ヨ
曽
じ
、
社
会
党
の
ア
ン
ド
レ
・
フ
ィ
リ
ッ

プ

（＞
ａ
忠
筍
Ｅ
』し

お
よ
び
共
産
党
の
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ

・
フ
ァ
ジ
ョ
ン

（口
】８
お

「
“一８
）
が
、
ラ
イ
シ
テ
の
意
味
を
論
じ
あ

っ
た
。

ま
ず
、
シ
ュ
ー
マ
ン
は
、
「共
和
国
の
ラ
イ
シ
テ
の
可
能
な
二
つ
の
観
念
」
と
し
て
、
前
述
の
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ア
ー
ニ
の
示
し
た
ラ
イ
シ
テ
お

よ
び
フ
ェ
リ
ー
の
ラ
イ
シ
テ
と
を
示
し
た
う
え
で
、
「
わ
れ
わ
れ
が
第
四
共
和
制
憲
法
に
導
入
す
る
の
は
ジ
ュ
ー
ル
・
フ
ェ
リ
ー
の
ラ
イ

シ
テ
で
あ
る
」
と
し
て
、
ラ
イ
シ
テ
を
宗
教
的
中
立
性
の
意
味
に
解
し
た
。
こ
の
点
で
は
他
の
二
人
も
同
意
し
な
が
ら
も
、
各
議
員
の

ラ
イ
シ
テ
の
把
握
の
し
か
た
は
少
し
ず

つ
異
な
る
。
シ
ュ
ー
マ
ン
は
、
ラ
イ
シ
テ
を
宗
教
的
自
由
お
よ
び
教
育
の
自
由
と
両
立
す
る
も



の
と
し
、
市
民
に
押
し
付
け
る
国
家
の
哲
学
的
教
説
で
あ
る
ラ
イ
シ
テ
を
否
定
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
フ
ァ
ジ
ョ
ン
は
、
ラ
イ
シ
テ
が

教
育
の
自
由
を
も
意
味
す
る
こ
と
を
否
定
し
つ
つ
も
、
ラ
イ
シ
テ
を
国
家
の
宗
教
的
中
立
性
と
解
し
た
。
さ
ら
に
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
は
、

中
立
性
を
超
え
非
宗
教
的
倫
理
を
意
味
す
る

一
定
の
積
極
的
価
値
、
と
り
わ
け
祖
国

へ
の
愛
着
が
ラ
イ
シ
テ
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

第
二
は
、
内
務
省
の
宗
務
行
政
担
当
部
局
の
長
で
も
あ
っ
た
、
法
律
実
務
家
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
メ
ジ
ャ
ン

η

営ヽ
８
お
〓
２
‥
）
が

一
九

六
〇
年
に
試
み
た
ラ
イ
シ
テ
の
定
義
で
あ
る
。
彼
は
、
国
家
の
ラ
イ
シ
テ
が
持
つ
従
来
か
ら
の
意
味
と
し
て
次
の
四
つ
の
も
の
を
挙

（２９
）

げ
た
。
①
世
俗
権
力
の
主
権
、
②
宗
教
的
自
由
、
③
後
述
の
ラ
イ
シ
ス
ム
、
④
政
教
分
離
、
が
そ
れ
で
あ
る
。

以
上
の
例
は
年
代
や
場
面
が
異
な
る
が
、
そ
こ
か
ら
ラ
イ
シ
テ
の
語
意
が
多
様
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
よ
う
。
ラ
イ
シ
テ
と
い
う

語
が
、
極
め
て
多
様
な
思
想
を
背
景
と
す
る
反
教
権
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
示
す
単
語
と
し
て
活
用
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
か

ら
、
ラ
イ
シ
テ
の
語
意
が
、
極
め
て
多
義
的
で
、
不
明
確
な
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
節
　
ラ
イ
シ
テ
の
法
的
概
念

一
　

ラ
イ
シ
テ
の
定
義

の
困
難
さ

ラ
イ
シ
テ
が
憲
法
原
則
と
な
っ
た
後
も
、
そ
れ
が
明
確
に
は
定
義
し
難
い
複
雑
な
概
念
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
。
前
節
で

見
た
ラ
イ
シ
テ
の
定
義
の
例
に
お
い
て
、
す
べ
て
ラ
イ
シ
テ
が
多
義
的
で
あ
る
の
は
、
そ
の
こ
と
を
物
語
る
。
ラ
イ
シ
テ
の
定
義
の
困

難
さ
に
つ
き
、
政
治
学
者
モ
ー
リ
ス
・
バ
ル
ビ
エ

（〓
留
『」Ｒ

∝
ミ
σ
一①じ

は
、
次
の
三
つ
の
理
由
を
挙
げ
る
。
第

一
に
、
ラ
イ
シ
テ
が

実
体
概
念
で
は
な
く
国
家
と
宗
教
と
い
う
関
係
を
示
す
関
係
概
念
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
ラ
イ
シ
テ
が
、
国
家
と
宗
教
と
の
積
極
的

関
係
で
は
な
く
、
国
家
と
宗
教
と
の
分
離
を
求
め
る
否
定
的
性
格
を
持
つ
こ
と
、
第
二
に
、
ラ
イ
シ
テ
が
、
静
的
な
概
念
で
は
な
く
進
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化
す
る
概
念
で
あ
り
、
時
代
と
状
況
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
持
ち
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
が
そ
れ
で
あ
る
。

確
か
に
、
政
教
分
離
の
概
念
に
は
こ
う
し
た
性
格
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
く
に
フ
ラ
ン
ス
の
ラ
イ
シ
テ
に
つ
い
て
は
、
法
の

領
域
の
外
で
ラ
イ
シ
テ
を
め
ぐ
る
多
様
な
概
念
が
対
立
し
続
け
た
こ
と
が
、
そ
の
定
義
を
困
難
に
す
る
大
き
な
原
因
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
こ
こ
で
も
、
憲
法
原
則
と
な

っ
た
ラ
イ
シ
テ
の
語
が
も
と
も
と
激
し
い
闘
争
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
誕
生
し
た
こ
と
が
大
き

く
作
用
し
て
い
る
。
こ
の
点
を
、
公
法
学
者
ジ
ャ
ン

・
リ
ヴ

ェ
ロ

（守
営

力
パ̈
『９

は
、
彼
が

一
九
四
九
年
に
発
表
し
た

「
ラ
イ
ン
テ

の
法
的
概
念
」
と
題
す
る
有
名
な
論
文
で
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

ラ
イ
シ
テ
、
そ
の
語
は
火
薬
を
感
じ
さ
せ
る
。
そ
れ
は
相
反
す
る
感
情
的
な
響
き
を
呼
び
起
こ
す
。
そ
し
て
そ
の
対
立
は
、
あ
る
明
瞭
な
概

念
に
賛
成
す
る
か
反
対
す
る
か
に
よ
り
人
々
を
対
抗
さ
せ
る
通
常
の
対
立
で
は
な
い
。
対
立
は
、
概
念
の
ま
さ
に
内
容
、
お
よ
び
語
の
意
味
に

関
し
て
で
あ
る
。

こ
の
不

一
致
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
ラ
イ
シ
テ
の
概
念
は
、
騒
然
と
し
た
状
況
、
す
な
わ
ち
思
想
の
対
立
、
と

り
わ
け
党
派
の
抗
争
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
概
念
は
、
概
念
の
平
穏
な
生
成
あ
る
い
は
定
義
の
努
力
か
る
生
し
た
と
い
う

よ
り
は
、
ず
っ
と
、
制
度
、
気
質
、
絶
対
的
信
念
を
言
い
表
し
て
い
る
。
そ
の
概
念
は
、
自
由
な
討
論
の
領
域
に
生
ま
れ
、
世
論
の
動
き
に
影

響
を
受
け
な
が
ら
、
そ
こ
に
あ
り
続
け
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
ラ
イ
シ
テ
を
定
義
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ラ
イ
シ
テ
は
し
ば
し
ば
隣
接
す
る
諸
価
値
と
同

一
視
さ
れ
る

こ
と
が
あ
る
。
ラ
イ
シ
テ
が
民
主
主
義
や
共
和
制
と
同

一
視
さ
れ
る
の
は
そ
の
例
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ラ
イ
シ
テ
を
祖
国

へ
の
愛
着
だ

と
見
た

一
九
四
六
年
の
制
憲
法
議
会
で
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
議
員
の
発
言
に
も
同
じ
よ
う
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
し
、
オ
リ
ヴ
ィ
エ
・
デ

ュ
ア

メ
ル
と
イ
ブ
・
メ
リ
ー
が
編
纂
し
た

『憲
法
辞
典
』
貧

九
九
二
年
）
の
ラ
イ
シ
テ
の
項
目
が
与
え
た
次
の
説
明
も
そ
う
で
あ
る
。
「
そ
れ

〔ラ
イ
シ
テ
の
語
〕
は
、
あ
ら
ゆ
る
自
治
独
立
主
義
的
な
統
制
、
と
り
わ
け
当
時
、
平
等
で
普
遍
的
な
市
民
の
形
成

へ
の
重
大
な
障
害



を
構
成
し
て
い
た
教
会
の
統
制
か
ら
解
放
さ
れ
た
、
公
的
領
域
の
あ
る
べ
き
本
質
的
特
徴
の
一
つ
を
示
す
」
。
こ
の
よ
う
な
ラ
イ
シ
テ
の

説
明
に
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
も
と
も
と
ラ
イ
シ
テ
を
目
指
し
た
第
二
共
和
制
の
共
和
派
が
ラ
イ
シ
テ
を
国
民
の
統

一
性
と
密
接
に
結

び
付
け
て
い
た
こ
と
に
根
拠
が
あ
り
、
今
日
で
も
ラ
イ
シ
テ
と
共
和
制
と
の
不
可
分
性
を
強
調
す
る
論
者
も
」
榔
。
だ
が
バ
ル
ビ
エ
は

こ
う
し
た
ラ
イ
シ
テ
と
共
和
制
等
と
の
同

一
視
に
は
批
判
的
で
あ
（型

。

一
一　
法
的
概
念
に
関
す
る
学
説

今
日
の
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
は
、
ラ
イ
シ
テ
の
法
的
概
念
を
国
家
の
宗
教
的
中
立
性
と
把
握
し
、
そ
の
法
的
概
念
が
国
家
の
無
神
論
や

反
宗
教
的
教
説
を
含
ま
な
い
と
す
る
点
で
は

一
致
す
る
。

例
え
ば
、
ピ
エ
ー
ル
・ア
ヴ
リ
ユ
と
ジ
ャ
ン
・ギ
ッ
ケ
ル
が
執
筆
し
た

『憲
法
用
語
辞
典
』
■

九
八
九
年
）
は
、
ラ
イ
シ
テ
を

「哲
学

的
ま
た
は
宗
教
的
な
信
念
に
対
す
る
国
家
の
中
立
性
の
原
則
」
と
説
明
し
、
「
ラ
イ
シ
テ
は
、
国
家
の
断
固
た
る
敵
対
を
含
意
す
る
ラ
イ

シ
ス
ム

含
”
０
∽日
ｅ

と
は
異
な
る
」
と
記
述
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
か
つ
て
ラ
イ
シ
テ
が
宗
教
的
中
立
性
と
い
う
語
意
と
と
も
に
含
意

し
た
教
会
を
敵
視
す
る
反
宗
教
思
想
は
、
ラ
イ
シ
ス
ム
と
し
て
、
今
日
で
は
、
実
定
法
の
原
則
と
な
っ
て
い
る
ラ
イ
ン
テ
と
は
区
別
さ

（３６
）

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
か
つ
て
反
教
権
主
義
の
闘
争
の
ラ
イ
シ
テ
が
意
味
し
た
ラ
イ
シ
ス
ム
は
、
今
日
の
ラ
イ
シ
テ
の
法
的
概
念
に
は

含
ま
れ
な
い
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

ま
た
、
リ
ヴ
ェ
ロ
は
、
前
述
の
論
文
に
お
い
て
、　
一
八
八
二
年
の
フ
ェ
リ
ー
法
等
の
実
定
法
や
前
述
の

一
九
四
六
年
の
制
憲
議
会
で

の
ラ
イ
シ
テ
論
議
を
念
頭
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
濯
。

法
の
敷
居
を
越
え
る
と
論
議
は
穏
や
か
に
な
る
。
法
律
家
に
と
っ
て
ラ
イ
シ
テ
の
定
義
は
大
き
な
困
難
を
提
起
し
な
い
。
非
常
に
さ
ま
ざ
ま

な
観
念
が
、
公
開
討
論
の
熱
気
の
中
で
政
治
家
に
よ
り
発
展
さ
れ
得
た
。
だ
が
、
た
だ

一
つ
の
観
念
だ
け
が
公
的
文
書
に
お
い
て
地
歩
を
占
め
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た
。
法
律
、
法
律
を
解
説
し
た
議
会
報
告
書
、
法
律
の
実
施
に
付
随
し
た
通
達
は
、
常
に
、
ラ
イ
シ
テ
を
同

一
の
意
味
す
な
わ
ち
国
家
の
宗
教

的
中
立
性
の
意
味
に
お
い
て
解
し
て
き
た
。

こ
の
よ
う
に
実
定
法
に
表
れ
た
国
家
の
宗
教
的
中
立
性
と
い
う
ラ
イ
シ
テ
の
法
的
概
念
を
決
定
的
な
も
の
に
し
た
の
は
、　
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
判
例
で
あ
る
。
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
宗
教
集
団
に
よ
る
宗
教
活
動
の
制
限
を
め
ぐ
っ
て
生
じ
た
さ
ま
ざ
ま
な
事
件
に

お
い
て
、
ラ
イ
シ
テ
に
関
す
る
法
律
を
宗
教
的
自
由
の
保
障
に
重
点
を
置
い
て
適
用
し
た
な
か
で
、
国
家
の
宗
教
的
中
立
性
と
し
て
の

ラ
イ
シ
テ
の
概
念
を
強
化
し
た
。
こ
の
点
も
、
リ
ヴ
ェ
ロ
は
、
「行
政
判
例
に
お
け
る
ラ
イ
シ
テ
の
概
念
」
と
い
う
論
文

（
一
九
六
〇
年
）

（３８
）

で
次
の
よ
う
に
説
い
た
。

裁
判
官
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
内
容
を
国
家
の
ラ
イ
シ
テ
に
再
び
導
入
す
る
、
あ
ら
ゆ
る
試
み
に
終
止
符
を
打
っ
た
。
・…

当

ン
セ
イ
ユ
・

デ
タ
の
判
例
は
あ
ら
ゆ
る
あ
い
ま
い
な
点
に
終
止
符
を
打
っ
た
。
ラ
イ
シ
テ
は
、　
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
見
地
に
お
い
て
、
中
立
性
で
あ
り
、

中
立
性
の
み
で
あ
る
。
公
務
員
の
職
業
的
活
動
に
お
い
て
、
い
か
な
る
も
の
も
彼
の
中
立
性
の
義
務
に
違
背
し
な
い
以
上
、
公
務
員
に
と
っ
て
、

あ
る
信
仰

へ
の
個
人
的
な
入
信
は
、
ラ
イ
シ
テ
の
違
反
で
は
な
い
し
、
そ
う
で
は
あ
り
え
な
い
。

さ
ら
に
、
ラ
イ
シ
テ
を
国
家
の
宗
教
的
中
立
性
と
解
す
る
こ
と
は
、
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
に
す
べ
て
の
信
仰
の
尊
重
を
付
加
す
る
現
行

の

一
九
五
八
年
憲
法
の
規
定

（
一
条
）
を
見
れ
ば
、
さ
ら
に
容
易
で
あ
る
。
ま
た
、
判
例
は
、
こ
の
規
定
を
参
照
し
て
、
「国
家
の
ラ
イ

シ
テ
と
公
役
務
全
体
の
中
立
性
の
諸
要
素
の

一
つ
で
あ
る
公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
は
、
教
育
が
、　
一
方
で
…
…
教
育
の
中
立
性
を

尊
重
し
、
他
方
で
生
徒
の
良
心
の
自
由
を
尊
重
し
て
施
さ
れ
る
こ
と
を
命
じ
る
」
と
結
論
す
る
が
、
こ
こ
で
も
、
ラ
イ
シ
テ
が
国
家
の

宗
教
的
中
立
性
を
意
味
す
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
今
日
の
学
説
は
、　
一
般
に
法
的
概
念
と
し
て
の
ラ
イ
シ
テ
を
国
家
の
宗
教
的
中
立
性
と
解
す
る
の
で
あ
る
が
、

い
く
つ
か
の
学
説
を
見
れ
ば
、
ラ
イ
シ
テ
が
国
家
の
宗
教
的
中
立
性
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
な
い
ま
で
も
、
そ
れ
だ
け
で
満
足
し
な
い



も
の
も
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
法
学
者
の
ル
イ

・
ド

・
ノ
ー
ロ
ワ

（ｒ
８
お

，

Ｚ
営
『ｏ
こ

の
説
明
は
、
そ
の
例
で
あ
る
。
彼
は
、
「
ラ
イ
シ
テ
の

制
度
は
教
会
に
対
す
る
敵
対
の
制
度
で
は
な
（刺

」
と
明
言
し
な
が
ら
、
ラ
イ
シ
テ
を
国
家
の
非
宗
派
性

９
８
‐８
●
〔０■
８
３
澤
ｅ

と
定

義
し
、
国
家
の
非
宗
派
性
の
要
素
と
し
て
、
次
の
三
つ
を
挙
げ
ダ
。
①
国
家
が
い
か
な
る
信
仰
告
白
を
し
な
い
と
い
う

「教
義
上
の
ラ

イ
シ
テ
あ
る
い
は
非
宗
派
性
」
、
②
「宗
教
事
項
に
つ
い
て
の
国
家
の
無
権
限
お
よ
び
国
家
が
自
己
の
権
限
に
属
す
る
と
定
め
る
事
項
に

つ
い
て
の
宗
教
当
局
の
無
権
限
」
、
③
宗
教
的
自
由
、
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
つ
ち
①
、
③
お
よ
び
②
の
「宗
教
事
項
に
つ
い
て
の
国
家

の
無
権
限
」
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
リ
ヴ
ェ
ロ
も
ラ
イ
シ
テ
の
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
ノ
ー
ロ
ワ
の
見
解
は
、
そ
の
②
の

「国
家
事
項
に
つ
い
て
の
宗
教
当
局
の
無
権
限
」
を
指
摘
す
る
と
こ
ろ
に
独
自
性
が
あ
る
。
彼
は
そ
の
宗
教
当
局
の
無
権
限
の
例
と
し

て
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
で
は
教
会
が
行

っ
た
戸
籍
等
の
公
役
務
の
非
宗
教
性
を
挙
げ
る
ｃ

こ
の
点
の
指
摘
に
お
い
て
、
バ
ル
ビ
エ
が
主
張
す
る
ラ
イ
シ
テ
の
定
義
は
、
ノ
ー
ロ
ワ
の
定
義
に
類
似
す
る
。
バ
ル
ビ
エ
は
、
宗
教

的
自
由
が
ラ
イ
シ
テ
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
ラ
イ
ン
テ
に

「国
家
と
宗
教
と
の
完
全
な
分
離
」
と

「宗
教
に
関
す
る
国

家
の
厳
格
な
中
立
」
と
い
う
二
重
の
定
義
を
与
え
る
。
前
者
に
関
し
、
バ
ル
ビ
エ
は
、
こ
れ
に
よ
り
、
国
家
は
宗
教
的
影
響
を
離
れ
て

固
有
の
発
展
を
し
、
宗
教
は
私
的
領
域
に
属
し
国
家
か
ら
独
立
し
て
自
由
に
活
動
す
る
と
い
う
、
相
互
に
よ
い
効
果
が
生
じ
る
と
説
く
。

な
お
、
彼
に
よ
れ
ば
、
政
教
分
離
は
法
律
上
の
ラ
イ
シ
テ
で
あ
り
、
国
家
の
宗
教
的
中
立
性
は
憲
法
上
の
ラ
イ
シ
テ
で
あ
る
と
い
理
。

さ
ら
に
、
よ
り
明
確
に
教
会
に
よ
る
政
治
権
力
の
不
行
使
を
伴
う
分
離
を
ラ
イ
シ
テ
の
法
的
概
念
と
す
る
も
の
も
あ
る
。
著
名
な
民

法
学
者
ア
ン
リ
・カ
ピ
タ
ン

８
８
『【
Ｏ
Ｓ
一け営
ｃ

に
よ
る

一
九
二
六
年
の
ラ
イ
シ
テ
の
定
義
、
「国
家
が
い
か
な
る
宗
教
上
の
権
力
を
行

使
せ
ず
、
教
会
は
い
か
な
る
政
治
上
の
権
力
を
行
使
し
な
い
と
い
う
、
世
俗
社
会
と
宗
教
社
会
と
の
分
離
を
意
味
す
る
政
治
的
観
念
」

が
そ
う
で
あ
る
。
今
日
こ
れ
を
参
照
し
て
、
デ
ュ
ラ
ン
Ｈ
プ
ラ
ン
ボ
ル
ニ
ュ
は
、
ラ
イ
シ
テ
の
二
つ
の
命
題
を
次
の
よ
う
に
述
べ
型
。
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「第

一
は
、
国
家
が
い
か
な
る
宗
教
上
の
権
力
を
行
使
し
な
い
こ
と
、
第
二
は
、
あ
る
教
会
あ
る
い
は
す
べ
て
の
教
会
が
い
か
な
る
政

治
上
の
権
力
を
行
使
し
な
い
こ
と
」
と
。

以
上
か
ら
、
要
す
る
に
、
今
日
の
学
説
は
、
ラ
イ
ン
テ
の
法
的
概
念
を
、
国
家
の
宗
教
的
中
立
性
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
と
も
に
政

教
分
離
を
加
え
て
理
解
し
、
さ
ら
に

一
部
の
学
説
に
は
教
会
の
非
政
治
性
を
も
加
味
し
て
ラ
イ
シ
テ
を
把
握
す
る
も
の
も
あ
る
と
い
え

卜
で
つ
。

〓
一　
ラ
イ
シ
テ
の
内
容

法
的
概
念
と
し
て
の
ラ
イ
シ
テ
が
国
家
の
宗
教
的
中
立
性
を
意
味
す
る
と
解
し
た
う
え
で
、
ラ
イ
ン
テ
の
内
容
を
分
析
す
る
場
合
、

一
九
四
六
年
憲
法
以
前
の
い
く
つ
か
の
法
規
定
と
り
わ
け

一
九
〇
五
年
の
政
教
分
離
法
の
一
般
条
項
を
参
照
す
る
の
が
、
学
説
の

一
般

的
な
方
法
で
あ
る
。
例
え
ば
、
憲
法
学
者
の
ジ
ャ
ン
・
モ
ラ
ン
ジ
ュ

（青
営

〓
Ｒ
讐
鷺
）
は
、
ラ
イ
ン
テ
固
有
の
意
味
を
国
家
の
宗
教

的
中
立
性
に
見
た
う
え
で
、
「
こ
の
中
立
性
は
、
そ
れ
が
最
も
強
力
に
宣
言
さ
れ
た
時
代
の
歴
史
的
、
法
的
文
脈
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
初
め
て
理
解
さ
れ
得
る
」
と
主
張
し
て
、
政
教
分
離
法
の
一
般
条
項
を
参
照
す
る
。

リ
ヴ
ェ
ロ
も
同
様
の
方
法
で
ラ
イ
シ
テ
の
内
容
を
検
討
し
、
前
述
の
論
文

「
ラ
イ
シ
テ
の
法
的
概
念
」
に
お
い
て
、
彼
は
ラ
イ
シ
テ

の
内
容
と
し
て
次
の
四
つ
を
指
摘
す
る
。
第

一
に
、
国
家
が
宗
教
の
宣
伝
を
し
な
い
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
さ
ら
に
、
①
国
家
が
あ
ら

ゆ
る
教
理
か
ら
離
れ
て
い
る
こ
と
、
②
国
家
機
関
が
宗
教
活
動
を
し
な
い
こ
と
、
③
国
家
が
宗
教

へ
援
助
し
な
い
こ
と
、
に
細
分
す
る
。

こ
の
う
ち
②
に
つ
い
て
リ
ヴ
ェ
ロ
は
議
会
開
会
時
の
公
的
祈
蒔
を
廃
止
し
た

一
人
八
四
年
の
憲
法
改
正
の
例
を
挙
げ
、
ま
た
③
に
つ
い

て
は
リ
ヴ
ェ
ロ
は
明
示
的
に
引
用
し
な
い
が
後
述
の
政
教
分
離
法
二
条
の
規
定

３
不
教
の
公
認
禁
止
お
よ
び
補
助
金
禁
止
）
を
念
頭
に
お
い

た
と
推
測
さ
れ
る
。
第
二
に
、
国
家
が
個
人
の
宗
教
選
択
を
尊
重
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
政
教
分
離
法
二
条
二
項
（施
設
付
司
祭
の



公
費
負
担
）を
根
拠
と
す
る
。
第
二
に
、
公
職
採
用
に
お
け
る
形
而
上
学
的
事
項
に
関
す
る
差
別
の
禁
止
で
あ
り
、
こ
れ
に
は

一
九
四
六

年
の
官
吏
の
一
般
的
地
位
に
関
す
る
法
律
が
援
用
さ
れ
る
。
第
四
は
、
国
家
が
宗
教
事
項
に
関
す
る
教
会
の
規
則
を
尊
重
す
る
こ
と
、

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
リ
ヴ
ェ
ロ
は
宗
教
的
自
由
に
関
す
る
事
項
も
ラ
イ
シ
テ
の
内
容
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
姿
勢
は
、
彼
の
著

し
た

「公
的
自
由
」
曾
瀬

一ヽ３

冒
σ
Ｆ
お
し

―
―
わ
が
国
に
人
権
に
相
当
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
法
学
教
育
科
目
―
―
の
概
説
書
に
は
、
さ

ら
に
明
確
で
あ
る
。
リ
ヴ
ェ
ロ
は
、
ラ
イ
シ
テ
の
内
容
が
本
質
的
に
政
教
分
離
法
の
冒
頭
の
ニ
カ
条
か
ら
導
き
出
せ
る
と
し
て
、
政
教

分
離
法
二
条
の
宗
教
の
公
認
禁
止
を
ラ
イ
シ
テ
の
消
極
的
側
面
と
し
、
同
法

一
条
の
良
心
の
自
由
、
礼
拝
の
自
由
お
よ
び
二
条
二
項
の

施
設
付
司
祭
の
公
費
負
担
を
ラ
イ
シ
テ
の
積
極
的
側
面
と
整
理
す
が
。
こ
の
よ
う
に
、
政
教
分
離
法
の

一
条
と
二
条
か
ら
の
み
ラ
イ
シ

テ
の
内
容
を
演
繹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ラ
イ
シ
テ
と
宗
教
的
自
由
の
保
障
を
密
接
に
結
び
付
け
、
と
く
に
施
設
付
司
祭
の
費
用
の
公

費
負
担
を
も
ラ
イ
シ
テ
の
内
容
と
性
格
づ
け
る
学
説
は
少
な
く
な
岬
。

だ
が
、
ラ
イ
シ
テ
の
固
有
の
内
容
を
政
教
分
離
法
二
条

↑
不
教
の
公
認
禁
止
等
）
に
限
定
す
る
学
説
も
あ
る
。
モ
ラ
ン
ジ
ュ
の
見
解
が

そ
の
例
で
あ
る
。
彼
も
、
前
述
の
よ
う
に
ラ
イ
ン
テ
の
内
容
を
検
討
す
る
際
に
政
教
分
離
法
の

一
般
条
項
を
参
照
し
な
が
ら
も
、
次
の

よ
う
に
述
べ
る
。
「前
者
の
原
則

〔良
心
の
自
由
、
礼
拝
の
自
由
〕
は

一
七
八
九
年
宣
言
の

一
〇
条
の
内
容
を
繰
り
返
し
た
に
す
ぎ
ず
、

フ
ラ
ン
ス
的
ラ
イ
シ
テ
の
精
神
、
す
な
わ
ち
教
会
と
国
家
の
分
離
の
精
神
を
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
注
目
す
べ
き
で
あ
る
の
は
む
し

ろ
後
者
の
原
則

Ｔ
ホ
教
の
公
認
禁
止
等
〕
で
あ
（型

」
。
モ
ラ
ン
ジ
ュ
は
、
テ
」う
し
た
考
え
か
ら
、
ラ
イ
シ
テ
の
内
容
と
し
て
、
宗
教
活
動

が
私
法
に
属
す
る
こ
と
、
公
役
務
の
宗
教
的
中
立
性
、
公
教
育
の
宗
教
的
中
立
性
等
を
挙
げ
犯
。
ま
た
ヽ
ド
ミ
ニ
ッ
ク
・グ
ロ
Ｏ
ｏ
日
ユ
ｆ
ｏ

Ｏ
ｏヽ
∽）
が
、
政
教
分
離
法
に
照
ら
し
て
ラ
イ
シ
テ
に
関
す
る
憲
法
規
定
を
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ラ
イ
ン
テ
の
内
容
と
し
て
次
の
四
つ

を
導
き
出
す
の
も
、
同
様
の
見
解
に
立
つ
も
の
と
し
て
理
解
で
き
よ
う́
。
①
戸
籍
の
ラ
イ
シ
テ
、
②
国
教
の
不
存
在
、
③
公
的
領
域
の

ラ
イ
シ
テ

（公
共
の
場
所
に
お
け
る
宗
教
的
象
徴
物
の
禁
止
な
ど
）、
④
礼
拝

へ
の
補
助
の
禁
止
、
が
そ
れ
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
ラ
イ
シ
テ
固
有
の
内
容
の
範
囲
に
関
し
て
は
、
学
説
に
よ
り
差
は
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
多
数
の
学
説
が
宗
教
的
自

由
の
保
障
を
も
ラ
イ
シ
テ
そ
の
も
の
の
内
容
と
し
て
把
握
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
ラ
イ
シ
テ
と
宗

教
的
中
立
性
の
原
則
に
関
す
る
個
別
の
問
題
を
見
る
場
合
に
重
要
に
な
ろ
う
。

ま
　
と
　
め

ラ
イ
シ
テ
と
い
う
語
は
、
も
と
も
と
、
法
的
概
念
と
は
ほ
ど
遠
い
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
闘
争
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
示
す
も
の
で

あ

っ
た
。
し
か
も
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
極
め
て
多
様
な
思
想
か
ら
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
ラ
イ
シ
テ
は
極
め
て
あ
い
ま

い
で
多
義
的
な
単
語
で
あ

っ
た
。
第
二
共
和
制
の
時
代
に
共
和
派
が
制
定
し
た
政
教
分
離
法
を
は
じ
め
と
す
る
非
宗
教
化
立
法
に
、
従

来
か
ら
の
語
義
で
の
ラ
イ
ッ
ク
と
い
う
語
を
掲
げ
た
ゴ
ブ
レ
法

一
七
条
を
除
き
、
ラ
イ
シ
テ
の
文
言
が
現
れ
て
い
な
い
の
は
、
そ
の
た

め
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
実
定
法
上
の
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
は
、　
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
例
お
よ
び
学
説
に
よ
り
、
も

と
も
と
の
ラ
イ
シ
テ
に
色
濃
く
見
ら
れ
た
国
家
の
無
神
論
や
反
宗
教
的
思
想
の
語
感
を
払
拭
し
た
、
国
家
の
宗
教
的
中
立
性
を
意
味
す

る
も
の
と
解
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
法
的
概
念
と
し
て
の
ラ
イ
シ
テ
が
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
原
則
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
見
る
と
、
ラ
イ
ン
テ
の
概
念
が
歴
史
的
に
変
化
し
て
き
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
故
に
ラ
イ
シ
テ
の
概
念
が

依
然
と
し
て
あ
い
ま
い
で
あ
る
こ
と
し
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
ラ
イ
シ
テ
は
、
か
つ
て
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と

国
家
と
の
間
で
フ
ラ
ン
ス
人
を
三
分
し
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た
抗
争
を
思
い
出
さ
せ
る
概
念
で
あ
っ
て
、
ラ
イ
シ
テ
は
ま
さ
に
フ
ラ
ン
ス

人
の
心
情
に
関
わ
る
価
値
で
あ
る
こ
と
か
ら
い
っ
て
も
、
そ
の
概
念
が
な
お
あ
い
ま
い
で
あ
る
の
は
当
然
だ
と
も
い
え
よ
う
。
ま
た
、

と
く
に
「新
し
い
ラ
イ
シ
テ
」
に
関
す
る
最
近
の
論
議
に
お
い
て
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
ラ
イ
シ
テ
が
今
日
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
も
っ
　
７５



て
論
じ
ら
れ
、
ま
た
イ
ス
ラ
ム
の
ス
カ
ー
フ
事
件
な
ど
法
的
問
題
が
関
わ
る
場
合
に
お
い
て
、
ラ
イ
シ
テ
を
め
ぐ
り
対
立
し
あ
う
解
釈

が
示
さ
れ
る
と
い
う
事
実
捷
、
ラ
イ
シ
テ
の
変
化
す
る
性
格
と
そ
の
あ
い
ま
い
性
を
物
語

っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
憲
法
制
定
者
が
ラ
イ

シ
テ
を
定
義
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
判
例
に
よ
り
、
ラ
イ
シ
テ
の
概
念
が
現
実
の
政
教
関
係
の
進
展
に
応
じ
て
今
後
も
柔
軟
に
変
化

し
得
る
余
地
が
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
今
日
ま
で
、
憲
法
院
が
違
憲
審
査
に
お
い
て
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
を
援
用
す
る
こ
と
に
消

極
的
で
あ
る
の
は
、
ラ
イ
シ
テ
の
概
念
の
こ
う
し
た
あ
い
ま
い
さ
の
故
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
ラ
イ
シ
テ
と
い
う
語
が
示
す
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
政
教
分
離
が
、
宗
教
領
域
を
超
え
て
公
的
領
域
に
介
入
す
る
の
を

教
会
に
や
め
さ
せ
る
た
め
の
国
家
の
教
会
と
の
抗
争
を
原
因
に
し
て
成
立
し
た
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
政
教
分
離
の
大
き
な
特
徴
で
あ

る
。
だ
が
、
法
的
概
念
と
し
て
の
ラ
イ
シ
テ
は
、
反
教
権
主
義
の
闘
争
の
時
期
の
ラ
イ
ン
テ
の
語
意
か
ら
変
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

も
明
確
で
あ
る
。
今
日
の
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
は
、
反
教
権
主
義
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
宗
教
的
自
由
の
保
障
と
結
び
付

く
国
家
の
宗
教
的
中
立
性
で
あ

っ
て
、
国
家
の
反
宗
教
的
教
説
な
ど
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
の
政
教
分
離
が
旧

ソ
連
の
よ
う
な
反
宗
教
的
な
政
教
分
離
で
は
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
し
、
ま
た
わ
が
国
で
従
来
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
（口

、
そ
れ

を

「非
友
好
的
分
離
」
と
性
格
づ
け
る
こ
と
も
問
題
が
あ
ろ
（口

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
フ
ラ
ン
ス
の
政
教
分
離
の
性
格
は
、
ラ
イ
シ
テ
の

原
則
が
適
用
さ
れ
る
各
個
別
領
域

（本
書
第
二
編
参
昭
じ

に
お
け
る
問
題
状
況
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
明
確
に
な
ろ
う
。
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教
分
離
法
二
条
の
完
全
な
遵
守
を
求
め
た
、
六
〇
余
名
の
下
院
議
員
の
提
出
に
よ
る

一
九
五
六
年

一
月

二
五
日
の
決
議
案
は
、
政
教
分
離
法
二
条
を
「国
家
の
憲
法
上
の
ラ
イ
シ
テ
お
よ
び
す
べ
て
の
市
民
の
良
心
の
自
由
を
保
障
す
る
も
の
」
と
す
る
が
、
こ
れ

は
ラ
イ
シ
テ
の
内
容
を
政
教
分
離
法
二
条
に
限
定
す
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
さ
ミ
ミ
ミ

め
ヽ

やヽ
ヽ
ふ

ゃ
ヽ
゛
ミ
、
ミ
ミ
ヽ
Ｒ
ミ
ン
ド
υ
Ｒ
ｔ
Ｓ
ミ
ヽ
ヽ
り

ミヽ
〓
゛

ヾ
ヽ
ヽ
ｏ
ヽ
ヽ
お

・
８

８

・
つ
８

さ

ら

に

参

昭
小、

『
ｏ
”
●

力
ｏ
●
す
ｏ

無

＞
う
０
（

『
ｏ
Ｌ

】Ｆ
・
い

きヽ

ミ
み

ヽ
ミ
ミ
ミ
ミ

´

〓

ｃ
０
０
Ｌ

ピ

】ざ
ド

８

鵠

ヽ
フ
実

ｒ

５３
　
教
会
史
家
ル
ネ
・
レ
モ
ン
は
、
ラ
イ
シ
テ
を
変
化
、
進
化
す
る
概
念
と
す
る
。
Ｃ
Ｐ
力
ｏ
●
い
π
いヨ
ｏ
●

，
ｒ
”
白ｏ
８̈
２
α
い０
“
お
０
”ヽ
二
ｏ
日
α
．，
〓
』・〓
２
ミ
ヽヽ

ミ

いヽ
ヽ
ミヽ

ヽ
ヽ
き

゛
』ヽ
改
・
Ｏ
ｏ
う
け●
「ざ
Ｐ
〓ΦΦＰ
Ｏ
日Ｎ”

５４
　
一
編

一
章
四
三
頁
参
照
。

５５
　
二
編
三
章
二
〇
二
頁
参
照
。

５６
　
相
沢
久

『現
代
国
家
に
お
け
る
宗
教
と
政
治
』
（勁
草
董
房
、　
一
九
六
九
）
二
〇
〇
頁
。

５７
　
同
様
の
問
題
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
大
石
員

『憲
法
と
宗
教
制
度
』
（有
斐
閣
、　
一
九
九
六
）

一
二
〇
頁
ｃ



第
二
章
　
国
家
の
宗
教
的
中
立
性

わ
が
国
に
お
い
て
政
教
分
離
原
則
が
国
家
の
宗
教
的
中
立
性
を
意
味
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
ラ
イ
シ
テ
は
、
今
日
の
フ
ラ

ン
ス
に
お
い
て
、
国
家
の
宗
教
的
中
立
性
の
意
で
理
解
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
国
家
の
宗
教
的
中
立
性
が
い
か
な
る
意
味
と
内
容
を
持
つ

も
の
か
を
分
析
す
る
こ
と
が
、
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
の
政
教
分
離
を
研
究
す
る
う
え
で
の
一
つ
の
ス
テ
ッ
プ
と
な
る
。
本
章
で
は
、
ま
ず

中
立
性

一
般
と
ラ
イ
シ
テ
と
の
関
連
を
見
た
後
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
公
法
学
説
に
特
徴
的
な
消
極
的
中
立
性
と
積
極
的
中
立
性
と
に
分
け

て
、
宗
教
的
中
立
性
の
内
容
と
特
徴
を
述
べ
る
。

第

一
節
　
ラ
イ
シ
テ
と
中
立
性

ラ
イ
シ
テ
は
憲
法
原
則
と
し
て
明
確
で
あ
る
が
、
中
立
性
そ
れ
自
体
は
少
な
く
と
も
現
行
憲
法
で
は
明
確
で
は
な
い
。
だ
が
、
さ
ま

ざ
ま
な
文
書
が
ラ
イ
シ
テ
と
中
立
性
と
の
密
接
な
関
連
性
を
証
言
す
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
二
つ
の
例
だ
け
を
見
る
。

第

一
に
、　
一
九
四
六
年
の
い
わ
ゆ
る
四
月
案
の
次
の
一
三
条
二
項
の
法
文
で
あ
る
。
「良
心
の
自
由
お
よ
び
礼
拝
の
自
由
は
、
す
べ
て

の
信
条
お
よ
び
す
べ
て
の
礼
拝
に
対
す
る
国
家
の
中
立
性
に
よ
り
保
障
さ
れ
る
。
国
家
の
中
立
性
は
、
と
く
に
教
会
と
国
家
の
分
離
な

ら
び
に
公
権
力
と
公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
に
よ
り
保
障
さ
れ
る
」。
こ
こ
に
お
い
て
ラ
イ
シ
テ
は
宗
教
的
自
由
を
保
障
す
る
た
め
の
中
立
性
　
８‐



の
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
第
二
に
、　
一
九
七
二
年
九
月
二

一
日
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・デ
タ
の
非
公
表
の
意
見
で
あ
る
。
「国

家
の
ラ
イ
シ
テ
と
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
を
確
立
し
た
憲
法
規
定
は
公
役
務
全
体
の
中
立
性
を
命
じ
る
」
と
述
べ
る
同
意
見
は
、
中
立
性
を

憲
法
原
則
で
あ
る
ラ
イ
シ
テ
か
ら
派
生
す
る
も
の
だ
と
理
解
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
二
に
、　
一
九
九
二
年

一
一
月
二
日
の
コ
ン
セ

イ

ュ
・デ
タ
判
決
の
次
の
一
節
で
あ
る
。
「国
家
の
ラ
イ
シ
テ
の
要
素
の

一
つ
で
あ
り
、
公
役
務
全
体
の
中
立
性
の
要
素
の

一
つ
で
あ
る

公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
は
、　
一
方
で
、
教
育
が
こ
の
中
立
性
の
尊
重
の
う
ち
に
な
さ
れ
る
こ
と
を
命
じ
る
」。
こ
こ
で
は
、
ラ
イ
シ

テ
は
公
役
務
の
中
立
性
の

一
要
素
で
あ
る
と
と
と
も
に
中
立
性
の
遵
守
を
命
じ
る
原
則
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
例
に
お
い
て
、
確
か
に
ラ
イ
シ
テ
と
中
立
性
は
関
連
す
る
が
、
両
者
の
関
係
は
微
妙
に
異
な
る
こ
と
も
分
か
る
。
ま
た
、
そ

こ
で
は
二
つ
の
概
念
は

一
応
区
別
さ
れ
、
完
全
に
は
同
意
義
語
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
反
映
し
て
、
学
説
で
は
、

ラ
イ
シ
テ
を
宗
教
的
中
立
性
と
解
し
な
が
ら
も
、
ラ
イ
シ
テ
と
中
立
性
と
の
関
係
に
関
す
る
説
明
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
混

乱
す
ら
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
リ
ヴ
ェ
ロ
は
、
両
者
の
概
念
に
つ
き
、
ラ
イ
シ
テ
が
感
情
的
響
き
を
含
み
、
あ
い
ま
い
さ
を
持
つ
こ

と
を
指
摘
す
る
だ
け
で
な
く
、
「中
立
性
の
要
求
は
宗
教
の
領
域
を
超
え
る
が
、
ラ
イ
シ
テ
の
要
求
は
そ
の
領
域
に
限
定
さ
れ
る
。
…
…

し
た
が
っ
て
、
中
立
性
は
ラ
イ
シ
テ
を
包
含
す
る
が
そ
れ
を
超
え
（犯

」
と
述
べ
る
。
だ
が
、
教
育
法
学
者
サ
ビ
ヌ

・
モ
ン
シ
ャ
ン
ベ
ー

ル

ａ
３
』お
〓
８
３
”
日
ぎ
こ

は
、
「
ラ
イ
シ
テ
は
中
立
性
と
同
化
し
、
ラ
イ
シ
テ
は
宗
派
の
中
立
性
に
限
ら
れ
ず
政
治
的
中
立
性
と
も

理
解
さ
れ
る
」
と
、
リ
ヴ
ェ
ロ
の
説
明
と
は
明
ら
か
に
矛
盾
す
る
こ
と
を
記
す
。

だ
が
、
ラ
イ
シ
テ
と
中
立
性
と
を
厳
密
に
比
較
し
た
場
合
、
前
者
が
憲
法
原
則
で
あ
り
後
者
が
公
役
務
に
関
す
る
法
律
上
の
原
則
で

あ
る
と
い
う
差
異
の
ほ
か
に
、
少
な
く
と
も
次
の
二
つ
の
点
で
中
立
性
の
概
念
の
方
が
ラ
イ
シ
テ
の
概
念
よ
り
も
広
い
と
い
う
違
い
が

（６
）

認

め
ら
れ
る
と

い
え
よ
う
。

第

一
に
、
ラ
イ
シ
テ
が
宗
教
の
領
域
し
か
対
象
と
し
な
い
の
に
対
し
、
中
立
性
は
そ
れ
だ
け
を
守
備
範
囲
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
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い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
立
性
は
、
政
治
的
中
立
性
や
哲
学
的
中
立
性
も
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
フ
ラ
ン
ス
に

お
け
る
中
立
性
の
論
じ
ら
れ
方
、
取
り
扱
わ
れ
方
を
見
て
も
分
か
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
中
立
性
は
、
意
見
の
自
由

（】【ｇ

８ヽ

０
ヽ

８
ヨ
８
）、
さ
ら
に
は
思
想
の
自
由

貧
】ｇ

８ヽ
８

ご
Ｒ
●
∽Ｏｃ
、
す
な
わ
ち
宗
教
信
仰
の
み
な
ら
ず
、
お
よ
そ
個
人
の
内
心
で
の
精
神
活

動
に
関
し
て
論
じ
ら
れ
る
の
が

一
般
的
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
の
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
学
説
が
政
治
的
、
思
想
的
中
立
も
含
め

て
中
立
性
を
考
察
す
る
こ
と
を
示
す
。

第
二
に
、
ラ
イ
シ
テ
が
中
立
性
の
す
べ
て
を
包
摂
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ラ
イ
シ
テ
は
厳
密
に
見

れ
ば
公
役
務
か
ら
宗
派
色
を
除
く
こ
と
の
み
を
要
求
す
る
の
に
対
し
、
中
立
性
は
公
役
務
が
宗
教
的
に
偏
り
が
な
い
こ
と
を
求
め
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
と
く
に
厳
格
な
中
立
性
が
要
求
さ
れ
る
公
教
育
の
領
域
に
つ
い
て
考
え
る
と
分
か
り
や
す
い
。
こ
の
領
域
で

は
、
中
立
性
は
教
育
の
公
役
務
に
偏
り
が
な
い
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
ラ
イ
シ
テ
は
公
教
育
が
非
宗
派
的
で
あ
る
こ
と
を

意
味
す
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
の
理
解
の
仕
方
は
、
教
育
法
学
者
ジ
ャ
ン
・
フ
ェ
リ
ク
ス
・
ヌ
ベ
ル

（岩
〓

も
９
×
ｚ
８
汀
じ
が
、
そ
れ
を

「学
校
を
あ
ら
ゆ
る
宗
派
主
義

∂
８
いｏ■
８
８
Ｆ
ヨ
ｅ

の
外
に
置
く
こ
（ど

」
と
定
義
し
、
ま
た
行
政
法

学
者
ア
ン
ド
レ
・
ド

・
ロ
バ
デ
ー
ル

（＞
ａ
思
Ｐ

ｒ
営
ｇ
器
『ｃ

が
、
「国
家
が
国
家
の
教
育
を
あ
る
宗
教
宗
派
の
役
務
と
し
て
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
、
よ
り

一
般
的
に
は
、
そ
の
教
育
が
実
際
上
あ
る
信
仰
の
流
布
の
手
段
と
な
ら
な
い
よ
う
に
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
こ
（だ

」
と
ラ
イ
シ
テ
を
意
味
づ
け
る
こ
と
に
示
さ
れ
る
。
ラ
イ
シ
テ
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
ラ
イ
シ

テ
は
公
教
育
か
ら
宗
教
勢
力
を
排
除
す
る
こ
と
だ
け
を
主
眼
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
非
宗
派
的
な
教

育
の
公
役
務
が
宗
教
信
仰
を
非
難
し
た
り
、
妨
げ
た
り
し
な
い
と
い
う
こ
と
ま
で
中
立
性
は
意
味
す
る
も
の
に
な
る
。
学
説
に
お
い
て
、

（１０
）

中
立
性
は
ラ
イ
シ
テ
を
補
足
す
る
と
か
、
あ
る
い
は
中
立
性
は
ラ
イ
シ
テ
を
延
長
さ
せ
た
も
の
だ
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ

れ
な
ど
も
そ
の
よ
う
な
ラ
イ
シ
テ
と
中
立
性
と
の
厳
密
な
差
を
意
識
し
た
も
の
だ
と
い
え
る
。



ラ
イ
シ
テ
が
宗
教
的
中
立
性
で
あ
る
と
い
う
場
合
も
、
以
上
に
見
た
ラ
イ
シ
テ
と
中
立
性
と
の
間
の
微
妙
な
相
違
に
注
意
す
る
必
要

力
あ
ろ
う
。

第
二
節
　
消
極
的
中
立
性

今
日
の
フ
ラ
ン
ス
の
公
法
学
説
は
、
国
家
の
中
立
性
を
二
つ
の
も
の
に
分
類
す
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
中
立
性
と
は
、
論
者

に
よ
っ
て
用
語
は
異
な
る
が
、
憲
法
学
者
ジ
ャ
ッ
ク
・
ロ
ベ
ー
ル
Ｇ
“
８
用
∽
”
３
のこ

の
用
語
に
よ
れ
ば
、
「消
極
的
中
立
性
責
用
〓
けヽ
じ
な

忌
歯
一一く
ｃ
お
よ
び
「積
極
的
中
立
性
」
言
８
けヽ
当
８
Ｂ
浄
』バ
）
で
あ
犯
。
消
極
的
中
立
性
に
つ
き
、　
口
べ
―
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
公
役
務
は
、
公
役
務
の
利
用
者
の
意
見
に
基
づ
く
彼
ら
の
間
で
の
い
か
な
る
差
別
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
公
役
務

は
意
見
を
無
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
（ば

」
と
。
こ
の
趣
旨
を
国
家
の
宗
教
的
中
立
性
に
置
き
直
せ
ば
、
消
極
的
中
立
性
と
は
、
国
家
に

よ
る
、
宗
教
信
仰
に
基
づ
く
差
別
の
禁
止
、
さ
ら
に
個
人
の
宗
教
信
仰
の
無
視
を
意
味
す
る
も
の
だ
と
い
え
る
。
ロ
ベ
ー
ル
は
、
消
極

的
中
立
性
に
つ
い
て
、
そ
の
原
則
を
適
用
し
た
判
例
を
指
摘
し
、
そ
の
原
則
が
作
用
し
た
公
役
務
の
制
度
的
整
備
を
例
示
す
る
。
そ
れ

を
参
考
に
し
、
ま
た
他
の
論
者
の
説
明
を
も
考
慮
し
な
が
ら
、
以
下
、
消
極
的
中
立
性
の
意
味
す
る
こ
と
を
分
析
し
よ
う
。

一
　

判
　
　
例

消
極
的
中
立
性
に
関
し
て
学
説
が
よ
く
引
用
す
る
の
は
、　
コ
ン
セ
イ
ユ
・デ
タ
の

一
九
四
三
年
七
月
九
日
の
フ
ェ
ラ
ン
判
決
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
当
時
の
ヴ
ィ
シ
ー
政
権
の
下
で
の
反

ユ
ダ
ヤ
主
義
を
背
景
に
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
的
立
法
の
適
用
を
容
易
に
す
る
目
的
か
ら
、

あ
る
県
の
知
事
が
、
県
の
ホ
テ
ル
の
宿
泊
者
名
簿
に
つ
き
、
そ
の
中
に
宿
泊
者
の
宗
教
の
欄
を
含
む
書
式
を
定
め
た
と
い
う
事
件
に
お
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い
て
、
そ
の
決
定
を
違
法
だ
と
し
た
判
決
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
決
定
が
許
さ
れ
な
い
の
は
、
良
心
の
自
由
の
保
障
、
私
生
活
の
保
護

な
ど
の
観
点
か
ち
も
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
今
日
、
国
勢
調
査
に
も
宗
教
の
欄
は
な
い
。
だ
が
、
こ
の
判
例
は
、
公
役
務
が
市
民
の
宗

教
信
仰
に
基
づ
き
差
別
し
な
い
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
信
仰
を
無
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
換
言
す
れ
ば
そ
れ
を
知
ろ
う
と
し
て
は

な
ら
な
い
と
い
う
消
極
的
中
立
性
の
原
則
を
適
用
し
た
例
だ
と
さ
れ
紺
。
な
お
、
公
役
務
だ
け
を
対
象
と
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
同

様
の
原
則
の
表
れ
と
理
解
し
う
る
も
の
と
し
て
、
次
の
一
九
七
八
年

一
月
六
日
の
法
律
三

一
条
の
規
定
が
挙
げ
ら
れ
る
。
「個
人
の
民
族

的
出
身
ま
た
は
政
治
的
、
哲
学
的
あ
る
い
は
宗
教
的
意
見
ま
た
は
組
合
の
所
属
を
、
直
接
ま
た
は
間
接
に
、
明
ら
か
に
さ
せ
る
、
氏
名

を
付
し
た
情
報
を
、
電
子
計
算
機
処
理
さ
れ
た
記
録
と
し
、
も
し
く
は
電
子
計
算
機
処
理
さ
れ
た
記
録
と
し
て
保
有
し
て
は
な
ら
な
い
」

と
い
う
の
が
、
そ
れ
で
あ
る
。

一
一　
消
極
的
中
立
性
に
よ
る
公
役
務

の
整
備

か
つ
て
公
役
務
に
お
い
て
国
家
に
よ
る
宗
教
の
公
認
を
示
し
た
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
が
、
他
宗
教
の
者
あ
る
い
は
無
宗
教
の
者
に
と
っ

て
公
役
務

へ
の
ア
ク
セ
ス
の
妨
げ
と
し
て
感
じ
ら
れ
得
た
。
そ
こ
で
、
第

一
章
に
も
述
べ
た
が
、
第
二
共
和
制
の
初
め
に
公
役
務
を
完

全
に
中
立
に
す
る
た
め
の

一
連
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
措
置
と
し
て
主
要
な
も
の
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１
　
議
会
開
会
時
の
公
的
祈
膚
の
廃
止

第
二
共
和
制
の
二
つ
の
憲
法
的
法
律
の
一
つ
で
あ
る
公
権
力
の
関
係
に
関
す
る

一
八
七
五
年
七
月

一
六
日
の
法
律

一
条
三
項
は
、
「議

会
の
仕
事
に
つ
い
て
神
の
助
け
を
求
め
る
た
め
、
議
会
開
会
後
の
日
曜
日
に
、
教
会
及
び
寺
院
に
お
い
て
神
に
公
的
祈
蒔
が
捧
げ
ら
れ

る
」
と
規
定
し
、
議
会
開
会
時
の
公
的
祈
蒔
を
定
め
て
い
た
。
こ
の
公
的
祈
蒔
は
英
米
の
議
会
で
行
わ
れ
て
い
た
宗
教
的
慣
行
を
弱
め

て
模
倣
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
、
公
的
祈
蒔
は
議
場
で
は
な
く
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
で
行
わ
れ
、
聖



職
者
が
そ
れ
を
行
う
よ
う
に
義
務
づ
け
ら
れ
た
に
す
ぎ
ず
、
大
統
領
お
よ
び
宗
教
相
も
含
め
閣
僚
は
儀
式
に
参
列
す
る
こ
と
が
な
か

（‐８
）

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
公
的
祈
躊
は
確
か
に
特
定
宗
教
の
法
律
上
の
公
認
と
い
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
神
の
存
在
と
世
界

へ
の
神
の
働
き
を
承
認
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、　
一
条
三
項
の
規
定
は
、
国
家
の
ラ
イ
シ
テ
お
よ
び
宗
教
的
自
由
の
原
則
に
反
す
る
も

（‐９
）

の
と
攻
撃
さ
れ
、
実
際
、　
一
八
八
四
年
八
月

一
四
日
の
改
正
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
。

２
　
公
共
の
建
物
か
ら
の
宗
教
的
象
徴
物
の
撤
去

公
共
の
建
物
、
と
り
わ
け

一
八
八
二
年

一
一
月
二
日
の
通
達
に
よ
り
学
校
の
教
室
、　
一
九
〇
四
年
に
は
法
廷
か
ら
、
十
字
架
な
ど
の

宗
教
的
象
徴
物
が
撤
去
さ
れ
た
。
こ
の
点
は
、　
一
九
〇
五
年
の
政
教
分
離
法
に
よ
り
、
将
来
に
わ
た
っ
て
の
公
共
の
場
所
に
お
け
る
宗

教
的
象
徴
物
設
置
の

一
般
的
禁
止
を
見
る
こ
と
に
な
る

（二
八
条
（理

。

３
　
墓
地

・
葬
儀
の
中
立
化

こ
の
中
立
化
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、　
コ
ミ
ュ
ー
ン
と
呼
ば
れ
る
市
町
村
が
墓
地
を
独
占
的
に
所
有
し
、
ま
た
後
述
す
る
葬
儀
の

外
的
事
業
が
市
町
村
の
公
役
務
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
メ
。

ま
ず
、
墓
地
に
つ
い
て
、
そ
の
中
立
化
の
前
段
階
と
し
て
、
共
和
暦

一
二
年
プ
レ
リ
ア
ル
二
三
日

（
一
八
〇
四
年
六
月

一
二
日
）
の
デ

ク
レ
一
五
条
が
次
の
よ
う
に
墓
地
の
宗
教
性
を
認
め
て
い
た
こ
と
を
見
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
規
定
は
、
「複
数
の
宗
教
が
表
明
さ
れ
て

い
る
市
町
村
に
お
い
て
は
、
各
宗
教
は
個
別
の
埋
葬
地
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　
一
つ
の
墓
地
し
か
な
い
場
合
に
は
、
存
在
す
る

諸
宗
教
と
同
じ
数
の
部
分
に
、
各
部
分
に
個
別
の
入
り
口
を
設
置
し
、
か
つ
、
そ
の
場
所
を
各
宗
教
の
住
民
数
に
比
例
さ
せ
な
が
ら
、

塀
、
生
け
垣
ま
た
は
溝
で
墓
地
を
分
割
す
る
」
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
規
定
に
基
づ
き
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
墓
地
、
プ

ロ
テ
ス
タ
ン

ト
の
墓
地
、　
ユ
ダ
ヤ
教
の
墓
地
と
、
宗
教
に
よ
り
墓
地
が
分
離
、
区
別
さ
れ
、
そ
こ
で
各
々
の
宗
教
に
固
有
の
儀
式
が
行
わ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
だ
が
、　
一
八
八

一
年

一
一
月

一
四
日
の
法
律
は
こ
の
デ
ク
レ
一
五
条
を
廃
止
し
、
墓
地
の
こ
の
よ
う
な
差
別
を
な
く
し
（濯

。
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そ
れ
に
続
き
、　
一
九
〇
四
年

一
二
月
二
八
日
の
法
律
が
、
葬
儀
事
業
の
う
ち
遺
体
の
搬
送
お
よ
び
埋
葬
に
必
要
な
備
品
と
職
員
の
提
供

な
ど
の
外
的
業
務
を
市
町
村
の
公
役
務
と
し
、
か
つ
こ
の
外
的
業
務
に
当
時
の
公
認
宗
教
の
公
法
人
が
関
与
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
こ

と
に
よ
っ
て

含
一条
）、
墓
地
の
中
立
性
を
よ
り
明
確
に
し
た
、
さ
ら
に
、
政
教
分
離
法
二
八
条
は
家
族
が
墓
地
内
の
彼
ら
の
墓
に
宗
教

性
を
与
え
る
と
い
う
権
利
を
維
持
し
な
が
ら
も
、
墓
地
の
公
的
部
分
の
厳
格
な
中
立
性
を
確
保
し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
中
立
性
を
強

化
し
た
。

他
方
、
葬
儀
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
ま
ず
、
市
町
村
の
組
織
に
関
す
る

一
人
八
四
年
四
月
五
日
の
法
律
が
、
故
人
の
信
仰
あ
る
い
は

死
亡
の
状
況
を
理
由
と
す
る
遺
体
の
搬
送
方
法
や
埋
葬
な
ど
に
お
け
る
市
町
村
に
よ
る
差
別
を
禁
止
し
た
（九
七
条
四
項
）。
次
い
で
、
葬

儀
の
自
由
に
関
す
る

一
八
八
七
年

一
一
月

一
四
日
の
法
律
が
、
葬
儀
に
宗
教
性
を
与
え
る
の
を
家
族
の
自
由
に
委
ね
る

一
方
で
Ｔ
一条
）、

「葬
儀
に
関
す
る
す
べ
て
の
法
規
定
は
、
葬
儀
の
性
格
が
無
宗
教
的
か
宗
教
的
か
を
問
わ
ず
、
適
用
さ
れ
る
」
貧

条
）
と
し
、
ま
た
、

「市
長
の
個
別
的
決
定

（ア
ビ
こ

に
よ
っ
て
も
、
葬
儀
の
無
宗
教
性
ま
た
は
宗
教
性
を
理
由
に
、
葬
儀
の
適
用
さ
れ
る
異
な
る
特
例
規

定
を
設
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
含
一条
）
と
定
め
、
宗
教
的
葬
儀
か
無
宗
教
の
葬
儀
か
に
よ
り
、
行
政
機
関
が
葬
儀
を
差
別
す
る
の
を

禁
止
し
て
、
行
政
の
厳
格
な
中
立
性
を
確
保
し
た
。
さ
ら
に
、
葬
儀
の
外
的
役
務
の
公
的
独
占
を
定
め
た
前
述
の

一
九
〇
四
年
法
が
葬

儀
に
提
供
さ
れ
る
公
的
設
備
の
宗
教
的
中
立
性
な
ど
を
明
確
に
し
、
こ
れ
に
よ
り
葬
儀
の
中
立
性
が
強
化
さ
れ
た
。

４
　
公
教
育
の
中
立
化

一
八
八
二
年
二
月
二
八
日
の
フ
ェ
リ
ー
法
が
公
教
育
の
教
育
課
程
か
ら
宗
教
教
育
を
排
除
し

（
一
条
）、
公
教
育
の
内
容
を
中
立
化
し

た
。
今
日
、
教
育
の
公
役
務
の
領
域
で
は
、
そ
の
利
用
者
で
あ
る
児
童
、
生
徒
が
宗
教
の
宣
伝
に
影
響
を
受
け
や
す
い
た
め
、
と
く
に

宗
教
的
中
立
性
の
要
請
が
強
い
と
さ
れ
る
。



５
　
宗
教
の
公
認
の
禁
止

一
九
〇
五
年
の
政
教
分
離
法
は
、
礼
拝
の
公
認
禁
止
を
定
め

奮
一条
）、
宗
教
活
動
が
公
役
務
で
あ
る
こ
と
を

一
般
的
に
否
定
し
た
。

〓
一　
公
務
員
の
行
為
の
中
立
性

以
上
の
よ
う
に
消
極
的
中
立
性
に
沿

っ
て
制
度
的
に
整
備
さ
れ
た
公
役
務
に
従
事
す
る
公
務
員
は
、
同
様
の
精
神
で
行
動
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
行
政
判
例
は
、
「
公
役
務
に
携
わ
る
す
べ
て
の
者
に
課
さ
れ
る
厳
格
な
中
立
性
の
義
務
」
を
繰
り
返
し
指
摘
す
♂
。
こ
の

中
立
義
務
は
次
の
二
つ
の
結
論
を
も
た
ら
す
。
第

一
に
、
公
務
員
は
職
務
執
行
に
お
い
て
市
民
を
信
条
に
よ
り
差
別
す
る
こ
と
な
く
、

平
等
に
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
、
行
政
の
不
偏
性
に
疑
間
を
い
だ
か
れ
な
い
よ
う
に
、
公
務
員
は
宗
教

的
に
偏
り
な
く
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
ダ
。
前
者
は
公
務
員
の
職
務
執
行
に
お
け
る
中
立
性
で
あ
り
、
次
の

一
九
七
二

年
七
月

一
日
の
法
律
三

一
条
は
こ
の
中
立
性
を
示
す
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「特
定
の
民
族
、
人
種
も
し
く
は
宗
教

へ
の
所
属
ま
た
は
不

所
属
あ
る
い
は
出
生
を
理
由
と
し
て
、
個
人
が
要
求
し
う
る
権
利
の
享
受
を
故
意
に
拒
否
す
る
、
公
権
力
の
保
持
者
ま
た
は
公
役
務
の

協
力
の
任
務
を
負
う
市
民
は
、
二
月
以
上
二
年
以
下
の
懲
役
及
び
三
千
フ
ラ
ン
以
上
三
万
フ
ラ
ン
以
下
の
罰
金
、
ま
た
は
二
つ
の
刑
の

一
つ
に
処
す
る
」
と
定
め
る
規
定
で
あ
る
。
他
方
、
後
者
は
、
公
務
員
の
自
制
義
務

（３
一】躊
”一８

８

ふ
∽ｏヽ
バ
）
に
該
当
す
る
も
の
で

あ
る
。
自
制
義
務
は
、
も
と
も
と
政
府
に
対
す
る
忠
誠
心
を
疑
わ
せ
る
行
為
を
差
し
控
え
る
と
い
う
義
務
で
あ
り
、
公
務
員
の
職
務
外

の
行
為
を
も
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
．型
。
こ
の
例
と
し
て
は
、
次
の

一
九
〇
三
年
四
月
九
日
の
大
臣
訃
型
の

一
節
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。
「教
諭
は
、
私
的
に
、
ま
た
適
切
と
判
断
す
る
場
合
、
す
べ
て
の
市
民
に
保
障
さ
れ
る
自
由
を
行
使
し
て
、
彼
が
属
す
る
宗
教
の

宗
教
上
の
す
べ
て
の
義
務
を
呆
た
す
の
は
自
由
で
あ
る
が
、
教
諭
と
し
て
、
職
務
と
し
て
、
ま
た
生
徒
を
引
率
し
て
、
信
仰
の
外
的
表

明
行
為
に
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
。
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以
上
に
消
極
的
中
立
性
の
具
体
例
を
見
た
。
そ
れ
ら
は
、
確
か
に
、
国
家
に
よ
る
宗
教
信
仰
の
差
別
の
禁
止
あ
る
い
は
そ
の
無
視
を

意
味
す
る
場
合
で
あ
り
、
意
見
の
自
由
や
宗
教
的
自
由
の
保
障
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
さ
ら
に
考
え
る
と
、
消
極
的
中

立
性
に
は
国
家
の
宗
教
領
域

へ
の
不
介
入
、
あ
る
い
は
逆
に
宗
教
の
公
的
領
域
か
ら
の
排
除
と
い
う
特
徴
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の
限
り
に
お
い
て
、
消
極
的
中
立
性
は
、
ラ
イ
シ
テ
概
念
の
背
後
に
あ
っ
た
反
教
権
主
義
と
の
つ
な
が
り
を
否
定
で
き
ず
、　
い
わ
ば
そ

の
延
長
線
上
に
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。

第
二
節
　
積
極
的
中
立
性

一　

積
極
的
中
立
性
の
意
義

積
極
的
中
立
性
の
語
を
用
い
る
ロ
ベ
ー
ル
自
身
は
、
こ
れ
に
つ
き
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「公
役
務
の
中
立
性
は
、
公
役
務
に
よ
る
市

民
の
意
見
の
無
視
の
み
を
前
提
と
し
な
い
。
あ
る
領
域
に
介
入
し
な
い
こ
と
は
、
そ
れ
を
否
認
し
た
り
、
そ
れ
を
少
し
も
保
護
し
な
い

（３０
）

こ
と
を
い
お
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
中
立
性
は
、
し
ば
し
ば
自
由
の
保
護
の
た
め
の
国
家
の
開
か
れ
た
介
入
を
要
請
す
る
」
と
。

ま
た
、
リ
ヴ
ェ
ロ
も
、
「中
立
性
は
宗
教
選
択
の
自
由
を
侵
害
す
る
よ
う
な
こ
と
を
し
な
い
と
い
う
義
務
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
は
な
く
、

（３‐
）

そ
れ
は
、
積
極
的
内
容
を
持
ち
、
宗
教
選
択
を
し
た
者
に
対
し
そ
の
選
択
に
従
う
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
と
い
う
義
務
を
含
む
」
と

明
言
す
る
。
さ
ら
に
、
リ
ヴ

ェ
ロ
は
、
こ
う
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
説
く
。

意
見
の
自
由
の
尊
重
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
差
別
禁
止
は
、
多
く
の
場
合
、
そ
の
目
的
に
反
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
と
い
う
の

は
、
宗
教
の
領
域
に
お
い
て
、
あ
る
信
仰
に
固
有
な
義
務
を
立
法
者
が
無
視
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
属
す
る
者
を
、
彼
ら
が
法
律
に
従
お
う
と

す
る
な
ら
ば
、
彼
ら
の
信
仰
が
彼
ら
に
課
す
義
務
を
遵
守
す
る
こ
と
を
不
可
能
な
状
態
に
置
く
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
行
政



庁
は
良
心
へ
の
あ
ら
ゆ
る
侵
害
を
禁
止
す
る
中
立
性
の
原
則
に
よ
り
、
住
民
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
選
択
を
考
慮
す
る
権
利
だ
け
で
な
く
、
そ
う

す
る
義
務
を
も
有
す
る
。
国
家
が
、
す
べ
て
の
者
に
同

一
の
法
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
法
に
服
従
す
る
の
を
自
己
の
意
見
に
よ
り

禁
じ
ら
れ
る
者
に
対
し
法
律
と
そ
の
良
心
と
を
選
択
す
る
よ
う
に
強
い
る
な
ら
ば
、
自
由
が
損
な
わ
れ
か
ね
な
い
。

こ
の
よ
う
な
積
極
的
中
立
性
の
説
明
か
ら
、
宗
教
的
中
立
性
に
関
し
て
考
え
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
が
市
民

の
信
仰
を
無
視
す
る
こ
と

（消
極
的
中
立
性
）
で
は
な
く
、
国
家
が
、
市
民
の
信
仰
実
践
を
可
能
に
す
る
た
め
、
積
極
的
に
市
民
の
信
仰

を
考
慮
し
、
保
護
す
る
こ
と
こ
そ
が
国
家
の
中
立
性
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
、
積
極
的
中
立
性
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
市

民
の
信
仰

へ
の
考
慮
お
よ
び
保
護
が
必
要
と
な
る
の
は
い
か
な
る
場
合
で
あ
る
か
。
こ
の
点
に
つ
き
、
フ
ラ
ン
ス
の
公
法
学
説
は
主
と

し
て
国
家
行
為
に
よ
り
市
民
の
自
由
の
保
障
が
脅
か
さ
れ
る
場
合
を
想
定
す
る
。
「良
心
の
自
由
の
積
極
的
保
障
」
を
説
く
公
法
学
者

ロ

ラ
ン
・
リ
ッ
シ
ェ

（ぼ
営
【①簿

”
一多
ｏこ

が
次
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
は
、
そ
の
点
を
明
確
に
す
る
。
「国
家
自
身
の
行
為
が
良
心
の
自

由
の
内
容
を
空
虚
に
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
国
家
の
消
極
性
は
自
由
を
害
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
。
そ
の
場
合
、
均
衡
を
回

復
す
る
た
め
、
国
家
は
、
ま
さ
に
中
立
性
の
原
則
に
よ
り
、
物
質
的
援
助
を
与
え
、
あ
る
い
は
特
例
規
定
を
設
け
る
に
至
る
」
と
。
し

た
が
っ
て
、
国
家
行
為
に
よ
り
信
仰
が
脅
か
さ
れ
る
者
が
い
る
場
合
に
、
国
家
が
そ
れ
を
無
視
せ
ず
、
か
え
っ
て
そ
の
者
の
信
仰
を
考

慮
し
、
信
仰
の
自
由
を
回
復
す
る
た
め
の
特
例
措
置
を
行
う
べ
き
だ
と
考
え
る
の
が
、
積
極
的
中
立
性
な
の
で
あ
る
。

学
説
は
積
極
的
中
立
性
の
例
と
し
て
い
く
つ
か
の
制
度
と
判
例
等
を
挙
げ
る
。
以
下
そ
れ
を
見
よ
う
。

二
　
積
極
的
中
立
性
の
制
度
と
判
例

１
　
施
設
付
司
祭

施
設
付
司
祭

Ｃ
・
８
８
ｏヽ
こ

は
、
学
校
、
刑
務
所
、
病
院
、
軍
施
設
な
ど

一
定
の
公
共
施
設
に
専
属
し
、
そ
の
施
設
内
で
宗
教
儀
式
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等
を
行
う
者
で
あ
る
。
施
設
付
司
祭
の
制
度
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
外
界
と
遮
断
さ
れ
た
公
共
施
設
内
で
恒
常
的
に
生
活
す
る
者
に
彼

ら
の
宗
教
実
践
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
積
極
的
中
立
性
の
最
も
典
型
的
な
例
と
さ
れ
る
。
施
設
付
司
祭
は
、
通
常
、

宗
教
教
師
で
あ
る
が
、
宗
教
教
師
数
の
不
足
か
ら
今
日
と
く
に
学
校
付
司
祭
は
俗
人
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
施
設
付
司
祭
は
多
く
は
カ

ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
が
、　
ユ
ダ
ヤ
教
、
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
施
設
付
司
祭
も
存
在
す
る
。
さ
ら
に
刑
務
所
等
で
は
仏
教
の

（３５
）

施
設
付
司
祭
も
置
か
れ
始
め
て
い
る
。
公
共
施
設
の
種
類
に
よ
り
施
設
付
司
祭
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
は
異
な
る
が
、　
一
九

〇
五
年
の
政
教
分
離
法
制
定
前
に
は
、
す
で
に
施
設
付
司
祭
が
存
在
し
て
い
た
。
政
教
分
離
法
は
、
施
設
付
司
祭
の
役
務
の
費
用
を
地

方
公
共
団
体
の
予
算
に
計
上
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
明
文
で
定
め

（二
条
二
項
）、
政
教
分
離
後
も
司
祭
付
施
設
が
存
続
す
る
こ
と
を

認
め
た
。
施
設
付
司
祭
の
今
日
の
制
度
は
、
以
下
の
よ
う
に
、
そ
の
役
務
の
存
在
す
る
公
共
施
設
の
種
類
に
よ
り
差
が
あ
る
。

①
　
軍
の
施
設
付
司
祭
　
　
最
も
組
織
の
整
備
さ
れ
た
施
設
付
司
祭
は
軍
の
施
設
付
司
祭
で
あ
る
。
軍
の
施
設
付
司
祭
は
三
種
類
の

も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
最
も
特
徴
的
な
も
の
は
官
吏
で
あ
る
軍
人
司
祭

（営
３
９
』ロ

ヨ
【Ｆ
”
一ヽ
こ

で
あ
る
。
軍
人
司
祭
は
、
国

防
相
の
個
別
的
決
定
に
よ
り
任
命
さ
れ
、
軍
の
階
級
は
持
た
な
い
が
現
役
将
校
と
し
て
の
俸
給
を
受
け
る
。
軍
人
司
祭
の
頂
点
に
立
つ

の
は
、
各
宗
派
の
宗
教
教
師

一
名
ず

つ
の
参
謀
本
部

０
一”
一‐８
“一９
）
付
司
祭
で
あ
り
、
彼
ら
は
軍
隊
に
い
る
関
係
宗
教
の
す
べ
て
の
施

設
付
司
祭
の
統
括
責
任
者
と
し
て
の
地
位
に
あ
り
、
軍
当
局
に
施
設
付
司
祭
の
候
補
者
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
。
軍
隊
司
祭
の
ほ
か
、

軍
に
は
、
国
防
省
の
契
約
職
員

８
８
［『お
け８
じ
に
類
似
し
た
地
位
に
立
ち
報
酬
を
受
け
る
文
民
契
約
司
祭

↑
〓
８
８
】ｑ
９
躊
鴨

”
澤
お

ｏユ
】）、
お
よ
び
無
報
酬
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
司
祭

ｅ
〓
日
ｇ
【ｑ
ｇ
８
６
こ

が
存
在
す
る
。

②
　
刑
務
所
付
司
祭
　
　
刑
務
所
付
司
祭
は
、
刑
事
訴
訟
法
典
に
お
い
て
、
受
刑
者
の
社
会
復
帰
準
備
活
動
の
一
つ
と
し
て
の

「霊

的
援
助
」
↑
∽∽啓
営
β
‘
一ュ
お
Ｆ
）
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
は
刑
務
所
職
員
お
よ
び
受
刑
者
の
み
が
出
席
す
る
こ
と
の
で
き
る
宗
教

儀
式
を
司
式
す
る
等
の
任
務
を
負
う

（刑
事
訴
訟
法
典
Ｒ
四
三
四
条
、
Ｒ
四
二
五
条
）。
刑
務
所
付
司
祭
は
各
宗
派
の
宗
教
当
局
と
の
協
議



の
の
ち
司
法
相
に
よ
り
任
命
さ
れ

（同
Ｒ
四
三
二
条
）、
そ
の
地
位
は
非
正
規
の
国
家
公
務
員

↑
零
ユ
８
Ｐ
澤
ｃ
ｒ
お

８

】）口
”
ｃ

で
あ

り
、
彼
ら
は
報
酬
を
受
け
る
。

③
　
病
院
付
司
祭
　
　
病
院
付
司
祭
は
、
各
宗
派
の
宗
教
当
局
の
推
薦
に
基
づ
き
、
医
療
施
設
が
宗
教
当
局
と
締
結
す
る
個
別
の
契

約
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
。
病
院
付
司
祭
は
契
約
職
員
で
あ
り
、
医
療
施
設
当
局
か
ら
報
酬
を
受
け
る
。
な
お
、
契
約
は
、
宗
教
当
局
と

の
協
議
の
後
、
医
療
施
設
当
局
が
三
カ
月
の
解
除
告
知
期
間
を
与
え
て

一
方
的
に
解
除
し
う
る
た
め
、
病
院
付
司
祭
の
地
位
は
病
院
付

司
祭
が
所
属
す
る
宗
教
当
局
の
意
向
に
大
き
く
依
拠
す
る
こ
と
に
な
る
。

０
　
学
校
付
司
祭
　
　
学
校
付
司
祭
は
公
立
の
コ
レ
ー
ジ
ュ
や
リ
セ
等
の
中
等
教
育
機
関
に
お
い
て
生
徒
に
宗
教
教
育
を
行
だ
。
今

日
の
学
校
付
司
祭
の
制
度
は
、
「国
は
、
公
教
育
の
生
徒
に
対
し
、
礼
拝
の
自
由
お
よ
び
宗
教
教
育
の
自
由
を
確
保
す
る
の
に
有
益
な
あ

ら
ゆ
る
措
置
を
講
ず
る
」
と
定
め
る
、　
一
九
五
九
年

一
二
月
二

一
日
の
ド
ブ
レ
法

一
条
三
項
に
基
づ
き
整
備
さ
れ
て
い
る
。
学
校
付
司

祭
も
宗
教
当
局
か
ら
の
推
薦
に
基
づ
き
行
政
庁
が
承
認
し
て
選
任
さ
れ
る
が

（
一
九
六
〇
年
四
月
二
二
日
の
デ
ク
レ
六
条
）、
そ
の
費
用
は

学
校
付
司
祭
の
役
務
を
利
用
す
る
生
徒
の
家
庭
が
負
担
す
る

（同
八
条
）。
し
た
が
っ
て
、
他
の
各
種
の
施
設
付
司
祭
と
は
異
な
り
、
学

校
付
司
祭
の
地
位
は
決
し
て
公
職
で
は
な
（鯉

。
学
校
付
司
祭
は
も
と
も
と
学
校
の
寄
宿
合
で
生
活
す
る
生
徒
の
宗
教
的
要
求
に
応
じ
る

も
の
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
学
校
付
司
祭
の
制
度
は
、
寄
宿
合
の
あ
る
学
校
と
そ
れ
の
な
い
学
校
と
で
差
が
あ
る
。
寄
宿
合
の
あ
る
学

校
で
は
無
条
件
に
学
校
付
司
祭
が
校
内
で
宗
教
教
育
を
行
う
が
（同

一
条
、
一
一条
）、
寄
宿
合
の
な
い
学
校
で
は
、
生
徒
の
親
の
要
求
に
よ

り
地
方
行
政
機
関
の
長
で
あ
る
大
学
区
長
（お
ｏ”８
じ
の
決
定
に
よ
り
学
校
付
司
祭
が
置
か
れ
、
そ
の
場
合
、
学
校
付
司
祭
は
原
則
的
に

校
外
で
宗
教
教
育
を
行
う
が
、
「生
徒
の
安
全
と
健
康
」
を
理
由
に
校
長
の
意
見
に
従
い
大
学
区
長
は
学
校
付
司
祭
が
校
内
で
宗
教
教
育

を
行
う
の
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る

（同
三
条
）。
こ
の
た
め
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
公
立
中
等
教
育
機
関
が
学
校
付
司
祭
を
有
す
る

の
が
実
際
の
現
状
で
あ
る
。
な
お
、
寄
宿
合
の
な
い
公
立
小
学
校
に
は
学
校
付
司
祭
は
置
か
れ
な
い

（同
五
条
）。
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今
日
の
施
設
付
司
祭
の
制
度
の
形
成
に
は
、
政
教
分
離
法
の
規
定
上
は
明
確
で
は
な
か
っ
た
点
を
明
ら
か
に
し
た
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ

タ
の
自
由
主
義
的
な
判
例
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
判
例
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、
公
共
施
設
内
で
施
設
付
司
祭
が
礼
拝
を
行
う
こ
と

が
で
き
、
ま
た
公
共
団
体
は
そ
れ
を
完
全
に
は
禁
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
の
趣
旨
は

一
九
四
七
年
六
月
六
日
の
判
決

に
示
さ
れ
た
。
こ
の
判
決
は
、
前
述
の
政
教
分
離
法
二
条
か
ら

「
立
法
者
は
、　
一
定
の
公
共
施
設
に
お
い
て
、
当
該
施
設
内
で
の
宗
教

儀
式
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
自
由
な
礼
拝
は
確
保
さ
れ
な
い
こ
と
を
認
め
た
」
と
考
え
、
健
康
状
態
等
の
た
め
外
出
で
き
な
い
公

立
療
養
施
設
内
の
在
院
者
か
ら
礼
拝
を
続
け
る
可
能
性
を
奪
う
宗
教
儀
式
を
禁
止
し
た
県
の
決
定
を
取
り
消
し
た
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
次
に
、
施
設
付
司
祭
の
役
務
を
公
共
施
設
に
置
く
こ
と
が
任
意
で
は
な
く
そ
れ
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
も
、
判
例

の
明
確
に
し
た
点
で
あ
る
。　
一
九
四
九
年
四
月

一
日
の
シ
ャ
ブ
ノ
ー
判
決
が
、
学
校
付
司
祭
の
役
務
の
一
般
的
廃
止
が
学
校
の
寄
宿
生

か
ら
自
由
に
礼
拝
を
行
う
可
能
性
と
宗
教
教
育
を
受
け
る
可
能
性
を
奪
う
の
を
違
法
だ
と
し
た
の
に
続
き
、　
一
九
五
五
年

一
月
二
八
日

の
「
公
教
育
の
施
設
付
司
祭
協
会
」
判
決
は
次
の
よ
う
に
明
言
し
た
。
「生
徒
に
よ
る
自
由
な
礼
拝
に
と
っ
て
、
学
校
付
司
祭
の
役
務
の

設
置
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
教
育
施
設
に
お
い
て
、
国
民
教
育
相
は
法
律
上
そ
れ
を
設
置
す
る
義
務
を
負
う
」
と
。
ま
た
、

同
日
の
別
の
判
決
も
、
「医
療
施
設
に
お
い
て
、
施
設
の
管
理
当
局
は
、
当
該
施
設
の
病
人
ま
た
は
在
院
す
る
高
齢
者
に
よ
る
礼
拝
を
妨

げ
て
は
な
ら
な
い
の
み
な
ら
ず
、
…
…
彼
ら
が
外
出
で
き
な
い
場
合
に
施
設
内
で
自
己
の
宗
教
の
実
践
に
い
そ
し
む
こ
と
を
可
能
に
す

る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
義
務
を
負
う
」
と
判
示
し
た
。
さ
ら
に
、　
一
九
六
九
年
二
月
七
日
の
リ
ー
ル
判
決
は
、
国
民
教
育
相
が
、

学
校
付
司
祭
支
援
の
団
体

（
一
九
〇

一
年
法
結
社
）
に
対
し
寄
宿
合
の
あ
る
リ
セ
の
学
校
都
市
区
域

（固
有
地
）
内
に
複
数
の
宗
派
の
施
設

付
司
祭
の
た
め
の
礼
拝
棟
を
建
設
す
る
こ
と
を
許
可
し
、
し
か
も
そ
の
建
設
に
国
の
資
金
協
力
を
行
う
の
を
適
法
と
し
た
。

２
　
国
営
テ
レ
ビ
等
の
宗
教
放
送

施
設
付
司
祭
と
同
様
の
考
え
方
で
理
解
さ
れ
う
る
も
の
に
、
国
営
テ
レ
ビ
等
で
の
宗
教
放
送
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
か
つ
て
民



営
の
ラ
ジ
オ
放
送
が
国
営
化
さ
れ
た
際
に
、
宗
教
放
送
が
廃
止
さ
れ
、
そ
れ
が
論
議
を
呼
ん
だ
こ
と
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
今
日
で
は
、

情
報
伝
達
の
自
由

含
い８

８ヽ
８
８
日
ヨ
Ｅ
【８
一一８
）
に
関
す
る

一
九
八
六
年
九
月
二
〇
日
の
法
律
が
、
「
四
四
条
二
項

公
こ

の
会
社

雲
筆

者
注
）
フ
ラ
ン
ス
２

（旧
ア
と
ア
ヌ
２
と

は
、
フ
ラ
ン
ス
で
実
践
さ
れ
る
主
要
な
宗
教
に
割
り
当
て
ら
れ
る
宗
教
的
性
格
を
も
つ
放
送
番

組
を
、
日
曜
日
の
朝
に
設
け
る
。
こ
の
放
送
番
組
は
、
そ
の
宗
教
の
代
表
者
の
責
任
の
下
に
製
作
さ
れ
、
礼
拝
儀
式
あ
る
い
は
宗
教
講

話
の
中
継
放
送
の
形
式
で
放
映
さ
れ
る
。
製
作
費
は
、
契
約
規
定
書
の
年
毎
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
最
高
額
を
限
度
に
、
会
社
に

よ
り
負
担
さ
れ
る
」
と
、
明
確
に
宗
教
放
送
を
定
め
る

（五
六
条
）。
こ
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
営
テ
レ
ビ
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
２
は
、　
一

九
九
七
年
現
在
、
毎
日
曜
日
の
午
前
中
に
、
通
常
、
仏
教
の
放
送

一
五
分
間
、
イ
ス
ラ
ム
教
三
〇
分
間
、　
ユ
ダ
ヤ
教
四
五
分
間
（東
方
正

教
会
の
放
送
の
あ
る
週
は
一
五
分
間
の
み
）、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
三
〇
分
間
お
よ
び
カ
ト
リ
ッ
ク
九
〇
分
間
―
―
カ
ト
リ
ッ
ク
は
こ
の
時
間

枠
の

一
部
を
必
ず
日
曜
日
ミ
サ
の
中
継
に
当
て
る
―
―
か
ら
な
る
宗
教
番
組
を
放
映
す
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
放
送
の
ほ
か
に
東
方
正

教
会
の
二
〇
分
間
の
放
送
も
隔
週
で
加
わ
る
。
ま
た
、
国
営
ラ
ジ
オ
で
あ
る
ラ
ジ
オ

・
フ
ラ
ン
ス
も
、
教
養
番
組
専
門
の
フ
ラ
ン
ス
・

キ
ュ
ル
チ

ュ
ー
ル
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
お
い
て
同
様
の
宗
教
放
送
を
行
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
テ
レ
ビ
お
よ
び
ラ
ジ
オ
で
の
宗
教
放
送
は
、　
一
定
の
公
共
施
設

へ
の
収
容
の
よ
う
に
必
ず
し
も
国
家
行
為
に
よ
り
個
人

の
宗
教
的
自
由
が
脅
か
さ
れ
る
場
面
を
前
提
と
は
し
な
い
。
だ
が
、
ロ
ベ
ー
ル
は
、
施
設
付
司
祭
と
同
様
の
考
え
方
か
ら
、
「
と
り
わ
け
、

動
く
こ
と
の
で
き
な
い
病
人
、
身
体
障
害
者
ま
た
は
高
齢
者
の
た
め
に
、
ラ
ジ
オ

・
テ
レ
ビ
で
宗
教
放
送
が
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

（４７
）

な
い
」
と
述
べ
る
。

３
　
良
心
的
拒
否

一
般
に
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
法
律

へ
の
不
服
従
の
余
地
は
な
い
と
い
わ
れ
る
。
「法
律
は

一
般
意
思
の
表
明
で
あ
る
…
…
法
律
は
、

保
護
を
与
え
る
場
合
で
も
、
処
罰
を
加
え
る
場
合
で
も
、
す
べ
て
の
者
に
同

一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Ｌ

一
七
八
九
年
の
人
権
宣
言
六
条
）、
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お
よ
び

「法
律
に
よ
り
召
喚
さ
れ
、
ま
た
は
逮
捕
さ
れ
た
市
民
は
、
直
ち
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
者
は
、
抵
抗
に
よ
り
有

罪
と
な
る
」
（同
七
条
）
と
い
う
規
定
を
参
照
す
れ
ば
、
そ
れ
は
明
確
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
行
法
の
規
定
に
は
、
例
外
的
に

個
人
の
良
心
を
理
由
と
し
て
法
律
の
不
適
用
ま
た
は
修
正
の
可
能
性
を
定
め
る
も
の
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
種
の
規
定
は
、
厳
格
な
法
規

定
を
回
避
し
、
個
人
の
良
心
を
考
慮
し
て
個
人
に
有
利
な
制
度
の
適
用
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
こ
の
よ

（４９
）

う
な
も
の
が

一
般
的
に

「良
心
的
拒
否
」
♂
げ
一８
”【８

８

８
３
●】９
０Ｃ

と
呼
ば
れ
る
。
良
心
的
拒
否
は
主
と
し
て
次
の
二
つ
で
あ
る
。

第

一
は
、
国
家
の
兵
役
を
拒
否
す
る
、
い
わ
ゆ
る
良
心
的
兵
役
拒
否
で
あ
り
、
良
心
的
拒
否
と
し
て
学
説
が
共
通
し
て
ま
ず
第

一
に

挙
げ
て
き
た
の
は
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の
良
心
的
拒
否
の
現
行
制
度
の
根
拠
規
定
は
、　
一
九
八
二
年
七
月
八
日
の
法
律
に
よ
り
改
正
さ
れ

た
国
民
役
務
法
典

６
ａ
ｏ
２

Ｘ
『く
」８

３
け一８
”
じ
　
一
一
六
―

一
条
で
あ
る
。
同
条
に
よ
れ
ば
、
「良
心
の
理
由
か
ら
、
武
器
の
個
人
的

使
用
に
反
対
で
あ
る
こ
と
を
表
明
す
る
」
兵
役
義
務
者
に
他
者
と
異
な
る
代
替
役
務
を
行
う
こ
と
を
許
す
の
が
、
良
心
的
拒
否
の
制
度

で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
国
家
は
、
特
定
の
者
の
た
め
の
特
例
規
定
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
良
心
の
自
由
の
積
極
的
な
保
障
を
す
る
よ

う
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
学
説
の
中
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
良
心
的
兵
役
拒
否
制
度
の
制
限
性
を
指
摘
す
る
も
の
も
見
ら
れ
る
。
と
い
う

の
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
制
度
は

一
九
六
三
年
に
な
っ
て
初
め
て
、
し
か
も
制
限
的
に
法
制
度
化
さ
れ
、　
一
九
八
三
年
法
に
お
い
て
や
や
改

善
さ
れ
た
も
の
の
、
特
に
代
替
役
務
の
期
間
が
依
然
と
し
て
兵
役
期
間
の
三
倍
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

第
二
の
良
心
的
拒
否
は
、
私
立
の
病
院
で
働
く
者
を
含
め
た
医
師
等
を
対
象
と
す
る
人
工
妊
娠
中
絶
手
術
の
良
心
的
拒
否
で
あ
る
。

こ
の
良
心
的
拒
否
は
、　
一
九
七
五
年

一
月

一
五
日
の
法
律
に
よ
り
挿
入
さ
れ
た
公
保
健
法
典

６
ａ
の
８

ご
８
５
８
口
σ
】【Ｃ
ｃ

一
一八
二

―
八
条
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
。
良
心
条
項
と
呼
ば
れ
る
同
条
は
、
「医
師
は
、
妊
娠
中
絶
の
要
請
を
受
諾
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
。
こ
の

場
合
、
初
診
の
時
か
ら
、
拒
否
す
る
意
思
を
当
事
者
に
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
貧

項
）、
「
同
様
の
留
保
の
下
に
、
助
産
婦
、
看
護

人
、
看
護
婦
、
看
護
助
手
は
、
妊
娠
中
絶
に
関
与
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
」
含
一項
）
と
定
め
る
ｃ
こ
の
規
定
が
、
宗
教
的
理
由
か
ら
中



絶
に
反
対
す
る
医
師
等
に
対
し
そ
の
個
人
的
良
心
を
理
由
と
し
て
他
者
と
は
異
な
る
法
的
取
扱
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。

第
二
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
良
心
条
項
と
呼
ば
れ
る
労
働
法
典

６
ａ
ｏ
２

■
営
Ｌ
）
Ｌ
七
六

一
―
七
条
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
与

え
る
特
権
で
あ
る
。
こ
の
規
定
に
よ
り
、
新
聞
や
定
期
刊
行
物
の
出
版
企
業
に
働
く
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
、
「新
聞
ま
た
は
定
期
刊
行
物

の
性
格
ま
た
は
方
針
に
お
け
る
著
し
い
変
化
が
、
被
用
者
に
対
し
、
そ
の
名
誉
、
そ
の
名
声
ま
た
は

一
般
的
に
そ
の
精
神
的
利
益
を
侵

害
し
か
ね
な
い
状
況
を
作
り
出
す
場
合
」
に
、
労
働
契
約
を
解
除
し
て
も
―
―
被
用
者
側
か
ら
の
契
約
解
除
の
場
合
に
は
解
一雇
手
当
の

支
払
い
が
な
い
と
す
る
の
が
労
働
法
典
の
原
則
で
あ
る
が
―
―
、
一雇
用
者
側
か
ら
の
契
約
解
除
の
場
合
と
同
じ
く
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

は
解
雇
手
当
の
支
払
い
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
（慶

。

４
　
祭
儀
の
尊
重
等

キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
宗
教
信
者
の
宗
教
上
の
祭
儀
を
尊
重
す
る
の
が
判
例
で
あ
り
、
こ
れ
も
積
極
的
中
立
性
の
例
と
さ
れ
る
。
こ
の

点
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、　
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の

一
九
二
六
年
二
月
二
七
日
の
ヴ
ァ
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ
の
ユ
ダ
ヤ
教
団
体
事
件
の
判
決
で

あ
る
。
こ
の
判
決
は
、
あ
る
市
町
村
が
食
肉
の
屠
殺
に
つ
き
特
定
の
方
法
を
定
め
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
ユ
ダ
ヤ
教
徒
に
対
し
、　
ユ
ダ
ヤ

の
律
法
に
則
っ
た
屠
殺
を
行
う
の
を
不
可
能
に
し
た
と
い
う
事
件
に
お
い
て
、　
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
が
そ
の
決
定
を
取
り
消
し
た
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
判
決
は
、
公
役
務
が
市
民
の
宗
教
信
仰
を
認
識
し
よ
う
と
し
な
い
こ
と
が
、
甚
だ
し
く
良
心
を
傷
つ
け
る
場
合

に
は
、
宗
教
を
考
慮
す
る
必
要
性
を
認
め
た
も
の
と
さ
れ
脚
。
な
お
、　
一
九
二
六
年
判
決
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、　
ユ
ダ
ヤ
教
徒
や
イ

ス
ラ
ム
教
徒
が
行
う
動
物
の
喉
を
切
っ
て
血
を
流
す
方
法
で
の
祭
儀
的
屠
殺

↑
ｇ
一け出
ｏ
■
馬
じ

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
屠
殺
は
フ
ラ

ン
ス
の
法
律
上
原
則
的
に
禁
止
さ
れ
る
が

（農
村
法
典

６
８
ｏ
Ｅ
『“
じ
二
七
六
条
）
、　
一
九
八

一
年
に
改
正
さ
れ
た

一
九
八
〇
年

一
〇
月

一
日
の
デ
ク
レ

一
〇
条
は
、
「祭
儀
的
屠
殺
は
、
内
務
大
臣
の
推
薦
に
基
づ
き
、
農
業
大
臣
が
承
認
し
た
宗
教
組
織

♂
『躊
・
一∽ヨ
ｏ
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お
】Ｃ
ｏ長
）
に
よ
り
資
格
が
与
え
ら
れ
た
供
犠
者

ａ
８
『】澪
“
け２
じ

の
み
が
そ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
、
例
外
的
に
祭
儀

（５６
）

的
屠
殺
を
認
め
る
。

さ
ら
に
、
判
例
お
よ
び
行
政
実
務
は
宗
教
的
祝
祭
日
を
尊
重
す
る
が
、
こ
れ
も
積
極
的
中
立
性
の
原
則
に
従
う
も
の
と
し
て
理
解
で

き
よ
う
。
こ
の
行
政
実
務
は
、
宗
教
上
の
祝
祭
日
に
行
わ
れ
る
儀
式
に
参
加
す
る
た
め
の
公
務
員
の
休
暇
許
可
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「自

己
の
信
仰
に
固
有
の
主
要
な
祝
祭
日
に
行
わ
れ
る
儀
式
に
参
列
す
る
の
を
望
む
公
務
員
に
対
し
、
彼
ら
の
休
暇
が
業
務
の
正
常
な
運
営

に
反
し
な
い
限
り
に
お
い
て
、
必
要
な
休
暇
の
許
可
を
与
え
る
」
こ
と
を
行
政
機
関
の
人
事
担
当
部
局
に
指
示
す
る
、　
一
九
六
七
年
九

月
二
三
日
の
通
達
に
お
い
て
明
確
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
休
暇
の
許
可
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
以
外
の
公
務
員
に
と
っ
て
特
別
の
意
味
を

持
つ
。
と
い
う
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
法
定
の
休
日
が
ほ
と
ん
ど
キ
リ
ス
ト
教

（と
く
に
カ
ト
リ
ッ
ク
）
の
祝
祭
日
で
あ
る
の
で
、
大
多
数

の
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
世
俗
の
暦
の
上
で
の
休
日
か
ら
利
益
を
受
け
る
が
、
「例
え
ば
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
、
ア
ル
メ
ニ
ア
教

会
の
信
者
は
、
彼
ら
に
休
暇
の
便
宜
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
、
自
己
の
信
仰
の
主
要
な
儀
式
に
参
列
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
か
ら
で
あ

る
。
ま
た
、
同
様
に
公
立
学
校
の
生
徒
に
も
同
様
の
欠
席
許
可
を
与
え
る
の
が
、
行
政
実
務
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
非
キ
リ
ス
ト
教
の
祝
祭
日
を
尊
重
す
る
行
政
実
務
を
背
景
に
し
て
、
判
例
は
法
定
休
日
以
外
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
祝
祭

日
を
も
尊
重
す
る
姿
勢
を
示
す
。
こ
れ
を
明
確
に
し
た
の
は
、
法
定
休
日
以
外
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
祝
祭
日

（聖
金
曜
日
な
ど
）
に
儀
式

に
参
列
す
る
た
め
国
立
施
設
の
職
員
が
求
め
た
休
暇
を
不
許
可
と
し
た
所
長
の
決
定
を
取
り
消
し
た
、　
一
九
九
七
年
二
月

一
二
日
の
コ

ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
決
で
あ
る
。
本
件
で
は
、
国
立
施
設
の
所
長
が
、
法
定
の
宗
教
的
祝
祭
日
の
み
が
休
暇
許
可
の
理
由
と
な
り
う

る
と
い
う
理
由
で
、
そ
の
休
暇
願
い
を
退
け
た
が
、
こ
れ
に
対
し
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
は
、
前
述
の
行
政
実
務
と
同
様
に
次
の
よ
う
な

判
断
を
示
し
た
。
「法
定
祝
祭
日
の
法
律
に
よ
る
制
定
は
、
そ
れ
自
体
、
業
務
の
正
常
な
運
営
の
必
要
性
の
留
保
の
下
に
、
自
己
の
宗
派

に
沿
う
他
の
宗
教
的
視
祭
に
参
加
す
る
た
め
に
公
務
員
に
休
暇
許
可
が
与
え
ら
れ
う
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
」
と
。



〓
一　
積
極
的
中
立
性
の
特
徴

以
上
に
見
た
積
極
的
中
立
性
の
特
徴
と
し
て
次
の
三
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

第

一
は
、
積
極
的
中
立
性
の
前
提
に
は
、
良
心
の
自
由
に
つ
い
て
の
、
わ
が
国
で
は
あ
ま
り

一
般
的
で
は
な
い
考
え
方
が
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「良
心
の
自
由
の
積
極
的
保
障
」
と
い
う
前
述
の
表
現
が
明
示
す
る
よ
う
な

一
種
の
積
極
的
権
利
と
し
て
の

良
心
の
自
由
、
あ
る
い
は
良
心
の
自
由
に
つ
い
て
の
市
民
間
の
実
質
的
平
等
と
で
も
い
う
べ
き
考
え
方
で
あ
る
。
実
は
、
フ
ラ
ン
ス
に

お
い
て
は
、
良
心
の
自
由
の
保
障
が
、
国
家
が
市
民
の
意
見
に
基
づ
き
差
別
を
し
な
い
こ
と
な
ど
を
意
味
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
国
家

が
そ
の
自
由
の
侵
害
を
予
防
す
る
責
任
を
負
う
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
考
え
方
は

一
般
的
で
あ
る
。
と
り
わ
け
公
教
育
に
お
い
て
良

心
の
自
由
の
保
障
が
持
つ
こ
の
よ
う
な
意
味
を
明
確
に
す
る
公
の
文
書
が
見
ら
れ
る
。
前
述
の
ド
ブ
レ
法

一
条
三
項
の
規
定
も
そ
う
で

あ
る
ほ
か
、
学
校
の
中
立
性
に
関
す
る

一
九
〇
三
年
四
月
九
日
の
教
育
相
の
大
臣
訓
令
が
、
「国
家
は
、
生
徒
の
宗
教
の
自
由
な
実
践
を

保
障
す
る
義
務
を
負
う
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
そ
の
典
型
で
あ
る
。
ま
た
、
前
述
の
リ
ヴ
ェ
ロ
の
所
説
に
明
示
さ
れ
る
よ
う

に
、
良
心
の
自
由
の
市
民
間
の
実
質
的
平
等
を
確
保
す
る
た
め
に
、
自
由
が
奪
わ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
者

へ
の
差
別
的
取
扱
が
必
要
づ

け
ら
れ
る
と
い
う
考
え
が
、
積
極
的
中
立
性
を
根
拠
づ
け
る
。

第
二
は
、
第

一
点
と
も
関
連
す
る
が
、
積
極
的
中
立
性
に
は
、
絶
対
的
で
厳
格
な
ラ
イ
シ
テ
、
宗
教
的
中
立
性
と
い
う
も
の
を
、
宗

教
的
自
由
の
保
障
の
観
点
か
ら
緩
和
す
る
と
い
う
側
面
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
厳
格
な
宗
教
的

中
立
性
は
宗
教
的
自
由
を
妨
げ
る
の
で
、
そ
れ
は
自
由
の
保
障
の
観
点
か
ら
限
界
づ
け
ら
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
見
解
も

一
般
的
に
見
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
積
極
的
中
立
性
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
か
ら
、
消
極
的
中
立
性
の
例
外
を
認
め
る
も
の
と
位
置
づ
け
る
こ
と
も
で
き

る
。
だ
と
す
れ
ば
、
消
極
的
中
立
性
と
積
極
的
中
立
性
と
は
明
ら
か
に
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
基
本
で
あ
る
良
心
の
自
由
の

保
障
に
お
い
て
両
者
は
補
完
的
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
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第
二
は
、
積
極
的
中
立
性
と
本
来
の
ラ
イ
シ
テ
概
念
と
の
関
係
に
関
し
て
で
あ
る
。
以
上
に
述
べ
た
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
積

極
的
中
立
性
は
ヽ
反
教
権
主
義
と
つ
な
が
り
が
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
ま
さ
に
そ
の
逆
の
考
え
方
で
あ
る
と
言
え
る
。
積
極
的
中
立
性
は
政

教
分
離
後
展
開
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
政
教
関
係
の
変
遷
の
な
か
で
確
立
し
た
友
好
的
な
政
教
関
係
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ

の
中
立
性
に
は
、
本
来
の
ラ
イ
シ
テ
概
念
に
は
乏
し
か
っ
た
国
家
に
よ
る
信
仰
の
多
様
性
の
尊
重
と
い
う
要
素
が
見
ら
れ
る
。
積
極
的

中
立
性
が

「多
様
性
に
よ
る
中
立
性
」
曾
８
け『蟄
ま
ｏ
鶴
お
■
１
”
房
晰
け

と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
は
、
そ
の
こ
と
を
示
す
。
と
り

わ
け
、
前
述
し
た
国
営
テ
レ
ビ
等
で
の
宗
教
放
送
に
は
そ
の
色
合
い
が
濃
い
。
そ
し
て
、
こ
の
多
様
性
の
尊
重
と
結
び
つ
く
中
立
性
は
、

前
述
の
良
心
の
自
由
の
考
え
方
と
相
ま
っ
て
、
多
様
な
宗
教
信
仰
の
信
者
に
対
し
、
国
家
が
そ
の
宗
教
信
仰
に
き
め
細
か
な
配
慮
を
す

る
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
に
な
る
。

１
　
た
だ
し
、
中
立
性
を
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的
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定
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法
律
規
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つ
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参
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一
編
二
章
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頁
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解
の
仕
方
は
論
者
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
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学
説
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ほ
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に
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「
消
極
的
中
立
性
」
と

「積
極
的
中
立
性
」
と
類
似
す
る
区
別
を
す
る
見
解
が
見

ら
れ
る
。
例
え
ば
、
リ
ヴ
ェ
ロ
に
よ
れ
ば
、
「意
見
に
基
づ
く
差
別
禁
上
に
よ
る
中
立
性
」
と
コ
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見
の
考
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中
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あ
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２２
　
ゴ
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０
図
（）
８
８
〓
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こ
の
た
め
、
墓
地
は
宗
教
的
に
中
立
な
公
立
墓
地
し
か
な
く
、
ま
た
、
今
日
、
私
人
が
宗
派
的
墓
地
を
創
設
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
Ｑ
ミ゙
も

に
し
。

だ
が
、
こ
の
状
態
は
、
実
際
上
、
と
く
に
ユ
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ム
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徒
に
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な
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あ
り
Ｃ
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に
３
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そ
の
た
め
、
市
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今
日
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公
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墓
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墓
地
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他
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部
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分
離
さ
れ
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な
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い
う
条
件
で
、
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徒
の
墓
と
イ
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墓
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区
画
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編
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あ
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忠
∽ｏ
コ
ｇ
ｌ
ｌ
上
思
見
の
自
由

含
一Ｏ
Ｒ
ホ

Ｒ
ｏ
つ
一●
一ｏ
●
）
と
の
関
係
で
―
―
」
青
山
法
学
論
集
三
三
巻
二
号

（
一
九
九

一
）
三
八
―
四
三
頁
以
下
。

２９
　
】・
峰
『」
無
ざ
●
∽
日
〓
ぉ
ふ
『
ォ
】げ
∽
∽」
「
ご
●
ｏ
●
嗜
２
】ふ

りｏ
２
２

ｏヽ
Ｏ
●
゛
“
く
ユ
一
【
０
０
Ｆ
〓

＞

‐
国

「
お

，
“
ヽ，
り
ヽヽ
ミ
ミ
に
ミ
いｏ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
、ヽ
ヽ
資
ミ
ヽヽ
と
ヽ
ヽ
、
ミ
ヽ
ミヽ
）

Ｎ
Ｏ
．
い
０
・
【
Φ
一
∝
）
ｏ
一
∞
Ｏ

３０
　
”
Ｏ
Ｆ
『一
Ｓ

ミ

）
ｏ
認
Ｎ

乱̈
　
　
”
」
く
ｏ
「Ｃ
・
Ｈ）ｏ
】一
０
い
ｏ
一ｏ
”
一ｏ
シ
】”
『Ｏ
ｍ
一ｏ
Ｏ
ｏ
ｃ
ヽ
ｏ
一，
　
一“
●
ｏ
け【ｏ
●
」
ｏ
一”
】０
［̈い
０
”
●
∽
一”
』●
呵一∽も
Ｃヽ
Ｏ
ｏ
●
●
ｏ
”
０
コ
Ｌ
●
【∽［ヽ
”
Ｌ
く
ｏ
・　
一●
Ｏ
ｏ
●
けヽ
ｏ
Ｏ
①
∽●
いｏ
い
ｏ
ｏ
∽

ｏ
●
〓
”いｏ
」
ｏ
∽
Ｏ
ｏ
】串
●
∽け【けｏ
一
０
）か
け●
Ｏ
ｏ
∽
Ｏ
ｏ
ワ
〓
ｏ
ｏ
・
』〕ヽ
　
ヽヽ
ヽヽ
ヽヽ
ヽ
）
「
″
】『
・　
日
０
一
ｏ
ヽ
●
ｏ
い
ヽ
∽
‐
Ｎ
『
０

３２
　
”
オ
の
ｐヽ

い
０

むヽ

ミヽ
み

ヽ
ミ
ミ
ミ
ミ
２
ヽ

ミ́
ヽ
ベ

ロ
ｏ
お

（じ
ヽ
フ
〓
ｏ
や

３３
　
ｒ
”
・
お
ユ

刀
一ｏ
コ
ｑ
・
い
０

ヽ
さ

冴ヽ

ふ

、ヽふ
ｏ
ミ
ミ
ヽ
ミ

ヽ
ミ
ヽ
ｅヽ
ヽ
ド

８
鍵
・
国
ｏ
ｏ
●
ｏ
日
一Ｏ
Ｐ

Ｏ
Ｓ
ゃ

３４
　
ｒ
讐
鴨
８
Ｐ

Ｓ

ミ

ｏ
〓

，

３５
　

一
九
九
六
年

一
二
月

一
二
日
の

『
ラ

・
ク

ロ
ワ
』

の
記
事
に
よ
る
。

３６

　

国以
下
上
夕
昭
（、　
一
ｏ
”
●

“
ｏ
Ｃ
∽
２
●
Φ
∽
ｏ
・
い
ヽ

ミ
』ヽ
」ヽ
ヽ
ゝ
ミ
ミ
０
ヽ
ン
ｏ

」ヽ

ヽ
ミ
ヽ
ヽ
き

ヽ
ミ
ヽ
ヽ

０ヽ
ミ
♪

∽
ｏ
●
【〓

Ｐ
Ｏ
Φ
♪

０
０
Ｌ
ｏ
‐
卜
Ｐ

τ
”
一
ュ
ｏ
だ

く
”
一α
ユ
●
一
『
”
ｏ
Ｏ
Ｌ
ｏ
∽
く
０
「
う
”
Ч
・

』ｏ
”
コ
‐”
”
Ｌ
】
∪
●
【”
い
Ｏ
ｏ
け
〇
一】く
お
ヽ
国
ｏ，
“
つ
ｏ
ρ
」，
Ｓ
ゃ
ヽヽ
ヽ
ｏ
ミ
ミ
ミ
い
じ
”
一一ｏ
い
Ｐｏ∞Ｐ
ｏ
つ
ｏ『ｏ
‐ｏ『Ｐ
の
のＯ
『”
ｏ∽
∪
ｏ
ご
´
ｒ
ｏ
∽
”
●
ヨ
ｏ
●
お
【∽
０
０∽
∽ｏ
「く
ぉ
０∽



ｏ
●
σ
〓
Ｏ
ｐ
ｈ
Ｓ
ミヽ
い
ヽ
ヽ
ヽ
゛ヽ
ヾ
ゝヽ

やゞ
ミ
ヽヽ
ヽ
Ｐｏ
∞
∞
・
も
つ
一
一
い
ｏ
け
∽●
一く
‥

３７
　
施
設
付
司
祭
の
い
る
公
共
施
設
の
当
局
は
、
施
設
付
司
祭
の
人
事
に
つ
き
そ
の
者
が
所
属
す
る
宗
教
当
局
の
決
定
を
尊
重
す
べ
き
だ
と
す
る
の
が
、
コ
ン

セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
例
で
あ
る
。
参
照
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
病
院
付
司
祭
の
資
格
喪
失
の
事
件
に
関
す
る
判
決

（０

国
・
ヽ

ｏ
ｏ
ざ
マ
ｏ
８
８
・
つ
ｏ
ユ
）

ヽ

ミヽ
ミ
ミ
ヽ
ミ
ヽ
ミ
ミ

ヽ
も
や
ヽ
ヽ
ミ
ミ
ン
べヽ
ヽヽ
」
８
Ｆ
）
田
ρ
８
月
】房
一０
易

ｒ
”
げ
ｏ
８
●
】】Ｃ
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
軍
隊
付
司
祭
の
配
置
転
換
に
関
す
る

判

決

（０

国

・
Ｎ

ヨ

営

８

８

・
”
ｏ
ｌ

ｍ
３

・
ヽ

０

「
Ｊ

〓
８

♪

】
メ

ヽ

四

）
も
器

じ

。

３８
　
学
校
付
司
祭
に
つ
き
参
照
、
マ
”
マ
〓
ミ
市
∽
■
Ｑ
崚
・
ヽ
ミ
ミ
ヽ
ベ
ミ
Ｄ

Ｓ

ざヽ

ミヽ
ミ
ａ

ヽヾ
ゝ

ヽ
ヾ
う

母ヽ
ミ
ミ
ミ
ヽ
ヽ
と

ドヽ

ｏ
ｑ
い
８
湯

邦
語
文
献
と
し
て

次
の
も
の
が
あ
る
。
小
泉
洋

一
「
フ
ラ
ン
ス
の
政
教
分
離
原
則
に
関
す
る

一
考
察
―
―
補
助
金
の
禁
■
と
施
設
付
司
祭
の
問
題
を
中
心
に
―
―
」
阪
大
法
学

一
三
二
号

（
一
九
八
四
）

一
七
〇
頁
以
下
、
丹
羽
徹

「学
校
教
育
に
お
け
る
子
ど
も
の

『良
心
の
自
由
』
０
完
」
名
古
屋
大
学
法
政
論
集

一
三
八
号

（
一
九

九

一
）

一
三
四
頁
以
下
。

３９
　
じ
。
一ｐ
Ｓ

ヽヽ
■

●
一
器

４０
　
政
教
分
離
法
二
条
は
施
設
付
司
祭
の
存
在
す
る
公
共
施
設
と
し
て

「学
校
」
８
８
一３

を
挙
げ
る
が
、
立
法
者
は
こ
れ
に
小
学
校
は
含
ま
れ
な
い
と
し

（斡
ヽ
ヽ
い
ｏ
み
ヽ
ヾ
ヽ
ｏ
ヽヽ
３
８
８
ム
８
Ｐ
ｏ
８
じ
、
ま
た
コ
ン
セ
イ
ユ
・デ
タ
の
判
例
も
小
学
校
の
学
校
付
司
祭
を
否
定
し
た

６

詢
ヽ
卜
憲
８
日
ギ
０
８
８
・

０
０
日
Ｂ
●
●
Ｏ
α
ｏ
∽
”
晨
ｏ
”
Ｆ
υ
ミ
Ｒヽ
）
８
〓
・
Ｐ
も
〓
じ
。

４‐
一　
０
　
同
●
０
一●
●̈
ＰＯ
ト
メ
⊂
●
』ｏ
●
ｏ
”
けす
ｏ
〓
ｏ
」
ｏ
Ｏ
ｏ
∽
す
ｏ
■
ロゴ
ｏ
∽
α
●
０
ｏ̈
ｏ
Ｏ
のｏ
」
ｏ
く
ｏ
【∽”
〓
】ｏ
″
∽
や
ヽ
ヽ
・
Ｐｏ
一
Ｐ
∞
）
ｏ
も
ド

の
一
　

〇
　
５

Ｃ

Ｐ
”
く
ユ
】
日
Φ
卜
ｐ

Ｏ
，

”
く
ｏ
●
ｏ
”
●
・
∽
、ヽ
ヽ
）
・
日
０
卜
Ｐ

∞
・
も
ヽ
Ｐ

う
ｏ
け
ｏ

」
ｏ
∽
ｏ
も

，

∪
ｏ
】ｏ
ｏ
ｏ
コ
一
ｈ
ざ

どヽ
ヽ
）
】
０
卜
Ｐ

い
）
０
し
∞
ｒ

●
ｏ
●
ｏ
】●
■
ｏ
●
∽
α
ｏ
Ｏ
“
鯵
』ｏ
い

ｏ
ｏ
け
ｏ

ｒ
ｏ
」
』∽
卿
２

ご
】μ聾

４３
　
０

同
じ
い
∞
一“
づ
く
庁
『
〓Ｏ
ｏ
Ｐ
＞
∽∽ｏ
２
“
け」ｏ
●
ｏ
ｏヽ
」ｏ
∽ａ
Ｏ
●
２
お
Ｑ
ｏ
∽
”
●
ヨ
０
●
お

∽ヽ
Ｑ
Φ
】）ｏ
●
∽２
●
”
●
ｏ
日
０
●
け
Ｏ
ｃ
σ
一お
ヽ
「
ヽヽ
ミ
ヽ
ヽ
ヽ
ミ
６
ヽ
ヾ
らヽ
ヽ
ヽ
敲
〕き

，
も
い
デ

４４
　
０

国
）
Ｎ
∞
」”
●
く
お
【
Ｈｏ
ｕ
Ｐ
∽
お
Ｌ
「∽
＞
〓
σ
『●
●
ｏ
け
く
一】お
ｏ
す
ｏ
し
ｏ
●
ｘ
ｏ
［
０
２
日
０
”
“
ｃ
Ｑ
ｏ
●
ヽ
ヽヽ
ミ
■
、
ヽ
９

ヽ
ミ
ヽ
お
ヽ
ミ
Ｑ
ο
Ｓ
●ミ
ヽ
ヽ
ボ
〕ヽ
お
つ
い
９

４５
　
０
　
”
・
ヽ
ヨ
”
∽ヽ
〓Φ
Ｏ
ｐ
く
〓
一ｏ
α
ｏ
ｒ
』】】ｐ
詢
ヽヽ
ミ
こヽ
も
ヽ
どヽ
ヽ
∽
ミヽ
ヽ
・
Ｐｏ
ｏ
Ｐ
一●
■
∽０
「●
Ｃ
ｏ
●
ｏ
ｐ
ｏ
も
『
Ｐ
ｏ
ｏ
●
ｏ
】Ｃ
ａ
ｏ
●
∽
〇
σ̈
①
一ヽ
〇
●
一】】”
ｏ
日
９

４６
　
＞
。
テ
】̈ご
マ
Ｆ
降
【ｐ
層
”
α
ｏ̈
●
ｏ
す
ｏ
●
お
ｏ
け
】”
ざ
岸
０
」）
ミ
ざ
ヽ
゛
いヽ
ヽ
も
ヽ
Ｓ
ヽ
「ミ
）
〓Φ
∞
♪
も
し
押
ｒ
ｏ
●
お
α
ｏ
Ｚ
“
」
ｏヽ
お
ヽ
ｒ
”
●
ｏ
コ
‐ｏ
ｏ
●
「ｏ
∽Ｏ
ｏ
●
”
】̈
けい
Ｏ
①
】）国
け”
”

ｏ
い
０
『ｏ
〓
や
”
●
一
２
″
い
ざ
ヽ
ミ
ふ

らヽ
ヽ
も
ヽ
ミ
ミ
Ｆ
けｏ
日
ｏ
Ｘ
Ｘ
く
Ｆ
〓Φ
∝

，
つ
い
一
９

４７
　
刀
。
げ
ｑ
●
Ｓ

、ヽ
´
０
認
ド
ジ
ャ
ン
・
モ
ラ
ン
ジ
ュ
も
同
様
の
こ
と
を
述
べ
る
。
」
ｏ
“
●
く
ｏ
こ
●
”
ρ
む
ヽ

冴ヽ
き

ぶヽ
ｏ
ミ
ミ
９

ヽヽ

ヽヽ
き
ヽ
い
ヽ
ミ
ミ
ミ
ミ
Ｄ
）
∞
①
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い
０
・
で
Ｃ
『
）
〓Φ
Ｏ
Ｐ
ｏ
■
０
９

“́
　
　
〕
ｏ
“
●
」
に
（出”
”
ｒ
．Ｏ
げ
』ｏ
ｏ
け【ｏ
●
Ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
●
∽ｏ
」０
●
０
０
ｏ
●
α
『ｏ
」一
ｈヽ
”
●
〇
”
】″
　
「
ぼ
ヽ
ミ
ヽ
ヽ
ミ
　
ヽ
οヽ
ヽヽ
ヽ
ミ
゛
、
い
・　
ＨΦ
Φ
Ｆ
ｏ
い
い
０

４９
　
∪
９
日
」ユ
ｏ
●
ｏ
ｒ
”
∽Ｌ
ｏ
‐
「
ｏ
●
ｏ
●
一】お

，
い
ヽ
いｏ
ヽ
∽ヽ
ヽヽ
いｏ
ｒ

Ｏ

∪

｝
ヽ
【Φ
Φ
Ｐ
Ｏ
■
『
ド

５０
　
例
え
ば
、
刀
ｏ
０
９

，
Ｓ
ｋ
「ヽ
■
つ
０
認
い
２

３
【ｆ

”
【く
ｏ
８
・
Ｓ

ヽヽ
■
０
も
８
い
２
２
」ｆ

フ
ラ
ン
ス
の
良
心
的
兵
役
拒
否
に
つ
き
参
照
、
上
村
貞
美

「
フ

ラ
ン
ス
に
お
け
る
良
心
的
兵
役
拒
否
―
―
現
代
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
国
防
と
人
権

（そ
の
一
ご

禾
日
川
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
五
六
号

（
一
九
八
二
）
五

三
頁
。
た
だ
し
、
同
論
文
に
は

一
九
八
三
年
法
制
定
前
し
か
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
は
今
日
、
募
兵
制
に
移
行
し
つ
つ
あ
る
た
め
、
近
い
将

来
、
良
心
的
兵
役
拒
否
が
実
際
上
の
意
味
を
失
う
か
も
し
れ
な
い
。

５．
　
こ
の
条
項
に
つ
き
参
照
、
上
村

「
フ
ラ
ン
ス
の
妊
娠
中
絶
法
」
香
川
法
学
八
巻

一
号

（
一
九
八
八
）
四
七
頁
、
五
二
頁
、
五
五
頁
注
六
。

５２
　

，一れ
を
良
心
的
拒
否
と
し
て
扱
う
学
説
と
し
て
、
ｒ
夕
Ｎ
】？
『
８
ｏ
●
【】】ｏ
●
Ｓ

、ヽ
・
０
ぁ
ド

５３
　
参
照
、
大
石
泰
彦

「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
法
的
地
位
―
―

い
わ
ゆ
る

『良
心
条
項

（●
】“
‘
α
ｏ
α
ｏ
８
３
〇
一０
月
ｅ
』
を
中
心
に
」
青

山
法
学
論
集
三
二
巻
三

・
四
号

（
一
九
九
〇
）

一
五
五
頁
以
下
。

５４
　
０

国
Ｊ
Ｎ
『
ヨ
”
あ

Ｈｏ
∞
ρ
＞
′
ｏ
２
”
けざ
●
ア
”ヽ
２
【お

Ｏ
ｏ
く
Ｌ
ｏ
●
Ｑ
ｏ
●
●
ｏ
Ｐ
ヽ
Ｒ
ミ
ヽ
ヽ
ヽ
あ

ヽ
ミ
ヽ
芳
ヽ
ミ
Ｏ
ｏ
ヽ
Ｒ
ミ
ヽ
』
Ｓ

，
つ
∝
∝
”

５５
　
２
お

ｐヽ

Ｓ

ミ

ヽ
０
〓Ｒ

５６
　
祭
儀
的
屠
殺
を
行
う
者
の
資
格
を
与
え
る

「宗
教
組
織
」
に
関
す
る
判
例
と
し
て
次
の
も
の
が
あ
る
。
０

国
ｔ
蹟

う
ｏ
く
ｏ
日
ギ
０
８
Ｒ
）
＞
∽８
ｏ
一諄
」ｏ
●

ｏ
Ｌ
［●
２
】ｏ
お
”ヽ
９
〓
ｏ
Ｏ

，
”
）“
『ｏ
∽
〓
２
０
曰

く
０
１↓
∽ｏ
Ｏ
ｏ
Ｆ

ヽ
いミ
ヽ
ミ
ミ
ヽ
ミ
ヽ
ミ
ミ
ヘ
ヽ
ざ
ゃ
ヽ
ヽ
ミ
」ヽ
み
べヽ
ヽヽ
）
】Φ
Ｏ
Ｐ
Ｏ
卜
０
ド

５７
　
Ｐ
お
『ｐ

Ｓ

ミ

ヽ
０
】Ｒ

５８
　
０
〓
い
。
”
『
Ｏ
ｏ
い
ｏ
く
お
く
ｏ
パ
ｏ
●
げ
一
＞
●
”ｏ
■
∽”
Ｌ
ｏ
●
α
）“
σ
∽ｏ
●
ｏ
ｏ
ｏ
一
】一げ
０
〓
い
Ｏ
ｏ
い
ｏ
●
∽Ｑ
ｏ
う
ｏ
ｏ
Ｌ
ｏ
∽
「ｏ
●
●
〓
Ｏ
コ
●
性
【ｏ
μ
力

ミヽ
ミ
ヽ
ヽ
ミ
ヽヽ
ン
や
ヽ
ざヽ

，
日０
∝
が

も
Ｈ∞
Φ

５９
　
ｒ
”
・
い
。
８
Ｐ

Ｓ

ヽヽ
■

フ
８
【

６０
　
参
照
、
二
編
三
章

一
九
八
頁
。

６‐
　
０

同
じ
〓一
いい
く
『お
ヽ
日Φ
Φ
が
で
【一げ
目
ｏ
●
●
ド
い
０

ヽ
ミ
ヽヽ
Ｄ

ｅ
Ｓ

卜ヽ
，
ヽ
日０
０

，
●
．
Ｐ
も
あ
・
●
ｏ
〔Φ
『
『”
う
ｏ
澪
∝
ｏ
Ｃ
∽ｏ
”
Ｆ

６２
　
”
。
げ
。
■
）
ヽヽ

ヽヽ
■

づ
い
い
Ｐ
”
く̈
ｏ
ｐヽ

ヽヽ

ミヽ
）
●
Ｈｏ
Ｐ
Ｏ
ｏ
ｏ
【”
ｏ
∽
”
」
αヽ
ｏ
”
Ｆ

い
０

ヽ
き
ミ
ン

ヽ
ミ
い
ミヽ
ミ
３
・
卜
い

，
´
ｒ
Ｏ
∪
Ｌ
ヽ
Ｈｏ
ＮＮ
Ｏ
お
い
｝
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∽
ミ
）ミ

●
舞
ｏ
３
９

０
ｏ
〓
”̈
『Ｃ
・　
もヽ
　
」ヽ、
）
も
ヽ
卜
い
一
ント
ｏ
「”
●
ｍ
ｏ
・　
もヽ
　
」ヽヽ
）
も
ＨＯ
Ｏ
〕
】４
”
〓
『Ｏ
∽̈・　
ヽヽ
　
ヽヽ
ヽ
・
も
も
一
い
い
ｏ
け
∽●
く̈

０
出
）
”
】く
の
ｏヽ
・
οヽ
　
やヽ
。
つ
■
０
”

積
極
的
中
立
性
に
着
目
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
ラ
イ
シ
テ
が
「国
家
の
好
意
的
中
立
性
」
と
性
格
づ
け
ら
れ
る
。
「
轟
ぶ
ｏ
お
ｒ
月
ず
”
いお
彙
ｏ
？
鶴
０
０
ｏ
●
８
・

い
ヽ

６
ｏ
ヽ
´
ヽヽ
ミ

％ざ
ヽ

ヽ
ヽ

き

ヽ
Ｒ
さ
い
ミヽ
ミ
ヽ
ゝ
ド
ヽ
い
ヽ
ン
ド

い
ｏ
い

，
・
国
ｏ
ｏ
●
ｏ
日

ざ
Ｐ

Ｈ
一
∞
メ

も
つ
【
一
ｏ
ｏ
計
∽
‘
【́

６７
　
Ｅ

９ヽ
Ｐ

Ｓ
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∞
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第

一
章
　
ラ
イ
シ
テ
と
公
役
務

政
教
分
離
の
原
則
と
は
、
し
ば
し
ば
説
か
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
国
家
が
あ
ら
ゆ
る
宗
教
か
ら
絶
縁
し
、
宗
教
を
純
然
た
る
私
事

と
す
る
こ
と
で
あ
（縫

。
そ
こ
で
ヽ
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
を
見
る
場
合
も
、
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
の
下
で
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に

宗
教
が
公
的
性
格
を
失
い
、
私
事
と
さ
れ
て
い
る
か
を
検
証
し
、
そ
れ
と
と
も
に
こ
の
点
で
の
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
の
適
用
の
特
徴
を
見

る
こ
と
が
、　
一
定
の
意
義
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
本
章
で
の
課
題
は
こ
の
点
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
国

・
公
共
団
体
の
行
う

一
般
的
利
益
の
目
的
で
の
活
動
を
公
役
務

ａ
ｏ「く
一８
狸
σ
Ｆ
）
と
呼
ぶ
。

し
た
が
っ
て
、
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
が
公
役
務
に
ど
の
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
す
と
い
う
観
点
か
ら
、
前
述
の
課
題
に
ア
プ

ロ
ー
チ
す
る

の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
宗
教
活
動
が
公
役
務
で
は
な
い
こ
と
を
、
そ
の
限
界
と
と
も
に
確
認
し
た
後
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

公
役
務
の
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
を
鳥
嗽
し
、
さ
ら
に
、
と
く
に
公
役
務
の
場
と
で
も
い
う
べ
き
公
共
の
場
所
の
ラ
イ
シ
テ
を
め
ぐ
る
問
題

状
況
に
も
触
れ
る
こ
と
に
し
よ
う
。



第

一
節
　
を示
教
活
動
は
公
役
務
で
は
な

い

一　

教
会

の
公
役
務

の
廃
止

政
教
分
離
法
二
条
の
定
め
る
礼
拝
の
公
認
の
禁
止
は
、
政
教
分
離
法
制
定
ま
で
の
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
の
下
で
存
在
し
た
公
認
宗
教
の

教
会
の
行
う
公
役
務
の
廃
止
を
意
味
し
た
。
公
認
の
禁
止
は
、
「宗
教
の
『公
認
』
が
特
定
の
意
味
を
持

っ
て
い
た
時
代
の
歴
史
的
文
脈

の
中
に
そ
れ
を
置
い
た
と
き
に
の
み
説
明
さ
れ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
教
会
の
公
役
務
の
禁
上
の
意
味
を
理
解
す
る
に
は
、　
コ
ン
コ
ル

ダ
制
度
下
の
公
認
宗
教
を
少
し
知
る
必
要
が
あ
る
。

コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
の
時
代
、
カ
ト
リ
ッ
ク
、
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
二
教
派
お
よ
び
ユ
ダ
ヤ
教
は
公
認
宗
教
と
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
教
会

の
行
う
集
団
的
、
共
同
的
な
宗
教
活
動
で
あ
る
礼
拝
ａ
ｃ
】一Ｃ
は
、
公
役
務
で
あ
り
、
公
法
で
規
律
さ
れ
る
事
項
で
あ

っ
た
。
そ
の
宗
教

公
役
務
は
、
一
八
〇
二
年
四
月
八
日
の
法
律
な
ど
に
よ
り
国
家
が
組
織
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
公
施
設
法
人
お
（３
Ｆ
Ｘ
８
８
［
Ｅ
σ
汗

３

８
】”２

に
よ
り
管
理
さ
れ
た
。
カ
ト
リ
ツ
ク
の
聖
職
者
生
計
資
産

（Ｂ
８
∽Ｃ

や
教
会
財
産
管
理
委
員
会

貧
３

【ヽＥ
ｃ
、
プ

ロ
テ
ス
タ
ン

ト
の
長
老
会
議

お
８
∽＆

「
ｏ∽ご
けいヽ
”
し
、　
ユ
ダ
ヤ
教
の
長
老
会
議

３
８
∽●
ｏ
』【ｃ

が
そ
の
よ
う
な
公
法
人
の
例
で
あ
る
。
公
認
宗
教

の
宗
教
教
師

（ユ
●
●
ｏ
８

８
】けｃ

は
政
府

へ
の
忠
誠
の
宣
誓
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
反
面
、
彼
ら
は
国

。
公
共
団
体
か
ら
俸
給
を
受
け
、

ま
た
住
居
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
う
し
た
点
か
ら
そ
の
地
位
は
公
務
員
と
見
な
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
彼
ら
は
、
裁
判
管
轄
、
税

や
兵
役
な
ど
の
面
で
も
特
権
を
享
受
し
た
。
国
家
は
、
こ
の
よ
う
に
公
認
宗
教
に
特
権
を
付
与
す
る

一
方
で
、
公
認
宗
教
の
教
会
の
組

織
、
規
律
に
大
幅
に
介
入
し
た
。
国
家
が
、
例
え
ば
、
高
位
聖
職
者
の
任
命
権
を
掌
握
し
た
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
教
区
の
創
設
を
監

督
す
る
権
限
な
ど
を
持
ち
、
ま
た
宗
教
教
師
の
規
律
を
権
限
鍮
越
の
訴

（いｏ８
●
あ
Ｂ
ξ

じ
●
じ

の
制
度
に
よ
り
統
制
し
漫
。
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教
会
の
公
役
務
の
廃
止
は
、
以
上
の
よ
う
な
公
的
活
動
と
見
な
さ
れ
て
き
た
教
会
の
活
動
を
純
粋
に
私
的
な
活
動
と
す
る
こ
と
、
す

な
わ
ち
宗
教
を
私
事
と
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「教
会
は
あ
ら
ゆ
る
公
法
上
の
地
位
を
喪
失
し
た
。
…
…
宗
教
の
法

制
度
は
、　
一
般
法
す
な
わ
ち
本
質
的
に
私
法
に
属
す
る
」
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
教
会
の
公
役
務
の
廃
止
は
具
体
的
に
は
次
の
結

果
を
生
ぜ
し
め
た
。

０
　
公
法
人
の
廃
止
　
　
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
で
教
会
の
公
役
務
を
管
理
し
た
公
法
人
は
廃
止
さ
れ
た
。
「宗
教
公
施
設
法
人
は
廃
止
さ

れ
る
」
と
定
め
る
政
教
分
離
法
二
条
三
項
は
こ
れ
を
明
示
す
る
。
そ
し
て
、
政
教
分
離
法
は
、
そ
の
公
法
人
に
代
わ
る
私
法
人
で
あ
る

宗
教
社
団
の
制
度
を
設
け
た
。

②
　
私
人
で
あ
る
宗
教
教
師
　
　
公
認
宗
教
の
宗
教
教
師
は
公
務
員
と
し
て
の
地
位
や
特
権
と
く
に
俸
給
を
失
い
、
そ
の
地
位
は
基

本
的
に

一
般
市
民
と
同
じ
に
な
り
、
ま
た
、
そ
の
職
務
は
私
的
行
為
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
政
教
分
離
法
に
は
、
宗
教
教
師

（神
学
生
）
の
兵
役
に
関
す
る
特
権
廃
止
に
伴
う
経
過
規
定
が
見
ら
れ
る

（二
九
条
）。

Ｑ
　
一ホ
教
予
算
の
廃
止
　
　
礼
拝
は
私
事
で
あ
り
、
宗
教
団
体
は
民
営
化
さ
れ
る
た
め
、
政
教
分
離
法
二
条
が
明
示
す
る
よ
う
に
、

国

・
公
共
団
体
の
宗
教
予
算
は
廃
止
さ
れ
、
さ
ら
に
礼
拝

へ
の
補
助
金
も
禁
止
さ
れ
た
。

０
　
一不
教
間
の
差
別
解
消
　
　
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
の
下
で
は
国
家
の
介
入
と
保
護
を
受
け
る
公
認
宗
教
と
そ
う
で
は
な
い
非
公
認
宗

教
と
い
う
差
別
が
存
在
し
た
が
、
公
認
の
禁
上
に
よ
り
、
す
べ
て
の
宗
教
組
織
は
、
国
家
か
ら
介
入
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
自
由
を
享

受
す
る
平
等
な
地
位
に
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
な
お
こ
の
趣
旨
は
、　
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
の
根
拠
法
令
を
廃
止
す
る
政
教
分
離
法
四
四
条

に
お
い
て
も
示
さ
れ
る
。



一
一　
国
家
に
よ
る
宗
教
の
承
認

教
会
の
公
役
務
の
廃
止
に
よ
り
宗
教
活
動
は
も
は
や
公
役
務
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
は
、
国
家
が
教
会
を
特
別
に
見
な

い
と
い
う
点
で
、
国
家
に
よ
る
教
会
へ
の
無
視
あ
る
い
は
無
関
心
だ
と
も
言
え
な
く
も
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
に
関
し
て
公
法
学
者
エ
ス

マ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
純
。
「承
認
と
い
う
語
が
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
の
下
で
有
し
て
い
た
特
別
な
意
味
に
お
い
て
礼
拝
は
『承
認
』
さ

れ
な
い
と
し
て
も
、
国
家
が
礼
拝
を

『無
視
す
る
』
（】”
３
『ｏし
と
い
う
の
は
不
正
確
で
あ
ろ
う
。
承
認
と
い
う
語
を
宗
教
事
項
に
当
て

は
め
る
場
合
に
そ
れ
が
と
る
特
別
な
意
味
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
国
家
が
礼
拝
を

『承
認
す
る
』
と
言
う
こ
と
が
で

き
る
」
と
。
こ
こ
に
い
う

「承
認
す
る
」
（ヽ
Φｏ８
８
撃
こ

の
特
別
な
意
味
は
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
で
の
宗
教
の

「公
認
」
で
あ
る
が
、　
エ

ス
マ
ン
は
、
教
会
の
公
役
務
廃
止
の
後
も
そ
の
語
の
通
常
の
意
味
に
お
い
て
国
家
に
よ
る
宗
教
の
承
認
が
あ
り
得
る
こ
と
を
示
す
の
で

（６
）

あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
は
、　
エ
ス
マ
ン
と
同
様
、
宗
教
の
公
認
禁
上
に
も
か
か
わ
ら
ず
国
家
が
教
会
を
完
全
に
無
視
す
る
こ
と
は
あ

り
得
ず
、
国
家
が
、
宗
教
の
存
在
を
承
認
し
、
さ
ら
に
場
合
に
よ
れ
ば
そ
れ
を
尊
重
し
、
宗
教
に
か
か
わ
る
事
項
を
考
慮
す
る
こ
と
を

肯
定
す
る
。
こ
の
理
由
に
つ
き
、
ジ
ャ
ン
・リ
ヴ
ェ
ロ
は
次
の
よ
う
に
説
く
。
「分
離
は
、
無
視
を
望
ま
な
か
っ
た
し
、
そ
う
で
は
あ
り

得
な
か
っ
た
。
教
会
が
社
会
に
お
い
て
示
し
続
け
て
い
る
社
会
的
な
力
、
精
神
的
な
力
、
さ
ら
に
政
治
的
な
力
を
考
え
る
と
、
教
会
を

無
視
す
る
こ
と
は
、
国
家
に
と
っ
て
危
険
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
市
民
の
良
心
の
自
由
を
脅
か
す
お
そ
れ
も
あ
っ
た
」
と
。

で
は
、
こ
の
よ
う
に
学
説
に
お
い
て
宗
教
の
承
認
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
場
合
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
宗
教
的
自

由
を
保
障
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
政
教
分
離
法
自
体
に
定
め
ら
れ
る
施
設
付
司
祭
、
あ
る
い
は
同
様
の
趣
旨
で
行
政
実
務
で
行
わ
れ
、

ま
た
判
例
で
認
め
ら
れ
る
祭
儀
の
尊
重
は
、
ま
さ
に
国
家
が
宗
教
に
関
わ
る
事
項
を
考
慮
し
そ
れ
を
特
別
に
扱
う
場
合
で
あ
り
、
宗
教

の
承
認
の
典
型
例
で
あ
る
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
宗
教
教
師
の
た
め
の
特
別
な
社
会
保
障
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
（だ

、
こ
れ
も
国

家
に
よ
る
宗
教
の
承
認
の
例
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
法
廷
で
の
宣
誓

ａ
ｎ
日
８
し

に
つ
い
て
、
宣
誓
者
の
要
求
が
あ
れ
ば
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宗
教
的
宣
誓
を
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
こ
と
も
、
国
家
に
よ
る
宗
教
の
承
認
の
例
と
し
て
加
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。　
コ
ー
ラ
ン
の
上

に
手
を
置
く
宗
教
的
方
法
を
用
い
て
行
う
宣
誓
を
有
効
と
す
る
破
毀
院
の
判
例
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
ほ
か
に
学
説
が
指
摘
す
る
例
と
し
て
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

１
　
キ
リ
ス
ト
教
暦
の
祝
祭
日

政
教
分
離
法
四
二
条
は
、
「現
在
の
祝
祭
日
に
関
す
る
法
律
規
定
は
維
持
さ
れ
る
」
と
し
て
、　
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
の
廃
止
の
後
も
そ
の

当
時
の
法
定
祝
祭
日
が
存
続
す
る
こ
と
を
明
示
し
た
。
当
時
の
法
定
祝
祭
日
は
、
元
日
と
大
革
命
記
念
日
を
除
け
ば
、
す
べ
て
キ
リ
ス

ト
教
暦
―
―
よ
り
正
確
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
暦
―
―
上
の
祝
祭
日
（ク
リ
ス
マ
ス
、
万
聖
節
、
復
活
祭
な
ど
）
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
改

正
さ
れ
な
い
ば
か
り
か
、
政
教
分
離
後
の
一
時
期
に
は
ジ
ャ
ン
ヌ

・
ダ
ル
ク
の
祭
日
も
法
定
さ
れ
た
。
な
お
、
政
教
分
離
法
四
二
条
は

労
働
法
典
に
関
す
る

一
九
七
三
年

一
月
二
日
の
法
律
に
よ
り
削
除
さ
れ
、
今
日
、
労
働
法
典
Ｌ
二
二

一
―

一
条
が
祝
祭
日
を
定
め
る
が
、

そ
こ
で
も
法
定
祝
祭
日
の
半
数
は
キ
リ
ス
ト
教
暦
上
の
祝
祭
日
で
あ
る
。

２
　
宗
教
教
師
の
犯
罪
、
法
律
上
の
能
力

宗
教
教
師
は

一
般
市
民
と
同
じ
地
位
に
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
宗
教
教
師
に
関
す
る
特
別
な
犯
罪
や
法
律
上
の
能
力
の
特
別
な
制

限
が
あ
る
。
政
教
分
離
法
の
立
法
者
も
こ
う
し
た
規
定
の
存
在
を
容
認
す
る
。
ブ
リ
ア
ン
は
、
「宗
教
お
よ
び
宗
教
儀
式
が
公
の
秩
序
に

か
か
わ
ら
な
い
限
り
、
法
律
は
そ
れ
を
知
ら
な
い
。
だ
が
、
反
対
推
論
に
よ
り
、
公
の
秩
序
の
性
格
を
有
す
る
民
法
規
定
ま
た
は
刑
法

（１０
）

規
定
は
従
来
ど
お
り
効
力
を
持
つ
」
と
述
べ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
規
定
の
例
と
し
て
次
の
も
の
が
あ
る
。

第

一
に
、
新
刑
法
典
四
三
二
―
二

一
条
の
規
定
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「身
分
吏
が
事
前
に
受
理
し
た
婚
姻
届
に
よ
り
証
明
さ
れ
る
こ
と

な
く
、
婚
姻
の
宗
教
儀
式
を
常
習
的
に
行
う
宗
教
教
師
」
に
対
す
る
刑
罰
規
定
で
あ
り
、
そ
の
規
定
が
宗
教
教
師
の
身
分
を
特
別
視
す

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
規
定
は

一
九
九
四
年
に
廃
止
さ
れ
た
旧
刑
法
典
の

一
九
九
条
お
よ
び
二
〇
〇
条
に
由



来
す
る
。
旧
刑
法
典
の
こ
の
ニ
カ
条
は
、
宗
教
教
師
に
よ
る
公
の
秩
序
の
侵
害
に
関
す
る
旧
刑
法
典
の
第
二
部
第
四
章
第
二
節
に
属
し

た
規
定
で
あ
り
、
し
か
も
同
節
に
あ
っ
た
他
の
条
項
は
す
べ
て
政
教
分
離
法
に
よ
り
削
除
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
廃
止
さ
れ
な
か
っ

た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
規
定
と
し
て
は
、
他
に
政
教
分
離
法
中
に
あ
る
宗
教
教
師
の
特
別
な
刑
罰
規
定
曾
一〇
条
、
三
四

条
、
二
五
条
）
が
あ
る
。

第
二
に
、
民
法
典
九
〇
九
条
の
規
定
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
病
死
者
を
そ
の
病
気
の
間
に
助
け
た
宗
教
教
師
が
そ
の
者
か
ら
生
前
贈

与
と
遺
贈
を
受
け
る
の
を
禁
じ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
宗
教
教
師
の
法
律
上
の
能
力
を
制
限
す
る
。

〓
一　
宗
教
公
役
務
の
残
滓

政
教
分
離
法
は
教
会
の
公
役
務
を
廃
止
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
行
の
政
教
分
離
法
が
定
め
る
礼
拝
用
建
物
の
制
度
に
は
、
二
で

見
た
国
家
に
よ
る
宗
教
の
承
認
に
と
ど
ま
ら
ず
公
役
務
の
残
存
物
と
見
受
け
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。

一
九
〇
八
年
四
月

一
三
日
の
法
律
に
よ
る
政
教
分
離
法
改
正
の
結
果
、
と
く
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
会
堂
な
ど
の
礼
拝
用
建
物
の
ほ
と

ん
ど
は
、
国

。
地
方
公
共
団
体
の
所
有
に
属
し
た
。
こ
の
事
態
は
、
政
教
分
離
法
制
定
後
の
政
府
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
間
で
生
じ

た
、
立
法
者
の
予
期
せ
ぬ
抗
争
の
結
果
生
起
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
政
教
分
離
法
の
立
法
者
の
意
図
に
反
し
た
も
の
だ
と
も

い
え
る
。
だ
が
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
立
法
者
が
、
大
革
命
の
教
会
財
産
国
有
化
の
伝
統
を
固
守
し
、
礼
拝
用

建
物
の
宗
教
社
団
に
移
転
し
、
礼
拝
用
建
物
を
私
有
化
す
る
と
い
う
発
想
を
全
く
も
た
な
か
っ
た
こ
と
も
指
摘
で
き
よ
（迎

。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
「社
寺
等
に
無
償
で
貸
付
け
て
あ
る
固
有
財
産
の
処
分
に
関
す
る
法
律
」
の
結
果
、
宗
教
活
動
に
必
要
な
財
産
を
宗
教
団
体
が
所

有
す
る
状
況
に
あ
る
今
日
の
わ
が
国
と
は
異
な
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
礼
拝
用
建
物
が
政
教
分
離
後
も
国
公
有
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
次
の
よ
う
な
独
特
の
状
況
が
見
ら
れ
る
。



第 1章  ラ イシ テ と公役 務

１
　
建
物
の
無
償
使
用

国
公
有
の
礼
拝
用
建
物
は
、
宗
教
社
団
、
宗
教
教
師
ま
た
は
信
徒
に
無
償
で
礼
拝
に
供
用
さ
れ
る
（政
教
分
離
法

一
三
条
、
一
九
〇
七
年

一
月
二
日
の
法
律
五
条
）。
こ
の
礼
拝
用
建
物
の
無
償
使
用
権
を
め
ぐ
る
複
数
の
カ
ト
リ
ッ
ク
宗
教
教
師
間
の
紛
争
に
お
い
て
、
判
例
は
、

聖
職
位
階

曾
い０【”
【３
こ

に
属
し
た
宗
教
教
師
に
の
み
そ
の
使
用
権
を
認
め
た
が
、　
エ
ス
マ
ン
は
こ
れ
も
国
家
に
よ
る
宗
教
の
承
認
の

（‐３
）

例
と
す
る
。

２
　
建
物
の

「
公
産
」
と
し
て
の
性
格

法
律
上
は
不
明
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
判
例
は
、
国
公
有
の
礼
拝
用
建
物
を
国
ま
た
は
公
共
団
体
の
公
産
ａ
ｏ
日
“
一お

冒
σ
汗
）、

す
な
わ
ち
公
共
団
体
の
財
産
の
う
ち
で
、
公
共
の
利
用
に
供
さ
れ
、
公
法
に
服
す
る
も
の
に
属
す
る
と
し
た
。
判
例
が
礼
拝
用
建
物
を

公
産
と
性
格
づ
け
た
理
由
は
、
礼
拝
用
建
物
が

「礼
拝
の
執
行
の
た
め
に
公
衆
の
利
用
に
直
接
供
せ
ら
れ
、
そ
こ
に
立
ち
入
り
た
い
す

べ
て
の
住
民
に
差
別
な
く
開
放
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
礼
拝
用
建
物
が
す
べ
て
の
信
徒
お
よ
び
宗
教
教
師
に
使
用

さ
れ
、
誰
で
も
そ
こ
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
点
を
重
視
し
て
、
判
例
は
、
礼
拝
用
建
物
を
公
産
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
礼

拝
用
建
物
が
公
産
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
、
礼
拝
用
建
物
の
供
用
が
公
法
の
規
律
対
象
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
判
例
は
、
コ

般
的
利
益
の
た
め
に
、
公
法
人
の
負
担
で
教
会
堂
で
行
わ
れ
る
工
事
は
、
公
土
木
工
事

↑
『営
讐
ｘ
Ｅ
σ
汗
じ

の
性
格
を
持
ち
続
け
る
」

こ
と
も
明
ら
か
に
す
る
。
公
土
木
工
事
と
は
、　
一
般
的
利
益
の
た
め
に
行
わ
れ
る
土
木
工
事
で
あ
り
、
こ
れ
も
や
は
り
公
法
に
よ
っ
て

規
律
さ
れ
る
事
項
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
宗
教
活
動
は
公
役
務
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
礼
拝
用
建
物
は
公
産
で
あ
り
、

そ
の
保
守
工
事
は
公
土
木
工
事
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
公
法
の
規
律
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
実
は
、
こ
の
状
況
は
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
の
下

で
の
状
態
と
同
じ
で
あ
る
。



３
　
建
物
の
維
持
費
の
公
共
団
体
負
担

政
教
分
離
法

一
三
条
七
項
と
な
っ
た

一
九
〇
八
年
法
五
条
は
、
国
お
よ
び
地
方
公
共
団
体
が
、
そ
の
所
有
す
る
礼
拝
用
建
物
の
維
持

お
よ
び
保
守
に
必
要
な
費
用
を
支
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
定
め
る
。
こ
の
規
定
か
ら
、
公
共
団
体
が
そ
の
所
有
す
る
礼
拝
用
建

物
の
維
持
費
を
支
出
し
て
も
政
教
分
離
法
の
禁
止
す
る
礼
拝

へ
の
補
助
金
を
構
成
し
な
い
と
い
う
結
論
が
出
さ
れ
ダ
。
と
こ
ろ
で
、
政

教
分
離
法

一
三
条
の
規
定
に
よ
れ
ば
公
共
団
体
に
よ
る
建
物
の
維
持
は
任
意
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
維
持
費
負
担
は
多
く
の
小
さ
な
市
町

村
に
と
っ
て
非
常
に
重
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
、
市
町
村
は
で
き
る
か
ぎ
り
維
持
措
置
を
と
る
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

判
例
に
よ
れ
ば
、
建
物
の
維
持
に
必
要
な
公
土
木
工
事
を
行
わ
な
か
っ
た
た
め
に
生
じ
た
損
害
に
つ
き
市
町
村
が
賠
償
責
任
を
負
う
か

（‐８
）

ら

で
あ

る
。

し
か
も
、　
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
例
は
、
公
共
団
体
の
行
う
こ
と
の
で
き
る
建
物
の
維
持
措
置
を
広
く
解
す
る
傾
向
が
あ
る
。
こ

れ
を
示
す
判
例
と
し
て

一
九
二
七
年
二
月
二
〇
日
の
コ
ン
デ

・
シ
ュ
ル
・
ノ
ワ
ロ
判
決
が
あ
る
。
事
案
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

コ
ン

デ

・
シ
ュ
ル
・
ノ
ワ
ロ
市
の
所
有
に
属
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
会
堂
が
老
朽
化
し
た
た
め
、
そ
の
教
会
堂
で
礼
拝
を
行
う
主
任
司
祭

（８
【９
お
よ
び
信
徒
は
、
旧
教
会
堂
の
一
部
を
そ
の
ま
ま
活
用
す
る
方
法
を
と
り
な
が
ら
全
面
的
改
築
を
行
い
、
こ
の
結
果
、
新
教
会

堂
は
旧
教
会
堂
よ
り
大
き
く
な
る
と
と
も
に
装
飾
が
改
め
ら
れ
た
。
同
市
議
会
は
、
問
題
の
教
会
堂
に
緊
急
に
必
要
と
さ
れ
る
補
修
の

た
め
の
費
用
の
範
囲
内
で
、
改
築
を
補
助
す
る
議
決
を
し
た
。
だ
が
、
県
知
事
は
、
教
会
堂
の
修
理
で
は
な
く
、
そ
の
改
装
、
拡
張
の

た
め
の
支
出
は
政
教
分
離
法
二
条
の
禁
止
す
る
補
助
金
に
な
る
と
考
え
、
そ
の
議
決
の
無
効
宣
言
を
し
た
。
そ
こ
で
、
市
は
知
事
の
決

定
の
取
り
消
し
を
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
求
め
た
。　
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
問
題
と
な
っ
た
支
出
を
適
法
と
し

た
。
買
政
教
分
離
法
二
条
と
一
九
〇
八
年
法
五
条
か
ら
）礼
拝

へ
の
補
助
金
を
構
成
す
る
国
、
県
ま
た
は
市
町
村
か
ら
の
支
出
の
み
が
禁
止

さ
れ
る
。
礼
拝
用
建
物
の
劣
悪
な
状
態
に
よ
り
必
要
と
さ
れ
る
支
出
、
し
た
が
っ
て
、
国
、
県
ま
た
は
市
町
村
の
財
産
の

一
要
素
の
保
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守
を
目
的
と
す
る
支
出
は
、
こ
の
範
疇
に
含
ま
れ
ず
、
礼
拝
用
建
物
の
所
有
者
で
あ
る
公
共
団
体
は
、
適
法
に
こ
れ
を
負
担
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
公
法
人
が
そ
の
財
産
を
保
護
す
る
た
め
そ
れ
が
と
る
方
法
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
す
な
わ
ち
公
法
人
が
既

存
の
建
物
を
修
理
、
あ
る
い
は
改
築
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
、
旧
建
物
に
代
え
て
新
建
物
を
建
て
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
、
公
法
人

の
負
担
す
る
費
用
が
建
物
の
状
態
に
よ
り
必
要
と
さ
れ
る
額
を
超
え
な
い
限
り
で
、
当
て
は
ま
る
」
と
。
こ
の
ほ
か
教
会
内
の
傾
斜
地

で
倒
壊
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
建
物
を
教
会
内
の
別
の
場
所
に
旧
建
物
と
同
じ
資
材
を
用
い
て
改
築
す
る
の
に
必
要
額
を
市
町
村
が
支
出

す
る
の
を
適
法
と
す
る
判
例
が
あ
る
。

４
　
宗
教
教
師
の
管
理
人
報
酬

市
町
村
の
所
有
す
る
礼
拝
用
建
物
で
礼
拝
を
行
う
主
任
司
祭
を
、
市
町
村
が
そ
の
建
物
の
管
理
人
と
す
る
こ
と
が
あ
り
、
判
例
は
こ

の
よ
う
な
主
任
司
祭
の
管
理
人

へ
の
任
命
自
体
は
適
法
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
市
町
村
は
財
産
管
理
の
公
役
務
を
行
う
主
任
司
祭
に
対

し
管
理
報
酬
を
支
払
う
こ
と
に
な
り
、
場
合
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
公
金
支
出
は
政
教
分
離
法
の
定
め
る
礼
拝

へ
の
補
助
金
禁
止
に

違
反
し
な
い
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
（メ

。
こ
の
事
実
は
、
国
公
有
の
礼
拝
用
建
物
の
制
度
が
内
包
す
る
宗
教
活
動
と
公
共
団
体
と
の
か

か
わ
り
合
い
を
示
す
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。

以
上
に
見
た
国
公
有
の
礼
拝
用
建
物
の
制
度
に
お
い
て
、
政
教
分
離
の
結
果
、
宗
教
活
動
は
公
役
務
で
は
な
く
、
教
会
の
活
動
は
私

的
領
域
の
事
項
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
教
会
の
活
動
に
不
可
欠
な
礼
拝
用
建
物
は
依
然
と
し
て
公
的
性
格
を
保
ち
な
が
ら
そ
れ

が
礼
拝
に
供
用
さ
れ
続
け
て
い
る
。
確
か
に
、
こ
の
礼
拝
用
建
物
の
制
度
は
、
政
教
分
離
法
の
制
定
前
に
建
設
さ
れ
た
建
物
、
し
か
も

主
と
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
の
礼
拝
用
建
物
の
み
を
対
象
と
す
る
も
の
で
し
か
な
い
が
、
こ
の
制
度
に
お
い
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
活
動

が
旧
制
度
の
下
で
公
役
務
と
し
て
持

っ
た
公
法
上
の
性
格
の
部
分
的
な
残
存
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
事
実
、
教
育
法
学
者
ク
ロ
ー

ド
・デ
ュ
ラ
ン
＝
プ
ラ
ン
ボ
ル
ニ
ュ
は
、
こ
の
よ
う
な
礼
拝
用
建
物
の
制
度
を

「礼
拝
の
公
役
務
の
残
滓
」
と
評
し
て
い
る
。
そ
し
て
、



こ
の
よ
う
な
見
方
を
す
れ
ば
、
以
上
に
見
た
国
公
有
の
礼
拝
用
建
物
の
制
度
、
と
く
に
宗
教
教
師
が
礼
拝
用
建
物
の
管
理
人
と
な
る
点

に
お
い
て
政
教
分
離
の
後
も
教
会
と
国
家
と
が
協
力
し
あ
う
姿
を
見
る
こ
と
も
困
難
で
は
な
哩
。
実
は
、
礼
拝
用
建
物
の
制
度
の
み
な

ら
ず
前
述
の
施
設
付
司
祭
な
ど
宗
教
的
自
由
を
保
障
す
る
措
置
に
お
い
て
広
く
教
会
と
国
家
と
の
協
力
を
認
識
す
る
学
説
も
見
ら
（漕

、

政
教
分
離
の
下
で
の
こ
の
よ
う
な
教
会
と
国
家
の
協
力
の
存
在
は
、
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
の
下
で
の
フ
ラ
ン
ス
の
政
教
関
係
に
お
い
て
も

否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
礼
拝
用
建
物
の
制
度
は
礼
拝

へ
の
補
助
金
の
禁
上
に
も
密
接
に
か
か
わ
る
。
そ
の
関
連
で
、
カ
ト
リ
ツ
ク
に
と
っ
て
都

合
の
よ
い
こ
の
制
度
に
よ
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
実
際
上
大
き
な
利
益
を
享
受
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

第
二
節
　
公
役
務

の
ラ
イ
シ
テ

一
　

公
役
務

の
非
宗
教
化

ラ
イ
シ
テ
原
則
が
公
役
務
の
法
に
も
た
ら
し
た
重
要
な
結
論
の
一
つ
は
、
公
役
務
の
非
宗
教
化
で
あ
（♂

。
こ
れ
は
、
国
家
の
公
役
務

の
宗
教
的
体
系
か
ら
の
離
脱
、
公
役
務
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
宗
教
的
性
格
の
消
去
を
意
味
す
る
。
公
役
務
の
非
宗
教
化
は
、
政
教
分
離

法
制
定
以
前
の

一
連
の
公
役
務
を
宗
教
的
に
中
立
に
す
る
立
法
措
置
に
よ
り
達
成
さ
れ
た
。
そ
の
非
宗
教
化
立
法
は
、　
一
部
は
大
革
命

期
か
ら
始
ま
り
、　
一
八
八
〇
年
代
に
急
速
に
進
展
し
た
。

公
役
務
の
非
宗
教
化
と
し
て
具
体
的
に
は
次
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
教
会
が
独
占
し
た
戸
籍
の
管
理
権
を
市
町
村
長
に
移
し
た
こ

と

（
一
七
九

一
年
憲
法
二
編
七
条
な
ど
）、
市
町
村
の
墓
地
の
宗
教
的
中
立
化

（
一
八
八

一
年

一
一
月

一
四
日
法
）、
葬
儀
の
外
的
業
務

（遺
体

の
輸
送
等
）
の
公
役
務
化
と
宗
教
的
中
立
化

（
一
九
〇
四
年

一
二
月
二
八
日
法
等
）、
公
教
育
の
宗
教
的
中
立
化

（
一
八
八
二
年
二
月
二
八
日
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法
）、
軍
の
儀
伎
礼
と
宗
教
儀
式
と
の
切
り
離
し

（
一
八
八
三
年
二
月
二
八
日
の
デ
ク
と

、
離
婚
を
自
由
化
し
た
こ
と

（

二
七
日
法
）、
第
二
共
和
制
の
憲
法
的
法
律
の
一
つ
に
定
め
ら
れ
て
い
た
議
会
開
会
時
の
公
的
祈
蒔
を
廃
止
し
た
こ
と
（

一
四
日
法
）な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
後
述
す
る
公
共
施
設
か
ら
の
宗
教
的
象
徴
物
の
撤
去
お
よ
び
禁
止
も
こ
の

一

フつ
。一

一　
公
役
務

の
中
立
性

ラ
イ
シ
テ
の
原
則
は
、
前
述
の
よ
う
に
整
備
さ
れ
た
公
役
務
が
す
べ
て
全
体
と
し
て
宗
教
的
に
中
立
で
あ
る
こ
と
を
も
要
請
す
る
。

公
役
務
の
中
立
性
は
、
「
共
和
国
は
出
生
、
人
種
あ
る
い
は
宗
教
の
差
別
な
く
、
す
べ
て
の
市
民
の
法
律
の
前
の
平
等
を
確
保
す
る
」
と

定
め
る

一
九
五
八
年
憲
法

一
条
に
い
う
平
等
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
に
ラ
イ
シ
テ
が
宗
教
的
中
立
性
で
あ
る
こ
と
は
、
公
役
務
の
領

域
と
く
に
公
教
育
の
領
域
に
お
い
て
明
確
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ム
の
ス
カ
ー
フ
事
件
に
関
す
る
コ
ン
セ
イ
ユ
・デ
タ
の
判
決
が
、
「
公
教
育

の
ラ
イ
シ
テ
と
公
役
務
全
体
の
中
立
性
の
諸
要
素
の

一
つ
で
あ
る
公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
は
、
教
育
が
、　
一
方
で
教
育
課
程
と
教

員
の
中
立
性
、
他
方
で
生
徒
の
良
心
の
自
由
の
尊
重
の
う
ち
に
な
さ
れ
る
こ
と
を
命
じ
（型

」
と
明
言
す
る
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
公
法
学
説
は
、
公
役
務
の
中
立
性
を

一
方
で
公
務
員
の
面
、
他
方
で
公
役
務
の
利
用
者
の
面
と
い
う
二
面
で

（２８
）

説
明
す
る
こ
と
が
多
い
。

後
者
は
、
要
す
る
に
公
役
務
が
そ
の
利
用
者
―
―
例
え
ば
公
立
学
校
の
生
徒
―
―
の
宗
教
信
仰
を
理
由
と
し
て
い
か
な
る
差
別
も
し

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
れ
は
後
述
の
公
務
員
の
中
立
義
務
に
よ
り
実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ

（３０
）

こ
で
は
前
者
の
面
の
み
に
触
れ
て
お
こ
う
。

公
務
員
の
面
で
の
公
役
務
の
中
立
性
は
、
公
務
員
の
職
務
遂
行
に
お
け
る
中
立
義
務
、
お
よ
び
公
務
員
の
採
用
、
待
過
に
お
け
る
宗

八
八
四
年
七
月

八
八
四
年
八
月

連

の
流
れ
に
あ



教
に
よ
る
差
別
の
禁
止
で
あ
る
。

ま
ず
、
公
務
員
の
職
務
遂
行
に
お
け
る
中
立
義
務
と
は
、　
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
例
の
い
う

「
公
役
務
に
携
わ
る
す
べ
て
の
公
務

員
に
課
せ
ら
れ
る
厳
格
な
中
立
の
義
務
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
公
務
員
が
関
係
す
る
公
役
務
の
利
用
者
に
対
し
、
宗
教
を
理
由
と
し
て

対
応
を
差
別
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
趣
旨
は
、
個
人
の
Ｆ
ホ
教

へ
の
所
属
あ
る
い
は
不
所
属
」
を
理
由
と
し
て
、

個
人
の
要
求
し
う
る
権
利
の
享
受
を
故
意
に
拒
否
す
る
公
務
員

へ
の
処
罰
を
定
め
る
規
定

（
一
九
七
二
年
七
月

一
日
の
法
律
三

一
条
）
に
も

示
さ
れ
る
。

次
に
、
公
務
員
の
採
用
等
に
つ
い
て
は
、
公
務
員
志
願
者
お
よ
び
公
務
員
の
宗
教
信
仰
を
理
由
と
す
る
差
別
禁
止
が
原
則
で
あ
る
。

こ
の
原
則
は
、
公
教
育
に
関
す
る
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
い
く
つ
か
の
判
例
で
明
確
に
さ
れ
た
。
こ
の
判
例
は
、
公
務
員
が
熱
心
な
カ

ト
リ
ッ
ク
信
者
で
あ
る
こ
と
、
宗
派
学
校
で
学
業
を
修
め
た
こ
と
、
ま
た
自
分
の
子
ど
も
を
宗
派
学
校
に
通
わ
せ
て
い
る
こ
と
な
ど
を

理
由
と
し
て
行
わ
れ
た
、
公
務
員
の
正
式
任
用
Ｆ
ご
】“
け０

）́
の
拒
否
ま
た
は
懲
戒
処
分
を
取
り
消
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
．が
。
こ
の
差

別
禁
止
の
原
則
は
、
後
に
公
務
員
の
意
見
の
自
由
の
保
障
を
目
的
と
す
る

一
般
的
な
原
則
と
し
て
法
律
で
確
認
さ
れ
た
。
官
吏
の
権
利

と
義
務
に
関
す
る

一
九
八
三
年
七
月

一
三
日
の
法
律
の
中
に
あ
る
、
「官
吏
の
政
治
的
、
哲
学
的
、
宗
教
的
ま
た
は
労
働
組
合
に
関
す
る

意
見
…
…
を
理
由
と
し
て
、
官
吏
の
間
で
い
か
な
る
差
別
も
行
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
（六
条
二
項
）
と
い
う
規
定
が
そ
れ
で
あ
る
。

だ
が
、
差
別
禁
止
の
原
則
に
は
公
教
育
に
関
し
て
例
外
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、　
一
八
八
六
年

一
〇
月
二
〇
日
の
法
律

３

ブ
レ
法
）
一

（３３
）

七
条
お
よ
び

一
九

一
二
年
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
ブ
ト
イ
ー
ル
判
決
に
お
い
て
明
確
に
さ
れ
る
、
聖
職
者
の
初
等
中
等
教
育
公
務
員

か
ら
の
排
除
で
あ
る
。
こ
の
聖
職
者
と
公
教
育
教
員
と
の
兼
職
禁
止
は
、
前
述
し
た
、
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
の
下
で
の
国
家
に
よ
る
宗
教

の
承
認
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
兼
職
禁
止
の
法
則
は
と
く
に
厳
格
な
ラ
イ
ン
テ
に
直
接
由
来
す
る
点
に
特
徴
が
あ
り
、

ま
た
、
こ
こ
に
は
反
教
権
主
義
が
と
く
に
明
確
に
表
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
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第
二
節
　
公
共
の
場
所

の
ラ
イ
シ
テ

一
　

公
共
の
建
物

の
中
立
性

公
法
人
の
所
有
に
属
す
る
公
共
の
建
物
で
公
役
務
に
供
用
さ
れ
る
も
の
は
、
宗
教
的
に
中
立
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
共
の
建
物

に
お
け
る
政
治
的
な
ビ
ラ
の
配
布
な
ど
を
禁
止
す
る
通
達
が
あ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
喫
、
同
様
に
公
共
の
建
物
に
お
い
て
宗
教
儀
式

を
行
う
こ
と
も
禁
止
さ
れ
る
。
わ
が
国
の
高
校
に
相
当
す
る
公
立
の
リ
セ
に
お
い
て
、
生
徒
の
政
治
的
グ
ル
ー
プ
が
校
内
で
政
治
集
会

を
開
催
す
る
の
は
中
立
性
の
原
則
を
侵
害
す
る
と
断
じ
た
判
例
が
あ
る

、́だ
、
こ
の
法
理
は
宗
教
活
動
に
つ
い
て
も
妥
当
し
え
よ
う
。
た

だ
し
、
宗
教
儀
式
の
禁
上
に
つ
い
て
は
、　
い
く
つ
か
の
公
共
施
設
（公
立
学
校
、
刑
務
所
、
病
院
等
）
に
見
ら
れ
る
施
設
付
司
祭
に
伴
う
例

外
が
あ
曜
、
ま
た
公
道
上
で
の
宗
教
儀
式
は
政
教
分
離
法
二
七
条
に
よ
る
規
制
の
下
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
、
公
共
の
建
物
に
は
、
十
字
架
、　
マ
リ
ア
像
、
聖
人
像
な
ど
の
宗
教
的
象
徴
物
を
設
置
し
て
は
な
ら
な
い
。
公
共
の
建
物
の

外
装
に
つ
い
て
は
後
述
の
政
教
分
離
法
二
八
条
が
規
定
す
る
が
―
―
同
二
八
条
は
公
共
の
建
物
の
内
部
に
は
適
用
さ
れ
な
い
―
―
、
建

物
内
に
あ
る
宗
教
的
象
徴
物
は
、
各
建
物
を
管
理
す
る
行
政
機
関
の
個
別
措
置
に
よ
り
禁
止
、
撤
去
さ
れ
た
。
こ
の
例
と
し
て
、
公
立

学
校
か
ら
の
宗
教
的
象
徴
物
の
撤
去
を
要
請
し
た
、　
一
八
八
二
年

一
一
月
二
日
の
公
教
育
相
の
通
達
お
よ
び

一
九
〇
三
年
四
月
九
日
の

訓
令
、
さ
ら
に
、
あ
ら
ゆ
る
裁
判
所
の
法
廷
か
ら
宗
教
的
象
徴
物
を
撤
去
す
る
こ
と
を
求
め
る
議
会
の
意
向
を
関
係
機
関
に
通
知
し
た

一
九
〇
四
年
二
月
二

一
日
の
司
法
相
の
通
達
が
有
名
で
あ
る
。
ま
た
、　
一
九
四
六
年
二
月
二
三
日
の
内
務
相
の
オ
ル
ヌ
県
知
事

へ
の
通

知
が
市
役
所
に
宗
教
的
象
徴
物
が
置
か
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
明
示
し
た
が
、
こ
れ
は
、
公
共
の
建
物
内
で
の
宗
教
的
象
徴
物
の
禁

止
が
実
際
に
遵
守
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
た
だ
し
、
公
共
の
建
物
等
で
の
私
人
に
よ
る
宗
教
的
標
章
の
着
用
は
原
則
と
し
て
禁
止



さ
れ
な
い
。
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
例
は
、
公
道
上
で
の
カ
ト
リ
ッ
ク
司
祭
に
よ
る
聖
職
服
の
着
用
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

（４３
）

と
し
、
ま
た
公
立
学
校
に
お
い
て
生
徒
に
よ
る
イ
ス
ラ
ム
の
ス
カ
ー
フ
の
着
用
を
全
面
的
に
禁
止
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
を
明

（４４
）

ら

か
に
す

る
。

一
一　
公
共
の
場
所
で
の
宗
教
的
象
徴
物

の
禁
止

こ
の
禁
止
を
明
示
す
る
政
教
分
離
法
の
規
定
が
あ
る
。
「礼
拝
に
供
さ
れ
る
建
物
、
墓
地
に
お
け
る
埋
葬
場
所
、
墓
碑

（日
８
〓
日
８
［

ど
８

”ヽ
一『ｅ
及
び
博
物
館
ま
た
は
博
覧
会
を
除
き
、
公
共
建
造
物

（８
８
●
８
８
一
冒
σ
汗
）
又
は
ど
の
よ
う
な
公
共
の
場
所
お
ヨ
ｏ
一曽
Φヨ
９
”

０
３
汗
）
に
お
い
て
も
、
い
か
な
る
宗
教
的
標
章
又
は
象
徴
物

（∽】管
の
８

ｏ８
σ
お
ヨ
ｏ
お
一Ｃ
８
こ

も
、
こ
れ
を
掲
げ
、
又
は
添
付
し
て

は
な
ら
な
い
」
、
と
定
め
る
同
法
二
八
条
が
そ
れ
で
あ
る
。

ブ
リ
ア
ン
は
、
こ
の
規
定
に
つ
き
、
「中
立
性
の
名
に
お
い
て
の
み
禁
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
特
定
の
宗
教
を
告
白
し
な

（４５
）

い
者
の
良
心
の
自
由
を
侵
害
す
る
よ
う
な
象
徴
物
お
よ
び
標
章
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
た
。
学
説
は
、
こ
の
見
解
か
ら
、
公
共
の
場
所

で
問
題
と
な
る
象
徴
物
が
表
示
す
る
特
定
宗
教
の
信
仰
を
共
有
せ
ず
、
そ
れ
を
眼
前
で
見
せ
び
ら
か
さ
れ
る
者
の
信
条
の
保
護
が
、
二

八
条
の
立
法
目
的
だ
と
解
す
型
。

こ
の
よ
う
に
市
民
の
良
心
の
自
由
を
保
障
す
る
た
め
に
公
共
の
建
物
の
厳
格
な
ラ
イ
シ
テ
を
定
め
た
こ
の
条
項
は
注
目
さ
れ
る
が
、

た
だ
し
政
教
分
離
法
二
八
条
は
明
確
な
留
保
を
付
加
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
、
二
八
条
の
規
定
を
見

れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
宗
教
的
象
徴
物
の
禁
止
に
は
い
く
つ
か
の
例
外
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
禁
止
は
将
来
に
向
か
っ
て
の
み
で
あ
っ

て
そ
の
遡
及
効
は
な
か
っ
た
。
と
く
に
後
者
の
点
は
、　
一
九
〇
五
年
の
時
点
で
の
既
存
の
宗
教
的
象
徴
物
は
維
持
さ
れ
、
ま
た
修
復
さ

れ
得
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
事
実
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
例
に
は
、　
一
九
〇
五
年
以
前
に
市
町
村
の
広
場
に
建
て
ら
れ
た
十
字
架
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の
取
り
壊
し
を
命
じ
る
市
町
村
議
会
の
議
決
が
無
効
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
も
の
が
あ
ダ
。
さ
ら
に
、
法
案
審
議
で
の
立
法
者
の
見

解
を
見
る
と
、
立
法
者
が
宗
教
的
象
徴
物
等
の
意
味
を
慎
重
に
限
定
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ブ
リ
ア
ン
は
、
宗
教
的
象
徴
物
等
を

広
く
解
す
れ
ば
、
教
会
に
よ
り
列
聖
さ
れ
た
人
物
の
行
っ
た
功
績
を
顕
彰
す
る
目
的
を
持
つ
像
や
芸
術
的
性
格
を
有
す
る
像
が
禁
止
さ

れ
か
ね
な
い
こ
と
を
お
そ
れ
、
こ
の
た
め
、
彼
は
、
掲
げ
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
る
宗
教
的
象
徴
物
を
、
「
人
物
が
行
っ
た
華
々
し
い
功
績

（４８
）

を
想
起
す
る
た
め
よ
り
は
宗
教
的
な
表
示
を
目
的
と
し
て
建
て
ら
れ
た
明
瞭
に
象
徴
的
な
も
の
」
と
解
し
た
の
で
あ
る
。

〓
一　
禁
上
の
例
外

前
述
の
政
教
分
離
法
二
八
条
は
、
国
公
有
の
礼
拝
用
建
物
、
墓
地
に
お
け
る
埋
葬
場
所
、
墓
碑
、
博
物
館
お
よ
び
博
覧
会
を
宗
教
的

象
徴
物
が
禁
止
さ
れ
る
と
す
る
公
共
の
場
所
か
ら
明
示
的
に
除
外
す
る
。
こ
の
つ
ち
、
か
つ
て
問
題
と
な
っ
た
次
の
二
つ
の
例
外
を
少

し
詳
し
く
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

１
　
墓
地
の
埋
葬
場
所

一
八
八

一
年

一
一
月

一
四
日
の
法
律
に
始
ま
る
市
町
村
の
墓
地
の
中
立
化
の
前
に
は
、
墓
地
全
体
に
特
定
宗
教
の
宗
教
的
性
格
を
与

（４９
）

え
る
宗
教
的
象
徴
物
が
墓
地
の
公
的
部
分
に
置
か
れ
て
い
た
が
、
一
八
八

一
年
法
の
制
定
後
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
許
さ
れ
な
く
な
っ
た
。

だ
が
、
他
方
、
死
者
の
遺
体
を
埋
葬
し
、
墓
碑
等
を
設
置
す
る
場
所
と
し
て
家
族
が
使
用
す
る
区
画
で
、
家
族
が
、
従
来
ど
お
り
各
自

の
墓
に
宗
教
性
を
与
え
る
た
め
、
宗
教
的
象
徴
物
を
掲
げ
る
こ
と
は
許
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
公
立
墓
地
の
公
的
部
分
で
の
宗
教
的
象

徴
物
の
禁
止
お
よ
び
そ
の
私
的
部
分
で
の
寛
容
の
趣
旨
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
政
教
分
離
法
二
八
条
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
墓
地
に

お
け
る
宗
教
的
象
徴
物
の
禁
止
は
墓
地
の
公
的
部
分
に
及
ぶ
だ
け
で
あ
（型

。
こ
の
こ
と
は
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
判
例
に
お
い
て
も
明

確
で
あ
る
。
墓
地
に
お
い
て
家
族
が
永
代
使
用
権
を
持
つ
土
地
に
建
て
た
宗
教
的
象
徴
物
の
撤
去
を
家
族
に
命
じ
た
市
町
村
長
の
命
令
、



お
よ
び

一
定
の
宗
教
的
象
徴
物
を
禁
止
し
た
市
町
村
長
の
命
令
に
つ
い
て
の
越
権
訴
訟
に
お
い
て
、　
コ
ン
セ
イ
ユ
・デ
タ
は
、
ヨ

九
〇
　
‐２２

五
年

一
二
月
九
日
の
法
律
二
八
条
は
、
自
己
の
墓
に
宗
教
性
を
与
え
る
家
族
の
権
利
を
維
持
す
る
」
と
宣
明
し
て
、
市
町
村
長
の
命
令

を
取
り
消
し
た
の
で
あ（犯
。

２
　
墓
　
　
碑

政
教
分
離
法
二
八
条
は
宗
教
的
象
徴
物
の
禁
上
の
例
外
と
し
て
墓
碑
も
明
示
す
る
が
、
墓
地
で
の
埋
葬
を
伴
う
墓
碑
で
あ
れ
ば
、
前

述
の
墓
地
の
埋
葬
場
所
に
よ
リ
カ
バ
ー
さ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
墓
碑
は
、
公
共
の
場
所
に
あ
る
遺
体
の
埋
葬
の
な
い
墓
碑

で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
か
つ
て
と
く
に
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
市
町
村
が
建
て
た
戦
死
兵
士
記
念
碑
が
こ
の
墓
碑
に
該
当
す
る
か
ど

う
か
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
各
市
町
村
は
、
と
り
わ
け
第

一
次
世
界
大
戦
お
よ
び
第
二
次
世
界
大
戦
で
祖
国
の
た
め
に
戦
死
し
た
市
町

村
出
身
の
兵
士
の
記
念
碑
を
墓
地
や
公
道
上
な
ど
に
建
立
し
た
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
記
念
碑
の
除
幕
式
を
市
町
村
が
催
し
た
が
、

そ
れ
は
国
家
的
儀
式
と
し
て
と
く
に
厳
粛
な
も
の
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
際
に
、
教
会
の
鐘
の
世
俗
的
使
用
―
―
政
教
分
離
法

二
七
条
お
よ
び

一
九
〇
六
年
二
月

一
六
日
の
デ
ク
レ
は
こ
れ
を
厳
格
に
制
限
す
る
―
―
を
正
当
と
し
た
判
例
も
見
ら
れ
縄
。
こ
の
よ
う

な
戦
死
兵
士
記
念
碑
に
市
町
村
自
ら
が
宗
教
的
象
徴
物
を
置
く
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
兵
士
の
家
族
が
そ
の
記

念
碑
に
宗
教
的
象
徴
物
を
供
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
政
教
分
離
法
の
法
案
審
議
の
際
に
は
、
宗
教
問
題
特
別
委
員
会
も
政
府
も
こ
う
し
た
行
為
を
明
確
に
否
定
し
た
。
政
教

分
離
法
二
八
条
に
な
っ
た
委
員
会
案
二
六
条
の
最
初
の
案
文
で
は
、
政
教
分
離
法
二
八
条
の

「墓
地
に
お
け
る
埋
葬
場
所
、
墓
碑
」
は

「私
的
な
埋
葬
場
所
」
と
だ
け
記
さ
れ
、
埋
葬
の
な
い
公
的
記
念
碑
は
対
象
と
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
政
府
は
、　
一
九
〇

五
年

一
二
月
四
日
の
上
院
で
の
審
議
の
際
に
、
市
町
村
の
手
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
戦
死
兵
士
の
集
団
的
な
墓
に
は
、
た
と
え
被
葬
者
の

家
族
が
求
め
る
場
合
で
も
、
十
字
架
が
掲
げ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
旨
を
述
べ
て
い
た
の
で
あ
（綱

。
だ
が
　ヽ
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
判
例
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は
、
戦
死
兵
士
の
公
的
記
念
碑
が

「墓
碑
」
に
該
当
す
る
と
し
、
そ
れ
に
家
族
が
宗
教
的
象
徴
物
を
添
付
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
許

容
し
た
。　
一
九
二
四
年
七
月
四
日
の
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
グ
ル
ル
判
決
が
そ
れ
で
あ
る
。
本
件
で
は
、
Ａ
市
の
市
長
が
、
Ａ
市
の
公

道
上
に
Ａ
市
が
建
立
し
た
Ａ
市
の
戦
死
兵
士
の
記
念
碑
―
―
遺
体
を
埋
葬
し
な
い
も
の
―
―

の
周
囲
に
宗
教
的
象
徴
物
を
置
く
こ
と
を

禁
止
す
る
決
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
た
。　
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
市
長
の
決
定
を
取
り

消
し
た
。「墓

地
に
お
け
る
埋
葬
場
所
」
と

「墓
碑
」
と
の
立
法
者
が
な
し
た
区
別
か
ら
、
こ
の
後
者
の
語
句
は
、
建
立
さ
れ
て
い
る
場
所
の
い
か
ん

を
問
わ
ず
、
た
と
え
埋
葬
を
含
ま
な
く
と
も
、
死
者
を
記
念
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
す
べ
て
の
記
念
建
造
物
に
適
用
さ
れ
る
と
結
論
さ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
Ａ
市
の
公
共
の
場
所
に
戦
死
者
の
記
念
の
た
め
に
築
か
れ
た
記
念
建
造
物
は
、
一
九
〇
五
年

一
二
月
九
日
の
法
律
二
八
条

の
意
味
で
の
墓
碑
と
見
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
こ
の
記
念
碑
上
の
宗
教
的
標
章
お
よ
び
象
徴
物
の
添
付
は
、
一
九

〇
五
年

一
二
月
九
日
の
法
律
二
八
条
に
よ
り
禁
止
さ
れ
な
い
。
・…
‥
公
の
秩
序
と
平
穏
の
維
持
に
必
要
な
措
置
を
命
じ
、
と
り
わ
け
状
況
か
る

必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
市
の
死
者

へ
の
記
念
碑
上
に
こ
の
記
念
碑
か
ら
そ
の
真
の
性
格
を
奪
い
去
り
、
混
乱
を
生
ぜ
じ
め
得
る
よ
う
な
象

徴
物
を
添
付
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
は
、
市
長
の
権
限
に
属
す
る
が
、
市
長
は
、
権
限
鍮
越
と
な
る
こ
と
な
く
、
…
…
Ａ
市
の
市
長
が
な

し
た
よ
う
に
、
死
者
の
記
念
碑
の
周
囲
に
単
に
十
字
架
、
宗
教
的
象
徴
物
な
ど
を
供
え
る
こ
と
を
禁
止
し
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の

た
め
に
死
ん
だ
身
内
の
者
に
対
し
通
常
の
形
で
あ
る
と
同
時
に
伝
統
的
に
尊
重
さ
れ
る
べ
き
形
で
敬
意
を
表
す
る
の
を
家
族
に
妨
げ
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、　
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
は
、
戦
死
兵
士
記
念
碑
に
家
族
が
自
由
に
宗
教
的
象
徴
物
を
置
く
こ
と
を
許
す
の
で
あ
り
、
市

町
村
長
が
戦
死
兵
士
記
念
碑
に
宗
教
的
象
徴
物
を
供
え
る
こ
と
を
事
前
許
可
に
服
せ
し
め
る
こ
と
も
認
め
な
い
。
だ
が
同
時
に
、
判
例

は
、
場
合
に
よ
れ
ば
市
町
村
長
が
、
記
念
碑

へ
の

一
定
の
宗
教
的
象
徴
物
の
添
付
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
も
明
確
に
す
る
。



そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
場
合
を
想
定
す
る
か
は
、
グ
ル
ル
判
決
の
判
決
理
由
で
は
明
確
で
は
な
い
が
、
グ
ル
ル
判
決
の
論
告
担
当
官
は
そ
　
‐２４

の
点
に
つ
き
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「市
町
村
長
は
、
い
く
つ
か
の
場
合
に
、
…
…
市
町
村
の
特
殊
な
状
況
に
お
い
て
、　
一
方
で
は
良
好

な
秩
序
の
維
持
、
他
方
で
良
心
の
自
由
を
確
保
す
る
た
め
、
決
定

（ア
ヒ
こ

に
よ
り
、
〔記
念
碑
へ
の
宗
教
的
象
徴
物
の
〕
添
付
を
禁
止

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
戦
死
者
の
た
め
に
市
町
村
に
建
て
ら
れ
た
記
念
碑
、
公
的
記
念
碑
が
、
住
民
間
で
宗
派
と
意
見
の
差
異
が
存
在

し
、
と
り
わ
け
敵
に
殺
さ
れ
た
市
町
村
の
子
ど
も
の
間
で
宗
派
の
差
異
が
存
在
し
て
い
た
場
合
、
宗
教
性
を
帯
び
て
は
な
ら
な
い
」
と
。

こ
こ
か
ら
、
主
と
し
て
戦
死
者
の
間
お
よ
び
住
民
の
間
で
宗
派
の
差
異
が
あ
る
場
合
に
は
、
戦
死
兵
士
記
念
碑
に
宗
教
的
象
徴
物
を
置

く
こ
と
が
禁
止
さ
れ
得
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
カ
ト
リ
ッ
ク
が
圧
倒
的
に
多
数
派
の
宗
教
で
あ
り
、
と
り
わ
け
地
方
の
小
さ
な
市

町
村
で
は
住
民
の
間
で
宗
派
の
差
異
が
な
い
場
合
も
少
な
く
な
い
こ
と
が
、
そ
の
背
景
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、

以
上
の
判
例
法
理
に
は
、
裁
判
所
が
、
政
教
分
離
法
二
八
条
が
規
定
す
る
公
共
の
場
所
に
お
け
る
厳
格
な
ラ
イ
シ
テ
、
宗
教
的
中
立
性

を
家
族
お
よ
び
住
民
の
宗
教
的
自
由
の
保
障
と
結
び
付
け
、
そ
の
自
由
の
保
障
を
基
礎
に
し
て
、
そ
の
規
定
を
解
釈
す
る
姿
勢
を
見
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
姿
勢
は
、
二
八
条
の
規
定
の
み
で
は
不
明
確
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戦
死
兵
士
の
記
念
碑
に
つ

い
て
の
宗
教
的
象
徴
物
禁
止
の
例
外
が
、
そ
れ
を
建
立
す
る
市
町
村
自
体
に
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
―
―
す
な
わ
ち
市
町
村
自
ら
が

記
念
碑
に
宗
教
的
象
徴
物
を
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
―
―
、
専
ら
戦
死
者
の
遺
族
に
対
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と

に
お
い
て
、
と
く
に
見
受
け
ら
れ
よ
う
“

例

え

ば

、

宮

沢

俊

義

（
声

部

信

喜

補

訂

）

『
全

訂

日

本

国

憲

法

』

２

九

七

八

、

日

本

評

論

社

）

二

二

九

頁

。

力
ｏ
●
い

〓

無

ヽ
Ｌ

厨

諄

ヽ

ミ

ぃ

ミヽ

ヽ
ヽ

「
Ｓ

ヽ
Ｒ
ヽ
∽
ヽヽ
ミ
ミ

ざ
ヾ

や

ヽ
ヽ
ミ
ミ

ヽ
い
き
ヽ
ヽヽ

同
α
〓

ｏ
３

α
●

ｏ
８

い

８

喀

）
も
Ｓ

　

こ

の
著

書

は

次

の

文

献

で

紹

介

さ

2   1
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れ
て
い
る
。
平
野
武

「
ル
ネ
。
メ
ッ
ツ

『
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
教
会
と
国
家
』
の
紹
介
」
０
龍
谷
法
学

一
三
巻
三
号

（
一
九
八
〇
）

一
〇
六
頁
、
同
０
龍
谷

法
学

一
四
巻

一
号

（
一
九
八

一
）

一
六
八
頁
。

３
　
参
照
、
二
編
五
章
二
八
〇
頁
以
下
。

４

　

〕
Φ
”
●

７
【
ｏ
「
”
●
ｍ
ｐ

ｒ
ｏ

ヽ
い
」

日

０

０
０
●
資

一一
●
け
ご

●
●
２

α
ｏ
の

ｏ
Ｌ

一
ｏ
の

ｏ
●

『
【
曽

お

ｐ

〓

Ｏ
ｏ
ヽ
●
ｏ
ミ
き

ミ

ヽ
ミ
ヽ
ｏ
ヽ
お

ヽ
一

ミ
も

ヽ
ｏ
ミ

∽

ぉ

ヽ

に

、
ｏ
ヾ
●
‐
』

Ｓ

一

い

ヽ

●
ミ

ミ

ヽ

ら
ヽ
ヾ
●
ヽ
ヽ
ミ
ヽ
０
ヽ
ヾ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
●

ヽ
ミ
ミ
ヽ
∽

ヽ
ヽ
ヽ
∽

ヽヽ
∽

ヽ
ヽ
ヽ
∽

ヽ
ヽ

ヽ
、^
て
ヽ
ど

ヽ

ヽ
ミ
ゝ
ｏ
ヽ
ヽ
、
Ｓ
、
い

ｒ
〓
ｏ
ｏ
）
〓
ｏ
ｏ
い

ヽ
ｏ
■

Ｎ
ド

５

　

＞

０
す
０
３

”
ヽ

”
∽
ヨ

Ｑ

Ｐ

”

ヽ

ミ

ヽ
ヽ
冴

や^

ヽ
さ

や

ヽ
い
ヽ
変

ヽ
ミ

ヽ
む

ヽ
ヾ
ヽ

ヽ
ヾ

Ｎ
ヽ
い
ヽ
み

ヽ
ヽ

Ｓ

ミヽ

ヽ

ミ
゛

［
ｏ
ヨ

ｏ

日

ヽ
「
っ

い
↑

ヽ
∽
¨
『
ｏ
ド

Ｈ
Φ
∞
ｒ

も
あ

∞
ゃ

６

　

０
〔

‘
０
０
ｏ
「
”
ｏ
∽
ω
●
『
０
０
”
Ｆ

い
０

きヽ
ヽ
ミ
か

ヽ
ミ
゛
ミヽ
ミ
ヽ
´

卜
の
い

，
´
ｒ

Ｏ

∪

「
）
Ｈ
Φ
『
Ｎ

Ｏ
お
い
♪

『
”
ｏ
Ｏ
●
ｏ
∽
刀
ｏ
σ
ｏ
■
・
い
ヽ

こ
゛
ヽ
ミ
ヽ
ミ

峙ヽ
や
ヽ
∽
ヽ
ヽ

ゃ

ヽ
心
ヽ
ミ
ヽ

ヽ
Ｓ

ヽ
ミ

やヽ
Ｐ

「
Ｃ
”

・
】
Φ
ヽ
ド

●
６
９

７

　

『
０
”
●

力
』く
ｏ
【
ｐ

い
０

ヽ
い
ヽ
ミ
ゝ

ヽ
ミ
ミ
ミ
ミ
Ｄ

）
け
ｏ
日
０

目
・
”
Ｃ
『

ヽ
Ｐ
ｏ
ｏ
ｐ

ｏ
■
Φ
”

８
　
一ホ
教
教
師
の
社
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ニ
ュ
は
、
公
役
務

の
利
用
者

の
面
で
の
中
立
性
に
関
す
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れ
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第
二
章
　
を不
教
活
動
へ
の
補
助
金
の
禁
止

一
九
〇
五
年
の
政
教
分
離
法
は
国
家
の
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
を
法
律
上
明
確
に
し
た
が
、
そ
の
法
律
の
重
要
な
基
本
原
則
の
一
つ
は
、

礼
拝
♂
〓
【［Ｃ
す
な
わ
ち
信
者
が
集
団
的
に
行
う
宗
教
活
動
へ
の
公
的
補
助
金
の
禁
止
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
個
別
領
域
に
お
け
る
ラ
イ

シ
テ
原
則
の
表
れ
の
一
つ
と
し
て
、
宗
教
活
動
へ
の
補
助
金
禁
止
の
原
則
を
見
る
こ
と
に
す
る
。
以
下
、
ま
ず
、
こ
の
原
則
の
意
味
を

見
る
う
え
で
必
要
な
限
り
で
政
教
分
離
法
の
下
で
の
宗
教
法
制
を
概
観
し

（第
一
節
）、
次
に
、
宗
教
活
動
へ
の
補
助
金
禁
止
の
原
則
が

政
教
分
離
法
の
制
定
以
降
い
か
に
修
正
さ
れ
た
か
を
跡
づ
け
る

（第
二
節
）。
そ
の
上
で
、
現
行
の
宗
教
活
動
へ
の
補
助
金
禁
止
の
意
味

を
究
明
し

（第
二
一Ｕ
、
さ
ら
に
、
こ
の
原
則
が
修
正
さ
れ
た
背
景
を
考
察
す
る

（第
四
節
）。

第

一
節
　
政
教
分
離
法
の
下
で
の
宗
教
法
制
の
概
要

一　

政
教
分
離
法
の
基
本
原
則

政
教
分
離
法
の
基
本
原
則
は
、
そ
の
一
章

「原
則
」
に
あ
る
ニ
カ
条
に
示
さ
れ
る
。　
一
条
は
宗
教
的
自
由
の
規
定
で
あ
り
、
二
条
が

宗
教
の
公
認
の
禁
止
お
よ
び
補
助
金
の
禁
上
を
定
め
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
条
こ
そ
が
、
立
法
者
の
考
え
に
よ
れ
ば
政
教
分
離
法
全
体

の
要
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ル
ー
ヴ
ィ
エ
内
閣
提
出
に
よ
る
政
教
分
離
法
案
を
審
議
し
た
下
院
の

「教
会
と
国
家
の
分
離
と
コ
ン
コ
　
‐２９



ル
ダ
の
破
棄
に
関
す
る
委
員
会
」
（宗
教
問
題
特
別
委
員
会
）
の
委
員
会
報
告
者
で
あ
っ
た
ブ
リ
ア
ン
が
、
「法
案
す
べ
て
は
、
こ
の
条
項

に
か
か
り
、
こ
れ
に
由
来
し
、
こ
の
条
項
は
教
会
と
国
家
の
絶
対
的
な
分
離
を
実
現
す
る
」
と
述
べ
た
の
は
、
二
条
の
重
要
性
を
示
す
。

と
こ
ろ
で
、
宗
教

へ
の
補
助
金
支
出
の
禁
止
は
公
認
の
禁
止
の
論
理
的
帰
結
で
あ
る
。
ブ
リ
ア
ン
は
、
公
金
支
出
の
禁
止
に
関
し
て

も
、
「教
会
と
市
町
村
、
県
と
の
公
的
な
関
係
を
永
続
さ
せ
な
い
こ
と
が
重
要
で
あ
る
」
と
述
べ
、
立
法
者
は
公
金
支
出
の
禁
止
と
公
認

の
禁
止
と
を
関
連
づ
け
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
の
公
認
禁
上
の
結
果
、
宗
教
は
私
事
で
あ
り
、
宗
教
教
師
は
私
人
で
あ
る
以
上
、

礼
拝
の
費
用
に
関
す
る
支
出
な
ど
宗
教
予
算
を
設
け
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
、
ま
た
補
助
金
も
禁
止
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
補
助
金
禁
止
の
原
則
は
、
後
述
の
よ
う
に
二
条
二
項
に
定
め
ら
れ
て
い
る
施
設
付
司
祭
の
報
酬
等
の
例
外
が
あ
る
も
の
の
、

明
確
か
つ
厳
格
で
あ
る
。
と
く
に
、
「絶
対
的
な
分
離
を
実
現
す
る
）
」
と
を
企
図
し
て
ブ
リ
ア
ン
ら
が
作
成
し
た
政
教
分
離
法
案
の
二

条
に
は
も
と
も
と
現
行
二
項
は
な
く
、
規
定
上
も
禁
止
は
絶
対
的
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
絶
対
的
禁
止
は
、
政
教
分
離
法
が
定
め

る
宗
教
法
人
で
あ
る
宗
教
社
団
に
関
す
る
規
定
―
―
「宗
教
社
団
は
、
形
式
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
国
、
県
あ
る
い
は
市
町
村
か
ら
補
助

金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
貧

九
条
六
項
前
段
）―
―
に
お
い
て
繰
り
返
し
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
、
法
案
審
議
に
お
い
て
も
補
助
金

の
絶
対
的
禁
止
の
趣
旨
は
具
体
的
に
示
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
生
活
困
窮
の
家
庭
に
対
し
、
洗
礼
、
婚
姻
や
葬
儀
に
関
す
る
宗
教
儀
式
を

可
能
な
ら
し
め
る
支
出
で
あ
っ
て
も
、
公
共
団
体
が
そ
れ
を
す
る
の
は

一
切
許
さ
れ
な
い
こ
と
を
、
立
法
者
は
明
言
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
補
助
金
支
出
の
禁
止
原
則
の
例
外
を
明
文
化
す
る
こ
と
を
不
必
要
だ
と
考
え
た
ブ
リ
ア
ン
ら
の

発
言
が
、
後
に
な
っ
て
、
補
助
金
禁
止
の
原
則
を
限
界
づ
け
る
根
拠
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ブ
リ
ア
ン
は
、
現
行
の
二
条
二
項

に
あ
る
施
設
付
司
祭
の
報
酬
に
つ
い
て
、
法
案
の
報
告
書
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
公
共
収
容
施
設
、
リ
セ
、
コ
レ
ー
ジ
ュ
な

ど
の
施
設
付
司
祭
は
、
特
別
会
計
予
算
に
お
い
て
継
続
的
で
定
期
的
な
予
算
の
対
象
と
は
な
り
得
な
い
。
こ
れ
ら
の
施
設
の

一
つ
が
、

入
所
者
や
職
員
の
私
的
利
益
の
た
め
、
あ
る
宗
教
教
師
の
助
け
を
求
め
た
場
合
、
そ
の
者
は
適
法
に
報
酬
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
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あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
れ
は
例
え
ば
医
者
の
よ
う
な
通
常
役
務
の
提
供
者
と
同
様
で
あ
る
」
と
。
そ
し
て
、
下
院
本
会
議
で
の
四
月

一
三

日
の
審
議
の
際
、
二
人
の
議
員
が
、
前
述
の
ブ
リ
ア
ン
の
見
解
を
理
由
に
し
て
現
行
の
二
条
二
項
の
規
定
を
挿
入
す
る
修
正
案
（ヽ
ン
ヴ
ィ

ル
と
ル
グ
ラ
ン
案
）
を
出
し
た
の
に
対
し
、
公
教
育
宗
教
相
ビ
ア
ン
ヴ
ニ
ュ
＝
マ
ル
タ
ン

３
』８
お
Ｅ
‐〓
営
一いじ

が
述
べ
た
反
対
意
見
の

中
で
も
次
の
よ
う
な
発
言
が
見
受
け
ら
れ
る
。

修
正
は
必
要
で
は
な
く
、
そ
れ
は
危
険
で
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
、
と
私
は
思
う
。
あ
な
た
が
た
が
、
い
ま
議
決
し
た
法
文
を
付
加
な
し
に

維
持
し
た
と
し
て
も
、
今
後
、
教
育
施
設
の
生
徒
に
対
し
て
も
、
ま
た
は
刑
務
所
あ
る
い
は
収
容
施
設
の
入
所
者
に
対
し
て
も
、
彼
ら
が
信
奉

す
る
宗
教
の
礼
拝
を
保
障
す
る
可
能
性
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
…
…
国
が
あ
る
刑
務
所
で
礼
拝
を
行
う
聖
職
者
に

報
酬
を
与
え
た
時
、
国
は
何
を
な
し
て
い
る
か
。
国
は
宗
教
の
一
般
的
経
費
に
協
力
し
て
い
る
か
。
公
的
礼
拝
を
保
障
す
る
た
め
に
介
入
し
て

い
る
か
。
断
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
国
は
、
例
え
ば
医
者
の
役
務
の
よ
う
な
同
一
の
施
設
で
の
他
の
役
務
に
対
し
報
酬
を
支
払
う
の
と
同
様
に
、

そ
の
役
務
に
報
酬
を
支
払
う
。
刑
務
所
付
き
の
司
祭
は
俸
給
を
受
け
な
い
。
彼
ら
は
彼
ら
が
行
う
ま
さ
に
行
為
の
性
格
を
示
す
手
当
を
受
け
取

る
。
こ
の
手
当
は
、
今
日
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
法
律
議
決
後
も
支
払
わ
れ
続
け
ら
れ
得
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
私
的
な
役
務
の
報
酬

で
あ
っ
て
、
宗
教
の
公
役
務
へ
の
補
助
金
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ブ
リ
ア
ン
お
よ
び
ビ
ア
ン
ヴ
ニ
ュ
＝
マ
ル
タ
ン
の
反
対
に
も
関
わ
ら
ず
、
シ
ヴ
ィ
ル
と
ル
グ
ラ
ン
の
修
正
案
は
可
決
さ
れ
、
こ
の
結

果
、
現
行
の
二
条
二
項
が
設
け
ら
れ
た
。
し
か
も
、
そ
の
修
正
に
反
対
し
た
ブ
リ
ア
ン
ら
の
発
言
は
、
後
述
の
一
九
二
二
年
の
ペ
ル
キ
ー

判
決
で
問
題
と
な
っ
た
、
公
共
団
体
に
よ
る
要
請
に
基
づ
き
宗
教
教
師
が
行
う
礼
拝

へ
の
報
酬
を
公
共
団
体
が
支
出
す
る
こ
と
に
途
を

開
く
こ
と
に
な
る
。

以
上
か
ら
、
政
教
分
離
法
の
立
法
者
は
、
宗
教
教
師
が

一
時
的
に
執
り
行
う
礼
拝

へ
の
報
酬
は
と
も
か
く
と
し
て
、
宗
教
組
織
や
宗

教
教
師

へ
の
あ
ら
ゆ
る
公
金
支
出
を
禁
止
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
立
法
者
は
、
補
助
金
禁
上
の
原
則

へ
の
例
外



を
設
け
る
こ
と
に
は
反
対
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
彼
ら
は
間
接
補
助
金
な
ど
は
許
さ
れ
な
い
と
考
え
た
と
い
え
よ
う
。

二
　
宗
教
結
社
制
度

コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
の
下
で
公
認
宗
教
の
公
法
人
で
あ
っ
た
宗
教
公
施
設
法
人
に
代
わ
る
宗
教
組
織
の
法
的
枠
組
み
と
し
て
、
政
教
分

離
法
は
、
私
法
人
で
あ
る
宗
教
社
団
の
制
度
を
新
設
し
た
。
そ
の
う
え
で
同
法
は
、
宗
教
公
施
設
法
人
が
所
有
し
て
い
た
財
産
を
こ
の

宗
教
社
団
に
移
転
し

（四
条
）、
ま
た
国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
の
所
有
す
る
礼
拝
用
建
物
の
無
償
使
用
権
を
そ
の
社
団
に
与
え
た

（
一

三
条
）。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
政
教
分
離
法
の
立
法
者
は
、
宗
教
組
織
を
純
粋
に
民
営
化
し
、
宗
教
教
師
の
給
与
、
礼
拝
用
建
物
の
維
持
、

礼
拝
の
費
用
な
ど
の
宗
教
活
動
領
域
に
つ
い
て
は
完
全
に
宗
教
組
織
の
負
担
と
し
よ
う
と
し
た
。

宗
教
活
動

へ
の
補
助
金
禁
止
の
観
点
か
ら
宗
教
結
社
制
度
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
の
は
、
そ
の
資
金
源

↑
ｏ∽∽８
【ｏｏし

で
あ
る
。　
一

九
〇

一
年
の
結
社
法
に
基
づ
く

一
般
の
非
営
利
社
団

（
一
九
〇

一
年
法
結
社
）
は
公
的
補
助
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し

（結

社
法
六
条
）、
前
述
の
よ
う
に
、
「形
式
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
」
宗
教
社
団

へ
の
公
的
補
助
金
は
否
定
さ
れ
る

（
一
九
条
六
項
前
段
）。
し
か

し
な
が
ら
、
政
教
分
離
法
は
、　
一
九
〇

一
年
法
結
社
に
認
め
ら
れ
る
構
成
員
の
会
費
の
外
に
、
と
く
に
宗
教
社
団
が
受
け
取
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
を
子
細
に
列
挙
す
る
貧

九
条
四
項
）。
そ
の
主
要
な
も
の
は
、
礼
拝
の
費
用
を
賄
う
た
め
の
募
金
や
献
金
、
宗
教
儀
式
の
報

酬
、
お
よ
び
宗
教
儀
式
に
使
用
さ
れ
る
物
品
の
使
用
料
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
宗
教
社
団
の
こ
の
よ
う
な
特
別
な
法
律
上
の
能
力
が
「
か

（６
）

な
り
大
き
い
」
と
評
さ
れ
る
こ
と
も
あ

っ
た
が
、
少
な
く
と
も
政
教
分
離
法
制
定
の
時
点
で
は
、
宗
教
社
団
の
優
遇
さ
れ
た
法
律
上
の

能
力
は

一
般
法
の
社
団
に
比
較
し
て
も
さ
ほ
ど
大
き
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
政
教
分
離
法
の
立
法
者
は
、
宗
教
社
団

の
資
金
源
を

一
九
条
四
項
の
列
挙
だ
け
に
限
定
し
、　
一
九
四
二
年
に
な
っ
て
宗
教
社
団
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
遺
贈
や
生
前
贈
与

を
除
外
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

132
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な
お
付
言
す
る
と
、
宗
教
社
団
が
今
日
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
宗
教
結
社
の
唯

一
の
法
的
枠
組
み
で
は
な
く
、　
一
九
〇

一
年
法
結
社
の

形
式
で
の
宗
教
結
社
も
存
在
す
る
こ
と
―
―
後
述
の

一
九
〇
七
年

一
月
二
日
の
法
律
は
こ
の
種
の
宗
教
結
社
を
明
示
的
に
容
認
す
る

―
―
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
宗
教
社
団
の
方
は
目
的
が
厳
し
く
限
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
公
的
補
助
金
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
今
日
多
く
の
宗
教
集
団
は
も
う

一
つ
の

一
九
〇

一
年
法
結
社
の
方
を
好
ん
で
い
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う

な
宗
教
結
社
形
式
の
存
在
も
、
後
述
す
る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
宗
教
組
織

へ
の
補
助
金
問
題
に
大
き
く
関
係
す
る
こ
と
に
な
る
。

〓
一　
礼
拝
用
建
物

の
制
度

の
ち
に
宗
教
活
動

へ
の
間
接
補
助
金
は
礼
拝
所
建
設

・
維
持
の
補
助
の
形
式
を
と
っ
て
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
政
教
分
離
法

が
礼
拝
用
建
物
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
制
度
を
設
け
た
か
を
見
る
の
も
重
要
で
あ
る
。

政
教
分
離
法
は
次
の
二
種
類
の
建
物
を
区
別
し
た
。
①

コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
の
下
で
国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
が
所
有
し
た
礼
拝
用
建

物
、
②
宗
教
公
施
設
法
人
が
所
有
し
た
礼
拝
用
建
物
、
が
そ
れ
で
あ
る
。

ま
ず
、
後
者
は
、　
コ
ン
コ
ル
ダ
締
結
の
の
ち
公
認
宗
教
の
公
施
設
法
人
が
建
設
、
取
得
し
た
も
の
で
あ
る
。
政
教
分
離
法
は
、
こ
れ

に
つ
き
、
法
律
公
布
後

一
年
以
内
に
、
宗
教
公
施
設
法
人
の
不
動
産
お
よ
び
動
産
が
宗
教
社
団
に
移
転
さ
れ
る
と
定
め
た

（四
条
）。
つ

ま
り
、
②
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
建
物
は
宗
教
社
団
に
帰
属
し
、
そ
の
私
有
と
さ
れ
る
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
①
の
建
物
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
こ
ち
ら
に
つ
い
て
は
、
な
ぜ
国
公
有
の
礼
拝
用
建
物
が
存
在
す
る
の
か
と
い
う
点
か
ら
説

明
を
始
め
る
必
要
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
の
早
い
時
期
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
会
財
産
が
国
有
化
さ
れ
て
以
降

■

七
八
九
年

一
一
月

二
日
の
デ
ク
レ
）、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
礼
拝
用
建
物
は
国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
の
所
有
に
属
し
た
。
革
命
期
の
混
乱
し
た
政
教
関
係
を
安
定

化
さ
せ
た
の
は

一
八
〇

一
年
の
コ
ン
コ
ル
ダ
で
あ
る
が
、　
コ
ン
コ
ル
ダ
は
カ
ト
リ
ツ
ク
の
礼
拝
用
建
物
の
所
有
権
を
教
会
に
戻
さ
な



か
っ
た
。
コ
ン
コ
ル
ダ
に
基
づ
く

一
八
〇
二
年
四
月
八
日
釜
（和
暦

一
〇
年
ジ
ェ
ル
ミ
ナ
ル
一
八
日
）
の
法
律
が
、
か
つ
て
の
礼
拝
用
建
物

を
宗
教
教
師
の
使
用
に
供
し
た
も
の
の
、
国
有
財
産
の
状
態
を
変
更
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
さ
ら
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
礼
拝

用
建
物
は
前
述
の
共
和
暦

一
〇
年
法
に
よ
り
、
ま
た
ユ
ダ
ヤ
教
の
礼
拝
用
建
物
も

一
八
〇
八
年
二
月

一
七
日
の
デ
ク
レ
に
よ
り
、
同
様

の
状
態
に
置
か
れ
た
。
こ
の
結
果
、　
コ
ン
コ
ル
ダ
体
制
の
下
で
、
宗
教
公
施
設
法
人
が
建
設
、
取
得
し
た
建
物
以
外
の
旧
公
認
宗
教
の

礼
拝
用
建
物
の
所
有
者
は
、
個
人
所
有
の
場
合
を
除
き
い
国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
背
景
と
し
て
、
政
教
分
離
法
は
、
礼
拝
用
建
物
の
所
有
権
が
国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
に
属
す
る
こ
と
を
確
認

し
な
が
ら
、
そ
の
補
修
工
事
の
負
担
と
と
も
に
建
物
の
無
償
使
用
権
を
宗
教
社
団
に
認
め
た
■

一
一条
、　
三
二
条
）。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の

種
の
礼
拝
用
建
物
の
た
か
だ
か
使
用
権
が
宗
教
社
団
に
認
め
ら
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
完
全
な
私
有
化
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
実
は
、

政
教
分
離
法
の
立
法
者
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
時
に
由
来
す
る
教
会
財
産
の
国
有
化
の
伝
統
に
従
い
、
こ
の
礼
拝
用
建
物
の
私
有
化
に
は

極
め
て
消
極
的
で
あ
っ
た
。
ブ
リ
ア
ン
が
前
述
の
法
案
報
告
書
に
お
い
て
示
し
た
次
の
記
述
は
、
そ
の
よ
う
な
姿
勢
を
示
す
。
「国
は
、

こ
の

〔礼
拝
用
建
物
〕
の
所
有
権
を
宗
教
社
団
に
譲
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
社
会
全
体
の
資
産
を

一
部
の
宗
教

集
団
の
た
め
に
減
少
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
い
か
な
る
理
由
も
な
く
、
と
く
に
い
か
な
る
理
由
も
議
会
が
こ
の
よ
う
に
し
て

市
町
村
の
支
出
を
大
き
く
す
る
こ
と
を
許
さ
な
（睫

」
と
。
ま
た
下
院
本
会
議
で
の
審
議

■
ハ
月
八
日
）
に
お
い
て
、
ブ
リ
ア
ン
が
、
政
教

分
離
法
の
規
定
を
採
択
し
て
も

「議
会
は
ま
さ
に
大
革
命
の
成
果
に
由
来
す
る
国
家
の
権
利
を
確
認
す
る
だ
け
に
す
ぎ
な
い
」
と
弁
論

し
、
す
べ
て
の
礼
拝
用
建
物
の
所
有
権
を
宗
教
社
団
に
譲
渡
す
る
こ
と
を
求
め
た
ダ
ン
セ
ッ
ト

０
営
∽のけ［ｃ
議
員
の
修
正
案
を
毅
然
と

し
て
退
け
て
い
た
こ
と
に
も
、
そ
れ
が
う
か
が
え
る
。

以
上
は

一
九
〇
五
年
の
時
点
で
の
既
存
の
礼
拝
用
建
物
の
制
度
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
後
の
新
し
い
建
物
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
実
は
、

政
教
分
離
法
は
こ
の
点
に
は
明
確
で
は
な
い
。
同
法
は
、
わ
ず
か
に
、
宗
教
社
団
が

「専
ら
社
団
の
必
要
事
に
供
さ
れ
る
不
動
産
お
よ
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び
動
産
の
購
入
、
建
設
、
装
飾
ま
た
は
修
理
に
充
当
さ
れ
る
」
特
別
準
備
金
を
積
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し

（一
〓
一条
）、
宗

教
社
団
が
将
来
の
建
物
を
建
設
ま
た
は
取
得
す
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
て
い
た
に
す
ぎ
な
（岬

。
こ
こ
で
い
う

「社
団
の
必
要
事
」

（８
８
」３

８

ご
∽∽８
】”
一【８
）
が
新
し
い
建
物
の
建
設
ま
で
含
む
か
ど
う
か
議
論
の
余
地
が
あ

っ
た
が
、
今
日
で
は
、
礼
拝
用
建
物
の

（‐２
）

建
設
は
宗
教
社
団
の
行
え
る
こ
と
の
一
つ
と
解
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
政
教
分
離
法
の
立
法
者
は
既
存
の
礼
拝
用
建
物
の
帰

属
に
の
み
関
心
を
持
ち
、
将
来
の
建
物
に
は
注
意
を
払
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ジ
ャ
ン
・
リ
ヴ
ェ
ロ
は
こ
の
点
を
次
の
よ
う

に
記
述
す
る
。
「将
来
の
教
会
堂
の
問
題
は
、　
一
九
〇
五
年
に
お
い
て
二
次
的
に
判
断
さ
れ
た
。
立
法
者
は
歴
史
と
伝
統
が
礼
拝
に
割
り

当
て
た
場
所
に
お
い
て
そ
れ
を
保
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
由
な
礼
拝
を
十
分
に
保
障
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
た
」
と
。

以
上
か
ら
、
政
教
分
離
法
は
、
当
時
の
公
認
宗
教
の
礼
拝
用
建
物
で
あ
っ
て
、
し
か
も
既
存
の
建
物
の
み
を
対
象
と
し
、
し
か
も
そ

の

一
部
に
つ
い
て
の
み
私
有
と
す
る
礼
拝
所
制
度
を
定
め
た
こ
と
が
分
か
る
。
私
有
化
さ
れ
た
建
物
以
外
の
礼
拝
用
建
物
は
、
歴
史
的

事
情
か
ら
国
ま
た
は
公
共
団
体
の
所
有
に
属
し
、
宗
教
社
団
が
そ
れ
を
排
他
的
に
使
用
す
る
形
式
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
、
公
法
学
者
レ
オ
ン
・
デ
ュ
ギ
ー

（瀬
８

∪
品
●
こ

は
、
宗
教
社
団

へ
の
建
物
の
割
り
当
て
が
保
障
さ
れ
る
以
上
、
宗
教
社
団
が
建

物
の
所
有
権
者
で
あ
る
か
、
使
用
権
者
で
あ
る
か
は
重
要
で
は
な
い
と
し
た
。
確
か
に
建
物
内
で
礼
拝
を
行
う
こ
と
に
関
し
て
、
両
者

は
大
し
た
差
異
は
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
が
、
し
か
し
、
補
助
金
の
禁
止
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
両
者
の
差
異
は
重
要
で
あ

っ
た
。
と

い
う
の
は
、
礼
拝
用
建
物
の
所
有
権
が
公
共
団
体
に
あ
る
場
合
、
建
物
の
保
守
、
維
持
に
つ
い
て
自
己
の
所
有
権
を
理
由
に
公
共
団
体

が
関
与
す
る
余
地
が
あ
り
、
こ
れ
が
宗
教
組
織

へ
の
間
接
補
助
に
な
り
得
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
実
際
こ
の
よ
う
な
国
公
有
礼
拝

建
物
制
度
が
、
の
ち
に
公
的
補
助
金
の
問
題
に
大
い
に
関
わ
る
こ
と
に
な
る
。



四
　
補
助
金
禁
上

の
例
外

補
助
金
禁
上
の
原
則
は
、
規
定
上
極
め
て
厳
格
で
あ
っ
た
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
当
初
か
ら
例
外
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
政
教
分
離

法
上
明
ら
か
に
補
助
金
禁
上
の
例
外
と
目
さ
れ
る
も
の
を
幅
広
く
列
挙
す
れ
ば
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

０
　
施
設
付
司
祭
の
報
酬
　
　
一
一条
二
項
は
、
「施
設
付
司
祭
の
役
務
に
関
す
る
支
出
で
あ
っ
て
、
リ
セ
、
コ
レ
ー
ジ
ュ
、
学
校
、
病

院
、
収
容
施
設
ま
た
は
刑
務
所
の
よ
う
な
公
共
施
設
に
お
い
て
自
由
な
礼
拝
を
確
保
す
る
た
め
の
支
出
」
と
い
う
例
外
を
認
め
純
。
な

お
、
こ
の
規
定
が
当
初
の
法
案
に
は
な
く
、
そ
れ
が
下
院
で
の
審
議
に
お
い
て
追
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
前
述
の
と
お
り
で

あ
る
。

②
　
一ホ
教
教
師
の
暫
定
的
な
年
金
、
手
当
　
　
こ
れ
は
、
国
か
ら
俸
給
を
受
け
て
い
た
公
認
宗
教
の
教
師
の
い
わ
ば
期
待
権
を
保
障

す
る
た
め
に
、
本
来
受
給
す
る
こ
と
の
で
き
た
給
与
の

一
部
を
支
払
う
と
い
う
政
教
分
離
に
伴
う
過
渡
的
で

一
時
的
な
措
置
で
あ
る
■

一
条
）。

０
　
礼
拝
用
建
物
の
無
償
使
用
　
　
ユ則
述
の
よ
う
に
、
国
公
有
の
礼
拝
用
建
物
は
無
償
で
宗
教
社
団
に
よ
り
使
用
さ
れ
る
も
の
と
さ

れ
た

（
〓
二
条
）。
こ
れ
は
、　
い
つ
ま
で
も
な
く
、
礼
拝
用
建
物
の
国
公
有
を
維
持
し
た
た
め
、
宗
教
組
織
の
自
由
な
礼
拝
を
保
障
す
る

目
的
で
の
規
定
で
あ
る
。

０
　
を不
教
教
師
の
住
居
の
無
償
使
用
　
　
政
教
分
離
法
は
、
司
祭
館
な
ど
の
宗
教
教
師
の
住
居
も
国
公
有
と
し

（
〓

一条
）、
宗
教
社

団
に
そ
の
無
償
使
用
権
を
認
め
た

（
一
四
条
）。
た
だ
し
、
宗
教
教
師
の
住
居
の
無
償
使
用
は
、
礼
拝
用
建
物
と
は
異
な
り
、
そ
の
種
類

に
応
じ
て
二
年
か
五
年
か
の
期
間
に
限
定
さ
れ
た
。

同
　
歴
史
的
記
念
建
造
物

（８
８
●
日
９
一
す
●
０
『】ｆ
ｅ

の
補
修
工
事
の
公
的
補
助
　
　
政
教
分
離
法
の
一
九
四
二
年
改
正
前
の

一
九

条
六
項
は
、
宗
教
社
団

へ
の
補
助
金
の
絶
対
的
禁
止
を
定
め
る

一
方
で
、
「補
修
工
事
の
た
め
指
定
歴
史
的
記
念
建
造
物

（日
８
●
ヨ
８
一
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ε
”
∽∽９

に
支
出
す
る
費
用
は
、
補
助
金
と
は
見
な
さ
れ
な
い
」
と
定
め
て
い
た
。
こ
れ
は
、
建
物
の
歴
史
的
、
芸
術
的
価
値
の
保
護
の

観
点
で
の
例
外
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
政
教
分
離
法
は
、
歴
史
的
記
念
建
造
物
に
関
し
て
、
礼
拝
用
建
物
も

「
芸
術
的
ま
た
は
歴
史
的

な
価
値
」
を
有
す
る
も
の
を
歴
史
的
記
念
建
造
物
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

（
王
ハ
条
）、
お
よ
び
指
定
歴
史
的
記
念
建
造

物
の
所
有
者
の
権
利
を
制
限
す
る
こ
と
を
定
め
た

（
一
七
条
）。
な
お
、
歴
史
的
記
念
建
造
物
に
関
す
る

一
九

一
三
年

一
二
月
二

一
日
の

法
律
が
、
補
助
金
も
含
め
歴
史
的
記
念
建
造
物
の
保
存
に
関
す
る
詳
細
を
定
め
る
。

Ｑ
　
国
公
有
の
礼
拝
用
建
物
の
土
地
税
の
免
除
　
　
一
一四
条
は
、　
コ
ン
コ
ル
ダ
の
下
で
の
慣
行
に
従
い
、
国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体

の
所
有
に
属
す
る
礼
拝
用
建
物
に
つ
い
て
、
地
方
税
で
あ
る
土
地
税

↑
”
お

ざ
月
』０『ｃ
を
免
除
す
る
こ
と
を
定
め
た
。
た
だ
し
、
こ
の

免
税
は
、
公
物
で
あ
る
礼
拝
用
建
物
の
み
を
対
象
と
し
、
宗
教
社
団
の
所
有
す
る
礼
拝
用
建
物
に
は
及
ば
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
公
認
宗
教
を
廃
止
す
る
こ
と
に
よ
り
、
宗
教
を
私
事
化
し
、
宗
教
組
織
を
民
営
化
し
、
礼
拝
用
建
物
の

一
部
私

有
化
を
図
っ
た
政
教
分
離
法
が
導
入
し
た
補
助
金
禁
上
の
原
則
は
、
以
上
の
明
文
の
例
外
の
ほ
か
は
、
宗
教
組
織

へ
の
い
か
な
る
補
助

も
許
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
厳
格
禁
止
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
私
立
学
校
＝
宗
派
学
校
の
国
庫
助
成

が
、
当
時
、
行
政
判
例
に
よ
り
厳
格
に
禁
止
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
も
、
補
助
金
の
厳
格
な
禁
止
の
趣
旨
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え

ら
れ
る
。
―
―
た
だ
し
、
判
例
が
根
拠
に
し
た
の
は
、
政
教
分
離
法
二
条
で
は
な
く
、
私
立
学
校
を
「
私
人
ま
た
は
社
団
に
よ
り
設
立
、

維
持
さ
れ
る
」
と
定
め
た

一
八
八
六
年

一
〇
月
二
〇
日
の
法
律

（ゴ
ブ
レ
法
）
で
あ

っ
た
が
。

第
二
節
　
補
助
金
禁
止
の
原
則
の
修
正

補
助
金
禁
止
の
原
則
は
、
第

一
次
世
界
大
戦
後
の
フ
ラ
ン
ス
と
ヴ
ァ
チ
カ
ン
と
の
外
交
関
係
の
回
復
後
、
大
幅
に
修
正
さ
れ
る
こ
と
　
ｗ



に
な
る
。
そ
こ
で
、
ヴ
ァ
チ
カ
ン
と
の
外
交
関
係
の
回
復
の
前
後
で
分
け
、
か
つ
背
景
に
あ
る
現
実
の
政
教
関
係
に
も
注
意
し
な
が
ら
、

補
助
金
禁
止
の
原
則
が
ど
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
、
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

一
　

ロ
ー

マ
教
皇
庁
と
の
外
交
関
係
の
回
復
ま
で

第

一
編
第

一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
政
教
分
離
法
の
制
定
は
フ
ラ
ン
ス
政
府
に
よ
る
コ
ン
コ
ル
ダ
の

一
方
的
な
破
棄
を
意
味
し
、
当

然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
は
ロ
ー
マ
教
皇
庁
や
フ
ラ
ン
ス
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
猛
反
発
を
招
い
た
。
こ
の
反
発
は
政
教
分
離
法
の
実

施

へ
の
激
し
い
抵
抗
と
な
る
が
、
そ
れ
は
、
と
く
に
宗
教
社
団
の
結
成
を
め
ぐ
る
政
教
間
の
紛
争
に
お
い
て
顕
現
し
（だ

。
と
こ
ろ
で
、

前
述
の
よ
う
に
、
政
教
分
離
法
に
よ
れ
ば
、
宗
教
社
団
が
法
律
公
布
後

一
年
以
内
に
宗
教
公
施
設
法
人
の
財
産
を
引
き
継
ぐ
と
と
も
に
、

国
公
有
の
礼
拝
用
建
物
の
使
用
権
の
主
体
と
な
る
は
ず
で
あ

っ
た
。
さ
ら
に
宗
教
社
団
の
な
い
場
合
、
宗
教
公
施
設
法
人
の
財
産
は
、

デ
ク
レ
に
よ
り
市
町
村
の
慈
善
施
設
な
ど
に
帰
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
（改
正
前
の
九
条

一
項
）。
し
た
が
っ
て
、
事
実
上
、
旧
公
認

宗
教
は
宗
教
社
団
の
結
成
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
っ
た
。
実
際
、
政
教
分
離
法
成
立
後
直
ち
に
、
旧
公
認
宗
教
の
う

ち
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
ユ
ダ
ヤ
教
は
宗
教
社
団
を
結
成
し
た
。
こ
れ
に
対
し
カ
ト
リ
ッ
ク
は
そ
う
し
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
政
教

分
離
法
を
激
し
く
非
難
し
た
ロ
ー
マ
教
皇
が
、
宗
教
社
団
の
組
織
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
聖
職
位
階
制
に
反
し
、
司
教
区
で
の
司
教
の

権
威
を
無
視
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
理
由
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
宗
教
社
団
の
結
成
を
固
く
禁
止
し
た
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
宗
教
社
団
の
結
成
拒
否
が
、
前
述
の
政
教
分
離
法
の
枠
組
み
に
お
い
て
、
教
会
堂
を
使
用
す
る
法
的
根
拠
を

失
う
こ
と
を
意
味
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ト
リ
ッ
ク
が
宗
教
社
団
の
結
成
期
限
を
過
ぎ
て
も
宗
教
社
団
を
結
成
し
な
い
ま
ま
、
教

会
堂
を
使
用
し
続
け
る
状
態
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
カ
ト
リ
ツ
ク
の
非
妥
協
的
な
態
度
に
よ
り
生
じ
た
違
法
状
態
に
直
面
し
、
教
会
堂
の
閉
鎖
を
望
ま
な
か
っ
た
政
府
お
よ
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び
議
会
は
譲
歩
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
ず
、
政
教
分
離
法
成
立
後
、
ク
レ
マ
ン
ソ
ー
内
閣
で
公
教
育
宗
教
相
に
就
任
し
た
ブ
リ
ア
ン

は
、
宗
教
社
団
を
組
織
す
る
の
を
放
棄
し
た
者
で
あ

っ
て
も
宗
教
を
実
践
す
る
権
利
が
奪
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
、　
一
九
〇
六
年

一
二
月

一
日
の
通
達
を
出
し
た
。
こ
の
通
達
は
、
教
会
堂
を
使
用
し
続
け
る
司
祭
を
権
原
な
き
占
有
者
で
あ
る
と
断
じ
な
が
ら
も
、
礼

拝
用
建
物
で
適
法
な
条
件
で
礼
拝
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
、
国
、
市
町
村
は
、
従
来
ど
お
り
そ
こ
で
礼
拝
を
行
う
の
を
許
す
必
要
が
あ

る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
次
い
で
、
政
府
は
、
そ
の
方
向
で
の
解
決
策
を
急
ぎ
立
法
化
さ
せ
た
。
こ
つ
し
て
制
定
さ
れ
た

（‐９
）

の
が
、
礼
拝
の
公
的
執
行

お
お
【ｏ
【８

１
げ
汗

８
∽
８
】”ｏ
し

に
関
す
る

一
九
〇
七
年

一
月
二
日
の
法
律
で
あ
る
。
こ
の
法
律
は
次
の
よ

う
に
規
定
し
た
。

第
四
条
　
〔宗
教
社
団
〕
を
別
と
し
て
、
あ
る
宗
教
の
公
的
礼
拝
は
、　
一
九
〇

一
年
七
月

一
日
の
法
律
が
定
め
る
結
社

〔筆
者
注
　
非
営
利

社
団
〕
に
よ
り
、
ま
た
は

一
八
八

一
年
六
月
二
〇
日
の
法
律
に
基
づ
き

一
九
〇
五
年

一
二
月
九
日
の
法
律
第
二
五
条
に
従
い
個
人
が
主
催
す
る

集
会
に
よ
り
、
行
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
条
　
　
一ホ
教
社
団
の
な
い
場
合
、
礼
拝
に
供
用
さ
れ
る
建
物
な
ら
び
に
そ
の
付
属
動
産
は
、
・…
‥
引
き
続
き
宗
教
の
実
践
の
た
め
信
徒

お
よ
び
宗
教
教
師
の
使
用
に
委
ね
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

そ
の
無
償
使
用
権
は
、
・…
ニ
ホ
教
社
団
、
礼
拝
の
公
的
執
行
の
継
続
を
確
保
す
る
た
め

一
九
〇

一
年
七
月

一
日
の
法
律
の
諸
規
定
に
基
づ
き

形
成
さ
れ
た
団
体
、
あ
る
い
は

一
九
〇
五
年

一
二
月
九
日
の
法
律
第
二
五
条
が
定
め
る
届
出
に
そ
の
氏
名
が
記
載
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

宗
教
教
師
に
、
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔第
二
項
と
第
四
項
は
省
略
〕

し
か
し
、
こ
れ
で
も
な
お
建
物
の
使
用
権
が
確
実
で
は
な
い
と
考
え
た
ロ
ー

マ
教
皇
は
、　
一
九
〇
七
年
法
に
も
反
対
し
た
。
そ
の
た

め
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は

一
九
〇

一
年
の
結
社
法
に
基
づ
く
非
営
利
社
団
を
も
結
成
せ
ず
、
ま
た
司
祭
は

一
八
八

一
年
法
に
よ
り
公
的



礼
拝
集
会
に
要
し
た
事
前
の
届
出
も
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
ブ
リ
ア
ン
ら
の
譲
歩
は
さ
ら
に
続
い
た
。
そ
の
結
果
、　
一
九

〇
七
年
二
月
二
八
日
の
法
律
が
、
「
公
的
集
会
は
、
そ
の
目
的
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
事
前
の
届
出
な
く
、
開
催
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」

（
一
条
）
と
定
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
要
す
る
に
、　
一
九
〇
七
年
の
二
法
律
は
、
公
的
礼
拝
を
行
う
主
体
お
よ
び
国
公
有
建
物
の
使
用
権

者
を
、
政
教
分
離
法
が
定
め
る
宗
教
社
団
だ
け
で
な
く
、　
一
九
〇

一
年
法
結
社
、
さ
ら
に
は
宗
教
教
師
ま
た
は
信
徒
が
自
由
に
開
催
し

う
る
集
会
に
ま
で
広
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
す
べ
て
の
教
会
堂
に
お
い
て
カ
ト
リ
ツ
ク
が
公
的
礼
拝
を
続
け
る
こ

と
が
法
的
に
可
能
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
に
見
た

一
九
〇
七
年
の
二
法
律
は
、
国
ま
た
は
公
共
団
体
の
所
有
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
礼
拝
用
建
物
の
礼
拝
供
用

に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
宗
教
公
施
設
法
人
の
所
有
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
会
財
産
の
所
有
権
の
問
題
は
、　
一
九
〇
五

年
の
政
教
分
離
法
を
改
正
し
た

一
九
〇
八
年
四
月

一
三
日
の
法
律
に
よ
り
最
終
的
な
決
着
を
見
た
。
一
九
〇
八
年
法
は
、
コ

九
〇
五
年

一
二
月
九
日
の
法
律
の
公
布
時
に
礼
拝
に
供
用
さ
れ
た
建
物
お
よ
び
そ
の
付
属
動
産
は
、
法
定
の
期
限
内
に
取
り
戻
さ
れ
ず
、
要
求
さ

れ
な
い
場
合
、
建
物
の
所
在
す
る
市
町
村
の
所
有
と
な
る
」
（改
正
後
の
政
教
分
離
法
九
条

一
項

一
号
）、
と
定
め
る
な
ど
、
一則
述
の
政
教
分

離
法
九
条
に
代
え
て
、
宗
教
公
施
設
法
人
所
有
の
教
会
財
産
を
国
有
財
産
と
す
る
た
め
の
詳
細
な
規
定
を
設
け
た
。
こ
の
結
果
、
宗
教

社
団
を
結
成
し
な
か
っ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
は
、
最
終
的
に
教
会
堂
の
使
用
権
の
み
を
保
持
し
た
だ
け
で
、
莫
大
な
教
会
財
産
を
喪
失
す
る

と
と
も
に
、
そ
の
組
織
は
法
人
格
を
失
っ
た
。

こ
う
見
て
く
る
と
、　
一
方
で
、
政
教
間
の
紛
争
の
中
で
カ
ト
リ
ツ
ク
は
教
会
財
産
を
失
う
が
、
他
方
で
、
政
教
分
離
法
の
規
定
し
た

宗
教
社
団
制
度
お
よ
び
礼
拝
所
制
度
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
反
発
に
対
応
し
カ
ト
リ
ッ
ク
に
有
利
な
方
向
で
修
正
さ
れ
た
、
と
い
え
よ
う
。

こ
の
修
正
の
う
ち
で
、
宗
教
活
動

へ
の
補
助
金
の
禁
止
に
関
し
見
過
ご
せ
な
い
も
の
は
、
礼
拝
用
建
物
の
維
持
費
に
関
す
る
修
正
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
「国
、
県
お
よ
び
市
町
村
は
、
本
法
に
よ
り
そ
の
所
有
権
を
認
め
ら
れ
た
礼
拝
用
建
物
の
維
持
お
よ
び
保
守
に
必
要
な
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費
用
を
支
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
（政
教
分
離
法

一
三
条
七
項
と
な
っ
た
一
九
〇
八
年
法
五
条
）
と
い
う

一
九
〇
八
年
改
正
で
挿
入
さ
れ
た

規
定
が
、
こ
の
点
で
重
要
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
、
政
教
分
離
法
改
正
法
の
下
院
本
会
議
で
の
審
議

（
一
九
〇
七
年

一
二
月
二
一
日
）
の

際
に
、
ラ
・
バ
チ

ュ

（Ｆ
“
ω
”
”Ｃ
Ｃ

議
員
の
修
正
案
に
よ
り
追
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
公
教
育
宗
教
相
ブ
リ
ア
ン
は
、
国
。
地
方
公
共

団
体
が
そ
の
所
有
物
で
あ
る
礼
拝
用
建
物
の
維
持
、
保
守
の
費
用
を
負
担
す
る
の
は
自
己
の
利
益
の
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
が
で
き
る
の

は
当
然
で
あ
る
と
考
え
、
そ
の
た
め
彼
は

「
ラ

・
バ
チ

ュ
の
修
正
案
は
完
全
に
無
用
だ
っ
濯
」
と
評
し
た
。
こ
の
よ
う
に
ブ
リ
ア
ン
は

一
三
条
七
項
の
規
定
に
大
し
た
重
要
性
を
認
め
な
か
っ
た
が
、
結
果
的
に
こ
の
規
定
は
、
公
共
団
体
の
宗
教
活
動

へ
の
間
接
補
助
の
途

を
開
く
も
の
と
な
り
、
補
助
金
禁
止
の
原
則
、
さ
ら
に
分
離
原
則
に
対
し
大
き
な
効
果
を
生
ぜ
じ
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
宗
教
法
の
専

門
家
で
あ
る
ア
ラ
ン
・
ボ
ワ
イ
エ
に
よ
れ
ば
、
「厳
格
な
分
離
の
最
も
重
大
な
裂
け
目
は
、
一
九
〇
八
年
四
月

一
三
日
の
法
律
五
条
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
た
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
規
定
が
可
能
な
ら
し
め
た
礼
拝
用
建
物
の
維
持
費
の
公
共
団
体
に
よ
る
支
出
は
、
政

教
分
離
法
に
従
い
宗
教
社
団
を
結
成
し
、
建
物
の
所
有
者
と
な
っ
た
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
ユ
ダ
ヤ
教
の
団
体
に
対
し
て
は
あ
り
得
な
い

こ
と
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「国
な
ど
の
礼
拝
用
建
物
の
維
持
費
負
担
の
可
能
性
は
、
一
九
〇
五
年
法
に
従
い
宗
教
社
団
の

所
有
と
な
っ
た
礼
拝
用
建
物
に
つ
い
て
は
存
在
し
な
か
っ
た
。　
一
九
〇
五
年
法
ど
お
り
に
行
動
し
た
宗
教
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
事
実

上
不
利
に
な
っ
だ
」
、
と
同
じ
く
ボ
ワ
イ
エ
が
述
べ
る
と
お
り
で
あ
る
。

ニ
　
ロ
ー
マ
教
皇
庁
と
の
外
交
関
係
回
復
以
降

以
上
の
よ
う
な
政
教
間
の
紛
争
は
、
第

一
次
世
界
大
戦
後
、

一
転
し
て
両
者
の
和
解
、
妥
協
に
向
か
っ
た
。
ま
ず
、　
一
九
二

一
年
五

月
に
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
、　
一
五
年
間
絶
え
て
い
た
ロ
ー
マ
教
皇
庁
と
の
外
交
関
係
を
回
復
し
た
。
次
に
こ
れ
に
続
い
て
政
府
は
、
フ

ラ
ン
ス
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
組
織
形
態
に
つ
い
て
教
皇
庁
と
交
渉
を
重
ね
つ
つ
、
ま
た
著
名
な
二
人
の
法
律
家
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
委
員



会
の
審
査
お
よ
び
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
意
見
を
経
て
、
カ
ト
リ
ツ
ク
の
司
教
区
を
単
位
と
し
て
構
成
す
る
宗
教
社
団
―
―
司
教
区
社

団
と
い
う
名
称
で
呼
ば
れ
た
―
―
が
政
教
分
離
法
に
違
反
し
な
い
こ
と
を
表
明
し
た
。
他
方
、　
ロ
ー
マ
教
皇
の
側
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の

司
教
に
対
し
司
教
区
社
団
の
結
成
を
認
め
た
２

九
二
四
年
六
月

一
八
（認

）。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
長
年
の
懸
案
で
あ

っ
た
カ
ト
リ
ツ
ク
の

宗
教
結
社
の
問
題
に
解
決
を
見
た
の
で
あ
る
。

こ
の
事
態
は
、
宗
教
活
動

へ
の
補
助
金
禁
止
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
ま
ず
、
補
助
金
禁
上
の
原
則
に
緩
や
か
な
解
釈
を
施
す

判
例
が
こ
の
時
期
を
前
後
し
て
現
れ
た
。
そ
の
代
表
例
は
、　
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が

一
九
二
二
年

一
月
六
日
に
出
し
た
ペ
ル
キ
ー
判
漣

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
あ
る
市
か
ら
第

一
次
世
界
大
戦
の
戦
地
に
出
征
し
て
戦
死
し
た
兵
士
の
遺
体
を
、
そ
の
市
の
墓
地
に
埋
葬
す
る
際

に
、
遺
族
の
要
求
に
基
づ
き
行
わ
れ
た
宗
教
儀
式
の
費
用
を
市
の
公
金
で
支
出
す
る
こ
と
が
、
政
教
分
離
法
二
条
に
違
反
し
な
い
か
ど

う
か
が
争
わ
れ
た
事
件
の
判
決
で
あ
る
。
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
は
、
次
の
よ
う
に
、
前
述
し
た
ブ
リ
ア
ン
ら
の
考
え
に
基
づ
き
、
政
教

分
離
法
二
条
を
限
定
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
否
定
し
た
。

一
九
〇
五
年

一
二
月
九
日
の
法
律
の
二
条
は
、
国
、
県
お
よ
び
市
町
村
の
予
算
に
お
け
る
、
礼
拝
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
支
出
の
廃
止
を
命
じ

る
が
、
こ
の
規
定
は
、
制
定
作
業
か
ら
判
明
す
る
よ
う
に
、
宗
教
の
公
役
務
に
対
し
、
水ヽ
続
的
か
つ
定
期
的
に
補
助
金
を
交
付
す
る
目
的
で
の

予
算
の
計
上
の
み
を
、
禁
止
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
規
定
は
、
国
、
県
、
市
町
村
お
よ
び
公
の
機
関
が
、
種
々
の
宗
教
の
教
師
が
行
政
庁
に
よ

り
正
式
に
聖
職
と
し
て
の
行
為
を
要
請
さ
れ
た
よ
う
な
場
合
に
、
そ
の
行
為
を
理
由
と
し
て
、
な
さ
れ
た
役
務
に
相
当
す
る
正
当
な
報
酬
を
、

一
時
的
か
つ
偶
然
的
に
彼
ら
に
対
し
、
与
え
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

次
に
、　
一
九
二
〇
年
代
に
は
、
公
共
団
体
に
よ
る
間
接
補
助
金
と
な
る
行
政
実
務

Ｇ
『”
け】ｆ
ｏ
ａ
日
ユ
の一『“
け一お
）
も
現
れ
た
。
地
方

公
共
団
体
が
、
宗
教
社
団
と
の
間
で
、
礼
拝
所
の
建
設
用
地
を

一
フ
ラ
ン
と
い
う
形
だ
け
の
賃
料
で
の
九
九
年
間
の
長
期
賃
貸
借
契
約

を
締
結
し
、
そ
の
期
間
満
了
後
、
公
共
団
体
が
建
物
の
所
有
者
と
な
る
と
い
う
方
法
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
地
方
公
共
団
体
の
こ
の
よ
う
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な
手
法
は
、
特
に
新
興
の
人
口
密
集
地
域
で
教
会
堂
を
建
設
す
る
場
合
に
つ
き
、
パ
リ
大
司
教
で
枢
機
卿
の
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
エ
Ｑ
ｏ【α
【①じ

と
県
低
家
賃
住
宅
公
社

６
事
８
狸
望
ｏ
鮎
３́
げ
』一”一】８
∽
ツ
ｇ
●
日

，
【３
０
２

８
Ｂ
【け
８
８
Ｃ

と
の
間
で

一
九
二
八
年
に
始
ま
っ
た
交
渉

を
経
て
、　
一
九
二
二
年
に
ピ
エ
ー
ル
・
ラ
ヴ
ァ
ル

（「
いｏ【お

Ｆ
２
”
じ

内
閣
の
時
に
関
係
閣
僚
に
よ
り
了
承
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
ヴ
ィ
シ
ー
政
府
期
の
一
九
四
〇
年
代
以
降
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
で
の
宗
教
組
織

へ
の
間
接
補
助
金
を
定
め
た
立
法
が

次
々
と
登
場
し
た
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
を
列
挙
す
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

０
　
一
九
四
二
年

一
二
月
二
五
日
の
法
律
　
　
政
教
分
離
法
の
改
正
法
で
あ
る
こ
の
法
律
は
、
二
つ
の
重
要
な
修
正
を
含
ん
だ
。
す

な
わ
ち
、
第

一
に
、　
一
九
〇
五
年
法
で
は
宗
教
社
団
に
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
生
前
贈
与
お
よ
び
遺
贈
を
受
領
す
る
能
力
を
宗
教
社

団
に
認
め
た
こ
と
で
あ
り
２

九
条
四
項
）、
第
二
に
、
国
公
有
の
建
物
に
限
ら
ず
、
す
べ
て
の
礼
拝
用
建
物
の
修
理
の
た
め
の
支
出
を
公

共
団
体
に
認
め
た
こ
と
で
あ
る

（改
正
後
の
同
条
六
項
）。

②
　
一
九
五
九
年

一
二
月
二
六
日
の
法
律
　
　
こ
の
法
律
は
、
宗
教
社
団

へ
の
寄
付
や
遺
贈
に
つ
い
て
、
贈
与
税
と
相
続
税
に
相
当

す
る
無
償
譲
渡
税

貧
『ｏ
Ｆ

８
日
ｃ
””
”】８

”
澤
お
鳴
”
けｏ
こ

の
免
税
を
定
め
た
。
そ
の
規
定
は
現
行
の
租
税

一
般
法
典

６
８
ｏ
は
な
【営

８
■
８
８
こ

に
含
ま
れ
て
い
る
。

③
　
一
九
六

一
年
七
月
二
九
日
の
法
律
　
　
こ
の
法
律
は
、
新
興
の
人
口
密
集
地
域
で
礼
拝
所
を
建
設
す
る
た
め
の
資
金
調
達
の
た

め
に
宗
教
社
団
等
が
負
担
す
る
借
り
入
れ
金
を
、
公
共
団
体
が
保
証
す
る
の
を
認
め
た
。
こ
の
制
度
は
現
行
の
市
町
村
法
典
に
盛
り
こ

ま
れ
て
い
る
。

０
　
一
九
八
七
年
七
月
二
三
日
の
法
律
　
　
メ
セ
ナ
の
振
興
に
関
す
る

一
九
八
七
年
法
は
、
租
税

一
般
法
典
を
改
正
し
、
公
益
社
団

へ
の
寄
付
に
つ
い
て
の
所
得
税
や
法
人
税
の
税
額
控
除
の
対
象
と
な
る
特
典
を
も
つ
組
織
に
宗
教
社
団
等
を
含
め
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

宗
教
社
団

へ
の
寄
付
者
は
税
額
控
除
の
恩
恵
に
浴
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。



こ
れ
ら
に
並
行
し
て
、
私
立
学
校

へ
の
国
庫
助
成
お
よ
び
宗
教
教
師
の
社
会
保
障
制
度
に
関
し
て
も
新
た
な
立
法
が
な
さ
れ
、
そ
れ

ら
は
各
々
宗
教
組
織

へ
の
間
接
補
助
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
政
教
分
離
法
二
条
は
改
正
さ
れ
な
か
っ
た
が
、　
ロ
ー
マ
教
皇
庁
と
の
外
交
関
係
の
回
復
以
後
、
政
教
分
離
法
を
緩

や
か
に
解
釈
し
た
判
例
な
ら
び
に
行
政
実
務
、
さ
ら
に
新
立
法
に
よ
り
、
宗
教
活
動

へ
の
補
助
金
禁
上
の
原
則
が
、
飛
躍
的
に
柔
軟
に

な
っ
た
。
こ
れ
は
、　
ロ
ー
マ
教
皇
庁
と
の
外
交
関
係
の
回
復
以
前
に
見
ら
れ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
反
発
と
政
府
の
妥
協
で
は
も
は
や
説
明

で
き
な
い
。
で
は
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
の
か
が
問
題
に
な
る
が
、
こ
れ
を
考
え
る
前
に
、
修
正
さ
れ
た
現
行
の
補
助
金
禁
止
の
原
則

を
よ
り
詳
し
く
分
析
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

第
二
節
　
現
行
の
補
助
金
禁
止

前
節
で
見
た
よ
う
に
、
政
教
分
離
法
二
条
の
定
め
る
宗
教
活
動

へ
の
補
助
金
禁
止
の
原
則
は
、
政
教
分
離
法
制
定
時
と
比
較
す
れ
ば
、

今
日
大
さ
く
修
正
さ
れ
て
い
る
。

，」
の
た
め
、
補
助
金
禁
止
は

一
般
に
限
定
的
に
理
解
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
例
え
ば
、
公
法
学
者
ジ
ャ
ッ

ク

・
ロ
ベ
ー
ル
は
、
お
そ
ら
く
前
述
の
ペ
ル
キ
ー
判
決
に
基
づ
き
、
こ
の
原
則
を

「宗
教
の
役
務
に
対
し
永
続
的
か
つ
定
期
的
に
補
助

金
を
交
付
す
る
目
的
で
の
予
算
の
計
上
」
の
み
を
禁
止
す
る
も
の
と
解
す
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
か
ら
は
、
当
然
、
補
助
金
禁
止
の
例

外
が
多
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
事
実
、
ロ
ベ
ー
ル
自
身
も
そ
の
原
則
の
い
く
つ
か
の
例
外
を
挙
げ
て
」
型
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

今
日
、
補
助
金
禁
止
の
原
則
に
は
、
政
教
分
離
法
の
明
文
に
定
め
ら
れ
た
補
助
金
禁
止
の
例
外
―
―
前
節
で
述
べ
た
施
設
付
司
祭
の
報

酬
な
ど
―
―
以
外
に
も
、
か
な
り
の
例
外
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
例
外
に
は
大
き
く
分
け
て
次
の
二
つ
が
あ

る
。
補
助
金
禁
止
の
限
界
お
よ
び
間
接
補
助
金

お
３
お
・
け】８

す
０
一ヽ
のｏ一ｃ

が
そ
れ
で
あ
る
。
前
者
は
、
政
教
分
離
法
の
補
助
金
禁
上
の
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原
則
を
狭
く
解
す
る
こ
と
か
ら
当
然
に
導
き
だ
さ
れ
る
、
そ
の
原
則
の
限
界
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
間
接
補
助
金
と
は
、
政
教
分
離

法
二
条
の
枠
組
み
を
越
え
て
宗
教
活
動
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
公
的
補
助
で
あ
っ
て
、
政
教
分
離
法
以
後
の
立
法
あ
る
い
は
行
政
実
務

に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
二
種
類
の
例
外
を
見
る
と
と
も
に
、
補
助
金
禁
止
に
関
す
る
判
例
に
も
触
れ

る
こ
と
に
よ
り
、
補
助
金
禁
上
の
原
則
に
つ
い
て
の
現
在
の
姿
を
眺
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

一　

補
助
金
禁
止
の
限
界

今
日
、
学
説
は
、
補
助
金
禁
止
の
原
則
を

「宗
教
の
役
務
に
対
し
永
続
的
か
つ
定
期
的
に
補
助
金
を
交
付
す
る
目
的
で
の
予
算
の
計

上
」
の
み
を
禁
止
す
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
か
ら
、
次
の
よ
う
な
補
助
金
禁
上
の
限
界
を
導
き
出
す
。

１
　
宗
教
組
織
を
基
盤
と
し
て
行
わ
れ
る
公
益
事
業

へ
の
補
助

教
団
の
枠
組
み
で
行
わ
れ
る
活
動
の
な
か
に
は
、
礼
拝
で
は
な
く
、
と
く
に
公
益
性

∂
ミ
〓
”０お
３
●
”いヽ
２
鴨
恐
『”
じ
を
も
つ
文
化

的
、
教
育
的
あ
る
い
は
社
会
的
事
業
が
あ
る
。
養
護
施
設
、
病
院
、
無
料
診
療
所
、
学
校
、
託
児
所
、
慈
善
事
業
が
そ
の
例
で
あ
る
。

国

・
公
共
団
体
は
、
こ
の
種
の
私
的
事
業
を
促
進
す
る
た
め
、
宗
教
組
織
が
基
盤
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
差
別
す
る
こ
と
な
く
、
他
の

も
の
と
同
様
に
、
そ
れ
ら
を
補
助
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
公
益
事
業
を
支
え
る
宗
教
組
織
は
公
共
団
体
か
ら
補
助
金
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
公
益
事
業
の
う
ち
、
と
く
に
私
立
学
校

へ
の
補
助
は
激
し
い
論
議
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。

２
　
曇不
教
教
師
の
行
う
非
宗
教
行
為
の
報
酬

公
共
団
体
が
支
出
す
る
宗
教
教
師

へ
の
永
続
的
か
つ
定
期
的
な
報
酬
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
が
宗
教
教
師
の
非
宗
教
行
為
に
関
し
て
で

あ
れ
ば
許
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
報
酬
が
宗
教
の
公
認
を
意
味
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
の

限
り
に
お
い
て
宗
教
教
師
は
有
給
の
市
役
所
事
務
員
や
専
門
領
域
の
講
師
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
上
多
い
の
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク



の
主
任
司
祭
が
市
町
村
有
の
教
会
堂
の
管
理
人
に
な
り
、
教
会
堂
の
所
有
者
で
あ
る
市
町
村
か
ら
そ
の
管
理
人
報
酬
を
受
け
る
場
合
で

あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
に
は
特
別
な
問
題
が
あ
る
。
実
は
、
政
教
分
離
法
制
定
当
初
、
宗
教
教
師
が
こ
の
管
理
人
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

彼
が
政
教
分
離
以
前
の
俸
給
に
代
わ
る
多
額
の
報
酬
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
見
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・

デ
タ
の
判
例
は
、
市
町
村
が
主
任
司
祭
を
教
会
堂
の
管
理
人
に
任
命
す
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
報
酬
が
管
理
人
の
実
質
的
な
役
務
に

相
応
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
製
。

３
　
をホ
教
教
師
の
行
う
宗
教
行
為
の
報
酬

宗
教
教
師
の
行
う
宗
教
行
為
そ
の
も
の
で
あ

っ
て
も
、
前
節
で
述
べ
た
ペ
ル
キ
ー
判
決
が
示
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
が
公
共
団
体
の
要

請
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
報
酬
は
、
公
共
団
体
に
よ
る

一
時
的
か
つ
偶
然
的
な
支
出
の
対
象
と
な
り
う
る
。
政
教
分
離
法

の
規
定
上
で
は
こ
の
こ
と
は
明
確
で
は
な
い
が
、
ブ
リ
ア
ン
ら
も
こ
れ
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
の
は
、
前
述
の
と

お
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
公
共
団
体
が
正
式
に
宗
教
教
師
に
宗
教
行
為
を
要
請
す
る
場
合
と
は
、
王ヽ
と
し
て
公
共
団
体
の
行
う
式
典
、

と
り
わ
け
葬
儀
で
あ
る
。
公
共
団
体
が
、
国
に
貢
献
し
た
政
治
家
、
兵
士
、
警
察
官
な
ど
の
人
物
に
つ
い
て
公
的
な
葬
儀
を
行
う
こ
と

が
あ
り
、
し
か
も
そ
の
際
に
、
宗
教
儀
式
が
執
り
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
公
共
団
体
が
宗
教
教
師
に
宗
教
儀
式
の
司
式
を

要
請
し
、
か
つ
宗
教
教
師
が
こ
れ
に
協
力
し
た
場
合
、
公
共
団
体
は
そ
の
行
為
に
相
応
す
る
報
酬
を
支
出
し
う
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

他
の
例
と
し
て
、
国
営
テ
レ
ビ

・
ラ
ジ
オ
で
の
日
曜
日
の
宗
教
放
送
も
挙
げ
ら
れ
、
こ
れ
に
協
力
し
て
宗
教
講
話
を
し
た
宗
教
教
師
も

国
営
会
社
か
ら
報
酬
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
（型

。
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一
一　
間
接
補
助
金

１
　
宗
教
教
師
の
住
居
の
賃
貸
借

こ
れ
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
祭
館
の
よ
う
な
宗
教
教
師
の
住
居
ま
た
は
事
務
所
を
低
額
の
賃
料
で
、
そ
の
所
有
者
で
あ
る
地
方
公
共

団
体
が
宗
教
教
師
に
賃
借
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
賃
貸
借
に
は
次
の
よ
う
な
背
景
が
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
政
教
分
離
法

に
よ
り
、
宗
教
教
師
の
住
居
は
国
公
有
の
財
産
に
な
る
と
と
も
に
、
そ
の
無
償
使
用
権
が
宗
教
社
団
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

カ
ト
リ
ッ
ク
は
宗
教
社
団
を
結
成
し
な
か
っ
た
た
め
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
祭
館
等
の
使
用
権
は
最
終
的
に
教
会
か
ら
奪
わ
れ
た
２

九
〇

七
年

一
月
二
日
の
法
律

一
条
）。
と
こ
ろ
が
、
多
く
の
市
町
村
は
全
く
無
償
か
名
目
的
な
僅
少
の
賃
料
で
司
祭
館
を
従
来
ど
お
り
宗
教
教
師

に
使
用
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
例
は
こ
の
賃
料
が
低
す
ぎ
る
場
合
を
違
法
と
し
た
が
、　
一
般
に
低
廉
な
賃
料
で

の
司
祭
館
等
の
賃
貸
借
の
慣
行
は
続
い
た
よ
う
で
あ
る
。

２
　
宗
教
社
団

へ
の
援
助

以
下
の
よ
う
に
、
今
日
、
宗
教
社
団
は
各
種
の
免
税
措
置

（９
８
０「“
［【８

０
）一日
Ｂ
Ｃ

な
ど
多
く
の
面
で
公
的
援
助
を
享
受
す
る
。

①
　
礼
拝
用
建
物
に
つ
い
て
の
免
税
　
　
現
行
の
租
税

一
般
法
典
は
、
国
公
有
の
礼
拝
用
建
物
で
宗
教
社
団
に
供
用
さ
れ
て
い
る
建

物
の
み
な
ら
ず
、
宗
教
社
団
が
取
得
ま
た
は
建
設
し
た
建
物
に
つ
い
て
、
建
物
所
有
者
に
課
税
さ
れ
る
宅
地
税
（一“
お

け
月
【０お
〓
『
一３

「
８
「一いけａ

ｇ
一いｏ３

を
免
除
す
る

（
一
三
八
二
条
四
項
）。
つ
ま
り
、
宗
教
社
団
の
使
用
ま
た
は
所
有
す
る
礼
拝
用
建
物
は
、
す
べ
て
こ

の
免
税
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
宅
地
税
の
免
税
の
対
象
と
な
る
礼
拝
用
建
物
の
範
囲
は
、
次
の
よ
う
に
時
と
と
も
に
拡
大
し

た
。
政
教
分
離
法
は
、
前
述
の
よ
う
に
初
め
は
国
公
有
の
建
物
し
か
免
税
の
対
象
に
含
め
て
い
な
か
っ
た
０
一四
条

一
項
）。
と
こ
ろ
が
、

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
政
教
分
離
法
に
抵
抗
し
た
た
め
、
結
果
的
に
す
べ
て
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
建
物
は
国
公
有
に
な
り
、
二
四
条

一
項
の

規
定
に
よ
り
免
税
の
恩
恵
に
与
か
る
よ
う
に
な
っ
た
。
だ
が
、
政
教
分
離
法
に
従
い
宗
教
社
団
の
私
有
と
な
っ
た
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
お



よ
び
ュ
ダ
ヤ
教
の
建
物
が
免
税
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
免
税
に
関
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
の
建
物
と
非
カ
ト
リ
ッ
ク
の
建

物
と
で
不
平
等
が
生
じ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
不
平
等
を
解
消
す
る
た
め
、
政
教
分
離
法
を
改
正
し
た

一
九
〇
九
年
七
月

一
九
日
の
法
律

は
、
政
教
分
離
法
に
よ
り
宗
教
社
団
に
帰
属
し
た
礼
拝
用
建
物
―
―
そ
れ
以
前
は
宗
教
公
施
設
法
人
の
所
有
し
た
も
の
―
―
も
免
税
の

対
象
と
し
た
盆

九
〇
九
年
法
四
条
、
政
教
分
離
法
の
改
正
後
の
二
四
条
三
項
）。
さ
ら
に
、　
一
九
四

一
年

一
月

一
三
日
の
法
律
に
よ
り
、
宗

教
社
団
が
政
教
分
離
法
の
制
定
以
降
に
取
得
、
建
設
し
た
建
物
に
ま
で
、
こ
の
免
税
の
対
象
が
拡
大
さ
れ
、
今
日
に
至

っ
て
い
る
。
こ

の
種
の
免
税
と
し
て
は
、
他
に
宗
教
社
団
な
ど
の
宗
教
集
団
が
行
う
公
的
礼
拝
の
た
め
の
建
物
の
建
築
、
改
築
等
に
つ
い
て
の
設
備
地

方
税

（Ｓ
お

δ
８
げ
Ｑ
、３
●
一Ｒ
８
９
ｃ

な
ど
が
あ
る

（租
税

一
般
法
典
付
則
二
第
二
一
七
条

ｇ
Ｃ
。

②
　
法
律
上
の
能
力
に
つ
い
て
の
優
遇
　
　
をホ
教
社
団
は
、
す
で
に

一
九
〇
五
年
の
政
教
分
離
法
に
お
い
て
、
資
金
源
に
関
し

一
九

〇

一
年
法
結
社
に
比
べ
優
遇
さ
れ
た
法
律
上
の
能
力
を
持

っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
政
教
分
離
法
の

一
九
四
二
年
改

正
法
に
基
づ
き
行
政
庁
の
認
可
を
得
る
こ
と
に
よ
り
、
「宗
教
社
団
は
、
…
…
そ
の
目
的
の
達
成
の
た
め
の
、
あ
る
い
は
信
仰
的
、
宗
教

的
な
事
業
に
充
て
ら
れ
る
と
い
う
負
担
付
き
で
の
遺
贈
お
よ
び
生
前
贈
与

含
」ｇ
『Ｌ
な

け
∽ご
８
８
け”
一お

ｇ

ｏ
寺
ｏ
く
諄
）
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
」
（改
正
後
の
一
九
条
四
項
）よ
う
に
な
り
、
こ
の
結
果
、
宗
教
社
団
の
優
遇
が
拡
大
し
た
。
つ
ま
り
、
宗
教
社
団
は
遺
贈
や

贈
与

（寄
付
）
を
も
資
金
源
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
結
社
法
に
よ
れ
ば
、　
一
九
〇

一
年
法
結
社

に
は
遺
贈
や
寄
付
を
受
領
す
る
能
力
が
否
定
さ
れ
る
が
、
非
営
利
社
団
の
う
ち
で
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
意
見
を
経
て
制
定
さ
れ
る
デ

ク
レ
に
よ
り
公
益
性
が
承
認
さ
れ
た
公
益
社
団

●
∽∽８
』“
一」９

お
８
ヨ
馬
０
、“
”』Ｆ
い
理
Ｏ
Ｆ
用
）
は
、
遺
贈
お
よ
び
贈
与
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る

（
一
一
条
）。
し
た
が
っ
て
、　
一
九
四
二
年
の
改
正
は
寄
付
に
つ
い
て
宗
教
社
団
を
公
益
社
団
と
同
等
の

法
的
取
り
扱
い
を
も
た
ら
し
た
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
（型

ｃ

Ｏ
　
財
産
取
得
に
つ
い
て
の
税
の
減
免
　
　
一則
述
の
よ
う
に
、　
一
九
五
九
年
以
降
、
宗
教
社
団
が
遺
贈
、
寄
付
を
受
け
た
場
合
に
は
、
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無
償
譲
渡
税
は
免
除
さ
れ
る
（租
税

一
般
法
典
七
九
五
条

一
〇
項
）。
ま
た
、
宗
教
社
団
が
自
ら
の
事
業
に
必
要
な
不
動
産
を
有
償
で
取
得

し
た
場
合
、　
一
九
五
八
年

一
二
月
二
〇
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
り
、
不
動
産
登
記
税

貧
『ｏ
一け
Ｑ
、９
『８
●
お
ヨ
８
じ

が

一
般
の
場
合
よ

り
も
税
率
が
軽
減
さ
れ
る

（現
行
の
租
税

一
般
法
典
第
七

一
三
条
）。
両
者
と
も
公
益
社
団
と
同
様
の
扱
い
で
あ
る
。

０
　
寄
付
の
税
額
控
除
　
　

」ヽ
れ
は
法
人
ま
た
は
個
人
が
宗
教
社
団
に
対
し
て
行

っ
た
寄
付
に
つ
い
て
の
寄
付
金
控
除
で
あ
る
。　
一

九
八
七
年
七
月
二
三
日
の
メ
セ
ナ
の
振
興
に
関
す
る
法
律
以
後
、
寄
付
を
受
け
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
―
―
こ
れ
に
は
前
述
の
よ
う
に

行
政
庁
の
認
可
が
必
要
と
な
る
―
―
宗
教
社
団
に
な
さ
れ
る
寄
付
に
つ
い
て
、
寄
付
者
の
法
人
税
あ
る
い
は
所
得
税
の
課
税
所
得
か
ら

一
定
の
限
度
で
控
除
さ
れ
う
る
二

般
租
税
法
典
二
〇
〇
条
、
同
二
三
八
条
ｇ

，
）
と
こ
ろ
で
、　
一
九
八
七
年
法
に
よ
る
改
正
前
の

一
般
租

税
法
典
は
、
「博
愛
、
教
育
、
科
学
、
文
化
、
社
会
福
祉
あ
る
い
は
家
庭
保
護
の
性
格
を
持
つ
公
益
事
業
ま
た
は
公
益
組
織
」
へ
の
寄
付

に
つ
い
て
、
こ
の
種
の
税
額
控
除
を
認
め
る
の
み
で
、
宗
教
社
団

へ
の
寄
付
を
排
除
し
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、　
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
一
九
六
二
年
の
意
見
は
、
こ
の
旧
規
定
に
つ
き
、
宗
教
組
織
が

「博
愛
」
等
の
性
格
を
も
つ
活
動
を
行
い
、
か
つ
寄
付
が

公
衆
に
開
か
れ
た
礼
拝
用
建
物
の
建
設
、
維
持
に
充
て
ら
れ
る
場
合
―
―
し
た
が
っ
て
宗
教
教
師
の
給
与
や
礼
拝
の
経
費
の
た
め
の
寄

付
な
ど
は
除
外
さ
れ
る
―
―
、
そ
の
寄
付
は

「公
益
事
業
ま
た
は
公
益
組
織
」
と
同
様
の
寄
付
の
税
額
控
除
の
恩
恵
に
浴
し
う
る
と
い

う
解
釈
を
示
し
て
い
た
。
そ
の
後
、　
一
九
八
七
年
法
は
、
モ
つ
し
た
条
件
す
ら
も
撤
廃
し
、
宗
教
社
団

へ
の
す
べ
て
の
寄
付
を
、　
一
般

的
に
税
額
控
除
の
対
象
と
し
、
し
か
も
そ
の
控
除
の
限
度
枠
に
つ
い
て
、
社
会
的
、
文
化
的
な
通
常
の
「
公
益
事
業
ま
た
は
公
益
組
織
」

に
比
べ
有
利
な
、
公
益
社
団
と
同
等
の
も
の
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
た
。
つ
ま
り
、
宗
教
活
動
は
、
控
除
の
上
限
枠
に
関
し
、
社
会

的
、
文
化
的
な
通
常
の
公
益
事
業
よ
り
も
有
利
に
扱
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
寄
付
の
税
額
控
除
は
贈
与
者
だ
け
が
利
益

を
受
け
る
の
で
、
そ
れ
は
政
教
分
離
法
に
よ
り
禁
止
さ
れ
た
宗
教
社
団

へ
の
直
接
補
助
金
で
は
な
い
、
と
も
い
わ
れ
る
。
だ
が
、
こ
の

制
度
に
よ
り
宗
教
組
織

へ
の
寄
付
が
促
進
さ
れ
る
面
も
否
定
で
き
な
い
の
み
な
ら
ず
、
税
額
控
除
の
対
象
と
な
る
寄
付
の
使
途
は
制
限



さ
れ
な
い
た
め
、
こ
の
寄
付
金
控
除
の
制
度
は
宗
教
組
織
に
礼
拝
の
資
金
調
達
を
容
易
に
す
る
も
の
だ
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
モ
つ

し
た
見
地
か
ら
は
、
こ
の
措
置
は

「税
制
上
の
ラ
イ
シ
テ
の
終
わ
ば

」
と
し
て
非
難
さ
れ
る
。

以
上
に
見
た
宗
教
社
団

へ
の
公
的
援
助
を
通
じ
て
、
今
日
、
宗
教
社
団
が
、
遺
贈
、
寄
付
を
受
け
る
た
め
の
行
政
庁
に
よ
る
認
可
を

得
れ
ば
、
宗
教
社
団
は
税
制
上
の
優
遇
面
で
も
公
益
社
団
と
実
際
上
同
様
の
取
り
扱
い
を
受
け
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
点
で
も
政
教
分

離
法
制
定
時
か
ら
の
大
き
な
変
化
を
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
と
い
う
の
は
、
政
教
分
離
法
の
立
法
者
は
、
宗
教
社
団
が
公
益
社
団
と

な
る
こ
と
を
明
確
に
否
定
し
て
い
た
か
ら
で
あ

、́が
。

３
　
礼
拝
用
建
物
の
建
設

へ
の
資
金
援
助

前
節
で
見
た
よ
う
に
、
新
た
な
礼
拝
用
建
物
の
建
設
を
専
ら
宗
教
社
団
の
行
う
純
粋
な
私
事
と
す
る
の
が
、
政
教
分
離
法
の
立
場
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
か
ら
、
ヨ

九
〇
五
年
法
は
礼
拝
用
建
物
の
建
設

へ
の
い
か
な
る
補
助
金
も
禁
止
し
て
い
た
」
と
見
る
の
が

一

般
的
で
あ
っ
た
ｃ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
、
宗
教
組
織
が
礼
拝
用
建
物
を
建
設
す
る
際
、
国

・
地
方
公
共
団
体
が
そ
れ
に
便
宜
を
与

え
て
い
る
。
前
述
し
た
寄
付
の
税
額
控
除
等
に
よ
る
宗
教
社
団

へ
の
援
助
も
そ
の
例
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
公
共
団
体
は
次
の
よ
う
な
よ

り
直
接
的
な
方
法
で
礼
拝
用
建
物
建
設
の
資
金
援
助
を
行
っ
て
い
る
。

０
　
建
設
用
地
の
長
期
賃
貸
借
　
　
前
節
で
述
べ
た
、
年
間

一
フ
ラ
ン
と
い
う
象
徴
的
な
賃
料
で
の
九
九
年
間
の
長
期
賃
貸
借
契
約

（ぎ
】Ｆ
日
３
く
一３
一̈
Ｃ
ｃ

に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体
が
公
有
地
を
宗
教
組
織
に
礼
拝
所
建
設
の
用
地
と
し
て
使
用
さ
せ
る
の
が
、
こ
れ

で
あ
る
。
こ
の
手
法
を
と
れ
ば
、
賃
貸
借
の
期
間
満
了
後
、
土
地
と
建
物
は
地
方
公
共
団
体
の
所
有
に
属
す
る
こ
と
に
な
が
。
こ
の
行

政
実
務
が
始
ま
っ
た

一
九
二
〇
年
代
に
は
、
枢
機
卿
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
エ
が
推
進
し
た

「枢
機
卿
の
工
事
現
場
」
（３
日
一【ｏあ
９

８
ａ
一思
こ

と
呼
ば
れ
た
新
興
の
都
市
化
地
域
で
の
新
た
な
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
堂
の
建
設
に
、
こ
の
手
法
が
活
用
さ
れ
た
。
の
ち
に
、
こ
の
手
法
は

他
宗
教
の
礼
拝
所
に
も
活
用
さ
れ
た
。
北
ア
フ
リ
カ
の
ユ
ダ
ヤ
教
徒
が
多
数
帰
国
し
た

一
九
六
〇
年
代
初
め
に
は
、
主
と
し
て
パ
リ
地
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方
で
の
ユ
ダ
ヤ
教
会
堂
の
建
設
の
た
め
に
こ
れ
が
用
い
ら
れ
、
現
在
、
移
民
の
多
い
都
市
部
で
の
イ
ス
ラ
ム
教
の
モ
ス
ク
の
建
設
に
も

（４６
）

そ
れ
が
活
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

②
　
建
設
の
た
め
の
借
入
金
の
保
証
　
　

，）
の
方
法
の
可
能
性
を
開
い
た
の
は

一
九
六

一
年
七
月
二
九
日
の
法
律
で
あ
る
。
同
法
は
、

「地
域
の
集
団
ま
た
は
宗
教
社
団
が
、
新
興
の
人
口
密
集
地
域
に
お
い
て
、
宗
教
的
性
格
を
も
つ
集
団
的
必
要
に
応
え
る
建
物
の
建
設

の
資
金
を
調
達
す
る
た
め
、
負

っ
た
借
入
金
は
、
市
町
村
お
よ
び
県
に
よ
り
保
証
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し

（
一
一
条

一
項
、
市
町

村
法
典
Ｌ
壬
量
ハ
ー

一
四
条
）、
ま
た
全
国
的
性
格
を
も
つ
団
体
が
同
様
の
目
的
で
発
行
す
る
建
設
債
を
国
が
保
証
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
し
た

（同
条
二
項
）。
こ
れ
に
基
き
、
複
数
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
教
区
社
団
が
集
ま
っ
た
全
国
組
織
が
、

一
九
六
二
年
に
国
の
保

証
を
得
て
建
設
債
を
発
行
し
だ
。
な
お
、
国
と
公
共
団
体
は
、
こ
の
規
定
を
広
義
に
解
釈
し
、
礼
拝
用
建
物
の
建
設
す
べ
て
に
つ
い
て

借
入
金
の
保
証
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

③
　
礼
拝
所
を
含
む
建
物
全
体
の
建
設

へ
の
補
助
　
　
最
近
、
公
共
団
体
が
用
い
る
よ
り
巧
妙
な
手
法
が
こ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

宗
教
組
織
を
基
盤
と
し
な
が
ら
文
化
的
、
社
会
的
活
動
を
行
う

一
九
〇

一
年
法
結
社
が
主
体
と
な
っ
て
、
礼
拝
所
の
部
分
と
他
の
文
化

的
、
社
会
的
な
機
能
を
も
つ
部
分
と
が
混
合
し
た
建
物
を
建
設
す
る
の
に
際
し
、
公
共
団
体
が
こ
の
建
物
建
設
の
た
め
の
補
助
金
を
そ

の
結
社
に
与
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
手
法
を
使
え
ば
、
「市
町
村
は
、
礼
拝
所
と
同
時
に
他
の
多
様
な
利
用

（文
化

的
、
社
会
的
、
集
会
・…
↓

の
場
を
含
む
、
混
合
し
た
計
画
に
直
接
資
金
提
供
す
る
こ
と
が
で
〓
型
」
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法

で
の
補
助
金
の
対
象
と
な
る
建
物
は
、
主
と
し
て
、
礼
拝
所
を
含
む
文
化
セ
ン
タ
ー
、
寮
、
集
会
所
な
ど
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ

の
手
法
は
、
公
共
団
体
が
、
宗
教
活
動
の
部
分
と
そ
の
他
の
活
動
の
部
分
と
が
混
同
し
た
建
物
を
建
設
す
る
非
営
利
社
団
を
媒
介
と
し

て
、
補
助
金
禁
上
の
原
則

へ
の
違
反
を
回
避
し
な
が
ら
、
宗
教
組
織

へ
資
金
提
供
す
る
も
の
だ
と
も
い
え
る
。
建
物
内
に
宗
教
画
博
物

館
が
併
設
さ
れ
る
こ
と
を
理
由
に
国
の
補
助
金
支
出
の
対
象
と
な
っ
た
、
パ
リ
南
郊

エ
ヴ
リ
ー
の
カ
テ
ド
ラ
ル
建
設
も
、
こ
の
例
で



（５‐
）

あ

る
。

と
こ
ろ
で
、
補
助
金
禁
止
に
関
す
る
極
め
て
緩
や
か
な
こ
の
よ
う
な
行
政
実
務
に
は
、
公
的
に
補
助
さ
れ
得
な
い
コ
不
教
的
な
も
の
」

（ご
８
一け用
こ
と
、
公
的
に
補
助
さ
れ
得
る

「
文
化
的
な
も
の
」
Ｆ

８
】けξ
３

の
区
別
の
発
想
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
コ
ン
セ
イ

ュ
・
デ
タ
の
判
例
に
も
ル
ー
ズ
な
形
で
そ
れ
を
示
唆
す
る
も
の
が
あ
る
。　
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の

一
九
八
八
年
二
月
二
二
日
の
判
決
が

そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
事
件
で
は
、
レ
ン
ヌ
市
の
市
街
化
地
域
に
建
設
さ
れ
る
イ
ス
ラ
ム
教
の
礼
拝
所
を
含
む
市
立
の

「イ
ス
ラ
ム
文
化

セ
ン
タ
ー
」
に
つ
い
て
市
長
が
出
し
た
建
設
許
可
の
適
法
性
が
争
わ
れ
た
。
本
件
の
論
告
担
当
官

ａ
ｏ
日
ヨ
【∽部
一お
８

”
８
お
【月
日
８
Ｃ

は
、
本
件
に
つ
い
て
の
法
的
意
見
で
あ
る
論
告

３
８
ｏ】房
一８
３
に
お
い
て
、
憲
法

一
条
の
ラ
イ
ン
テ
の
原
則
お
よ
び
政
教
分
離
法
二
条

か
ら
、
問
題
の
宗
教
的
機
能
を
も
つ
建
物
を
都
市
計
画
法
典
に
お
け
る
公
共
設
備

ａ
ｆ
一Ｒ
ヨ
８
一
Ｅ
σ
Ｆ
）
と
性
格
づ
け
る
こ
と
は
で
き

な
い
、
と
の
見
解
を
示
し
濯
。
だ
が
　ヽ
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
は
、
そ
の
論
告
に
は
従
わ
ず
、
判
決
理
由
の
中
で

「
こ
の
文
化
的
性
質
を

持
つ
建
物
は
、
…
…
公
共
設
備
の
性
格
を
持
つ
」
と
判
示
し
た

（た
だ
し
結
論
的
に
は
問
題
と
な
っ
た
建
設
許
可
を
違
法
と
し
た
）。
こ
の
判

示
に
は
、
次
の
よ
う
な
前
提
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
確
か
に
、
問
題
と
な
っ
た
建
物
の
中
の
モ
ス
ク
の
部
分
は
宗
教

的
性
格
を
持
つ
の
で
、
そ
れ
は
公
共
設
備
で
は
あ
り
得
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
の
建
物
の
モ
ス
ク
以
外
の
部
分
は
文
化
施
設
で
あ
る

の
で
、
そ
れ
は
公
共
設
備
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
判
決
は
、
モ
ス
ク
の
存
在
に
目
を

つ
ぶ
り
、
問
題
の
イ
ス
ラ
ム
文
化
セ
ン
タ
ー
を
あ
え
て
文
化
的
な
建
物
と
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
公
共
設
備
性
を
肯
定
し
た
と
推

測
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
判
決
に
対
し
て
は
賛
否
両
論
が
見
ら
れ
る
。　
一
方
で
、
判
決
の
考
え
方
を
進
め
る
と
、
公
共
団
体
が
こ
の
よ
う
な

セ
ン
タ
ー
を
自
己
の
費
用
で
建
設
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
「
コ
ン
セ
イ

ユ
・デ
タ
が
採

っ
た
性
格
づ
け
は
、
公
共
団

体
が
宗
教
に
対
し
資
金
援
助
す
る
こ
と
の
禁
止
を
明
ら
か
に
害
し
て
い
る
」
と
し
て
、　
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
決
を
批
判
す
る
者
が
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い
る
。
他
方
で
、
以
上
に
見
た
礼
拝
用
建
物
の
建
設

へ
の
公
的
補
助
に
対
し
好
意
的
な
見
地
か
ら
、
ヨ

九
〇
五
年
法
の
文
言
解
釈
で
は

禁
止
さ
れ
て
い
た
」
礼
拝
用
建
物
の
建
設

へ
の
間
接
援
助
、
と
り
わ
け
礼
拝
所
を
含
む
建
物
全
体
の
建
設
を
補
助
す
る
と
い
う
前
述
の

手
法
が
判
例
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
と
見
る
立
場
も
見
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
当
初
の
政
教
分
離
法
で
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

礼
拝
用
建
物
の
建
設

へ
の
間
接
補
助
が
、
行
政
実
務
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。

４
　
礼
拝
用
建
物
の
維
持
に
対
す
る
補
助

前
述
の
よ
う
に
、
礼
拝
用
建
物
の
補
修
工
事
に
関
し
て
、
政
教
分
離
法
の
規
定
は
重
要
な
改
正
が
重
ね
ら
れ
た
。
そ
の
経
緯
を
簡
潔

に
繰
り
返
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
①
政
教
分
離
法
は
、
国
公
有
の
礼
拝
用
建
物
の
補
修
工
事
の
費
用
を
宗
教
社
団
の
負
担
と
し
貧

〓
一

条
六
項
）、
補
修
工
事

へ
の
公
的
補
助
を
原
則
的
に
禁
止
し
て
い
た
。
②

一
九
〇
八
年
改
正
に
よ
り
、
国
公
有
の
礼
拝
用
建
物
の
維
持
費

を
国

・
地
方
公
共
団
体
が
負
担
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
（同
七
項
）。
③
さ
ら
に

一
九
四
二
年
改
正
に
よ
り
、
「指
定
歴
史

的
記
念
建
造
物
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、
公
的
礼
拝
に
供
用
さ
れ
る
建
物
の
補
修
工
事
の
た
め
に
支
出
さ
れ
る
費
用
は
、
補
助
金
と
は
見

な
さ
れ
な
い
」
貧

九
条
六
項
後
段
Ｖ
」と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
な
お
、
こ
の

一
九
四
二
年
改
正
は
、
政
教
分
離
法

一
三
条
が
対
象
と
し

て
い
た
国
公
有
の
建
物
だ
け
で
な
く
宗
教
社
団
が
所
有
す
る
建
物
を
も
カ
バ
ー
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、　
三
二
条
の
恩
恵
を
受
け
た
カ
ト

リ
ッ
ク
の
建
物
と
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、　
ユ
ダ
ヤ
教
の
建
物
の
間
と
の
不
平
等
―
―
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
ユ
ダ
ヤ
教
が
政
教
分
離
法
に
し

た
が
っ
た
が
ゆ
え
に
生
じ
た
―
―
を
解
消
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
行
政
裁
判
所
は
こ
れ
ら
の
規
定
を
拡
張
的
に
解
釈
し
、
行
政
当
局
も
次
の
よ
う
に
こ
の
規
定
を
柔
軟
に
解
釈
す
る
。

ま
ず
、
こ
の
規
定
の
対
象
と
な
る
建
物
に
は
、　
一
九
〇
五
年
以
降
建
設
さ
れ
た
も
の
も
含
ま
れ
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
こ
の
趣
旨
を
明

確
に
し
た
の
は
、
下
院
で
の
審
議
２

九
八
八
年
二
月

一
五
日
）
に
お
い
て
内
務
相
が
明
ら
か
に
し
た
次
の
回
答
で
あ
る
。
「
）
の
規
定
は
、

公
共
団
体
が
所
有
し
な
い
公
的
礼
拝
に
開
か
れ
た
建
物
、
と
り
わ
け

一
九
〇
五
年

一
二
月
九
日
の
法
律
の
施
行
の
の
ち
建
設
さ
れ
た
も
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の
の
維
持
お
よ
び
修
理
の
た
め
の
財
政
援
助
を
、
形
式
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
提
供
す
る
こ
と
を
公
共
団
体
に
可
能
な
ら
し
め
る
も
の

と
解
釈
さ
れ
う
（綱

」
と
。
し
た
が
つ
て
、
今
日
、
す
べ
て
の
礼
拝
用
建
物
が
補
修
工
事
の
公
的
補
助
の
対
象
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
こ
と
は
、
公
共
団
体
が
そ
の
す
べ
て
の
建
物
の
補
修
工
事
費
を
負
担
す
る
の
が
法
的
に
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

っ

て
、
公
共
団
体
が
実
際
に
そ
れ
を
行
う
か
は
別
問
題
で
あ
る
が
。

次
に
、
こ
の
規
定
か
ら
、
公
共
団
体
は
宗
教
社
団
か
ら
礼
拝
用
建
物
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
さ
れ
る
。
か
つ
て
、　
コ
ン
セ

イ
ュ
・
デ
タ
の
一
九
二
〇
年

一
一
月

一
〇
日
の
意
見
は
、
政
教
分
離
法

一
三
条
が
礼
拝
用
建
物
の
保
守
に
つ
い
て
の
市
町
村
の
法
的
権

限
の
対
象
を
そ
の
所
有
の
建
物
に
厳
し
く
制
限
し
て
い
た
の
で
、
市
町
村
が
宗
教
社
団
の
所
有
に
属
す
る
建
物
の
保
守
を
す
る
法
的
能

力
が
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
市
町
村
が
無
償
で
あ
っ
て
も
そ
の
建
物
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
い
濯
。
だ
が
、
内
務

相
は
、　
一
九
九
〇
年
二
月
八
日
の
上
院
で
の
審
議
に
お
い
て
、　
一
九
二
〇
年
の
意
見
に
代
え
て
次
の
よ
う
な
新
た
な
見
解
を
示
し
た
。

一
九
四
二
年
の
改
正
は
、　
一
九
二
〇
年
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
推
論
か
ら

「
異
な
る
結
論
を
引
き
出
す
の
を
可
能
な
ら
し
め
る
新
し

い
法
的
論
拠
を
提
供
し
た
。
と
い
う
の
は
、
〔宗
教
社
団
の
所
有
す
る
礼
拝
用
建
物
の
地
方
公
共
団
体
へ
の
無
償
譲
渡
〕
を
排
除
す
る
た
め
コ

ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
が
と
っ
た
唯

一
の
反
論
は
、
公
共
団
体

へ
の
宗
教
的
建
物
の
補
修
工
事
を
支
援
す
る
こ
と
の
禁
止
に
あ

っ
た
が
、　
一

九
四
二
年

一
二
月
二
五
日
の
法
律
以
降
、
こ
の
種
の
建
物
に
つ
い
て
の
維
持
費
そ
の
も
の
を
支
出
す
る
の
を
市
町
村
に
禁
止
す
る
決
定

的
論
拠
が
も
は
や
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
市
町
村
が
新
た
に
獲
得
し
た
礼
拝
の
建
物
の
制
度
は
、　
一
九
〇
五
年

以
前
の
教
会
堂
の
法
的
地
位
か
ら
由
来
す
る
制
度
よ
り
も
広
範
な
利
益
を
含
み
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
市
町
村
は
、
建
物
の

維
持
に
必
要
な
こ
と
を
な
し
う
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
引
き
受
け
る
義
務
を
負
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
（型

」
と
。
こ
の
よ
う
に
し

て
、
前
述
し
た
礼
拝
用
建
物
の
建
設
用
地
の
長
期
賃
貸
借
の
行
政
実
務
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
政
教
分
離
法
制
定
後
、
宗
教
社
団
が
建

設
し
た
建
物
に
つ
い
て
も
、
関
係
宗
教
の
礼
拝
使
用
を
続
け
た
ま
ま
で
、
そ
の
維
持
の
た
め
所
有
権
が
公
共
団
体
に
譲
渡
さ
れ
る
よ
う
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に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
結
果
、
今
日
、　
一
九
〇
五
年
法
と

一
九
〇
八
年
法
に
よ
り
国
公
有
と
な
っ
た
建
物
だ
け
で
な
く
、
こ
こ
に
述
べ

た
手
続
き
で
公
有
と
な
っ
た
も
の
と
が
存
在
す
る
に
至

っ
て
い
る
。

〓
一　
補
助
金
禁
止
に
関
す
る
判
例

政
教
分
離
法
二
条
の
緩
や
か
な
解
釈
を
反
映
し
て
か
い
補
助
金
禁
上
の
原
則

へ
の
違
反
を
明
示
す
る
判
例
は
多
く
な
い
。
市
町
村
の

所
有
す
る
教
会
堂
の
管
理
人
に
任
命
さ
れ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
司
祭
の
高
す
ぎ
る
管
理
人
報
酬
が
隠
れ
た
補
助
金

♂
３
お
５
一【８

８
電
』∽いｃ

（６０
）

と
し
て
違
法
だ
と
断
じ
た
一
九

一
四
年
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
決
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗
教
教
師
を
養
成
す
る
神
学
校
の
学
生
に
市

（６‐
）

町
村
が
奨
学
金
を
与
え
る
こ
と
を
違
法
と
し
た

一
九
五
三
年
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
決
等
が
、
こ
れ
ま
で
目
立
つ
に
す
ぎ
な
か
っ

た
。
だ
が
、
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、　
一
九
九
〇
年
代
に
な
っ
て
、
宗
教
活
動

へ
の
補
助
金
禁
止
に
関
し
て
厳
格
な
姿
勢
を
示
す
判
例
が

見
ら
れ
る
。

１
　
地
方
行
政
裁
判
所
の
判
例

行
政
事
件
に
つ
い
て
の
下
級
審
裁
判
所
で
あ
る
地
方
行
政
裁
判
所
の
判
例
と
し
て
、
次
の
二
つ
が
あ
る
。

（６２
）

第

一
に
、　
一
九
九

一
年

一
二
月
二

一
日
の
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
行
政
裁
判
所
の
判
決
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
あ
る
市
の
市
議
会
が
ア
ル
メ
ニ

ア
使
徒
教
会
の
宗
教
社
団
に
対
し
五
〇
万
フ
ラ
ン
の
特
別
な
補
助
金
を
与
え
る
こ
と
を
許
可
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
議
決
の
取
り
消
し
が

求
め
ら
れ
た
と
い
う
事
件
に
関
す
る
判
決
で
あ
る
。
こ
の
事
件
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
大
要
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
こ
の
補
助
金
は

公
的
礼
拝
に
供
せ
ら
れ
る
建
物
を
補
修
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
礼
拝
所
と
す
る
た
め
の
不
動
産
全
体
を
取
得
す
る
た
め
に

宗
教
社
団
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
市
は
、
特
定
の
宗
教
社
団
に
対
し
そ
の
よ
う
な
補
助
金
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
政
教
分
離
法
二
条
に
定
め
ら
れ
る
教
会
と
国
家
の
分
離
の
原
則
を
侵
害
し
た
と
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
今
日
、
と
く
に
礼
拝
所
建



設
の
領
域
に
関
し
、
宗
教
活
動

へ
の
補
助
金
禁
上
の
原
則
が
極
め
て
ル
ー
ズ
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
地
方
行
政
裁
判
所
判
決
は
、
そ

の
領
域
に
関
す
る
補
助
金
を
否
定
し
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
ロ
ベ
ー
ル
も
、
こ
の
判
決
に
つ
き
、
「礼
拝
所
の
建
設
を
目
的
と
し

て
地
方
公
共
団
体
が
あ
る
宗
教
社
団
に
対
し
与
え
る
あ
ら
ゆ
る
補
助
金
の
禁
止
を
、
行
政
裁
判
所
は
、
固
く
守

っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

（６３
）

れ
る
」
と
評
価
す
る
。

第
二
に
、
一
九
九
六
年
二
月
二
六
日
の
シ
ャ
ロ
ン
Ｈ
ア
ン
＝
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
行
政
裁
判
所
の
判
決
で
あ
る
。
こ
の
判
決
は
ク
ロ
ヴ
ィ

ス
の
洗
礼

一
五
〇
〇
周
年
記
念
行
事
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
事
案
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ク
ロ
ヴ
ィ
ス
の
洗
礼
の
記
念
の
た
め
に

ロ
ー
マ
教
皇
ヨ
ハ
ネ

・
パ
ウ
ロ
ニ
世
が
同
年
九
月

一
九
日
か
ら
二
二
日
ま
で
訪
仏
し
、
そ
の
間
教
皇
が
参
列
す
る
種
々
の
行
事
が
催
さ

れ
た
が
、
そ
の
一
つ
と
し
て
ラ
ン
ス
市
近
郊
の
空
軍
基
地
に
お
い
て
教
皇
が
司
式
す
る
日
曜
日
ミ
サ
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
信
者
約

一
五

万
人
が
集
ま
る
極
め
て
大
規
模
な
ミ
サ
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
こ
の
一
大
行
事
を
計
画
し
た
と
き
、
ミ
サ
の
た
め
の
舞
台
設
営
の
費

用
―
―
大
き
な
演
壇
、
屋
根
、　
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
設
置
や
装
飾
―
―
と
し
て
、
約

一
五
〇
万
フ
ラ
ン

（約
二
〇
〇
〇
万
円
）
と
い
う
莫
大

な
額
が
見
込
ま
れ
た
。
そ
こ
で
、
ラ
ン
ス
市
議
会
が
こ
の
費
用
を
市
が
支
出
す
る
こ
と
を
議
決
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
、
そ
の
議
決
が

政
教
分
離
法
二
条
に
違
反
す
る
と
し
て
そ
の
取
り
消
し
を
求
め
る
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
。
こ
の
訴
え
に
対
す
る
ラ
ン
ス
市
側
の
主
た
る

反
論
は
次
の
点
に
あ
っ
た
。
市
の
行
為
は
礼
拝
の
自
由
の
尊
重
を
確
保
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
ま
た
市
が
補
助
金
を
支
出
す
る

の
は
教
皇
の
ラ
ン
ス
訪
間
が
経
済
的
効
果
な
ど
地
域
に
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
そ
れ
で
あ
（型

。
だ
が
ヽ

も
と
も
と
こ
の
事
件
で
は
教
会
の
主
催
す
る
宗
教
活
動
そ
の
も
の
へ
の
補
助
金
が
問
題
と
な
り
、
政
教
分
離
法
の
抵
触
は
明
白
だ
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
事
実
、
裁
判
所
も
そ
う
考
え
た
よ
う
で
あ
り
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

攻
撃
さ
れ
た
議
決
は
、
礼
拝
の
司
式
に
直
接
結
び
付
く
支
出
を
市
の
予
算
の
負
担
と
し
、

，）
の
よ
う
に
し
て
一
九
〇
五
年
法
二
条
が
禁
じ
た

礼
拝
へ
の
補
助
金
を
与
え
て
い
る
。
ク
ロ
ヴ
ィ
ス
の
洗
礼
の
記
念
儀
式
が
ラ
ン
ス
で
行
わ
れ
る
と
し
て
も
、
市
域
外
で
一
九
九
六
年
九
月
二
二
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日
の
日
曜
日
に
執
り
行
わ
れ
る
ミ
サ
は
教
皇
の
フ
ラ
ン
ス
ヘ
の
司
牧
訪
間

（く
０
け

ｏ
お
け８
”
一Ｃ

の
一
環
に
組
み
入
れ
ら
れ
、
ク
ロ
ヴ
ィ
ス

の
洗
礼
の
国
家
的
記
念
行
事
の
一
般
的
文
脈
に
お
い
て
も
、
本
質
的
に
宗
教
性
を
保
つ
も
の
と
見
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
市
が
主
張
す

る
と
こ
ろ
に
反
し
、
本
件
に
お
い
て
市
が
法
律

一
条
に
よ
り
保
障
さ
れ
る
自
由
な
礼
拝
を
確
保
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
る
と
は
見
な
さ
れ
得
な

い
。
さ
ら
に
、
教
皇
の
ラ
ン
ス
訪
間
が
市
に
も
た
ら
し
得
る
知
的
、
文
化
的
な
名
声
お
よ
び
経
済
的
効
果
の
ゆ
え
に
、
教
皇
の
訪
間
に
よ
り
生

じ
る
地
域
の
利
益
も
、　
〓
ホ
教
の
礼
拝
に
関
す
る
支
出
を
ラ
ン
ス
市
が
負
担
す
る
こ
と
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

２
　
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
判
例

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
、
政
教
分
離
法
二
条
に
関
す
る
問
題
を
扱
っ
た
判
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
も
の
は
、　
一
九
九
二
年

一
〇
月
九

日
の
判
決
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
海
外
県
の

一
つ
で
あ
る
レ
ユ
ニ
オ
ン

（層
９
●
』８
）
に
お
け
る

「サ
ン
・
ル
イ
の
シ
ヴ
ァ
・

ス
ー
プ
ラ
マ
ニ
ア
ン
会
」
３
８
】０ま

，
Ｓ

ｒ
Ｃ
８
日
営
】８

８

∽
”
【ユ
‐ｒ
８
こ

と
い
う
名
称
を
も
つ
団
体

へ
の
公
的
補
助
金
を
め
ぐ
る

判
決
で
あ
る
。
こ
の
団
体
は
、　
一
九
〇

一
年
法
結
社
の
形
式
を
と
り
、
芸
術
活
動
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒

へ
の
物
質
的

・
精
神
的
援
助
、
フ

ラ
ン
ス
人
と
外
国
人
が
参
加
し
得
る
講
演
会
、
セ
ミ
ナ
ー
、
国
際
会
議
の
開
催
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
間
で
の
文
化

・
ス
ポ
ー
ツ

・
親
睦
の

交
流
、
研
修
旅
行
、
巡
礼
旅
行
の
開
催
を
定
款
上
の
目
的
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
団
体
は
、
社
会
事
業
や
文
化
事
業
と
同
時
に

礼
拝
も
行
う
ヒ
ン
ズ
ー
教
団
体
で
あ
っ
て
、
政
教
分
離
法
に
基
づ
き
礼
拝
に
専
念
す
る
宗
教
社
団
で
は
な
く
、
宗
教
的
性
格
と
社
会
的
、

文
化
的
性
格
と
の
混
合
し
た
届
出
非
営
利
社
団
で
あ
る
。
本
件
の
事
案
は
、
サ
ン
・
ル
イ
市
が
問
題
の
団
体
に
対
し
四
万
フ
ラ
ン
の
補

助
金
を
交
付
す
る
と
い
う
、
同
市
の
議
会
が
行
っ
た
議
決
の
取
り
消
し
が
求
め
ら
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
件
で
の
主

要
な
争
点
は
、
宗
教
社
団
で
は
な
い
混
合
結
社
に
対
す
る
公
共
団
体
の
補
助
金
は
政
教
分
離
法
二
条
の
補
助
金
禁
止
の
原
則
に
違
反
す

る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
実
は
、
こ
の
問
題
は
、
前
述
し
た
礼
拝
所
を
含
む
建
物
全
体
の
建
設
に
つ
い
て
の
公
的
補
助
と
い
う

実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
行
政
実
務
に
密
接
に
関
連
す
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
混
合
し
た
建
物

へ
の
補
助
金
は
、
そ
の
建
物
を



建
設
、
管
理
す
る
混
合
結
社
に
対
し
て
支
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
争
点
に
つ
い
て
、
市
側
は
、
政
教
分
離
法
の
一
九
四
二
年
改
正
後
の

一
九
条
に
基
づ
い
て
、
補
助
金
禁
止
の
原
則
は
宗
教
活
動

を
行
う
混
合
結
社
に
は
及
ば
な
い
、
と
い
う
主
張
を
し
た
。
そ
の
主
張
を
詳
し
く
見
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
改
正
後
の
一
九
条
の

規
定
は
、
宗
教
社
団
が
贈
与
お
よ
び
遺
贈
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
趣
旨
と
と
も
に
、
コ
ホ
教
社
団
は
、
形
式
の
い
か
ん
を
問
わ

ず
、
国
、
県
お
よ
び
市
町
村
か
ら
補
助
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
一
九
条
か
ら
、
専
ら
札
拝

を
行
う
団
体
の
み
が
遺
贈
等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
そ
の
団
体
だ
け
が
公
的
補
助
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
解
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
件
の
団
体
は
専
ら
礼
拝
を
行
う
団
体
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
の
団
体
は
、
遺
贈
等
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
反
面
、
公
的
補
助
金
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
本
件
の
論
告
担
当
官
で
あ
る
フ
レ
デ
リ
ッ
ク

・
ス
カ
ン
ヴ
ィ
ッ
ク

（マ
ａ
い【】ｏ
マ
曽
く
こ

は
、
市
側
の
主
張
を
退
け
た
。

そ
の
理
由
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
①
市
の
主
張
が
、　
一
九
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
公
的
補
助
金
の
禁
止
の
み
を
根
拠
に
し
、
二
条
の
よ
り

一
般
的
禁
止
を
軽
視
し
て
い
る
こ
と
、
②
市
の
解
釈
を
承
認
す
れ
ば
、　
一
九
条
に
の
み
具
体
的
適
用
を
も
つ
一
般
規
定
で
あ
る
二
条
の

禁
止
か
ら
、
い
か
な
る
射
程
範
囲
も
取
り
去
る
こ
と
に
な
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
、
モ
つ
考
え
る
ス
カ
ン
ヴ
ィ
ッ
ク
は
、
政

教
分
離
法
コ
一条
で
定
め
ら
れ
て
い
る
禁
止
は
、　
一
般
的
で
あ
っ
て
、

一
九
〇
五
年
法
の
宗
教
社
団
で
あ
る
か
、
二

九
〇
一
年
の
結
社
法

の
結
社
で
あ
る
か
〕、
個
人
の
主
催
す
る
集
会
が
関
わ
る
の
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
宗
教
の
実
践
全
体
に
適
用
さ
れ
る
」
、
と
い
う
見
解
を

示
し
た
。
こ
の
よ
う
に
宗
教
活
動

へ
の
補
助
金
禁
止
が
、
礼
拝
に
専
念
す
る
宗
教
社
団
の
み
な
ら
ず
他
の
活
動
と
と
も
に
宗
教
活
動
を

も
行
う

一
九
〇

一
年
法
結
社
に
も
適
用
さ
れ
る
と
考
え
る
と
、
本
件
の
議
決
は
不
適
法
だ
と
い
う
結
論
を
導
く
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ

が
、
ス
カ
ン
ヴ
ィ
ッ
ク
は
そ
の
結
論
に
至
る
論
理
構
成
と
し
て
次
の
二
つ
の
方
法
を
示
唆
し
た
。
す
な
わ
ち
、
①
部
分
的
に
宗
教
性
を

持
つ
結
社

へ
の
補
助
金
そ
の
も
の
が
端
的
に
違
法
で
あ
る
と
す
る
、
②
こ
う
は
言
わ
ず
に
、
本
件
の
議
決
が
、
当
該
団
体
の
行
う
活
動
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の
う
ち
公
的
補
助
の
可
能
な
も
の
で
あ
る
非
宗
教
的
活
動
に
の
み
補
助
金
を
充
当
し
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
限
り
で
議
決
は
違
法
と
す

る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ス
カ
ン
ヴ
ィ
ッ
ク
は
、
②
の
論
理
構
成
が
魅
力
的
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
あ
え
て
①
を
採
る
こ

と
を
勧
め
た
。
そ
の
理
由
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
第

一
に
、
混
合
結
社
の
非
宗
教
的
活
動
に
充
当
さ
れ
る
公
的
補
助
金
で
あ

っ
た
と

し
て
も
、
公
権
力
が
間
接
的
に
宗
教
に
資
金
を
供
給
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
実
際
上
補
助
金
禁
上
の
二
条
に
違
反
す
る
こ
と
、
第
二

に
、
結
社
の
経
理
と
予
算
の
面
、
な
ら
び
に
行
政
当
局
に
よ
る
統
制
の
法
的
、
実
際
的
可
能
性
の
面
で
統
制
手
段
が
乏
し
い
こ
と
か
ら
、

そ
の
よ
う
な
補
助
金
が
非
宗
教
的
活
動
に
充
当
さ
れ
る
の
は
幻
想
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
組
織
が
公
益
を
有
す
る

場
合
で
も
、
補
助
金
支
出
の
問
題
は
、
そ
れ
が
複
数
の
結
社
、
す
な
わ
ち
非
宗
教
的
な
結
社
お
よ
び
宗
教
的
な
結
社
を
設
立
す
れ
ば
、

（７０
）

解
決
し
う
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
は
、
ス
カ
ン
ヴ
ィ
ッ
ク
の
論
告
に
従

い
つ
つ
、
か
つ
問
題
の
結
社
の
宗
教
性
を
強
調
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に

判
示
し
た
。

〔政
教
分
離
法
二
条
〕
の
規
定
か
ら
、
公
共
団
体
は
札
拝
の
事
業
を
有
す
る
団
体
に
対
し
適
法
に
補
助
金
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

が
結
論
さ
れ
る
。
「
サ
ン
・
ル
イ
の
シ
ヴ
ァ
・
ス
ー
プ
ラ
マ
ニ
ア
ン
会
」
と
呼
ば
れ
る
団
体
は
、
そ
の
定
款
に
よ
れ
ば
、
と
り
わ
け
、
ヒ
ン
ズ
ー

の
教
え
の
共
同
実
践
と
研
究
の
た
め
の
会
員
を
集
め
る
こ
と
、
な
ら
び
に
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
礼
拝
に
必
要
な
す
べ
て
の
土
地
を
取
得
し
、
す
べ
て

の
建
物
を
建
設
ま
た
は
取
得
し
、
す
べ
て
の
土
地
と
建
物
を
賃
借
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ヒ
ン
ズ
ー
教
信
仰
を
告
白
す
る
者
に
の
み
そ
の

団
体

へ
の
入
会
が
許
さ
れ
て
い
る
。
団
体
の
解
散
の
場
合
、
団
体
が
集
め
た
資
産
は
他
の
ヒ
ン
ズ
ー
教
寺
院
に
寄
付
さ
れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
状
況
に
お
い
て
、
社
会
的
、
文
化
的
性
格
を
も
つ
活
動
に
も
従
事
す
る
こ
の
団
体
は
、
礼
拝
だ
け
を
目
的
と
す
る
団
体
の

た
め
の
一
九
〇
五
年
法
の
四
章
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
制
度

〔筆
者
注
　
をホ
教
社
団
の
制
度
〕
の
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
そ
の
団

体
は
、　
一
九
〇
五
年
法
二
条
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
礼
拝
へ
の
補
助
金
を
構
成
す
る
よ
う
な
公
的
補
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。



こ
の
よ
う
に
し
て
、　
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
も
補
助
金
禁
止
の
原
則
に
つ
い
て
の
厳
格
な
解
釈
を
採
っ
た
こ
と
、
と
く
に
そ
の
立
場
か

ら
宗
教
的
性
格
と
社
会
的
、
文
化
的
性
格
の
混
合
的
性
格
を
持
つ
宗
教
団
体

へ
の
補
助
金
を
明
確
に
否
定
し
た
こ
と
は
、
注
目
さ
れ
る
。

混
合
結
社

へ
の
補
助
金
を
通
じ
て
公
共
団
体
が
実
際
上
行
っ
て
き
た
礼
拝
所
を
含
む
建
物
全
体
の
建
設
の
補
助
と
い
う
行
政
実
務
に
対

し
、
こ
の
判
決
が
衝
撃
を
与
え
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
と
い
う
の
は
、
公
共
団
体
が
行

っ
て
き
た
柔
軟
な
実
務
に
対
し
、　
コ
ン

セ
イ
ュ
・
デ
タ
判
決
は
、
実
際
上
、
宗
教
活
動
と
他
の
活
動
と
を
明
確
に
分
離
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
別
の
結
社
を
設
立
す
べ
き
こ
と
を
要

請
し
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
（型

。
こ
の
判
決
を
評
釈
し
た
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト

・
ア
シ
ュ
ヴ
オ
ル
ツ

（＞
●
けｏ
【３
”け
＞
多
く
Ｒ
けこ

は
、

非
宗
教
的
活
動
は
補
助
さ
れ
得
る
が
、
宗
教
活
動
に
従
事
す
る
結
社
は
、
宗
教
社
団
か
、
非
営
利
社
団
か
を
問
わ
ず
、
い
か
な
る
公
的

補
助
も
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
と
考
え
、
「資
金
援
助
は
仕
切
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
り
、
礼
拝
所
を
含
む
建
物
全
体
に
資
金
援
助
を
す

る
目
的
で
の
公
的
補
助
は
将
来
不
可
能
に
な
（契

」
と
述
べ
た
。
実
は
、
ア
シ
ュ
ヴ
オ
ル
ツ
は
、
公
共
団
体
の
採
っ
て
き
た
柔
軟
な
方
法

が
立
法
論
と
し
て
望
ま
し
い
と
い
う
立
場
を
採
り
、　
一
九
九
二
年
の
判
決
に
は
批
判
的
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
ア
シ
ュ
ヴ
オ
ル
ツ
さ
え

も
、
柔
軟
な
行
政
実
務
が
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
持
ち
込
ま
れ
た
場
合
、
行
政
実
務
が
否
認
さ
れ
る
と
予
測
し
、
さ
ら
に
政
府
は
自
ら

態
度
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
知
事
は
市
町
村
が
礼
拝

へ
の
違
法
な
公
的
援
助
を
与
え
る
議
決
を
裁
判
所
に
付
託
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
に
な
る
な
ど
、
こ
の
判
決
の
実
務
上
の
大
き
な
意
味
を
認
め
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
補
助
金
禁
止
の
原
則
に
つ
い
て
の
厳
格
な
解
釈
を
維
持
し
た
こ
の
判
決
は
、
補
助
金
禁
止
、
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
を
よ
り

柔
軟
な
も
の
へ
と
進
展
を
望
む
者
に
対
し
失
望
を
与
え
た
。
そ
れ
は
、
ボ
ワ
イ
エ
ら
が
次
の
よ
う
に
述
べ
る
と
お
り
で
あ
る
。
「
」
の
判

決
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
結
社
に
お
い
て
、
宗
教
活
動
と
社
会
活
動
、
文
化
活
動
と
を
明
確
に
分
離
さ
せ
る
に
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
は
、
現
在
の
法
的
枠
組
み
を
保
ち
な
が
ら
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
を
進
展
さ
せ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
者
を
失
望
さ
せ
た
」
と
。
こ
の

よ
う
な
立
場
か
ら
す
れ
ば
、　
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
断
は
、
「国

・
地
方
公
共
団
体
が
宗
教
活
動
に
補
助
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
分
離
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法
の
文
言
に
照
ら
し
論
理
的
で
は
あ
る
が
、
逆
に
そ
れ
は
そ
の
立
法
の
現
在
の
解
釈
に
関
し
て
時
代
遅
れ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
も

評
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
、
政
教
分
離
法
二
条
の
厳
格
な
解
釈
が
論
理
的
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
心
情
的
に
は
そ
れ
に
賛
成
で
き
な

い
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
柔
軟
な
行
政
実
務
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
理
由
は
何
か
。
こ
の
問
い
へ
の
答
え
の
一
部

は
、
次
に
見
る
補
助
金
禁
止
原
則
の
修
正
の
背
景
に
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

第
四
節
　
原
則
の
柔
軟
化
の
背
景

前
述
の
よ
う
に
、
今
日
、
宗
教
活
動

へ
の
補
助
金
禁
上
の
原
則
は
、
立
法
、
判
例
さ
ら
に
行
政
実
務
に
よ
り
、
少
な
く
と
も

一
九
〇

五
年
当
初
の
政
教
分
離
法
か
ら
比
べ
る
と
相
当
柔
軟
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
宗
教
法
制
度
全
体
に
つ
い
て
も
、　
一
九
〇
五
年
法
の
枠
組

み
は
少
な
く
な
い
修
正
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
政
教
分
離
法
制
定
以
降
に
展
開
し
た
政
教
関
係
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
現

実
が
あ
る
。
と
り
わ
け
、
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
社
会
と
宗
教
の
相
互
の
変
化
、
さ
ら
に
は
礼
拝
所
の
不
足
と
い
う
現
実
の
社
会

問
題
は
、
補
助
金
禁
上
の
原
則
の
展
開
に
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
政
教
分
離
法
の
下
で
の
礼
拝
用
建
物
の
公

有
制
度
が
前
述
の
変
化
の
基
礎
と
な
っ
た
よ
う
に
も
見
え
る
。
さ
ら
に
、
政
教
分
離
法
の
基
本
原
則
で
あ
る
宗
教
の
自
由
や
ラ
イ
ン
テ

の
理
解
の
し
か
た
も
補
助
金
禁
止
の
原
則
の
あ
り
方
を
少
な
か
ら
ず
左
右
し
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
社
会
と
宗
教
の
相
互
の
変
化
に

つ
い
て
は
本
書
の
第

一
編
第

一
章
第
三
節
に
述
べ
た
の
で
、
以
下
で
は
、
礼
拝
所
問
題
、
宗
教
的
自
由
の
理
解
の
し
か
た
お
よ
び
礼
拝

用
建
物
の
制
度
を
、
補
助
金
禁
止
に
関
連
す
る
限
り
で
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。



一　

礼
拝
所
問
題

政
教
分
離
法
の
立
法
者
が
、
公
認
宗
教
の
既
存
の
宗
教
財
産
の
宗
教
社
団

へ
の
移
転
の
み
に
腐
心
し
、
将
来
の
礼
拝
用
建
物
の
建
設

を
漫
然
と
私
事
と
す
る
だ
け
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
第

一
節
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、　
一
九
二
〇
年
代
か
ら
、
地
方
か
ら
都

市

へ
の
人
口
移
動
の
現
象
に
伴
い
、
過
疎
地
域
で
は
教
会
堂
が
過
多
に
な
る

一
方
で
、
新
し
い
都
市
化
地
域
で
礼
拝
用
建
物
が
不
足
し
、

そ
こ
で
新
し
い
礼
拝
用
建
物
の
建
設
が
必
要
と
な
る
状
況
が
生
じ
煙
。
だ
が
ヽ
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
伝
統
的
宗
教
の
宗
教
社
団
は
、
政

教
分
離
法
に
よ
り
当
初
か
ら
認
め
ら
れ
た
献
金
や
募
金
、
報
酬
な
ど
の
財
源
で
は
新
し
い
礼
拝
用
建
物
を
建
設
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
こ
れ
が
、
前
述
し
た

「枢
機
卿
の
工
事
現
場
」
に
始
ま
る
、
礼
拝
用
建
物
建
設

へ
の

一
連
の
間
接
補
助
が
行
わ
れ
る
背
景
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
政
教
分
離
法
が
将
来
の
礼
拝
所

含
一８

８

８
】一Ｃ

を
考
慮
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
、
後
に
立
法
、
判
例
お
よ
び

実
際
の
行
政
実
務
に
よ
り
、
補
助
金
禁
上
の
柔
軟
化
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

新
し
い
礼
拝
所
の
必
要
性
は
、
政
教
分
離
法
が
予
測
し
て
い
な
か
っ
た
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
新
し
い
宗
教
の
出
現
と
定
着
に
よ
り
、

さ
ら
に
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
新
し
い
宗
教
に
は
、
伝
統
的
宗
教
の
教
会
分
裂
、　
ユ
ダ
ヤ

。
キ
リ
ス

ト
教
以
外
の
伝
統
的
宗
教
、
セ
ク
ト
（∽のｏけＣ
と
呼
ば
れ
る
小
規
模
の
新
宗
教
、
と
い
う
三
種
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
今
日
、
札
拝
所
に

関
し
て
最
も
深
刻
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
の
は
、
第
二
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
イ
ス
ラ
ム
教
で
あ
る
。
そ
の
原
因
は
、
移
民
の
流

入
に
伴
う
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
増
加
の
た
め
、
信
者
数
で
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
は
フ
ラ
ン
ス
第
二
の
宗
教
と
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
礼
拝
用
建
物
は
全
国
に
わ
ず
か
な
数
し
か
な
い
―
―

一
九
九
四
年
現
在
で
千
人
を
収
容
で
き
る
モ
ス
ク
は
全
国
で
九
つ
を
数
え
る

（７７
）

だ
け
に
す
ぎ
な
い
―
―

こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
礼
拝
所
不
足
を
取
り
巻
く
社
会
状
況
は
複
雑
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
は
、
彼
ら
の
出
身

国
の
違
い
な
ど
に
よ
り
多
様
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
も
あ

っ
て
そ
の
組
織
が
分
裂
し
代
表
組
織
を
も
た
な
い
こ
と
、
ま
た
、
と
り
わ
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け
受
け
入
れ
社
会
が
時
と
し
て
彼
ら
に
対
し
不
信
と
敵
意
を
抱
く
こ
と
な
ど
か
ら
、
彼
ら
の
イ
ス
ラ
ム
教
の
実
践
は
妨
げ
ら
れ
る
こ
と

が
多
か
っ
た
。
特
に
、
モ
ス
ク
や
そ
れ
に
代
わ
る
礼
拝
所
の
建
設
は
、
し
ば
し
ば
住
民
に
よ
る
反
対
運
動
や
そ
れ
を
バ
ッ
ク
と
し
た
地

方
公
共
団
体
に
よ
る
建
設
許
可
の
拒
否
の
た
め
に
頓
挫
し
た
。
ま
た
何
よ
り
も
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
宗
教
組
織
は
、
経
済
的
に
貧
し
い
イ

ス
ラ
ム
教
徒
に
支
え
ら
れ
、
そ
の
た
め
宗
教
社
団
が
享
受
す
る
優
過
措
置
、
と
り
わ
け
寄
付

。
遺
贈
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
、

ま
た
寄
付
に
つ
い
て
の
税
額
控
除
な
ど
を
実
際
に
は
受
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
そ
の
組
織
は
資
産
も
持
た
な
い
た
め
、
礼
拝
所
の

必
要
性
に
応
じ
る
財
政
力
を
持
た
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
イ
ス
ラ
ム
教
組
織
は
、
モ
ス
ク
の
建
設
や
イ
マ
ー
ム
（イ
ス
ラ
ム
教
導
師
）

の
養
成
に
関
し
、
イ
ス
ラ
ム
教
国
か
ら
の
援
助
に
依
存
す
る
傾
向
が
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
イ
ス
ラ
ム
教
国
は
海
外
の
イ
ス
ラ
ム

教
徒
に
影
響
力
を
及
ぼ
そ
う
と
す
る
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
の
イ
ス
ラ
ム
教
組
織
が
イ
ス
ラ
ム
教
国
に
依
存
す
る
こ
と
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
国

か
ら
の
介
入
を
招
く
お
そ
れ
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
彼
ら
の
宗
教
に
関
す
る
要
求
は
、
宗
教
感
情
の
領
域
を
越
え
る
社
会
的
承
認
の
要

求
で
も
あ
り
得
た
。

こ
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
状
況
が
提
起
す
る
問
題
は
極
め
て
複
雑
で
あ
る
。
今
日
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
、

こ
の
問
題
に
対
処
す
る
に
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
フ
ラ
ン
ス
社
会

へ
の
同
化
を
促
進
す
る
の
が
必
要
だ
と
考
え
、
そ
の
見
地
か
ら
、
イ
ス

ラ
ム
教
徒
が
正
常
に
宗
教
実
践
で
き
る
よ
う
に
注
意
を
払
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
内
務
相
が
、
「イ
ス
ラ
ム
教
団
が
他
の
教

団
と
同
様
の
条
件
に
お
い
て
そ
の
宗
教
を
自
由
に
実
践
し
、
こ
の
た
め
必
要
な
礼
拝
所
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
こ
と
を
指
摘
し
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
イ
ス
ラ
ム
教
の
礼
拝
所
建
設
を
妨
げ
な
い
こ
と
を
要
請
し
た
の
は
、
そ
の
表
れ
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
今
日
、
礼
拝
所
が
特
に
必
要
と
さ
れ
る
状
況
に
あ
る
イ
ス
ラ
ム
の
礼
拝
所
建
設

へ
の
公
的
補
助
の
必
要
性

が
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。



一
一　
宗
教
的
自
由

の
理
解

の
し
か
た

以
上
の
よ
う
に
、
確
か
に
、
宗
教
組
織
が
札
拝
用
建
物
を
建
設
す
る
の
に
対
し
何
ら
か
の
補
助
が
必
要
で
あ
り
、
国
は
そ
の
事
実
に

ま
す
ま
す
関
心
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
状
況
が
あ
る
。
だ
が
、
厳
格
な
補
助
金
禁
上
の
原
則
を
定
め
る
政
教
分
離
法
を
改
正
せ
ず
に
、

前
述
し
た
間
接
補
助
を
可
能
と
す
る
の
は
、
い
か
な
る
考
え
方
に
立
脚
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
的
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
宗
教
的

自
由
お
よ
び
宗
教
信
仰
の
平
等
を
重
視
す
る
考
え
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
宗
教
的
自
由
は
国
家
の
積
極
的
行
為
に
よ
り
保
障
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
見
解
が
見
ら
れ
る
。
リ
ヴ
ェ
ロ
は
、

宗
教
的
自
由
に
関
す
る
政
教
分
離
法

一
条
か
ら
、
国
家
は
、
礼
拝
の
自
由
を
可
能
に
す
る
義
務
を
負
う
と
解
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
ラ
イ
ッ
ク
な
国
家
は
市
民
に
対
し
そ
の
良
心
の
命
令
に
従
う
の
を
可
能
に
す
る
義
務
を
負
う
。
そ
の
義
務
に
対
応
す
る
の
に
必
要
な

設
備
を
整
え
る
の
は
国
家
で
あ
（綱

」
と
。
ま
た
ヽ
例
え
ば
、
憲
法
学
者
の
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ビ
ュ
ル
ド
ー

（０
８

鴇ヽ
∽
∞
●
『器
営
）
が
、
フ

ラ
ン
ス
に
お
い
て
礼
拝
用
建
物
が
政
教
分
離
の
の
ち
国
公
有
に
な
っ
た
た
め
、
「礼
拝
の
自
由
は
、
そ
の
行
為
に
必
要
な
建
物
の
自
由
な

（８４
）

使
用
を
前
提
と
す
る
」
と
説
く
よ
う
に
、
礼
拝
用
建
物
が
礼
拝
の
自
由
の
前
提
条
件
で
あ
る
と
も
認
識
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
宗
教
的

自
由
の
理
解
か
ら
は
、
信
者
が
礼
拝
用
建
物
を
使
用
で
き
な
い
場
合
は
礼
拝
の
自
由
の
保
障
が
な
い
と
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
見

地
か
ら
、
新
し
い
宗
教
が
旧
公
認
宗
教
に
比
べ
礼
拝
用
建
物
な
ど
に
関
し
著
し
い
不
平
等
を
受
け
て
い
る
状
況
を
考
慮
す
れ
ば
、
「
も
し

い
か
な
る
建
物
も
新
し
い
宗
派
の
使
用
に
供
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
自
由
な
礼
拝
は
死
文
に
と
ど
ま
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
は
な
い
が
」
、

と
疑
間
を
呈
す
る
の
も
論
理
必
然
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
国
は
、
礼
拝
用
建
物
の
建
設
を
直
接
補
助
す
る

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
に
し
て
も
、
宗
教
的
自
由
を
実
質
的
に
保
障
す
る
た
め
に
、
建
設
に
い
く
ら
か
で
も
何
ら
か
の
方
法
で
参
加
す
べ

き
だ
と
い
う
結
論
を
生
む
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
補
助
金
禁
止
よ
り
も
宗
教
的
自
由
を
優
位
さ
せ
る
こ
と
に
は
か
な
ら
な
い
と
見
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
実
際
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
自
由
の
優
位
の
傾
向
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
ボ
ワ
イ
エ
が
、
ヨ
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九
〇
五
年
法

一
条

〔筆
者
注
　
をホ
教
的
自
由
の
規
定
〕
を
二
条
に
対
し
優
越
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
立
法
者
と
裁
判
官
は
、
地
方
公

（８６
）

共
団
体
に
礼
拝
所
建
設
に
積
極
的
だ
が
間
接
的
な
参
加
を
許
し
た
」
と
述
べ
る
の
は
、
そ
れ
を
証
言
し
て
い
る
。

宗
教
的
自
由

へ
の
こ
の
よ
う
な
見
方
に
加
え
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
は
、
前
述
の
礼
拝
用
建
物
の
不
足
の
現
実
に
関
連
し
て
、
住
民

間
あ
る
い
は
宗
教
間
で
存
在
す
る
礼
拝
に
関
す
る
不
平
等
の
問
題
性
を
も
意
識
す
る
。
リ
ヴ
ェ
ロ
は
、
「
旧
来
の
公
共
団
体
の
住
民
は
公

共
団
体
に
よ
り
公
的
な
建
物
の
無
償
の
使
用
権
を
持
つ
の
に
対
し
、
新
興
の
人
口
密
集
地
域
の
住
民
は
建
物
の
建
設
と
維
持
の
費
用
を

負
担
す
る
」
、
と
述
べ
る
が
、
こ
の
記
述
は
、
す
べ
て
の
者
に
対
し
法
律
が
保
障
す
る
は
ず
の
自
由
な
礼
拝
に
関
し
て
、
地
域
の
住
民
の

間
に
存
す
る
明
白
な
不
平
等
を
問
題
視
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
非
難
さ
れ
る
礼
拝
用
建
物
の
不
平
等
は
、

新
し
い
宗
教
と
従
来
か
ら
の
伝
統
的
宗
教
と
の
間
で
顕
著
で
あ
る
。
伝
統
的
宗
教
の
建
物
は
、
国

・
地
方
公
共
団
体
に
よ
り
所
有
、
維

持
さ
れ
、
さ
ら
に
新
し
い
宗
教
が
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
税
制
上
の
優
過
措
置
の
対
象
と
な
る
の
に
対
し
、
新
し
い
宗
教
の
建
物

は
、
私
的
資
金
に
よ
り
建
設
、
維
持
さ
れ
る
私
的
な
不
動
産
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
も
特
に
問
題
と
な
る
の
は
イ
ス
ラ
ム

教
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ム
教
の
被

っ
て
い
る
不
平
等
に
関
し
て
、
ボ
ワ
イ
エ
は
、
国
家
の
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
完
全
な

憲
法
原
則
で
あ
る
宗
教
の
間
で
の
法
の
平
等
の
観
点
か
ら
問
題
が
あ
る
と
す
る
。
「共
和
国
は
、
『
い
か
な
る
宗
教
も
公
認
し
な
い
』
、
す

な
わ
ち
共
和
国
は
、
宗
教
の
自
由
を
擁
護
し
、
自
由
な
札
拝
と
そ
の
取
り
扱
い
の
平
等
を
確
保
す
る
よ
う
に
注
意
し
な
が
ら
、
す
べ
て

（８８
）

の
宗
教
を
尊
重
す
る
」
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
ボ
ワ
イ
エ
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
礼
拝
用
建
物
を
め
ぐ
る
宗
教
間
の
不
平
等
を
非
難
す
る
見
解
か
ら
は
、
前
述
し
た
礼
拝
用
建
物
の
建
設

へ
の
資
金
援
助

を
、
そ
の
不
平
等
を
是
正
す
る
措
置
と
し
て
歓
迎
す
る
こ
と
に
な
る
。
礼
拝
所
を
含
ん
だ
イ
ス
ラ
ム
文
化
セ
ン
タ
ー
を
公
共
設
備
と
性

格
づ
け
た
、
前
述
の

一
九
八
八
年
の
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
判
決
に
つ
き
、
ボ
ワ
イ
エ
が
次
の
よ
う
に
評
価
す
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
姿

勢
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
で
」
の
判
決
の
背
後
に
は
、
諸
宗
教
の
間
で
の
法
の
平
等
の
背
後
に
隠
れ
て
い
る
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
新
た



に
出
現
し
た

（
一
九
〇
五
年
以
後
の
）
宗
教
に
の
し
か
か
る
事
実
上
の
不
平
等
に
対
し
代
償
を
与
え
る
と
い
う
考
慮
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、　
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は

一
九
〇
五
年
法
の
解
釈
を
仲
裁
者
と
調
停
者
の
方
向
に
進
展
さ
せ
た
。
…
…
法
は
、

コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
仲
裁
者
的
な
解
釈
の
お
か
げ
で
、
歴
史
の
流
れ
に
新
た
に
出
現
し
た
宗
教
を
犠
牲
に
し
た
事
実
上
の
不
平
等
を

緩
和
す
る
こ
と
に
寄
与
し
（迎

」
と
。
そ
し
て
ヽ
補
助
金
禁
止
の
原
則
を
厳
格
に
解
釈
し
た
前
述
の
一
九
九
二
年
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ

の
判
決
に
失
望
す
る
論
者
の
感
覚
に
は
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
の
間
で
の
不
平
等
を
緩
和
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
発
想
が
根
底
に
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
も
そ
う
し
た
論
者
は
、
他
の
伝
統
的
宗
教
に
比
ベ
イ
ス
ラ
ム
教
の
受
け
て
い
る
不
平
等
を
前
に
し
て
、
イ
ス
ラ

ム
教
徒
の
宗
教
的
自
由
を
他
宗
教
と
同
様
に
保
障
す
べ
き
だ
と
考
え
、
ま
た
判
例
が
そ
の
方
向
に
進
展
し
て
き
た
と
判
断
し
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。

，
」う
し
た
立
場
か
ら
す
れ
ば
、　
一
九
九
二
年
判
決
を

「時
代
遅
れ
」
と
評
す
る
の
は
当
然
だ
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

〓
一　
礼
拝
用
建
物

の
公
有
制
度

二
で
見
た
よ
う
な
礼
拝
用
建
物
を
め
ぐ
る
宗
教
的
自
由
の
理
解
の
し
か
た
に
は
、
政
教
分
離
の
下
で
の
フ
ラ
ン
ス
に
特
有
な
礼
拝
用

建
物
制
度
が
大
い
に
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
政
教
分
離
法
が
宗
教
を
私
事
と
し
な
が
ら
も
旧
公
認
宗
教
の
礼
拝
用

建
物
を
国
公
有
と
し
た
こ
と
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
大
革
命
か
ら
の
伝
統
に
従

っ
た
も
の
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
固
有
の
歴
史
的
状
況

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
制
度
の
下
で
、
旧
公
認
宗
教
の
礼
拝
用
建
物
が
国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
の
公
産
と
さ
（型

、
そ
れ

が
宗
教
社
団
の
使
用
に
供
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
補
助
金
禁
止
の
原
則
の
柔
軟
化
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

と
い
う
の
は
、
こ
れ
に
よ
り
公
共
団
体
に
よ
る
建
物
の
維
持
費
の
負
担
な
ど
の
公
的
補
助
の
途
が
開
か
れ

（政
教
分
離
法
の
一
九
〇
八
年

改
正
）、
こ
れ
と
の
比
較
で
宗
教
組
織
の
私
有
に
属
す
る
建
物
に
つ
い
て
の
不
平
等
が
解
消
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
（政
教
分
離
法
の
一
九
四

二
年
改
正
）。
ま
た
今
日
、
礼
拝
用
建
物
の
公
有
制
度
お
よ
び
こ
れ
か
ら
派
生
す
る
効
果
を
主
要
な
比
較
の
物
差
し
と
し
て
、
他
の
伝
統
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的
宗
教
に
対
す
る
イ
ス
ラ
ム
教
の
お
か
れ
た
不
利
な
状
況
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
の
も
同
様
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
教
会
堂
の
管
理
人
の

報
酬
お
よ
び
建
設
用
地
の
長
期
賃
貸
借
に
よ
る
建
物
建
設

へ
の
間
接
補
助
金
の
手
法
な
ど
も
礼
拝
用
建
物
の
公
有
制
度
を
前
提
と
す
る

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
も
礼
拝
用
建
物
の
公
有
制
度
と
補
助
金
禁
上
の
原
則
の
柔
軟
化
と
の
関
わ
り
を
示
す
。

ま
　
と
　
め

政
教
分
離
法
は
、
公
認
宗
教
を
廃
止
す
る
こ
と
に
よ
り
、
宗
教
を
私
事
と
し
、
宗
教
組
織
を
民
営
化
し
、
教
会
財
産
の
国
有
財
産
化

と
い
う
大
革
命
か
ら
の
伝
統
に
従
い
な
が
ら
も
公
認
宗
教
の
礼
拝
用
建
物
を

一
部
私
有
化
す
る
と
と
も
に
、
宗
教
活
動

へ
の
補
助
金
を

禁
止
し
た
。
立
法
者
に
お
い
て
絶
対
的
禁
止
と
考
え
ら
れ
た
補
助
金
禁
止
の
原
則
は
、
そ
の
後
の
立
法
、
判
例
さ
ら
に
実
際
の
行
政
実

務
に
よ
り
大
き
く
柔
軟
化
し
た
。
既
存
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
会
堂
は
す
べ
て
国
公
有
と
な
り
、
そ
れ
に
限
ら
ず
礼
拝
用
建
物
の
維
持
費

の
公
費
負
担
が
可
能
と
さ
れ
、
そ
の
ほ
か
に
も
、
今
日
、
少
な
く
と
も
旧
公
認
宗
教
の
宗
教
組
織
は
、
間
接
補
助
金
を
構
成
す
る
よ
う

な
建
物
建
設
の
資
金
援
助
や
税
制
面
で
の
各
種
の
優
遇
を
享
受
す
る
。　
一
九
〇
五
年
の
政
教
分
離
法
か
ら
の
こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
政

教
分
離
法
制
定
後
の
社
会
と
宗
教
の
変
化
、
ま
た
礼
拝
所
の
不
足
、
と
り
わ
け
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
フ
ラ
ン
ス
社
会

へ
の
同
化
に
も
関
連

し
た
イ
ス
ラ
ム
教
の
礼
拝
所
問
題
の
発
生
な
ど
の
現
実
の
社
会
問
題
や
、
宗
教
的
自
由
や
宗
教
信
仰
の
平
等
を
補
助
金
禁
上
の
原
則
よ

り
も
優
位
さ
せ
る
発
想
、
ま
た
政
教
分
離
法
の
定
め
る
礼
拝
用
建
物
制
度
そ
の
も
の
に
、
そ
の
原
因
が
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
補
助

金
禁
止
の
柔
軟
化
は
礼
拝
用
建
物
を
め
ぐ
る
宗
教
間
に
存
す
る
不
平
等
の
是
正
に
関
わ
る
た
め
、
補
助
金
禁
止
を
柔
軟
化
し
た
行
政
実

務
は
好
ま
し
い
も
の
だ
と
認
識
す
る
向
き
も
見
ら
れ
る
。
だ
が
、　
一
九
九
〇
年
代
の
行
政
判
例
は
補
助
金
禁
止
の
原
則
に
つ
い
て
の
厳

格
な
解
釈
を
維
持
し
て
い
る
。



信
教
の
自
由
と
と
も
に
政
教
分
離
原
則
を
採
用
す
る
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
宗
教
は
私
事
で
あ
り
、
ま
た
日
本
国
憲
法
八
九
条
に
よ

り
宗
教
組
織

へ
の
補
助
金
は
許
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
確
か
に
、
他
の
公
益
法
人
と
は
異
な
り
（例
え
ば
社
会
福
祉
事
業
法
五
六
条
）、

宗
教
法
人
法
に
は
補
助
金
に
関
す
る
明
文
の
規
定
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宗
教
法
人
は
、
例
え
ば
宗
教
法
人
の
所
有
す
る
境
内

建
物
、
境
内
地
の
固
定
資
産
税
が
非
課
税
と
さ
れ
る
な
ど
（地
方
税
法
三
四
八
条
二
項
三
号
）税
制
面
で
の
優
遇
措
置
を
受
け
、
他
の
公
益

法
人
と
同
様
の
取
り
扱
い
を
受
け
て
い
る
。
こ
れ
は
本
章
が
明
ら
か
に
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
法
制
と
共
通
す
る
。

だ
が
、
わ
が
国
と
フ
ラ
ン
ス
と
で
は
、
補
助
金
禁
止
の
原
則
を
取
り
巻
く
宗
教
法
制
、
ま
た
そ
れ
を
め
ぐ
る
問
題
状
況
が
大
い
に
異

な
る
こ
と
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
う
す
で
に
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
に
つ
き
三
点
だ
け
を
挙

げ
て
お
こ
う
。
第

一
に
、
両
国
の
間
で
宗
教
法
人
制
度
が
か
な
り
異
な
る
。
こ
の
点
は
第
二
編
第
六
章
を
見
れ
ば
よ
く
分
か
っ
て
い
た

だ
け
よ
う
。
第
二
に
、
宗
教
組
織

へ
の
補
助
金
禁
上
の
原
則
に
密
接
に
関
連
す
る
礼
拝
所
制
度
に
お
い
て
も
両
国
の
差
異
が
大
き
い
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
歴
史
的
理
由
か
ら
国
公
有
の
礼
拝
用
建
物
が
存
在
し
、
政
教
分
離
法
制
定
後
も
少
な
く
と
も
旧
公
認
宗
教
、

と
く
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
礼
拝
用
建
物
の
私
有
は
明
確
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
国
公
有
の
礼
拝
用
建
物
が
宗
教
組
織

の
使
用
に
供
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
公
の
財
産
の
宗
教
団
体

へ
の
供
用
の
禁
止
は
明
確
に
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
点
は

わ
が
国
と
は
全
く
異
な
る
。
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に
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ラ
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建
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す
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宗
教
活
動

へ
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原
則
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緩
や
か
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だ
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見
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れ
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点
も
、

わ
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国
と
は
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る
。
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∽
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ボ
ワ
イ
エ
は
、
そ
の
理
由
を
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∪
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ヽ
Ｒ
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ｏ
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Ｕ
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０
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ω
ｏ
ｏ
ｏ
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一
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も
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〓
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参
照
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一
編
三
章
九
〇
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九
二
頁
。

“
一
　

Ｃ
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〓

Ｎ
Ｏ

い
い
く
Ｌ
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〓
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∞
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〓
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〓
ヽ
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∽
ヽ
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ヽ
・
Ｈ
∞
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∞
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ヽ
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ｏ
ｏ
●
ｏ
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２
ｏ
●
∽

く
“
一”
σ
『
０
”
●
ρ

・７
　
以
下
詳
し
く
は
、
石
原
司
「急
進
派
と
そ
の
政
治
行
動
―
―
反
教
権
主
義
と
非
宗
教
化
＝
世
俗
化
政
策
を
中
心
と
し
て
―
―
」
山
本
桂

一
編

『
フ
ラ
ン
ス

第
二
共
和
政
の
研
究
』

一
二
五
頁
以
下

（有
信
堂
、　
一
九
六
六
）
を
参
照
。

・８

　

ｒ
・
２
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∽
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「礼
拝
の
『公
的
』
執
行
」
と
は
、
公
共
団
体
が
主
催
す
る
礼
拝
で
は
な
く
、
信
者
が
教
会
堂
に
集
ま
っ
て
共
同
で
行
う
礼
拝
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
つ
ま
り
公
衆
に
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
の

「公
的
」
で
あ
る
。
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∽
Ｓ
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ヽ
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ヽ
ヽ
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０
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∽
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０
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２７
　
参
照
、
中
村
睦
男

「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
私
学
助
成
を
め
ぐ
る
憲
法
問
題
」
今
村
教
授
退
官
記
念
論
文
集

『公
法
と
経
済
法
の
諸
問
題
上
』
（有
斐
閣
、

一
九
八
二
）

一
二

一
頁
以
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。
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げ
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外
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三
つ
で
あ
る
。
①
宗
派
で
行
わ
れ
る
が
公
益
を
も
つ
活
動
、
②
施
設
付
司
祭
の
報
酬
、
③
公
共
団
体
の
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ラ
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六
年
に
竣
工
し
た
パ
リ
の
モ
ス
ク
の
建
設
の
際
に
、
一
九
二
〇
年
八
月

一
九
日
の
法
律
に
基
づ
き
国
が

イ
ス
ラ
ム
教
組
織
に
交
付
し
た
補
助
金
に
も
活
用
さ
れ
た
。
よ
り
正
確
に
は
、
こ
の
補
助
金
は
、
文
化
活
動
等
を
目
的
と
す
る

一
九
〇

一
年
法
結
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で
あ
る
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ス
ラ
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聖
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∽
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０
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∽
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ヨ
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パ
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イ
ス
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リ
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イ
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ラ
ム
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、
イ
ス
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育
施
設
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図
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館
、
レ
ス
ト
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ン
な
ど
文

化
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動
等
の
施
設
と
と
も
に
モ
ス
ク
を
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建
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、
国
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助
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、
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ク
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す
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ｏ
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０
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ｏ
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ｏ
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０
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ヽ
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∽
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∽
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∽
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０
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ヽ
ヽ
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ヽ
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ヽ
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ミ
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８
Ｐ
ｏ
Ｓ
”
な
お
、
本
件
の
論
告
に
よ
れ
ば
、
「
公
共
設
備
」
と
は

「
公
共
団
体
の
通
常
の
権
限
に
属
し
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公
衆
の
使
用
、
便
益
を
目
的
と
す
る
不
動
産
の
建
設
」
と
定
義
さ
れ
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Ｏ
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ｏ
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Ｆ
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司
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０
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０
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Ｒ

ミ
ヽ
ミ

ヽ
，

ヽ
ヽ
べ

冴

ヽ
ミ

Ｏ
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ヽ
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し
て
、
Ｏ

Ｕ
・
８

８
２

日
８
Ｐ
ｏ
ｏ
日
ヨ
●
●
０
０
ｏ
〓
ｏ
●
こ
２
つ

、
Ｒ
ミ
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ヽ
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ヽ
ミ
ヽ
冴

ヽ
ミ
Ｏ
ｏ
ヽ
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ヽ
雨
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た
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６．
　
０

”
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Ｐ
∞
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『∽
【
Φ
中
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〓
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ヽ
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∽
”
●
日
●
い
、
ヽヽ
ミ
ヽ
ヽ
ヽ
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ヽ
ヽヽ
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ヽ
ミ
Ｑ
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ヽ
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ヽ
ヽ
出
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，
ｏ
■
∝
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６２
　
↓
ユ
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”
０
日

Ｏ
ｏ
Ｏ
『ｏ
●
ｏ
Ｏ
お
ヽ
∞
Ｈ
ら
い
ｏ
ｏ
日
σ
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〓ｏ
∞
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Ｏ
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ヽ
０

ヽ
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ヽ
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ヽ
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ヽ
ヽ
嘲
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，
ｏ
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∝
”
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」
ヽ
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ヽ
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∽
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ｐ
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Ｒ
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６５
　
フ
ラ
ン
ス
の
国
の
起
源
で
も
あ
る
フ
ラ
ン
ク
王
国
を
建
て
た
ク
ロ
ヴ
ィ
ス

（Ｑ
ｏ
く

，

ふ
い
～
繹
じ

は
、
四
九
六
年
に
ラ
ン
ス
司
教
か
ら
洗
礼
を
受
け
、

諸
族
で
最
初
の
カ
ト
リ
ッ
ク
国
王
と
な
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
一
九
九
六
年
は
こ
の
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ヴ
ィ
ス
の
洗
礼
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一
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〇
〇
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年
に
あ
た
り
、
こ
の
年
、
そ
の
記
念

行
事
が
催
さ
れ
た
。
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側
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張
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対
し
、
本
件
の
論
告
担
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官
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よ
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に
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じ
て
い
た
。
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拝
の
自
由
の
尊
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ら
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共
団
体
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会
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資
金
援
助
す
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ま
で
に
な
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こ
と
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い
。
さ
も
な
け
れ
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九
〇
五
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述
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。
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ｏ
３
〓
「
舞
ｏ
●
す
●

す
い
ヽ
き
ミ
ミ

∽Ｓ
ミ

●
傘
ｏ
（能
ン
０
も
館
ｕ

‐
Ｎ
∞
∞

８７
　
”
〓
。
「ｐ
∽ミ
）蕊

●
ｏ
け

（Ｎ
ｅ
・
や
いｏ
ド

８８
　
ω
。
輛
い
Ｓ
・
ミ

・
０
お
９

８９
　
や
ミ

・
。
お
｝

９０
　
参
照
、
二
編

一
章

一
一
三
頁
。



第
二
章
　
公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ

教
育
の
領
域
に
お
け
る
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
の
適
用
は
、
二
つ
の
主
要
な
問
題
を
提
起
す
る
。　
一
つ
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
九
五
パ
ー
セ

ン
ト
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗
派
学
校
で
あ
る
私
立
学
校

へ
の
公
的
補
助
金
が
許
さ
れ
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
と
く
に
ラ
イ
シ
テ
が

憲
法
原
則
と
な
っ
た
の
ち
論
議
が
集
中
し
た
の
は
、
こ
の
問
題
で
あ
る
。
国
家
と
私
立
教
育
機
関
と
の
関
係
に
関
す
る

一
九
五
九
年

一

二
月
二

一
日
の
法
律

（ド
ブ
レ
法
）
が
、
こ
の
論
議

へ
の

一
応
の
結
論
を
出
し
た
。
も
う

一
つ
の
問
題
は
公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
に
関
し
て

で
あ
る
。
公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
お
よ
び
宗
教
的
中
立
性
は
、
今
日
、
国
家
の
ラ
イ
シ
テ
、
宗
教
的
中
立
性
の

一
面
に
過
ぎ
な
い
も
の
で

あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
教
育
は
フ
ラ
ン
ス
の
政
教
分
離
に
お
い
て
特
別
な
重
要
性
を
有
す
る
。
と
い
う
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
の

コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
期
に
、
教
育
の
領
域
に
お
い
て
教
権
主
義
と
反
教
権
主
義
と
の
対
立
抗
争
が
続
け
ら
れ
、
ま
た
、
と
く
に
第
二
共
和

制
の
初
め
に
は
、
公
教
育
が
非
宗
教
化
政
策
で
最
も
重
視
さ
れ
た
事
項
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
今
日
、
ラ
イ
シ
テ
ま
た
は
宗

教
的
自
由
に
関
し
て
論
争
の
最
も
多
い
領
域
も
公
教
育
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
章
で
は
、
と
く
に
公
教
育
の
領
域
に
絞
っ
て
ラ
イ
シ
テ

原
則
の
教
育
分
野
で
の
よ
り
具
体
的
内
容
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
以
下
、
ま
ず
公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
が
い
か
に
法
制
化
さ
れ
た
か
を

振
り
返
り

（第

一
碁翌
、
次
に
公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
の
要
素
を
分
析
し

（第
二
節
）、
最
後
に
公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
に
関
し
て
大
き
な
論
議

を
呼
ん
だ
イ
ス
ラ
ム
の
ス
カ
ー
フ
事
件
の
判
例
等
を
見
る

（第
二
節
）。



第

一
節
　
公
教
育

の
ラ
イ
シ
テ
の
法
制
化

一　

法
制
化

の
経
緯

公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
が
ど
の
よ
う
に
法
制
化
さ
れ
た
か
を
見
る
場
合
、
そ
れ
以
前
の
教
育
制
度
か
ら
見
始
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ラ
イ
シ
テ
が
実
現
さ
れ
る
以
前
の
教
育
制
度
は
、　
一
八
五
〇
年
二
月

一
五
日
の
い
わ
ゆ
る
フ
ァ
ル
ー
法

貧
９
８

「
Ｌ
８
し

に
よ
り
規

律
さ
れ
て
い
た
。
「宗
教
当
局
に
対
し
教
育
に
お
け
る
卓
越
的
地
位
を
保
障
し
よ
う
と
し
た
」
と
評
さ
れ
る
同
法
に
よ
り
、
当
時
の
教
育

制
度
は
、
聖
職
者
と
く
に
カ
ト
リ
ッ
ク
修
道
士
の
支
配
の
下
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
同
法
は
、
「宗
教
お
よ
び
道
徳
教

育
」
（】房
け■月
け【８

日
０
「“
げ
２
お
】」
８
∽ｃ

を
必
修
教
育
科
目
と
し

（壬
二
条
）、
ま
た
、
公
認
宗
教
別
の
公
立
初
等
学
校
を
法
制
化
し

た

公
量
ハ
条
）
だ
け
で
な
く
、
教
育
行
政
組
織
内
で
の
聖
職
者
の
地
位
を
強
く
認
め
た
。
す
な
わ
ち
、
中
央
レ
ベ
ル
で
の
教
育
行
政
の
諮

問
機
関
で
あ

っ
た
公
教
育
高
等
評
議
会

６
８
∽９

８
〓
【】８
『
８

〓
３
一【月
”】８

冒
げ
】』Ｃ
ｃ

で
は
、
教
会
関
係
者
が
全
構
成
員
の
四
分

の
一
を
占
め
貧
条
）、
地
方
レ
ベ
ル
で
も
同
様
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
「諸
種
の
宗
教
の
教
師
は
、
と
く
に
学
校
の
宗
教

教
育
を
監
視
す
る
責
任
を
負
う
。
彼
ら
に
学
校
の
立
ち
入
り
が
常
に
許
さ
れ
る
」
（四
四
条
）
と
い
う
規
定
に
よ
り
、
フ
ァ
ル
ー
法
は
、

当
時
の
公
認
宗
教
、
す
な
わ
ち
カ
ト
リ
ッ
ク
、
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
二
教
派
お
よ
び
ユ
ダ
ヤ
教
の
宗
教
教
師
に
市
町
村
の
初
等
学
校
の

視
学
権
を
与
え
て
い
た
。
さ
ら
に
教
員
資
格
に
つ
い
て
も
、
同
法
は
、
「教
員
資
格
証
書
は
、
国
家
に
よ
り
公
認
さ
れ
た
宗
教
の

一
つ
に

属
し
、
聖
務
禁
止
処
分
も
罷
免
処
分
も
受
け
て
い
な
い
宗
教
教
師
の
資
格
を
も

っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め

（一
一五
条
）、
公

認
宗
教
の
宗
教
教
師
の
資
格
を
も
っ
て
初
等
教
員
資
格
と
見
な
し
た
。

こ
の
よ
う
な
教
育
制
度
が
最
も
顕
著
に
示
す
よ
う
に
、
聖
職
者
が
非
宗
教
的
領
域
を
も
支
配
し
た
の
が
、
ラ
イ
シ
テ
法
制
化
前
の
状



第 3章 公教育のライシテ

況
で
あ
っ
た
。
第
二
共
和
制
の
初
め
に
共
和
派
が
ラ
イ
シ
テ
の
実
現
を
め
ざ
し
た
非
宗
教
化
政
策
を
始
め
た
の
は
、
こ
の
状
況
に
お
い

て
で
あ
る
。
そ
の
動
き
が
本
格
的
に
始
ま
る
の
は
共
和
派
が
上
下
両
院
で
の
過
半
数
の
議
席
お
よ
び
大
統
領
の
職
を
掌
握
し
た

一
八
七

九
年
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
の
と
き
共
和
派
の
攻
撃
が
最
初
の
主
た
る
標
的
と
し
た
の
が
、
一削
述
し
た
教
育
制
度
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

共
和
派
の
行
う
教
育
改
革
の
立
役
者
と
な
っ
た
の
が
、
ジ
ュ
ー
ル
・
フ
ェ
リ
ー
、
教
育
行
政
担
当
者
と
し
て
フ
ェ
リ
ー
に
協
力
し
た
フ
ェ

ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ビ
ュ
イ
ッ
ソ
ン
、
教
育
諸
法
案
を
討
議
し
た
下
院
の
委
員
会
の
委
員
長
あ
る
い
は
公
教
育
相
と
し
て
活
躍
し
た
ポ
ー
ル
・

ベ
ー
ル

（「
営
】
ω
ｏこ

ら
で
あ
る
。
と
く
に
、
フ
ェ
リ
ー
は
、　
一
八
七
九
年
に
ワ
デ
ィ
ン
ト
ン

（ヨ
ａ
Ｏ
一品
”８
）
内
閣
の
下
で
初
め
て

公
教
育
相
に
就
任
し
て
以
降
、
短
期
間
の
中
断
は
あ
る
が

一
八
八
五
年
ま
で
公
教
育
相
ま
た
は
首
相
の
地
位
に
あ
り
、
そ
の
間
、
教
育

改
革
を
指
揮
し
た
。

フ
ェ
リ
ー
ら
の
教
育
改
革
は
次
の
よ
う
な

一
連
の
立
法
を
伴
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
①
公
教
育
高
等
評
議
会
か
ら
教
会
関
係
者
ら
を
排

除
し
た

一
人
八
〇
年
二
月
二
七
日
の
法
律
、
②
現
実
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
大
学
に
等
し
か
っ
た
私
立
大
学
に
対
し
有
利
な
学
位
授

与
制
度
を
導
入
し
た
、　
一
八
七
五
年
七
月

一
二
日
法

（デ
ュ
パ
ン
ル
ー
法
）
を
改
正
し
て
、
私
立
大
学
の
学
位
授
与
権
を
国
家
の
管
理
の

下
に
服
せ
し
め
た
、　
一
八
八
〇
年
二
月

一
八
日
の
法
律
、
③
無
許
可
修
道
会
の
解
散
を
命
じ
た

一
八
八
〇
年
二
月
二
九
日
の
デ
ク
レ
、

④
校
内
で
宗
教
教
育
を
行
わ
な
い
女
子
中
等
学
校
を
新
設
し
た

一
八
八
〇
年

一
二
月
二

一
日
の
法
律

（カ
ミ
子

セ
ー
法
）、
⑤
フ
ァ
ル
ー

法
二
五
条
が
定
め
た
初
等
教
育
の
教
員
資
格
に
つ
い
て
の
聖
職
者
の
特
権
を
廃
止
し
た

一
八
八

一
年
六
月

一
六
日
の
法
律
、
⑥
同
日
の

い
わ
ゆ
る
初
等
教
育
無
償
法
、
⑦
後
述
の
教
育
課
程
の
ラ
イ
シ
テ
を
定
め
た

一
八
八
二
年
二
月
二
八
日
の
法
律
、
③
教
員
の
ラ
イ
シ
テ

を
立
法
化
し
た

一
八
八
六
年

一
〇
月
二
〇
日
の
法
律

３

ブ
レ
法
）
な
ど
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
フ
ェ
リ
ー
ら
が
進
め
た

立
法
の
後
、　
一
九
〇
〇
年
代
に
は
、
修
道
会
の
教
育
を
厳
し
く
規
制
す
る
法
律
が
続
く
こ
と
に
な
る
。

こ
の
う
ち
、
公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
の
観
点
で
最
も
重
要
で
あ
る
の
は
、　
一
八
八
二
年
法
と
り
わ
け
そ
の

一
条
で
あ
る
。
実
は
、
こ
の



法
律
の
制
定
は
次
に
見
る
よ
う
に
長
い
時
間
を
要
し
た
。

一
八
八
二
年
法
の
制
定
に
向
か
う
動
き
の
始
ま
り
を
示
す
も
の
は
、　
一
八
七
七
年

一
二
月

一
日
に
デ
シ
レ
・
バ
ロ
デ

（∪
い∽一凛

ω
”
甲

ｏ
，

ｃ

ら
五
〇
名
の
下
院
議
員
が
提
出
し
た
公
教
育
の
無
償
、
義
務
、
ラ
イ
シ
テ
を
定
め
る
法
案

ス

ロ
デ
案
）
で
あ

っ
だ
。
こ
の
バ
ロ

デ
案
は
、
ポ
ー
ル
・
べ
―
ル
を
委
員
長
か
つ
報
告
者
と
す
る
、
初
等
教
育
義
務
化
法
案
を
検
討
す
る
委
員
会
で
審
議
さ
れ
た
が
、
委
員

会
は
、
長
い
討
議
の
結
果
、　
一
八
七
九
年

一
二
月
六
日
に
新
し
い
法
案
を
作
成
、
提
出
し
た

（ベ
ー
ル
案
）。
ベ
ー
ル
案
は

一
〇
九
カ
条

か
ら
成
り
、
公
教
育
の
無
償
、
義
務
お
よ
び
ラ
イ
シ
テ
と
い
う
三
大
原
則
を
網
羅
す
る
条
項
を
持
ち
、
し
か
も
そ
の
ラ
イ
シ
テ
に
は
教

育
課
程
の
ラ
イ
シ
テ
と
教
員
の
ラ
イ
シ
テ
と
を
含
ん
（だ

。
こ
の
よ
う
に
ベ
ー
ル
案
は
ま
さ
に

「真
の
初
等
教
育
法
典
」
を
め
ざ
す
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
法
案
成
立
の
難
航
を
予
測
し
た
フ
ェ
リ
ー
は
、
法
案
成
立
を
容
易
に
す
る
た
め
法
案
を
分
割
す
る
戦
術
を

と
っ
た
。
そ
の
た
め
、
フ
ェ
リ
ー
は
、
す
で
に

一
八
七
九
年
五
月

一
九
日
に
初
等
教
育
の
教
員
資
格
に
関
す
る
法
案
―
―
こ
れ
は
公
教

育
無
償
法
と
同
日
の
法
律
に
な
る
―
―
を
議
会
に
提
出
し
て
い
た
が
、　
一
八
八
〇
年

一
月
二
〇
日
に
、
公
教
育
の
無
償
に
関
す
る
法
案

と
初
等
教
育
の
義
務
に
関
す
る
法
案
と
の
二
法
案
を
議
会
に
提
出
し
た
。
し
か
も
こ
の
二
法
案
は
公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
を
含
ま
な
か
っ

た
。
フ
ェ
リ
ー
は
ラ
イ
シ
テ
を
別
の
法
案
で
扱
う
こ
と
を
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
フ
ェ
リ
ー
が
そ
の
二
法
案
を
提
出
し
た
と
き
、

「
ラ
イ
シ
テ
は
ど
う
し
た
」
と
叫
ぶ
多
く
の
議
員
に
答
え
て
、
フ
ェ
リ
ー
が
ラ
イ
シ
テ
は
の
ち
の
法
律
で
扱
う
こ
と
に
な
る
旨
を
述
べ

（７
）

た
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
彼
の
意
図
を
示
す
。

こ
う
し
た
フ
ェ
リ
ー
の
姿
勢
に
対
ｔ
、
フ
ェ
リ
ー
の
二
法
案
を
検
討
し
た
ベ
ー
ル
の
委
員
会
は
、
結
果
的
に
法
案
の
分
割
に
賛
成
し
、

同
年
五
月

一
一
日
に
、
フ
ェ
リ
ー
の
法
案
に
対
応
す
る
形
で
二
つ
の
法
案
を
提
出
し
た

（委
員
会
（難

）。
た
だ
し
ヽ
公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ

に
固
執
し
、
そ
の
法
制
化
に
よ
り
積
極
的
な
ベ
ー
ル
は
、
初
等
教
育
の
義
務
に
関
す
る
法
案
の
な
か
に
教
育
課
程
の
ラ
イ
シ
テ
を
大
胆

に
盛
り
込
ま
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
委
員
会
案
の
う
ち
、　
〓

一カ
条
か
ら
成
る
初
等
教
育
の
義
務
に
関
す
る
法
案
は
、
ラ
イ
シ
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テ
を
極
め
て
鮮
明
に
し
た
、
次
の
よ
う
な

一
条
を
冒
頭
に
置
い
て
い
た
。
「宗
教
教
育
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
初
等
公
立
学
校
に
お
い

て
、
も
は
や
施
さ
れ
な
い
。
宗
教
教
育
は
、
私
立
学
校
に
お
い
て
任
意
で
あ
る
」
と
。
こ
れ
が

一
八
八
二
年
法

一
条
と
な
る
原
案
の
法

文
で
あ
る
。
こ
の
委
員
会
案
を
見
た
フ
ェ
リ
ー
は
、
教
育
課
程
の
ラ
イ
シ
テ
に
は
反
対
で
は
な
か
っ
た
が
、
委
員
会
案
の
規
定
の
し
か

た
が
厳
格
す
ぎ
る
こ
と
を
嫌
っ
た
。
そ
こ
で
、
彼
は
、
委
員
会
案

一
条
に
対
し
、
公
立
学
校
外
で
の
任
意
の
宗
教
教
育
の
可
能
性
を
明

示
し
た
穏
や
か
な
規
定
を
政
府
案
と
し
て
出
し
た
。
「宗
教
教
育
は
、
も
は
や
公
教
育
の
必
修
科
目
に
は
属
さ
な
い
。
子
ど
も
の
宗
教
教

育

へ
の
参
加
に
関
し
て
、
家
父
の
要
望
は
、
常
に
、
聞
か
れ
、
守
ら
れ
る
。
宗
教
教
育
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
宗
教
の
教
師
に
よ
り
、
公
立

初
等
学
校
の
児
童
に
施
さ
れ
る
。
宗
教
教
育
は
、
校
則
が
定
め
る
時
間
お
よ
び
条
件
に
お
い
て
、
礼
拝
用
建
物
ま
た
は
そ
の
付
属
建
物
、

あ
る
い
は
、
宗
教
教
師
の
要
求
が
あ
る
場
合
に
は
、
校
合
に
お
い
て
施
さ
れ
る
」、
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
フ
ェ
リ
ー

が
、
公
立
学
校
内
で
の
宗
教
家
に
よ
る
任
意
の
宗
教
教
育
を
容
認
し
て
い
た
こ
と
は
、
注
目
さ
れ
る
。

一
八
八
二
年
法
成
立
ま
で
の
そ
の
後
の
経
過
を
手
短
に
述
べ
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
、
二
つ
の
委
員
会
案
の
う
ち
で
議
会

で
の
審
議
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
公
教
育
の
無
償
に
関
す
る
も
の
だ
け
で
あ
り
、
ラ
イ
ン
テ
を
含
ん
だ
初
等
教
育
の
義
務
に
関
す
る

法
案
審
議
は
大
幅
に
遅
れ
た
。
後
者
の
審
議
が
下
院
で
始
ま
っ
た
の
は

一
八
八
〇
年

一
二
月
四
日
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
法
案
に
お

け
る
ラ
イ
シ
テ
に
関
す
る
討
議
が
始
ま
っ
た
の
は
同
月
二

一
日
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
、
前
述
の
委
員
会
案

一
条
と
政
府
案
と
が
検
討

さ
れ
、
そ
れ
ら
に
さ
ま
ざ
ま
な
修
正
案
が
出
さ
れ
る
な
ど
、
激
し
い
討
議
が
交
わ
さ
れ
た
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
議
事
は
比
較
的
順
調

に
進
み
、
同
月
二
四
日
に
下
院
で
可
決
さ
れ
た
。
次
い
で
、
法
案
は

一
八
八

一
年

一
月
二

一
日
に
上
院
に
送
ら
れ
た
が
、
こ
こ
で
も

一

条
に
関
し
い
く
つ
か
の
修
正
案
が
出
さ
れ
た
。
法
案
審
議
を
最
も
手
間
取
ら
せ
た
の
は
、
ジ
ュ
ー
ル
・
シ
モ
ン

（旨
】８
９
８
８
）
の
修

正
案
で
あ
る
。
シ
モ
ン
は
、
「道
徳
教
育
お
よ
び
公
民
教
育
」
を
初
等
教
育
科
目
と
す
る
の
を
認
め
る
が
、
「神
に
対
す
る
義
務
」
（８
６
一あ

９
お
あ
）
ｏこ

の
教
育
を
付
加
す
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
フ
ェ
リ
ー
の
反
対
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上
院
は
シ
モ
ン
の
修
正
案
を



可
決
し
た
う
え
で
法
案
を
可
決
し
た
（同
年
七
月

一
二
日
）。
こ
の
た
め
、
法
案
は
下
院
に
戻

っ
た
が
、
ンヽ
モ
ン
修
正
を
非
難
し
た
下
院
は
、

も
と
の
法
案
全
体
を
討
議
な
く
可
決
し
た
（同
年
七
月
二
五
日
）。
最
終
的
に
下
院
の
可
決
し
た
法
案
を
上
院
が
可
決
す
る
の
は
、　
一
八
八

二
年
二
年
二
三
日
で
あ
っ
た
。

一
一　
公
教
育

の
非
宗
教
化
立
法
に
お
け
る
ラ
イ
シ
テ
の
意
味

ラ
イ
シ
テ
は
、
そ
れ
を
唱
え
た
者
の
意
図
に
よ
り
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
意
味
に
分
類
で
き
る
。　
一
つ
は
、
宗
教
の
持
つ
価
値
を

尊
重
す
る
概
念
で
あ
り
、
お
お
む
ね
国
家
の
宗
教
的
中
立
性
と
理
解
さ
れ
る
意
味
で
あ
る
。　
一
八
七
九
年
か
ら

一
八
八
五
年
に
か
け
て

非
宗
教
化
政
策
の
主
導
権
を
と
っ
た
共
和
派
の
な
か
で
も
オ
ポ
ル
チ
ュ
ニ
ス
ト
と
称
さ
れ
た
穏
健
派
は
、
こ
の
意
味
で
の
ラ
イ
シ
テ
を

考
え
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
れ
に
対
し
、
も
う

一
つ
は
、
宗
教
そ
の
も
の
の
価
値
を
否
定
し
、
宗
教
を
敵
対
視
す
る
概
念
で
あ
り
、
い

わ
ば
国
家
の
反
宗
教
性
の
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ラ
イ
シ
テ
は
国
家
が
積
極
的
に
普
及
さ
せ
る

一
つ
の
合
理
的
な
教

説
と
な
り
、
そ
れ
は
ラ
イ
シ
ス
ム
と
称
さ
れ
る
。
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
以
降
非
宗
教
化
政
策
を
推
進
し
た
急
進
派

（ラ
デ
ィ
コ
ー
）
な
ら
び

に
社
会
主
義
派
の
双
方
の
一
部
は
こ
の
意
味
で
の
ラ
イ
シ
テ
を
標
榜
し
て
い
た
。

ラ
イ
シ
テ
の
こ
の
二
つ
の
意
味
に
照
ら
し
て
公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
に
関
す
る
諸
立
法
を
見
る
と
、　
一
八
八
二
年
の
フ
ェ
リ
ー
法
は
、

第

一
の
意
味
で
の
ラ
イ
シ
テ
に
沿
う
も
の
だ
と
い
え
る
。
こ
の
法
律
は
、
し
ば
し
ば
非
宗
教
的
法
律

含
９

ご
ＨＣ
ｃ

と
呼
ば
れ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、　
一
八
八
二
年
法
は
、
正
式
に
は

「初
等
教
育
を
義
務
と
す
る
法
律
」
と
い
う
名
称
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
ラ

イ
シ
テ
の
現
れ
方
は
か
な
り
控
え
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
表
題
や
条
文
に
ラ
イ
シ
テ
の
語
は
現
れ
て
い
な
い
ど
こ
ろ
か
、
宗
教

教
育
の
廃
止
に
つ
い
て
は
、
同
法
が
初
等
教
育
の
教
科
を
列
挙
し
た

一
条
に
お
い
て
「道
徳
お
よ
び
公
民
教
育
」
（一房
一『月
け一８

日
０
“ヽ
ぉ

①言
〓
ｅ
Ｃ
を
挙
げ
る
と
と
も
に
、　
一
八
五
〇
年
の
フ
ァ
ル
ー
法
二
三
条
―
―
初
等
教
育
の
教
科
の
な
か
に
Ｆ
ホ
教
お
よ
び
道
徳
教
育
」
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を
含
め
て
い
た
―
―
を
廃
止
す
る
（
一
条
）
形
で
、
そ
れ
が
示
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
そ
の
法
案
審
議
に
お
い
て
、
フ
ェ
リ
ー
は
親

と
子
ど
も
の
良
心
の
自
由
の
保
障
に
配
慮
を
す
る
姿
勢
を
強
く
示
し
た
。
彼
が

一
八
八
二
年
二
月

一
六
日
に
上
院
に
お
い
て
述
べ
た
次

の
言
葉
は
、
そ
の
例
で
あ
る
。
「す
べ
て
の
者

へ
の
わ
れ
わ
れ
の
義
務
で
あ
る
、
中
立
な
学
校
を
設
立
す
る
義
務
、
こ
の
法
律
を
適
用
さ

せ
る
こ
と
に
な
る
大
臣
と
政
府
の
義
務
は
、
最
も
綿
密
か
つ
最
も
厳
格
に
学
校
の
中
立
性
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

公
立
学
校
教
諭
が
、　
い
か
な
る
宗
教
信
仰
で
あ
れ
、
そ
れ
に
対
し
敵
対
的
で
、
中
傷
的
な
教
育
を
学
校
で
行
う
ほ
ど
自
制
を
失
う
な
ら

ば
、
彼
が
、
生
徒
を
殴
打
し
た
り
、
生
徒
の
人
格
に
反
す
る
ひ
ど
い
虐
待
を
す
る
こ
と
に
努
め
た
り
す
る
他
の
非
行
を
し
た
の
と
同
様

に
厳
し
く
、
迅
速
に
、
抑
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
。
こ
つ
し
た
宗
教
的
自
由
重
視
の
姿
勢
は
宗
教
教
育
の
機
会
の

保
障
に
つ
い
て
も
見
ら
れ
た
。　
一
八
八
二
年
法
に
お
い
て
校
外
で
の
宗
教
教
育
を
可
能
に
す
る
た
め
の
休
校
日
の
規
定

含
一条

一
項
）
が

存
在
す
る
の
は
、
そ
う
し
た
姿
勢
の
結
果
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
フ
ェ
リ
ー
が
こ
の
二
条
に
な
る
規
定
を
提
案
し
た
の
で
あ
る
が
、

彼
の
姿
勢
は
こ
の
点
で
積
極
的
で
あ
っ
た
。
フ
ェ
リ
ー
は
公
立
学
校
内
で
の
聖
職
者
に
よ
る
任
意
の
宗
教
教
育
を
容
認
し
た
ば
か
り
か
、

さ
ら
に
、
校
内

へ
の
聖
職
者
の
立
ち
入
り
な
ら
び
に
校
内
で
の
聖
職
者
に
よ
る
宗
教
教
育
の
実
施
を
可
能
に
す
る
規
定
を
二
条
に
盛
り

込
む
修
正
案
に
も
賛
成
し
さ
え
し
た
か
ら
で
あ
る
。

他
方
、
修
道
会
の
規
制
に
関
す
る
諸
法
律
な
ど
は
、
徹
底
し
た
反
教
権
主
義
思
想
か
ら
、
第
二
の
意
味
で
の
ラ
イ
シ
テ
に
立
脚
し
て

制
定
さ
れ
た
反
宗
教
的
な
法
律
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
「
い
か
な
る
段
階
の
教
育
施
設
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
が
無
許
可
修
道
会
に
属
す
る

場
合
に
は
、
何
人
も
直
接
に
も
し
く
は
仲
介
者
に
よ
っ
て
こ
れ
を
管
理
し
た
り
、
そ
こ
で
教
育
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
規
定
し
、

無
許
可
修
道
会
の
教
育
の
禁
止
を
定
め
た

一
九
〇

一
年
七
月

一
日
の
法
律

（結
社
法
）
一
四
条
、
な
ら
び
に

「
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、　
い

か
な
る
段
階
の
、
い
か
な
る
性
質
の
教
育
も
、
修
道
会
に
対
し
禁
ぜ
ら
れ
る
。
教
育
活
動
の
み
を
目
的
と
す
る
認
可
修
道
会
は
最
大
限

一
〇
年
の
期
間
内
に
廃
止
さ
れ
る
」
と
規
定
し
て
、
修
道
会
に
よ
る
教
育
の
全
面
禁
止
を
定
め
た

一
九
〇
四
年
七
月
七
日
の
法
律
な
ど



が
、
そ
れ
で
あ
る
。

だ
が
、
実
定
法
の
世
界
に
入
っ
た
ラ
イ
シ
テ
の
主
流
は
第

一
の
意
味
で
の
ラ
イ
ン
テ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、　
一
八
八
二
年
法
を
宗
教

的
中
立
性
を
確
立
し
た
も
の
と
理
解
し
た
う
え
で
、
公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
に
関
す
る
法
を
宗
教
的
自
由
と
結
び
付
け
て
リ
ベ
ラ
ル
に
解

釈
、
適
用
し
た
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
例
に
よ
り
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
第
二
の
意
味
で
の
ラ
イ
シ
テ
は
実

定
法
か
ら
は
消
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
事
実
、　
一
九
〇

一
年
法

一
四
条
お
よ
び

一
九
〇
四
年
法
は
、
大
き
な
混
乱
を
生
ぜ
し
め
な
が
ら

多
数
の
修
道
会
学
校
を
閉
鎖
さ
せ
た
た
め
、
強
い
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
が
、
最
終
的
に
、
ヴ
ィ
シ
ー
政
権
下
で
の
一
九
四
〇
年

九
月
二
日
の
法
律
に
よ
り
、
そ
れ
ら
の
条
項
は
廃
止
さ
れ
た
。
し
か
し
、
第
二
の
意
味
で
の
ラ
イ
ン
テ
の
理
解
や
性
格
づ
け
は
、
と
く

に
公
教
育
の
領
域
で
そ
の
後
も
根
強
く
残

っ
た
。
公
法
学
者
ジ
ャ
ン
・リ
ヴ
ェ
ロ
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
ラ
イ
シ
テ
を

「あ
る
者
は
、
『す

べ
て
の
信
条
の
平
等
な
尊
重
』
お
よ
び
す
べ
て
の
不
信
仰
を
保
障
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
公
教
育
教
員
の
側
の
自
制
で
は
な
く
、
す

べ
て
の
宗
教
に
対
し
組
織
的
に
敵
対
す
る
合
理
的
な
教
説
の
意
味
で
理
解
し
よ
う
と
し
た
」
の
で
あ
る
。
だ
が
、
公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ

に
関
す
る
実
定
法
制
度
の
立
法
者
に
お
い
て
、
ラ
イ
ン
テ
は
、
反
教
権
主
義
的
意
図
か
ら
で
た
も
の
の
、
親
お
よ
び
子
ど
も
の
良
心
の

自
由
に
根
拠
を
お
い
た
宗
教
的
中
立
性
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
は
、
第
四
共
和
制
憲
法

（
一
九
四
六
年
憲
法
）
の
下
で
憲
法
的
価
値
を
持
つ
に
至
っ
た
。　
一
九
四
六
年
憲

法
は
、
「あ
ら
ゆ
る
段
階
に
お
け
る
無
償
か
つ
ラ
イ
ッ
ク
な
公
の
教
育
を
組
織
す
る
こ
と
は
、
国
家
の
義
務
で
あ
る
」
（前
文

一
三
項
）
と

し
、
ま
た

「
フ
ラ
ン
ス
は
、
不
可
分
の
、
ラ
イ
ッ
ク
な
、
民
主
的
か
つ
社
会
的
な
共
和
国
で
あ
る
」
二

条
）
と
も
定
め
て
、
こ
れ
を
明

ら
か
に
し
た
。
憲
法
原
則
と
し
て
の
ラ
イ
シ
テ
は
、
現
行
の
第
五
共
和
制
憲
法

（
一
九
五
八
年
憲
法
）
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
た
だ

し
、　
一
九
五
八
年
憲
法
は
、
「
フ
ラ
ン
ス
は
、
…
…
ラ
イ
ッ
ク
な
、
…
…
共
和
国
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
出
生
、
人
種
ま
た
は
信
仰
に

よ
る
差
別
な
く
、
す
べ
て
の
市
民
に
対
し
法
律
の
前
の
平
等
を
保
障
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
す
べ
て
の
信
仰
を
尊
重
す
る
」
宝

条
）
と
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規
定
し
、
ラ
イ
シ
テ
を
す
べ
て
の
信
仰
の
平
等
と
結
び
付
け
、
か
つ
て
と
比
ベ
ラ
イ
シ
テ
の
重
点
を
微
妙
に
異
に
す
る
。

第
二
節
　
公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
の
要
素

第
二
節
で
述
べ
る
イ
ス
ラ
ム
の
ス
カ
ー
フ
事
件
に
関
す
る
コ
ン
セ
イ

ユ
・デ
タ
の

一
九
八
九
年
の
意
見
は
、
「
公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
の

原
則
は
、　
一
方
で
は
、
教
育
課
程

ε
『お
Ｓ
ヨ
ヨ
ｅ

お
よ
び
教
員

お
易
ｏ』い
星
●
ｃ

に
よ
る
教
育
の
中
立
性
を
尊
重
し
つ
つ
、
他
方
で
生

徒
の
良
心
の
自
由
を
尊
重
し
つ
つ
、
教
育
が
施
さ
れ
る
こ
と
を
命
じ
る
」
、
と
述
べ
る
。
こ
れ
が
示
す
よ
う
に
、
公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
に

は
、
教
育
課
程
お
よ
び
教
員
に
お
け
る
公
教
育
の
宗
教
的
中
立
性
、
な
ら
び
に
生
徒
の
自
由
の
保
障
、
と
い
う
要
素
が
あ
る
。
以
下
、

こ
れ
ら
を
分
け
て
詳
し
く
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

一
　

公
教
育
の
宗
教
的
中
立
性

公
教
育
の
宗
教
的
中
立
性
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
前
述
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
意
見
も
示
唆
す
る
よ
う
に
、
主
と
し
て
教
育
課
程
お

よ
び
教
員
と
い
う
二
側
面
か
ら
把
握
さ
れ
る
。
実
際
、
多
く
の
公
法
学
説
も
、
教
育
課
程
お
よ
び
教
員
の
各
々
に
つ
い
て
ラ
イ
シ
テ
ま

た
は
中
立
性
を
説
明
す
る
。
こ
の
状
況
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
こ
の
二
つ
の
ラ
イ
シ
テ
か
ら
公
教
育
の
宗
教
的

中
立
性
が
確
立
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
し
か
し
今
日
、
公
教
育
の
宗
教
的
中
立
性
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
二
つ
の
ラ
イ
シ

テ
だ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
ラ
イ
シ
テ
が
確
立
し
た
後
で
実
施
さ
れ
る
非
宗
派
的
な
教
育
の
役
務
が
宗
教
的
に
偏
り
な
く
行
わ

れ
る
の
は
、
厳
密
な
意
味
で
の
公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
の
要
請
で
は
な
い
が
、
公
教
育
の
宗
教
的
中
立
性
の
問
題
で
あ
り
得
る
か
ら
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
、
教
育
課
程
の
ラ
イ
シ
テ
お
よ
び
教
員
の
ラ
イ
シ
テ
の
各
々
と
も
、
教
育
段
階
に
応
じ
て
そ
の
強
度
が
異
な
り
、
と
り
　
１８３



わ
け
初
等
中
等
教
育
と
高
等
教
育
と
で
は
大
き
な
差
が
あ
り
、
と
く
に
後
者
に
お
い
て
は
学
生
の
精
神
的
能
力
等
の
理
由
か
ら
二
つ
の

ラ
イ
シ
テ
と
も
完
全
に
は
妥
当
し
な
い
と
考
え
て
よ
い
。
そ
こ
で
以
下
に
、
初
等
中
等
教
育
に
限
定
し
て
、
教
育
課
程
の
ラ
イ
ン
テ
と

教
員
の
ラ
イ
シ
テ
を
見
た
後
、
教
育
の
公
役
務
の
宗
教
的
中
立
性
に
も
触
れ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

１
　
教
育
課
程
の
ラ
イ
シ
テ

こ
れ
は
宗
教
教
育

含
お
けヽ
月
”一８

お
】Ｃ
８
∽ｅ

を
公
立
学
校
の
教
育
内
容
か
ら
排
除
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
宗
教
教
育
は
、
具
体

的
に
は
、
フ
ァ
ル
ー
法
の
制
度
の
下
で
取
り
扱
わ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
教
育
で
あ
る
カ
テ
キ
ズ
ム
♂
”
け０３
お
８
９
お
よ
び
聖
史

，
齋
ｏ
【お

８
一●
けｏ
）
を
意
味
し
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
教
育
課
程
の
ラ
イ
シ
テ
を
導
入
し
た
の
は
、
フ
ェ
リ
ー
法
で
あ
る

一
八
八
二

年
法

一
条
で
あ
る
。
こ
の
法
律
は
初
等
教
育
を
義
務
化
し
た
法
律
で
あ
る
の
で
、
こ
の
法
律
に
よ
る
ラ
イ
ン
テ
は
初
等
教
育
に
し
か
妥

当
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
教
育
課
程
の
ラ
イ
シ
テ
は
、　
一
八
八
二
年
法
に
基
き
、
同
年
の
新
学
期
か
ら
実
施
さ
れ
始
め
た
が
、
実

際
に
は
、
そ
の
実
施
の
度
合
い
は
地
方
に
よ
り
差
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
く
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
強
い
地
方
で
は
、
従
来
ど
お
り
授

業
が
祈
濤
に
よ
り
始
め
ら
れ
た
り
、
ま
た
家
庭
の
要
求
の
あ
る
場
合
に
は
学
校
内
で
の
カ
テ
キ
ズ
ム
が
認
め
ら
れ
た
な
ど
の
事
例
が

（２０
）

あ

っ
た
と
い
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
教
育
課
程
の
ラ
イ
シ
テ
の
背
景
に
あ
る
基
本
理
念
を
探
れ
ば
、
学
校
と
教
会
の
分
離
と
い
う
も
の
を
指
摘
で
ェ
製
。
す

な
わ
ち
、
公
立
学
校
は
客
観
的
な
普
遍
的
知
識
の
教
育
の
み
を
任
務
と
し
、
宗
教
教
義
の
教
育
は
家
庭
と
教
会
の
任
務
と
す
る
と
い
う
、

学
校
と
教
会
の
権
限
を
分
離
す
る
と
い
う
考
え
が
、
こ
の
ラ
イ
シ
テ
の
基
礎
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
分
離
は
、
後
述
す
る
学
校
外

で
の
宗
教
教
育
を
可
能
に
す
る
た
め
の
休
校
日
の
制
度

（
一
八
・全

一年
法
二
条
）
に
も
示
さ
れ
る
が
、　
一
九
〇
三
年
四
月
九
日
の
学
校
の

中
立
性
に
関
す
る
大
臣
訓
令
に
お
い
て
公
教
育
相
が
示
し
た
次
の
具
体
的
指
示
に
お
い
て
も
明
確
で
あ
る
。
「教
諭
は
、
王ヽ
任
司
祭
あ
る

い
は
そ
の
代
理
人
に
代
わ
り
、
カ
テ
キ
ズ
ム
の
教
育
を
施
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
は
、
教
育
課
程
の
定
め
る
教
育
に
す
べ
て
当
て
ら
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れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
学
校
の
正
規
の
時
間
中
に
カ
テ
キ
ズ
ム
を
復
唱
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
そ
の
教
育
に
供
用
さ
れ
る
場
所

で
そ
う
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
同
様
の
場
所
は
、
い
か
な
る
宗
教
儀
式
に
も
利
用
さ
れ
え
な
い
」
と
。

ま
た
、　
一
八
八
二
年
法
が
義
務
教
育
に
関
す
る
法
律
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
ラ
イ
シ
テ
と
義
務
教
育
と
の
関
連
性
を
示
す
も
の
だ
と
い

え
る
。
立
法
者
に
お
い
て
、
教
育
課
程
の
ラ
イ
シ
テ
は
義
務
教
育
化
と
い
う
こ
と
の
必
然
的
な
結
論
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
ま
た
そ

の
よ
う
に
主
張
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
教
育
を
義
務
化
し
た
う
え
で
親
お
よ
び
子
ど
も
の
良
心
の
自
由
を
保
障
す
る
た
め
に
、
こ
の
ラ
イ

ン
テ
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
立
法
者
自
身
が
こ
の
趣
旨
を
明
確
に
し
た
も
の
が
あ
る
。
そ
の
例
を

一
つ
だ
け
見
る

と
、
公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
の
法
制
化
に
積
極
的
で
あ
っ
た
ポ
ー
ル
・
ベ
ー
ル
が
作
成
し
た
、
前
述
の
ベ
ー
ル
案
の
委
員
会
報
告
書
に
お

け
る
次
の

一
節
で
あ
る
。
「教
育
の
義
務
は
、
…
…
大
多
数
の
家
父
に
対
し
、
自
分
の
子
ど
も
を
公
立
学
校
に
遣
る
必
要
性
を
も
た
ら
す

の
で
、
国
家
が
十
分
な
数
の
学
校
を
設
置
す
る
だ
け
で
な
く
、
ま
た
国
家
が
い
か
な
る
報
酬
も
要
求
し
な
い
だ
け
で
な
く
、
国
家
は
、

子
ど
も
の
良
心
の
自
由
を
侵
害
す
る
よ
う
な
こ
と
は
そ
こ
で
何
も
教
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
、
家
父
に
対
し
て
、
確
約
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
す
な
わ
ち
、
『宗
教
教
育
』
が
フ
ラ
ン
ス
の
公
立
学
校
の
教
育
課
程
に
属
す
る
こ
と
は
や
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
に
見
た
教
育
課
程
の
ラ
イ
シ
テ
に
関
連
し
て
、　
一
八
八
二
年
法
の
規
定
あ
る
い
は
そ
の
後
の
行
政
措
置
に
よ
り
、

い
く
つ
か
の
重
要
な
派
生
的
措
置
が
行
わ
れ
た
。

第

一
は
、
聖
職
者
か
ら
の
視
学
権
の
剥
奪
で
あ
る
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
フ
ァ
ル
ー
法
四
四
条
に
よ
り
、
公
認
宗
教
の
宗
教
教

師
は
学
校
で
行
わ
れ
る
宗
教
教
育
の
視
学
権
を
持
ち
、
そ
の
た
め
彼
ら
は
い
つ
で
も
学
校
に
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
が
、

一
八
八
二
年
法
は
こ
の
四
四
条
の
規
定
を
廃
止
し
た

全
二
条
）。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
視
学
権
の
剥
奪
は
、
同
時
に
聖
職
者
の
公
立
学
校

へ
の
立
ち
入
り
禁
止
を
意
味
す
る
。
前
述
の

一
九
〇
三
年
の
大
臣
訓
令
は
、
特
に
、
「主
任
司
祭
は
、
学
校
に
立
ち
入
る
こ
と
の
で
き
る

者
…
…
の
列
挙
に
含
ま
れ
な
い
」
と
い
う
明
文
で
、
そ
の
趣
旨
を
明
確
に
し
た
。



第
二
は
、
校
合

貧
８
２
∽８
ｒ
『こ

か
ら
の
宗
教
的
象
徴
物
の
撤
去
で
あ
る
。
フ
ァ
ル
ー
法
の
下
で
学
校
に
多
く
設
置
さ
れ
た
十
字
架

や
聖
母
像
な
ど
の
宗
教
的
象
徴
物
を
校
舎
か
ら
撤
去
す
る
動
き
は
、
フ
ェ
リ
ー
法
の
制
定
前
か
ら
見
ら
れ
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
教
会
な

ど
か
ら
の
強
い
抵
抗
を
招
き
、
大
き
な
混
乱
を
生
ぜ
し
め
て
」
超
。
こ
の
経
緯
を
踏
ま
え
て
、
公
教
育
相
ジ
ュ
ー
ル
・デ
ュ
ボ
Ｉ
Ｃ
〓
】８

∪
冒
営
こ

は
、　
一
八
八
二
年

一
一
月
二
日
の
通
達
で
各
知
事
に
あ
て
次
の
二
点
を
通
知
し
慶
。
①

一
八
八
二
年
法
は
そ
れ
を
厳
格
に
解

す
れ
ば
公
立
学
校
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
宗
派
的
性
格
の
消
滅
を
含
む
が
、
宗
教
的
象
徴
物
の
撤
去
は

「強
制
力
を
持
つ
明
確
な
規
定
」

の
対
象
と
な
ら
ず
、
こ
の
点
で
の
法
律
の
沈
黙
は
法
律
執
行
の
方
法
お
よ
び
手
段
の
選
択
を
政
府
に
委
ね
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
②

一
八
八
二
年
法
は
、
知
事
に
対
し
、
宗
教
的
象
徴
物
の
撤
去
に
関
す
る
住
民
の
願
望
を
考
慮
し
な
が
ら
、
適
切
と
考
え
る
時
に
宗
教
的

象
徴
物
の
撤
去
を
命
じ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
デ
ュ
ボ
ー
は
極
め
て
慎
重
に
宗
教
的
象
徴
物
の
撤
去
を
促
し
た
の

で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
通
達
は
実
際
に
は
守
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
公
教
育
相
に
よ
る

一
九
〇
三
年
の
大
臣
訓
令
が
、　
一
八
八

二
年
の
通
達
に
沿
い
な
が
ら
も
、
さ
ら
に
明
確
な
方
針
を
打
ち
出
し
た
。　
一
九
〇
三
年
訓
令
は
、
「宗
教
的
象
徴
物
（十
字
架
、
絵
像
、
彫

像
）
は
、
そ
の
性
格
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
学
校
の
建
物
に
現
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
な
が
ら
も
、
特
に
、
古
く
か
ら
の
学
校
に
お
い

て
は
、
住
民
の
感
情
を
損
な
わ
な
い
よ
う

「望
ま
し
い
慎
重
と
敬
意
と
も

っ
て
」
、
あ
ら
ゆ
る
騒
ぎ
を
避
け
る
た
め
休
日
を
利
用
し
て
、

宗
教
的
象
徴
物
の
撤
去
を
行
う
よ
う
、
知
事
に
命
じ
た
。
宗
教
的
象
徴
物
の
撤
去
は
こ
の
よ
う
に
慎
重
に
行
わ
れ
た
た
め
、
そ
の
実
現

に
は
数
十
年
も
要
し
た
と
」
だ
。
な
お
、
学
校
の
建
物
か
ら
の
宗
教
的
象
徴
物
の
撤
去
の
趣
旨
は
、
公
共
の
場
所
で
の
宗
教
的
象
徴
物

の
設
置
を
禁
じ
た

一
九
〇
五
年
の
政
教
分
離
法
二
八
条
に
よ
り
、　
一
般
化
さ
れ
る
に
至

っ
た
。

以
上
に
述
べ
た
こ
と
は
、
初
等
教
育
段
階
に
つ
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
的
理
由
か
ら
教
育
課
程
の
ラ
イ
シ
テ
に
つ
い
て
の
立
法

は
、
初
等
教
育
の
み
を
対
象
と
し
て
い
た
。
だ
が
、
中
等
教
育
に
お
い
て
も
、　
一
九
〇
五
年
の
政
教
分
離
法
が
明
確
に
し
、
後
に
憲
法

原
則
と
な
っ
た
国
家
の
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
か
ら
、
教
育
課
程
の
ラ
イ
シ
テ
が
妥
当
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
が
。
実
際
、
と
く
に
女
性
に



第 3章 公教育のライシテ

対
し
て
教
会
の
持
つ
影
響
力
を
取
り
去
る
た
め
に
ラ
イ
ッ
ク
な
女
子
中
等
教
育
を
組
織
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
た

一
八
八

〇
年
の
カ
ミ
ュ
¨
セ
ー
法
、
お
よ
び
同
法
の
宗
教
教
育
に
関
す
る
規
定

（五
条
）
を
男
子
校
に
も

一
般
化
し
た

一
八
八

一
年

一
二
月
二
四

日
の
デ
ク
レ
に
お
い
て
、
す
で
に
宗
教
教
育
は
正
規
の
教
科
と
は
扱
わ
れ
ず
、
ま
た

一
八
八

一
年

一
二
月
二
〇
日
の
ベ
ー
ル
の
通
達
に

よ
り
中
等
教
育
の
宗
教
教
育
は
選
択
科
目
と
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
中
等
教
育
機
関
に
お
い
て
は
、
後
述
の
施
設
付
司
祭
が
校
内
で
宗
教

教
育
を
行
う
場
合
も
あ
る
こ
と
に
は
注
意
を
要
す
る
。

２
　
教
員
の
ラ
イ
シ
テ

こ
れ
は
、
聖
職
者
を
公
教
育
の
教
員
か
ら
排
除
す
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
公
立
学
校
の
教
員
は
非
聖
職
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
教
員
の
ラ
イ
シ
テ
を
初
等
教
育
に
お
い
て
明
確
に
定
め
た
の
は
、
ゴ
ブ
レ
法
と
呼
ば
れ
る

「初
等
教
育
の
組
織

に
関
す
る
法
律
」
で
あ
る

一
八
八
六
年

一
〇
月
二
〇
日
の
法
律
の
な
か
に
あ
る
、
「あ
ら
ゆ
る
種
類
の
公
立
学
校
に
お
い
て
、
教
育
は
、

専
ら
俗
人

（Ｂ

∽ヽ８
お
〓
“
〓ｏ
用
）
に
委
ね
ら
れ
る
」
貧

七
条
）
と
い
う
規
定
で
あ
る
。

一
八
八
六
年
法
は
、
フ
ェ
リ
ー
が

一
八
八
五
年
二
月
に
失
脚
し
た
の
ち
公
教
育
相
に
就
任
し
た
、
急
進
派
右
翼
の
ル
ネ

・
ゴ
ブ
レ

貧
ｏな

の
３
】ｏこ

の
下
で
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
教
員
の
ラ
イ
シ
テ
そ
の
も
の
は
共
和
派
が

一
貫
し
て
追
求
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
事
実
、　
一
八
八
六
年
法
の
源
は
、
フ
ェ
リ
ー
が

一
八
八
二
年
二
月

一
六
日
に
提
出
し
た
教
諭
の
任
用
お
よ
び
待
遇
に
関
す
る

法
案
に
あ
り
、
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
前
述
の
バ
ロ
デ
案
に
あ

っ
た
。
た
だ
、
そ
の
法
案
が
予
算
を
伴
う
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
な
ど
か

ら
、
法
案
審
議
が

一
八
八
四
年
二
月

〓
九
日
に
な
っ
て
よ
う
や
く
始
ま
っ
た
た
め
、
法
律
制
定
が
大
幅
に
遅
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

ま
た
、
前
述
の

一
八
七
九
年
の
ベ
ー
ル
案

含
一九
条
）
に
も
教
員
の
ラ
イ
ン
テ
は
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
背
景
と
し

て
、
ゴ
ブ
レ
は
、　
一
八
八
六
年
法
の
法
案
審
議
に
お
い
て
、
教
員
の
ラ
イ
シ
テ
が

一
八
八
二
年
法
に
お
け
る
教
育
課
程
の
ラ
イ
シ
テ
か

ら
の
必
然
的
結
論
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
も
っ
と
も
、
教
員
の
ラ
イ
シ
テ
の
正
確
な
立
法
理
由
は
、
聖
職
者
の
僧
服
着
用
な
ど
が



子
ど
も
に
及
ぼ
し
う
る
影
響
力
な
ど
の
指
摘
も
あ
る
（肥

、
立
法
者
が
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
の
遵
守
を
聖
職
者
教
員
に
期
待
し
え
な
い
と
考

え
た
点
に
あ
っ
た
。
ベ
ー
ル
に
よ
る

一
八
八
二
年
六
月
二
〇
日
の
報
告
書
に
あ
る
次
の
記
述
は
こ
の
こ
と
を
裏
づ
け
る
。
「
司
祭
あ
る
い

は
修
道
士
が
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
使
命
に
よ
っ
て
、
彼
ら
は
彼
ら
の
属
す
る
宗
教
の
教
育
を
第

一
と
す
べ
き
こ
と
を
義

務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
彼
ら
を
公
立
学
校
教
員
に
す
る
と
同
時
に
児
童
に
対
す
る
宗
教
教
育
を
施
す
こ
と
を
禁
じ
る
の
は
、
彼
ら
を
二

つ
の
義
務
の
間
に
お
き
、
二
つ
の
う
ち

一
方
に
違
反
す
る
こ
と
を
強
い
る
こ
と
で
あ
る
」
と
ｃ

な
お
、　
一
八
八
六
年
法
は
、
県
議
会
の
許
可
を
得
て
市
役
所
の
事
務
職
員
に
な
る
こ
と
以
外
、
勤
務
時
間
外
で
の
他
の
職
と
の
兼
職

を
教
諭
に
対
し
禁
じ
る
が

含
一五
条
）、
そ
の
な
か
に
、
と
く
に
、
「宗
教
儀
式
に
お
け
る
有
給
ま
た
は
無
給
の
職
」
を
教
諭
に
禁
じ
る
明

文
規
定

（同
条
二
項
）
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
教
員
の
ラ
イ
シ
テ
を
徹
底
す
る
二
五
条
二
項
の
規
定
は
、
と
り
わ
け
教
会
の
オ
ル
ガ

ン
奏
者
の
仕
事
を
対
象
に
し
て
い
た
も
の
だ
、
と
い
わ
れ
型
。
こ
の
規
定
に
お
い
て
、
立
法
者
が
公
立
学
校
教
員
と
聖
職
者
と
の
間
に

い
か
に
厳
格
な
境
界
線
を
設
け
よ
う
と
し
た
か
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
当
時
の
初
等
学
校
の
教
諭
の
大
多
数
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
修
道
士
や
修
道
女
等
、
聖
職
者
教
員
で
占
め
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
た
め
、
教
員
の
ラ
イ
シ
テ
の
実
施
に
は
、
「師
範
学
校
が
機
能
す
る
県
に
お
い
て
は
、
修
道
士
教
諭
あ
る
い
は
修
道
女
教
諭
の
新
た

な
任
命
は
行
わ
な
い
」
２

八
八
六
年
法

一
八
条

一
項
）
と
あ
る
よ
う
に
、
ま
ず
そ
の
聖
職
者
教
員
を
増
員
す
る
こ
と
を
や
め
た
う
え
で
、

聖
職
者
教
員
を
俗
人
教
員
に
交
替
さ
せ
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
は
十
分
な
数
の
俗
人
教
員
の
採
用
の
た
め
に
長

い
年
数
を
要
し
た
。
事
実
、　
一
八
八
六
年
法
も
そ
の
実
施
の
困
難
さ
を
予
測
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
法
律
自
体
が
、
「
男
子
校
に
つ
い

て
、
修
道
士
教
員
の
俗
人
教
員

へ
の
交
替
は
、
本
法
公
布
後
五
年
の
期
間
で
完
全
に
な
る
も
の
と
す
る
」
、
と
規
定
し
て
い
た

（同
条
二

項
）。
他
方
、
女
子
校
に
お
い
て
は
、
新
た
に
創
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
師
範
学
校
で
の
女
子
教
員
の
養
成
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

そ
の
実
現
の
た
め
の
年
数
を
予
測
す
る
こ
と
す
ら
も
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
法
律
は
実
施
の
猶
予
期
間
を
定
め
て
い
な
か
っ
た
。
そ
し
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て
実
際
に
は
女
子
校
に
お
け
る
教
員
の
交
替
に
は
、
三
〇
年
も
要
し
た
と
い
わ
れ
る
。

教
員
の
ラ
イ
シ
テ
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
宗
教
的
中
立
性
の
厳
格
さ
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
実
は
、
教
員
の
ラ
イ
シ
テ
の
正
当

性
に
つ
い
て
批
判
的
見
解
が
見
ら
れ
た
。
か
つ
て
デ
ュ
ギ
ー
も
教
員
の
ラ
イ
シ
テ
を
批
判
し
た

一
人
で
あ
る
。
彼
は
、
立
法
者
が
教
員

の
ラ
イ
シ
テ
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
「市
民
は
、
そ
の
徳
性
お
よ
び
能
力
の
差
別
を
除
い
て
平
等
に
あ
ら
ゆ
る
公
の
位
階
、
地
位
お
よ

び
職
務
に
就
く
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う

一
七
八
九
年
の
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
六
条
の
原
則
に
、
立
法
者
は
違
背
し
た
と
論
じ
た
。
ま

た
、
教
育
法
学
者
ジ
ャ
ン
Ｈ
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ヌ
ベ
ル

（〕８
Ｐ
『
９
×
ｚ
２
お
し

は
、
宗
教
以
外
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
持
つ
者
も
教
職

に
就
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
技
術
的
観
点
に
お
い
て
聖
職
者
と
教
職
と
の
両
立
不
可
能
性
は
な
い
、
と
教
員
の
ラ
イ
シ
テ
に
疑
間

を
投
げ
か
け
る
。
ピ
エ
ー
ル
・
ラ
ン
ジ
ュ
ロ
ン

（℃
】０【お

ｒ
留
零
【８
）
も
、
聖
職
者
が
布
教
の
義
務
を
負
う
こ
と
が
教
員
の
ラ
イ
シ
テ

の
理
由
と
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
、
聖
職
者
だ
け
が
布
教
の
義
務
を
負
う
の
で
は
な
い
と
反
論
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
、

教
員
の
ラ
イ
シ
テ
は
政
治
的
だ
と
も
評
さ
れ
、
ま
た
そ
の
立
法
理
由
に
お
け
る
強
い
反
教
権
主
義
の
色
彩
が
批
判
的
に
指
摘
さ
れ
る
傾

向
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
モ
ワ
し
た
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
初
等
教
育
に
お
け
る
教
員
の
ラ
イ
シ
テ
は
、
今
日

一
般
に
承
認
さ
れ
、

と
り
わ
け
教
育
界
に
お
い
て
定
着
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。

次
に
中
等
教
育
に
お
け
る
教
員
の
ラ
イ
シ
テ
は
ど
う
か
。
中
等
教
育
で
は
、
初
等
教
育
に
関
す
る

一
八
八
六
年
法

一
七
条
に
相
応
す

る
明
文
の
法
規
定
が
な
か
っ
た
が
、　
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
判
例
に
よ
り
、
教
員
の
ラ
イ
シ
テ
が
中
等
教
育
に
も
及
ん
だ
。
そ
の
判
例

は
有
名
な

一
九

一
二
年
五
月

一
〇
日
の
ブ
ト
イ
ー
ル
判
決
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
司
祭
が
哲
学
の
中
等
教
育
の
教
授
資
格
試

験
を
受
験
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
司
祭
の
地
位
が
ラ
イ
シ
テ
の
性
格
を
も
つ
公
教
育
に
相
い
れ
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
国
民
教
育

相
が
、
司
祭
に
対
し
教
授
資
格
試
験
の
受
験
不
許
可
の
決
定
を
行

っ
た
と
い
う
事
案
に
お
い
て
、
そ
の
決
定
を
是
認
し
た
判
決
で
あ
る
。

こ
の
事
件
の
論
告
担
当
者

エ
ル
ブ
ロ
ネ

曾
①】げ
８ヽ
お
し

に
よ
る
論
告

（法
的
意
見
）
は
、
「中
等
教
育
の
教
職
は
、　
一
八
八
二
年
以
降
公



教
育
法
制
を
支
配
す
る
精
神
に
お
い
て
、
宗
教
教
師
、
聖
職
者
、
あ
る
宗
教
の
司
祭
の
職
と
相
い
れ
な
い
こ
と
が
あ
リ
ナ
型
」
と
ヽ
明

確
に
中
等
教
育
に
お
け
る
教
員
の
ラ
イ
シ
テ
を
肯
定
し
た
。
も
っ
と
も
、　
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
こ
の
論
告
に
沿

っ
て
判
決
を
下
し
た

も
の
の
、
教
員
の
ラ
イ
シ
テ
を
直
接
の
判
決
理
由
と
は
せ
ず
、
国
民
教
育
相
は
教
員
の
職
務
を
行
う
の
に
ふ
さ
わ
し
い
者
に
の
み
受
験

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
国
民
教
育
相
の
裁
量
権
を
理
由
づ
け
と
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
判
決
は
中
等
教
育

に
お
け
る
教
員
の
ラ
イ
シ
テ
を
黙
示
的
に
承
認
し
た
も
の
と
見
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
今
日
、
学
説
に
よ
れ
ば
、
中
等
教
育
の
教
員
の
ラ

イ
シ
テ
は
慣
習
法
的
効
力
を
持
つ
と
さ
れ
ダ
。

し
か
し
な
が
ら
、
今
日
、
中
等
教
育
に
お
け
る
教
員
の
ラ
イ
ン
テ
の
有
効
性
は
か
な
り
揺
ら
い
で
い
る
。
か
つ
て
か
ら
、
例
え
ば
、

「聖
職
者
と
中
等
公
教
育
の
教
職
と
の
兼
職
禁
止
は
、
事
前
に
正
規
の
デ
ク
レ
に
よ
り
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
、
と
モ
ー
リ

ス
・オ
ー
リ
ウ
も
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
の
立
法
の
不
存
在
の
点
か
ら
ブ
ト
イ
ー
ル
判
決
を
批
判
す
る
見
解
が
見
ら
れ
濯
。
そ
し
て
最
近
、

学
説
の
う
ち
に
は
、
中
等
教
育
の
生
徒
に
は
判
断
能
力
を
備
え
た
者
も
存
在
す
る
と
主
張
す
る
も
の
、
ま
た
ブ
ト
イ
ー
ル
判
決
で
問
題

と
な
っ
た
哲
学
で
は
な
く
、
他
の
教
科
の
教
育
で
は
、
教
育
の
中
立
性
を
損
う
お
そ
れ
は
な
い
と
い
う
点
を
指
摘
す
る
も
の
が
見
ら

（５‐
）

れ
る
。
さ
ら
に
、
実
際
、
ブ
ト
イ
ー
ル
判
決
の
有
効
性
を
疑
わ
し
め
る
事
実
も
あ
り
、
こ
れ
が
そ
の
よ
う
な
批
判
的
な
見
解
を
勢
い
づ

け
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
事
実
を
二
つ
見
る
と
、
ま
ず
第

一
に
、　
一
九
七
二
年
九
月
の
非
公
表
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
意
見
は
、
初

等
教
育
を
除
き
、
聖
職
者
と
教
職
と
の
兼
職
禁
止
は
な
い
と
い
う
旨
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
二
は
、
ブ
ト
イ
ー

ル
判
決
と
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
異
な
る

一
九
七
〇
年
七
月
七
日
の
パ
リ
行
政
裁
判
所
の
判
決
で
あ
（が

。
こ
れ
は
、　
一
九
五
九
年
の
ド
ブ
レ

法

（私
学
助
成
法
）
に
基
く
協
同
契
約

（８
５
”喘詳
Ｑ
げ
∽８
一”
け一８
）
下
の
中
等
教
育
私
学
の
契
約
教
員
に
対
し

一
定
の
条
件
で
中
等
教
育

の
教
員
採
用
試
験
の
受
験
を
認
め
る

一
九
六
四
年
の
デ
ク́
レ
に
基
づ
き
、
協
同
契
約
下
の
中
等
教
育
私
学
の
教
員
で
あ
る
カ
ト
リ
ッ
ク

司
祭
が
英
語
の
中
等
教
育
の
教
授
資
格
試
験
を
受
験
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
国
民
教
育
相
が
そ
の
受
験
を
拒
否
し
た
と
い
う
事
案
に
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お
い
て
、
裁
判
所
が
国
民
教
育
相
の
決
定
を
取
り
消
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
地
方
行
政
裁
判
所
が
ブ
ト
イ
ー
ル
判

決
と
は
結
果
的
に
逆
の
結
論
を
出
し
た
の
は
注
目
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
判
決
は
、
ブ
ト
イ
ー
ル
判
決
に
は
言
及
す
る
こ
と
な
く
、

一
九
六
四
年
の
デ
ク
レ
が
聖
職
者
に
特
別
な
条
件
を
つ
け
て
い
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
私
学
の
契
約
教
員
が
こ
の
試
験
に
合
格
し
て
も

必
ず
し
も
公
教
育
の
教
員
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
、
そ
の
理
由
と
し
た
。
こ
の
た
め
両
判
決
の
関
係
は
明
確
で
は
な
い
し
、
ま

た
こ
の
パ
リ
行
政
裁
判
所
の
判
決
以
外
に
中
等
教
育
の
教
員
の
ラ
イ
シ
テ
に
関
係
す
る
判
決
は
な
い
こ
と
か
ら
、
今
日
ま
で

一
九

一
二

年
の
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
判
例
は
明
確
に
は
変
更
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
ほ
か
な
い
。
だ
が
、　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
以
上
の
事
実
か
ら

公
法
学
者
ジ
ャ
ン
＝
ミ
シ
ェ
ル
・
ル
モ
ワ
ン
ヌ

・
ド

・
フ
ォ
ル
ジ
ュ

（岩
営
‐〓
一３
２
ｒ
ｏヨ
８
澪

浄

「
ｏ
品
のし

も
述
べ
る
よ
う
に
、
こ

（５４
）

の
判
例
は

「も
は
や
実
定
法
を
完
全
に
は
反
映
し
て
い
な
い
可
能
性
が
高
い
」
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
実
際
に
も
若
千
の
宗
教
教
師
が

中
等
教
育
の
教
職
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
。

３
　
教
育
役
務
の
宗
教
的
中
立
性

前
述
の
よ
う
に
、
以
上
に
見
た
二
つ
の
ラ
イ
シ
テ
で
は
収
ま
り
き
れ
な
い
公
教
育
の
宗
教
的
中
立
性
の
内
容
が
あ
る
。
こ
れ
は
、　
一

般
的
に
い
え
ば
、
ヌ
ベ
ル
の
述
べ
る
よ
う
に
、
「子
ど
も
や
親
の
宗
派
信
仰
に
配
慮
を
欠
き
う
る
学
校
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
意
思
の
表
明
の

禁
止
」
で
あ
る
。
ま
た
、
デ
ュ
ギ
ー
が
次
の
よ
う
に
述
べ
る
の
も
同
様
の
こ
と
を
示
す
。
「教
育
は
反
宗
教
的
で
は
あ
り
得
な
い
。
教
員

は
宗
教
信
仰
あ
る
い
は
何
ら
か
の
形
而
上
学
的
意
見
に
つ
い
て
直
接
あ
る
い
は
間
接
の
批
判
と
な
る
い
か
な
る
発
言
も
し
て
は
な
ら
な

い
。
い
か
な
る
反
宗
教
的
傾
向
を
示
す
教
科
書
、
あ
る
い
は
逆
に
あ
る
宗
教
、
哲
学
を
擁
護
す
る
教
科
書
は
、
生
徒
が
手
に
す
る
よ
う

に
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
中
立
性
は
、
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
に
よ
り
実
現
さ
れ
た
非
宗
派
的
な
教
育

の
公
役
務
が
特
定
の
宗
教
に
偏
ら
な
い
、
あ
る
い
は
反
宗
教
的
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
、　
い
わ
ば
狭
義
の
宗
教
的
中
立
性
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
教
育
の
公
役
務
の
宗
教
的
中
立
性
は
、
公
教
育
の
み
に
つ
い
て
の
原
則
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
公
役
務
に
妥
当
す
る



原
則
で
あ
る
が
、
た
だ
、
と
り
わ
け
公
教
育
の
領
域
で
は
他
の
公
役
務
よ
り
も
厳
格
に
中
立
性
が
要
求
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
の
（で

、
と

く
に
こ
れ
を
こ
こ
で
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
中
立
性
の
具
体
的
内
容
は
、
主
と
し
て
、
教
科
書
の
中
立
性
、
教
員
の

中
立
性
の
義
務
で
あ
り
、
後
者
は
さ
ら
に
職
務
遂
行
の
中
立
性
の
義
務
と
職
務
外
に
も
妥
当
す
る
自
制
義
務

♂
σ
】】器
一【８

８

志
∽ｏ【お
）

と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
こ
れ
ら
を
順
次
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
、
教
科
書
の
中
立
性
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、　
一
八
八
〇
年
二
月
二
七
日
の
法
律
が
、
中
立
性
に
反
す
る
教
科
書
が
使
用
さ
れ

て
い
る
場
合
に
、
家
父
が
、
公
教
育
相
に
対
し
、
そ
の
使
用
禁
止
を
求
め
る
特
別
な
申
し
立
て
制
度
を
設
け
て
い
た
。
当
時
反
カ
ト
リ
ッ

ク
的
な
教
科
書
が
多
い
と
考
え
た
フ
ラ
ン
ス
司
教
団
が
、
こ
の
制
度
に
着
目
し
て
、　
一
九
〇
九
年
に
、
教
科
書
を
監
視
す
る
た
め
の
家

父
の
団
体
を
結
成
さ
せ
、
こ
の
制
度
を
利
用
す
る
よ
う
に
促
し
遡
。
こ
れ
が
背
景
と
な
っ
て
、　
一
九

一
〇
年
代
に
教
科
書
の
宗
教
的
中

立
性
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
行
政
訴
訟
が
提
起
さ
れ
遡
。
結
果
と
し
て
、
公
教
育
相

へ
の
申
し
立
て
制
度
に
よ
り
教
科
書
が
使
用
禁
止

と
な
っ
た
場
合
は
少
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
種
の
事
件
に
関
す
る
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
決
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
な
判

示
が
見
ら
れ
る
の
は
、
教
科
書
の
中
立
性
の
確
保
に
関
し
て
注
目
さ
れ
る
。
「も
し
学
校
で
使
用
さ
れ
る
書
物
が
、　
一
八
八
二
年
法
の
制

度
化
し
た
ラ
イ
シ
テ
の
制
度
の
結
論
と
し
て

一
八
八
二
年
に
よ
り
確
立
さ
れ
た
学
校
の
中
立
性
の
原
則
を
侵
し
て
書
か
れ
て
い
る
と
親

が
考
え
る
な
ら
ば
、
親
は
所
轄
庁
に
異
義
申
し
立
て
を
行
う
権
利
を
持
つ
。
親
は
、　
一
八
八
〇
年
二
月
二
七
日
の
法
律
四
条
を
適
用
し

て
、
と
り
わ
け
、
非
難
さ
れ
る
書
物
の
公
立
学
校
で
の
使
用
禁
止
を
宣
告
す
る
こ
と
を
大
臣
に
対
し
求
め
る
権
利
を
持
ち
、
越
権
の
場

合
に
は
、　
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
提
訴
す
る
権
利
を
持
つ
」
と
。

次
に
、
教
員
の
職
務
遂
行
の
中
立
性
は
ど
う
か
。
そ
の
具
体
的
内
容
は
フ
ェ
リ
ー
自
身
に
よ
り
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、　
一
八
八

二
年

一
一
月

一
七
日
に
フ
ェ
リ
ー
が
各
初
等
学
校
教
諭
に
宛
て

一
八
八
二
年
法
を
解
説
す
る
た
め
に
書

い
た

「初
等
学
校
教
諭

へ
の

書
簡
」
３
①［一お
営
■
３
澤
」
一８

３ヽ
と
呼
ば
れ
る
文
書
の
中
に
あ
る
、
よ
く
引
用
さ
れ
る
次
の

一
節
で
あ
る
。
「あ
な
た
が
た
が
、
児
童
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に
、　
一
つ
の
教
訓
、
な
ん
ら
か
の
格
言
を
提
示
す
る
際
、
あ
な
た
が
た
が
言
お
う
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
心
が
害
さ
れ
る
誠
実
な
者
が

一
人
で
も
い
る
か
を
自
間
せ
よ
。
…
…
教
師
は
、
自
己
の
言
葉
ま
た
は
態
度
に
お
い
て
教
師
の
受
け
持
つ
子
ど
も
の
宗
教
信
仰
を
傷
つ

け
る
よ
う
な
こ
と
、
子
ど
も
の
精
神
に
お
い
て
混
乱
を
生
ぜ
し
め
る
よ
う
な
こ
と
、
い
か
な
る
意
見
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
に
対
し
教
師

の
側
か
ら
敬
意
や
慎
重
の
欠
如
を
示
す
よ
う
な
こ
と
を
、
誤
っ
た
行
為
と
し
て
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
。
同
様
の
こ
と
は
、
イ

ス
ラ
ム
の
ス
カ
ー
フ
事
件
に
関
し
、
国
民
教
育
相
リ
オ
ネ
ル
・
ジ
ョ
ス
パ
ン

Ｆ
』８
ｏ
こ
ｏ
∽ｏ
【し

が

一
九
八
九
年

一
二
月

一
二
日
に
出
し

た
後
述
の
通
達
に
お
い
て
も
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
通
達
は
、
「教
員
の
ラ
イ
シ
テ
の
義
務
」
と
し
て
、
「教
員
は
、
そ
の
職
務
遂

行
に
お
い
て
、
生
徒
に
明
示
的
ま
た
は
黙
示
的
に
生
徒
に
示
す
例
に
よ
り
、
子
ど
も
の
良
心
の
自
由
な
ら
び
に
家
庭
に
認
め
ら
れ
る
訓

育
的
役
割
を
害
す
る
哲
学
的
、
宗
教
的
あ
る
い
は
政
治
的
性
格
を
目
立
た
せ
る
こ
と
は
す
べ
て
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
準
則

に
違
反
す
る
教
員
は
、
重
大
な
過
失

（〔留
”ｅ

を
犯
す
こ
と
に
な
ろ
う
」
こ
と
を
明
示
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
判
例
も
こ
の
よ
う

な
中
立
性
の
原
則
を
厳
格
に
適
用
す
る
。
一
九
〇
八
年
六
月
二
日
の
権
限
争
訟
裁
判
所
判
決
が
そ
の
判
例
で
あ
る
。
こ
の
判
決
は
、
「神

を
信
じ
る
も
の
は
愚
か
だ
」
な
ど
の
言
葉
を
教
室
で
子
ど
も
に
言
っ
た
教
員
の
行
為
は
、
そ
れ
が

「下
品
で
中
傷
的
な
言
葉
で
の
宗
教

に
関
す
る
学
校
の
中
立
性
の
原
則
の
明
白
な
違
背
で
あ
り
、
親
の
教
育
の
権
利
の
重
大
な
侵
害
で
あ
る
」
で
あ
る
と
し
て
、
親
に
対
す

る
損
害
賠
償
責
任
を
生
ぜ
し
め
る
過
失
を
構
成
す
る
と
判
断
し
た
。
ま
た
、
他
の
い
く
つ
か
の
判
決
も
、
「公
役
務
に
携
わ
る
す
べ
て
の

者
に
課
せ
ら
れ
る
厳
格
な
中
立
性
の
義
務
」
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
よ
う
に
職
務
遂
行
の
中
立
性
は

一
般
的
に
厳
格
な
も
の
だ
と
認

識
さ
れ
て
い
る
。

最
後
に
、
自
制
義
務
が
あ
る
。
こ
れ
は
も
と
も
と
政
府
に
対
す
る
忠
誠
心
を
疑
わ
せ
る
行
為
を
差
し
控
え
る
と
い
う
義
務
で
あ
り
、

職
務
外
の
行
為
を
も
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
教
員
の
自
制
義
務
は
、　
一
九
〇
三
年
の
大
臣
訓
令
の
中
に
あ
る
、
次
の

一
節
に
そ
の

（６８
）

一
内
容
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「教
諭
は
、
私
的
に
、
ま
た
適
切
と
判
断
す
る
場
合
、
す
べ
て
の
市
民
に
保
障
さ
れ
る
自
由
を
行
使
し



て
、
彼
が
属
す
る
宗
教
の
宗
教
上
の
す
べ
て
の
義
務
を
果
た
す
の
は
自
由
で
あ
る
が
、
教
論
と
し
て
、
職
務
と
し
て
、
ま
た
自
己
の
生

徒
を
率
い
て
、
信
仰
の
外
的
表
明
行
為
に
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」。
自
制
義
務
は
、
職
務
遂
行
の
中
立
性
の
義
務
と
比
べ
、
コ
ン

セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
例
に
お
い
て
、
か
な
リ
リ
ベ
ラ
ル
に
判
断
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
傾
向
を
と
く
に
明
確
に
示
す
の
は
、
か
つ

て
教
育
行
政
機
関
が
、
強
い
反
教
権
主
義
的
精
神
か
ら
教
員
の
ラ
イ
シ
テ
に
と
ど
ま
ら
ず
熱
心
な
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
を
持
つ
俗
人
を
も

教
員
か
ら
排
除
し
よ
う
と
し
て
生
じ
た
、　
一
連
の
諸
事
件
に
関
す
る
判
決
に
お
い
て
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
そ
れ
は
、
以
下
の
よ
う

な
教
員
の
行
為
は
学
校
の
中
立
性
に
反
し
な
い
な
ど
と
し
て
、
問
題
の
教
員
に
対
し
て
と
ら
れ
た
決
定
を
取
り
消
し
た
諸
判
例
で
あ
（型

。

①
研
修
教
論

含
房
澤
●
Ｅ
Ｒ
諄
お

，
『ｃ

が
私
信
に
よ
っ
て
師
範
学
校
の
生
徒
を
休
暇
中
に
宗
教
的
性
格
の
あ
る
講
演
会
に
誘

っ
た
こ
と

を
理
由
と
し
て
県
知
事
が
行
っ
た
彼
女
に
対
す
る
正
式
任
用

↑
】一〓
】ミ
【紹
”一８
）
の
拒
否
の
決
定
、
②
生
徒
に
世
俗
の
歌
の
練
習
を
さ
せ

る
に
際
し
教
会
堂
の
リ
ー
ド
オ
ル
ガ
ン
を
使
用
す
る
な
ど
の
行
為
を
し
た
熱
心
な
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
で
あ
る
教
諭
に
対
し
て
、
国
民
教

育
相
の
な
し
た
初
等
教
育
視
学
官
試
験
の
受
験
不
許
可
の
決
定
、
③
代
用
教
諭

含
３
ヨ
“
Ｅ
８
ビ
８
】３
●
”ｃ

が
自
由
時
間
に
宗
教
的
性

格
の
あ
る
団
体
に
出
入
り
し
た
こ
と
な
ど
を
理
由
と
し
て
地
方
教
育
行
政
機
関
が
行
っ
た
そ
の
代
用
教
諭
の
正
式
任
用
教
論
の
資
格
者

名
簿

へ
の
登
載
の
拒
否
決
定
、
④
あ
る
者
が
宗
派
学
校
で
学
業
を
続
け
た
こ
と
を
理
由
に
地
方
教
育
行
政
機
関
が
行

っ
た
彼
女
を
代
用

教
諭
の
候
補
か
ら
除
外
す
る
決
定
。

一
一　
生
徒

の
宗
教
的
自
由

の
保
障

公
教
育
に
お
け
る
生
徒
の
宗
教
的
自
由
の
保
障
を
考
え
る
場
合
、
公
教
育
に
お
い
て
宗
教
的
中
立
性
が
厳
格
に
遵
守
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
を
考
慮
す
る
だ
け
で
な
く
、
宗
教
的
中
立
性
の
多
面
性
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
公
法

学
説
は
、
こ
の
場
面
で
、
い
わ
ゆ
る

「消
極
的
中
立
性
」
で
は
な
く

「積
極
的
中
立
性
」
を
意
識
す
る
か
ら
で
あ
る
。
積
極
的
中
立
性



第 3章  公教育のライシテ

に
つ
い
て
は
、
第

一
編
第
二
章
で
詳
し
く
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
要
す
る
に
、
国
家
が
、
市
民
の
宗
教
実
践
を
可
能
に
す
る
た
め
、
積
極

的
に
市
民
の
信
仰
を
考
慮
し
、
保
護
す
る
こ
と
に
中
立
性
を
見
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

宗
教
的
中
立
性
と
解
さ
れ
る
公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
も
、
積
極
的
中
立
性
の
考
え
方
か
ら
、
子
ど
も
お
よ
び
親
の
宗
教
的
自
由
の
保
障

と
関
連
づ
け
て
理
解
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
公
教
育
の
ラ
イ
ン
テ
の
立
法
者
の
発
言
で
は
、
ラ
イ
シ
テ
と
宗
教
的
自
由
と

を
結
び
付
け
て
い
た
こ
と
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
今
日
で
は
そ
の
傾
向
が
よ
り
強
く
、
学
説
が
公
教
育
の
領
域
で
の
ラ
イ
シ
テ

を
論
ず
る
場
合
、
公
教
育
が
子
ど
も
の
宗
教
行
為
に
適
合
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
ま
で
述
べ
る
。
例
え
ば
、

ジ
ャ
ッ
ク
・
口
べ
―
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「教
育
の
公
役
務
は
確
か
に
生
徒
に
対
し
宗
教
教
育
を
行
う
必
要
は
な
い
が
、
ラ
イ
シ

テ
の
原
則
は
生
徒
に
そ
れ
を
容
易
に
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
さ
に
そ
の
反
対
に
、
そ
の
原
則
の
尊
重
は
、
公
教
育
が

生
徒
に
よ
る
宗
教
的
義
務
の
自
由
な
執
行
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
」
と
。
こ
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
ま
さ
に
公
教
育
の
ラ

イ
シ
テ
そ
の
も
の
が
、
生
徒
の
宗
教
的
自
由
を
規
制
す
る
原
則
で
は
な
く
、
生
徒
の
自
由
の
実
質
的
保
障
を
要
請
す
る
原
則
と
な
る
。

先
に
引
用
し
た
イ
ス
ラ
ム
の
ス
カ
ー
フ
事
件
に
関
す
る
意
見
に
お
け
る
、
「公
教
育
の
ラ
イ
ン
テ
の
原
則
は
、　
一
方
で
は
、
教
育
課
程
お

よ
び
教
員
に
よ
る
教
育
の
中
立
性
を
尊
重
し
つ
つ
、
他
方
で
生
徒
の
良
心
の
自
由
を
尊
重
し
つ
つ
、
教
育
が
施
さ
れ
る
こ
と
を
命
じ
る
」
、

と
い
う
説
示
も
、
前
述
し
た
ラ
イ
シ
テ
と
宗
教
的
中
立
性
の
理
解
の
仕
方
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
と
宗
教
的
自
由
の
保
障
を
密
接
に
関
連
づ
け
る
考
え
方
は
、
前
節
で
述
べ
た

一
九
〇
四
年
の
修
道
会
規
制
法
や

一
九
〇
五
年
の
政
教
分
離
法
の
制
定
を
ま
じ
か
に
控
え
、
反
宗
教
的
雰
囲
気
の
強
か
っ
た
頃
に
発
せ

ら
れ
た
、　
一
九
〇
三
年
の
大
臣
訓
令
に
お
い
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「国
家
は
、
国
家
に
託
さ
れ
た
子
ど
も
の
宗
教
の
自
由
な
実
践

を
確
保
す
る
義
務
を
負
う
。
…
…
そ
の
よ
う
に
行
わ
な
い
こ
と
は
、
国
家
の
原
則
で
あ
る
中
立
性
に
反
す
る
で
あ
ろ
う
」
、
と
明
示
す
る

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
国
家
に
よ
る
生
徒
の
宗
教
的
自
由
の
積
極
的
保
障
と
い
う
考
え
は
、
中
等
教
育
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。
例



え
ば
、
現
在
の
前
期
中
等
教
育
機
関
で
あ
る
コ
レ
ー
ジ
ュ
の
前
身
で
あ
る
高
等
小
学
校
の
標
準
学
校
規
則
に
関
す
る
公
教
育
相
の

一
八

八
八
年

一
二
月
二
九
日
の
ア
レ
テ
は
、
で
同
等
小
学
校
付
属
の
寄
宿
合
に
お
い
て
、
子
ど
も
の
礼
拝

へ
の
参
加
に
関
し
て
、
常
に
家
父
に

意
見
が
求
め
ら
れ
る
。
学
習
が
い
か
な
る
犠
牲
に
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
こ
の
点
で
の
家
庭
の
意
思
に
適
合
す
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
便

宜
が
生
徒
に
与
え
ら
れ
る
」
と
規
定
し
て
い
た

（五
条
）。
さ
ら
に
今
日
、　
一
九
五
九
年

一
二
月
二

一
日
の
ド
ブ
レ
法
の
な
か
に
置
か
れ

た
、
「国
家
は
、
公
教
育
の
生
徒
に
対
し
、
礼
拝
の
自
由
お
よ
び
宗
教
教
育
の
自
由
を
保
障
す
る
た
め
に
有
用
な
す
べ
て
の
措
置
を
と
る
」

と
定
め
る
規
定

（
一
条
三
項
）
に
お
い
て
、
同
様
の
理
念
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
に
述
べ
た
考
え
を
背
景
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
公
教
育
の
場
で
子
ど
も
の
宗
教
的
自
由
を
確
保
す
る
た
め
の
制
度
が

存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
初
等
教
育
に
お
け
る
日
曜
日
以
外
の
休
校
日
の
制
度
、
中
等
教
育
に
お
け
る
施
設
付
司
祭

●
ｃ
８
３
の『こ

の

制
度
が
そ
れ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
同
じ
考
え
に
従
い
宗
教
的
視
祭
日
に
お
け
る
宗
教
儀
式
参
加
の
た
め
の
欠
席
を
容
認
す
る
行
政
慣
行

が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
次
に
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

１
　
日
曜
日
以
外
の
休
校
日

一
八
八
二
年
の
フ
ェ
リ
ー
法
は
、　
一
方
で
教
育
課
程
の
ラ
イ
シ
テ
を
定
め
る
と
と
も
に
、
他
方
で
次
の
よ
う
に
休
校
日
に
お
け
る
宗

教
教
育
の
制
度
を
設
け
た
。
す
な
わ
ち
、
「
公
立
初
等
学
校
は
、
親
が
希
望
す
る
場
合
、
子
ど
も
に
対
し
学
校
施
設
外
で
宗
教
教
育
を
施

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
毎
週
、
日
曜
日
以
外
の
一
日
を
休
日
と
す
る
」
０
一条
）
と
い
う
規
定
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
宗
教
教
育
は
家
庭
と
教
会
の
任
務
と
す
る
と
い
う
、
前
節
で
述
べ
た
学
校
と
教
会
の
分
離
と
い
う
基
本
的
思
想
に
立
脚
す
る
と

と
も
に
、
ま
さ
に
、
子
ど
も
と
親
の
宗
教
的
自
由
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
制
度
で
あ
る
。
も

っ
と
も
、
こ
の
休
校
日
に
よ
っ
て
宗
教
教

育
上
の
便
宜
を
う
け
る
の
は
、
実
際
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
者
だ
け
で
あ
る
こ
と
に
は
注
意
を
要
す
ダ
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
休
校
日
に

よ
る
宗
教
教
育
の
自
由
の
保
障
に
は
、
場
所
と
時
間
と
の
二
つ
の
点
か
ら
限
界
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
場
所
に
関
し
て
は
、
宗
教
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教
育
は
学
校
外
で
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
時
間
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が
授
業
時
間
外
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
者
に
関
し
、
政
教
分
離
法
は
、
ヨ

八
八
二
年
二
月
二
八
日
の
法
律
二
条
の
規
定
に
従
い
、
宗
教
教
育

は
…
…
授
業
時
間
外
に
の
み
施
す
こ
と
が
で
き
る
」
Ｔ
一〇
条
）
と
規
定
す
る
。
ま
た
、　
一
九
六
〇
年
四
月
二
二
日
の
デ
ク
レ
は
、
コ
不
教

教
育
は
、
親
が
希
望
す
る
場
合
、
木
曜
日
、
さ
も
な
け
れ
ば
他
の

一
日
に
学
校
外
で
授
業
時
間
外
に
施
さ
れ
る
」
（五
条
）
と
も
規
定
す

る
。
つ
ま
り
、
宗
教
教
育
の
実
施
は
必
ず
し
も
休
校
日
に
限
ら
れ
ず
、
そ
れ
は
休
校
日
以
外
の
日
で
も
、
始
業
前
あ
る
い
は
終
業
後
で

あ
れ
ば
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
休
校
日
は
、　
一
九
七
二
年
ま
で
木
曜
日
で
あ
っ
た
が
、　
一
九
七
二
年
以
降
水
曜
日
で
あ
る
。

だ
が
、
近
時
、
水
曜
日
の
休
校
日
を
土
曜
日
に
移
す
動
き
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
は
、
土
曜
日
で
は
カ
テ
キ
ズ
ム
の
実
施
が
困
難
に

な
る
と
考
え
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
反
対
す
る
。

２
　
施
設
付
司
祭

こ
れ
は
、
中
等
教
育
施
設
、
病
院
、
刑
務
所
な
ど
の
一
定
の
公
共
施
設
で
宗
教
儀
式
な
ど
を
行
う
諸
宗
教
の
宗
教
教
師
の
こ
と
で
あ

る
。
政
教
分
離
法
は
施
設
付
司
祭
を
公
共
施
設
に
配
置
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、　
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
判
例

が
、
生
徒
の
礼
拝
の
自
由
を
保
障
す
る
上
で
学
校
付
司
祭
が
不
可
欠
な
場
合
に
は
、
そ
の
役
務
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
。
さ
ら
に
は
、
「公
教
育
の
生
徒
に
対
し
礼
拝
と
宗
教
教
育
の
自
由
を
保
障
す
る
た
め
に
有
用
な
あ
ら
ゆ
る
措
置
を
と
る
」
■

条
三

項
）
と
定
め
る
、
前
述
の
ド
ブ
レ
法
に
よ
り
、
学
校
付
司
祭
が
中
等
教
育
機
関
に

一
般
的
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
し
か
も
学
校
付
司

祭
が
、
休
校
日
で
あ
る
水
曜
日
な
ど
の
授
業
時
間
外
で
は
あ
る
が
、
場
合
に
よ
れ
ば
校
内
で
、
宗
教
教
育
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
今
日
、
学
校
付
司
祭
の
役
務
に
か
な
り
の
便
宜
が
図
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、　
一
九
八
八
年
四
月
二
二
日
の
通
達
に
は
、
「施
設

付
司
祭
が
施
設
内
で
働
く
場
合
に
彼
の
役
務
の
自
由
な
活
動
を
助
け
る
た
め
」
、施
設
付
司
祭
の
担
当
者
が
施
設
付
司
祭
の
役
務
の
利
用

を
登
録
し
て
い
る
生
徒
と
面
会
す
る
た
め
の
部
屋
が

一
定
時
間
そ
の
担
当
者
に
割
り
当
て
ら
れ
る
べ
き
こ
と
が
、
指
示
さ
れ
る
。



３
　
を不
教
儀
式
参
加
の
た
め
の
欠
席
許
可

公
教
育
が
生
徒
の
宗
教
の
自
由
を
確
保
す
る
例
と
し
て
、
生
徒
が
自
己
の
属
す
る
宗
教
の
祝
祭
日
な
ど
に
宗
教
儀
式
に
参
加
す
る
た

め
の
欠
席
が
、
慣
行
上
許
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
欠
席
許
可
は
、
慣
行
的
に
行
わ
れ
て
き
た
行
政
実
務
で

あ
り
、
後
述
の
判
例
が
示
す
よ
う
に
確
定
的
な
制
度
と
は
い
い
が
た
い
。
だ
が
、
こ
の
行
政
実
務
に
も
生
徒
の
宗
教
的
自
由
の
保
障
の

た
め
の
具
体
的
措
置
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
こ
れ
も
こ
こ
で
触
れ
る
価
値
が
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
に
つ
い
て
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
と
っ
て
重
要
な
初
聖
体
拝
領

（ｏ
お
ヨ
【０お

８
８
８
Ｅ
』８
）
に
つ
い
て
、　
一

八
八
七
年

一
月

一
八
日
の
公
立
初
等
学
校
に
関
す
る
ア
レ

、́理
は
ヽ
「初
聖
体
拝
領
前
の
一
週
間
、
教
諭
は
、
生
徒
に
対
し
、
彼
ら
が
自
己

の
宗
教
的
義
務
の
た
め
教
会

へ
赴
く
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
時
に
、
学
校
を
離
れ
る
の
を
許
可
す
る
こ
と
と
す
る
」
（五
条
）
と
定
め
、

一
九
〇
三
年
の
通
達
も
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
。
ま
た
、
親
の
書
面
に
よ
る
申
請
に
基
づ
き
、
生
徒
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
司
祭
の
侍

者
と
し
て
、
葬
式
や
結
婚
式
に
出
席
す
る
た
め
に
授
業
を
欠
席
す
る
こ
と
も
、
こ
の
種
の
宗
教
儀
式
が
制
度
的
に
授
業
時
間
内
に
定
め

ら
れ
な
い
な
ど
の
留
保
つ
き
で
、
許
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
（饗

。

次
に
、　
一
般
に
フ
ラ
ン
ス
の
休
日
が
キ
リ
ス
ト
教
の
暦
に
準
拠
し
て
い
る
た
め
宗
教
上
の
祝
祭

へ
の
参
加
が
困
難
な
立
場
に
あ
る
ユ

ダ
ヤ
教
徒
お
よ
び
イ
ス
ラ
ム
教
徒
な
ど
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
今
日
、
宗
教
的
祝
祭
日
に
行
わ
れ
る
宗
教
儀
式
の
参
加
の
た
め
出
席
の

免
除
を
要
求
す
る
、　
ユ
ダ
ヤ
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
な
ど
の
子
ど
も
に
欠
席
を
許
可
す
る
よ
う
に
、
政
府
は
、
毎
年
、
通
達
に
よ
り
校
長
等

に
対
し
勧
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
各
学
校
の
校
長
な
ど
に
宛
て
ら
れ
た

一
九
八
七
年
六
月

一
一
日
の
通
達
は
、
五
つ
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
祝

祭
日
を
列
挙
し
、
こ
れ
ら
の
日
が
平
日
に
な
る
場
合
、
「業
務
の
正
常
な
運
営
と
両
立
し
う
る
限
り
に
お
い
て
」
、
学
生

。
生
徒
に
、
欠

席
許
可
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
示
す
。
ま
た
、
こ
の
欠
席
許
可
と
同
様
に
理
解
さ
れ
う
る
も
の
と
し
て
、
試
験
が
ユ
ダ
ヤ
教

徒
の
労
働
を
禁
じ
ら
れ
る
土
曜
日
に
当
た
る
場
合
に
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
生
徒
の
た
め
に
設
定
さ
れ
る
特
別
な
試
験
期
間
と
い
う
実
胆
、
食
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物
に
関
す
る
宗
教
戒
律
を
守
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
学
校
の
食
堂
の
制
度
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
儀
式
参
加
の
た
め
の
欠
席
の
許
可
は
、
教
育
の
義
務
性
と
緊
張
関
係
を
持
つ
。
だ
が
、
宗
教
上
の
祝

祭
日
の
よ
う
な
特
別
な
日
の
宗
教
儀
式
参
加
は
正
当
な
欠
席
理
由
だ
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
種
の
欠
席
許
可
が
義
務
教
育
と
相
い
れ
な
い

と
は
見
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
次
の
文
書
が
そ
れ
を
示
す
。　
一
九
七
二
年

一
一
月
六
日
の
回
答
は
、
「通
学
の
義
務
に
関
し
、
生

徒
が
自
ら
の
宗
教
の
祭
儀
を
守
る
と
い
う
こ
と
を
欠
席
の
正
当
な
理
由
と
見
な
す
の
が
適
当
で
あ
る
」
と
明
言
し
、
さ
ら
に
、
前
述
し

た
ジ
ョ
ス
パ
ン
国
民
教
育
相
の
一
九
八
九
年
通
達
も
次
の
よ
う
に
記
述
す
る
。
「教
育
の
義
務
性
と
い
う
こ
と
は
、
・…
‥
全
国
的
に
確
立

し
た
暦
に
含
ま
れ
る
宗
教
的
祝
祭
日
に
相
応
す
る
日
で
あ
り
、
欠
席
許
可
か
ら
就
学
に
支
障
が
生
じ
な
い
限
り
、
特
定
の
特
別
な
日
に

例
外
的
に
欠
席
許
可
が
与
え
ら
れ
る
の
を
、
禁
じ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
。

な
お
、
以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
種
の
欠
席
許
可
は
法
律
や
デ
ク
レ
の
規
定
の
対
象
と
は
な
ら
ず
、
そ
の
直
接
の
根
拠
は

た
か
だ
か
通
達
類
に
見
い
だ
さ
れ
る
も
の
で
し
か
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
法
的
根
拠
の
弱
さ
は
、
各
学
校
が
そ
の
実
情
に
応
じ
て
少
数

派
の
宗
教
を
考
慮
す
る
の
に
適
す
る
と
も
い
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
日
、
学
校
レ
ベ
ル
で
の
欠
席
許
可
な
ど
に
よ
り
、
少
数
派

の
宗
教
に
属
す
る
子
ど
も
に
も
そ
の
宗
教
信
仰
に
適
合
し
た
き
め
細
か
い
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
現
実
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
以
上
に
見
た
欠
席
許
可
は
、
あ
く
ま
で
慣
行
上
の
行
政
実
務
に
過
ぎ
ず
、
生
徒
の
宗
教
的
理
由
に
よ
る
欠
席
の
要

求
を
認
め
る
の
を
行
政
機
関
は
義
務
づ
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
生
徒
が
宗
教
的
理
由
か
ら
欠
席
す
る
権

利
を
持
つ
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。　
一
九
九
五
年
四
月

一
四
日
に
出
た
二
つ
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
総
会
判
決
が
こ
の
点
を

明
確
に
し
た
。

そ
の
判
決
の
一
つ
は
フ
ラ
ン
ス
・
ユ
ダ
ヤ
教
中
央
長
老
会

（ｏ
９
∽●
ｏ
』お
８
●
け【“
お

，
■
∽『な
】〓
２
８

『
【８
ｏ９

事
件
に
関
す
る
も

の
で
あ
る
。
そ
の
事
案
は
、
「生
徒
の
義
務
は
、
そ
の
学
習
に
固
有
な
努
め
の
達
成
に
あ
る
。
そ
の
義
務
は
、
規
則
的
な
出
席
お
よ
び
学



校
の
運
営
と
集
団
生
活
の
規
則
と
の
尊
重
を
含
む
」
と
い
う

一
九
八
九
年
七
月

一
〇
日
の
教
育
基
本
法

（σ
　
Ｑ
．ｏ
『一８
け”
一』８

∽日

】．

０２
８
一』ｏ
こ
　
一
〇
条
に
基
づ
き
制
定
さ
れ
た
、　
一
九
九

一
年
二
月

一
八
日
の
デ
ク
レ
八
条

（
一
九
八
九
年
七
月

一
〇
日
の
法
律
に
い
つ
出

席
義
務

（ｏ
σ
一一吟
”
［【ｏ
●
Ｑ
．３
∽一０
口
】一ｅ

は
、
生
徒
に
と
っ
て
、
学
校
の
時
間
割
が
定
め
る
授
業
時
間
に
従
う
こ
と
に
あ
る
し

の
規
定
に
つ
い
て
、

フ
ラ
ン
ス
・
ユ
ダ
ヤ
教
中
央
長
老
会
な
ど
の
団
体
が
、　
ユ
ダ
ヤ
教
徒
に
と
っ
て
重
要
な
土
曜
日
の
安
息
に
必
要
な
欠
席
の
許
可
を
受
け

る
可
能
性
を
定
め
て
い
な
い
と
し
て
、　
一
九
九

一
年
デ
ク
レ
の
規
定
の
取
り
消
し
を
求
め
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
判
決
は
欠
席
許
可

を
受
け
る
権
利
を
基
本
的
に
否
定
し
た
。
だ
が
判
決
理
由
の
な
か
に
、
次
の
よ
う
に
宗
教
的
理
由
か
ら
生
徒
が
個
別
的
に
欠
席
許
可
を

受
け
る
余
地
が
あ
る
こ
と
を
も
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
生
徒
の
出
席
義
務
を
定
め
る
法
令
は
、
「欠
席
が
生
徒
の
学
習
に
本
質
的
に
内
在

す
る
努
め
の
達
成
お
よ
び
公
の
秩
序
に
適
合
し
得
る
場
合
に
、
あ
る
宗
教
の
礼
拝
ま
た
は
宗
教
的
視
祭
の
挙
行
に
必
要
な
欠
席
の
許
可

を
求
め
る
生
徒
に
そ
の
欠
席
の
許
可
を
個
別
的
に
受
け
る
こ
と
を
禁
じ
る
目
的
を
持
た
ず
、
法
的
に
そ
の
よ
う
な
効
果
を
持
ち
え
な

い
」
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

も
う

一
つ
の
判
決
は
、　
ユ
ダ
ヤ
教
徒
が
毎
土
曜
日
の
授
業

へ
の
出
席
の
免
除
を
求
め
つ
つ
グ
ラ
ン
ド
ゼ
コ
ー
ル
準
備
学
級
の
高
等
数

学
科

へ
の
入
学
を
求
め
た
コ
エ
ン
事
件
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
こ
の
判
決
に
お
い
て
、
生
徒
が
個
別
的

な
欠
席
許
可
を
受
け
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
し
つ
つ
も
、
「高
等
数
学
科
の
時
間
割
が
土
曜
日
の
午
前
中
に
行
わ
れ
る
多
数
の
講
義
と

試
験
を
含
む
以
上
、
高
等
数
学
科
の
生
徒
の
学
習
に
本
質
的
に
内
在
す
る
拘
束
は
、
正
常
な
就
学
が
土
曜
日
の
出
席
義
務
に
つ
い
て
の

無
条
件
の
特
例
を
伴
う
こ
と
を
妨
げ
る
」
、
と
の
判
断
を
示
し
た
。
こ
の
よ
う
に
コ
ン
セ
イ

ユ
・デ
タ
は
、
宗
教
的
理
由
に
よ
る
個
別
的

な
欠
席
許
可
の
可
能
性
を
否
定
し
な
い
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
か
な
り
制
限
的
に
考
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。
そ
れ
で
も
な

お
、
こ
の
判
例
に
お
い
て
、
公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
と
生
徒
の
宗
教
的
自
由
と
が
衝
突
す
る
と
思
わ
れ
る
問
題
に
関
し
て
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・

デ
タ
が
具
体
的
状
況
を
検
討
し
つ
つ
両
者
を
調
整
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
示
し
た
点
は
興
味
深
い
。
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第
二
節
　
イ

ス
ラ
ム
の
ス
カ
ー
フ
事
件

公
立
の
コ
レ
ー
ジ
ュ
ー
ー
わ
が
国
の
中
学
校
に
相
当
す
る
―
―
で
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
女
子
生
徒
が
、
髪
あ
る
い
は
一月
を
覆
う
た
め
の

女
性
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
特
有
の
ヴ
ェ
ー
ル
と
な
る
ス
カ
ー
フ
を
着
用
し
、
学
校
側
が
ス
カ
ー
フ
を
と
る
よ
う
に
求
め
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
授
業
中
に
も
そ
れ
を
と
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
の
が
、
イ
ス
ラ
ム
の
ス
カ
ー
フ
事
件
↑
』」”
」お
２

♂
〓
】鶴
２
∽ご
ヨ
】ｅ
ｃ

で
あ
（型

。
こ
の
事
件
で
は
、
自
ら
が
イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
あ
る
こ
と
を
表
明
す
る
ヴ
ェ
ー
ル
を
生
徒
が
公
立
学
校
で
着
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
た
。
こ
こ
で
は
公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ

・
宗
教
的
中
立
性
と
と
も
に
生
徒
の
宗
教
的
自
由
の
限
界
が
問
題
と
な

り
、
し
か
も
ラ
イ
シ
テ
と
生
徒
の
自
由
と
が
衝
突
し
て
い
る
よ
う
に
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
意
味
で
、
ス
カ
ー
フ
事
件
は
公
教
育

の
ラ
イ
シ
テ
に
関
す
る
興
味
深
い
問
題
点
を
含
む
。
こ
の
事
件
は

一
九
八
九
年
に
始
ま
っ
た
の
ち
数
年
に
わ
た
っ
て
大
き
な
論
議
の
的

と
な
り
、
ま
た
フ
ラ
ン
ス
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
に
ぎ
わ
せ
、
そ
の
間
に
い
く
つ
か
の
通
達
お
よ
び
判
例
が
出
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
以
下
、

①

一
九
八
九
年
の
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
意
見
、
②
そ
の
意
見
か
ら

一
九
九
四
年
国
民
教
育
相
通
達
ま
で
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判

例
、
③

一
九
九
四
年
国
民
教
育
相
通
達
以
降
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
例
に
分
け
て
、
イ
ス
ラ
ム
の
ス
カ
ー
フ
事
件

へ
の
対
応
を
見

る
こ
と
に
し
よ
う
。

一
　

一
九
八
九
年
の
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
意
見

イ
ス
ラ
ム
の
ス
カ
ー
フ
事
件
に
つ
い
て
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
初
め
て
判
断
を
示
し
た
の
は
、　
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
が
政
府
の
諮
問

機
関
と
し
て
―
―

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
フ
ラ
ン
ス
の
最
高
行
政
裁
判
所
で
あ
る
と
同
時
に
政
府
の
諮
問
機
関
で
も
あ
る
―
―

一
九
八



九
年

一
一
月
二
七
日
に
出
し
た
意
（馳

↑
く
こ

に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
意
見
を
正
確
に
理
解
す
る
に
は
、
そ
の
意
見
が
出
さ
れ
た
頃
の

状
況
を
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
事
の
発
端
は
、　
一
九
八
九
年
の
新
学
期
に
パ
リ
北
郊
ク
レ
テ
イ

ユ
の
公
立
コ
レ
ー
ジ
ュ
で
女
子
生

徒
が
ス
カ
ー
フ
を
授
業
中
に
も
着
用
す
る
よ
う
に
な
り
、
ス
カ
ー
フ
を
と
る
よ
う
に
求
め
る
学
校
当
局
と
女
子
中
学
生
や
親
と
が
対
立

し
、　
つ
い
に
校
長
が
問
題
の
生
徒
を
出
席
停
止
処
分
に
す
る
に
至

っ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
こ
の
事
件
を
フ
ラ
ン
ス
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が

取
り
上
げ
た
の
が
契
機
と
な
っ
て
、
公
立
学
校
内
で
の
ス
カ
ー
フ
着
用
が
ラ
イ
シ
テ
に
反
し
な
い
か
が
、
世
論
を
三
分
す
る
国
民
的
な

議
論
の
対
象
と
な
っ
た
。　
一
方
で
は
、
ス
カ
ー
フ
の
着
用
は
生
徒
の
宗
教
的
自
由
と
し
て
認
め
る
べ
き
だ
と
い
う
意
見
が
あ
り
、
他
方

で
、
ス
カ
ー
フ
の
着
用
は
ラ
イ
シ
テ
に
反
し
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
主
張
も
強
か
っ
た
。
も

っ
と
も
、
ス
カ
ー
フ
反
対
論
は
、
以
前
か

ら
公
立
学
校
で
黙
認
さ
れ
て
き
た
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
生
徒
の
十
字
架
の
ペ
ン
ダ
ン
ト
の
着
用
や
ユ
ダ
ヤ
教
徒
男
子
生
徒
が
か
ぶ
る
特

有
の
帽
子
な
ど
は
問
題
に
せ
ず
、
と
く
に
イ
ス
ラ
ム
の
ス
カ
ー
フ
の
み
を
問
題
と
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
そ
の
考
え
の
背
後
に
は
、

イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
ラ
イ
ン
テ
を
認
め
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
イ
ス
ラ
ム
教
が
男
女
平
等
を
認
め
て
い
な
い
こ
と
―
―

ス
カ
ー
フ
反
対
論

者
は
ス
カ
ー
フ
が
女
性
を
抑
圧
す
る
も
の
だ
と
見
る
―
―
、
ス
カ
ー
フ
着
用
を
認
め
る
と
そ
れ
を
重
視
す
る
イ
ス
ラ
ム
原
理
主
義
者
の

策
略
の
容
認
に
つ
な
が
る
こ
と
、
な
ど
へ
の
警
戒
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
他
方
、
ス
カ
ー
フ
容
認
論
に
も
、
ス
カ
ー
フ
を
着
用
す
る
生
徒

を
公
立
学
校
に
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
生
徒
は
共
和
国
の
価
値
を
学
ぶ
機
会
を
失
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
、
ま
た
ス
カ
ー
フ
の
着
用
を

容
認
す
る
方
が
イ
ス
ラ
ム
教
徒
を
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
同
化
す
る
の
を
助
け
る
な
ど
と
い
う
考
慮
が
含
ま
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
イ
ス
ラ

ム
の
ス
カ
ー
フ
事
件
は
単
に
ラ
イ
シ
テ
に
関
す
る
法
的
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
処
遇
な

ど
、
よ
り
大
き
な
次
元
の
論
議
を
伴
い
う
る
問
題
で
も
あ
る
こ
と
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
ス
カ
ー
フ
事
件
に
関
す
る
世
論
の
混
乱
を
前
に
し
て
、
対
応
に
苦
慮
し
た
ジ
ョ
ス
パ
ン
国
民
教
育
相
が
コ
ン
セ
イ

ユ
・

デ
タ
に
対
し
こ
の
問
題
に
関
す
る
法
的
意
見
を
求
め
、
こ
つ
し
て
出
さ
れ
た
の
が
、
前
述
の
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
意
見
で
あ
る
。
こ
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の
意
見
に
お
い
て
、　
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
は
、
多
く
の
法
規
定
を
検
討
し
た
う
え
で
、
ラ
イ
シ
テ
と
宗
教
的
自
由
を
調
和
的
に
把
握
し

つ
つ
、
生
徒
の
自
由
の
限
界
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
姿
勢
を
と
っ
た
。
ま
ず
、　
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
は
、
ス
カ
ー
フ
事
件
に
関
し
て

参
照
す
べ
き
法
と
し
て
次
の
規
定
を
列
挙
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「何
人
も
、
た
と
え
宗
教
的
意
見
で
あ

っ
て
も
、
意
見
の
表
明
が
法
律
の

確
定
し
た
公
の
秩
序
を
混
乱
さ
せ
る
も
の
で
な
い
か
ざ
り
、
そ
の
意
見
に
つ
い
て
不
安
に
さ
れ
て
な
ら
な
い
」
、
と
し
て
良
心
の
自
由
を

う
た
っ
た

一
七
八
九
年
の
人
権
宣
言

一
〇
条
、
共
和
国
の
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
と
と
も
に

「
共
和
国
は
出
生
、
人
種
ま
た
は
宗
教
の
差
別

な
く
す
べ
て
の
市
民
の
法
律
の
前
の
平
等
を
確
保
す
る
。
共
和
国
は
す
べ
て
の
信
仰
を
尊
重
す
る
」
と
規
定
す
る

一
九
五
八
年
憲
法
の

改
正
前
の
二
条

一
項
（現

一
条
）、
「
コ
レ
ー
ジ
ュ
お
よ
び
リ
セ
に
お
い
て
、
生
徒
は
、
多
様
性
の
尊
重
と
中
立
性
の
原
則
の
枠
内
に
お
い

て
、
情
報
を
受
け
る
権
利
お
よ
び
表
現
の
自
由
を
有
す
る
。
こ
れ
ら
の
自
由
の
行
使
は
、
教
育
活
動
を
阻
害
し
て
は
な
ら
な
い
」
、
と
定

め
る
前
述
の

一
九
八
九
年
の
教
育
基
本
法

一
〇
条
な
ど
の
多
数
の
国
内
法
今
、
さ
ら
に
は

一
九
五
〇
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
な
ど

の
い
く
つ
か
の
国
際
条
約
で
あ
る
。
そ
し
て
、　
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
検
討
し
て
、
公
立
学
校
に
お
け
る
生
徒
の

宗
教
的
標
章
の
着
用
が
許
さ
れ
る
か
に
つ
き
、
次
の
よ
う
な
判
断
を
示
し
た
。

憲
法
規
定
と
法
律
規
定
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
の
国
際
条
約
上
の
義
務
か
ら
、
国
家
の
ラ
イ
シ
テ
お
よ
び
公
役
務
全
体
の
中
立
性
の
諸
要
素
の

一
つ
で
あ
る
、
公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
は
、
一
方
で
は
教
育
課
程
お
よ
び
教
員
に
よ
る
教
育
の
中
立
性
を
尊
重
し
つ
つ
、
他
方
で
生
徒
の

良
心
の
自
由
を
尊
重
し
つ
つ
、
教
育
が
施
さ
れ
る
こ
と
を
命
じ
る
こ
と
が
、
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
同
諸
規
定
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
の
国
際
条
約
上

の
義
務
に
よ
り
指
摘
さ
れ
る
諸
原
則
に
従
い
、
生
徒
の
信
条
あ
る
い
は
宗
教
信
仰
に
基
づ
く
教
育
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
お
け
る
い
か
な
る
差
別

も
禁
止
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
生
徒
に
認
め
ら
れ
る
自
由
は
、
多
様
性
お
よ
び
他
者
の
自
由
の
尊
重
の
枠
内
に
お
い
て
、
教
育
活
動
、
教
育
課
程
の
内
容
な
ら

び
に
出
席
の
義
務
を
阻
害
す
る
こ
と
な
く
、
学
校
内
で
自
己
の
宗
教
信
仰
を
表
現
、
表
明
す
る
権
利
を
含
む
。



そ
の
行
使
は
、
工立
法
者
が
教
育
の
公
役
務
に
付
与
し
た
任
務
、
と
り
わ
け
子
ど
も
に
よ
る
教
養
の
修
得
な
ら
び
に
職
業
生
活
お
よ
び
人
間
と

市
民
と
し
て
の
責
任
へ
の
子
ど
も
の
備
え
を
可
能
に
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
子
ど
も
の
人
格
の
発
達
に
寄
与
し
、
子
ど
も
に
個
人
、
そ
の
出
身

国
お
よ
び
そ
の
差
異
の
尊
重
を
教
え
こ
み
、
男
女
平
等
を
保
障
し
、
促
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
任
務
の
遂
行
の
妨
げ
と
な
る
限
り
に

お
い
て
、
制
限
さ
れ
る
。

以
上
に
述
べ
た
こ
と
か
ら
、
次
の
こ
と
が
結
論
さ
れ
る
。
学
校
に
お
い
て
生
徒
が
あ
る
宗
教
に
属
す
る
こ
と
を
表
明
し
よ
う
と
す
る
標
章

●
∞
●
ｅ

の
着
用
そ
れ
自
体
は
、
そ
れ
が
宗
教
信
仰
の
表
明
、
表
現
の
自
由
の
行
使
を
構
成
す
る
限
り
で
、
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
に
は
抵
触
し

な
い
。
し
か
し
、
こ
の
自
由
は
、
標
章
の
性
質
に
よ
り
、
標
章
が
個
人
的
ま
た
は
集
団
的
に
着
用
さ
れ
て
い
る
状
況
に
よ
り
、
あ
る
い
は
そ
の

誇
ら
し
げ
に
見
せ
び
ら
か
す

δ
∽けｏ
●
け”
け０
」お
）
性
格
ま
た
は
権
利
要
求
的
な
性
格
に
よ
り
、
そ
れ
が
圧
力
、
一扇
動
、
改
宗
勧
誘
ま
た
は
宣
伝

の
行
為
を
構
成
し
、
生
徒
ま
た
は
教
育
共
同
体
の
他
の
構
成
員
の
尊
厳
と
自
由
を
侵
害
し
、
彼
ら
の
健
康
ま
た
は
安
全
を
危
う
く
し
、
教
員
の

教
育
活
動
お
よ
び
教
育
的
役
割
を
妨
げ
、
学
校
に
お
け
る
秩
序
あ
る
い
は
公
役
務
の
正
常
な
運
営
を
混
乱
さ
せ
る
よ
う
な
宗
教
所
属
の
標
章

を
、
生
徒
が
公
然
と
見
せ
び
ら
か
す
の
を
許
す
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、　
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
は
、
公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
な
ら
び
に
良
心
の
自
由
の
内
容
を
国
際
条
約
を
含
む
多
数
の
実
定
法

規
定
に
基
づ
き
検
討
し
、
そ
れ
に
よ
り
生
徒
の
学
校
内
で
自
己
の
宗
教
信
仰
表
明
の
自
由
を
導
き
だ
し
、
そ
の
結
果
、
宗
教
所
属
の
標

章
の
着
用
は
原
則
と
し
て
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
に
抵
触
し
な
い
も
の
と
し
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
、　
コ
ン
セ
イ

ユ
・デ
タ
は
、
「良
心
の
自

（９７
）

由
を
ラ
イ
シ
テ
よ
り
も
優
位
さ
せ
た
」
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、　
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
生
徒
の
自
由
を
認
め
る
だ
け
で
な
く
、
自

由
の
原
則
の
例
外
も
明
示
し
た
点
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。　
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
は
、
宗
教
的
標
章
の
着
用
の
自
由
を
無
制
限
な

も
の
と
は
せ
ず
、
標
章
そ
れ
自
体
、
標
章
着
用
の
状
況
、
着
用
に
伴
う
行
動
お
よ
び
着
用
が
他
人
に
生
ぜ
し
め
る
影
響
と
い
う
四
つ
の

観
点
か
ら
そ
の
自
由
を
限
界
づ
け
た
の
で
あ
響
。
そ
し
て
ヽ
具
体
的
な
ス
カ
ー
フ
の
着
用
が
こ
の
よ
う
な
生
徒
の
宗
教
信
仰
の
表
現
の
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自
由
の
限
界
を
超
え
る
か
ど
う
か
の
判
断
が
、
そ
の
後
の
ス
カ
ー
フ
事
件
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
意
見
が
示
し
た
公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
に
つ
い
て
の
理
解
が

「新
し
い
ラ
イ
シ
テ
」
を
明
確
に
し
た
と
見
る
者
は
、

少
な
く
な
い
。
教
会
史
学
者
ル
ネ
。
レ
モ
ン

兌
８
い
”
い８
８
ｅ

も
そ
の
一
人
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
イ
ス
ラ
ム
の
ス
カ
ー
フ
事
件
を

め
ぐ
る
論
議
に
お
い
て
ラ
イ
シ
テ
に
関
す
る
二
つ
の
解
釈
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
た
。　
一
方
は
、
よ
り
古
い
伝
統
的
な
ラ
イ
シ
テ
で
あ

り
、
他
方
は
、
よ
り
大
き
な
自
由
に
結
び
付
く
ラ
イ
シ
テ
で
あ
る
。
前
者
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
が
共
和
制
を
脅
か
し
て
い
た
こ
と
を
背
景

に
、
反
教
権
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
共
和
派
が
追
求
し
た
ラ
イ
シ
テ
で
あ
り
、
そ
れ
は
国
民
の
統

一
性
に
結
び
付
き
、
思
想
の
多

様
性
を
承
認
し
な
い
傾
向
を
示
す
。
そ
れ
に
対
し
後
者
は
、
ラ
イ
シ
テ
の
本
質
を
承
認
す
る
も
の
の
、
思
想
の
多
様
性
を
ラ
イ
シ
テ
に

反
す
る
も
の
と
は
考
え
な
い
立
場
で
あ
る
。
こ
の
フ
ち
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
意
見
の
採
っ
た
解
釈
は
後
者
の
よ
り
開
か
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
、
と
レ
モ
ン
は
見
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
後
者
の
よ
う
な
見
方
を
す
れ
ば
、
ラ
イ
ン
テ
を
寛
容
と
い
う
意
味
で
理
解
す

る
こ
と
に
な
る
。

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
調
査
官
で
後
述
の

一
九
九
二
年
判
決
の
事
件
で
論
告
を
担
当
し
た
ダ
ビ

・
ケ
ス
レ

（∪
を
こ

バ
ｏ∽∽】ｏ『）も
、
そ
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
た
。
「学
校
で
の
ラ
イ
シ
テ
に
関
し
て
、
意
見
は
最
も
熱
心
な
擁
護
者
が
も

っ
て
い
た
あ
ま
り

に
厳
し
い
ア
プ

ロ
ー
チ
を
懸
命
に
覆
そ
う
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。
ラ
イ
シ
テ
は
も
は
や
あ
ら
ゆ
る
宗
教
的
表
明
の
禁
止
を
正
当
化
す
る

原
則
と
し
て
は
現
れ
な
い
。
教
育
が
さ
ま
ざ
ま
な
信
念
の
表
現
を
禁
止
す
る
か
ら
で
は
な
く
、
逆
に
そ
れ
ら
を
す
べ
て
寛
容
に
す
る
か

ら
、
教
育
は
ラ
イ
ッ
ク
な
の
で
あ
る
」
と
。

も
つ
と
も
、
か
つ
て
か
ら
、
公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
が
生
徒
の
宗
教
的
自
由
の
実
質
的
保
障
と
結
び
付
く
宗
教
的
中
立
性
と
把
握
さ
れ

て
き
た
こ
と
か
ら
し
て
、　
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
示
し
た
ラ
イ
シ
テ
の
理
解
が
ま
っ
た
く
目
新
し
い
も
の
と
い
う
べ
き
か
は
、
疑
問
も

な
く
は
な
い
。
リ
ヴ
ェ
ロ
は
コ
ン
セ
イ
ユ
・デ
タ
の
意
見
に
お
け
る
新
し
い
点
に
つ
き
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
コ
ン
セ
イ

ユ
・デ
タ
は
、

ラ
イ
シ
テ
に
関
す
る
伝
統
的
な
法
的
概
念
か
ら
、
最
近
の
法
律
に
諸
法
律
に
基
づ
き
、
生
徒
に
認
め
ら
れ
る
、
校
内
で
自
己
の
宗
教
信



仰
を
表
明
す
る
権
利
、
と
い
う
新
し
い
結
論
を
引
き
出
し
て
い
る
」
と
。
こ
の
よ
う
な
見
方
か
ら
す
れ
ば
、　
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
意

見
が
承
認
し
た
校
内
で
の
宗
教
信
仰
の
表
現
の
自
由
は
確
か
に
従
来
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、　
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
と
る
ラ
イ
シ
テ
の

理
解
そ
の
も
の
は
従
来
と
同
じ
だ
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

一
一
　

一
九
九
四
年
通
達
ま
で
の
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
判
例

国
民
教
育
相
ジ
ョ
ス
パ
ン
は
、　
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
意
見
を
受
け
て
、　
一
九
八
九
年

一
二
月

一
二
日
に
、
地
方
教
育
機
関
や
校
長

に
対
し
、
「法
を
尊
重
し
毅
然
と
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
を
適
用
す
る
の
を
助
け
る
方
針
お
よ
び
指
示
を
与
え
る
」
通
達
を
出
し
（型

。
ジ
ヨ
ス

パ
ン
は
、
こ
の
通
達
に
お
い
て
、　
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
意
見
が
示
し
た
生
徒
に
よ
る
ス
カ
ー
フ
着
用
の
原
則
的
自
由
と
そ
の
例
外
と

を
確
認
し
な
が
ら
も
、
ス
カ
ー
フ
事
件

へ
の
対
処
の
た
め
の
指
針
を
示
し
た
。
そ
の
概
略
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
学
校
当
局
は
、
間

題
と
な
っ
て
い
る
生
徒
と
親
に
ス
カ
ー
フ
の
着
用
を
や
め
る
よ
う
に
対
話
を
し
て
紛
争
を
解
決
す
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
る
。
さ
ら
に
対

話
で
解
決
し
な
い
場
合
、
学
校
当
局
は
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
意
見
を
尊
重
し
つ
つ
懲
戒
手
続
を
開
始
す
る
こ
と
―
―

コ
ン
セ
イ

ユ
・

デ
タ
の
意
見
は
、
ス
カ
ー
フ
の
着
用
が
前
述
の
例
外
に
当
た
る
場
合
、
校
長
は
生
徒
の
退
学
を
含
む
懲
戒
処
分
を
と
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
を
示
し
て
い
た
―
―
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
（コ

。
こ
の
よ
う
に
校
内
で
の
宗
教
的
標
章
の
着
用
の
問
題
の
解
決
は
、
各
学

校
で
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
具
体
的
場
合
に
お
い
て
、
生
徒
の
ス
カ
ー
フ
の
着
用
が
認
め
ら
れ
る
か
、
認
め
ら
れ
な

い
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
う
え
で
不
明
確
な
点
が
残
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
後
、
毎
年
の
よ
う
に
新
学
期
に
再
発

し
た
イ
ス
ラ
ム
の
ス
カ
ー
フ
事
件
を
め
ぐ
り
各
地
の
教
育
現
場
で
紛
争
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
種
の
紛
争
が
行
政
訴
訟
に
な
り
、
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
が
コ
ン
セ
イ
ユ
・デ
タ
に
係
属
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
コ
ン
セ
イ

ユ
・

デ
タ
は
、
今
度
は
行
政
裁
判
所
と
し
て
、
自
ら
が

一
九
八
九
年
意
見
に
示
し
た
生
徒
の
自
由
の
限
界
に
つ
い
て
の
判
断
基
準
を
具
体
的
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事
件
に
適
用
し
た
。
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、　
コ
レ
ー
ジ
ュ
の
校
内
で
の
生
徒
に
よ
る
ス
カ
ー
フ
着
用
を
禁
止
し
た
校
則
あ
る
い
は
校

則
違
反
を
理
由
と
す
る
生
徒
の
退
学
処
分
を
争

っ
た
事
件
に
つ
い
て
の
一
九
九
二
年

一
一
月
二
日
の
判
決
お
よ
び

一
九
九
四
年
二
月

一

四
日
の
判
決
に
お
い
て
、
前
述
し
た

一
七
八
九
年
人
権
宣
言

一
〇
条
、
憲
法

一
条
お
よ
び
教
育
基
本
法

一
〇
条
を
参
照
し
、
か
つ
一
九

八
九
年
意
見
の
原
則
に
従
い
つ
つ
、
校
則
お
よ
び
退
学
処
分
を
違
法
と
し
た
。　
一
九
九
二
年
判
決
で
は
校
内
で
の
宗
教
的
、
政
治
的
な

あ
ら
ゆ
る
標
章
の
着
用
を
禁
止
し
た
校
則
が
問
題
と
な
り
、
他
方
、　
一
九
九
四
年
判
決
で
は
頭
に
覆
い
を
し
て
教
室
に
立
ち
入
る
こ
と

を
禁
止
す
る
と
い
う
禁
止
事
項
を
よ
り
限
定
し
た
校
則
が
問
題
と
な
っ
た
が
、
い
ず
れ
の
判
決
で
も
ス
カ
ー
フ
着
用
が
学
校
に
お
け
る

秩
序
を
混
乱
さ
せ
た
こ
と
な
ど
は
立
証
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
判
決
の
理
由
と
さ
れ
た
。
他
方
で
、
ス
カ
ー
フ
着
用
を
理
由
と

す
る
退
学
処
分
を
適
法
と
し
た
判
決
も
出
さ
れ
た
。　
一
九
九
五
年
二
月

一
〇
日
の
ア
ウ
キ
リ
判
決
が
そ
れ
で
あ
る
。
問
題
と
な
っ
た
事

件
は
、　
一
九
九
二
年
に
―
―
し
た
が
っ
て
後
述
の
バ
イ
ル
ー
通
達
以
前
の
事
件
で
あ
る
―
―

コ
レ
ー
ジ
ュ
の
体
育
の
授
業
で
生
徒
が
ス

カ
ー
フ
を
と
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
退
学
処
分
を
争

っ
た
も
の
で
あ
る
。　
一
九
九
五
年
の
判
決
は
、
や
は
り

一
九
八
九
年
意

見
の

一
般
論
お
よ
び
判
断
基
準
に
従
い
な
が
ら
も
、
生
徒
が
体
育
の
授
業
で
ス
カ
ー
フ
を
と
ら
な
い
こ
と
が
体
育
の
教
育
活
動
を
混
乱

さ
せ
た
こ
と
、
お
よ
び
ス
カ
ー
フ
を
着
用
し
た
生
徒
の
父
親
た
ち
が
校
門
の
前
で
生
徒
を
支
援
す
る
デ
モ
行
進
を
行
っ
た
こ
と
が
学
校

の
秩
序
を
混
乱
さ
せ
た
こ
と
―
―
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

一
九
八
九
年
意
見
に
お
い
て
生
徒
の
自
由
の
限
界
を
構
成
す
る
事
項
で
あ
る

―
―
、
を
理
由
と
し
て
、
退
学
処
分
を
適
法
と
し
た
。

〓
一　

一
九
九
四
年
通
達
以
降
の
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
判
例

一
九
九
四
年
九
月
二
〇
日
に
国
民
教
育
相
フ
ラ
ン
ソ
ワ

・
バ
イ
ル
ー

（コ
留
８
お
”
ミ
【８
）
が
イ
ス
ラ
ム
の
ス
カ
ー
フ
事
件
に
関
し

て
重
要
な
通
達
を
出
し
た
。
バ
イ
ル
ー
が
こ
の
時
期
に
通
達
を
出
し
た
の
は
、
与
党
で
あ
る
保
守
中
道
政
党
の
議
員
の
一
部
が
求
め
て



い
た
公
立
学
校
内
で
の
宗
教
的
標
章
の
着
用
を
端
的
に
禁
止
す
る
立
法
措
置
の
要
求
を
断
念
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
と
と
も
に
、
イ
ス

ラ
ム
原
理
主
義

へ
の
非
難
の
高
ま
り
、
な
ら
び
に
ス
カ
ー
フ
着
用
の
生
徒

へ
の
対
応
に
苦
慮
し
た
教
育
現
場
か
ら
の
こ
の
問
題

へ
の
明

確
な
対
応
策
の
要
請
が
背
景
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
バ
イ
ル
ー
通
達
は
、　
コ
ン
セ
イ

ユ
・デ
タ
の
判
例
を
参
照
し
な
が
ら
も
、
「あ

ま
り
に
誇
ら
し
げ
に
見
せ
び
ら
か
す
標
章
の
存
在
と
増
加
を
学
校
で
容
認
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
し
て
、
公
立
学
校
で
の
イ

ス
ラ
ム
の
ス
カ
ー
フ
の
着
用
を
制
限
す
る
の
を
基
本
方
針
と
し
た
。
そ
し
て
、
同
通
達
は
、
具
体
的
に
は
各
校
長
に
対
し
次
の
よ
う
な

校
則
を
制
定
す
る
よ
う
に
指
導
し
た
。
「宗
教
的
信
念

へ
の
個
人
的
愛
着
を
表
明
す
る
慎
み
深
い
標
章
の
生
徒
に
よ
る
着
用
は
許
さ
れ

る
。
だ
が
、
そ
れ
自
体
、
改
宗
勧
誘
ま
た
は
差
別
の
要
素
を
構
成
す
る
、
誇
ら
し
げ
に
見
せ
び
ら
か
す
標
章
は
禁
止
さ
れ
る
」
と
。
こ

の
通
達
は
、
ス
カ
ー
フ
の
着
用
の
状
況
を
細
か
く
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
「誇
ら
し
げ
に
見
せ
び
ら
か
す
」
ス
カ
ー
フ
そ
れ
自
体
を
禁
止

す
る
点
で
、　
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
判
例
と
は
異
な
る
考
え
に
立
つ
も
の
だ
と
も
見
ら
れ
た
。

と
も
か
く
、
こ
の

一
九
九
四
年
通
達
の
後
、
各
地
の
学
校
で
こ
の
種
の
校
則
が
制
定
さ
れ
、
こ
の
校
則
違
反
を
理
由
と
す
る
生
徒
の

退
学
処
分
が
繰
り
返
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
再
び
行
政
裁
判
所
の
判
断
の
対
象
に
な
っ
た
。
前
述
の
ア
ウ
キ
リ
判
決
が
ス
カ
ー
フ
着
用
に
対

し
厳
し
い
姿
勢
を
示
し
た
こ
と
も
あ

っ
て
、
イ
ス
ラ
ム
の
ス
カ
ー
フ
に
批
判
的
な
目
か
ら
、
裁
判
所
が
通
達
後
に
起
こ
っ
た
事
件
に
つ

い
て

一
九
八
九
年
意
見
以
来
の
判
断
の
仕
方
を
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
変
更
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
向
き
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
事
実
、

地
方
行
政
裁
判
所
の
判
決
に
は

一
九
九
四
年
通
達
の
趣
旨
に
沿
っ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
も
見
ら
れ
た
。

し
か
し
、　
一
九
九
六
年
五
月
二
〇
日
に
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
は
こ
の
種
の
四
つ
の
事
件
に
つ
い
て
、
退
学
処
分
を
違
法
と
す
る
判
決

を
出
し
、
以
前
か
ら
の
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
判
例
法
理
を
維
持
す
る
こ
と
を
示
し
た
。
こ
の
判
決
は
、　
一
九
八
九
年
意
見
お
よ
び

一

九
九
二
年
判
決
の
原
則
に
従
い
つ
つ
、
ス
カ
ー
フ
着
用
の
状
況
が
改
宗
勧
誘
や
圧
力
を
構
成
し
な
い
こ
と
、
ま
た
関
係
者
が
校
内
の
秩

序
を
混
乱
さ
せ
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
ス
カ
ー
フ
着
用
を
理
由
と
す
る
退
学
処
分
を
取
り
消
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
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判
決
で
は
、
バ
イ
ル
ー
通
達
に
基
づ
く
校
則
に
関
連
し
た
事
件
で
あ
る
こ
と
を
反
映
し
て
、
そ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
次
の
よ
う
な
判
示

が
見
ら
れ
た
。
買
生
徒
が
）自
己
の
宗
教
信
仰
を
表
明
し
よ
う
と
す
る
ス
カ
ー
フ
は
、
性
質
上
、
誇
ら
し
げ
に
見
せ
び
ら
か
す
性
格
ま
た

は
権
利
要
求
的
な
性
格
を
持
っ
た
り
、
あ
る
い
は
そ
の
着
用
だ
け
で
、
圧
力
、
一扇
動
、
改
宗
勧
誘
の
行
為
を
構
成
し
た
り
す
る
標
章
と

は
見
な
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
。
さ
ら
に
、　
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
同
年

一
〇
月
九
日
に
も
同
種
の
判
例
を
重
ね
た
。
こ
の

一
〇

月
判
決
は
、
公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
が
基
本
的
に
妥
当
し
な
い
ア
ル
ザ
ス
・
ロ
レ
ー
ヌ
地
方
に
あ
る
コ
レ
ー
ジ
ュ
の
事
件
で
あ
る

点
で
注
目
さ
れ
る
。

そ
れ
に
続
き
同
年

一
一
月
二
七
日
に
、　
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
各
地
で
起
こ
っ
た
合
計
二

一
件
の
イ
ス
ラ
ム
の
ス
カ
ー
フ
事
件
に

つ
い
て
判
決
を
出
し
た
。
こ
の
つ
ち

一
七
件
は
、
同
年
五
月
と

一
〇
月
の
判
決
と
同
様
の
判
断
方
法
に
よ
り
、
ス
カ
ー
フ
着
用
を
理
由

と
し
た
退
学
処
分
を
取
り
消
し
た
。
そ
れ
に
対
し
、
他
の
四
件
の
判
決
は
、　
一
九
九
五
年
の
ア
ウ
キ
リ
判
決
に
類
似
す
る
。
後
者
の
判

決
は
、
ス
カ
ー
フ
を
着
用
す
る
生
徒
が
校
内
に
大
き
な
混
乱
を
起
こ
し
た
抗
議
活
動
に
参
加
し
た
こ
と
が
生
徒
の
宗
教
信
仰
の
表
明
の

権
利
の
限
界
を
超
え
る
こ
と
、
ま
た
は
ス
カ
ー
フ
を
着
用
し
た
生
徒
が
正
当
な
理
由
も
な
く
体
育
、
特
に
水
泳
の
授
業
を
長
期
欠
席
し

た
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
ス
カ
ー
フ
を
着
用
し
た
生
徒
の
退
学
処
分
を
是
認
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、　
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
は
、
イ
ス
ラ
ム
の
ス
カ
ー
フ
が
誇
ら
し
げ
に
見
せ
び
ら
か
す
も
の
で
あ

っ
て
も
そ
の
着
用
そ
の

も
の
を
ラ
イ
ン
テ
の
原
則
に
抵
触
す
る
も
の
と
は
せ
ず
に
、
そ
れ
を
生
徒
の
自
由
の
範
囲
内
に
あ
る
と
考
え
つ
つ
、
具
体
的
に
そ
の
着

用
を
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
、
例
え
ば
、
学
校
の
秩
序
の
混
乱
な
ど
の
状
況
が
存
在
す
る
か
を
か
な
り
細
か
く
検
討
す
る
態

度
を
堅
持
し
て
い
る
。

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、　
コ
レ
ー
ジ
ュ
以
外
の
公
立
教
育
機
関
に
お
い
て
生
じ
た
イ
ス
ラ
ム
の
ス
カ
ー
フ
事
件

の
判
例
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
ま
ず
、
地
方
行
政
裁
判
所
の
判
例
と
し
て
大
学
病
院
の
看
護
学
校
に
関
す
る
事
件
の
も
の
が
あ
る
。



こ
れ
は
、
看
護
学
校
の
生
徒
が
ヴ
ュ
ー
ル
を
着
用
す
る
の
を
や
め
ず
外
科
手
術
用
の
帽
子
を
着
用
し
な
か
っ
た
こ
と
の
み
を
理
由
と
し

て
、
看
護
学
校
が
行
っ
た
、
そ
の
生
徒
の
退
学
処
分
を
取
り
消
し
た
判
決
で
あ
る
。
次
に
、　
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
例
と
し
て
は

一

九
九
六
年
七
月
二
六
日
の
リ
ー
ル
第
二
大
学
半‐

（測
が
ぁ
る
。
こ
の
事
件
は
、
同
大
学
の
法
学
部
が
行
っ
た
ス
カ
ー
フ
着
用
の
ま
ま
で
学

部
内
に
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
決
定
の
適
法
性
が
争
わ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
は
、　
コ
レ
ー
ジ
ュ
の
事

件
で
参
照
し
て
き
た
、　
一
七
八
九
年
人
権
宣
言

一
〇
条
、
憲
法

一
条
、　
一
九
八
九
年
教
育
基
本
法

一
〇
条
の
規
定
の
ほ
か
に
、
「高
等
教

育
の
公
役
務
は
、
非
宗
教
的
で
あ
り
、
政
治
的
、
経
済
的
、
宗
教
的
ま
た
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
い
か
な
る
支
配
か
ら
独
立
す
る
」
と

い
う

一
九
八
四
年
年

一
月
二
六
日
の
高
等
教
育
に
関
す
る
法
律

（サ
ヴ
ァ
リ
法
ご
二
条
、
さ
ら
に
、
学
生
が
表
現
の
自
由
を
持
つ
が
、
学

生
は
、
「
」
の
自
由
を
、
教
育
研
究
活
動
を
侵
害
せ
ず
公
の
秩
序
を
混
乱
し
な
い
条
件
に
お
い
て
行
使
す
る
」
、
と
す
る
同
法
五
〇
条
を

も
本
件
に
お
い
て
援
用
し
た
点
は
、　
コ
レ
ー
ジ
ュ
の
判
例
と
は
異
な
る
。
だ
が
、　
コ
ン
セ
イ
ユ
・デ
タ
は
、
「
」
の
自
由
は
、
学
生
に
対

し
、
誇
ら
し
げ
に
見
せ
び
ら
か
す
と
い
う
性
格
に
よ
り
圧
力
、
改
宗
勧
誘
ま
た
は
宣
伝
の
行
為
を
構
成
し
、
教
育
研
究
活
動
を
妨
害
し
、

ま
た
は
公
役
務
の
正
常
な
作
用
を
混
乱
さ
せ
る
よ
う
な
行
為
を
す
る
こ
と
を
許
す
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
、　
一
九
八
九
年
意
見
に
類

似
し
た

一
般
論
を
示
し
た
う
え
で
、
大
学
が
ス
カ
ー
フ
着
用
を
禁
止
す
る
よ
う
に
な
っ
た
具
体
的
状
況
を
調
べ
て
、
「攻
撃
さ
れ
た
決
定

を
根
拠
づ
け
る
た
め
に
援
用
さ
れ
た
脅
威
は
、
そ
れ
自
体
、
『イ
ス
ラ
ム
の
ス
カ
ー
フ
』
を
ま
と
っ
た
女
子
に
建
物

へ
の
立
ち
入
り
を
禁

止
す
る
こ
と
な
く
施
設
内
の
秩
序
維
持
を
確
保
す
る
可
能
性
を
大
学
当
局
か
ら
奪
う
性
格
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
判
断
し
て
、
間

題
の
決
定
を
取
り
消
し
た
。
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ま
　
と
　
め

次
の
三
つ
の
点
を
総
括
と
し
て
指
摘
で
き
よ
う
。

第

一
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
の
確
立
に
関
し
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
教
育
に
お
け
る
教
会
の
影
響
力
の
排
除

を
め
ざ
す
闘
争
的
な
非
宗
教
政
策
が
遂
行
さ
れ
る
文
脈
に
お
い
て
確
立
し
、
し
た
が
っ
て
そ
の
ラ
イ
シ
テ
が
、
元
来
、
偏
狭
な
反
教
権

主
義
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
性
格
を
も
有
し
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
の
立
法
者
は
そ
れ
を
子
ど
も

ま
た
は
親
の
宗
教
的
自
由
の
保
障
に
根
拠
づ
け
て
い
た
し
、
ま
た
今
日
、
そ
れ
は

一
般
に
宗
教
的
自
由
と
結
び
付
け
て
理
解
さ
れ
、
そ

の
闘
争
的
性
格
の
な
い
柔
軟
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
公
教
育
の
宗
教
的
中
立
性
の
内
容
に
関
し
て
で
あ
る
。
そ
の
宗
教
的
中
立
性
は
、
教
育
課
程
お
よ
び

教
員
と
い
う
二
面
で
の
ラ
イ
ン
テ
、
さ
ら
に
教
育
役
務
の
中
立
性
の
義
務
か
ら
成
り
、
そ
れ
ら
は
、
少
な
く
と
も
初
等
教
育
の
段
階
で

は
概
し
て
極
め
て
明
瞭
か
つ
厳
格
で
あ
り
、
中
等
教
育
に
お
い
て
も
同
様
に
厳
格
で
あ
る
。

第
二
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
宗
教
的
に
中
立
な
公
教
育
法
制
の
下
で
の
生
徒
ま
た
は
親
の
宗
教
的
自
由
の
保
障
に
関
し
て
で
あ
る
。

公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
を
宗
教
的
自
由
の
積
極
的
保
障
と
結
び
付
け
る
考
え
方
に
基
づ
き
、
そ
の
公
教
育
法
制
は
生
徒
の
宗
教
的
実
践
活

動
の
自
由
や
親
の
宗
教
教
育
の
自
由
を
保
障
す
る
た
め
の
制
度
を
設
け
る
。
行
政
実
務
上
も
、
生
徒
の
所
属
す
る
宗
教
信
仰
に
適
合
し

た
自
由
な
宗
教
的
実
践
活
動
を
生
徒
に
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
の
措
置
を
と
る
。
さ
ら
に
、
生
徒
の
公
立
学
校
内
で
の
宗
教
信
仰
表
明

の
自
由
を

一
定
の
範
囲
で
承
認
し
た
、
イ
ス
ラ
ム
の
ス
カ
ー
フ
事
件
に
関
す
る
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
判
例
は
、
生
徒
の
多
様
な
宗
教

信
仰
に
寛
容
な
公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
お
よ
び
中
立
性
に
つ
い
て
の
柔
軟
な
解
釈
を
さ
ら
に
明
確
に
し
て
い
る
。
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六
七
頁
、
七
〇
頁
。

・３
　
０
”
。
い
“ヽ
Ｐ

ヽヽ

ゃヽ
‘

，
ＰＮ望
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・４
　
や
ミ

）
づ
８
ｒ

・５
　
約
二
〇
〇
〇
校
の
修
道
会
学
校
が
閉
鎖
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
〓
鶴
Ｒ
】
ｒ
”
●
●
“
メ
ト
ヽ
町
ゝ
ヽ
ミ

時ヽ
ヽヽ
や
ミ

「
ミ
ミ
に
Ｒ
ヽヽ

ｃ
Ｘ
Ｘ
ｃ
て
や
ヽ
つ・∪
２
●
】８
）

〕Φ
∞
∞
　́
ｏ
∞
∞

・６
　
レ
オ
ン
・デ
ュ
ギ
ー
も
、　
一
九
〇

一
年
法

一
四
条
が
修
道
士
か
ら
良
心
の
自
由
を
奪

っ
た
と
言
い
、
ま
た

一
九
〇
四
年
法
が
教
育
の
自
由
と
結
社
の
自
由

の
原
則
を
侵
害
し
た
と
、
同
法
を
批
判
し
た
。
ｒ
一
ｏ
●
∪
●
い
●
Ｆ

↓
ミ
ヽヽ

ふ

ヽ
さ
や
Ｓ

，
ミ
ミ
ざ
ヽ
ヽ
おヽ
い
ｃ
ａ

）
８
日
０
く
´
ｒ
ａ

〓
げ
Ｒ
［３

つ
ｃ
σ
】●
●
８
・

８
圏
も
も
“
？
“
Ｐ
お
い

な
お
、　
一
九
〇

一
年
法
に
お
け
る
修
道
会
規
制
の
問
題
点
に
つ
き
参
照
、
徳
永
千
加
子

「修
道
会
規
制
法
の
発
展
と
結
社
の
自

由
―
―
ラ
イ
シ
テ
成
立
を
め
ぐ
る
問
題
―
―
そ
の
四
」
早
稲
田
政
治
公
法
研
究
三
六
号

（
一
九
九

一
）
二

一
二
―
二

一
六
頁
。

・７
　
カ
」く
。
「ｐ
い
０

きヽ

ミヽ
か

ヽ
ミ
ミ
ミ
ミ
０
・
けｏ
日
Ｏ
Ｎ
ｏ
ｃ
ｏ

，
ヽ
「
Ｃ
「
・
Ｐｏ
ｏ
ｐ
Ｏ
あ
い
一

・８
　
〕
。
“
・
‐
「
い
】ズ

Ｚ
ｏ
」
げ
ｏ
デ
い
ヾ
ヽ
ヽ
母
ヾ
ミヽ
ヽヾ
、
３
ヽ
変
ヽ
や
ヽ
Ｓ
ミ
ミ
ヽ
く
ミ

Ｒヽ

ヽ
ミ
ミ
ヽ，

∽
牢
ｏ
ド

【Φ
∞
十

ｏ
８

，

ｏ
ご
●
α
ｏ
‐
＞
ご
ｑ
［
ｏ
２
一ご
【，

い
さ

ミヽ
勢

ヽ
ミ
ミ
ミ
ミ
ｎ
・
ヽ

い
争
・
∪
Ｌ
ざ
い

】
０
∝
Ｐ
ｏ
つ
一
ｏ
ｏ
‐
卜
ヽ
ｐ
〕
”
ｏ
●
●
ｏ
∽
卿
Ｏ
σ
Ｏ
詳

●
く
ｏ
●
す

ｏ
２
す
Ｏ
ｏ
【
“
一
δ
●
Ｏ
ｏ
〕
ｏ
”
●
∪
Ｌ
凛
“
じ
・
υ
さ

冴ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
．゙
ｏ
ミ
ミ
ヽ
ミ

きヽ
ヽ
ミ
勢

」゙
ヽ
ヽ
Ｓ
ミ
ｓ
Ｓ
や
ヽ
へ́

０
。
い
０
・
７
』ｏ
●
〔ｏ
〓
『
ｏ
∽
Ｌ
ｏ
●
・
【
Φ
ｏ
ｐ

も
も
あ
∞
Φ
‐
切
∞
押

０
】”
‘
Ｏ
ｏ
∪
●
【
”
●
０
‐
「
■
●
げ
ｏ
【
●
輸
ρ

い
ヽ
ヽ
ヽ
こ
ヰ
ヽ
ヽ
ヽ
ヾ
ヽ
ミ
ｏ
ミ
ヽ
い
ヽ
・
】
Ｈ
”
ｏ
す
ｏ
一けｏ
い
０
」
ｏ
”
‐

”【ｏ
●
・　
】
Φ
Φ
一
・
ｏ
も
い
∞
Φ
‐
Ｎ
一
〇

・９
　

Ｚ
。
」
Ｆ

ｒ
Ｓ

ミ

・
Ｏ
Ｈ
銘

”
一　
０
”
つ
い
ヽ
”
●
・
οヽ
　
い
ヽ
・
０
０
も
∝
Φ
‐
一
卜
ｏ
¨
Ｏ
ｏ
日
Ｓ
”
【●
∽
の̈
“
【
Ｃ
・
ｒ
”
】“
】●
〓
い
Ｏ
ｏ
一
●
一ｏ
∽
『
ｏ
「
くヽ
）
一●
『
０
０
】‐
ω
ｏ
】″ｏ
〓

０
）○
●
ｏ
■
ｏ

（∽
ｏ
●
∽
】“
ヽ
一●
ｏ
ｏ
Ｌ
ｏ
コ
ン

い
ヽ

き
や
ヽヽ

ヽ
ミ
ヽ
Ｓ
や

ヽ
ヽ
ミ

ミ
Ｒ
ゃ
ヽ
ミ
ヽ
）
日
い
ｏ
Ｌ
）
〓
Φ
ｏ
Ｐ

ｏ
あ
響

２．
　
こ
の
思
想
の
背
景
に
は
、
革
命
期
の
コ
ン
ド
ル
セ
の
公
教
育
思
想
が
あ
る
。
フ
ェ
リ
ー
と
コ
ン
ド
ル
セ
と
の
つ
な
が
り
に
つ
き
参
照
、
吉
田
正
晴
『
フ
ラ

ン
ス
公
教
育
政
策
の
源
流
』
三
〇
四
頁
以
下

（風
間
董
房
、　
一
九
七
七
）。

２２
　
Ｈ・
降

口ヽ
無
ざ
●
∽
日
〓
ぉ
８

庁ヽ
】げ
∽
∽●
『
ご
う
ｏ
」
嗜
Ｌ
』忠

∽●
２
２

ｏヽ
」
」
０
”
く
〓ヽ
〕Φ
Ｏ
Ｐ
＞
‐”

「
お

，
“
『，
を

ミヽ
ミ
ヽ
ミ
Ｓ
ヽ
”
詳

ヽヾ

『にヽ
ミ
ヽ
ざ
ヽ
ヽ
ミ
ミ
ミ
ヽ
）

Ｓ
．
い

，

８
日
´
フ
田
）
な
お
、
こ
の
大
臣
訓
令
は
、
次
の
文
献
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
甲ざ
〓

Ｏ
ｏ
３
ｏ
一一
シ
】．一ユ
い
電
”
一」ｏ
Ｆ
６
ο
ヽ
ミ
ヽヽ
ｏ

，

゛
ミ
ヽ
ミ
ミ

，

ヽヽ

ミヽ
や
ヽ
ヽ
ミ
ヽヽ
∽
ヽ
ヽ

、ヽヽ
ヽ
Ｒ
吋
ミ
ミ
お
）ヾ
・
ｒ
”
〕∪
Ｏ
ｏ
ｃ
●
つｏ
●
一”
Ｌ
Ｏ
ｏ
」「”
●
一
”
一∽ｏ
）
】Φ
Ｏ
Ｎ
）
ｏ
■
時
ト

２３
　
さ
ミ
ミ
ミ

ｅ
Ｓ

きヽ
、
さ

さ
詢
゛
ミ
゛
ミヽ
ミ

ゝ
き
ヽ
ミ
ン
ド
８

お
氏
一Ｒ

“
Ｓ
・
●
ｏ
３
葛
ｔ
」
の

一
節
は
、
糠
塚
康
江

「第
二
共
和
制
の
確
立
と
共
和
主
義
的
改

革

（四
ご

関
東
学
院
法
学
五
巻
二
号

（
一
九
九
六
）
七
五
頁
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
一
節
と
同
旨
の
こ
と
は
、
べ
―
ル
が

一
八
人
〇
年

一



二
月
四
日
で
の
下
院
で
行
っ
た
発
言
に
も
見
ら
れ
る
。

２４
　
０

，

０
”
も
い
こ
【ｒ
Ｓ

ヽヽ
■

０
つ
〓
ｔ
ｒ

お
　
さ

ミ
ミ
ミ

ま
ざ
ミ

ヽ

母

為
゛
ミ
い
ミヽ
ヽ

」ぎ

ヽ
Ｒ
ン
ド

∞
α
８
ｏ
日
ギ
０
“
能
・
も
も
認
器
ふ
８
一

２６
　
０
〔
Ｊ
∪
・
『
”
う
０
‐
Ｈ）『
」●
げ
ｏ
「∞
●
ｐ

い
ヽ
母
や

改ヽ
・
∪
２
ざ
い

日
Φ
Φ
ｐ

ｏ
■
日
”

２７
　
〕
。
”
・
ω
”
〓
げ
い
ヽ
ｏ

，

い
ヽ

き
ヽ
ゃ
ヽ

０
ミ
ヽ

ヾ
ヽ
ミ
ミ
』
ヽ
Ｐ

ｒ
”
び
ｏ
ヽ
ｏ
［
「一Ｏ
ｏ
″

Ｐ
Φ
Φ
ｐ

も
■
０
ド

２８

　
ｒ
ｏ
」
∽̈
Ｏ
ｏ
〕４
”
」
ヽ
Ｏ
』″

ｒ
”
」ｏ
津
い
Ｏ
①
】）国
け”
け
ｏ
（
】”
】●
〓
Ｏ
α
ｏ
「
い
ｏ
Ｏ
】ｐ

た
ヽ
ヽ
ミ
ヘ
ヽ
ヽ
ヽ
ミ
ニ
ヽ
や
ミヾ
ο
ヽ
ざ
ヾ
♪

けｏ
●
″ｏ
一
・
Ｐ
Ｏ
い
Ｐ

も
∞
ヽ
Ｐ

とヽ
い
０
ヽ
い
α
ｏ
ｒ
”
」
げ
“
Ｏ
ｏ
【
ｏ

無

守
”
マ
Ｑ
”
ａ
ｏ
く
ｏ
●
ミ

Ｐ̈

『
べ
ヽヽ

ふ

ヽ
さ
や
ヽ
ヽ
ミ
ミ
ン
ミヽ
ヽヽ
Ｉ
ｏ
日
Ｏ
Ｐ
一
ｃ
ｏ
α
）
ｒ

Ｏ

）

「
」
８
Ｐ
フ
８

，
な
お
、
後
述
す
る
イ
ス
ラ
ム
の
ス
カ
ー

フ
事
件
に
関
す
る
コ
ン
セ
イ

ユ
・デ
タ
の
意
見
に
お
い
て
も
、
教
育
の
ラ
イ
ン
テ
の
直
接
の
根
拠
と
し
て
は

一
九
〇
五
年
法
を
援
用
し
て
い
な
い
が
、
教
育

の
ラ
イ
シ
テ
を
国
家
の
ラ
イ
シ
テ
の
一
要
素
と
す
る
。

２９
　
０

，

∽
お
”
３ヽ

もヽ

やヽ
）
）
∝
”

３０
　
０
”
も
ぃ
”ヽ
Ｆ

ミ
ン
ど
ミヽ

ヽ

き

さ
村
ミヽ

ゞ

ミ
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ヽヽ
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ヽ

，
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ヽ
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ヽ
ヽ
゛
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Ｚ
ｏ
」
く
２
″
∽
一
２
Ｌ
ｏ
●
∽
ご
けす
ｏ
″
】０
一
Ｆ
も
】ｏ
∞

３．
　
ゃ
ミ
ヽ
０
も
ヽ
？
あ
９

３２
　
し
か
も
、
ベ
ー
ル
は
、
一
人
八
二
年
六
月
二
〇
日
の
下
院
の
委
員
会
報
告
書
に
教
員
の
ラ
イ
シ
テ
に
関
す
る
条
項
を
「新
法
に
お
け
る
最
も
重
要
な
規
定
」

と
述
べ
た
。
し
ヽ
ざヽ
か

“
銘
）
♪
マ
ナ

３３
　
０
“
Ｒ
『”
Ｐ

Ｓ

ミ

ヽ
づ
８
τ

３４
　
Ｚ
”
・
【。
一″
でヽ

ぉヽ
）
も
“
卜
０
一
卿
０
げ
０
〓
「
一い
ｏヽ
●
い
ヽ
●ヽ
Ｓ
ヾ
ヽ
ヽ
へ
ヽ
ミヽ
て
ヽ
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ヽ
ミ
ヽ
ヽ
ミ
゛
やヽ
）
ｒ
　
Ｃ
　
∪
　
〕
‘
】Φ
『

，
０
ヽ
卜
”

３５
　
刀
〓
。
「ｐ

ｏヽ

ヽ
■

●
∞
ｏ
Ｐ
∪
Ｌ
「
Ｌ
●
やヽ

へヽ
■

０
卜
ｏ
■

３６
　
ヽ
ミ
ミ
ミ

ｅ
Ｓ

「ヽヽ

き

き
た
゛
ミ
ミ
ミ
ミ

ゝ
ξ
ヽ
ミ
ン
ド
８

〓
ョ

“
銘
ヽ
マ
日Ｘ

，
な
お
、　
一
八
七
九
年
の
ベ
ー
ル
案
報
告
書
の
中
で
も
ベ
ー
ル
は
同
様
の
こ

と
を
述
べ
て
い
た
。
ヽ
ミ
ミ
ミ

Ｑ
ド
やヽ
ヽ
ふ

き
ヽ
゛
ミ
ヽ
ミ
ミ
ヽ
ヽ
ｃ
藤
ミ
ン
Ｓ
〓
）
な
く
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“
８
・
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８
“
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９
ｏ
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，

Ｓ

ヽヽ
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，
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４０
　
Ｚ
Ｏ
ｃ
０
３

Ｓ

ヽヽ

）
０
も
”

な
お
、
こ
の
点
か
ら
教
会
法
学
者
ノ
ー
ロ
ワ
は

「教
員
の
ラ
イ
シ
テ
は
ラ
イ
シ
テ
の

一
般
原
則
か
ら
必
然
的
に
生
じ
る
と

は
限
ら
な
い
」
と
述
べ
る
。
Ｚ
”
日
０

，

Ｓ

Ｓ
■

つ
〕
９

４．
　
「
ぉ
Ｌヽｏ
ｒ
”
●
”
ｏ
【ｏ

，

い
いヽヽ
ミ
ヘ
ヽ
ヽ
いｏ
ヽ
い゙や
ヽ
ヽヽ

ヽ
●ヽ

い^
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冴
ヽ
ミ
ぃ
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ヽヽ

き
ヽ
や
ヽ
岡
●
ｏ
●
９
日
お
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〓０
∝
ρ
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ヽ
じ
９

″
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で
【ｏ
●
ｏ
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”
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３
ｏ
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〓
も
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∝
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じ
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Ｏ
一●
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，
”
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ｏ
∽
●ユ
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ｏ
■
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∽
ｏ
［
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α
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〓
ｏ
●
げ
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ｏ
ｈヽ
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“
お
・
０
」
「ｏ
い●
゛
α
ｏ
∽
Ｑ
〓
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ｏヽ
●
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ｏ
∽
”
一”

”
ｏ
２
」ｏ
●
Ｏ
ｏ
∽
ε
「
い
ｏヽ
●
ｏ
ｏ
∽
Ｌ
●
卜

，

ミ
」ヽ
ｏ
ミ
ンヽ

ヽ
ヽ
き
ヽ
あ

ヽ
も

冴ヽ

ヽ
ミ
ミ
ン

「
Ｎ
毀
ド
一）〓
”
日ヽ
”
諄
”
Ｆ

Ｐ
ｏ
∝
Ｐ

ｏ
■
∝
十

４３
　
〓
。
・
。
コ
”
ヨ
げ
８
●
Ｓ

ら
、
）
０
ぉ
９

４４
　
０

”
じ
Ｐｏ
日
性

〓
ｏ
Ｐ
ド
ω
ｏ
こ
け
ヽ
『ρ
∽
ゃ
ｏ
・
Ｐｃ
Ｐ，
∞
）
つ
］
卜
ｕ
●
ｏ
け

て
Ｆ
″一ヽ
お
ｏ
目
”
」
「
ざ
Ｆ

υ
ミ
ざ
か

」Φ
〓
）
Ｐ
τ
『
十
ｏ
ｏ
●
２
Ｃ
∽
ま
う
∽
〓
２
び
呵ｏ
日
お
”
ヽ
い
ヽ
ミ
ヽ

さ^

ヽ
さ
や
ヽ
ミ
い
や
ｏ
８
に
も

ふ
Ｐ
●
Ｐ
ｏ
①
３
けｏ
●
（〕Ｓ

，
同
判
決
の
訳
は
次
の
文
献
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
野
村
敬
造

『
フ
ラ

ン
ス
憲
法
と
基
本
的
人
権

（フ
ラ
ン
ス
憲
法

・
行
政
法
概
論
下
巻
こ

〓
一〇
四
頁

（有
信
堂
、　
一
九
六
六
）。

４５
　
〓
。
一マ
。
●
●
ｑ
・
ｏ
ｏ
月
】５
」ｏ
３

β
『
ｏ

”
Ｌ
ｏ
ヨ
２
８
に
Ｌ
ぎ
、ざ
卜
３
〓
Ｌ
）
０
ぶ

同
意
見
書
は
、
次
の
文
献
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
丹
羽
徹

「学
校

教
育
に
お
け
る
子
ど
も
の

『良
心
の
自
由
』
①
ｌ
ｌ
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
宗
教
的

『良
心
の
自
由
』
確
保
の
た
め
の
諸
制
度
―
―
」
名
古
屋
大
学
法
政
論

集

一
三
七
号

（
一
九
九

一
）
五
七

一
五
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頁
。
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∽
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０
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ヽ
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０
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ｏ
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Ｐ
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∽
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∽
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ン
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∞
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●
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ヽ
ヽ
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０
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Ｐ

∽
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２
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Ｑ
ο
ヾ
●
ヽ
ヽ
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Ｓ
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【ｏ
「”
●
”
ｐ
ｒ
”
一”
】２
［い
の２
ｏ
●
お
０
■ｏ
〓
α
ｏ
一“
目
】ｅ
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ｐ
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Ｈ
Ｆ
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ｏ
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ヽ
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Ｐ
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∽
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∽
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Ｓ
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Ｗ
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０
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Ｈ
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ｏ
コ
”
一ド
ρ

ヽ
へ
ヽ
ミ
ヽ
ミ

ヽ
∽ヽ
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∽
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∽
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∞
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Ｏ
Ｈ
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Ｈ
Ｆ
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Ｏ
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ｏ
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ゆ
〓
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∞
・
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簡
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ス
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全
文
は
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献
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見
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こ
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で
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∵
“
●
０
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８
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∽
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ｏ
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Ｏ
Ｐ
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Ｑ
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∞
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０
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０
日
”
一
］Φ
Ｈ
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∽
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∽
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］
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∽
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０
Ｆ
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Ｓ
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Ｏ
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Ｒ
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∽
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Ｓ
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Ｏ
Ｏ
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Ｏ
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Ｏ
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０
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∞
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問
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よ
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あ
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般
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は
お
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ず
、
ま
た
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黒
地
の
物
で
も
な
い
。
し
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っ
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こ
の
ヴ
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ー
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は
チ
ャ
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ル
と
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呼
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こ
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が
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あ
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３
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第 3章 公教育のライシテ
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Ｏ
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０
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∪
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８
８
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翌
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一
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憲
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収
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版
会
、　
一
九
九
四
し
、
高
山
直
也

「
イ
ス
ラ
ム
・
ス
カ
ー
フ
と
ラ
イ
シ
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９６
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ラ
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ボ
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ｏ
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デ
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を
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、
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す
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自
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デ
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デ
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第
四
章
　
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
の
下
で
の
宗
教
的
自
由

政
教
分
離
法
が
制
定
さ
れ
た
歴
史
的
文
脈
は
、
第
二
共
和
制
の
初
め
に
、
反
教
権
主
義
に
基
づ
い
て
共
和
派
が
推
進
し
た
国
家
の
非

宗
教
化
政
策
の
流
れ
の
な
か
に
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
文
脈
は
、
共
和
派
政
府
が
政
教
分
離
以
前
の
政
教
関
係
の
基
礎
と
な
っ
て

い
た
ヴ
ァ
チ
カ
ン
と
の
コ
ン
コ
ル
ダ
を

一
方
的
に
破
棄
す
る
な
か
で
、
政
教
分
離
法
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
に
如
実
に
示
さ
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
政
教
分
離
は
、
宗
教
の
自
由
を
保
障
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
教
会
の
自
由
と
衝
突
す
る
も
の

で
あ

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
糾
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
日
、
学
説
お
よ
び
判
例
に
お
い
て
、
宗
教
の
自
由
と
調
和
す
る
よ
う
に
ラ
イ
シ
テ

を
理
解
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。
宗
教
信
仰
の
表
明
の
自
由
の
行
使
と
な
る
限
り
で
、
公
立
学
校
で
の
生
徒
の
宗
教
的
標

章
の
着
用
は
ラ
イ
ン
テ
の
原
則
に
反
し
な
い
も
の
と
し
た
、
イ
ス
ラ
ム
の
ス
カ
ー
フ
事
件
に
つ
い
て
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
決
が

そ
の
典
型
例
で
あ
る
。
ま
た
、
学
説
に
お
い
て
も
、
ラ
イ
シ
テ
の
法
的
概
念
は
国
家
の
中
立
性
と
同
時
に
良
心
の
自
由
の
尊
重
を
前
提

と
す
る
と
い
う
旨
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
が
見
ら
れ
ダ
。
こ
う
し
た
ラ
イ
シ
テ
と
宗
教
の
自
由
と
の
結
び
付
き
は
、
ラ
イ
シ
テ
の
原
則

を
解
明
す
る
う
え
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
宗
教
の
自
由
に
も
目
を
向
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

本
章
で
は
、
モ
リ
し
た
問
題
関
心
か
ら
、
ラ
イ
シ
テ
原
則
の
下
に
あ
る
宗
教
的
自
由
の
保
障
を
め
ぐ
る
問
題
状
況
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
に
し
た
い
。
具
体
的
に
は
フ
ラ
ン
ス
の
法
学
専
門
教
育
科
目
の
一
つ
で
、
人
権
に
相
当
す
る
公
的
自
由

貧
』序
『け，
冒
げ
】」ｆ
ｏｃ

の

学
説
お
よ
び
判
例
を
、
宗
教
的
自
由

（】【Ｆ
『ま
お
】●
８
∽ｃ

に
関
連
す
る
も
の
に
限
定
し
て
、
分
析
す
る
の
が
課
題
と
な
る
。
ま
ず
、
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フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
宗
教
的
自
由
の

一
般
的
な
性
格
を
概
観
し
、
次
に
宗
教
的
自
由
の
各
構
成
要
素
ご
と
に
、
自
由
の
内
容
お
よ
び
限

界
等
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
に
し
よ
う
。

第

一
節
　
を不
教
的
自
由
の
概
要

フ
ラ
ン
ス
の
宗
教
的
自
由
の
性
格
を
概
観
す
る
た
め
、
宗
教
的
自
由
の
法
源
、
そ
の
憲
法
的
価
値
、
さ
ら
に
宗
教
の
定
義
に
簡
略
に

触
れ
た
の
ち
に
、
宗
教
的
自
由
の
特
質
に
も
言
及
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

一
　

法
　
　
源

フ
ラ
ン
ス
憲
法
は
、
宗
教
的
自
由
の
保
障
を
明
示
的
に
は
規
定
し
て
い
な
い
。
以
下
、
宗
教
的
自
由
に
関
す
る
法
源
を
通
し
て
、
こ

れ
を
確
か
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
宗
教
的
自
由
の
保
障
を
明
確
に
し
た
法
規
定
は
、
現
行
の

一
九
五
八
年
憲
法
に
は
、
わ
ず
か
に
次
の
条

項
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

第

一
条
　
フ
ラ
ン
ス
は
、
不
可
分
の
、
非
宗
教
的
、
民
主
的
か
つ
社
会
的
な
共
和
国
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
出
生
、
人
種
ま
た
は
宗
教
の

差
別
な
く
、
す
べ
て
の
市
民
に
対
し
法
律
の
前
の
平
等
を
保
障
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
は
す
べ
て
の
信
仰
を
尊
重
す
る
。

だ
が
、　
一
九
五
八
年
憲
法
が
参
照
し
、
憲
法
ブ
ロ
ッ
ク
を
構
成
す
る

一
七
八
九
年
の

「人
お
よ
び
市
民
の
権
利
宣
言
」
（人
権
宣
一一三

な
ら
び
に

一
九
四
六
年
憲
法
前
文
に
も
、
間
接
的
で
は
あ
る
が
宗
教
的
自
由
に
言
及
し
た
条
項
が
見
ら
れ
る
。

何
人
も
、
た
と
え
宗
教
的
意
見
で
あ
っ
て
も
、
意
見
の
表
明
が
法
律
の
確
定
し
た
公
の
秩
序
を
混
乱
さ
せ
る
も
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
意
　
２２３



見
に
つ
い
て
不
安
に
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
２

七
八
九
年
人
権
宣
言

一
〇
項
〕

フ
ラ
ン
ス
人
民
は
、
す
べ
て
の
人
間
が
、
人
種
、
宗
教
、
信
仰
の
差
別
な
く
、
譲
渡
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
神
聖
な
権
利
を
所
有
す
る
こ
と

を
言
明
す
る
。
２

九
四
六
年
憲
法
前
文

一
項
〕

何
人
も
、
そ
の
労
働
ま
た
は
そ
の
職
務
に
お
い
て
、
そ
の
出
生
、
そ
の
意
見
ま
た
は
そ
の
信
仰
を
理
由
と
し
て
、
損
害
を
受
け
る
こ
と
は
な

い
。
〔同
第
五
項
〕

あ
ら
ゆ
る
段
階
に
お
け
る
無
償
か
つ
非
宗
教
的
な
公
教
育
を
組
織
す
る
こ
と
は
、
国
の
義
務
で
あ
る
。
〔同
第

一
三
項
〕

さ
ら
に
、
政
教
分
離
法
に
は
、
宗
教
的
自
由
に
関
す
る
最
も
直
接
的
な
規
定
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「良
心
の
自
由
を
確
保
」
し

「
自

由
な
礼
拝
を
保
障
す
る
」
と
定
め
る
同
法

一
条
で
あ
る
。

ま
た
、
今
日
、
フ
ラ
ン
ス
の
批
准
し
た
国
際
法
の
規
定
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
宗
教
的
自
由
に
関
す
る
法
源
と
し
て
、
参
照
さ
れ

る
こ
と
も
多

い
。
国
際
人
権
規
約
等
も
参
照
さ
れ
る
が
、
最
も
よ
く
参
照
さ
れ
る
の
は

一
九
五
〇
年
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
権
条
約
九
条
で

あ
る
。
し
か
も
そ
の
規
定
は
改
宗
の
自
由
を
明
示
的
に
定
め
る
点
で
注
目
さ
れ
る
。

第
九
条
　
す
べ
て
の
者
は
、
思
想
、
良
心
お
よ
び
宗
教
の
自
由
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。
こ
の
権
利
は
、
宗
教
ま
た
は
信
念
を
変
更
す
る

自
由
、
な
ら
び
に
個
人
的
に
ま
た
は
集
団
的
に
、
公
に
ま
た
は
私
的
に
、
礼
拝
、
教
育
、
行
事
お
よ
び
祭
儀
に
よ
り
、
そ
の
宗
教
ま
た
は
そ
の

信
念
を
、
表
明
す
る
自
由
を
含
む
。

宗
教
ま
た
は
信
念
を
表
明
す
る
自
由
は
、
公
の
秩
序
、
衛
生
ま
た
は
道
徳
の
保
護
、
ま
た
は
他
の
者
の
権
利
お
よ
び
自
由
の
保
護
の
た
め
に
、

民
主
的
社
会
に
お
い
て
、
必
要
な
措
置
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
律
が
定
め
る
制
限
を
除
い
て
、
制
限
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
や
は
り
宗
教
的
自
由
は
、
憲
法
規
定
上
は
直
接
的
に
は
現
れ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
フ
ラ
ン
ス
国
内
の
法
律
規
定
に

お
い
て
も
す
ら
も
そ
れ
が

一
般
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
そ
し
て
、
行
政
裁
判
所
お
よ
び
司
法
裁
判
所
の
判
例
に
お



第 4章  ライシテの原則の下での宗教的自由

い
て
も
、
良
心
の
自
由
、
信
仰
の
自
由
、
礼
拝
の
自
由
、
表
現
の
自
由
、
集
会
の
自
由
等
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
あ
る
が
、

（
Ｄ
）

宗
教
的
自
由
と
い
う
語
が
明
示
的
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
多
く
な
い
。

一
一　
憲
法
的
価
値

こ
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
宗
教
的
自
由
は
間
接
的
に
し
か
規
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宗
教
的
自
由
の
保
障
の

実
定
法
的
性
格
は

一
般
に
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
後
述
の
よ
う
に
、
宗
教
的
自
由
は
政
教
分
離
法

一
条
に
あ
る
良
心
の
自
由
と
礼
拝
の
自

由
か
ら
構
成
さ
れ
る
と
考
え
る
の
が

一
般
的
な
学
説
で
あ
り
、
し
か
も

一
部
の
学
説
は
宗
教
的
自
由
の
憲
法
的
価
値
を
承
認
す
る
。
ま

た
今
日
、
憲
法
院
お
よ
び
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
そ
の
良
心
の
自
由
に
憲
法
的
価
値
を
認
め
て
い
る
。

私
立
学
校

へ
の
国
庫
助
成
に
関
す
る

一
九
五
九
年
法

（ド
ブ
レ
法
）
の
改
正
法
案
の
合
憲
性
を
判
断
し
た

一
九
七
七
年
の
憲
法
院
の
判

決
は
、
教
育
の
自
由
と
と
も
に
、
次
の
よ
う
に
良
心
の
自
由
の
憲
法
的
価
値
を
肯
定
し
た
。

一
七
八
九
年
の
人
お
よ
び
市
民
の
権
利
宣
言

一
〇
条
に
よ
れ
ば
、
「何
人
も
、
た
と
え
宗
教
的
意
見
で
あ
っ
て
も
、
意
見
の
表
明
が
法
律
の

確
定
し
た
公
の
秩
序
を
混
乱
さ
せ
る
も
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
意
見
に
つ
い
て
不
安
に
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」、　
一
九
四
六
年
憲
法
前
文
は

「何
人
も
、
そ
の
労
働
ま
た
は
そ
の
職
務
に
お
い
て
、
そ
の
出
生
、
そ
の
意
見
ま
た
は
そ
の
信
仰
を
理
由
と
し
て
、
損
害
を
受
け
る
こ
と
は
な

い
」
と
指
摘
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
良
心
の
自
由
は
、
共
和
国
の
諸
法
律
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
基
本
原
則
の
一
つ
と
見
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

か
０
い
。

こ
の

「共
和
国
の
諸
法
律
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
基
本
原
則
」
Ｇ
『【君
】Ｒ
∽
♂
・
Ｑ
”
８
８
一”
“
ｘ

お
８
日
５

０
曽

】３

】ｏ
お

Ｑ
の

ご

”
い
ｏ
Ｃ
ぴ
】【ｏ
Ｃ
Ｃ

と
は
、
現
行
憲
法
前
文
が
援
用
す
る

一
九
四
六
年
憲
法
前
文
に
再
確
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
に
該
当
す
る

こ
と
は
そ
の
原
則
が
憲
法
的
価
値
を
有
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
判
決
に
は
少
々
奇
妙
な
点
が
二
つ
あ
る
。
第

一
点



は
、　
一
九
四
六
年
憲
法
前
文
と
い
う
明
文
の
憲
法
規
定
か
ら

「基
本
原
則
」
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。　
一
つ
の
自
由
が
憲

法
規
定
で
宣
言
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
以
上
に
そ
の
自
由
に
憲
法
的
価
値
を
認
め
る
た
め
に

「共
和
国
の
諸
法
律
に
よ
り
承
認

さ
れ
た
基
本
原
則
」
を
援
用
す
る
の
は
無
用
だ
と
も
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
点
は
、
こ
の
判
決
が
、　
一
七
八
九
年
宣
言
お
よ
び

一

九
四
六
年
憲
法
前
文
を
根
拠
に
す
る
の
み
で
、
良
心
の
自
由
を
よ
り
直
接
的
に
定
め
た
前
述
の
政
教
分
離
法
の
規
定
も

一
九
五
八
年
憲

法
も
参
照
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
憲
法
院
が
良
心
の
自
由
を
信
仰
の
自
由
に
限
定
す
る
の
を
望
ま
ず
、
厳
密
な
宗

教
的
自
由
か
ら
そ
れ
を
区
別
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
（だ

、
ま
た
ヽ
ほ
ぼ
す
べ
て
が
宗
派
学
校
で
あ
る
私
立
学
校
に
関
す
る
判
決
を
、

教
会
と
国
家
を
分
離
し
宗
教
関
係
者
の
非
難
の
的
に
な
っ
た

一
九
〇
五
年
法
に
根
拠
づ
け
る
こ
と
を
、
憲
法
院
が
た
め
ら
っ
た
と
推
測

さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
憲
法
院
が
宗
教
的
良
心
を
も
含
む
良
心
の
自
由
の
憲
法
的
価
値
を
承
認
し
て
い
る
こ
と
は
明

確
で
あ
る
。

次
に
、　
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
も
、
後
述
の
イ
ス
ラ
ム
の
ス
カ
ー
フ
事
件
に
関
し
て

一
九
八
九
年
に
出
し
た
意
見
の
中
で
、
次
の
よ
う

に
良
心
の
自
由
の
憲
法
的
価
値
を
明
言
し
た
。
ヨ

九
〇
五
年

一
二
月
九
日
法
は
、
教
会
と
国
家
の
分
離
を
行
い
な
が
ら
、
ア
（和
国
は
、

良
心
の
自
由
を
確
保
す
る
』
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
の
自
由
は
、
共
和
国
の
諸
法
律
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
基
本
原
則
の

一
つ
と
見
な
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
…
」
と
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
判
例
は
政
教
分
離
法

一
条
の
う
ち
の
少
な
く
と
も
良
心
の
自
由
の
部
分
に
憲
法
的
価
値
を
認
め
て
い
る
。
公
法

学
説
も
同
様
で
あ
る
。
だ
が
、
学
説
の
う
ち
に
は
、
さ
ら
に
進
み
、
政
教
分
離
法
の
主
要
部
分
が

「
共
和
国
の
諸
法
律
に
よ
り
承
認
さ

れ
た
基
本
原
則
」
に
含
ま
れ
る
と
説
い
た
り
、
政
教
分
離
法
に
よ
り
出
さ
れ
た
諸
原
則
が

「
共
和
国
の
諸
法
律
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
諸

原
則
」
の
数
に
入
る
と
主
張
し
た
り
、
そ
の
複
数
の
規
定
が

「共
和
国
の
諸
法
律
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
基
本
原
則
」
の
性
格
を
有
す
る

と
説
く
も
の
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
政
教
分
離
法

一
条
に
良
心
の
自
由
と
並
ん
で
規
定
さ
れ
て
い
る
礼
拝
の
自
由
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に
も
憲
法
的
価
値
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
事
実
、
憲
法
学
者
フ
ラ
ン
ソ
ワ

・
リ
ュ
シ
ェ
ー
ル

（軍
３
８

∽̈
ｒ
Ａ
Ｆ
一『ｃ

は
、
「
共

和
国
は
、
公
の
秩
序
の
た
め
に
以
下
に
定
め
る
制
限
だ
け
を
受
け
る
、
自
由
な
礼
拝
を
保
障
す
る
」
貧

条
後
段
）
と
い
う
原
則
が
憲
法

的
価
値
を
持
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
政
教
分
離
法

一
条
全
体
に
憲
法
的
価
値
が
肯
定
さ
れ
れ
ば
、
公
法
学

者
イ
ブ

・
ゴ
ド
メ

（く
お
∽
〇
〓
８
８
ｏｃ

が
述
べ
る
よ
う
に
、
「宗
教
的
自
由
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
実
定
公
法
に
お
い
て
憲
法
的
価
値
を
持

つ
原
則
で
あ
る
」
と
結
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

〓
一

「宗
教
」
の
概
念

前
述
し
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
宗
教
的
自
由
に
関
す
る
実
定
法
規
定
に
は
、
「宗
教
」
（【３
ｍ
】８
）、
「信
仰
」
（ｏ【８
‥
ｏし
、

「良
心
」
８
８
ｏｏ】８
ｏｃ
、
「礼
拝
」
♂
・
】”こ
と
い
う
文
言
が
使
わ
れ
る
。
信
仰
、
良
心
や
礼
拝
は
い
ず
れ
も
宗
教
に
関
係
す
る
こ
と
に

は
違
い
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
宗
教
の
概
念
が
宗
教
的
自
由
の
す
べ
て
の
規
定
の
根
底
に
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
国
家
の
ラ
イ

シ
テ
や
宗
教
的
中
立
性
の
原
則
に
照
ら
せ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
い
か
な
る
規
定
も
宗
教
の
定
義
を
示
さ
な
い
し
、
示
そ
う
と
も

し
な
い
。
ま
た
、
裁
判
所
は
、
「す
べ
て
の
宗
教
的
、
科
学
的
、
哲
学
的
信
仰
は
、
…
…
本
質
的
に
尊
重
さ
れ
る
。
い
か
な
る
個
人
の
意

見
や
信
仰
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
嘲
笑
し
、
批
判
し
、
非
難
す
る
権
限
は
、
民
事
裁
判
官
に
は
属
し
な
い
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
裁
判

所
も
正
統
な
宗
教
信
仰
を
規
定
す
る
こ
と
を
控
え
て
き
た
。
学
説
も
、
従
来
、
宗
教
や
礼
拝
の
概
念
を
探
求
し
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
だ
が
、
近
時
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
新
し
い
小
宗
教
で
あ
る
セ
ク
ト
（∽ｏｏ̈
３
に
関
し
て
、
そ
の
宗
教
活
動
の
規
制
や
、
そ
の
組

織
の
法
律
上
の
能
力
な
ど
を
め
ぐ
り
、
た
び
た
び
紛
争
が
生
じ
、
こ
れ
に
伴
い
宗
教
と
セ
ク
ト
の
区
別
に
関
す
る
議
論
が
活
発
に
行
わ

れ
る
に
つ
れ
て
、
宗
教
概
念
が
分
析
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ま
ず
、
レ
オ
ン
・
デ
ュ
ギ
ー
は
、
例
外
的
に
早
い
う
ち
か
ら
宗
教
の
概
念
を
詳
述
し
て
い
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
宗
教
に
は
二
つ
の
要



素
、
す
な
わ
ち
第

一
に
信
仰
、
第
二
に
祭
儀
ま
た
は
礼
拝
が
必
要
で
あ
る
と
説
く
。
彼
は
、
後
者
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
「も
し
信
仰
に

対
応
す
る
礼
拝
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
哲
学
的
教
説
は
あ
り
う
る
が
、
宗
教
は
な
い
」
と
述
べ
、
「す
べ
て
の
宗
教
は
、
超
自

然
的
力

へ
の
信
仰
お
よ
び
こ
の
力
と
結
び
つ
く
た
め
の
祭
儀
の
実
践
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
型
。
そ
し
て
ヽ
と
く
に
礼
拝
に
つ
い
て
は
、

デ
ュ
ギ
ー
は
お
お
む
ね
「信
仰
者
の
見
方
に
よ
れ
ば
、
信
仰
者
を
超
自
然
的
力
に
結
び
つ
け
る
い
く
つ
か
の
祭
儀
と
行
事
を
行
う
こ
と
」

と
定
義
し
た
。
礼
拝
の
概
念
が
法
解
釈
の
問
題
と
な
る
時
に
、
多
く
の
論
者
は
、
礼
拝
に
つ
い
て
の
異
論
な
き
定
義
は
存
在
し
な
い
と

認
識
し
つ
つ
も
、
こ
の
デ
ュ
ギ
ー
の
定
義
を
よ
く
引
用
す
型
。

次
に
、
私
法
学
者
の
ジ
ャ
ン
・
カ
ル
ボ
ニ
エ

（守
営

０
“
ｇヽ
日
】Φじ

は
、
「法
が
、
信
仰
と
い
う
主
観
的
要
素
に
、　
い
か
に
小
さ
な
も

の
で
あ
っ
て
も
、
共
同
体
と
い
う
客
観
的
要
素
が
結
び
つ
く
の
を
確
認
す
れ
ば
、
法
は
あ
る
宗
教
の
存
在
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
し
て
、
信
仰
と
そ
れ
に
基
づ
く
教
団
と
で
宗
教
概
念
を
立
て
る
。
こ
れ
に
対
し
、
最
近
、
カ
ル
ボ
ニ
エ
の
客
観
的
要
素
に
つ
い
て
は
、

宗
教
は
い
く
つ
か
の
場
合
、　
一
人
で
実
践
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
こ
と
か
ら
、
異
論
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
ジ
ャ
ッ
ク

・
ロ
ベ
ー

ル
は
、
カ
ル
ボ
ニ
エ
に
な
ら
っ
て
、
宗
教
概
念
を
客
観
的
要
素
で
あ
る
共
同
体
の
存
在
と
主
観
的
要
素
で
あ
る
信
仰
と
で
構
成
し
つ
つ
、

さ
ら
に
、
宗
教
信
仰
の
本
質
は
そ
の
対
象
が

「神
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
超
自
然
的
力
、
超
越
、
絶
対
者
、
聖
な
る
者
」
だ
と
い
う

点
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。　
ロ
ベ
ー
ル
の
宗
教
概
念
は
、
デ
ュ
ギ
ー
の
宗
教
概
念
と
は
微
妙
に
異
な
る
が
、
超
越
者

へ
の
信
仰

を
基
底
に
す
る
点
で
は
共
通
す
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
概
念
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
伝
統
的
宗
教
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
や
ユ
ダ
ヤ
教
の
み
な
ら
ず
、

フ
ラ
ン
ス
で
は
歴
史
の
浅
い
イ
ス
ラ
ム
教
や
仏
教
な
ど
の
既
存
の
宗
教
は
も
ち
ろ
ん
、
新
宗
教
も
宗
教
的
自
由
の
規
定
に
お
い
て
宗
教

と
見
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
学
説
は
、
政
教
分
離
法
制
定
後
フ
ラ
ン
ス
に
現
れ
た
宗
教
を
宗
教
概
念
か
ら
排
除
し

た
り
、
諸
宗
教
の
間
で
、
そ
の
重
要
性
、
古
さ
、
教
義
の
内
容
に
従
い
、
区
別
を
設
け
る
こ
と
は
、
政
教
分
離
法
が
公
認
宗
教
を
廃
止



第 4章  ライシテの原員」の下での宗教的自由

し
た
公
一条
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
認
宗
教
と
非
公
認
宗
教
と
の
区
別
を
再
び
設
け
る
こ
と
に
な
る
と
非
難
す
る
。
と
く
に
、
セ
ク
ト

ヘ
の
寛
容
を
力
説
す
る
ロ
ベ
ー
ル
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
セ
ク
ト
を
た
と
え
認
識
す
る
に
至

っ
た
と
し
て
も
、
宗
教
的
自
由
が
セ

ク
ト
を
他
の
宗
派
と
異
な
っ
て
取
り
扱
わ
な
い
こ
と
を
要
求
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
に
は
疑
い
の
余
地
は
な
い
。
政
教
分
離
法
は
旧
公
認

宗
教
の
あ
ら
ゆ
る
特
権
を
廃
止
し
た
以
上
、
良
心
の
自
由
は
す
べ
て
の
宗
派
の
間
の
完
全
な
平
等
に
よ
っ
て
の
み
確
保
さ
れ
得
る
」
と
。

今
日
、
裁
判
所
は
、
セ
ク
ト
の
宗
教
団
体
の
法
的
地
位
や
そ
の
法
律
上
の
能
力
に
関
す
る
事
件
に
お
い
て
、
セ
ク
ト
に
厳
し
い
姿
勢

（２７
）

を
示
す
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
宗
教
概
念
に
関
し
て
は
前
述
の
学
説
を
採
用
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、　
コ
ン
セ
イ

ユ
・

デ
タ
は
、
そ
の
判
例
に
お
い
て
、
イ
ス
ラ
ム
教
、
ヒ
ン
ズ
ー
（響

、　
ハ
レ
ク
リ
シ
ュ
型
、　
エ
ホ
バ
の
証
人
な
ど
に
宗
教
的
自
由
の
規
定
を

適
用
し
、
あ
る
い
は
そ
の
宗
教
と
し
て
の
性
格
づ
け
を
明
ら
か
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
司
法
裁
判
所
が
サ
イ
エ
ン
ト
ロ
ジ
ー
を

宗
教
と
性
格
づ
け
る
の
も
同
様
の
姿
勢
を
裏
づ
け
る
。
こ
れ
に
対
し
、　
コ
ン
セ
イ

ユ
・デ
タ
は
、
「神
を
神
話
と
考
え
る
者
を
結
集
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
」
無
神
論
者
同
盟

ａ
・
』８

８
∽
”
一瀬
ｏｃ

の
結
社
は
、
「あ
る
宗
教
の
経
費
、
維
持
、
公
的
な
礼
拝
に
必
要
な
も
の

を
供
す
る
意
図
を
も
た
な
い
」
と
し
、
ま
た
フ
ラ
ン
ス
銀
行
に
勤
務
す
る
無
神
論
者
の
職
員
に
対
し
無
神
論
者
の
祭
典
に
出
席
す
る
た

め
の
有
給
休
暇
の
許
可
が
拒
否
さ
れ
た
こ
と
は
宗
教
的
自
由
の
規
定
に
違
反
し
な
い
と
す
る
。
こ
の
結
論
に
は
無
神
論
は
宗
教
で
は
な

い
と
い
う
判
断
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
無
神
論
者
同
盟
事
件
に
お
け
る
論
告
担
当
官
が
、
「神
ま
た
は
聖
な
る
人
物

へ

の
崇
拝
」
を

「礼
拝
」
と
定
義
し
、
無
神
論
を
宗
教
信
仰
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
明
言
し
た
こ
と
か
ら
裏
づ
け
ら
れ
る
が
、
こ
の

よ
う
な
判
断
は
前
述
の
学
説
の
立
場
と
変
わ
ら
な
い
。

四
　
宗
教
的
自
由

の
特
質

前
述
し
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
人
の
宗
教
的
営
み
に
は
、
内
心
に
お
け
る
超
自
然
的
力

へ
の
信
仰
の
み
な
ら
ず
、
祭
儀
を

229



行
う
こ
と
や
教
団
を
組
織
す
る
こ
と
な
ど
も
あ
る
。
こ
の
ゆ
え
に
学
説
は
、
す
べ
て
多
か
れ
少
な
か
れ
宗
教
的
自
由
の
構
成
要
素
の
多

様
性
を
肯
定
す
る
。
宗
教
的
自
由
の
要
素
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
学
説
に
よ
っ
て
少
し
ず

つ
異
な
る
が
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
は
、
要

す
る
に
、
政
教
分
離
法

一
条
の
規
定
か
ら
宗
教
的
自
由
に
は
良
心
の
自
由
お
よ
び
礼
拝
の
自
由
が
あ
る
と
す
る
も
（慶

、
あ
る
い
は
そ
れ

に
付
け
加
え
て
、
教
会

へ
の
加
入
の
自
由
あ
る
い
は
教
会
の
組
織
の
自
由
が
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
（縛

。
ま
た
そ
れ
と
は
別
に
、
フ
ラ

ン
ス
の
公
法
学
説
は
、
そ
れ
が
公
的
自
由
の
分
類
の
基
準
と
し
て
広
く
用
い
る
、
個
人
的
自
由

貧
【ｇ
『け３
一ａ
〓
２
２
ｏし
と
集
団
的
自

（３８
）

由

貧
【序
【一３
８
層
の一【お
ｅ

と
の
両
面
が
、
宗
教
的
自
由
に
存
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ジ
ャ
ン
・リ
ヴ
ェ
ロ
は
こ
の
点
を
次
の
よ
う
に

述
べ
る
。
「
ほ
と
ん
ど
全
部
の
宗
教
に
お
い
て
、
人
間
と
神
と
の
関
係
は
個
人
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
。
同
じ
信
仰

へ
の
入

信
は
共
同
体
を
作
り
、
祭
儀
は
集
団
的
礼
拝
を
構
成
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
宗
教
は
個
人
の
自
由
の
領
域
の
み
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。

そ
れ
は
こ
の
共
同
体
の
側
面
に
よ
り
集
団
の
自
由
に
至
る
」
と
。
こ
つ
し
た
両
面
性
か
ら
、
ジ
ャ
ン
。
モ
ラ
ン
ジ
ュ
は
次
の
よ
う
に
宗

教
的
自
由
の
多
様
な
要
素
を
か
な
り
広
く
把
握
す
製
。

そ
れ

〔筆
者
注
　
を不
教
的
自
由
〕
は
、
個
人
的
な
側
面

（良
心
の
自
由
）
を
示
す
が
、
社
会
的
現
実
と
し
て
、
集
団
的
な
側
面
が
な
く
し
て

は
理
解
さ
れ
得
な
い
。
そ
れ
は
、
（祈
っ
た
り
礼
拝
を
行
う
た
め
の
）
集
会
の
自
由
、
集
団
行
進
の
自
由

（宗
教
的
行
列
）
の
み
な
ら
ず
結
社

の
自
由
も
含
む
。
団
体
の
定
め
る
目
的
が
「活
動
的
」
な
目
的
か
「瞑
想
的
」
な
目
的
を
問
わ
ず
、
信
徒
団
体
や
修
道
会
に
つ
い
て
と
同
様
に
、

一
つ
の
教
会
は
確
実
に
一
つ
の
結
社
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
宗
教
的
自
由
は
、
手
段
と
し
て
、
出
版
の
自
由
（第

一
に
は
聖
典
を
印
刷
し

配
布
す
る
た
め
に
す
ぎ
な
い
が
、
新
聞
や
雑
誌
な
ど
を
印
刷
し
配
布
す
る
た
め
で
も
あ
ろ
う
）、
視
聴
覚
情
報
伝
達
の
自
由

↑
フ
ジ
オ
や
テ
レ

ビ
放
送
）、
（私
立
学
校
や
学
校
付
司
祭
の
い
る
公
立
学
校
の
枠
組
み
に
お
け
る
）
教
育
の
自
由
の
行
使
を
も
前
提
と
す
る
。

こ
の
よ
う
に
宗
教
的
自
由
が
広
く
良
心
の
自
由
、
集
会
の
自
由
、
結
社
の
自
由
、
出
版
の
自
由
、
教
育
の
自
由
な
ど
を
含
む
と
考
え

る
こ
と
は
、
宗
教
的
自
由
が
多
様
な
自
由
の
宗
教
的
側
面
で
の
集
合
だ
と
理
解
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
こ
の
見
地
は
、
宗
教
的
自
由
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を
諸
自
由
の
コ
父
差
点
」
と
性
格
づ
け
、
「宗
教
的
自
由
は
、
憲
法
の
土
俵
の
上
で
は
宗
教
的
目
的
に
役
立
つ
諸
々
の
公
的
自
由
の
束
と

し
て
現
れ
て
」
型
」
と
説
く
、
ゴ
ド
メ
の
説
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
見
方
を
突
き
詰
め
る
と
、
宗
教
的
自
由
が
自
立

的
な
自
由
で
あ
る
こ
と
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
ゴ
ド
メ
に
よ
る
次
の
記
述
は
そ
れ
を
示
す
。
宗
教
的
自
由
に

「
固
有
で
あ
る

こ
と
は
、
そ
れ
自
体
は
古
典
的
で

『世
俗
的
な
』
諸
自
由
の
行
使
の
宗
教
的
目
的
性
で
あ
る
。
宗
教
的
自
由
を
形
成
す
る
の
は
こ
の
目

的
性
で
あ
る
。
少
々
無
理
に
特
色
を
出
し
つ
つ
た
と
え
て
言
え
ば
、
宗
教
的
自
由
は
目
的
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
結
集
す
る
が
他
の
目

的
の
た
め
に
も
利
用
さ
れ
得
る
自
由
、
権
利
と
比
較
し
て
、
自
立
的
な
自
由
、
権
利
で
は
な
い
と
言
い
た
く
な
る
だ
ろ
う
」
と
。
こ
こ

ま
で
言
う
の
は
極
端
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
宗
教
的
自
由
が
宗
教
に
関
わ
る
多
様
な
自
由
か
ら
構
成
さ
れ
る
と
い
う
複

雑
な
性
格
に
、
そ
の
特
質
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

公
法
学
説
に
お
い
て
宗
教
的
自
由
の
性
格
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
も
う

一
つ
は
、
政
教
制
度
と
の
関
連
性
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
宗
教
集
団
が
強
く
組
織
化
さ
れ
る
と
い
う
宗
教
の
特
質
に
由
来
す
る
。
リ
ヴ
ェ
ロ
は
、
「宗
教
の
集
団
的
性
格
は
、
い
く
つ
か

の
宗
教
に
お
い
て
、
宗
教
結
社
、
し
か
も
時
と
し
て
階
層
制
、
規
律
、
固
有
の
法
を
備
え
る
非
常
に
強
い
構
造
を
も
つ
結
社
の
組
織
化

に
ま
で
強
ま
る
Ｌ
）と
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「宗
教
は
人
間
秩
序
に
対
す
る
超
自
然
的
秩
序
の
優
位
を
主
張

す
る
の
で
、
宗
教
は
、
国
家
権
力
と
そ
の
信
仰
の
命
令
と
の
間
の
対
立
の
場
合
に
は
、
首
尾

一
貫
し
た
各
信
者
に
、
最
も
高
い
規
範

ヘ

の
服
従
を
優
先
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
宗
教
は
そ
れ
自
体
世
俗
権
力
の
限
界
の
潜
在
性
を
含
ん
で
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
宗

教
が
い
つ
の
時
代
に
も
国
家
に
提
起
し
た
問
題
の
究
極
的
な
重
大
性
と
と
も
に
、
国
家
が
こ
れ
を
解
決
し
た
際
に
と
っ
た
姿
勢
の
多
様

性
が
生
じ
る
」
と
。
そ
し
て
、
こ
の
際
の
国
家
の
姿
勢
が
多
様
な
政
教
制
度
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
宗
教
の
特
質
を
前
提
と

す
れ
ば
、
宗
教
的
自
由
は
政
教
制
度
に
密
接
に
関
連
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
に
お
い
て
宗
教
的
自
由
は
他
の
自
由
を
越
え
る
こ
と
に

な
る
。
教
会
の
組
織
の
自
由
が

「教
会
の
国
家
に
対
す
る
関
係
と
い
う
基
本
的
で
か
つ
歴
史
的
に
複
雑
な
問
題
を
提
起
す
る
」
と
考
え



る
ロ
ベ
ー
ル
は
、
内
心
の
一
般
的
自
由
で
あ
る

コ
思
見
の
自
由
」
曾
ぎ
【８
Ｑ
）８
ユ
８
）
と
宗
教
的
自
由
と
を
比
較
し
て
次
の
よ
う
に
述

べ
る
。
「単
な
る
意
見
の
自
由
は
、
市
民
と
国
家
の
関
係
に
お
い
て
、
公
の
秩
序
の
尊
重
、
外
部
的
表
現
に
お
け
る
慎
み
深
さ
、
相
互
理

解
と
い
う
諸
問
題
を
生
ぜ
し
め
る
に
す
ぎ
な
い
の
に
対
し
、
宗
教
的
自
由
は
、
教
会
と
国
家
と
の

『共
存
』
の
明
確
な
制
度
の
整
備
を

（４５
）

含
意
す
る
」
と
。

以
上
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
憲
法
的
価
値
を
有
し
、
良
心
の
自
由
と
礼
拝
の
自
由
と
を
主
要
な
構
成
要
素
と
す
る
宗
教
的
自

由
は
、
そ
の
要
素
の
多
様
性
お
よ
び
政
教
制
度
と
の
密
接
な
関
連
性
と
い
う
特
性
を
持
つ
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
次
に
、

良
心
の
自
由
、
礼
拝
の
自
由
さ
ら
に
そ
の
他
の
自
由
に
分
け
、
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
と
の
関
連
に
も
注
意
し
な
が
ら
、
宗
教
的
自
由
の
内

容
と
限
界
お
よ
び
そ
れ
に
関
す
る
問
題
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

第
二
節
　
良
心
の
自
由

宗
教
的
自
由
の
構
成
要
素
の

一
つ
で
あ
る
良
心
の
自
由

（５
①『８

８

８
３
０
】８
ｏＣ

に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
内
容
お
よ
び
限
界
な
ど

を
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
良
心
の
自
由
の
概
念
を
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
良
心

の
自
由
の
概
念
は
公
法
学
説
に
お
い
て
多
様
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
議
論
の
混
乱
を
招
く
の
を
避
け
る
た
め
で
あ
（型

。

一　

良
心
の
自
由
の
概
念

宗
教
的
自
由
を
検
討
す
る
の
に
有
益
と
思
わ
れ
る
次
の
二
つ
の
点
に
限
っ
て
、
良
心
の
自
由
の
概
念
の
多
様
性
を
見
る
こ
と
に
し
よ

、
「
′
′
。
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１
　
宗
教
的
良
心
の
自
由
か
、　
一
般
的
良
心
の
自
由
か

第

一
は
、
良
心
の
自
由
を
宗
教
的
な
良
心
に
限
定
す
る
学
説
が
あ
る

一
方
で
、
良
心
の
自
由
を
宗
教
的
自
由
の
み
に
限
定
せ
ず
、
よ

り
包
括
的
に
理
解
す
る
説
も
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
後
者
の
説
と
し
て
公
法
学
者

ロ
ー
ラ
ン
・
リ
ッ
シ
ェ
の
見
解
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
、
「良
心
の
自
由
を
宗
教
に
も
信
仰
や
意
見
に
も
限
定
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
良
心
の
自
由
を
よ
り
広

く
理
解
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
良
心
の
自
由
は
す
べ
て
の
意
見
、
と
り
わ
け
道
徳
的
、
政
治
的
意
見
に
ま
で
及
ぶ
」
、
と
述
べ
る
の
で
あ

る
。
ま
た
、
実
際
、
良
心
の
自
由
に
憲
法
的
価
値
を
承
認
し
た
前
述
の
一
九
七
七
年
の
憲
法
院
判
決
に
も
、
良
心
の
自
由
を
宗
教
的
自

由
に
限
定
し
な
い
趣
旨
が
う
か
が
え
る
こ
と
は
、
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
宗
教
的
な
も
の
に
限
定
す
る
狭
義
の
良
心
の
自
由
と
そ
れ
以
外
の
意
見
を
も
含
む
広
義
の
良
心
の
自
由
と
が
存

在
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
背
景
に
は
良
心
の
自
由
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
法
規
定
の
変
化
を
指
摘
し
得
る
。
ま
ず
、
政
教
分
離
法

一
条
の
定
め
る
良
心
の
自
由
は
、
政
教
分
離
に
関
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
明
ら
か
に
宗
教
的
良
心
の
み
を
想
定
し
た
。
だ

が
そ
の
後
、
例
え
ば
、
「個
人
の
民
族
的
出
身
ま
た
は
政
治
的
、
哲
学
的
あ
る
い
は
宗
教
的
意
見
ま
た
は
組
合
の
所
属
を
、
直
接
ま
た
は

間
接
に
、
明
ら
か
に
す
る
氏
名
を
付
し
た
情
報
を
、
電
子
計
算
機
処
理
さ
れ
た
記
録
し
、
も
し
く
は
電
子
計
算
機
処
理
さ
れ
た
記
録
と

し
て
保
有
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
、
情
報
処
理
、
フ
ァ
イ
ル
お
よ
び
自
由
に
関
す
る

一
九
七
八
年

一
月
六
日
の
法
律
三

一
条
の
規

定
の
よ
う
に
、
宗
教
的
自
由
と
政
治
的
、
哲
学
的
意
見
の
自
由
と
が
並
列
に
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
良
心
の
自
由
を
広

義
に
解
す
る
学
説
に
は
、
良
心
の
自
由
を

一
般
的
な
思
想
の
自
由
の
中
核
に
あ
る
意
見
の
自
由
の
一
つ
と
し
て
構
成
す
る
傾
向
が
見
ら

れ
る
。
例
え
ば
、
リ
ヴ
ェ
ロ
も
、
「意
見
の
自
由
は
、
領
域
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
真
実
を
選
択
す
る
自
由
で
あ
る
。
そ
れ
が
道
徳
お
よ

び
宗
教
に
対
す
る
人
の
態
度
を
対
象
と
す
る
時
に
は
、
そ
れ
は
良
心
の
自
由
と
い
う
名
称
を
と
る
」
と
述
べ
る
。

な
お
、
本
章
で
は
宗
教
的
自
由
に
焦
点
を
当
て
る
の
で
、
こ
こ
で
は
宗
教
的
な
良
心
の
自
由
の
み
を
対
象
と
す
る
。



２
　
内
心
の
自
由
か
、
行
為
の
自
由
か

第
二
は
、
良
心
の
自
由
が
人
の
内
心
の
み
を
カ
バ
ー
す
る
も
の
か
、
さ
ら
に
個
人
の
外
部
的
行
為
を
も
対
象
と
す
る
か
が
、
学
説
に

お
い
て

一
致
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
点
は
、
宗
教
的
自
由
の
主
要
な
要
素
で
あ
る
良
心
の
自
由
と
礼
拝
の
自

由
と
の
関
係
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
両
者
の
関
係
を
、
わ
が
国
で
は
、
わ
が
国
の
憲
法
学
説
に
お
け
る
信
教
の
自
由
の
分
類
の
仕
方

の
一
つ
で
あ
る
、
内
心
の
自
由
と
行
為
の
自
由
と
同
様
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
公
法
学
説
に
お
い
て
は
、
後
述
の

よ
う
に
こ
の
よ
う
な
理
解
を
示
す
も
の
も
多
い
が
、
こ
れ
と
は
異
な
る
よ
う
に
分
類
す
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。

も
っ
と
も
、
学
説
は
、
宗
教
的
自
由
で
あ
る
良
心
の
自
由
と
礼
拝
の
自
由
と
は
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
点
で
は

一
致
す
る
。

例
え
ば
、
モ
ラ
ン
ジ
ュ
は
、
「礼
拝
の
自
由
は
、
今
日
、
良
心
の
自
由
と
と
も
に
、
宗
教
的
自
由
の
諸
側
面
の
一
つ
を
構
成
す
る
。
互
い

に
分
離
で
き
な
い
と
判
断
さ
れ
る
。
あ
る
信
仰

へ
の
入
信
、
個
人
的
な
宗
教
実
践

（祈
蒔
と
行
じ

は
、
あ
る
共
同
体
お
よ
び
あ
る
集
団

的
実
践

へ
の
所
属
と
は
不
可
分
で
あ
る
」
、
と
述
べ
（犯

。
し
か
し
な
が
ら
、
学
説
は
、
政
教
分
離
法

一
条
の
規
定
に
従
い
、
両
者
の

一
応

の
分
類
を
行
い
、
し
か
も
両
者
の
内
容
の
把
握
の
仕
方
で
学
説
の
間
で
少
し
差
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
重
要
点
が
、
ま
さ
に
こ
こ
で
問
題

と
な
っ
て
い
る
良
心
の
自
由
が
内
心
の
み
に
と
ど
ま
る
の
か
、
そ
れ
と
も
行
為
を
も
含
む
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

良
心
の
自
由
が
内
心
の
み
を
対
象
と
す
る
と
い
う
見
解
の
例
と
し
て
次
の
も
の
が
あ
る
。
「良
心
の
自
由
は
、
本
質
的
に
個
人
的
で
あ

り
、
そ
れ
が
内
心
に
関
係
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
心
理
的
な
も
の
に
属
す
る
こ
と
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
」
と
述
べ
る
カ
ル
ボ
ニ
エ
の
説
、

「良
心
の
自
由
は
、
特
定
の
宗
教
信
仰
に
入
信
す
る
、
あ
る
い
は
信
仰
に
無
関
心
に
と
ど
ま
る
権
利
で
あ
（綱

」
と
説
く
公
法
学
者
ク
ロ
ー

ド
＝
ア
ル
ベ
ー
ル
・
コ
リ
ア
ー
ル

６
】ど

，
‐≧
序
■
ｏ
２
』ミ
ｅ

の
見
解
や
、
礼
拝
の
自
由
を

Ｆ
不
教
の
個
人
的
、
集
団
的
な
実
践
の
自

由
」
と
す
る

一
方
で
、
「人
に
示
さ
れ
る
諸
宗
教
の
な
か
で
、
あ
る
宗
教

へ
の
入
信
と
不
信
仰
と
の
選
択
を
す
る
自
由
」
を
良
心
の
自
由

と
す
る
リ
ヴ
ェ
ロ
の
説
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
デ
ュ
ギ
ー
の
古
い
学
説
に
お
い
て
も
同
様
の
考
え
が
示
さ
れ
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る
。
「す
べ
て
の
個
人
は
、
宗
教
に
関
し
て
彼
が
望
む
も
の
を
内
心
で
信
じ
る
権
利
を
確
実
に
有
し
て
い
る
。
こ
れ
が
ま
さ
に
良
心
の
自

由
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
信
じ
な
い
自
由
の
み
な
ら
ず
、
自
己
が
望
む
も
の
を
信
じ
る
自
由
で
も
あ
（穂

」
。
こ
れ
に
続

い
て
デ

ュ
ギ
ー
は
、

こ
の
よ
う
な
良
心
の
自
由
が
、
礼
拝
の
自
由
と
は
異
な
り
、
制
約
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
得
な
い
こ
と
も
示
唆
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
」

の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
良
心
の
自
由
に
は
、

い
わ
ゆ
る
思
想
の
自
由
と
同
様
に
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
立
法
者
に
よ
る
侵
害
が
及
ば

な
い
。
立
法
者
は
、
法
に
お
い
て
も
、
事
実
に
お
い
て
も
、
個
人
の
良
心
の
内
部
に
立
ち
入
り
、
良
心
に
何
ら
か
の
義
務
ま
た
は
禁
止

を
課
す
こ
と
は
で
き
な
（地

」
が
、
「
立
法
者
は
、
外
部
的
礼
拝
行
為
が
、
何
人
の
自
由
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
個
人
の
自
由
を
少
し
も
害

し
な
い
よ
う
に
、
そ
れ
を
規
制
す
る
た
め
に
、
介
入
し
得
る
し
、
介
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
各
人
が
有
す
る
そ
の
宗
教
を
自
由
に

実
践
す
る
権
利
は
、
他
人
の
身
体
的
自
由
、
精
神
的
自
由
お
よ
び
宗
教
的
自
由
と
い
う
制
約
を
持

つ
」
、
と
デ

ュ
ギ
ー
は
述
べ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
点
は
、　
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ

・
破
毀
院
弁
護
士
の
ク
レ
ー
ル

・
ワ
ッ
ケ

（９
”
】お
ョ
お
席
じ

の
見
解
に
お
い
て
さ
ら
に
明
確

で
あ
（綱

。
ワ
ツ
ケ
は
ヽ
「良
心
の
自
由
と
こ
の
自
由
の
外
部
的
表
明
と
を
区
別
し
て
い
る
」
と
さ
れ
る
前
述
の

一
七
八
九
年
人
権
宣
言

一

〇
条
と
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
権
条
約
九
条
と
に
着
目
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

内
心

貧
９

す
けｏ
日
Ｃ

か
ら
外
部
的
表
明
に
移
る
と
き
、
良
心
の
自
由
の
適
用
は
、
良
心
の
自
由
と
は
異
な
る
枠
組
み
で
も
行
使
さ
れ
得
る

他
の
公
的
自
由
、
す
な
わ
ち
表
現
の
自
由
、
集
会
の
自
由
、
集
団
行
進
の
自
由
、
教
育
の
自
由
の
適
用
を
予
想
さ
せ
る
。
二
つ
の
条
文
の
各
々

が
、
良
心
の
自
由
の
外
部
的
表
明
が
規
制
さ
れ
得
る
と
し
て
も
、
内
心
は
も
っ
と
も
わ
ず
か
な
規
制
の
対
象
と
す
ら
な
り
え
な
い
こ
と
を
示
し

て
い
る
の
は
、
極
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。

人
権
宣
言

一
〇
条
は
、
一ホ
教
的
意
見
の
表
明
が
公
の
秩
序
を
混
乱
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
宣
言
す
る
。
一不
教
的
意
見
そ
の
も
の
は
こ
の
拘
束

の
下
に
は
な
い
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
九
条
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
れ
は

一
項
に
お
い
て
良
心
の
自
由
の
内
容
と
こ
の
自
由
の
表
明
の
可
能
性
を
示
し



て
い
る
。

そ
れ
は
二
項
に
お
い
て
宗
教
や
信
念
の
表
明
に
対
す
る
い
く
つ
か
の
制
限
を
認
め
、
定
め
て
い
る
が
、
一不
教
や
信
念
そ
の
も
の
に
対
し
て
で

は
な
い
。

換
言
す
れ
ば
、
宗
教
を
規
律
す
る
法
に
よ
れ
ば
、
良
心
の
自
由
は
絶
対
的
で
あ
り
、
い
か
な
る
制
約
を
受
け
な
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
良
心
の
自
由
を
制
約
を
受
け
な
い
内
心
の
自
由
と
し
、
内
心
の
外
部
的
表
れ
は
礼
拝

の
自
由
な
ど
の
他
の
自
由
の
問
題
と
す
る
学
説
が
、
多
く
見
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
学
説
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の
で
も
、

よ
く
見
る
と
信
仰
の
外
部
的
表
現
行
為
と
思
わ
れ
る
事
項
を
良
心
の
自
由
と
し
て
扱
う
面
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。

ロ
ベ
ー
ル
の

学
説
が
そ
の
例
で
あ
る
。
彼
は
、
「個
人
が
あ
る
宗
教
に
対
し
知
的
な
同
意
を
与
え
、
ま
た
は
与
え
な
い
こ
と
」
の
自
由
を
良
心
の
自
由

（５９
）

（６０
）

と
し
、
こ
れ
を

「意
見
の
自
由
の
個
別
の
一
側
面
」
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
後
述
の
施
設
付
司
祭
、
良
心
的
兵

役
拒
否
お
よ
び
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
祭
儀
を
公
役
務
が
尊
重
す
る
こ
と
を
意
見
の
自
由
の
事
項
と
し
て
扱
迎
。
さ
ら
に
ロ
ベ
ー
ル
は
、
「非
宗

教
的
国
家
が
各
人
に
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
良
心
の
自
由
は
、
特
定
宗
教

へ
の
所
属
の
外
部
的
標
章
を
見
せ
び
ら
か
す
権
利
を
伴
う

か
」
と
問
い
な
が
ら
、
イ
ス
ラ
ム
の
ス
カ
ー
フ
事
件
で
問
題
と
な
っ
た
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
よ
る
ヴ
ェ
ー
ル
の
着
用
を
、
良
心
の
自
由
の

問
題
と
し
て
論
じ
、
し
か
も

「
こ
こ
で
は
良
心
の
自
由
は
フ
ラ
ン
ス
の
公
の
秩
序
と
衝
突
し
て
い
る
」
と
断
じ
犯
。
し
た
が
つ
て
ヽ
基

本
的
に
良
心
の
自
由
を
内
心
の
自
由
と
性
格
づ
け
る
学
説
に
お
い
て
さ
え
も
、
ワ
ッ
ケ
の
説
と
は
異
な
り
、
実
際
に
は
良
心
の
自
由
を

信
仰
の
表
明
で
あ
る

一
定
の
外
部
的
行
為
ま
で
も
含
む
広
い
自
由
と
考
え
る
傾
向
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
、
良
心
の
自
由
が
行
為
を
含
む
と
考
え
る
も
う

一
つ
の
学
説
は
ど
う
か
。
モ
ラ
ン
ジ
ュ
の
学
説
が
そ
の
典
型
で
あ
（綱

。

彼
は
、
前
述
の

一
七
八
九
年
人
権
宣
言

一
〇
条
か
ら
、
意
見
そ
の
も
の
と
そ
の
表
明
と
を
区
別
せ
ず
に
、
良
心
の
自
由
を
観
念
す
る
と

（６４
）

と
も
に
、
そ
の
規
定
で
は
明
示
的
で
は
な
い
、
信
条
に
人
生
を
適
合
さ
せ
る
権
利
、
信
条
に
従

っ
て
行
動
す
る
権
利
を
も
良
心
の
自
由
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に
含
め
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
、
「各
個
人
が
そ
の
信
条
に
従

っ
て
そ
の
人
生
を
規
律
す
る
）
」
と
が
良
心
の
自
由
の
原

則
の

一
つ
の
結
論
だ
と
し
、
「各
人
の
意
見
は
自
由
で
あ
る
。
彼
は
自
由
に
そ
れ
を
表
明
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
…
…
各
人
は
行
為
に
よ

（６６
）

り
そ
の
意
見
を
表
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
明
言
す
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
モ
ラ
ン
ジ
ュ
は
、
良
心
の
自
由
に
は
、　
一
七
八
九
年
人

（６７
）

権
宣
言
ど
お
り
、
「良
心
の
自
由
の
表
明
は
法
律
に
よ
り
確
立
さ
れ
た
公
の
秩
序
を
混
乱
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
制
約
が
あ
る

―
―
こ
こ
で
は
彼
も
内
心
か
行
為
か
の
区
別
に
従
う
―
―
こ
と
も
明
ら
か
に
す
る
。

良
心
の
自
由
の
こ
の
よ
う
な
理
解
を
前
提
と
す
れ
ば
、
礼
拝
の
自
由
は
ど
う
な
る
の
か
が
問
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
礼
拝
の
自
由
に
つ

い
て
見
る
と
、
モ
ラ
ン
ジ
ュ
は
、
こ
れ
を
も
っ
ぱ
ら
集
団
的
自
由
と
位
置
づ
け
、
公
有
の
礼
拝
用
建
物
の
教
団
に
よ
る
使
用
の
問
題
と

（６８
）

宗
教
的
な
野
外
行
進
と
を
そ
こ
で
扱
う
の
み
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
モ
ラ
ン
ジ
ュ
の
見
解
は
、
良
心
の
自
由
と
礼
拝
の
自
由
と
の
分

類
を
、
内
心
か
行
為
か
と
い
う
基
準
で
分
け
る
の
で
は
な
く
、
個
人
的
自
由
か
集
団
的
自
由
か
と
い
う
見
地
―
―
前
述
の
よ
う
に
フ
ラ

ン
ス
の
公
法
学
説
が
人
権
の
分
類
に
関
し
て
こ
れ
を
基
準
と
す
る
―
―
で
行
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
内
心
に
と
ど
ま
る

事
項
は
当
然
に
良
心
の
自
由
の
領
域
に
入
る
ば
か
り
か
、
個
人
が
単
独
で
私
的
に
行
う
信
仰
の
外
部
的
表
明
も
良
心
の
自
由
の
対
象
で

あ
り
、
そ
れ
に
対
し
、
集
団
で
共
同
し
て
行
う
宗
教
的
行
為
が
礼
拝
の
自
由
に
関
す
る
事
項
だ
と
す
る
の
が
、
こ
の
説
な
の
で
あ
る
。

こ
の
趣
旨
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
法
学
者
ジ
ャ
ン
＝
ポ
ー
ル
・デ
ュ
ラ
ン

Ｇ
８
Ｐ
”
讐
】
∪
〓
『営
ｅ

の
説
明
に
お
い
て
よ
り
明
確
で
あ

る
。
デ
ュ
ラ
ン
は
、
良
心
の
自
由
の
内
容
と
し
て
、
「①
自
己
の
選
択
し
た
宗
教
あ
る
い
は
信
条
を
内
心
に
お
い
て
信
奉
す
る
↑
０
悪
【０し

権
利
、
②
精
神
的
ま
た
は
物
質
的
強
制
に
よ
り
そ
の
選
択
で
苦
し
め
ら
れ
な
い
権
利
、
③
あ
る
宗
教

へ
の
信
奉
を
言
葉
と
行
為
で
外
部

（６９
）

に
表
明
す
る
権
利
」
を
列
挙
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「宗
教
儀
式
に
出
席
す
る
権
利
と
出
席
し
な
い
権
利
は
良
心
の
自
由

に
属
す
る
。
祭
儀
、
宗
教
祭
式
を
行
う
権
利
は
礼
拝
の
自
由
に
属
す
る
」
と
。
実
は
、
こ
の
よ
う
な
良
心
の
自
由
と
礼
拝
の
自
由
を
個

人
的
自
由
と
集
団
的
自
由
の
関
係
に
対
応
づ
け
る
見
解
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
に
お
い
て
か
な
り
共
通
し
て
見
ら
れ
る
。
憲
法
学
者
ド



ミ
ニ
ッ
ク
ニ
ア
ュ
ル
パ
ン

Ｏ
ｏ
日
ョ
ｆ
Ｏ
↓
●
『ｏ
一こ

は
、
「意
見
の
自
由
―
―
寛
容
に
認
め
ら
れ
、
か
つ
個
人
的
で
あ
る
―
―
か
ら
、
集

団
的
な
表
明
の
自
由
、
す
な
わ
ち
礼
拝
の
自
由

へ
」
と
述
べ
響
、
礼
拝
の
自
由
の
説
明
を
始
め
て
い
る
し
、
前
述
の
よ
う
に
基
本
的
に

良
心
の
自
由
を
内
心
の
自
由
と
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
ロ
ベ
ー
ル
も
、
次
の
よ
う
な
記
述
を
し
て
い
る
。
Ｆ
ホ
教
的
自
由
は
、
そ
れ
は
、

個
人
に
と
っ
て
、
あ
る
宗
教
に
知
的
に
賛
同
し
、
ま
た
は
賛
同
し
な
い
、
そ
れ
を
自
由
に
選
択
し
、
ま
た
は
そ
れ
を
拒
否
す
る
こ
と
に

あ
る
の
で
、
ま
ず
第

一
に

『個
人
的
』
自
由
で
あ
る
。
宗
教
が
信
心
や
信
仰
に
尽
き
ず
、
自
由
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
保
障
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
信
仰
実
践
を
必
ず
生
ぜ
じ
め
る
の
で
、
宗
教
的
自
由
は

『集
団
的
』
自
由
で
も
あ
（型

」
ｏ

こ
の
よ
う
に
、
学
説
に
お
い
て
、
良
心
の
自
由
を
必
ず
し
も
純
粋
な
内
心
の
自
由
に
限
定
せ
ず
、
ま
た
良
心
の
自
由
と
礼
拝
の
自
由

の
区
分
も
必
ず
し
も

一
致
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
判
例
に
お
い
て
も
、
良
心
の
自
由
を
純
粋
な
内
心
の
自
由
に
限
定
し
な
い
。
後
述
の

よ
う
に
、　
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
生
徒
の
良
心
の
自
由
に
は

「学
校
内
で
宗
教
信
仰
を
表
現
、
表
明
す
る
権
利
」
を

含
む
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
章
に
お
い
て
も
、
内
心
に
限
定
せ
ず
に
、
比
較
的
多
く
の
学
説
が
良
心
の
自
由
と
し

て
説
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
良
心
の
自
由
の
内
容
を
見
る
こ
と
に
し
た
い
。

二
　
良
心
の
自
由

の
内
容

１
　
信
仰
の
自
由

既
に
引
用
し
た
多
く
の
学
説
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
公
法
学
説
が
良
心
の
自
由
の
内
容
と
し
て

一
致
し
て
指
摘
す
る

の
が
、
宗
教
の
選
択
の
自
由
、
入
信
の
自
由
な
ど
の
信
仰
の
自
由
に
類
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
意
味
で
の
良
心
の
自
由
に
は
、

不
信
仰
の
自
由
も
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
例
え
ば
、
「市
民
は
、
彼
が
宗
教
的
真

理
だ
と
考
え
る
こ
と
を
信
じ
る
絶
対
的
な
権
利
を
有
す
る
」
と
、
憲
法
学
者
の
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ビ
ュ
ル
ド
ー
も
述
べ
る
よ
う
に
、
信
仰
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の
自
由
は
制
約
の
な
い
自
由
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
と
り
わ
け
、
こ
の
意
味
で
の
良
心
の
自
由
に
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る

改
宗
の
自
由
―
―
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
九
条
に
明
示
さ
れ
る
―
―
は
、
後
述
の
行
政
判
例
が
示
す
よ
う
に
、
私
人
相
互
間
で

は
実
質
的
に
保
障
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
る
。

な
お
、
こ
の
意
味
で
の
良
心
の
自
由
に
は
、
信
仰
告
自
の
自
由
も
含
ま
れ
♂
。
さ
ら
に
、
良
心
の
自
由
に
は
信
仰
を
行
為
で
表
明
す

る
自
由
も
含
ま
れ
る
と
す
る
学
説
も
存
在
す
る
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
信
仰
の
表
明
の
自
由
を
含
め
て
考
え
る

と
、
良
心
の
自
由
に
は
、　
一
七
八
九
年
の
人
権
宣
言

一
〇
条
が
示
す
よ
う
に
、
公
の
秩
序
と
い
う
制
約
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
政
教
分
離
法

一
条
で

「共
和
国
は
良
心
の
自
由
を
保
障
す
る
」
と
定
め
る
こ
と
の
意
味
を
、
学
説
は
、
よ
り
広
く
、
よ

り
積
極
的
に
解
す
る
傾
向
が
あ
る
。
例
え
ば
、
ロ
ベ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「共
和
国
が
良
心
の
自
由
を
保
障
す
る
と
い
う
確
認

は
、
国
家
が
、
自
ら
こ
の
自
由
を
尊
重
す
る
よ
う
に
義
務
づ
け
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
何
人
に
よ
る
侵
害
で
あ
れ
、
そ
の
侵
害
を
予
防

す
る
義
務
を
負
う
こ
と
を
も
意
味
す
る
」
と
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
学
説
は
、
良
心
の
自
由
の
保
障
か
ら
、
国
家
が
良
心
の
自
由
の
侵

害
を
予
防
す
る
積
極
的
な
義
務
を
導
き
出
す
。
そ
し
て
学
説
は
、
こ
の
国
家
の
義
務
を
明
ら
か
に
し
た
例
と
し
て
、
次
の
良
心
の
自
由

の
刑
法
的
保
護
の
規
定
を
挙
げ
る
。
「個
人
に
対
す
る
暴
力
、
暴
行
も
し
く
は
脅
迫
に
よ
り
、
ま
た
は
職
を
失
う
こ
と
を
恐
れ
さ
せ
る
」

こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
「
人
に
礼
拝
を
行
わ
せ
、
ま
た
は
行
う
こ
と
を
や
め
さ
せ
」
る
こ
と
な
ど
を
し
た
者
に
対
す
る
罰
則
規
定
が
、
そ

れ
で
あ
る
。
政
教
分
離
法
三

一
条
に
あ
る
こ
の
規
定
は
、
礼
拝
の
自
由
に
も
関
連
す
る
が
、
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
信
仰
の
自
由

の
侵
害
を
予
防
す
る
も
の
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
日
、
新
宗
教
が
無
理
や
り
入
信
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
規
定
が

適
用
さ
れ
る
と
説
か
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
、
信
者
の
親
が
信
者
を
教
団
か
ら
力
づ
く
で
脱
会
さ
せ
よ
う
と
す
る
時
に
、
教
団
が
こ

の
規
定
を
援
用
し
て
い
る
と
い
う
。



２
　
信
仰
に
よ
る
差
別
を
受
け
な
い
こ
と

良
心
の
自
由
を
広
げ
て
信
仰
の
自
由
か
ら
派
生
す
る
も
の
を
含
め
て
考
え
る
と
、
当
然
出
て
く
る
の
が
、
信
仰
に
基
づ
く
差
別
を
受

け
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
実
際
、　
一
九
五
八
年
憲
法

一
条
は
こ
の
差
別
の
禁
上
を
明
確
に
す
る
。
こ
れ
を
良
心
の
自
由

の
内
容
と
す
る
こ
と
は
、
良
心
の
自
由
を
ラ
イ
シ
テ
ま
た
は
中
立
性
の
原
則
と
混
同
し
て
い
る
と
す
る
見
解
も
見
ら
れ
る
（漣

、
多
く
の

学
説
は
そ
れ
を
肯
定
す
る
。
例
え
ば
口
べ
―
ル
は
、
「宗
教
的
自
由
の
主
要
な
適
用
は
、
宗
教
間
の
平
等
、
差
別
禁
止
で
あ
る
」
と
述
べ

る
と
と
も
に
、
次
に
述
べ
る
良
心
の
秘
密
の
趣
旨
も
併
せ
て
、
「良
心
の
自
由
の
尊
重
は
、
表
明
あ
る
い
は
推
測
さ
れ
た
信
仰
に
基
づ
き

差
別
を
設
け
よ
う
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
態
度
の
違
法
性
の
承
認
に
よ
り
、
明
確
に
さ
れ
る
」
と
述
べ
、
リ
ュ
シ
ェ
ー
ル
も

「良
心
の
自
由

は
信
仰
に
よ
る
市
民
間
の
あ
ら
ゆ
る
差
別
を
禁
じ
て
い
る
」
と
説
（Ｃ

。

と
こ
ろ
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
は
、
信
仰
に
よ
る
差
別
の
禁
止
に
つ
い
て
、
市
民
が
信
仰
に
基
づ
く
差
別
を
受
け
な
い
こ
と
と
、
公

務

へ
の
就
任
、
公
務
員
の
待
遇
に
お
い
て
、
信
仰
に
基
づ
く
差
別
が
な
い
こ
と
と
を
分
け
て
考
え
る
傾
向
が
あ
型
。

前
者
は
、
公
役
務
に
お
い
て
市
民
の
信
仰
に
よ
っ
て
差
が
生
じ
な
い
こ
と
、
そ
の
信
仰
そ
の
も
の
が
考
慮
さ
れ
な
い
こ
と
を
意
味
し
、

そ
れ
は
、
ま
さ
に
国
家
の
ラ
イ
シ
テ
お
よ
び
宗
教
的
中
立
性
の
原
則
と
密
接
に
結
び
付
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
イ
ス
ラ
ム
の
ス

カ
ー
フ
事
件
に
関
す
る
コ
ン
セ
イ
ユ
・デ
タ
の
判
決
の
次
の
よ
う
な

一
節
に
お
い
て
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
「国
家
の
ラ
イ
シ
テ

お
よ
び
公
役
務
全
体
の
中
立
性
の
諸
要
素
の

一
つ
で
あ
る
、
公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
は
、
教
育
が
、　
一
方
で
教
育
課
程
と
教
員
に

よ
る
中
立
性
、
他
方
で
生
徒
の
良
心
の
自
由
の
尊
重
の
う
ち
に
な
さ
れ
る
こ
と
を
命
じ
る
。
…
…
生
徒
の
宗
教
的
信
念
ま
た
は
信
仰
に

基
づ
く
教
育

へ
の
ア
ク
セ
ス
に
お
け
る
い
か
な
る
差
別
も
禁
止
さ
れ
る
」
。
こ
の
よ
う
に
、
信
仰
に
基
づ
く
差
別
の
禁
止
は
、
公
役
務
の

宗
教
的
中
立
性
を
意
味
し
、
具
体
的
に
は
公
務
員
に
職
務
遂
行
に
お
け
る
中
立
義
務
を
課
し
、
ま
た
公
務
員
の
宗
教
的
自
由
を
含
む
自

由
を
制
限
す
る
こ
と
を
必
要
づ
け
裂
。
公
務
員
の
こ
の
よ
う
な
中
立
義
務
を
明
示
し
て
い
る
規
定
の
例
と
し
て
、
「個
人
の
特
定
の
民
族
、
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人
種
ま
た
は
宗
教

へ
の
所
属
あ
る
い
は
不
所
属
ま
た
は
出
生
を
理
由
と
し
て
、
個
人
が
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
の
享
受
を
故
意

に
拒
否
す
る
、
公
権
力
の
保
持
者
ま
た
は
公
役
務
の
協
力
の
任
務
を
負
う
市
民
」
に
対
す
る
罰
則
を
定
め
る
、　
一
九
七
二
年
七
月

一
日

の
人
種
差
別
撤
廃
に
関
す
る
法
律

貧
９
お
】”
け】お

ψ
ご
ご
一け
８
●
一お

ぉ
８
ｏ
一∽ヨ
Ｃ

〓
〓

条
の
規
定
を
指
摘
で
き
る
。

他
方
、
後
者
の
公
務

へ
の
就
任
等
に
お
け
る
差
別
の
禁
止
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
公
務
員
の
良
心
の
自
由
で
あ
る
。
官
公
吏

の
一
般
身
分
規
程
で
も
あ
る
、
官
吏
の
権
利
と
義
務
に
関
す
る

一
九
八
三
年
七
月

一
三
日
の
法
律
は
、
「官
吏
の
政
治
的
、
哲
学
的
、
宗

教
的
ま
た
は
組
合
活
動
に
関
す
る
意
見
…
…
を
理
由
と
し
て
、
官
吏
の
間
で
い
か
な
る
差
別
も
行
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
（六
条
二
項
）

と
、
明
確
に
官
吏
の
間
で
の
信
仰
に
よ
る
差
別
を
禁
止
す
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
同
法
は
、
市
民
が
能
力
以
外
の
差
別
を
受
け
る
こ
と

な
く
公
務
に
就
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
定
め
た

一
七
八
九
年
の
人
権
宣
言
六
条
の
命
じ
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
官
吏
の
採
用
を
競
争

試
験
に
拠
ら
せ
る

（
Ｉ
ハ
条
）。
そ
こ
で
、
公
務

へ
の
就
任
に
お
け
る
信
仰
に
よ
る
差
別
は
、
典
型
的
に
は
、
志
願
者
の
信
仰
や
宗
教
行

為
を
理
由
と
し
て
、
行
政
庁
が
官
吏
の
採
用
試
験
の
受
験
を
許
可
し
な
い
と
い
う
形
と
な
っ
て
現
れ
る
が
、
以
前
か
ら
判
例
は
こ
う
し

た
決
定
を
違
法
と
す
る
。
ま
た
公
務
員
の
信
仰
や
宗
教
活
動
を
理
由
と
す
る
懲
戒
処
分
も
、
判
例
に
よ
り
違
法
と
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
公
務

へ
の
就
任
に
お
け
る
信
仰
に
よ
る
差
別
の
禁
止
に
は
重
要
な
例
外
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、　
一
八
八
六
年

一
〇
月

三
〇
日
の
法
律

↑

ブ
レ
法
）
一
七
条
の
規
定
、
お
よ
び

一
九

一
二
年
の
ブ
ト
イ
ー
ル
判
決
に
基
づ
き
、
聖
職
者
は
初
等
中
等
教
育
の
教

育
公
務
員
か
ら
排
除
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
制
度
に
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
私
的
な
礼
拝
領
域
に
押
し
込
め
よ
う
と
し

た
反
教
権
主
義
の
色
彩
が
濃
く
、
以
上
の
観
点
か
ら
見
る
と
、
そ
れ
は
、
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
を
理
由
と
し
て
、
信
仰
に
よ
る
差
別
を
受

け
な
い
と
い
う
聖
職
者
の
自
由
を
制
限
す
る
も
の
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

な
お
、
信
仰
に
よ
る
差
別
を
受
け
な
い
こ
と
に
関
連
し
て
、
宗
教
間
の
平
等
、
差
別
禁
止
の
原
則
―
―
こ
れ
は
良
心
の
自
由
、
宗
教

的
自
由
と
い
う
よ
り
も
ラ
イ
シ
テ
ま
た
は
宗
教
的
中
立
性
の
原
則
で
あ
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
―
―
か
ら
、
少
数
派
の
宗
教
に
対
す



る
国
家
の
保
護
を
主
張
す
る
学
説
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
る
ア
フ
ァ
ヌ
・
ピ
エ
レ
Ｈ
カ
ッ
プ

３
”０
ぎ
お

コ
ｏ「「い
‐ｏ
Ｓ
Ｃ

は
、
「差
別
禁
上
の
原
則
は
、
そ
れ
自
体
、
国
家
の
側
の
積
極
的
な
態
度
を
も
た
ら
す
。
国
家
は
、
ま
さ
に
宗
教
的
自
由
の
名
に
お
い
て

少
数
派
の
宗
教
を
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
、
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
宗
教
的
自
由
の
保
障
に
つ
い
て
の
実
質
的
平

等
確
保
の
た
め
の
国
家
の
積
極
的
措
置
と
で
も
言
え
る
も
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
伝
統
的
宗
教
と
比
べ
礼
拝
所
の
不
足
な
ど
の
点
で

著
し
く
不
利
な
立
場
に
あ
る
イ
ス
ラ
ム
教
に
対
し
て
国

・
公
共
団
体
が
と
っ
て
い
る
援
助
措
置
に
は
こ
の
種
の
性
格
が
強
い
と
思
わ

（８６
）

れ
る
。

３
　
良
心
の
秘
密

良
心
の
自
由
の
独
自
の
内
容
と
し
て
多
く
の
学
説
が
説
く
も
の
は
、
自
己
の
選
択
し
た
宗
教
の
秘
密
の
保
護
を
求
め
る
権
利
で
あ
（型

。

学
説
の
う
ち
に
は
、
例
え
ば
、
良
心
の
秘
密
を

「差
別
禁
止
の
事
前
の
保
障
」
と
し
た
り
、
公
役
務
が
市
民
を
そ
の
信
仰
に
よ
り
差
別

を
し
な
い
こ
と
だ
け
で
な
く
、
そ
の
信
仰
を
知
ろ
う
と
し
な
い
こ
と
ま
で
、
中
立
性
の
内
容
と
す
る
も
の
も
見
ら
（鯉

、
良
心
の
秘
密
と

信
仰
に
よ
る
差
別
の
禁
止
を
結
び
付
け
て
理
解
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
良
心
の
秘
密
の
保
護
を
明
ら
か
に
し
た
判
例
と
し
て
、
ホ
テ

ル
の
宿
泊
客
の
名
簿
に
宗
教
の
欄
を
含
む
書
式
を
県
知
事
が
定
め
た
の
を
違
法
と
し
た
、　
一
九
四
二
年
の
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
判
決

が
あ
る
。
ま
た
良
心
の
秘
密
に
関
す
る
法
律
規
定
と
し
て
、
個
人
の
宗
教
的
意
見
等
に
関
す
る
情
報
を
電
子
計
算
機
処
理
さ
れ
た
情
報

と
し
て
保
有
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
前
述
の

一
九
七
八
年
法
の
規
定
が
あ
る
ほ
か
、
官
公
吏
の
一
般
身
分
規
程
で
あ
る

一
九
八
三
年
七
月

一
三
日
の
法
律

一
八
条
二
項
を
指
摘
で
き
る
。
こ
れ
は
、
公
務
員
に
関
し
て
、
「関
係
者
の
政
治
的
、
宗
教
的
、
哲
学
的
ま
た
は
労
働
組

合
に
関
す
る
意
見
ま
た
は
活
動
は
、
あ
ら
ゆ
る
行
政
文
書
と
同
様
に
、
官
吏
の

一
身
書
類
に
入
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
定
め
る
条

項
で
あ
る
。

242
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４
　
良
心
の
自
由
の
保
障
の
た
め
の
措
置

フ
ラ
ン
ス
の
公
法
学
説
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
国
家
が
信
仰
に
よ
る
差
別
を
し
な
い
、
さ
ら
に
市
民
の
信
仰
を
知
ろ
う
と
し
な
い
と

い
う
消
極
的
な
態
度
に
よ
り
、
良
心
の
自
由
が
保
障
さ
れ
る
と
考
え
る
が
、
そ
の

一
方
で
、
「良
心
の
自
由
の
積
極
的
保
障
Ｌ
「
ｏ
一の３
８

（９２
）

Ｂ
浄
一お

お

″

〓
序
【８

８

ｏ
９
∽ｏ一ｏ８
ｏ
）、
す
な
わ
ち
良
心
の
自
由
の
保
障
の
た
め
の
積
極
的
な
措
置
を
も
肯
定
す
る
。
こ
こ
か
ら
、

学
説
は
、　
一
定
の
場
合
に
特
定
の
者
が
宗
教
的
義
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
国
家
が
そ
の
者
に
他
の
者
と
は
異
な
る
扱
い
を

す
る
こ
と
を
も
良
心
の
自
由
の
要
請
と
考
え
る
と
と
も
に
、
こ
れ
と
調
和
的
に
宗
教
的
中
立
性
の
原
則
を
観
念
し
、
良
心
の
自
由
の
保

護
の
た
め
国
家
の
介
入
を
前
提
と
す
る
中
立
性
の
概
念
―
―

ロ
ベ
ー
ル
の
用
語
に
よ
れ
ば

「積
極
的
中
立
性
」
３
８
一【』
忠
Ｂ
争
」お
）

―
―
を
構
築
す
る
傾
向
を
持
つ
。
要
す
る
に
、
良
心
の
自
由
を
、
い
わ
ゆ
る
国
家
か
ら
の
自
由
と
解
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
国
家
に
よ

る
自
由
と
も
解
す
る
の
で
あ
る
。

学
説
は
、
良
心
の
自
由
の
保
障
の
確
保
の
た
め
の
国
家
の
こ
の
よ
う
な
措
置
と
し
て
い
く
つ
か
の
も
の
を
指
摘
す
る
。
そ
の
最
も
典

型
的
な
例
が
良
心
的
拒
否

♂
σ
一８
一一８

８
８
湧
０一８
ｏＣ
、
と
り
わ
け
兵
役
拒
否
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
学
説
が
良
心
の
自
由
の
保
障
の

た
め
の
措
置
と
し
て
共
通
し
て
指
摘
す
る
も
の
を
列
挙
す
れ
ば
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
　
学
校
、
刑
務
所
、
病
院
や
兵
合
の
よ
う
な
外
部
と
遮
断
さ
れ
た
公
共
施
設
内
で
生
活
す
る
者
に
対
す
る
宗
教
的
要
求
に
対
応
す

る
施
設
付
司
祭
の
役
務
の
公
費
負
担

（政
教
分
離
法
二
条
二
項
）。

②
　
ユ
ダ
ヤ
教
徒
お
よ
び
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
行
う
宗
教
的
祭
儀
の
尊
重

（
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
一
九
二
六
年
判
決
な
ど
）。

③
　
一ホ
教
上
の
祝
祭
日
に
行
わ
れ
る
儀
式

へ
の
参
加
の
た
め
の
公
務
員
の
休
暇
の
許
可
、
ま
た
公
立
学
校
の
生
徒
の
同
様
の
欠
席
の

許
可
を
与
え
る
行
政
実
務
。



〓
一　
良
心
の
自
由

の
限
界

１
　
公
の
秩
序

前
述
の
よ
う
に
、
良
心
の
自
由
に
信
仰
を
行
為
で
表
明
す
る
自
由
を
も
含
め
る
と
、
そ
れ
は

「公
の
秩
序
」
と
い
う
理
由
か
ら
制
限

を
受
け
う
る
。
学
説
が
公
の
秩
序
を
具
体
的
に
示
す
も
の
の
一
つ
と
し
て
指
摘
す
る
の
は
、
政
教
分
離
法
二
八
条
が
規
定
す
る
公
共
建

造
物
等
に
お
け
る
宗
教
的
象
徴
物
の
禁
止
で
あ
（型

。
こ
の
規
定
は
、
明
ら
か
に
ラ
イ
シ
テ
、
宗
教
的
中
立
性
の
原
則
に
関
係
す
る
も
の

で
あ
り
、
だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
も
ラ
イ
シ
テ
を
理
由
と
し
て
宗
教
的
自
由
が
制
限
さ
れ
る
現
象
を
見
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
学
説

は
、
こ
の
規
定
の
根
拠
と
し
て
、
公
の
場
所
で
宗
教
的
象
徴
物
に
よ
り
表
明
さ
れ
る
信
条
を
共
有
せ
ず
に
、
そ
れ
を
眼
前
で
見
せ
び
ら

か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
者
の
信
条
の
保
護
を
指
摘
す
型
。
こ
の
こ
と
は
、
公
の
秩
序
に
よ
る
自
由
の
制
限
が
、
究
極
的
に
は
他
者
の
宗

教
的
自
由
の
保
障
と
関
連
す
る
こ
と
を
示
す
も
の
だ
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

以
下
、
良
心
の
自
由
の
限
界
を
、
今
日
、
と
り
わ
け
判
例
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
三
つ
の
領
域
に
限
定
し
て
、
も
う
少
し
詳
し
く
見

る
こ
と
に
し
よ
う
。

２
　
公
教
育
の
領
域

公
教
育
の
生
徒
の
良
心
の
自
由
の
範
囲
が
問
題
と
な
っ
た
次
の
二
種
類
の
事
件
が
注
目
さ
れ
メ
。

０
　
イ
ス
ラ
ム
の
ス
カ
ー
フ
事
件

イ
ス
ラ
ム
の
ス
カ
ー
フ
事
件

↑
「ヽ”
』お
２

♂
〓
】”
ａ
堕
”
口
』ｆ
ｅ

は
、
公
立
の
中
等
学
校

（
コ
レ
ー
ジ
こ

で
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
女
子

生
徒
が
女
性
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
固
有
の
ヴ
ェ
ー
ル
を
着
用
す
る
の
が
許
さ
れ
る
か
が
争
わ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ

い
て
、　
一
九
八
九
年
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
意
見
は
、
生
徒
の
良
心
の
自
由
は

「学
校
内
で
自
己
の
宗
教
信
仰
を
表
現
、
表
明
す
る

権
利
」
を
含
む
こ
と
を
明
示
し
た
う
え
で
、
こ
の
自
由
の
限
界
に
つ
き
、
次
の
よ
う
な

一
般
論
を
展
開
し
迎
。
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こ
の
自
由
は
、
標
章
の
性
質
に
よ
り
、
標
章
が
個
人
的
ま
た
は
集
団
的
に
着
用
さ
れ
て
い
る
状
況
に
よ
り
、
あ
る
い
は
そ
の
誇
示
的
ま
た
は

権
利
要
求
的
な
性
格
に
よ
り
、
そ
れ
が
圧
力
、
一扇
動
、
改
宗
勧
誘
ま
た
は
宣
伝
の
行
為
を
構
成
し
、
生
徒
ま
た
は
他
の
教
育
共
同
体
の
構
成
員

の
尊
厳
と
自
由
を
侵
害
し
、
彼
ら
の
健
康
ま
た
は
安
全
を
危
う
く
し
、
教
員
の
教
育
活
動
お
よ
び
教
育
的
役
割
を
妨
げ
、
学
校
に
お
け
る
秩
序

あ
る
い
は
公
役
務
の
正
常
な
運
営
を
混
乱
さ
せ
る
よ
う
な
宗
教
所
属
の
標
章
を
、
生
徒
が
公
然
と
見
せ
び
ら
か
す
の
を
許
す
も
の
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
、
宗
教
的
標
章
そ
の
も
の
、
標
章
の
着
用
さ
れ
る
状
況
お
よ
び
そ
の
着
用
に
伴
う
行
為
に
よ
り
、
熱
心
な
改
宗
勧
誘
行
為

と
な
る
標
章
、
生
徒
等
の
自
由
を
害
す
る
も
の
、
生
徒
等
の
健
康
、
安
全
を
害
す
る
も
の
、
教
育
活
動
を
妨
げ
る
も
の
、
学
校
の
秩
序

を
混
乱
さ
せ
る
も
の
は
許
さ
れ
な
い
と
し
て
、
宗
教
的
標
章
の
着
用
の
自
由
の
限
界
が
細
か
く
示
さ
れ
た
。
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
は
、

数
年
に
わ
た
り
毎
年
の
よ
う
に
繰
り
返
さ
れ
た
イ
ス
ラ
ム
の
ス
カ
ー
フ
事
件
に
関
す
る
諸
判
決
に
お
い
て
、
こ
の
判
断
枠
組
み
を
適
用

し
、
そ
れ
に
よ
り
、　
一
九
八
九
年
意
見
が
示
し
た
生
徒
の
自
由
の
限
界
を
よ
り
具
体
化
し
て
い
る
。

②
　
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
土
曜
日
の
欠
席
に
関
す
る
事
件

こ
の
種
の
事
件
と
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
・
ユ
ダ
ヤ
教
中
央
長
老
会

６
８
∽啓
ｏ
】お

８
５
『̈２

８
∽
】∽『な
澤
９

８

”
営ヽ
ｏ９

事
件
等
が

あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
公
立
学
校
で
は
、
今
日
、
実
際
上
、　
ユ
ダ
ヤ
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
な
ど
の
主
要
な
祝
祭
日
に
そ
の

信
者
の
子
ど
も
が
欠
席
す
る
こ
と
を
許
す
の
が
学
校
の
一
般
的
な
姿
勢
で
あ
る
が
、
こ
の
事
件
で
は
、　
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
生
徒
が
宗
教
上

の
安
息
の
日
で
あ
る
毎
土
曜
日
に
公
立
学
校
を
欠
席
す
る
権
利
が
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
争
点
と
な
っ
た
。
本
件
は
、
フ
ラ
ン
ス
・

ユ
ダ
ヤ
教
中
央
長
老
会
な
ど
が
、
次
の
デ
ク
レ
の
規
定
に
お
い
て
、　
ュ
ダ
ヤ
人
に
重
要
な
土
曜
日
の
安
息
に
必
要
な
欠
席
の
許
可
を
受

け
る
可
能
性
を
定
め
ら
れ
て
い
な
い
と
主
張
し
て
、
そ
の
デ
ク
レ
の
規
定
の
取
り
消
し
を
求
め
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
問
題
と
な
っ

た
規
定
と
い
う
の
は
、
「規
則
的
な
出
席
の
義
務
は
、
生
徒
に
と
っ
て
、
学
校
の
時
間
割
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
授
業
時
間
に
従
う
こ
と



に
あ
る
」
と
定
め
る
、　
一
九
九

一
年
二
月

一
八
日
の
デ
ク
レ
八
条
で
あ
っ
た
。

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、　
一
九
九
五
年
の
判
決
で
フ
ラ
ン
ス
・
ユ
ダ
ヤ
教
中
央
会
議
等
の
請
求
を
棄
却
し
た
が
、
判
決
理
由
の
な
か

に
次
の

一
節
が
見
ら
れ
る
。
一則
述
の
デ
ク
レ
八
条
は
、
「欠
席
が
生
徒
の
学
習
に
本
質
的
に
属
す
る
努
め
の
達
成
お
よ
び
公
の
秩
序
に
適

合
し
得
る
場
合
に
、
あ
る
宗
教
の
礼
拝
執
行
ま
た
は
あ
る
宗
教
的
視
典
の
挙
行
に
必
要
な
欠
席
の
許
可
を
求
め
る
生
徒
に
そ
の
欠
席
の

許
可
を
個
人
的
に
受
け
る
こ
と
を
禁
じ
る
と
い
う
目
的
を
持
た
ず
、
法
的
に
そ
の
よ
う
な
効
果
を
持
ち
え
な
い
で
あ
ろ
（型

」
と
。
こ
の

よ
う
に
し
て
、
良
心
の
自
由
に
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
宗
教
的
理
由
か
ら
欠
席
を
求
め
る
権
利
は
、
生
徒
の
学
習
と
公
の
秩
序
の
観

点
か
ら
制
約
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
判
決
は
、
学
校

へ
の
出
席
義
務
を
生
徒
の
良
心
の
自
由
に
常
に
優
位
す
る
も

の
と
は
せ
ず
、
場
合
に
よ
れ
ば
生
徒
が
宗
教
的
理
由
か
ら
欠
席
の
許
可
を
個
人
的
に
受
け
得
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
点
は
、
注
目
さ

れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、　
一
方
で
公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
や
出
席
義
務
、
他
方
で
生
徒
の
良
心
の
自
由
が
関
わ
る
事
件
で
、
行
政
判
例
は
、

前
者
を
全
面
的
に
優
越
さ
せ
る
こ
と
を
せ
ず
、
両
者
を
調
和
さ
せ
、
生
徒
の
自
由
の
範
囲
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
明
確
に

し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
生
徒
の
自
由
の
範
囲
の
具
体
化
こ
そ
が
、
学
説
お
よ
び
判
例
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

３
　
家
族
関
係

私
人
関
係
に
も
良
心
の
自
由
の
保
障
は
及
ぶ
と
学
説
は
述
べ
型
。
そ
し
て
ヽ
事
実
、
家
族
関
係
に
お
け
る
良
心
の
自
由
の
保
障
を
裏

づ
け
る
判
例
も
多
く
見
ら
れ
る
。
受
贈
者
が
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
結
婚
し
な
い
こ
と
を
遺
贈
の
条
件
と
し
た
遺
言
の
条
項
を
取
り
消
し
た

（配
）

判
例
が
そ
の
例
で
あ
る
。
夫
婦
関
係
に
関
す
る
判
例
も
同
様
で
あ
り
、
判
例
に
よ
れ
ば
、
あ
る
宗
教
に
所
属
す
る
こ
と
自
体
は
離
婚
原

因
で
あ
る

「重
大
な
侮
辱
」
（三
民
ｏ
鳴
ミ
Ｃ

を
構
成
し
な

、́岬
。
例
え
ば
、
妻
が
夫
の
意
思
に
反
し
て
エ
ホ
バ
の
証
人
に
入
信
し
て
も
、

そ
の
こ
と
自
体
は
重
大
な
侮
辱
と
は
見
な
さ
れ
な
い
、
と
す
る
判
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
宗
教
的
信
念
に
伴
っ
て
生
じ
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た
事
実
は
、
夫
婦
関
係
の
他
の
事
実
と
同
じ
く
離
婚
原
因
の
要
素
と
な
り
う
る
。
他
の
事
実
と
と
も
に
、
妻
が
エ
ホ
バ
の
証
人
に
入
信

し
た
こ
と
が
「夫
婦
生
活
に
お
い
て
基
本
的
な
諸
問
題
に
つ
い
て
の
見
解
の
差
異
を
生
ぜ
じ
め
た
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
「婚
姻
か
ら
発

生
す
る
諸
々
の
義
務

へ
の
反
復
し
た
重
大
な
違
背
」
を
理
由
づ
け
た
判
例
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
配
偶
者
の
過
剰
な
宗
教
的
信
念
や
宗
教

的
熱
狂
が
離
婚
原
因
と
な
り
う
る
場
合
も
あ
る
。
過
剰
な
宗
教
的
信
念
を
も
つ
妻
が
修
道
院
に
入
る
な
ど
し
て
、
夫
と
の
い
か
な
る
性

関
係
も
や
め
た
こ
と
、
ま
た
新
宗
教
に
改
宗
し
た
夫
が
、
自
宅
を
そ
の
礼
拝
所
に
し
た
り
、
妻
に
祈
り
を
強
制
す
る
な
ど
し
て
、
妻
の

健
康
を
害
し
た
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ

「婚
姻
に
由
来
す
る
諸
々
の
義
務
の
重
大
な
違
背
」
を
構
成
す
る
も
の
と
判
断
し
た
判
例
が
見
ら

れ
る
。

だ
が
、
未
成
年
者
と
親
と
の
関
係
で
は
、
未
成
年
者
に
よ
る
宗
教
の
選
択
は
、
親
の
規
権
に
服
す
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
夫
婦
関
係

と
は
趣
き
が
異
な
る
。
例
え
ば
、
生
ま
れ
た
と
き
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
洗
礼
を
受
け
た

一
六
歳
の
娘
が
、
父
親
と
同
様
に
エ
ホ
バ
の
証
人

の
洗
礼
を
受
け
よ
う
と
す
る
こ
と
に
つ
き
、
「彼
女
は
自
己
の
選
択
を
行
う
た
め
に
は
、
成
人
に
な
る
の
を
待
つ
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
、

母
親
は
そ
れ
を
正
当
に
反
対
し
得
る
と
判
断
し
た
判
例
が
あ
る
。

な
お
、
養
子
縁
組
に
関
し
て
夫
婦
の
宗
教
信
仰
が
関
わ
っ
た
興
味
深
い
判
例
と
し
て
、　
一
九
九
二
年
四
月
二
四
日
の
コ
ン
セ
イ

ユ
・

デ
タ
の
判
決
が
あ
る
。
事
案
は
こ
う
で
あ
る
。
Ｘ
夫
妻
が
外
国
人
の
子
で
し
か
も
国
が
後
見
人
と
な
っ
て
い
る
子

（国
の
被
後
見
子

ε
５
】汗

０
２
）口
”
一））
と
の
養
子
縁
組
を
望
ん
だ
。
だ
が
、
Ｘ
夫
妻
が
エ
ホ
バ
の
証
人
に
所
属
し
、
子
ど
も
の
輸
血
に
反
対
す
る
こ
と

を
表
明
し
て
い
た
た
め
、
ド
ゥ
県
の
少
年
社
会
援
助
機
関

Ｏ
ｏ【く
』８
８

ξ
一３

８
ｏ邑
ｏ
２

８ヽ
〔留
ｏｃ

の
長
は
、
国
の
被
後
見
子
と
の

養
子
縁
組
に
必
要
な
承
認
を
、
与
え
る
こ
と
を
拒
否
し
、
ま
た
県
議
会
議
長
も
そ
の
承
認
を
拒
否
す
る
決
定
を
し
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
夫

妻
が
そ
れ
ら
の
決
定
の
取
り
消
し
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
し
た
。
原
審
の
ブ
ザ
ン
ソ
ン
行
政
裁
判
所
は
、　
一
九
八
九
年
七
月
に
、
行
政

庁
が
当
事
者
の
個
人
的
立
場
で
は
な
く

一
つ
の
宗
派
の
立
場
に
基
づ
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
、
そ
れ
ら
の
決
定
を
取
り
消
し
た
が
、
県



が
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
に
上
訴
し
た
。

コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
地
方
行
政
裁
判
所
判
決
を
覆
し
て
、
Ｘ
夫

妻
の
請
求
を
退
け
た
。

Ｘ
夫
妻
は
、
彼
ら
が
個
人
的
に
輸
血
に
関
す
る
エ
ホ
バ
の
証
人
の
教
義
を
信
奉
す
る
こ
と
、
お
よ
び
彼
ら
が
こ
の
治
療
手
段
の
使
用
に
反
対

す
る
こ
と
を
、
は
っ
き
り
と
行
政
庁
に
知
ら
せ
た
。
そ
こ
で
、
当
事
者
は
、
彼
ら
が
家
庭
面
で
子
ど
も
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
受
け
入
れ

の
条
件
に
関
し
て
、
十
分
な
保
障
を
提
示
し
て
い
な
い
と
、
ド
ゥ
県
議
会
議
長
が
考
え
た
と
し
て
も
、
〔国
の
被
後
見
子
に
関
す
る
〕
法
令
の

諸
規
定
の
不
正
確
な
適
用
を
行
わ
な
か
っ
た
。
・…
‥
上
述
の
よ
う
に
、
争
わ
れ
て
い
る
諸
決
定
は
、
子
ど
も
の
受
け
入
れ
に
関
し
て
提
供
さ
れ

る
保
障
の
不
十
分
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
の
で
あ
っ
て
、
当
事
者
の
あ
る
宗
派
へ
の
所
属
に
基
づ
い
て
は
い
な
い
の
で
あ
り
、
Ｘ
夫
妻
が
、
そ

れ
ら
の
決
定
が
、
「何
人
も
、
た
と
え
宗
教
的
意
見
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
意
見
に
つ
い
て
不
安
に
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
人
お
よ
び
市

民
の
権
利
宣
言

一
〇
条
の
規
定
を
誤
解
し
た
と
主
張
す
る
こ
と
に
は
、
理
由
が
な
い
。

学
説
も
、
こ
の
事
件
に
関
し
、
本
件
養
子
縁
組
の
拒
否
の
決
定
は
、
夫
婦
の
新
宗
教

へ
の
所
属
で
は
な
く
、
夫
婦
が
輸
血
に
反
対
す

る
と
い
う
明
示
的
な
主
張
に
基
づ
く
も
の
と
し
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
夫
婦
の
宗
教
的
自
由

へ
の
侵
害
を
も
た
ら
さ
な
か

っ
た
と
理

（１１０
）

解
す
る
。
だ
が
、
こ
の
判
決
に
よ
れ
ば
、　
エ
ホ
バ
の
証
人
に
属
す
る
す
べ
て
の
者
が
、
国
の
被
後
見
子
を
養
子
と
す
る
権
利
を
奪
わ
れ

る
お
そ
れ
が
あ
る
が
、
や
は
り
、
問
題
と
な
っ
た
子
ど
も

へ
の
輸
血
に
反
対
を
表
明
す
る
者
に
対
し
そ
の
養
子
縁
組
を
拒
否
す
る
の
は
、

信
仰
の
外
部
的
表
明
に
対
す
る
公
の
秩
序
を
理
由
と
す
る
制
限
の
一
つ
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

４
　
傾
向
企
業
に
お
け
る
労
使
関
係

使
用
者
と
労
働
者
と
の
関
係
に
お
い
て
労
働
者
の
良
心
の
自
由
を
保
障
す
る
規
定
が
、
労
働
法
の
な
か
に
見
ら
れ
る
。
企
業
の
内
部

規
則
が
、
「
そ
の
性
別
、
生
活
習
慣
、
家
庭
の
状
況
、
出
生
、
意
見
ま
た
は
宗
派
、
ま
た
は
身
体
の
障
害
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
雇
用
ま

た
は
労
働
に
お
い
て
、
労
働
者
を
侵
害
す
る
規
定
を
含
ん
で
は
な
ら
な
い
」
、
と
い
う
労
働
法
典
Ｌ

一
三
二
―
二
五
条
二
項
が
そ
れ
で
あ
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る
。
ま
た
、
同
法
典
Ｌ

一
二
二
―
四
五
条
が
、
「
い
か
な
る
労
働
者
も
、
そ
の
出
生
、
性
別
、
生
活
習
慣
、
家
庭
の
状
況
、
あ
る
民
族
、

国
民
ま
た
は
人
種

へ
の
帰
属
、
政
治
的
意
見
、
組
合
活
動
、
宗
教
的
信
念
を
理
由
と
し
て
、
…
…
制
裁
を
受
け
、
ま
た
は
解
一雇
さ
れ
て

は
な
ら
な
い
」、
と
定
め
る
の
も
同
様
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
宗
教
的
な
傾
向
企
業

↑
・
”『８
【】Ｘ
８
け
己
曽
ｏこ

に
お
け
る
宗
教
的
信
念
に
関
わ
る
原
因
に
基
づ
く
労
働
者
の
解

一雇
の
事
件
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
、
次
の
二
つ
の
破
毀
院
判
例
は
認
め
る
。

一
つ
は
、
前
述
の
規
定
が
制
定
さ
れ
る
前
の
一
九
七
八
年
の
破
毀
院
大
法
廷
判
決
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
私
立
学
校
で

働
く
女
性
教
師
が
離
婚
後
再
婚
し
た
た
め
、
解
雇
さ
れ
た
と
い
う
事
件
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
司
法
裁
判
に
お
け
る
最
高
裁
判
所
で

あ
る
破
毀
院
は
、
「職
務
の
必
要
性
か
ら
絶
対
的
に
そ
れ
が
要
求
さ
れ
る
極
め
て
例
外
的
な
場
合
に
の
み
、
使
用
者
に
よ
り
婚
姻
の
自
由

が
濫
用
な
く
侵
害
さ
れ
得
る
」
と
い
う

一
般
論
を
示
し
た
う
え
で
、
大
要
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
事
実
審
裁
判
所
が
認
定
し
た
と
こ
ろ

か
ら
、
契
約
締
結
時
に
当
該
教
師
の
宗
教
的
信
念
が
考
慮
さ
れ
た
こ
と
、
お
よ
び

「
こ
の
意
思
の
合
致
の
要
素
は
、
通
常
は
労
働
関
係

の
外
に
と
ど
ま
る
が
、
自
発
的
に
契
約
に
組
み
入
れ
ら
れ
、
そ
れ
が
本
質
的
か
つ
決
定
的
な
部
分
と
な
っ
て
い
る
」
こ
と
が
認
め
ら
れ

る
の
で
、
「極
め
て
例
外
的
な
状
況
」
が
存
在
し
、
さ
ら
に
、
婚
姻
不
解
消
の
原
則
に
固
執
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
私
立
学
校
が

「
そ
の
固

有
の
性
格
と
そ
の
評
判
を
保
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
企
業
の
良
好
な
運
営
を
守
る
た
め
に
行
動
し
た
」
と
判
断
さ
れ
る
の
で
、
学
校

は
解
一雇
に
お
い
て
い
か
な
る
過
失
も
犯
し
て
い
な
い
と
。

も
う

一
つ
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
女
性
牧
師
で
も
あ
る
、
私
立
の
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
大
学
の
講
師
で
あ
る
者
が
、
彼
女
の
属

す
る
教
会
の
教
義
に
反
対
し
た
た
め
、
そ
の
宗
教
的
信
念
の
み
を
理
由
と
し
て
労
働
契
約
の
更
改
を
拒
否
さ
れ
た
事
件
に
関
す
る

一
九

八
六
年
の
破
毀
院
社
会
部
の
判
決
で
あ
る
。
破
毀
院
は
、
前
述
の
労
働
法
典
Ｌ

一
二
二
―
四
五
条
の
本
件

へ
の
適
用
に
関
し
、
端
的
に

次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。



労
働
法
典
Ｌ
一
三
二
―
四
五
条
は
、
そ
れ
が
、
い
か
な
る
労
働
者
も
、
そ
の
宗
教
的
信
念
を
理
由
と
し
て
制
裁
を
受
け
、
ま
た
は
解
雇
さ
れ

て
は
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
に
関
し
、
労
働
者
が
そ
の
使
用
者
と
思
想
お
よ
び
信
仰
を

一
致
し
て
い
る
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
任
務

を
遂
行
す
る
た
め
に
雇
わ
れ
た
労
働
者
が
、
こ
の
契
約
か
ら
生
じ
る
義
務
に
違
反
す
る
場
合
に
は
、
適
用
さ
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
傾
向
企
業
で
は
、
労
働
者
の
職
務
の
性
格
に
よ
っ
て
使
用
者
の
信
仰
と

一
致
さ
せ
る
こ
と
が
労
働
契
約
上
の
義

務
で
あ
り
得
る
。
と
く
に

一
九
八
六
年
の
判
決
に
よ
れ
ば
、
そ
の
信
仰
の
変
更
が
無
条
件
に
解
雇
を
理
由
づ
け
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で

あ
る
。
だ
が
、
そ
の
点
は
後
の
判
例
で
微
妙
に
変
更
さ
れ
た
。
そ
の
判
例
と
は
、
ロ
ー
マ
・カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
か
ら
離
脱
し
た
カ
ト
リ
ッ

ク
系
の
宗
教
団
体
で
聖
具
室
係
助
手

↑
』，
‐∽〓
『●
”
一じ

で
あ

っ
た
者
が
、
同
性
愛
者
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
た
め
、
そ
の
宗
教
団

体
に
よ
り
解
一雇
さ
れ
た
、
と
い
う
事
件
に
関
す
る

一
九
九

一
年
の
破
毀
院
社
会
部
判
決
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
本
件
の
控
訴
審
判
決
は
、

前
述
の
二
つ
の
破
毀
院
判
例
に
沿

っ
て
、
「労
働
者
の
属
性
が
、
そ
の
労
働
契
約
に
そ
れ
を
他
の
い
か
な
る
も
の
に
も
類
似
さ
せ
ず
、
ま

た
契
約
に
団
体
の
使
命
の
視
点
に
お
い
て
、
そ
れ
に
そ
の
固
有
の
性
格
を
保

つ
た
め
に
当
事
者
に
よ
り
望
ま
れ
た
例
外
的
義
務
を
絶
対

的
に
課
し
て
い
た
、
際
立
っ
た
特
徴
を
与
え
て
い
た
」
と
し
て
、
本
件
解
雇
を
正
当
な
理
由
の
備
わ
る
も
の
だ
と
判
断
し
．刹
。
こ
れ
に

対
し
、
破
毀
院
は
、
前
述
の
労
働
法
典
の
規
定
か
ら
次
の
よ
う
な

一
般
論
を
示
し
た
。
コ

方
で
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
労
働
者
の
生
活

慣
習
ま
た
は
宗
教
的
信
念
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
こ
と
を
唯

一
の
理
由
と
し
て
、
労
働
者
を
解
一雇
す
る
の
を
、
使
用
者
に
禁
じ
て
い
る
。

他
方
で
、
職
務
の
性
質
お
よ
び
企
業
の
固
有
の
目
的
を
考
慮
し
て
、
企
業
内
部
に
は
っ
き
り
と
し
た
混
乱
を
生
ぜ
じ
め
た
労
働
者
の
行

い
に
基
づ
く
客
観
的
な
原
因
が
あ
る
場
合
に
は
、
解
一雇
が
な
さ
れ
得
る
」
と
。
そ
し
て
、
破
毀
院
は
こ
の

一
般
論
に
照
ら
し
て
本
件
を

検
討
し
て
、
「控
訴
院
は
、
団
体
内
部
で
は
っ
き
り
と
し
た
混
乱
を
生
ぜ
し
め
た
労
働
者
の
行
い
を
確
認
す
る
こ
と
な
く
、
生
活
習
慣
を

問
題
に
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
、
前
記
諸
条
項
に
違
背
し
た
」
と
結
論
し
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
判
例
の
動
向
は
明
確
で
は
な
い
が
、
傾
向
企
業
が
、
労
働
者
の
宗
教
的
信
念
に
基
づ
く
行
為
を
理
由
と
し
て
、
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解
一雇
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
傾
向
企
業
自
身
の
良
心
の
自
由
が
保
障
さ
れ
る
こ

と
を
意
味
し
、
ま
た
そ
の
反
面
、
労
働
者
に
と
っ
て
、
採
用
さ
れ
た
時
に
有
し
た
宗
教
信
仰
―
―
す
な
わ
ち
使
用
者
と
同
じ
宗
教
信
仰

―
―
を
変
更
す
る
自
由
、
少
な
く
と
も
そ
れ
に
反
す
る
生
活
習
慣
を
と
る
自
由
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
学
説
は
、

こ
の
判
例
か
ら
、
「組
織
の
目
的
に
基
づ
く
良
心
の
自
由
に
対
す
る
限
定
さ
れ
た
障
害
」
を
指
摘
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
く
に
憲
法
学
者

ジ
ュ
ヌ
ヴ
ィ
エ
ー
ヴ
・ク
ビ

（０
８
９
一ツ
ｏ
バ
８
σ
じ

は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「意
見
を
変
え
る
個
人
の
権
利
は
、
労
働
関
係
で
は
保
護

さ
れ
な
い
。
た
と
え
従
業
員
が
宗
教
的
性
格
の
職
に
つ
い
て
い
な
く
て
も
、
…
…
そ
の
者
は
、
そ
の
使
用
者
に
よ
り
与
え
ら
れ
た
方
向

を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
そ
れ
を
は
ず
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
方
向
に
進
む
こ
と
が
余
儀
な
く

さ
れ
る
の
で
、
そ
の
意
見
ま
た
信
仰
も
実
質
的
自
由
の
領
域
が
狭
め
ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
…
…
関
係
者
の
意
見
ま
た
は
個
人
的
、

市
民
的
立
場
の
変
更
は
、
施
設
の
『傾
向
』
に
含
ま
れ
る
倫
理
に
ほ
と
ん
ど
適
合
し
な
い
行
動
の
外
面
的
現
れ
と
し
て
、
『労
働
契
約
の

破
棄
』
を
必
然
的
に
予
想
さ
せ
る
」
と
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
に
傾
向
企
業
が
受
け
る
良
心
の
自
由
の
保
護
に
つ
い
て
違
う
見
方
を
す
れ
ば
、
傾
向
企
業
の
労
働
関
係
で
は
国
家

法
で
あ
る
労
働
法
典
よ
り
も
宗
教
規
範
が
優
位
す
る
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
（型

。
傾
向
企
業
内
で
の
こ
の
よ
う
な
宗
教
規
範
の
優
位
は
、

前
述
の
判
例
が
示
す
と
お
り
、
労
働
者
の
自
由
の
制
約
を
も
た
ら
す
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
例
外
的
に
労
働
者
の
自
由
の
保
障
に
プ
ラ

ス
と
な
る
場
合
も
あ
る
。　
一
九
九
〇
年
の
パ
リ
控
訴
院
の
判
決
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
事
案
は
、　
ユ
ダ
ヤ
教
の
食
物
規
定
に
適
合
し

た
カ
シ
ェ
ル
の
肉
を
提
供
す
る
レ
ス
ト
ラ
ン
の
従
業
員
で
、
し
か
も
そ
の
レ
ス
ト
ラ
ン
の
肉
が
祭
儀
ど
お
り
で
あ
る
こ
と
を
監
督
す
る

祭
儀
監
督
者

お
●
【お
】Ｆ
ユ
斗
用
し

で
あ
る
Ｂ
が
、
彼
の
息
子
の
死
亡
に
際
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
で
の
服
喪
の
宗
教
的
義
務
の
履
行
の
た

め
、
レ
ス
ト
ラ
ン
の
経
営
者
Ａ
に
無
断
で
二
三
日
間
休
業
し
た
の
で
、
Ａ
が
Ｂ
を
解
雇
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
控
訴
院
は
次
の
よ

う
な
理
由
か
ら
、
本
件
解
雇
は

「現
実
の
確
た
る
原
因
を
欠
く
」
と
し
て
、
Ｂ
の
損
害
賠
償
請
求
を
認
容
し
た
。



顧
客
に
カ
シ
ェ
ル
の
食
物
を
提
供
し
、
客
に
保
証
を
与
え
る
た
め
、
規
定
に
則
り
祭
儀
監
督
者
を
雇
う
こ
と
に
よ
り
、
Ａ
は
彼
が
経
営
す
る

レ
ス
ト
ラ
ン
に
ユ
ダ
ヤ
法
の
厳
格
な
遵
守
に
基
づ
く
特
性
を
与
え
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
結
ば
れ
た
契
約
関
係
は
、
ユ
ダ
ヤ
法
へ
の
当
事
者
の

等
し
い
執
着
、
お
よ
び
ユ
ダ
ヤ
法
を
祭
儀
監
督
者
の
任
務
と
い
う
狭
い
限
定
さ
れ
た
枠
組
み
を
越
え
て
際
限
な
く
適
用
し
よ
う
と
す
る
相
互

の
配
慮
を
前
提
と
し
て
い
た
。
祭
儀
監
督
者
の
休
業
は
、
従
業
員
の
息
子
の
死
亡
を
理
由
と
す
る
イ
ス
ラ
エ
ル
国

へ
の
移
動
、
お
よ
び
埋
葬
方

法
の
み
な
ら
ず
死
者
に
最
も
近
親
な
親
と
し
て
の
服
喪
の
義
務
に
関
す
る
宗
教
的
規
定
に
結
び
付
い
て
い
た
以
上
、
使
用
者
は
そ
の
休
業
の

期
間
を
知
ら
な
い
ま
ま
で
い
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
・…
‥
使
用
者
は
、
契
約
上
ユ
ダ
ヤ
法
の
尊
重
の
義
務
を
負
う
の
で
、
Ｂ
に
過
失
の
あ
る
行

い
を
非
難
す
る
た
め
に
、
期
間
に
つ
い
て
労
働
法
規
定
に
抵
触
す
る
休
業
に
つ
い
て
の
無
許
可
を
援
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

こ
こ
で
は
傾
向
企
業
と
し
て
の
性
格
が
労
働
者
に
有
利
に
作
用
し
、
こ
の
点
で
明
ら
か
に
傾
向
企
業
の
良
心
の
自
由
を
保
護
す
る
だ

け
の
前
述
の
判
例
と
は
異
な
る
。
だ
が
、
宗
教
的
な
傾
向
企
業
の
労
働
関
係
に
お
い
て
宗
教
規
範
が
参
照
さ
れ
、
こ
れ
に
よ

っ
て
国
家

法
規
範
に
対
す
る
宗
教
規
範
の
優
位
を
指
摘
で
き
る
点
で
は
、
両
方
の
判
例
法
理
と
も
同
じ
で
あ
（閻

。

つ
ま
り
ヽ
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所

は
、
使
用
者
の
良
心
の
自
由
と
同
様
に
労
働
者
の
良
心
の
自
由
の
保
障
の
た
め
に
、
宗
派
性
を
有
す
る
組
織
の
労
使
関
係
に
関
し
て
、

宗
教
規
範
を
参
照
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
あ
え
て
言
え
ば
、
法
秩
序
の
多
元
性
の
承
認
、
さ
ら
に
多
様
な
宗
教
信
仰
、
宗
教
の

多
様
性
と
適
合
す
る
よ
う
に
ラ
イ
シ
テ
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
態
度
が
あ
る
と
も
言
え
よ
（理

。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
も
、
宗
教
組
織

を
公
的
領
域
か
ら
排
除
し
、
礼
拝
の
活
動
に
専
念
さ
せ
よ
う
と
し
た
反
教
権
主
義
的
な
意
味
で
の
ラ
イ
シ
テ
か
ら
の
乖
離
を
指
摘
で
き

・にユのヽ
「′́
。
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第
二
節
　
礼
拝
の
自
由

礼
拝
の
自
由

（５
ｏヽ
８
８
∽
８
】けｏし

は
、
礼
拝
用
建
物
の
内
外
で
宗
教
儀
式
や
宗
教
行
事
を
行
う
自
由
で
あ
る
。
公
的
自
由
の
概
説

書
を
見
る
と
、
礼
拝
の
自
由
と
し
て
、
教
会
堂
内
で
の
礼
拝
の
た
め
の
集
会
、
お
よ
び
屋
外
で
の
宗
教
的
行
列

Ｃ
『８
ｏ∽∽【８
し
、
葬
列

８
８
６
】■
Ｅ
Ｂ

ｏヽ∽）、
教
会
の
鐘

♂
８
月
『】８
８

２
８
３
し

な
ど
、
主
と
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
の
種
々
の
宗
教
行
事
に
関
す
る
自
由
お

よ
び
規
制
の
問
題
が
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
宗
教
的
自
由
の
特
徴
を
見
る
の
に
必
要
な
限
り
で
、

こ
の
自
由
の
大
要
を
把
握
す
る
こ
と
だ
け
に
と
ど
め
た
い
。
そ
こ
で
、
以
下
に
、
礼
拝
の
自
由
の
特
徴
、
お
よ
び
そ
の
内
容
と
限
界
を

素
描
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

一　

礼
拝
の
自
由

の
特
徴

礼
拝
の
自
由
に
見
ら
れ
る
全
般
的
な
特
徴
と
し
て
、
以
下
の
五
つ
を
指
摘
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

第

一
に
、
前
述
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
礼
拝
の
自
由
が
集
団
的
自
由
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
礼
拝
の
自
由
で
い
う
「礼

拝
」
（８
】一Ｃ
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
の
日
曜
日
ミ
サ
あ
る
い
は
そ
れ
に
相
当
す
る
礼
拝
式
に
限
定
さ
れ
ず
、
結
婚
式
や
葬
儀
な
ど
各

宗
教
の
各
種
祭
典
を
含
む
が
、
基
本
的
に
は
集
団
で
共
同
し
て
行
う
儀
式
、
行
事
な
ど
の
宗
教
行
為
で
あ
る
。
こ
の
点
は
前
述
し
た
公

的
自
由
の
概
説
書
の
記
述
を
見
て
も
う
か
が
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
い
う
礼
拝
は
、
厳
密
に
は
わ
が
国
で
い
う
宗
教
活
動
よ
り

は
や
や
狭
い
概
念
で
あ
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

第
二
に
、
礼
拝
の
自
由
は
、
宗
教
的
自
由
の
本
質
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
と
く
に
良
心
の
自
由
を
内
心
の
自
由



に
す
ぎ
な
い
と
理
解
す
る
学
説
に
あ
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
デ
ュ
ギ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
逆
。
「宗
教
的
自
由

が
存
在
す
る
と
い
う
た
め
に
は
、
各
人
が
あ
る
宗
教
の
礼
拝
を
行
う
の
が
自
由
で
あ
り
、
何
人
も
そ
の
宗
教
信
仰
に
対
応
す
る
礼
拝
を

行
う
の
が
直
接
ま
た
は
間
接
に
妨
げ
ら
れ
ず
、
逆
に
あ
る
礼
拝
を
行
う
よ
う
に
直
接
ま
た
は
間
接
に
拘
束
さ
れ
な
い
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
宗
教
的
自
由
は
本
質
的
に
礼
拝
の
自
由
で
あ
る
」
と
。

第
二
に
、
礼
拝
の
自
由
は
当
然
制
限
さ
れ
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
趣
旨
は
、
「
共
和
国
は
、
良
心
の
自
由
を
確
保
す
る
。
共

和
国
は
、
公
の
秩
序
の
た
め
に
以
下
に
定
め
る
制
限
だ
け
を
受
け
る
、
自
由
な
礼
拝
を
保
障
す
る
」
、
と
い
う
政
教
分
離
法
の
規
定

貧

条
）自
体
に
も
明
確
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
公
の
秩
序
の
制
約
の
下
に
あ
る
礼
拝
の
自
由
の
保
障
は
、
良
心
の
自
由
の
保
障
よ
り
も
強

（蝸
）

く

な

い
こ
と

に
な

る
。

第
四
に
、
礼
拝
の
自
由
も
、
良
心
の
自
由
と
同
じ
く
、
そ
の
実
質
的
な
保
障
の
た
め
の
国
家
の
積
極
的
措
置
を
要
請
す
る
も
の
と
考

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
（が

。
礼
拝
の
自
由
の
刑
法
的
保
護
と
し
て
政
教
分
離
法
の
中
に
あ
る
、
「宗
教
の
礼
拝
に
供
せ
ら
れ
る
場
所
に

お
い
て
、
騒
擾
ま
た
は
騒
乱
を
起
こ
す
こ
と
に
よ
り
、
礼
拝
を
行
う
の
を
妨
害
し
、
遅
れ
さ
せ
、
ま
た
は
中
断
さ
せ
た
者
」
に
対
す
る

罰
則
規
定

曾
〓
一条
）
も
こ
の
措
置
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
種
の
措
置
の
典
型
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
前
述
の
施
設
付

司
祭
、
お
よ
び
政
教
分
離
法
が
定
め
た
国
公
有
の
礼
拝
用
建
物
を
礼
拝
に
供
用
す
る
制
度
で
あ
る
。
こ
の
つ
ち
、
施
設
付
司
祭
に
つ
い

て
は
、　
コ
ン
セ
イ
ユ
・デ
タ
の

一
九
四
九
年
の
シ
ャ
ブ
ノ
ー
判
決
が
、
政
教
分
離
法
二
条
二
項
の
規
定
か
ら
、
「
立
法
者
は
、
施
設
付
司

祭
の
業
務
に
関
す
る
費
用
を
国
、
県
お
よ
び
市
町
村
の
予
算
に
計
上
す
る
権
能
を
所
管
庁
に
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、　
い
く
つ
か
の

公
的
施
設
に
お
い
て
、
自
由
に
礼
拝
を
行
う
こ
と
は
当
該
施
設
内
に
そ
の
よ
う
な
業
務
の
設
置
に
よ
っ
て
し
か
保
護
さ
れ
得
な
い
こ
と

を
認
め
た
、
と
結
論
さ
れ
る
」
と
判
断
し
、
施
設
付
司
祭
を
公
共
施
設
内
で
の
礼
拝
の
自
由
を
確
保
す
る
た
め
の
も
の
だ
と
い
う
認
識

（Ⅲ
）

を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
国
公
有
の
礼
拝
用
建
物
を
礼
拝
に
供
用
す
る
制
度
と
は
、
要
す
る
に
政
教
分
離
法
が
規
定
し
た

「礼
拝
を
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行
う
こ
と
」
を
唯

一
の
目
的
と
す
る
宗
教
法
人
で
あ
る

「宗
教
社
団
」
↑
∽∽８

”̈
け】８

８
】［お
汗
）
に
対
し
、
国

。
地
方
公
共
団
体
が
そ

の
所
有
に
か
か
る
礼
拝
用
建
物
の
無
償
使
用
権
を
与
え
る

（
〓
二
条

一
項
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
制
度
は
、
フ
ラ
ン
ス
固
有
の
歴

史
的
理
由
か
ら
、
と
り
わ
け
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
会
堂
の
大
多
数
が
公
有
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
背
景
に
、
「礼
拝
の
自
由
は
礼
拝
に
必
要

な
建
物
の
自
由
な
使
用
を
前
提
と
す
る
」
と
い
う
考
え
に
基
づ
く
。
本
章
第

一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
礼
拝
の
自
由
に
憲
法
的
価
値
を
認

め
る
リ
ュ
シ
ェ
ー
ル
は
、
国
公
有
の
礼
拝
用
建
物
の
礼
拝

へ
の
供
用
が
礼
拝
の
自
由
の
必
然
的
結
論
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
自
体

に
も
憲
法
的
価
値
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
。

第
五
に
、
公
の
秩
序
の
た
め
の
礼
拝
の
自
由
の
制
限
と
し
て
、
と
く
に
屋
内
の
礼
拝
―
―
後
述
の
よ
う
に
そ
こ
へ
は
公
権
力
の
介
入

は
制
限
的
に
し
か
認
め
ら
れ
な
い
―
―
に
関
し
、
礼
拝
が
政
治
的
集
会
に
な
る
こ
と
が
厳
し
く
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
政
教
分
離
法
の
以
下
の
規
定
に
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
礼
拝
用
建
物
内
に
お
け
る
政
治
集
会
を
禁
止
す
る
規
定

含
王
ハ
条
）、

礼
拝
用
建
物
内
に
お
い
て
演
説
等
に
よ
り
、
「公
役
務
を
行
う
市
民
」
を
侮
辱
し
た
宗
教
教
師
に
対
す
る
刑
罰
規
定

奮
一一四
条
）、
お
よ
び

礼
拝
所
に
お
い
て

「法
律
の
実
施
ま
た
は
公
権
力
の
適
法
な
行
為
に
対
す
る
抵
抗

へ
の
直
接
の
教
唆
」
を
含
む
演
説
等
を
行

っ
た
宗
教

教
師
に
対
す
る
刑
罰
規
定

Ｔ
一五
ダ
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
の
背
景
に
は
、
前
述
の
よ
う
に
政
教
分
離
法
が
導
入
し
た
Ｆ
不
教
社
団
」

の
目
的
を
「礼
拝
を
行
う
こ
と
」
に
厳
格
に
限
定
す
る
と
と
も
に
（
一
九
条

一
項
）、
さ
ら
に
宗
教
団
体
の
活
動
が
実
際
に
政
治
に
関
わ
る

の
を
防
止
し
よ
う
と
し
た
立
法
者
の
意
図
が
あ
る
。
前
述
の
諸
規
定
に
関
し
、
ブ
リ
ア
ン
が
、
「礼
拝
に
あ
て
ら
れ
る
場
所
は
、
礼
拝
以

外
の
用
途
に
用
い
ら
れ
て
は
な
ら
ず
、
と
り
わ
け
政
治
的
性
格
を
も
つ
集
会
の
隠
れ
場
所
と
は
な
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
国
家
は
教
会

に
対
し
中
立
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
教
会
は
国
家
に
対
し
絶
対
的
な
中
立
性
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
た
の
は
、
そ

う
し
た
意
図
を
裏
付
け
る
。
ま
た
、
政
教
分
離
法
案
に
つ
い
て
の
委
員
会
報
告
書
が
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
も
同
様
で
あ
る
。

「
政
教
分
離
法
案
を
審
議
し
た
下
院
の
宗
教
問
題
特
別
〕委
員
会
は
、
明
確
な
条
項
に
よ
り
、
宗
教
教
師
お
よ
び
そ
の
共
犯
者
に
対
し
、
公



的
人
物
に
反
対
す
る
政
治
的
目
的
で
彼
ら
の
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
、
ま
た
説
教
壇
を
論
壇
に
、
教
会
を
反
乱
者
の
隠
れ
場
所
に
す

る
こ
と
を
禁
止
し
よ
う
と
努
め
（刺

」
と
。
聖
職
者
が
政
治
に
関
わ
る
こ
と
を
警
戒
す
る
こ
と
に
動
機
づ
け
ら
れ
た
こ
の
よ
う
な
礼
拝
の

自
由
の
制
限
に
お
い
て

（政
教
分
離
法
四
〇
条
も
参
照
）、
反
教
権
主
義
に
由
来
す
る
ラ
イ
シ
テ
の
特
徴
を
容
易
に
見
る
こ
と
が
で
き
よ

、「′́
。一

一　
礼
拝
の
自
由
の
内
容
と
限
界

政
教
分
離
法
制
定
後
、
各
地
の
市
長
の
な
か
に
は
反
教
権
主
義
の
考
え
に
立
っ
て
徹
底
的
な
ラ
イ
シ
テ
を
追
求
す
る
者
が
見
ら
れ
、

彼
ら
は
教
会
の
活
動
を
規
制
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
教
会
は
そ
れ
に
抵
抗
し
た
。
そ
の
過
程
で
宗
教
的
行
進
な
ど
の
宗
教
行
事

も
含
む
広
い
意
味
で
の
礼
拝
の
秩
序
維
持
―
―
法
律
規
定
で
は

「宗
教
の
警
察
」
Ｃ
３
８
８
∽
８
】”Φ３

と
呼
ば
れ
る
―
―
の
権
限
が
、

カ
ト
リ
ッ
ク
司
祭
な
ど
の
宗
教
教
師
に
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
市
長
な
ど
の
行
政
権
者
に
あ
る
の
か
が
、
行
政
裁
判
所
で
争
わ
れ
た
。

こ
の
た
め
、
こ
の
点
に
関
す
る
多
く
の
判
例
が
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
問
題

へ
の
明
確
な
答
え
を
示
し
た
判
例
は
、
今
日
の

概
説
書
に
お
い
て
詳
細
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
判
例
の
基
本
的
枠
組
み
は
、
教
会
堂
の
内
部
か
、
あ
る
い
は
外
部
か

に
よ
り
礼
拝
の

「警
察
権
」
を
分
配
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
教
会
堂
内
で
は
基
本
的
に
宗
教
教
師
が
礼
拝
の
秩
序
維
持
の
権
限
を
保

ち
、
外
部
で
は
行
政
権
者
が
礼
拝
の
規
制
権
限
を
持
つ
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
、
屋
内
と
屋
外
と
に
分
け
て
、
礼
拝
の

自
由
と
そ
の
規
制
を
見
る
こ
と
に
し
た
い
。

１
　
教
会
堂
内
の
礼
拝

教
会
堂
内
で
の
礼
拝
に
つ
き
、
政
教
分
離
法
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
「宗
教
社
団
に
属
す
る
場
所
ま
た
は
そ
の
使
用
に
委
ね
ら
れ
る

場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
、
礼
拝
の
執
行
の
た
め
の
集
会
は
、
公
的
集
会
で
あ
る
。
こ
の
集
会
は
、　
一
八
八

一
年
六
月
二
〇
日
の
法
律
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八
条
の
手
続
き
を
免
除
さ
れ
る
が
、
公
の
秩
序
の
た
め
当
局
の
監
督
の
下
に
置
か
れ
る
」
含
一五
条

一
項
）。
こ
の
よ
う
に
、
法
律
は
、
屋

内
で
の
礼
拝
を
公
的
集
会

↑
２
５
一８

冒
ヨ
ｆ
ｅ

に
関
す
る

一
八
八

一
年
法

（集
会
法
）
の
制
度
に
準
拠
さ
せ
る
が
、
集
会
法
に
よ
り
集

会
の
際
に
義
務
づ
け
ら
れ
る
、
秩
序
維
持
の
任
務
を
負
う
事
務
局
の
組
織
を
免
除
し
、　
一
般
の
集
会
に
比
べ
礼
拝
の
た
め
の
集
会
を
優

遇
す
る
。
さ
ら
に
、
礼
拝
は
、
政
教
分
離
法
を
緩
和
し
た

一
九
〇
七
年
二
月
二
八
日
の
法
律
に
よ
り
、
事
前
の
届
出
な
し
に
行
え
る
よ

（
‐３６
）

う
に
な
っ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
前
述
の
規
定
が
明
示
す
る
よ
う
に
―
―
ま
た
政
教
分
離
法

一
条
か
ら
も
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
―
―
、
教
会
堂
内
の
礼

拝
も
公
の
秩
序
の
た
め
に
公
権
力
に
よ
る
監
視
に
服
す
る
。
判
例
が
こ
の
よ
う
な
規
制
の
具
体
的
場
合
ま
た
は
そ
の
限
界
を
示
す
。
教

会
堂
が
倒
壊
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
に
、
公
の
安
全
の
た
め
市
長
が
教
会
堂
の
閉
鎖
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
断
し
た
判
例
も

あ
る
が
、
よ
り
注
目
さ
れ
る
判
例
は
、
ク
リ
シ
ュ
ナ
意
識
国
際
協
会

（＞
∽∽８
】”
け一８

す
一ｏヽ
ヨ
［】８
”
お
Ｂ
日

ご
８
３
ｏ̈
８
８
８

パ
『∽３
）

事
件
に
つ
い
て
の

一
九
八
二
年
の
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
判
決
で
あ
る
。
こ
の
判
決
は
、
と
く
に
新
宗
教
の
礼
拝
の
自
由
を
承
認
し
た

点
で
も
注
目
さ
れ
る
。　
ハ
レ
ク
リ
シ
ュ
ナ
の
団
体
が
所
有
す
る
建
物
内
で
の
集
会
、
儀
式
、
祭
式
を
行
う
の
を
禁
止
し
た
警
察
署
長
の

命
令
の
違
法
性
が
争
わ
れ
た
こ
の
事
件
の
判
決
に
お
い
て
、　
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
公
の
秩
序
の
要
請
を
唯

一
の
留
保
と
し
て
礼
拝

の
自
由
を
保
障
す
る
政
教
分
離
法

一
条
を
援
用
し
て
、
次
の
よ
う
に
判
断
し
た
。
礼
拝
の
使
用
に

「適
さ
な
い
場
所
に
お
い
て
、
公
的

な
集
団
行
進
や
集
会
を
禁
止
す
る
の
は
、
警
察
署
長
の
権
限
の
属
し
、
適
切
な
措
置
に
よ
り
、　
ハ
レ
ク
リ
シ
ュ
ナ
の
信
者
に
よ
る
公
の

平
穏
の
尊
重
を
監
視
す
る
権
限
を
も
有
す
る
と
し
て
も
」、　
ハ
レ
ク
リ
シ
ュ
ナ
の
建
物
に
お
い
て
、
「
と
く
に
こ
の
建
物
に
居
住
す
る
者

の
た
め
に
行
わ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
儀
式
お
よ
び
あ
ら
ゆ
る
祭
式
を
、
礼
拝
の
自
由

へ
の
違
法
な
侵
害
と
な
ら
ず
に
、
禁
止
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
」
と
。

し
か
し
な
が
ら
、
教
会
堂
内
の
礼
拝

へ
の
公
権
力
の
介
入
は
大
き
く
制
限
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
宗
教
教
師
が
教
会
堂
内
で
宗
教



的
規
律
の
た
め
に
礼
拝
の
秩
序
維
持
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を
認
め
る
の
が
判
例
だ
か
ら
で
あ
る
。

コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
ピ
ア
判

決

（
一
九

一
八
年
）
お
よ
び
ツ
ー
ロ
ン
判
決

（
一
九
二
八
年
）
は
、
司
祭
が

「信
者
に
対
し
、
そ
の
宗
教
活
動
を
確
保
す
る
た
め
に
、
教
会

堂
の
監
督
権
と
警
察
権
を
持
つ
」
こ
と
を
明
確
に
し
（型

。
ま
た
他
の
多
数
の
判
例
も
、
教
会
堂
の
開
閉
時
刻
を
決
定
し
、
宗
教
儀
式
の

時
刻
を
決
定
し
、
教
会
堂
の
鍵
を
所
持
し
、
教
会
堂
で
の
信
者
の
座
席
を
決
定
し
、
ま
た
動
産
の
置
き
場
所
を
決
定
す
る
こ
と
の
で
き

る
の
は
、
宗
教
教
師
の
み
で
あ
る
と
い
う
法
理
を
示
し
て
ェ
型
。
さ
ら
に
、　
一
九
九
四
年
の
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
判
決
は
、
市
が
、

宗
教
教
師
の
合
意
を
得
ず
に
、
教
会
堂
内
に
展
示
さ
れ
る
指
定
記
念
物
に
つ
い
て
訪
間
者
に
対
し
入
場
料
を
徴
収
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
判
断
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
宗
教
教
師
の
権
限
を
広
く
承
認
す
る
判
例
の
根
拠
づ
け
と
し
て
、
学
説
は
礼
拝
の
自
由
を

持
ち
出
す
。
例
え
ば
、
ビ
ュ
ル
ド
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「礼
拝
の
執
行
は
、
政
教
分
離
法
前
の
よ
う
に
、
す
な
わ
ち
教
会
の
属
す

る
宗
教
に
定
め
ら
れ
た
秩
序
、
規
律
お
よ
び
祭
儀
に
従

っ
て
、
教
会
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
立
法
者
が
欲
し
た
と
考
え
ら
れ
る
以

上
、
そ
の
こ
と
は
根
拠
が
あ
る
。
司
祭
や
牧
師
か
ら
こ
の
権
限
を
奪
う
こ
と
は
、
礼
拝
そ
の
も
の
が
そ
の
教
師
の
権
威
を
前
提
と
す
る

以
上
、
実
際
上
、
礼
拝
を
行
う
自
由
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
。

２
　
教
会
堂
外
の
礼
拝

政
教
分
離
法
は
、
「宗
教
上
の
野
外
儀
式
、
行
列
お
よ
び
そ
の
他
の
屋
外
活
動
」
（Ｓ
『いヨ
８
【ｏ∽も
『ｏ
ｏｏａ
８
∽
鮮
留
一【３
日
営
一、０∽甲

Ｌ
ｏ
３

９
けい【】８
『３

０
．５

８
一けｏ
）
を
従
来
ど
お
り
、
市
町
村
の
警
察
的
規
制
に
服
さ
せ
る

（二
七
条
）。
し
た
が
っ
て
、
要
す
る
に
、
公

道
な
ど
で
行
わ
れ
る
教
会
堂
外
の
礼
拝
に
つ
い
て
は
、
市
長
に
警
察
権
が
属
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
政
教
分
離
法

一
条
の
規
定
か

ら
い
っ
て
も
当
然
で
あ
る
が
、
実
は
こ
こ
で
も
、
礼
拝
の
規
制
を
め
ぐ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
司
祭
と
市
長
と
の
争
い
に
関
し
て
コ
ン
セ
イ

ユ
・

デ
タ
が
出
し
た
多
く
の
判
例
を
通
じ
て
、
礼
拝
の
自
由
の
規
制
は
緩
和
さ
れ
、
そ
の
緩
和
は
行
政
立
法
で
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

ま
ず
判
例
に
つ
い
て
言
え
ば
、
宗
教
的
行
列
に
関
し
て
、
伝
統
的
行
列
と
そ
う
で
は
な
い
も
の
と
を
区
別
し
、
と
く
に
前
者
に
つ
い
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て
は
原
則
と
し
て
禁
止
で
き
な
い
と
す
る
法
理
を
打
ち
立
て
た
。
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
行
進
に
お
け
る
区
別
は

一
九
〇
九
年
の
オ
リ
ビ

エ
判
決
に
お
い
て
最
初
に
見
る
が
、
伝
統
的
行
列
の
自
由
を
強
く
保
護
す
る
原
則
を
明
確
に
定
式
化
し
た
の
は
、
Ａ
市
で
す
べ
て
の
宗

教
的
行
列
を
禁
止
し
た
そ
の
市
長
の
決
定
を
取
り
消
し
た

一
九

一
四
年
の
デ
ィ
デ
ィ
エ
判
決
の
次
の

一
節
で
あ
る
。

あ
る
宗
教
の
儀
式
、
行
列
お
よ
び
他
の
屋
外
活
動
を
規
制
す
る
権
限
は
、
一
九
〇
五
年

一
二
月
九
日
の
法
律
二
七
条
…
…
に
よ
り
、
市
長
に

属
す
る
と
し
て
も
、
市
長
は
、
そ
の
任
務
の
遂
行
に
お
い
て
、
公
の
秩
序
の
た
め
に
定
め
ら
れ
た
制
限
の
み
に
服
す
る
自
由
な
礼
拝
行
為
を
保

障
す
る
そ
の
法
律

一
条
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
秩
序
の
維
持
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
し
か
、
地
方
の
伝
統
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
。

…
…
い
わ
ゆ
る
行
列
の
禁
止
は
、
公
道
上
の
混
乱
の
あ
ら
ゆ
る
原
因
を
避
け
る
と
い
う
考
慮
に
よ
り
理
由
づ
け
ら
れ
る
と
し
て
も
、
祭
服
を
着

用
し
た
司
祭
の
先
導
の
下
に
、
毎
年

一
一
月

一
日
と
二
日
に
Ａ
市
で
行
わ
れ
、
こ
の
町
で
死
者
の
礼
拝
に
結
び
つ
く
伝
統
的
儀
式
を
構
成
す

る
、
墓
地
へ
の
行
列
巡
行
の
よ
う
な
儀
式
の
禁
止
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
に
関
し
、
公
の
秩
序
を
維
持
す
る
要
請
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
い
か
な
る

理
由
も
援
用
さ
れ
得
な
か
っ
た
。

し
か
も
、
判
例
は
、
多
く
の
宗
教
的
視
祭
日
に
行
わ
れ
る
行
列
を
伝
統
的
行
列
と
し
、
多
く
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗
教
的
行
列
を
原
則

と
し
て
禁
止
で
き
な
い
も
の
と
し
た
。

次
に
、
行
政
立
法
に
よ
る
礼
拝
の
自
由
の
規
制
は
、
集
団
行
進
の
規
制
に
関
す
る

一
九
二
五
年

一
〇
月
二
三
日
の
デ
ク
レ
・
ロ
ワ
に

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
デ
ク
レ
・
ロ
ワ
は
、　
一
般
の
行
列
や
行
進
に
つ
い
て
は
、
事
前
の
届
出
を
義
務
づ
け
る
の
に
対
し
、
「
し
か
し

な
が
ら
、
地
方
の
慣
行
に

一
致
し
た
公
道

へ
の
繰
り
出
し
は
、
こ
の
届
出
を
免
除
さ
れ
る
」
貧

条
三
項
）
と
定
め
、
前
述
の
判
例
と
同

様
の
姿
勢
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
多
く
の
伝
統
的
な
宗
教
的
行
列
は
、
届
出
な
く
自
由
に
行
わ
れ
、
公
の
秩
序
を
脅
か
す
場
合
に
の
み
禁
止
さ
れ

る
結
果
、
市
長
の
規
制
権
の
範
囲
は
か
な
り
限
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
葬
列
や
教
会
の
鐘
な
ど
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
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よ
う
に
し
て
、
か
つ
て
反
教
権
主
義
の
強
い
雰
囲
気
の
中
で
カ
ト
リ
ツ
ク
司
祭
と
市
長
と
の
対
立
の
場
と
な
り
、
ま
さ
に
宗
教
的
自
由

と
公
の
秩
序
と
が
調
整
が
求
め
ら
れ
た
領
域
で
、
政
教
分
離
法
の
規
定
が
と
く
に
礼
拝
の
自
由
を
尊
重
す
る
形
で
適
用
さ
れ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
学
説
が
、
前
述
の
判
例
を

「極
め
て
リ
ベ
ラ
ル
な
判
例
」
と
評
し
た
り
、
「礼
拝
の
屋
外
で
の
執
行
の
自
由
の
制
度
は
最
終

的
に
極
め
て
満
足
の
ゆ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
…
…
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
社
会
が
到
達
し
た
宗
教
的
自
由
の
尊
重
の

度
合
い
を
と
く
に
示
す
」
と
誇
ら
し
げ
に
述
べ
る
の
は
、
故
な
き
こ
と
で
は
な
い
。
―
―
た
だ
、
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
た
公
道
上
の
宗

教
行
事
は
カ
ト
リ
ッ
ク
に
固
有
の
も
の
ば
か
り
で
あ
り
、
そ
の
自
由
が
と
く
に
保
障
さ
れ
る
の
は
、
政
教
分
離
よ
り
も
カ
ト
リ
ッ
ク
の

礼
拝
の
自
由
の
方
が
優
先
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
メ
ジ
ャ
ン
に
よ
る
批
判
も
あ
る
が
。

第
四
節
　
そ
の
他

の
自
由

宗
教
的
自
由
が
、
以
上
の
良
心
の
自
由
お
よ
び
礼
拝
の
自
由
だ
け
で
は
な
く
、
多
様
な
自
由
か
ら
成
り
立
つ
と
説
く
学
説
が
あ
る
こ

と
は
、
第

一
節
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
フ
ラ
ン
ス
の
宗
教
的
自
由
に
お
い
て
特
徴
的
と
思
ゎ
れ
る
他
の
二
つ
の
自
由
の

み
に
触
れ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
れ
は
、
教
会
の
組
織
の
自
由
お
よ
び
宗
教
の
宣
伝
の
自
由
で
あ
る
。

一　

教
会

の
組
織
の
自
由

第

一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
教
会
の
組
織
の
自
由

（】】Ｆ
『な
０
．ｏ
蹂ヽ
●
』∽”
”一８

８
∽
∪
”
評
ｏじ

を
も
宗
教
的
自
由
の
構
成
要
素
と
す
る

学
説
が
あ
る
。
例
え
ば
、
「宗
教
的
自
由
は
、
教
会
に
と
っ
て
、
教
会
が
最
良
と
判
断
す
る
原
則
お
よ
び
規
則
に
従
い
、
自
ら
を
組
織
す

る
自
由
、
教
会
の
使
命
に
合
致
す
る
と
教
会
が
考
え
る
よ
う
に
、
自
ら
を
表
現
す
る
自
由
を
含
む
」
、
と
述
べ
る
ロ
ベ
ー
ル
の
説
が
そ
れ



第 4章  ライシテの原則の下での宗教的自由

で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
自
由
を
明
示
し
な
い
学
説
の
な
か
に
も
、
礼
拝
の
自
由
を
行
為
の
自
由
と
組
織
の
自
由
と
に
分
け
、
後

者
に
お
い
て
教
会
の
組
織
の
自
由
に
相
当
す
る
こ
と
を
説
明
す
る
も
の
も
見
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
公
法
学
説
に
お
い

て
、
か
な
り

一
般
的
に
、
教
会
の
組
織
の
自
由
が
宗
教
的
自
由
の
要
素
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。
教

会
の
組
織
の
自
由
に
お
い
て
、
宗
教
的
自
由
は
教
会
、
宗
教
団
体
を
前
提
と
し
て
観
念
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
観
点
は
と
く
に

教
会
関
係
者
に
お
い
て
最
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
司
教
の
ロ
ー
ラ
ン
・
ミ
ネ
ラ

つ
０
】営
０
工
一日
ｏ『”
一こ

が
、
「他
の
精
神

的
自
由
に
比
較
し
た
宗
教
的
自
由
の
特
性
」
と
題
す
る
論
文
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
の
は
、
そ
れ
を
証
言
す
る
。
Ｆ
不
教
活
動
は
、

個
人
的
で
あ
る
と
同
時
に
社
会
的
で
あ
る
。
あ
る
宗
教
を
信
奉
す
る
こ
と
は
、
そ
の
創
設
者
の
伝
統
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
共
同
体
に
入

る
こ
と
で
あ
る
。
す
べ
て
の
教
団
は
、
そ
の
祭
儀
、
礼
拝
、
寺
院
、
教
師
、
組
織
、
社
会
参
加
を
持
つ
可
視
的
な
公
の
営
為
を
有
す
る
。

宗
教
的
自
由
は
あ
る
教
団
に
所
属
す
る
自
由
で
あ
る
」
と
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
宗
教
的
自
由
が
教
会
の
組
織
の
自
由
と
し
て
把
握

さ
れ
る
場
合
、
宗
教
的
自
由
と
政
教
関
係
と
の
関
わ
り
が
明
確
に
な
る
が
、
こ
れ
は
第

一
節
で
述
べ
た
。

フ
ラ
ン
ス
の
教
会
が
教
会
の
組
織
の
自
由
を
享
受
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
政
教
分
離
法
が
そ
れ
以
前
の
コ
ン
コ
ル
ダ

（政
教
条

約
）
の
下
で
の
政
教
制
度
の
基
礎
と
な
っ
た
法
令
を
廃
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
（四
四
条
）。
そ
の
具
体
的
帰
結
と
し
て
、
司
教
の

よ
う
な
聖
職
者
の
任
命
に
公
権
力
の
介
入
を
受
け
な
く
な
り
、
ま
た

「権
限
鍮
越
の
訴
」
（お
８
０
あ
Ｂ
ｌ
３
●
じ

が
廃
止
さ
れ
、
教
会

の
内
部
規
律
に
対
す
る
国
家
統
制
が
終
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
憲
法
学
者

エ
ス
マ
ン
が

「
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
物
質
的
利
益
に
関
し
て

は
多
く
を
失
っ
た
と
し
て
も
、
自
由
に
関
し
て
は
多
く
の
利
益
を
獲
得
し
た
」
と
述
べ
た
際
の

「自
由
」
は
、
こ
の
教
会
の
組
織
の
自

由
で
あ
る
。

教
会
の
組
織
の
自
由
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
特
別
な
事
項
は
、
教
会
の
自
律
権
の
尊
重
で
あ
る
。
し
か
も
、
と
く
に
教
会
内
部
で
教
会

法
に
基
づ
き
行
わ
れ
た
決
定
を
国
家
の
裁
判
所
が
独
自
に
審
査
し
な
い
と
い
う
意
味
で
の
自
律
権
の
尊
重
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
、　
ロ



ベ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「す
べ
て
の
宗
教
組
織
は
、
霊
的
目
的
を
追
求
し
、
そ
の
教
え
を
標
榜
す
る
す
べ
て
の
男
女
を
そ
の
目

的

へ
方
向
づ
け
る
。
そ
れ
を
構
成
す
る
共
同
体
の
構
成
員
は
自
由
に
そ
れ
に
参
加
す
る
。
彼
ら
は
組
織
の
願
望
を
共
有
し
、
あ
ら
か
じ

め
そ
の
規
律
の
内
部
規
則
に
服
し
、　
一
般
の
実
定
法
を
援
用
す
る
こ
と
を
放
棄
す
る
。
裁
判
官
は
、
こ
の
個
人
的
な
参
加
を
法
的
に
確

認
し
、
各
人
の
深
い
決
定
を
尊
重
し
、
組
織
に
対
す
る
い
か
な
る
統
制
も
控
え
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
」
と
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に

教
会
の
内
部
規
律
を
尊
重
す
る
の
は
、
判
例
の
一
貫
し
た
立
場
で
も
あ
る
。
こ
れ
を
明
確
に
し
た
判
例
と
し
て
は
、
宗
教
教
師
の
罷
免

に
関
す
る

一
九

一
二
年
の
破
毀
院
の
判
決
が
あ
る
（麺

、
よ
り
新
し
い
も
の
は

一
九
七
七
年
の
パ
リ
控
訴
院
判
決
で
あ
´ヽ型
。
こ
の
事
件
で

は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
第
ニ
ヴ
ァ
チ
カ
ン
公
会
議
の
の
ち
改
革
さ
れ
た
典
礼
か
、
そ
れ
以
前
の
典
礼
の
い
ず
れ
が
正
当
か
と
い
う
教
義
上

の
争
い
が
問
題
と
な
っ
た
が
、
裁
判
所
は
、
そ
の
種
の
問
題
を
審
理
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
旨
を
明
ら
か
に
し
た
。

一
一　
宗
教

の
宣
伝
の
自
由

わ
が
国
の
憲
法
学
説
の
中
に
は
、
信
教
の
自
由
の
要
素
の
一
つ
と
し
て
宗
教
の
宣
伝
の
自
由
を
挙
げ
る
も
の
が
見
ら
れ
獅
。
だ
が
、

フ
ラ
ン
ス
の
公
的
自
由
の
概
説
書
で
、
宗
教
的
自
由
の
保
障
内
容
と
し
て
こ
の
種
の
自
由
を
明
示
し
て
い
る
も
の
は
、
管
見
の
及
ぶ
限

り
皆
無
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
が
宗
教
の
宣
伝
の
自
由
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ

の
こ
と
は
、
モ
ラ
ン
ジ
ュ
が
宗
教
的
自
由
の
要
素
と
し
て
幅
広
く
挙
げ
た
列
挙

（第

一
節
二
三
〇
頁
）
の
な
か
に
は
宗
教
の
宣
伝
に
関

わ
る
と
思
わ
れ
る
事
項
も
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
宗
教
的
自
由
に
関
す
る
論
文
の
中
に
は
、
宗
教
の
宣
伝
を
必

ず
し
も
礼
拝
の
自
由
に
関
連
づ
け
ず
に
、
そ
れ
を
わ
ず
か
な
が
ら
記
述
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、
宗
教
の
宣
伝
が

宗
教
教
育
の
自
由
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
「家
庭
の
枠
内
で
の
信
仰
の
伝
達
か
ら
改
宗
勧
誘
ε
『ｏ
∽い
】く
静
日
じ
ま
で
、

…
…
広
義
で
の
宗
教
教
育
は
、
理
論
上
自
由
で
あ
る
と
同
時
に
、
実
際
上
も
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
．́型
」
と
述
べ
る
の
が
そ
れ
で
あ
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る
。
次
に
、
宗
教
教
育
と
は
無
関
係
に
宗
教
の
宣
伝
を
取
り
扱
う
も
の
も
あ
る
が
、　
い
ず
れ
も
極
め
て
簡
潔
で
あ
る
う
え
に
、
そ
の
自

由
を
制
限
的
に
考
え
て
い
る
。
ル
イ

・
ド

・
ノ
ー
ロ
ワ
が

「宗
教
の
選
択
の
不
可
侵
は
、　
一
つ
の
権
利
で
あ
る
宗
教
の
宣
伝
を
推
進
し

す
ぎ
な
い
と
い
う
義
務
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
、
ド
ミ
ニ
ッ
ク
■
フ
ズ
ロ
＝
フ
ヌ
イ
エ

（∪
ｏ
ユ
●
一ｆ
ｏ
Ｆ
あ
Ｎ】９
「
８
８
】Ｆ
ｃ

が
、
「改
宗
勧
誘
は
、
あ
る
信
条
に
よ
る
そ
の
固
有
の
自
由
の
享
受
で
あ
る
が
、
…
…
な
さ
れ
る
圧
力
が
い
く
つ
か
の
形
態
、
す
な
わ
ち

物
理
的
暴
力
や
真
の
精
神
的
拘
束
を
と
る
場
合
に
は
、
法
に
反
す
る
よ
う
に
な
る
」
と
説
く
の
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
学
説

は
、
宗
教
の
宣
伝
の
自
由
を
認
め
る
も
の
の
、
他
の
者
の
良
心
の
自
由
と
衝
突
す
る
の
を
避
け
る
た
め
、
宗
教
の
宣
伝
の
自
由
は
制
限

さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
、
モ
つ
し
た
考
え
方
は
、
前
述
し
た
イ
ス
ラ
ム
の
ス
カ
ー
フ
事
件
に
関
す
る
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
意
見
お
よ
び
判
決
に
も

見
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
こ
で
は
、
公
立
学
校
内
で
生
徒
が
宗
教
的
標
章
を
着
用
す
る
の
は
原
則
と
し
て
許
さ
れ
る
が
、
そ
の
清

用
が
、
誇
示
的
で
権
利
要
求
的
で
あ
る
な
ど
の
た
め
、
「改
宗
勧
誘
ま
た
は
宣
伝
の
行
為
」
を
構
成
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
許
さ
れ
な

い
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
離
婚
に
関
す
る
破
毀
院
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
離
婚
事
件
に
お
い
て
エ
ホ
バ
の
証
人
の
配
偶
者
が
他
の

配
偶
者
に
熱
心
な
改
宗
勧
誘
を
行
っ
た
こ
と
を
裁
判
所
は
考
慮
し
う
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
と
く
に
夫
婦
間
で
宗
教
の
宣
伝
の
自

由
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
思
考
が
見
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
お
よ
び
判
例
に
お
い
て
、
宗
教
の
宣
伝
の
自
由
は
、
宗
教
的
自
由
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ

て
い
な
い
と
言
う
ほ
か
な
く
、
そ
れ
を
意
識
的
に
認
め
る
少
数
の
学
説
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
こ
で
も
宗
教
の
宣
伝
の
自
由
は
、
他
の

者
の
良
心
の
自
由
と
衝
突
す
る
も
の
と
し
て
、
か
な
り
制
限
的
に
の
み
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
る
。



ま
　
と
　
め

以
上
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
宗
教
的
自
由
が
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
宗
教
的
自
由
を
め
ぐ
り
い
か
な
る
問
題
が

あ
る
か
を
見
て
き
た
。
最
後
に
総
括
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
宗
教
的
自
由
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
特
徴
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

第

一
に
、
反
教
権
主
義
に
基
づ
く
自
由
の
制
限
で
あ
る
。
政
教
分
離
の
前
に
公
的
領
域
に
介
入
し
て
い
た
宗
教
勢
力
の
力
を
抑
え
、

そ
れ
を
私
的
な
礼
拝
の
領
域
に
封
じ
込
め
よ
う
と
す
る
闘
争
的
な
思
想
で
あ
り
、
ラ
イ
シ
テ
の
法
制
化
を
推
進
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と

な
っ
た
反
教
権
主
義
が
、
宗
教
的
自
由
に
関
す
る
諸
規
定
に
も
強
く
表
れ
て
い
る
。
と
く
に
そ
の
色
合
い
の
強
か
っ
た
の
は
、
本
章
が

ほ
と
ん
ど
取
り
扱
わ
な
か
っ
た

「宗
教
社
団
」
な
ど
の
宗
教
結
社
、
と
り
わ
け
修
道
会
の
規
制
で
あ
る
が
、
本
章
が
明
ら
か
に
し
た
、

教
員
の
ラ
イ
シ
テ
に
よ
る
聖
職
者
の
公
務
就
任
の
自
由
の
制
限
、
公
の
場
所
で
の
宗
教
的
象
徴
物
の
禁
止
、
礼
拝
所
で
の
政
治
集
会
の

禁
止
な
ど
に
お
い
て
も
、
反
教
権
主
義
の
影
響
を
容
易
に
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
や
は
り
、
諸
々
の
非
宗
教
化
立
法
に

お
い
て
現
れ
た
反
教
権
利
主
義
の
闘
争
的
な
ラ
イ
シ
テ
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
を
抑
圧
し
よ
う
と
し
た
限
り
に
お
い
て
、
ラ
イ
ン
テ
は
ま
さ

に
宗
教
的
自
由
と
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
政
教
分
離
法
制
定
後
、
こ
の
闘
争
の
ラ
イ
シ
テ
の
推
進
を
指

向
し
た
市
長
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
礼
拝
を
厳
し
く
規
制
し
よ
う
と
し
た
事
実
に
も
、
う
か
が
え
る
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
ラ
イ
シ
テ
と
の
関
係
で
あ
る
。
政
教
分
離
法
制
定
の
の
ち
ラ
イ
シ
テ
は
宗
教
的
自
由
と
常
に
妥
協
し
て
き
た
と
言
え
る
。

こ
の
こ
と
は
、
本
章
で
詳
述
し
た
よ
う
に
、
政
教
分
離
法
制
定
後
の
早
い
時
期
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
礼
拝
の
自
由
を
広
く
承
認
す

る
方
向
で
判
例
が
展
開
し
た
こ
と
、
ま
た
、
と
く
に
信
仰
に
基
づ
く
差
別
を
禁
止
な
ど
に
関
し
て
積
み
重
ね
ら
れ
た
自
由
主
義
的
な
判

例
、
そ
し
て
、
公
立
学
校
に
お
い
て
生
徒
の
良
心
の
自
由
と
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
と
の
調
和
を
探
求
す
る
今
日
の
判
例
に
お
い
て
明
確
で
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あ
る
。
さ
ら
に
、
教
会
に
お
け
る
内
部
紛
争
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
傾
向
企
業
の
労
使
関
係
に
お
い
て
裁
判
所
が
教
団
固
有
の
宗
教
的

規
範
を
尊
重
す
る
、
多
く
の
判
例
に
つ
い
て
も
、
同
様
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ラ
イ
シ
テ
と
宗
教
的
自
由
と
の
ま
す
ま
す
強
く
な
っ
て
き

た
結
び
付
き
を
見
る
と
、
ラ
イ
シ
テ
の
概
念
の
変
化
、
進
展
を
指
摘
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
的
自
由
と
結
合
し
た
今
日

の
ラ
イ
シ
テ
は
、
か
つ
て
の
反
教
権
主
義
と
は
決
し
て
同
じ
概
念
で
は
な
く
、
ま
さ
に
そ
の
逆
に
宗
教
的
自
由
を
保
障
す
る
た
め
の
宗

教
的
中
立
性
、
し
か
も
友
好
的
な
中
立
性
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
国
家
に
よ
る
自
由
と
し
て
の
宗
教
的
自
由
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
公
法
学
説
が
、
良
心
の
自
由
お
よ
び
礼
拝
の
自
由
の
両

者
に
つ
い
て
、
国
家
か
ら
の
自
由
と
観
念
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
自
由
が
妨
げ
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
国
家
に
よ
る
そ
の
自
由
の
確
保

の
た
め
の
積
極
的
措
置
を
も
要
請
す
る
も
の
と
説
く
こ
と
は
、
本
章
に
お
い
て
詳
し
く
見
た
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な

宗
教
的
自
由
の
理
解
の
し
か
た
と
、
先
に
述
べ
た
ラ
イ
シ
テ
と
宗
教
的
自
由
と
の
結
び
付
き
と
相
ま
っ
て
、
国
家
が
、
市
民
の
信
仰
を

知
ろ
う
と
し
な
い
ば
か
り
で
は
な
く
、
信
者
が
信
仰
に
し
た
が
っ
て
生
活
で
き
る
よ
う
に
そ
の
信
仰
に
配
慮
す
る
こ
と
も
、
国
家
の
宗

教
的
中
立
性
の
意
味
で
あ
る
と
い
う
、
積
極
的
中
立
性
の
概
念
が
導
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
四
に
、
宗
教
的
自
由
が
カ
ト
リ
ッ
ク
を
中
心
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
、
判
例
が
カ
ト
リ
ッ
ク

の
多
数
の
宗
教
行
事
の
自
由
を
礼
拝
の
自
由
と
し
て
広
く
認
め
て
い
る
こ
と
に
、
そ
れ
が
明
確
に
表
れ
て
い
る
。
ま
た
、
学
説
に
お
い

て
、
教
会
の
組
織
の
自
由
が
宗
教
的
自
由
の
要
素
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
と
く
に
セ
ク
ト
と
称
さ
れ
る
新
宗
教
に
と
っ

て
実
質
的
な
意
味
を
も
つ
と
思
わ
れ
る
、
改
宗
の
自
由
や
宗
教
の
宣
伝
の
自
由
が
ほ
と
ん
ど
説
か
れ
て
い
な
い
こ
と
に
も
、
カ
ト
リ
ッ

ク
中
心
の
傾
向
が
う
か
が
わ
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
本
章
で
は
扱
わ
な
か
っ
た
新
宗
教
の
宗
教
団
体
に
対
す
る
判
例
の
冷

淡
な
姿
勢
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
傾
向
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
が
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
お
い
て
伝
統
的
に
圧
倒
的
な
多

数
派
の
宗
教
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
政
教
分
離
法
の
条
項
や
そ
の
適
用
が
公
権
力
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
対
立
に
よ
り
大
き
く
修
正



さ
れ
、
そ
の
結
果
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
有
利
な
宗
教
法
制
が
創
出
さ
れ
た
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

ユ
ダ
ヤ
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
や
各
種
の
新
宗
教
を
め
ぐ
る
具
体
的
事
件
が
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
今
日
、
カ
ト
リ
ッ
ク

の
信
者
に
比
べ
不
利
な
立
場
に
あ
る
少
数
派
の
宗
教
的
自
由
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
学
説
が
少
数

派
の
宗
教

へ
の
国
家
の
積
極
的
な
保
護
措
置
を
宗
教
的
自
由
か
ら
理
由
づ
け
る
こ
と
が
見
ら
れ
、
し
か
も

ユ
ダ
ヤ
教
徒
や
イ
ス
ラ
ム
教

徒
に
対
す
る
そ
の
宗
教
的
視
祭
日
に
お
け
る
学
校
の
欠
席
許
可
な
ど
の
措
置
が
実
際
に
実
施
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
今
日
の
宗
教
的
多
様
化
の
現
象
と
と
も
に
、
や
は
リ
フ
ラ
ン
ス
の
宗
教
法
制
が
カ
ト
リ
ッ
ク
を
念
頭
に
置
い
た
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
だ
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

最
後
に
、
内
心
の
信
仰
と
信
仰
の
外
部
的
表
明
と
の
密
接
な
結
び
付
き
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
は
、
個
人
が
宗
教
を
選
択
し
、

教
団
に
所
属
し
、
信
仰
に
基
づ
く
儀
式
・祭
儀
を
行
う
こ
と
に
宗
教
の
特
質
を
見
て
、
こ
の
全
体
を
宗
教
的
自
由
の
保
障
の
対
象
と
し
、

例
外
な
く
内
心
の
信
仰
と
信
仰
の
外
部
的
表
明
と
の
密
接
な
関
連
を
強
調
し
て
い
る
。
と
く
に
こ
の
両
者
の
つ
な
が
り
を
重
視
す
る
学

説
で
は
、
良
心
の
自
由
を
内
心
の
信
仰
に
限
定
せ
ず
、
信
仰
に
基
づ
く
行
為
ま
で
も
そ
こ
に
含
め
て
把
握
し
、
そ
し
て
、
良
心
の
自
由

と
礼
拝
の
自
由
と
の
区
別
を
、
個
人
的
自
由
か
集
団
的
自
由
か
、
と
い
う
基
準
で
行
う
傾
向
が
強
い
。

１
　
だ
が
、
ラ
イ
シ
テ
の
立
法
者
も
宗
教
的
自
由
の
保
障
を
意
図
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
参
照
、
二
編
三
章

一
八
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．
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ｏ
Ｆ
ｏ
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３
　
一
七
八
九
年
人
権
宣
言

一
〇
条
は
、
そ
の
審
議
過
程
で
は
宗
教
条
項
で
あ
る
こ
と
が
明
確
で
あ

っ
た
。
参
照
、　
一
編

一
章
五
貞
。

４
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
九
条
は
、
後
述
の
イ
ス
ラ
ム
の
ス
カ
ー
フ
事
件
に
関
す
る
コ
ン
セ
イ

ユ
・デ
タ
の

一
九
八
九
年
の
意
見
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
土
曜
日

の
欠
席
に
関
す
る
コ
ン
セ
イ
ユ
・デ
タ
の

一
九
九
五
年
の
判
決
、
さ
ら
に
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
フ
ラ
ン
ス
社
会

へ
の
同
化
に
関
す
る
諸
問
題
の
検
討
と
提
言
を



第 4章 ライシテの原員」の下での宗教的 自由

行
う

「同
化
へ
の
高
等
評
議
会
」
が
一
九
九
二
年
に
首
相
に
提
出
し
た
報
告
書
な
ど
に
お
い
て
も
参
照
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れ
て
い
る
。
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望
前
者
は
、
反
セ
ク
ト
団
体
が
新
宗
教
の
危
険
性
を
指
摘
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を

発
行
す
る
の
を
助
成
す
る
た
め
に
、
そ
の
団
体
に
補
助
金
を
交
付
す
る
と
い
う
厚
生
相
の
決
定
の
取
り
消
し
を
、
そ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
記
載
の
対
象
と

な
っ
た
サ
イ
エ
ン
ト
ロ
ジ
ー
の
団
体
が
求
め
た
と
い
う
事
件
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
問
題
と
な
る
宗
教
的
自
由

へ
の
言
及
は
、
厚
生
相
の
決
定
が
宗
教

的
自
由
等
の
原
則
を
侵
害
す
る
と
い
う
旨
の
サ
イ
エ
ン
ト
ロ
ジ
ー
側
の
主
張
に
関
し
て
な
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・デ
タ
は
、
厚
生
相
の
決

定
が
国
家
の
中
立
性
も
礼
拝
の
自
由
を
侵
害
し
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
サ
イ
エ
ン
ト
ロ
ジ
ー
の
請
求
を
退
け
て
い
る
。
こ
の
判
決
に
つ
き
参
照
、
大
石
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法
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六
）
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五
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六
頁
。
ま
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後
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中
央
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老
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件
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判
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る
。
な
お
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コ
ホ
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概
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ん
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第 4章  ライシテの原員Jの下での宗教的自由
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０
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Ｏ
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０
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０
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ｏ
ぉ
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ヽ
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ヽ
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ヽ
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ヽヽ
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ヽ
ヽ
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ミヽ
ヽヽ
Ｄ
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「
Ｃ
「
・
ＨΦ
ヽ
ド
も
■
ｏ
望

２７
　
政
教
分
離
法
が
宗
教
法
人
の
制
度
的
枠
組
み
と
し
て
定
め
る
Ｆ
ホ
教
社
団
」
に
新
宗
教
の
組
織
が
該
当
す
る
か
、
ま
た
行
政
庁
に
よ
る
認
可
を
得
て
宗
教

社
団
が
享
受
す
る
受
贈
能
力
を
セ
ク
ト
の
組
織
が
取
得
し
得
る
か
、
な
ど
の
点
に
つ
き
否
定
す
る
の
が
コ
ン
セ
イ
ユ
・デ
タ
の
判
例
で
あ
る
。
例
え
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∽
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∽
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ｏ
ｏ
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∞
Ｐ

Ｏ
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∞
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ｏ
げ
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営
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房

ｒ
”
日
ｏ
ユ

″
ｏ
す
ｏ
「
な
お
、
詳
細
に
つ
き
参
照
、
大
石

。
前
掲
注
５
二

一
六
―
三
二
二
頁
。

２８
　
０

日
ヽ

口
。
く
ｏ
日
ギ
ｏ
８
慇
ヽ
パ
汀
８
●
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鮮

“
〓
お
″
υ
ミ
き
ヽ
ゆ
ヽ
ド
８
８
・
〓
【】‘
ご
０
３
８
´
つ
８
Ｐ
●
舞
ｏ
の
ｏ
●
ｏ
く
一０
お

バ
ｏ
●
げ
〓
こ
れ
は
イ
ス
ラ
ム

の
ス
カ
ー
フ
事
件
に
関
す
る

一
連
の
判
決
の
一
つ
で
あ
る
。
参
照
、
二
編
三
章
二
〇
七
頁
。
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０
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∽
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９
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∽
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ｏ
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判
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エ
ホ
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証
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す
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建
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で

「聖
書
の
諸
主

題
に
関
す
る
教
育
と
討
議
な
ら
び
に
宗
教
的
性
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を
有
す
る
儀
式
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が
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わ
れ
て
い
る
こ
と
、
な
ら
び
に
そ
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つ
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あ
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す
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刀
ｏ
ｏ
す
ｏ
ｏ
一
＞
●
０
「
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つ
ｏ
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一ご
・い
き
ヽ
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ヽ
ミ
ミ
ミ
ミ
Ｄ

・
Ｐ
Ｐ
ｃ
ｏ
β

）

∪
”
〓
ｏ
い
　ヽ
〓
Φ
Φ
い

・
ｏ
〓
∞
〇

３８
　
参
照
、
上
村
貞
美

「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
人
権
類
型
論
」
香
川
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
五
四
号

（
一
九
八
二
）
二
三
六
頁
。

３９
　
″
く
の
ｐヽ

Ｓ

ヽヽ
■
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あ
∞

４０
　
〓
Ｒ
“
●
”
ｐ
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や
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４５
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一
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Ｐ
ｏ
Ｓ
ン
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鵠
ド

４６
　
良
心
の
自
由
の
定
義

の
多
様
性
に
つ
き
参
照
、
ｒ
”
●
い
ｏ
８
Ｐ

Ｓ

ヽ
ゃ
ヽ
も
も
に
〓
無

旨
【ｆ

∪
ｏ
ヨ
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●
ｏ
ご
財
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『
ｏ
●
ｏ
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い
ヽ
３

，
ヽ
ゃ
ヽ
いヽ
ｒ

ｏ
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Ｐ
ｏ
ｏ
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ｏ
つ
∞
ｏ
け
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メ
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ヽ
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０
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∪
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０
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ｏ
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ｏ
す
“
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ｏ
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Ｒ

ヽ
ヽ
ヽ
ミ
ミ
♪

∪
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ざ

い

８

８

・
）

〓

”

な

お

ロ

ベ

ー

ル
も
、
信
仰
の
自
由

（】」げ
Ｒ
ホ
〓

♂
じ

の
枠
組
み
で
良
心
の
自
由
を
扱
っ
て
い
る
。
旨
０
０
●
３

刀
ｏ
げ
８
［
●
く
Ｒ

ご
８
一】”
σ
９
”
”一ｏ
●
８

τ
”
●
ピ
「〔営
γ

Ｏ
も

冴ヽ
ざ

．ヽｓ
ヽ
ミ
ミ
ヽ
ヽ

ヽヽ
い
ミヽ
い
さ
ヽ
ヽ
ヽ
ミ
ヽヾ
ミ
ヽヽ
´
一
ｏ
い
α
〓
〓
ｏ
ユ
ｏ

，
お
り″お
Ｆ

る
０

，
つ
も
い
い
Φ
無

∽〓
メ

４８
　
ｒ
”
民
。
〓

力
３̈
８
ヽ
い
０

ヽ
も
潔

詳

ヽ
ざ
ミ
ミ
ヽ
ヽ

ヽ
ミ
ヽヽ
ｏヽヽ
ミ
）
国
８
う
０
日
】８
Ｌ
８
ド
や
田
”
同
様
の
概
念
を
示
す
学
説
と
し
て
、
ｒ
”
●
η
ｏ
８
Ｐ

Ｓ

ヽヽ
ヽ
ヽ
つ
Ｈい
０
一
マ
【ｏ
「”
“
ｍ
ｏ
）
でヽ
　
いヽ
、
´
も
ＨΦ
〓一
［〓
ｏ
「【ｏ
一り
０
】０
「‐∩
一ｏ
こ
けｏ
“
口
Ｘ
・　
い
ヽ
　
ヽヽ
いヽ
ヽヽ
ヽ
ヽ
　ヽ
今ｏ
ミ
●ヽ
ヽヽ
ヽ
ヽヽ
）
けす
０
のｏ
・　
∽
けヽ
”
りげ
ｏ
●
”ヽ
・　
Ｐ⑭
∝
〇
・
つ
ヽ
い

４９
　
型
く
。
【ｐ

Ｓ

ヽヽ
■

つ
〓
い

５０
　
参
照
、
芦
部
信
喜

冨
思
法
学
Ⅲ
人
権
各
論
①
』
（有
斐
閣
、　
一
九
九
八
）

一
三
二
頁
、
な
お
、
大
石
具
教
授
は
礼
拝
の
自
由
に
布
教
ま
で
を
含
め
る
と
と

も
に
同
様
の
説
明
を
す
る
。
大
石

・
前
掲
注
５
八
四
頁
。

５．
　
〓
一０
【”
●
”
ｐ
もヽ

、ヽ
■

０
¨
卜
『

５２
　
０
”
「σ
。
●
ユ
ｏ

，
ｐ

，
ヽ
■

●
８
τ

５３
　
Ｃ
ｏ
〓
営
３

８

ヽヽ

´
も
と
”

５４
　
型
お
・ｐ

Ｓ

ミ

・
も
ぁ
｝

５５
　
じ
〓
ｍ
・
〓
・
ｓヽｓ
ヽ
ミ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ミ
）や

もヽ
ヽ
変
ミヽ
ざヽ
ヽ
ヽ
ヽ
・
”
い
９
・
Ｅ

，
）
Ｏ
ｏ
∝
ｏ
ｏ
ｏ
や
ヽ，

〓０
〓
Ｆ
Ｏ
い
ヽ
い

５６
　
や
ミ
ヽ
も
ヽ
Ｐ

５７
　
や
ミ
）
。
Ｎ
”

“̈
　
　
〔】
”
一『ｏ
そく
”
ｏ
●
ｏ
●
　
ｒ
”
０
「ｏ
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ツ
】”
】』σ
ｏ
【［い
Ｏ
ｏ
い
ｏ
●
∽●
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●
ｏ
ｏ
）
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ミ́
ヽ
ヽ
ド
●
ｏ
一０
　
（円̈
）
・
つ
ｏ
∝
卜
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¨

５９
　
カ
。
げ
。
■
・
き
も
ミ

う
ｏ
け

（ぃ９
）
ｏ
つ
∞
‐０

６０
　
π
Ｏ
げ
ｑ
●
К
Ｓ
ミ

●
舞
ｏ
●
じ
）
ｏ
３
９

６．
　
ゃ
ミ

０
認
い
リ
ヴ
ェ
ロ
と
コ
リ
ア
ー
ル
も
同
様
の
姿
勢
を
示
す
。
２
く
Ｏ
ｐ

Ｓ
ｋ
¨ヽ
・
つ
も
８
ャ
８

，
ｏ
ｏ
〓
営

，

Ｓ

、ヽ
ヽ
つ
０
こ
”
ニ
ツ

６２
　
”
ｏ
σ
。
詳
）
●ミ
）ミ

●
０
一０
↑
じ
ヽ
フ
いい
∞

６３
　
モ
ラ
ン
ジ
ュ
と
同
様
の
説
は
、
後
述
の
デ
ュ
ラ
ン
の
説
の
ほ
か
、
良
心
の
自
由
を

「自
己
の
信
仰
を
選
択
し
表
明
す
る
権
利
」
と
説
く
ル
ブ
ル
ト
ン

（

ｒ
ｏ
マ
ｏ
ざ
●
ヽ
＾ヽ

ミ
■
や
∞
さ
）
、
「良
心
の
自
由
は
、
『良
心
の
信
念
』
の
保
護
の
み
な
ら
ず
、
こ
の

『良
心
の
信
念
』
に
よ
り
命
じ
ら
れ
る

『行
い
』
の
自



由
を
も
含
む
」
と
す
る
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ズ
ロ
＝
フ
ヌ
イ
エ

（ｒ
３
・
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”
ｏ
●
ｏ
●
【】【ｏ
●
Ｓ

おヽ
ヽ
０
し

、
「
良
心
の
自
由
）
は
、
あ
る
意
見
を
も
つ
自
由
に
存
す
る
だ
け
で

は
な
く
、
そ
れ
を
表
明
す
る
自
由
お
よ
び
そ
の
意
見
に
適
合
し
た
行
い
を
と
る
自
由
、
自
己
の
生
活
様
式
を
選
択
す
る
自
由
を
も
含
む
」
と
い
う
リ
ッ
シ
ェ

（Ｐ
３
ｏ

，
Ｓ

ヽヽ
■

フ
８
９

ら
の
見
解
に
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見
ら
れ
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。
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〓
９
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・
Ｓ

ヽ
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６７
　
゛
ミ
・
・
ヽ
ド

６８
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０
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ヽヽ

いゃ
Ｊ
や
〓ｏ
Ｐ

７．
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ヽ
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０
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【Ｏ
①
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Ｓ
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】
Ｎ
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ｐ
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望
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「【ヽ
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ｏ
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ａ
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ｓ

ヽヽ
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０
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９
”
●
”
ｐ
Ｓ

、ヽ
）
８
Ｐ
〓
“
８
行お
）
Ｓ
・
ヽヽ

）
づ
〓
ゃ

８０
　
０

”
●
Ｎ
う
ｏ
く
ｏ
日
げ
い０
日Φ
Φ
Ｐ
バ
す
ｏ
「ｏ
●
”
”
０
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∽
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Ｐ
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”

８．
　
参
照
、　
一
編
三
章
八
八
頁
、
二
編

一
章

一
一
八
頁
。

８２
　
０

”
ｋ

日
２

８
ぁ
ヽ
Ｏ
ｏ
●
８
●
∽
ミ

Ｌヽ
Ｒ
Ｐ
”
出
）
●
舞
ｏ
Ｐ
お
８

参
照
、
二
編
三
章

一
九
四
頁
。
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Ｐ
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ヽ
あ

ヽ
ふヽ
冴
ヽ
ミ
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ｏ
ヽ
％ヽ
ミ
ヽ
』
き

，
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｝
参
照
、
二
編
三
章

一
九
四
頁
。

参
照
、
二
編
三
章

一
八
七
頁
以
下
。

コ

ｏ
ｌ
９

ｏ
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ｏ
Ｐ

Ｓ

ヽ
、

・
も
つ
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認

占
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同
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０
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∽
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ミ

●
ｏ
け

ｓ
ド

０
田

い

参
照
、
二
編
二
章

一
五
二
頁
。
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ｏ
σ
ｏ
【●
●ミ
ヽ
ヽ
い
ｏ
Ｏ
けｏ
（卜
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ヽヽ
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∽Ｓ
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０
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０
い
卜
い
‐Ｎ
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０
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ｏ
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∞
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２
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８
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ｈ
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Ｐ
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舞
ｏ
ｏ
鶴
ｇ
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編
三
章
八
三
頁
も
参
照
。

「
」
ｏ
す
ｏ
『）
ｏヽ
　
ヽヽ
汁
・　
つ
一
い
ト

た
だ
し
、
憲
法
上
こ
の
よ
う
な
措
置
が
命
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
学
説
も
見
ら
れ
る
。
ｒ
●
ｇ
”
お̈
・
で
ヽ
べ

●
９
ｏ
Ｇ
ド
や
〓
ｒ

だ
が
、
リ
ュ

シ
ェ
ー
ル
も
そ
の
措
置
を
憲
法
に
違
反
す
る
も
の
と
ま
で
は
考
え
な
い
。

参
照
、　
一
編
三
章
八
九
頁
。

以
下
詳
細
に
つ
き
参
照
、　
一
編
三
章
九
四
頁
以
下
。

Ｏ
Ｆ

Ｚ
”
●
８
一夕
Ｓ

ヽ
■

フ
一
３
一
ヵ
ｏ
Ｆ

［ヽ」
一Ｓ
ミ

●
ｏ
け

β
９
ヽ
ｏ
目
”
な
お
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八
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に
つ
き
参
照
、
二
編

一
章

一
二
〇
頁
以
下
。

Ｚ
”
●
『ｏ
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ヽヽ
　
い、お
　ヽ
０
　
一
い
い

以
下
詳
細
に
つ
き
、
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編
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章
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照
。
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∞
ｐ
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章
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。
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①
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。
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お
、
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審
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審
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所
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決
で
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す
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趣
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が
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さ
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が
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ボ
ニ
エ
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批
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。
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一
審
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掲
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Ｐｏ
一Ｌ
●
ＨΦ
『
Ｐ
（マ
ヽヽ
ミ
ヤ
ヽ
ミ
ヽ
ポ
ミ
ン
）
〓ゆ
『
Ｐ
い
・
ｏ
「
い
｝

‐０８
　
０
”
９

２
ｆ

〓

言

●̈
辱
円
）
ｂ
ミ
き
ヽ
●
ミ
ヽ
」
８
Ｐ
こ
ミ
』召
ご
８
月
ｐ
ｐ
ｕ
障
）
●
ｏ
け

句
〓
】一̈
も
需

〓
”
一”
１
●

‐０９
　
０

”
‘
Ｎ
卜
“
く
【
〓
Ｐ
Φ
Φ
Ｎ

∪
ｏ
け
０
●
∪
ｏ
●
げ
∽
ｏ
ヽ
い
ｏ
Ｘ
Ｘ
…

‘
υ
ミ
き
ヽ
い
」ヽ

ド

日
Ｏ
ｏ
Ｐ
』」
ヽ
お
づ
『
‘
α
ｏ
口
ｏ
つ

も
時
∞
■

●
ｏ
けｏ
お
“
げ
Ｑ
″

力
ｏ
●
ユ
０
【
ｏ
‐
「
①
『
『
お

，
い
０

ヽ
ヽ
こ
お
●
ｅ
Ｒ
ゃ
、
％ヽ
・
日
Φ
Φ
∞
）
】ヽ
デ

０
■
日
ヽ
う
ｏ
けｏ
“
ｏ
●
ｏ
〓
「
ｏ
ヽ
一ｏ
●
ｏ
計
〕
ｏ
”
】】‐
ぞ
【”
『ｏ
「
】Ｏ
『
”
い
０
　
０
い
・
「
”
けユ
ｏ
Ｆ
〕寓
●
σ
ｏ
「●

、「
い
ｏ
〕ｏ
一●
∽
Ｏ
ｏ
「
い

，
Ｏ
く
”
〓
ヽ
”
「
”
●
Ｌ
ｏ
∽

０
●
ｏ
∽
シ
】．ｏ
●
〔”
●
け
ｏ
一
〇
０
う
けヽ
０
】の
α
．●
●
『
ｏ
「〓
∽
α
）”

”
」
０
日
Φ
●
け
り
】．”
Ｃ
Ｏ
ｏ
一」ｏ
●
●
”
ヽ
】ｏ
（Ｏ
ｏ
●
∽
ｏ
〓
０
．】］
［“
●
ｏ
ｏ
●
ｏ
】●
∽
一ｏ
●
∽
∽
●
『
０
一ｏ
●
∽
ｏ
〓
Ｃ
．】］
［“
一
Ｎ
卜
”
く
ヽ
〓

Ｈ
Ｏ
Ｏ
Ｎ
・
おヽ
ヽ
ヽ
ミ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ゝ
ο
」ヽ
●ヽ
ヽ
ヽヽ
ヽ
ヽヽ
ヽ
ヽ
ヽ
∽
０
ヽ
ヽヽ
お
う
。一
∞
・
日
Φ
Ｏ
Ｎ
・
も
『
【
一
一
カ
一ｏ
●
く
一０
「
ｏ
‐
『
ｏ
「ヽ

の̈
【
・
ｒ
．”
Ｑ
ｏ
も
け一●
●
ｏ
け
】ｏ
ｏ

，
”
●
ｍ
ｏ
ヨ
ｏ
●
け
０
０
「
ｏ
〓
”
Ｏ̈
づ
Ｃ
．●
●
ｏ
●
ｈ”
●
け

日

す

Ｏ
Ｌ
い

い

０

ヽ
ヽ

や
Ｓ

Ｓ

ヽ

ヽ
、
´

〓
Φ
Φ

，

●
．
ｏ
Ｐ

Ｏ
工

■

‐１０

　

刀
ｏ
●
く
お
『
ｏ
‐
τ
ｏ
「
【
お

，

Ｚ
ｏ
一
ｏ
∽
ｏ
●
ｏ
Ｏ
　
同

じ
い
一

”
く
ユ
】
Ｈ
Ｏ
ｏ
Ｐ

じ
も
一
ヽ
口

∪
ｏ
ｃ
σ
∽
ｏ
ヽ

い
ｏ
Ｘ

Ｘ
　
　
・
』
ざ

ざヽ
ヽ

∽

ミヽ
Ｆ

日
Ｏ
Φ
Ｐ

」
●
ヽ
お
０
「
●
Ｏ
ｏ
●
●
ρ

ｏ
ｔ
∞
ロ

Ш

　

Ｏ
”
∽

，

”
脇
　
■

９
）
】
０

日

営

【
Φ
『
Ｐ

∪
”
Ｂ
ｏ

刀
　
　
　
ｏ
　
＞
′
ｏ
２
“
［
ざ
●

ｏ
ｏ
●
『

【）い
０
」
●
“
け
ま

●

も
ｏ
も
〓

２
『
①

∽
２

●
け
ｏ
‐
〓

“
〓

，
ｐ

υ
ミ
ざ
Ｎ

∽
や
Ｑ

・
〓
Φ
『
Ｐ

』日
【Ｃ
ご
浄
●
ｏ
ｐ
●
認
Ｆ
８
月
】易
』０
房

冗
ｏ
げ
ｑ
け
∽
ｏ

，
日
８
●

】口舞
ｏ
【）コ
」】いｏ
も
ｏ
＞
ａ
“
ユ

参
照
、
中
村

。
前
掲
注
８

一
三
六
―

一
三
七
頁
、
高
作
正
博

「
Ｚ
フ
ン
ス
に
お
け
る
表
現
の
自
由
の
私
人
間
適
用
―
―
ク
ラ
ヴ
ォ
ー
判
決
を
契
機
と
し
て
―
―
」
上
智
法
学
論
集
三
八
巻
二
号

（
一
九
九
四
）
二
六

一

―
二
六
二
頁
。

‐‐２
　
０
”
移

∽。
ｏ
こ
∞
ｏ
●
ｏ
く
ｏ
ヨ
げ
①ヽ
】Φ
∞
Ｐ
Ｃ
ユ
ｏ
●
●
”
計ざ
ｏ
Ｌ
ｏ
Ｑ
ｏ
∽
“
∽∽ｏ
２
”
けざ
【あ
ｏ
Ｌ
［●
２
下
り
Ｏ
ｏ
一．同
雹
ア
ｏ
い０
いｏ
「日
い
Ｏ
α
Ｏ
「
”ヽ
●
ｏ
①
９
〓
】お
「
お
ｏ
す
ｏ

，
ゝ

０

「
・
８
銘

】｝
８
８
∞
参
照
、
高
作
、
前
掲
論
文
二
六
二
貞
。
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‐‐３
　
本
件
の
控
訴
院
判
決
に
よ
れ
ば
、
聖
具
室
係
助
手
の
職
務
は
、
「聖
具
室
だ
け
で
な
く
祭
壇
に
お
い
て
、
祭
式
と
く
に
ミ
サ
を
準
備
し
、
と
り
わ
け
歌
ミ

サ
の
時
に
は
、
黒
の
聖
職
服
と
白
の
祭
服
を
ま
と
っ
て
司
式
者
の
役
日
、
さ
ら
に
ミ
サ
の
侍
者
の
役
目
を
努
め
る
こ
と
に
あ
る
」。

‐‐４

　

０
”
′

∽
。
ｏ
Ｊ

】
『

”
く
ヽ
〓

Ｐ
Ｏ
Ｏ
ｒ

”
…

　

９

＞
脇
ｏ
２
”
一
ざ
●

「
ヽ
詳

ｏ
ヽ
ユ
な

∽
性

●
Ｔ

「
お

Ｘ
ヽ
ヽ

Ｑ

「
ｔ

【
０
８

目

曽

『
い

，
・
つ
∞
ｏ
Ｐ

●
ｏ
お

＞
ご

〓

∽
い
ヽ
ご

ロ
ド

‐‐５
　
「
”
一ヽ″
∞
ｏ
日
”
あ

Ｐ
ｏ
ｏ
ｐ

υ
ミ

Ｒヽ

∽
、ミ
ド

８
ｏ
ｐ
言
【
∽̈も
ご
Ｏ
ｏ
●
ｏ
ρ

も
い
Φ

，

‐‐６
　
こ
の
判
断
の
背
景
に
は
、
問
題
の
聖
具
室
係
助
手
が
同
性
愛
者
で
あ
る
こ
と
を
知
る
の
は
少
数

の
信
者
に
限
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
こ
れ
に

関
し
、
も
し
彼
が
教
会

の
教
義
に
反
す
る
生
活
を
人
目
に
つ
く
形
で
行

い
、
教
会

へ
の
不
評
の
種
を
ま

い
た
の
で
あ
れ
ば
、
間
違

い
な
く
彼

の
解
一雇
は
正
当

と
さ
れ
た
、
と
推
測
さ
れ
る
。
＞
一”
す

∽
？
一ｏ
」
ｘ
Ｚ
舞
ｏ
８
５

ｏ
３
∽
あ
８

Ｌ
『
”
百
一】
８
８
Ｌ
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ム

＞
∽８
ｏ
一営
一ｏ
●
「
轟
け
ヨ
一８

∽
“
Ｆ
Ｔ

τ
庁

Ｘ
・ヽ

い

知
〓
【８
｝
【

田
記
Ｆ

も
８
ゃ

な
お
、
差
し
戻
し
後
の
控
訴
院
判
決
は
、
本
件
解
雇
は
現
実

の
確
た
る
原
因
を
欠
く
と
し
た
。
τ
営
●

８

，
●
く
一８

８
認
）

し
ヽ
ヽヽ
も
　ヽ
∽
ゞ
バ
）̈
・
【Φ
ゆ
い
・
一●
「Ｏ
●●
一”
計一０
●
∽
ヽ
”
ｏ
一α
ｏ
の
）
ｏ
】
い
い

ｎ
　
ワ
ッ
ケ
に
よ
れ
ば
、
判
例
は
進
展
の
途
上
に
あ
り
、　
一
九
八
六
年
判
決
の
「
成
勢

の
よ

い
」
法
理
は
も
は
や
適
用
さ
れ
な

い
と
い
う
。
Ｊ
「”
ｏ
」
ｏ

，
Ｓ

らヽ

・

も
∝
∝

‐‐８
　
〓
９
”
・
鴨
）
Ｓ

ヽヽ

・
も
８
望

Ｗ̈
　
　
（〕
ｏ
・
ｏ
く
占
ｏ
く
の
パ
ｏ
」
げ
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［
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ｏ
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ｏ
一
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〓
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ｏ
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∽
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０
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ヽ
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ｏ
∽
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●
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ｏ
ｏ
●
∽
い
ｏ
●
ｏ
●
ｏ
①
∽
・ら
の
　
一”
　
一ｏ
い
一一ｎ
Ｃ
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０
０
●
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〓
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け
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●
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ヽ
ヽ
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」ゞ
ヽ
い
ヽヽ
ヽ
・　
】
Ｑ
Ｏ
Ｎ
・

つ
も
ヽ
∞
０
‐
「
∞
『

‐２
　
こ
の
よ
う
な
見
方
を
推
し
進
め
、
傾
向
企
業
が
平
等
原
則
の
規
範
を
拒
否
す
る
権
利
を
有
す
る
と
し
て
、
良
心
的
拒
否
の
場
合
と
同
様
に
傾
向
企
業
を
把

握
す
る
学
説
も
あ
る
。
ｒ
８
Ｎ
】♀
「
ｏ
●
ｏ
●
一】】ｏ
●
Ｓ

ミヽ
´
●
●
“
γ
“
ゃ

‐２‐
　
『
“
一ヽ夕
Ｎ
ｏ
ヨ
２

日Ｑ
Φ
Ｐ
Ｃ
●”
ヨ
¨
９
＞

ｇヽ
Ｆ

υ
ミ
οヽヽ

∽
パヽ
Ｆ

〓⑭
Φ

，
一●
一ヽ∽も
口ヽ
Ｏ
ｏ
●
ｏ
ρ
も
い
Φ
ド
●
ｏ
お

〕
ｏ
”
●
く
」一す
ｏ
Ｏ
ｏ
●
９

‐２
　
と
く
に

一
九
九
〇
年
五
月
の
パ
リ
控
訴
院
の
判
決
が
法
規
範
に
対
す
る
宗
教
規
範
の
優
位
を
強
化
し
た
、
と
学
説
は
述
べ
る
。
バ
０
こ
σ
【・
Ｓ
ヽ
ヽ
も

Ｎ
Ｐ

ω
ｏ
】
ｏ

，
い
ヽ
ヽ
さ
や
ヽ
３

ヽ
ミヽ
き
ヽ
∽
いヽ

「
バ
ヽ
Ｒ
・
『
Ｃ
句
）
ＰΦ
Φ
∞
）
〓
ド

‐２
　
０

，

バ
０
●
０
一
Ｓ

ヽヽ
■

０
つ
だ
甲
だ
０
な
お
、
ボ
ワ
イ
エ
は
こ
れ
を

「
ラ
イ
シ
テ
の
柔
軟
な
ア
プ

ロ
ー
チ
」
と
評
す
る
。
“
ｏ
ヽ
ｑ
・
Ｓ

ドヽ
・
０
〓
ド

‐２
　
″
え
ば
、
ｒ
ｏ
σ
『３
ｏ
Ｆ

ヽヽ

ヽヽ
■

０
∝
卜
、

‐２５
　
∪
・
い
・
一け」
Ｓ
Ｓ

●
ｏ
け

Ｇ
９
）
ｏ
Ｎ
＆



‐２６
　
０
。
〓
ミ

，

Ｓ

ヽヽ
■

フ
ふ
９

一比
　
　
０
「

〓
〕
ｏ
“
●
‐
で
口
ｏ
す
ｏ
】
ｒ
ｏ
「
ｏ̈
】
●
ｏ
Ｏ
ｏ
「
ｏ
「
ｍ
ｏ
Ｐ

ｒ
“
」ｏ
〓
い
ｏ
け
〓
げ
ｏ
「
け
０
ヽ
ｏ
〓
”
】ｏ
」
∽
の
ｏ
●

「
ヽ
“
●
ｏ
ｏ
´
】●
『
Ｏ
Ｏ
】‐
ω
ｏ
●
ｏ
〓

α
パ
）
Ｓ
Ｏ
ユ
ｏ

（り
ｏ
Ｃ
∽
】”
０
一『
ｏ
●
Ｌ
ｏ
●

Ｏ
ｏ
ド

い
ヽ
ヽヽ
い
ミヽ
ヽ
ヽヽ
ま
『や
ミ
∽ヽ

ヽ
ヽ
ミ
●
さ

ミヽ
ο
ヽ
ヽ

，
国
α
〓
Ｏ̈
●
∽
●
●
【く
ｏ
『資
け“
∵
ｏ
コ
】Φ
Φ
Ｆ
Ｏ
■
¨
■

‐２８
　
０

］
）
〓
”
く
『〓
ＨΦ
卜
Ｐ
Ｏ

，
”
く
ｏ
●
ｏ
”
●
８

”
●
け
Ｏ
Ｐ
υ
ミ
さ
か

〓Φ
卜
ｐ
』Ｌ
一ヽ∽０
Ｌヽ
Ｏ
ｏ
●
Ｏ
ｐ
ｏ
し
〓
・
ｏ
ｏ
●
ｏ
ご
Ｏ
ｏ
日
∽
の
“
Ｎ
一ｏ
ヽ
参
照
、　
二
編
〓
一土早
九
〓
一頁
。

‐２９
　
参
照
、
二
編
二
章

一
三
二
―

一
三
四
頁
。

‐３０
　
∝
〓
ａ
８
Ｆ

ｓ

ヽヽ
■

フ
〓
９

‐３‐
　
ｒ
●
３
”
一お
」
Ｓ
Ｓ

●
ｏ
お

Ｇ
ン
や
〓

，

‐３２
　
政
教
分
離
法
二
五
条
は
、
そ
の
制
定
か
ら
間
も
な
い
こ
ろ
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗
教
教
師
が
、
教
会
堂
内
で
の
公
の
説
教
な
ど
で
、
生
徒
、
親
ま
た
は
教

師
に
対
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
に
反
す
る
と
思
わ
れ
た
教
科
書
の
使
用
を
拒
否
す
る
よ
う
に
勧
め
た
事
件
に
、
度
々
適
用
さ
れ
た
。
０
３
９
　
ｏ
■
日

，　
Ｎ

一
〓

】】Ｒ

Ｐ
Φ
【
ｐ

∽
ヽヽ

ド

日
Φ
］
ｐ

Ｈ
・
フ
ト
ｏ
■

０
”
′

●
■
日

ヽ
∞
α
い
Ｏ
①
ヨ
σ
ヽ
①

Ｈ
ｏ
Ｈ
Ｐ

∽

ミヽ
Ｆ

Ｐ
ｏ
【
ド

Ｈ
・
フ
ト
∞

，

０
“
∽
９

ｏ
■
ヨ

‘
Φ
Ｏ
い
い
ｏ
ヨ
げ
ヽ
ｏ

Ｐ
Φ
【
Ｎ

∽
や
ヽ
Ｆ

Ｐ
ｏ
Ｈ
ド

Ｐ
・
ｏ
卜
∞
】

‐３
　
＞

】ヽの一一Ｏ
ｏ
ω
「一”
●

，
い
ヽ
∽
さ
ご
ミ
、ヽい
ヽ
き

，
膊
「諄
０

ヽヽ

ふ

』ヽ
や
ヽ

Ｓゝ
ヽ
ミ
ヽ
ゃ
ヽ
ミ
ヽ
ο
ミ

ヽヾ

ミ

や
ミ
ミ
ン
き
ヽ
ふ

ミ

６
ざ
一ミ
い
ミ

ヽ
，

じ
よ
ミ
勢
・

い
Ｏ
ｏ
」
”
【０
０
ｏ
いヽ
】く
ｏ
け
０
一ｐ
日Φ
ｏ
Ｐ
ｏ
“
∞
｝

働一　
　
いヽきヽ
ｔ　ｏ
ｏ
∞
∞
∞
‐∞
∞
Φ

‐３５
　
参
照
、
大
石

・
前
掲
注
５
五
二
―
五
人
頁
。

‐３６
　
参
照
、
二
編
二
章

一
四
〇
頁
。

‐３７
　
Ｑ

口
・
８

日
、

８
〓
・
『
ｏ
ａヽ

鮮

”
舞
『０
´
「
ミヽ

ミヽ
詳
∽
ミ
ヽヽ
冴
ヽ
ミ
や
）磯

ミヽ
ヽ
』
き

，
）

〓
ド

‐３８

　

０

〕

）
【
卜

日

２

〓
Φ
∞
Ｎ

＞
∽
∽
ｏ
２

”
け
ざ

ヨ

〓

［
ｏ
「
●
”
一
ざ

●
Ｌ

Ｏ

も
ｏ
●
ヽ

す

ｏ
ｏ
●
の
２

ｏ
●
ｏ
の

α
ｏ

バ

あ

●
Ｐ

Ｕ
ミ

ざ
ヽ

∽
や
Ｑ

ヽ
】
Φ
∝
ド

」
‘
ヽ
一∽
ｏ
「
●
α
ｏ
い
ｏ
ρ

●

ｏ
Ｈ
Ｐ

●
ｃ
け

「）”
［『̈
●
富
ω
ｏ
●̈
Ｐ

２

０
ギ
』∽け̈
”
●
ｕ
ｇ
ｏ
●
ド

同
判
決
の
紹
介
に
つ
き
参
照
、
大
石

・
前
掲
注
５

一
九
七
―

一
九
八
頁
。

‐３９
　
０

，

刀
。
Ｆ
【け」
ミ
ミ

●
ｏ
お

●
じ

ｏ
昭
ｒ

‐４０
　
０

中
ヽ
∞
ヨ
”
二
８
Ｐ

，
営
）
詢
ヽヽ
ミ
ヽヽ
ヽ

，

ミ
ヽ
冴
ミ

９
，

ミヽ
ヽ
け
ヽヽ
ヰ・
ｏ
お
Ｐ
Ｏ

国
ヽ
一
日
Ｌ

ぉ
“
）
弓
ｏ
ｌ
ｏ
Ｆ
為
にミ

ミヽ
慾
∽
ミ

いヽみ
ミ

Ｑ
ｓ

，
ヽヽ

ヽ
↓
ヽヽ
お
も
ふ
り
両
判
決
の
紹
介
と
し
て
、
大
石

・
前
掲
注
５
五
四
―
五
五
頁
を
参
照
。
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ヽ
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ヽ
９

ヽ
ミ

や

つ
ヽ
ミ

Ｑ
ο
ヽ
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ミ

ヽ
』

計
，

マ
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饗
）
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同
・

卜

●
Ｏ
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ｏ
ヨ

げ
ヽ
ｏ

］
Ｏ
ｏ

，

０
，

２

Ｅ
Ｂ
ｏ
ド

ヽ

Ｑ

「

ｔ

〓
Φ
Ｏ
Ｐ

Ｈ
Ｆ

Ｎ
Ｎ
卜
Ｐ

，

０

〓
∞

，

●
ｏ
け
ｏ

７
【
お
〓
２

く

ぞ

ご

コ
９

ω
●
『
Ｏ
ｏ
”
‘
）
ヽ
ヽ
　
ヽ
、お

・　
も
∞
Ｏ
Ｎ

ｏ

同
じ

る

い
い
く
ヽ
お
ヽ
８

ｏ
Ｐ

＞
げ
０
い
〇
一イ
お
い

ヽ
Ｒ
ミ
ヽ
ヽ
ヽ

，

ヽ
ミ
や
つ
ヽ
ミ

６
ο
ヽ
Ｒ

ミ

ヽ
↓

ミヽ

・
ｏ
●
●
２
」
り
ま

●
り
０
コ
”
い
Ｏ
ｏ
●
２

・
マ

【
∞

，

こ

の

判

決

の

訳

文

は

、

野
村
敬
造

『
フ
ラ
ン
ス
憲
法
と
基
本
的
人
権
』
（有
信
堂
、　
一
九
六
五
）
三
〇
六
頁
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

０

同
じ

円
ヨ

笙

】
Φ
】
♪

＞
げ
げ
い

∪
】０
お
い

ヽ
ヽ
ヽ
ミ
ヽ
ヽ

ヽ
，

ヽ
ミ
ヘ
冴

ヽ
ミ

Ｑ
ｓ
ヽ
∽
ヽ
ヽ

ヽ
ぶ
〕き

，

つ

い
〓
¨

卿
ｏ
σ
ｏ
ヽ
●

´
ミ
ド
ヽ

●
ｏ
け
ｏ

↑

じ

・
つ
い
ヽ
キ

げ
ｏ
σ
ヽ
ｏ
け
ｏ
●
・　
ｏ
ヽ
　
ヽ
汁ヽ

ヽ
つ
∞
一
∞

「
『
”
●
ｏ
Ｏ
【∽
】＜
【
い
一
”
●
ヽ
［
”ヽ

】”
］ｏ
一け
い
Ｏ
ｏ

一出
円
け
”
一
ｏ
●

Ｑ
『
ｏ
】計
も
ｏ
∽
一け
い̈
ｏ
け
ｏ
●

い
”

け̈
）
〓
〕
０
一●
●
［
呵
０
」
０
∽
０
】●
●
●
ｏ
∽
も
ｏ
〓
け
一ｏ
」
ｏ
∽
ら
ｏ

一
〓
●
∽
［
［̈
●
［
Ｑ
）０
（
●
α
ｏ
∽
Ｏ
ｏ

】∠
一ｏ
ｏ
・

い
ヽ

き
ヽ
」
ヽ

）
「
Ｃ
『

´
Ｈ
ｏ
ｏ
Ｐ

Ｏ
い
∞
Ｐ

刀
Ｏ
σ
ｏ
「
●

∽
ぶ
ヽ
ヽ
ヽ

●
ｏ
け
ｏ

（
Ｎ
Ｏ
ン

も
ヽ
９

“
●
『
α
ｏ
”
●
・　
ο
ヽ
　
ヽ
」、

じ
　
０
∞
仰
¨
一
「
鮮
ｏ
ｏ
一
　
も
ヽ
　
ヽ
」ヽ

）
０
も

、
ロ
ト
‐
↓
【
い

刀
ｏ
一
”
●
０

一て
口
●
５
ｏ
ヽ
“
け

，
）
ｒ
”

の
も
い
ｏ
」
喘
一
ｏ
」
一
い

Ｏ
ｏ

一
”

】
一
Ｏ
ｏ
『
〔
い

【
ｏ
〓
”
』ｏ
●
∽
ｏ

つ
”
ヽ

「
”
も
Ｏ
Ｏ
【
［

”
●
Ｘ

”
」
［
【
０
∽

一
【げ
の
ヽ
一
０
∽

α
ｏ

】
）ｏ

∽
も
ヽ
¨
●

（０
も
ヽ
∽
ヽ
ヽヽ

ヽ
ら
ヽ

ヽ
ヽ

ヽ
」
０
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

・
５
．

さ
Ｌ
８
Ｐ
や
Ｐ，

こ
の
記
述
は
よ
く
引
用
さ
れ
て
い
る
。
バ
０
」
げ
´
Ｓ

ヽ
■

●
ョ
Ｐ
”
ｏ
覇
Ｆ
Ｓ
ｋ
「、
）
０
〓
ゃ

権
限
鍮
越
の
訴
の
制
度
に
つ
き
参
照
、
二
編
五
章
二
八
〇
頁
以
下
。

＞
ｃ
ヨ
０
日
“
【
国
∽日
Ｑ
Ｐ

”
ヽ
ミ
ヘヽ
ヽ
Ｓ
ヽ
ヽ
さ
や
ヽヽ
ヽ
マ
ミヽ
ヽヽ
ｏ
ヽ
ヾ
ヽ
ヽヾ
ミ
ミ
ン
ヽヽ

Ｓヽ
もヽ
ヽ
ミ

Ｓ
　
ヽ
■

も
０
∞
Ｎ

刀
ｏ
げ
ｏ
■

・
総
Ｓ
ヽ
ヽ
●
ｏ
け
ｏ

３

３

・
ｏ
「
Ｐ

Ｃ
”
∽
９

ｏ
一く

，
い

「
い
く
ヽ
」ｏ
「

Ｈ
Ｏ
Ｐ
∞

）
∽
や
ヽ
）
・
円
０
〓
∞

・
Ｆ

つ
■
∞
↓

・
●
ｏ
一
ｏ

」と
の
ゴ
〓
一ｏ

て
い
ｏ
∽
け
ヽ
ｏ

【
）

ミ

【Ｐ

お

言

〓

２

】
場

が

＞
σ
げ
い

ｏ
ｏ
３

，
①

ｔ

＞
σ
げ
い

”
ｏ
一】ｏ
ｍ
ｐ

υ
ミ

き
ヽ

●

ミ
Ｆ

８

Ｎ

・
〓

【
【３

８

８

月

ρ

や

ふ

”

費
）
け

○
？

”
】０
ド

同

判

決

の

詳

細

に

つ

き

参

照

、

二

編

五

章

二

九

六

―

二

九

八

頁

。

例

え

ば

、

宮

沢

俊

義

『
憲

法

Ｈ

〔
新

版

こ

（
有

斐

閣

、
　

一
九

七

一
）

二

五

三

頁

。

も

っ

と

も

、

大

石

・
前

掲

注

５

八

四

頁

に

は

、

礼

拝

の

自

由

の

な

か

に

布

教

を

行

う

自

由

を

含

め

る

よ

う

に

読

め

る

記

述

が

見

ら

れ

る

。

同

「
Ｚ

フ

ン

ス



162161160159
に
お
け
る
宗
教
団
体
と
そ
の
紛
争
処
理
」
佐
藤
幸
治
・
木
下
毅
編

『現
代
国
家
と
宗
教
団
体
』
（岩
波
書
店
、　
一

授
は
、
問
題
の
記
述
に
お
い
て
、
ロ
ベ
ー
ル
の

一
九
七
七
年
の
著
書
を
参
照
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
だ
が
、

自
由
の
説
明
に
宗
教
の
布
教
を
明
示
し
て
い
な
い
。
０

，

卿
ｏ
げ
０
●
●Ｓ
ミ

●
％
ｏ
（Ｓ
ド
つ
Φ

ｒ
Ｏ
日
０
く
用

Ｑ
Ｏ
「
Ｒ
躙
Ｐ
Ｓ

、
■

つ
〓
い
同
旨
は
、
空
８
一
Ｓ

ヽ
■

フ
コ
い
に
も
見
ら
れ
る
。

Ｚ
“
●
『ｏ
』∽・　
つヽ
　
ヽヽ
Ｊヽ　
Ｏ
い
い
〇

ｒ
”
∽Ｎ
】ｏ
‐
『
ｏ
●
ｏ
」
〓
】ｏ
●
　
ヽヽ
　
ｓヽ
お
）
０
∞
ｏ
Ｎ

Ｏ
”
∽∽
ｏ
一く

，
い
切
」“
●
ユ
ｏ
「
【Φ
ヽ
Ｐ
（ざ

ミヽ
さ
ヽ
ミ
コ
ミ
ミ
ン
ヽ
Ｐｏ
『Ｐ
Ｎ
・
フ
い
ｏ
ｕ

九
九
二
）

一
四
四
頁
を
見
れ
ば
、
大
石
教

そ
の
著
書
に
お
い
て
ロ
ベ
ー
ル
は
礼
拝
の



第
五
章
　
を示
教
上
の
紛
争
と
ラ
イ
シ
テ

教
会
法
学
者
ル
イ

・
ド
・
ノ
ー
ロ
ワ
に
よ
れ
ば
、
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
の
一
つ
の
内
容
と
し
て
、
「宗
教
事
項
に
つ
い
て
の
国
家
の
無
権

（１
）

限
」
が
あ
る
と
い
う
。
こ
の
意
味
で
の
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
が
明
ら
か
に
表
れ
る
領
域
と
し
て
教
会
の
自
律
権
が
あ
る
。
そ
し
て
、
教
会

の
自
律
権
に
関
す
る
特
殊
で
あ
る
が
興
味
深
い
問
題
と
し
て
宗
教
上
の
紛
争
に
つ
い
て
の
国
の
裁
判
所
の
審
査
権
の
問
題
が
あ
る
。
本

章
で
は
、
と
り
わ
け
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
の
下
に
お
い
て
裁
判
所
は
宗
教
上
の
紛
争
に
対
し
い
か
な
る
態
度
を
と
る
の
か
、
と
い
う
こ
と

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
こ
つ
し
た
領
域
で
の
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
の
適
用
を
解
明
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
は
、
礼
拝

へ
の
補
助
金
の
禁
止
な
ど
の
点
に
お
い
て
教
会
に
多
大
の
損
失
を
も
た
ら
し
、
こ
の
点
で

ラ
イ
シ
テ
は
教
会
の
側
で
は
い
わ
ば
マ
イ
ナ
ス
と
評
価
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
宗
教
事
項
に
つ
い
て
の
国
家
の
無
権
限
の
確
認
は
教

会
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
の
面
を
持
つ
。
こ
れ
に
よ
り
、
教
会
は
宗
教
領
域
に
お
い
て
国
か
ら
干
渉
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
点
は
、
例
え
ば
、
「政
教
分
離
の
結
果
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
物
質
的
利
益
に
関
し
て
は
多
く
を
失
っ
た
と
し
て
も
、
自
由

に
関
し
て
は
多
大
の
利
益
を
獲
得
し
た
」
と
い
う
、
筆
者
が
た
び
た
び
引
用
す
る
エ
ス
マ
ン
の

一
節
に
お
い
て
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
が
教
会
に
利
益
を
も
た
ら
し
た
、
を不
教
領
域
に
お
け
る
国
家
の
無
権
限
と
い
う
ラ
イ
シ
テ
の

一
側
面
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
政
教
分
離
を
究
明
す
る
う
え
で
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

以
下
で
、
ま
ず
、
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
の
下
で
の
状
況
と
対
比
す
る
の
に
有
益
と
思
わ
れ
る
範
囲
内
で
、
政
教
分
離
の
前
、
す
な
わ
ち



コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
の
下
で
の
宗
教
上
の
紛
争
に
つ
い
て
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
よ
る
審
査
制
度

（権
限
鍮
越
の
訴
）
に
触
れ
る

（第

一

一聖
。
次
に
、
政
教
分
離
後
の
宗
教
上
の
紛
争
に
対
す
る
裁
判
所
の
態
度
を
、
多
数
の
判
例
を
通
じ
て
明
ら
か
に
す
る

（第
一
一節
）。

第

一
節
　
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
の
下
で
の
状
況

「権
限
鍮
越
の
訴
」
の
制
度

九
〇
五
年
の
政
教
分
離
以
前
の
フ
ラ
ン
ス
の
政
教
関
係
は
、
第

一
統
領
で
あ
っ
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
に
よ
リ
フ
ラ
ン
ス
政
府
と

ロ
ー
マ
教
皇
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た

一
八
〇

一
年
の
コ
ン
コ
ル
ダ

（政
数
条
約
）
を
基
礎
と
す
る
制
度

（
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
）
の
下
に
あ

っ

た
。
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
、　
ユ
ダ
ヤ
教
の
公
認
宗
教
制
度
を
な
し
、
こ
の
制
度
の
下
で

こ
れ
ら
教
会
は
国
家
か
ら
多
く
の
助
成
と
と
も
に
規
制
を
受
け
た
。
こ
の
よ
う
な
政
教
関
係
に
お
い
て
、
教
会
の
内
部
規
律
の
対
象
と

な
っ
た
者
の
申
立
て
に
も
と
づ
い
て
、
こ
れ
を
国
家
機
関
が
統
制
す
る
制
度
が
存
在
し
た
。
「権
限
鍮
越
の
訴
」
（ヽ
の８
１
∽
Ｂ
ξ
詳
●
３

が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
が
国
教
と
な
っ
て
い
た
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
下
で
存
在
し
た

「権
限
鍮
越
に
対
す
る
上

訴
」
↑
３
２
８
日
ヨ
０
０
、３
５
）
に
改
変
を
加
え
な
が
ら
復
活
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

権
限
鍮
越
に
対
す
る
上
訴
と
は
、
教
会
当
局
の
な
し
た
行
為
、
と
り
わ
け
教
会
裁
判
所
の
判
決
が
教
会
法
上
の
原
則
に
違
反
す
る
場

合
に
、
権
限
鍮
越
あ
り
と
し
て
申
立
人
が
こ
れ
を
国
王
の
裁
判
所
に
訴
え
る

一
種
の
上
訴
で
あ
っ
腱
。
こ
の
上
訴
に
基
づ
い
て
、
国
工

の
裁
判
所
は
教
会
当
局
の
行
為
が
正
当
か
ど
う
か
を
審
査
し
、
そ
れ
が
権
限
鍮
越
あ
り
と
認
め
る
時
に
は
こ
れ
を
破
毀
し
、
さ
ら
に
そ

の
行
為
者
た
る
聖
職
者
に
罰
金
を
科
す
こ
と
も
で
き
た
。
こ
の
制
度
の
起
源
は
古
く
、
遅
く
と
も

一
六
世
紀
に
は
フ
ラ
ン
ス
全
土
で
慣

習
と
し
て
確
立
し
て
い
た
と
言
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
権
限
鍮
越
に
対
す
る
上
訴
の
制
度
の
目
的
は
、
教
会
裁
判
所
に
よ
る
世
俗
裁
判
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権
に
対
す
る
侵
害
を
終
わ
ら
せ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
中
世
に
お
い
て
教
会
裁
判
所
が
広
い
管
轄
権
を
持
ち
、
世
俗

裁
判
権
の
領
域
を
侵
害
し
て
い
た
状
況
の
中
で
主
権
が
確
立
す
る
に
至

っ
て
、
国
王
が
そ
の
侵
害
を
抑
制
す
る
手
段
と
し
た
の
が
、
こ

の
権
限
鍮
越
に
対
す
る
上
訴
の
制
度
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
下
で
こ
の
上
訴
の
制
度
は
、

教
会
裁
判
所
に
よ
る
世
俗
裁
判
権
の
侵
害
の
抑
制
と
い
う
本
来
の
目
的
を
越
え
て
、
国
王
の
裁
判
所
が
教
会
当
局
の
す
べ
て
の
行
為
を

統
制
す
る
手
段
に
な
っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
淵
源
を
持
つ
権
限
鍮
越
の
訴
の
制
度
は
、　
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
の
下
で
は
世
俗
権
力
と
教
会
権
力
と
を
調
整
す
る

制
度
と
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
訴
え
の
対
象
と
な
っ
た
権
限
鍮
越
を
構
成
す
る
場
合
に
示
さ
れ
る
。
権
限
鍮
越
の
訴
を
定
め
た
の
は
、

コ
ン
コ
ル
ダ
を
国
内
法
化
し
た
共
和
暦

一
〇
年
ジ
ェ
ル
ミ
ナ
ル
一
八
日

（
一
八
〇
二
年
四
月
八
日
）
の
法
律
の
付
属
条
項
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
は
、
権
限
鍮
越
の
場
合
と
し
て
次
の
よ
う
に
規
定
し
た
。
「権
限
鍮
越
の
場
合
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
権
限
の
侵
犯
↑
８
「Ｒ
，

■
８
）
ま
た
は
越
権

お
お
ツ
８

８
冒
ｏ
こ
、
共
和
国
の
法
令
違
反
、
フ
ラ
ン
ス
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
教
会
法
に
よ
り
確
立
さ
れ
た
規
則

の
違
反
、
フ
ラ
ン
ス
教
会

６
讐
総
習
】汗
営
ｅ

の
自
由
、
特
権
お
よ
び
慣
習
の
侵
害
、
な
ら
び
に
市
民
の
名
誉
を
毀
損
し
、
市
民
の
良

心
を
専
横
的
に
混
乱
さ
せ
、
市
民
に
対
し
圧
制
、
侮
辱
ま
た
は
公
然
の
嫌
悪
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
を
、
礼
拝
に
お
い
て
、
企
て

る
こ
と
、
ま
た
は
そ
れ
を
行
う
こ
と
」
（六
条
二
項
）。
こ
の
よ
う
に
、
聖
職
者
に
よ
る
法
令
違
反
、
あ
る
い
は
礼
拝
執
行
の
際
に
な
し
た

市
民
の
名
誉
毀
損
な
ど
聖
職
者
の
権
限
鍮
越
の
ほ
か
に
、
権
限
の
侵
犯
な
ど
の
世
俗
権
力
に
よ
る
権
限
鍮
越
の
場
合
も
存
在
し
た
の
で

あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
聖
職
者
の
権
限
鍮
越
と
定
め
ら
れ
た
場
合
の

一
つ
と
し
て
、
「
フ
ラ
ン
ス
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
教
会
法
に
よ
り
確
立
さ
れ

た
規
則
の
違
反
」
が
あ

っ
た
。
こ
れ
に
関
す
る
権
限
鍮
越
の
訴
は
、
教
会
法
訴
訟
ま
た
は
聖
職
者
訴
訟
と
も
呼
ば
れ
、
教
会
の
内
部
規

律
は
こ
の
種
の
訴
訟
に
関
係
す
る
。
そ
こ
で
、
分
析
の
対
象
を
権
限
鍮
越
の
訴
の
う
ち
で
教
会
法
訴
訟
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
絞
る
こ
と



に
し
よ
う
。
だ
が
、
こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
こ
と
が
三
つ
あ
る
。

第

一
に
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
権
限
鍮
越
と
な
る
場
合
の

一
つ
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
下
で
取
扱
う
こ
と
は

権
限
鍮
越
の
訴
の
制
度
の
一
断
面
で
し
か
な
い
。
そ
の
制
度
の
目
的
は
、
前
述
の
よ
う
に
世
俗
権
力
と
教
会
権
力
と
の
相
互
の
侵
害
を

防
ぐ
た
め
の
両
者
の
調
整
と
い
う
点
に
あ

っ
た
の
で
あ
り
、
教
会
の
内
部
規
律
に
対
す
る
裁
判
統
制
と
い
う
の
は
、　
い
わ
ば
制
度
の
副

次
的
機
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
二
に
、
こ
こ
で
い
つ

「
フ
ラ
ン
ス
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
教
会
法
に
よ
り
確
立
さ
れ
た
規
則
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
に
関
し
て
で
あ

る
。
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
に
お
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
教
会
を
ロ
ー
マ
教
皇
か
ら
解
放
し
よ
う
と
す
る
主
張
―
―

い
わ
ゆ
る
ガ
リ

カ
ニ
ズ
ム
ー
ー
が
優
勢
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
教
皇
の
立
法
は
王
権
に
よ
り
承
認
さ
れ
な
い
か
ざ
り
王
国
で
は
効
力
を
持
た
な
い
と
さ

（‐３
）

れ
た
。
そ
こ
で
教
会
法
は
フ
ラ
ン
ス
で
妥
当
す
る
に
は
そ
れ
が
承
認
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
当
該
規
定
が
意
味
し
た
こ
と
は
、

単
に
フ
ラ
ン
ス
で
認
め
ら
れ
て
い
る
教
会
法
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
一
般
に
そ
れ
は
、
「従
来
か
ら
フ
ラ
ン
ス
で
承
認
さ
れ
た
法
令
に

よ
り
、
旧
公
法
あ
る
い
は
新
公
法
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
の
領
土
に
適
法
に
公
布
さ
れ
た
教
会
法
の
規
定
」
と
解
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は

具
体
的
に
は
前
述
の
付
属
条
項
に
お
い
て
明
確
に
承
認
さ
れ
、
法
典
化
さ
れ
た
教
会
の
立
法
で
あ

っ
馳
。
し
た
が
つ
て
、
「
フ
ラ
ン
ス
に

受
け
入
れ
ら
れ
た
教
会
法
に
よ
り
確
立
さ
れ
た
規
則
」
と
い
う
の
は
、
教
会
の
内
部
規
律
の
規
定
で
あ
り
な
が
ら
、
国
家
法
に
も
な
っ

た
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
に
、
権
限
鍮
越
の
訴
の
手
続
き
の
法
的
性
格
に
関
し
て
で
あ
る
。
こ
の
手
続
き
に
お
い
て
は
、
権
限
鍮
越
の
存
否
を
審
査
し
た

の
は
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
ー
ー
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
最
高
行
政
裁
判
機
関
―
―
で
あ
っ
た
が
、　
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
成
立
の
当
時

に
は
、　
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
ま
だ
真
の
裁
判
機
関
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
頃
、
行
政
裁
判
権
は
国
の
首
長
に
留
保
さ
れ
る

と
考
え
ら
れ
、　
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
専
ら
諮
問
機
関
と
し
て
首
長
に
対
し
行
政
争
訟
の
裁
決
案
を
出
す
こ
と
を
任
務
と
し
、
自
ら
裁
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判
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
●

わ
ゆ
る
「留
保
さ
れ
た
裁
判
権
し
。
そ
し
て
権
限
鍮
越
の
訴
の
手
続
き
に
お
い
て
は
、
訴
え
の
申

立
人
―
―
法
律
に
よ
れ
ば
権
限
鍮
越
と
さ
れ
る
行
為
に
利
害
関
係
を
有
す
る
者
―
―
は
形
式
上
は
国
の
首
長
に
対
し
て
権
限
鍮
越
の
申

立
て
を
行
い
、
国
の
首
長
が
そ
の
申
立
て
に
関
す
る
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
報
告
に
も
と
づ
い
て
自
ら
が
裁
決
を
下
す
こ
と
に
な
っ
て

い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
権
限
鍮
越
の
訴
は
少
な
く
と
も
真
の
訴
訟
手
続
と
い
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

ニ
　

コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
審
査

の
対
象

権
限
鍮
越
の
訴
の
対
象
と
な
っ
た
も
の
は
、
教
会
の
内
部
規
律
の
う
ち
で
外
的
規
律
に
関
す
る
聖
職
者
の
刑
罰
に
限
ら
れ
た
。
そ
れ

は
、
と
り
わ
け
主
任
司
祭

∂
〓
【９
１
１
司
教
か
ら
小
教
区
の
管
理
を
委
託
さ
れ
、
小
教
区
教
会
の
主
管
者
と
な
っ
て
い
る
司
祭
―
―
の

解
任
、
あ
る
い
は
聖
職
停
止
、
聖
務
禁
止
な
ど
の
制
裁
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
聖
職
者
の
刑
罰
の
う
ち
で
も
純
粋
に
霊
的
な
刑
罰
、

例
え
ば
贖
罪
行
為
―
―
刑
罰
の
代
わ
り
と
し
て
教
会
法
ま
た
は
上
長
者
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
る
、
祈
り
、
苦
行
、
善
行
な
ど
に
よ
る
罪

の
償
い
―
―
の
よ
う
な
も
の
は
専
ら
良
心
の
裁
き
に
属
す
る
事
項
で
あ
る
と
さ
れ
、
こ
れ
に
対
す
る
訴
え
は
許
さ
れ
な
か
っ
理
。
そ
も

そ
も
、
当
時
の
学
説
に
お
い
て
、
信
仰
に
よ
っ
て
の
み
評
価
さ
れ
う
る
純
粋
な
宗
教
的
事
項
は
判
決
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
た

（２‐
）

の
で
あ
る
。

し
か
も
、
主
任
司
祭
の
解
任
等
の
刑
罰
に
つ
い
て
の
権
限
鍮
越
の
訴
に
対
し
て
、　
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
は
刑
罰
の
実
体
面
に
立
ち
入

る
こ
と
な
く
、
と
り
わ
け
刑
罰
が
教
会
法
の
定
め
る
手
続
き
に
従
っ
て
科
さ
れ
た
か
ど
う
か
と
い
う
手
続
面
だ
け
を
審
査
し
た
。
こ
の

点
は

一
八
四
〇
年
二
月

一
九
日
の
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
決
定
に
お
い
て
明
確
で
あ
る
。
事
案
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
あ
る
小
教
区

に
属
す
る
助
任
司
祭
の
二
つ
の
ポ
ス
ト
の
う
ち

一
つ
を
主
任
司
祭
が
廃
止
し
た
た
め
に
、
そ
れ
ま
で
助
任
司
祭
で
あ

っ
た
者
が
解
任
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
に
は
助
任
司
祭
に
代
わ
る
別
の
職
が
提
供
さ
れ
た
が
、
彼
は
そ
れ
を
拒
否
し
、
主
任
司
祭
等
に
不
平
を
訴
え

283



る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
も
彼
は
、
教
会
当
局
に
よ
る
度
々
の
寛
大
な
戒
告
に
対
し
て
も
非
礼
な
回
答
を
行
う
の
み
な
ら
ず
、
聖
職
者

を
中
傷
す
る
多
数
の
小
冊
子
を
公
に
す
る
至
っ
た
。
そ
こ
で
そ
の
教
区
の
大
司
教
は
彼
に
対
し
聖
務
禁
止
制
裁
を
科
し
た
の
で
あ
る
が
、

彼
は
当
該
聖
務
禁
止
は
理
由
が
な
く
不
当
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
権
限
鍮
越
の
訴
を
申
立
て
た
。
こ
れ
に
対
し
、　
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ

は
、
「聖
務
禁
止
は
教
会
法
上
の
利
罰
で
あ
り
、
そ
の
適
用
は
司
教
の
権
限
に
属
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
訴
を
斥
け
た
。
こ
の
よ

う
に
、　
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
聖
職
者
の
刑
罰
の
実
体
面
を
審
査
す
る
こ
と
ま
で
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

加
え
て
、
教
会
法
上
の
刑
罰
に
つ
い
て
の
手
続
面
で
の
審
査
も
か
な
り
緩
や
か
な
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
れ
を
示
す
例
と
し
て
、
か
つ

て
教
会
裁
判
所
で
は
聖
務
禁
上
の
決
定
に
際
し
て
被
処
分
者
に
対
す
る
書
面
に
よ
る
事
前
の
戒
告
を
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ

る
主
任
司
祭
が
そ
の
よ
う
な
戒
告
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
司
教
に
よ
り
聖
務
禁
止
の
決
定
を
受
け
た
の
で
、
そ
の
戒
告
の
不
作
為
が
教

会
法
規
に
違
反
す
る
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
、
当
該
主
任
司
祭
が
司
教
の
決
定
に
対
し
提
起
し
た
権
限
鍮
越
の
訴
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。　
コ
ン
セ
イ
ユ
・デ
タ
は
本
件
に
お
い
て
、
司
教
の
決
定
は
す
べ
て
の
本
質
的
形
式
要
件

貧
Ｒ
日
』
忠
留
σ
∽一営
”こ
こ

―
―
そ
の

充
足
な
き
場
合
に
は
行
為
が
無
効
と
な
る
要
件
―
―
を
充
足
し
た
後
に
官
一告
さ
れ
た
も
の
と
判
断
し
て
、
訴
え
を
斥
け
た
の
で
あ
る
。

ま
た
別
の
事
件
に
お
い
て
、　
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
は
、
主
任
司
祭
の
解
任
と
い
う
司
教
の
決
定
に
際
し
て
、
主
任
司
祭
に
自
己
弁
明
の

機
会
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
も
、
本
質
的
形
式
要
件
と
は
み
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
教
会
の
内
部
規
律
の
重
要
な
手
続
き
を
経
て
さ
え

お
れ
ば
、
そ
の
内
部
規
律
上
の
決
定
は
権
限
楡
越
と
は
判
断
さ
れ
な
い
こ
と
が
、　
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
決
定
で
示
さ
れ
迎
。
こ
れ
ら

も
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
緩
や
か
な
姿
勢
を
示
す
。

こ
の
よ
う
に
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
審
査
の
対
象
が
限
定
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
審
査
が
緩
や
か
で
あ
っ
た
の
で
、　
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ

タ
に
よ
り
権
限
鍮
越
が
認
め
ら
れ
た
事
例
は
わ
ず
か
で
あ
っ
た
。
そ
の
事
例
と
し
て
は
、
司
教
が
主
任
司
祭
を
任
命
す
る
際
に
、
主
任

司
祭
を
任
意
に
解
任
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
彼
に
対
し
て
辞
表
の
提
出
を
求
め
る
の
は
、
主
任
司
祭
の
身
分
保
障
―
―
主
任
司
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祭
は
身
分
が
保
障
さ
れ
、
裁
判
手
続
に
よ
ら
な
い
か
ぎ
り
解
任
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
―
―
の
規
定
に
違
背
す
る
と
判
断
さ
れ
た
も
の

（２７
）

が
見
ら
れ
た
ぐ
ら
い
で
あ
る
。

〓
一　
権
限
鍮
越
の
決
定
の
効
果

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
、
教
会
の
内
部
規
律
上
の
決
定
を
権
限
鍮
越
だ
と
判
断
し
、
最
終
的
に
権
限
鍮
越
の
裁
決
を
出
し
て
も
、
そ

（２８
）

の
効
果
は
弱
か
っ
た
。
裁
決
は
そ
の
決
定
に
つ
い
て
権
限
鍮
越
を
宣
言
す
る
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
を
破
毀
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

権
限
鍮
越
の
効
果
は
、
裁
決
に
よ
り
司
教
が
よ
り
慎
重
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
と
い
う
道
義
的
な
影
響
力
を
持
つ
に
す
ぎ
な
か
っ

（２９
）

た

の
で
あ

る
。

四
　
小
　
　
括

以
上
に
簡
単
で
は
あ
る
が
、
権
限
鍮
越
の
訴
と
い
う
制
度
の
一
断
面
を
概
観
し
た
。
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
の
下
で
、
「
フ
ラ
ン
ス
に
受
け

入
れ
ら
れ
た
教
会
法
に
よ
り
確
立
さ
れ
た
規
則
の
違
反
」
と
い
う
点
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
権
限
鍮
越
の
訴
の
制
度
に
よ
っ
て
、
教

会
の
内
部
規
律
に
対
す
る
裁
判
機
関
に
よ
る
統
制
の
途
が
開
か
れ
て
い
た
。
も
っ
と
も
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
に
よ
る
教
会
の
内
部
規
律

の
統
制
の
機
能
は
十
分
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
権
限
鍮
越
の
訴
の
手
続
き
は
真
の
訴
訟
手
続
で
は
な
く
、
し
か
も
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ

タ
の
審
査
の
対
象
は
限
定
さ
れ
、
そ
の
審
査
も
か
な
り
緩
や
か
な
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
実
際
、
権
限
鍮
越
と
判
断
さ
れ
た
事
例
は
わ

ず
か
し
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
制
度
に
お
い
て
、
と
も
か
く
コ
ン
イ
セ
ユ
・
デ
タ
と
い
う
国
家
機
関
が
教

会
内
部
規
律
上
の
決
定
に
つ
い
て
の
教
会
法
と
の
適
合
性
を
審
査
し
た
と
い
う
点
は
、
政
教
分
離
後
の
変
化
を
検
討
す
る
際
に
記
憶
に

と
ど
め
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。



第
二
節
　
を示
教
上
の
紛
争
に
対
す
る
裁
判
所
の
態
度

一　

序
　
　
説

フ
ラ
ン
ス
の
政
教
分
離
は

一
九
〇
五
年
の
い
わ
ゆ
る
政
教
分
離
法
の
制
定
に
始
ま
る
。
こ
の
政
教
分
離
以
後
、
そ
れ
以
前
の
公
認
宗

教
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
な
く
な
り
、
宗
教
は
等
し
↑
私
的
な
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
国
は
教
会

へ
の
助
成
と
と
も
に
教
会

へ

の
規
制
、
介
入
も
行
わ
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
当
然
に
権
限
鍮
越
の
訴
の
制
度
も
存
在
し
え
な
い
も
の
と
な
り
、
実
際
、
政
教

分
離
法
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
。
ま
た
、　
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
が
存
続
し
た
ア
ル
ザ
ス
ー
ロ
レ
ー
ヌ
地
方
で
は
、
政
教
分
離
法
制
定
以
前
に

権
限
鍮
越
の
訴
の
制
度
は
す
で
に
廃
止
さ
れ
て
い
た

（
一
八
七

一
年

一
二
月
三
〇
日
の
法
律
）。

し
か
し
な
が
ら
、
政
教
分
離
の
下
で
も
教
会
の
内
部
規
律
に
関
す
る
紛
争
が
国
の
裁
判
所
に
も
ち
こ
ま
れ
る
こ
と
も
あ

っ
て
、
そ
の

結
果
、
政
教
分
離
後
も
裁
判
所
は
教
会
の
内
部
規
律
を
統
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
た
。
こ
の

種
の
紛
争
は
行
政
訴
訟
と
な
る
場
合
も
あ
っ
た
が
、
多
く
は
民
事
訴
訟
の
形
式
を
と
っ
て
民
事
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
た
。
し
か
も
、
そ

の
紛
争
は
、
市
町
村
有
の
礼
拝
用
建
物
の
使
用
権
を
め
ぐ
る
紛
争
、
あ
る
い
は
旧
公
法
人
に
所
有
権
が
属
し
て
い
た
教
会
財
産
の
移
転

を
め
ぐ
る
紛
争
と
い
う
形
式
で
訴
訟
と
な
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
ま
ず
礼
拝
用
建
物
の
使
用
権
に
関
す
る
紛
争
の
判
例
な
ら
び
に
教
会
財
産
の
移
転
を
め
ぐ
る
紛
争
を
概
観
し
、
次
に
裁
判

所
で
争
わ
れ
た
宗
教
上
の
紛
争
の
類
型
ご
と
に
判
例
を
調
べ
、
前
述
の
問
題
を
い
か
に
解
決
し
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
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一
一　
礼
拝
用
建
物
を
め
ぐ
る
紛
争

１
　
紛
争
の
背
景

政
教
分
離
法
は
、
新
体
制
の
下
で
の
宗
教
団
体
の
私
法
人
と
し
て
、
宗
教
社
団
の
制
度
を
創
設
し
た
。
し
か
も
、
政
教
分
離
法
は
、

旧
制
度
下
で
公
法
人
が
所
有
し
た
教
会
財
産
の
権
利
の
承
継
、
な
ら
び
に
国
、
県
お
よ
び
市
町
村
の
所
有
に
属
す
る
礼
拝
用
建
物
の
使

用
権
を
、
各
宗
教
組
織
が
結
成
す
る
宗
教
社
団
に
基
づ
か
せ
る
こ
と
に
し
、
同
法
は
、
従
来
の
教
会
財
産
を
宗
教
社
団
に
帰
属
せ
し
め

（四
条
）、
礼
拝
用
建
物
の
無
償
使
用
権
も
宗
教
社
団
に
付
与
す
る
も
の
と
し
た
（
〓

一条
）。
そ
こ
で
旧
公
認
宗
教
の
う
ち
プ

ロ
テ
ス
タ

ン
ト
と
ユ
ダ
ヤ
教
は
、
直
ち
に
宗
教
社
団
を
設
立
し
た
が
、
ロ
ー
マ
教
皇
聖
ピ
ウ
ス
一
〇
世
が
そ
の
結
成
を
禁
止
し
た
た
め
、
カ
ト
リ
ッ

ク
は
宗
教
社
団
を
設
立
し
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
教
会
堂
の
閉
鎖
の
危
機
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
事

態
を
避
け
る
こ
と
を
欲
し
た
政
府
は

一
九
〇
七
年

一
月
二
日
の
法
律
に
よ
り
妥
協
を
図
っ
た
。　
一
九
〇
七
年
法
五
条

一
項
は

「宗
教
社

団
の
な
い
場
合
に
は
、
礼
拝
の
用
に
供
せ
ら
れ
る
建
物
な
ら
び
に
付
属
動
産
は
、
…
…
引
き
続
き
、
宗
教
の
実
践
の
た
め
に
、
信
徒
お

よ
び
宗
教
教
師
の
使
用
に
委
ね
ら
れ
る
も
の
と
す
る
」
と
規
定
し
、
こ
れ
に
よ
り
、
宗
教
社
団
を
設
立
し
な
か
っ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信

徒
お
よ
び
宗
教
教
師
も
、
教
会
堂
を
使
用
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
規
定
が
新
た
な
問
題
を
惹
起
し
た
。
宗
教
社
団
設
立
を
教
皇
が
禁
止
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
若
千
の
小
教

区
に
お
い
て
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗
教
社
団
が
設
立
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
そ
の
設
立
に
加
わ
っ
た
主
任
司
祭
は
、
教
皇
の
禁
止
に
従
わ
な
い

者
と
し
て
、
教
区
を
管
轄
す
る
司
教
に
よ
り
罷
免
さ
れ
た
。
だ
が
、
そ
の
司
祭
は
、
政
教
分
離
法
に
基
き
、
後
任
の
主
任
司
祭
を
排
除

し
て
、
礼
拝
用
建
物
を
使
用
し
続
け
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
後
任
者
は
、
前
述
の
一
九
〇
七
年
法
五
条
を
援
用
し
て
、
自
己
の
使

用
権
を
主
張
し
、
建
物
の
明
渡
し
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
を
典
型
例
と
し
て
、
礼
拝
用
建
物
の
使
用

権
を
め
ぐ
る
複
数
宗
教
教
師
間
の
紛
争
が
訴
訟
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
ど
ち
ら
の
司
祭
が

一
九
〇
七
年
法
五
条

一
項
に
い
う

「宗
教
教



師
」
で
あ
る
か
、
と
い
う
判
断
が
裁
判
所
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
種
の
紛
争
を
裁
判
す
る
た
め
の
物
差
し
と
な
る
べ
き
法
律
条
文
の
間
に
矛
盾
が
見
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、　
一
方
で

は
、
政
教
分
離
法
は
聖
職
位
階

曾
一いヽ
”
【３
こ

を
明
示
的
に
は
承
認
せ
ず
、
た
だ
そ
の

一
三
条
に
お
い
て
宗
教
社
団
に
建
物
の
使
用
権

を
割
り
当
て
る
も
の
と
し
、
こ
の
面
だ
け
を
考
慮
す
れ
ば
、
い
か
な
る
宗
教
社
団
も
建
物
を
使
用
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
他
方
で
、

同
法
四
条
は
、
宗
教
社
団
が
そ
の
コ
ホ
教
の

一
般
組
織
の
規
則
に
準
拠
し
て
適
法
に
形
成
さ
れ
る
」
と
規
定
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
、

カ
ト
リ
ッ
ク
の
場
合
、
宗
教
社
団
が
聖
職
位
階
に
属
し
、
司
教
に
つ
な
が
っ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味

す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
後
者
の
面
を
重
視
す
れ
ば
、
聖
職
位
階
に
属
し
な
い
宗
教
社
団
に
使
用
権
が
帰
属
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い

こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
法
律
条
文
間
の
調
整
は
裁
判
所
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
型
。
こ
れ
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
で
生
じ
た
礼

拝
用
建
物
の
使
用
権
を
め
ぐ
る
紛
争
の
背
景
で
あ
る
。

な
お
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
教
会
財
産
の
帰
属
に
関
す
る
紛
争
が
生
起
し
た
が
、
そ
の
背
景
は
後
述
す
る
。

２
　
カ
ト
リ
ッ
ク
の
礼
拝
用
建
物
に
関
す
る
下
級
審
判
例

カ
ト
リ
ッ
ク
の
礼
拝
用
建
物
の
使
用
権
を
め
ぐ
る
紛
争
に
関
す
る
判
例
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
政
教
分
離
の
直
後
に
は
、
宗
教
社

団
設
立
に
加
わ
っ
た
司
祭
に
礼
拝
用
建
物
の
使
用
権
を
認
め
る
判
例
も
見
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
判
例
に
お
い
て
は
、
司
教
に
つ
な
が
っ

て
い
た
司
祭
は
政
教
分
離
法
に
従
わ
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
宗
教
社
団
の
設
立
に
加
担
し
た
司
祭
は
政
教
分
離
法
を
遵
守
し
た
と
い
う

こ
と
が
重
視
さ
れ
た
。
だ
が
、
多
く
の
判
例
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗
教
社
団
が
結
成
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
聖
職
位
階
に
属
し
司

教
に
つ
な
が
っ
て
い
る
司
祭
に
礼
拝
用
建
物
の
使
用
を
認
め
た
。

そ
の
よ
う
な
判
例
と
し
て
、　
一
九
〇
八
年

一
二
月
二
三
日
の
ブ
リ
ー
ブ
民
事
裁
判
所
判
決
が
挙
げ
ら
れ
る
。
事
案
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。　
一
九
〇
七
年
二
月
に
、
Ｃ
市
に
お
い
て
、
そ
の
教
区
の
主
任
司
祭
が
空
位
に
な
っ
て
い
た
時
に
、
古
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

６
∞
Ｆ
Φ
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”
月
【９
８

８
け，
３
９
ｃ

ｌ
ｌ

ロ
ー

マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
離
脱
し
た
教
派
で
あ

っ
て
、　
ロ
ー

マ
教
皇
を
最
高
首
長
と
せ
ず
、
ま
た
無

原
罪
の
御
宿
り
、
教
皇
の
不
可
謬
性
の
よ
う
な

ロ
ー

マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
教
義
も
承
認
し
な
い
―
―
に
属
す
る
と
称
す
る
宗
教
教

師
Ｆ
の
協
力
の
下
に
宗
教
社
団
が
設
立
さ
れ
た
。
Ｃ
市
の
当
時
の
市
長
は
、
同
団
体
に
対
し
、
市
所
有

の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
区
教
会
堂

等
の
無
償
使
用
権
を
九
年
間
与
え
る
こ
と
に
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
同
年

一
二
月
に
司
教
に
よ
り
Ｘ
が
Ｃ
教
区
の
主
任
司
祭
に
任
命
さ
れ
、

Ｘ
は
現
市
長
Ｙ
に
対
し
教
区
教
会
堂
等
の
引
渡
し
を
求
め
て
訴
訟
を
提
起
し
た
。

ま
ず
本
判
決
は
、　
一
九
〇
七
年
法
五
条

一
項
に
お
け
る
、
信
徒
等
の
使
用
に
「
引
き
続
き
委
ね
ら
れ
る
も
の
と
す
る
」
（８
●
け【目
①
『８
け

炒
２
お

巨
∽∽０
）
と
い
う
文
言
に
着
目
し
て
、
同
項
に
つ
い
て
の
次
の
よ
う
な
解
釈
を
明
ら
か
に
し
た
。

〔五
条

一
項
〕
以
下
の
条
項
は
、
建
物
の
無
償
使
用
権
が
与
え
ら
れ
う
る
法
人
あ
る
い
は
自
然
人
の
間
で
一
種
の
優
先
順
位
を
設
定
す
る
が
、

そ
れ
は
そ
の
両
者
が
法
律
前
に
建
物
が
供
用
さ
れ
て
い
た
宗
教
を
標
榜
す
る
場
合
に
妥
当
す
る
こ
と
で
あ
る
。
〔同
条
〕
一
項
は
、
・‥
‥
適
法

に
団
体
を
結
成
し
た
者
で
あ
っ
て
も
異
な
る
宗
派
、
信
仰
告
白
に
属
す
る
市
民
よ
り
は
、
個
人
と
見
な
さ
れ
る
者
で
あ
っ
て
も
教
会
に
お
い
て

以
前
に
行
わ
れ
て
い
た
宗
教
の
信
徒
の
方
を
優
先
さ
せ
る
。

続

い
て
判
決
は
、
右
の
解
釈
が

「
一
九
〇
七
年

一
月
二
日
の
法
律
の
精
神
に
合
致
す
る
」
と
述
べ
、
こ
れ
を
同
法
の
制
定
過
程
等
で

示
さ
れ
た
立
法
者
の
見
解
を
用
い
て
論
証
し
た
。

法
案
の
理
由
書
に
は
次
の
こ
と
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
「札
拝
の
た
め
の
団
体
が
結
成
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
教
会
堂
は
そ

こ
で
宗
教
を
実
践
し
た
い
と
思
う
信
徒
な
ら
び
に
宗
教
教
師
に
対
し
、
用
途
変
更
の
時
ま
で
、
依
然
と
し
て
開
放
さ
れ
る
も
の
と
す
る
」
と
。

教
会
堂
で
維
持
し
よ
う
と
さ
れ
た
の
は
、
そ
こ
で
以
前
に
行
わ
れ
て
い
た
宗
教
の
礼
拝
で
あ
る
。
さ
ら
に
決
定
的
な
発
言
は

一
九
〇
六
年

一
二

月
二

一
日
の
下
院
で
の
審
議
に
お
い
て
な
さ
れ
た
。
〔下
院
議
員
〕
レ
ベ
ル
テ
ィ

（”
”
一Ｏ
①
『し

が
、
行
政
庁
は
建
物
の
使
用
権
を
与
え
る
宗

教
教
師
を
任
意
に
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
懸
念
し
た
と
こ
ろ
、
ブ
リ
ア
ン
は
次
の
よ
う
に
答
弁
し
た
。
「市
長
は
、
市



の
建
物
を
い
か
な
る
目
的
に
も
自
由
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
建
物
で
あ
る
場
合
、
そ
れ
は
用
途

変
更
の
時
ま
で
カ
ト
リ
ツ
ク
の
礼
拝
に
供
用
さ
れ
る
。
だ
が
、
あ
な
た
は
、
宗
教
社
団
が
悪
意
の
あ
る
者
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
場
合
、
お
よ
び

市
長
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
主
任
司
祭
が
偽
の
主
任
司
祭
で
あ
る
場
合
は
ど
う
だ
、
と
言
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
建
物
が
割
り
当
て
ら

れ
る
者
は
存
在
す
る
、
す
な
わ
ち
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
は
存
在
し
、
そ
し
て
、
彼
ら
は
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
す
べ
て
の
市
民
に
対
し
許
さ
れ
て
い

る
こ
と
、
す
な
わ
ち
裁
判
所
に
訴
訟
を
提
起
し
自
己
の
利
益
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
」。

さ
ら
に
判
決
は
、
Ｘ
が
ロ
ー

マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
あ
る
の
に
対
し
、
Ｆ
は
ロ
ー

マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
に
は
属
し
な
い
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
後
、
実
際
上
両
者
間
で
争
わ
れ
た
本
件
に
つ
い
て
の
裁
判
所
に
よ
る
審
判
の
方
法
に
つ
き
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

Ｆ
が
属
す
る
信
仰
告
白
あ
る
い
は
宗
派
が
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗
派
あ
る
い
は
信
仰
告
白
よ
り
も
正
統
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
の
教
義
、

原
始
キ
リ
ス
ト
教
会
の
教
え
を
よ
り
尊
重
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
を
裁
判
所
は
審
理
す
る
必
要
は
な
い
。
裁
判
所
は
聖
職
位
階
の
問
題
お
よ
び

二
つ
の
教
会
の
各
々
の
内
部
組
織
の
問
題
に
留
意
す
る
こ
と
も
必
要
で
は
な
い
。
裁
判
所
は
、
自
己
が
異
な
る
教
義
を
主
張
す
る
異
な
る
二
つ

の
宗
派
を
前
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
お
よ
び
請
求
さ
れ
て
い
る
礼
拝
用
建
物
が
か
つ
て
供
用
さ
れ
て
い
た
宗
教
が
、
優
先
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。

そ
し
て
、
裁
判
所
は
、
当
該
教
会
堂
は
ロ
ー

マ
・
カ
ト
リ

ッ
ク
の
礼
拝
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
以
上
の
判
示
を
踏

ま
え
て
、
Ｙ
に
対
し
教
会
堂
等
を
Ｘ
に
引
渡
す
よ
う
に
命
じ
た
。

こ
の
よ
う
な
判
断
方
法
に
従
え
ば
、
政
教
分
離
法
制
定
当
時
、
法
律
に
従

っ
て
宗
教
社
団
を
結
成
し
た
者
で
は
な
く
、
法
律
に
従
わ

ず
あ
く
ま
で
聖
職
位
階
に
従
い
、
宗
教
社
団
を
結
成
し
な
か
っ
た
者
の
方
を
、
正
当
な
使
用
権
者
と
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
。　
一
見
し

た
と
こ
ろ
こ
れ
は
逆
説
的
で
あ
る
。
こ
の
逆
説
を
理
由
づ
け
る
た
め
、
裁
判
所
が
、
分
離
前
に
礼
拝
用
建
物
が
供
用
さ
れ
て
い
た
宗
教

と
同
じ
宗
教
に
属
す
る
者
に
建
物
が
供
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
す
る
、　
一
九
〇
五
年
法
お
よ
び

一
九
〇
七
年
法
の
立
法
者
意
思
を
援
用
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し
た
の
は
、
興
味
深
い
。

３
　
カ
ト
リ
ッ
ク
の
礼
拝
用
建
物
に
関
す
る
破
毀
院
判
例

前
述
の
よ
う
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
礼
拝
用
建
物
の
使
用
権
を
め
ぐ
る
宗
教
教
師
間
の
紛
争
に
つ
い
て
の
下
級
審
判
例
の
間
で
は
、
聖

職
位
階
に
属
し
、
司
教
に
つ
な
が
る
司
祭
を
優
先
さ
せ
る
の
が
、
多
数
判
例
の
と
っ
た
立
場
で
あ

っ
た
。
こ
の
下
級
審
判
例
は
、　
一
九

一
二
年
二
月
五
日
の
破
毀
院
判
決
に
よ
り
支
持
さ
れ
た
。
そ
の
事
案
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
Ｐ
教
区
に
お
い
て
、
司
教
の
承
認
の
な

い
ま
ま
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
礼
拝
の
維
持
の
た
め
に
宗
教
社
団
が
設
立
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
司
教
が
承
認
し
な
い
司
祭
Ｙ
が
カ
ト
リ
ッ

ク
の
礼
拝
執
行
の
た
め
に
そ
の
宗
教
社
団
に
協
力
し
、
ま
た
Ｐ
市
の
市
長
Ｙ
は
同
団
体
に
市
所
有
の
Ｐ
教
区
教
会
堂
の
使
用
さ
せ
た
。

と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
Ｘ
が
司
教
に
よ
り
Ｐ
教
区
の
主
任
司
祭
に
任
命
さ
れ
、
Ｘ
は
Ｙ
、
Ｙ
に
対
し
当
該
教
会
堂
の
引
渡
し
を
求
め
た
。

本
判
決
は
、
Ｙ
、
Ｙ
に
対
し
教
会
堂
の
Ｘ
へ
の
引
渡
し
を
命
じ
た
原
審
判
決
を
是
認
し
た
。
そ
の
判
決
理
由
に
は
、
「
宗
教
社
団
〕

が
、
行
お
う
と
す
る
宗
教
の
一
般
組
織
の
規
定
に
準
拠
し
て
結
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
示
的
に
定
め
る
」、
一
九

〇
五
年

一
二
月
九
日
の
法
律
四
条
お
よ
び

一
九
〇
七
年

一
月
二
日
の
法
律
五
条
の
規
定
か
ら
、
次
の
よ
う
に
帰
結
す
る

一
節
が
見
ら
れ

フリ
。

立
法
者
は
、
…
‥
カ
ト
リ
ッ
ク
の
礼
拝
の
供
用
さ
れ
る
建
物
に
関
し
て
言
え
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
聖
職
位
階
を
承
認
し
、
か
つ
聖
職
位
階
に

属
す
る
司
祭
に
よ
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
規
律
に
従
っ
て
執
行
さ
れ
る
札
拝
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
礼
拝
用
建
物
の
使
用
権
を
め
ぐ
る
複
数
宗
教
教
師
間
の
紛
争
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
聖
職
位
階
に
属
す
る
者

に
の
み
そ
の
使
用
権
を
認
め
る
の
が
、
確
立
し
た
判
例
法
理
を
構
成
し
、
そ
れ
は
今
日
ま
で
堅
持
さ
れ
て
い
る
。
後
述
の
カ
ト
リ
ッ
ク

原
理
主
義
者
が
、　
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
建
物
の
使
用
権
を
め
ぐ
る
行
政
訴
訟
を
生
ぜ
じ
め
た
が
、
行
政
裁
判
所
も
こ
の
種
の
事
件
に

お
い
て
破
毀
院
判
例
と
同
様
の
態
度
を
示
し
た
。



と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
礼
拝
用
建
物
が
供
用
さ
れ
る
礼
拝
の
継
続
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
建
物
が
割
当
て
ら
れ
る
者
と
建
物
が

供
用
さ
れ
て
き
た
宗
教
の

一
般
組
織
の
規
則
と
の
適
合
性
に
つ
い
て
の
審
査
が
必
要
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
審
査
を
い
か
に
し
て

行
う
か
、
ま
た
そ
の
前
提
と
し
て
、
い
か
に
宗
教
の

一
般
組
織
の
規
則
を
見
い
出
す
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
っ
型
。
だ
が
ヽ
裁
判

所
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
関
し
て
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
固
有
の
聖
職
位
階
と
い
う
点
に
、
容
易
に
そ
の
解
決
策
を
見
い
出
し
た
。
判
例

の
中
に
は
、
「教
権
よ
り
承
認
さ
れ
た
者
、
す
な
わ
ち
司
祭
に
関
し
て
は
司
教
に
よ
り
、
信
徒
に
関
し
て
は
司
祭
に
よ
り
、
承
認
さ
れ
た

者
の
み
が
使
徒
伝
承
の
ロ
ー
マ
・カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
な
型
」
、
と
い
う
基
準
を
打
ち
出
す
も
の
が
見
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
こ
と
を
最
も

端
的
に
物
語
る
。
し
か
も
、
司
祭
が
司
教
に
よ
り
承
認
さ
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
判
断
は
、
幸
い
に
も
容
易
か
つ
迅
速
に
な
さ

れ
え
た
の
で
、
司
祭
の
正
統
性
に
つ
い
て
の
判
断
が
裁
判
所
に
求
め
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
所
自
ら
が

「神
学
的
議
論
の
舞

（
４６
）

台
」
に
な
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
た
の
は
注
目
さ
れ
る
。

４
　
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
会
財
産
に
関
す
る
行
政
判
例

前
述
の
よ
う
に
、
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
は
、
政
教
分
離
法
に
従
い
問
題
な
く
宗
教
社
団
を
設
立
し
た
の
で
、
カ
ト
リ
ツ
ク
の
前
述

の
よ
う
な
紛
争
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
間
で
は
生
じ
な
か
っ
た
。
だ
が
、
後
に
発
生
し
た
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
会
分
裂
等
が
契
機
と

な
っ
て
、
政
教
分
離
法
制
定
後
に
宗
教
社
団
に
移
転
さ
れ
た
旧
公
法
人
の
教
会
財
産
の
帰
属
先
を
め
ぐ
る
、
複
数
の
団
体
間
の
紛
争
が

見
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
典
型
的
に
は
、
教
会
分
裂
に
よ
り
新
た
に
設
立
さ
れ
た
宗
教
社
団
が
、
政
教
分
離
法
に
基
づ
き
教
会
財
産
の

権
利
を
承
継
し
た
宗
教
社
団
に
対
し
、
教
会
財
産
の
引
き
渡
し
を
求
め
る
と
い
う
形
式
で
の
紛
争
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
政
教
分
離
法
は
、　
コ
ン
セ
イ
ユ
・デ
タ
に
お
い
て
こ
う
し
た
紛
争
が
扱
わ
れ
る
こ
と
を
規
定
す
る
。
同
法
は
、
「裕
福
な

宗
教
社
団
内
の
分
裂
…
…
、
お
よ
び
財
産
割
り
当
て
を
受
け
た
宗
教
社
団
が
そ
の
目
的
を
達
成
で
き
る
状
態
に
な
い
場
合
に
は
、
財
産

帰
属
決
定

↑
”Ｅ
ｇ
け一８
）
に
対
し
、
事
後
に
、
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
」
（八
条
五
項
）
と
し
、
こ
の
異
議
申
立
に
つ
い
て
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は
、　
コ
ン
セ
イ
ユ
・デ
タ
が
、
「あ
ら
ゆ
る
事
実
関
係
を
考
慮
し
て
宣
告
す
る
」
（同
三
項
）
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
八
条
の
規
定

に
従
い
、
教
会
分
裂
に
伴
う
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
紛
争
は
、　
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
に
行
政
訴
訟
と
し
て
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
種
の
事
件
に
関
す
る
判
例
の
代
表
的
な
も
の
は
、　
一
九
四
三
年
六
月
二
五
日
の
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
マ
ル
セ
イ
ユ
福
音
改
革

教
会
判
決
で
あ
る
。
こ
の
事
案
は
少
し
複
雑
で
あ
り
、
そ
れ
を
理
解
す
る
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
教
会
分
裂
の
経
緯
を
知
る
必
要
が
あ

る
。
フ
ラ
ン
ス
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
改
革
教
会
（改
革
派
・カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
）
が
開
い
た

一
八
七
二
年
の
教
会
総
会
議
（饗
３
８
Ъ
思
８
じ

に
お
い
て
、
教
義
の
明
確
化
を
望
む
立
場
と
教
義
の
明
確
化
よ
り
も
多
く
の
者
を
教
会
に
結
集
さ
せ
る
こ
と
の
方
を
重
視
す
る
立
場
と

が
対
立
し
た
が
、
最
終
的
に
は
、
基
本
的
に
前
者
の
意
見
に
沿
う
形
で
、
「信
仰
宣
言
」
ａ
いｏ
一ミ
”
［一９

浄
♂
じ
を
前
文
に
挿
入
し
た
規

約
を
採
択
し
た
。
も
っ
と
も
、
規
約
は
、
前
文
も
含
め
、
全
国
教
会
会
議

δ
百
ａ
ｏ
日
［】８
“
じ
が
規
約
を
改
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨

を
定
め
て
い
た

（規
約
二
三
条
）。
と
こ
ろ
で
、
教
会
総
会
議
以
後
、
改
革
派
内
で
、
「信
仰
宣
言
」
を
重
視
す
る
多
数
派
と
そ
れ
に
反
対

す
る
少
数
派
と
の
対
立
が
続
き
、
こ
の
た
め
、
政
教
分
離
法
に
基
づ
く
宗
教
社
団
の
設
立
の
際
に
は
、
宗
教
社
団
の
連
合
体
と
し
て
、

前
者
は

「
フ
ラ
ン
ス
福
音
改
革
教
会
全
国
連
合
」
を
、
後
者
は

「
フ
ラ
ン
ス
改
革
教
会
全
国
連
合
」
を
結
成
し
た
。
だ
が
そ
の
後
、
両

者
の
歩
み
寄
り
も
見
ら
れ
、　
一
九
二
六
年
か
ら

一
九
二
八
年
の
全
国
教
会
会
議
に
お
い
て
、　
一
八
七
二
年
の
信
仰
宣
言
を
緩
和
し
た
新

信
仰
宣
言
と
そ
れ
を
含
む
新
規
約
が
採
択
さ
れ
る
に
至
り
、
そ
の
結
果
、
両
組
織
が
合
同
す
る
と
と
も
に
他
の
改
革
派
の
教
会
を
も
結

集
し
て
、
「
フ
ラ
ン
ス
改
革
教
会
宗
教
社
団
全
国
連
合
」
が
結
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
今
度
は
、
フ
ラ
ン
ス
福
音
改
革
教
会

全
国
連
合
体
内
で
、
全
国
教
会
会
議
の
決
定
を
め
ぐ
り
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
多
数
派
と
そ
れ
を
拒
否
し

一
八
七
二
年
の
信
仰
宣
言
に

固
執
す
る
少
数
派
と
の
対
立
が
続
い
た
。　
マ
ル
セ
イ
ユ
福
音
改
革
教
会
事
件
は
こ
う
し
た
文
脈
で
起
こ
っ
た
事
件
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「宗
教
社
団
マ
ル
セ
イ
ユ
福
音
改
革
教
会
」
は
、
フ
ラ
ン
ス
福
音
改
革
教
会
全
国
連
合
に
属
し
、　
一
九
〇
六
年
に
、　
マ
ル

セ
イ

ユ
の
改
革
派
の
教
会
財
産
の
権
利
を
承
継
し
た
団
体
で
あ
る
。
こ
の
マ
ル
セ
イ

ユ
教
会
内
で
、　
一
九
二
八
年
に
全
国
教
会
会
議
の



決
定
を
受
け
入
れ
る
多
数
派
と
そ
れ
に
反
発
す
る
少
数
派
と
が
対
立
し
、
つ
い
に
少
数
派
が
、
離
脱
、
独
立
し
て
、
「宗
教
社
団

マ
ル
セ

イ

ュ
福
音
改
革
教
会
」
と
い
う
同
名
の
新
し
い
宗
教
社
団
を
設
立
し
、
多
数
派

へ
の
教
会
財
産
の
移
転
に
異
義
申
し
立
て
を

コ
ン
セ
イ

ュ
・
デ
タ
に
行
い
、
自
ら

へ
の
教
会
財
産
の
付
与
を
要
求
し
た
。
少
数
派
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
多
数
派
が
新
信
仰
宣
言
に
賛
成
す

る
こ
と
に
よ
り
宗
教
を
改
め
た
こ
と
、　
一
八
七
二
年
の
信
仰
宣
言
に
忠
実
な
少
数
派
が
正
統
な
改
革
派
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。

そ
こ
で
、　
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
は
、
ま
ず
、
次
の
よ
う
に
、
主
と
し
て
規
約
に
照
ら
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
福
音
改
革
教
会
全
国
連
合
が

信
仰
宣
言
を
改
正
し
た
こ
と
が
改
革
派
の

「
一
般
組
織
の
規
則
」
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
し
た
。

改
革
派
の
諸
団
体
を
結
集
す
る
た
め
、
一
九
〇
五
年

一
二
月
九
日
の
法
律
制
定
後
結
成
さ
れ
た
連
合
体
の
一
つ
は
、
改
革
教
会
の
教
会
総
会

議
が

一
八
七
二
年
に
採
択
し
た
信
仰
宣
言
を
そ
の
規
約
の
前
文
に
入
れ
た
が
、
「
フ
ラ
ン
ス
福
音
改
革
教
会
全
国
連
合
」
と
呼
ば
れ
る
同
連
合

規
約
二
三
条
か
ら
、
同
規
約
は
、
一則
文
も
含
め
、
全
国
教
会
会
議
と
名
付
け
ら
れ
た
総
会
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
が
結
論
さ

れ
る
。
こ
の
よ
う
に
前
述
の
信
仰
宣
言
を
改
正
す
る
権
限
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
連
合
は
、
と
く
に

一
八
七
二
年
の
信
仰
宣
言
の
採
択
の

際
に
適
用
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
の
改
革
教
会
を
常
に
支
配
し
て
き
た
原
則
に
従
っ
た
。
こ
の
状
況
に
お
い
て
、
一
八
七
二
年
の
信
仰
宣
言
を
、
改

革
派
の
固
有
の
性
質
を
変
質
さ
せ
な
い
新
し
い
文
書
に
取
り
替
え
て
も
、
全
国
教
会
会
議
は
、
そ
の
宗
教
の
一
般
組
織
の
規
則
を
無
視
す
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
現
行
の
連
合
規
約
お
よ
び
そ
の
規
律
に
関
す
る
新
規
則
の
検
討
か
ら
も
、
い
か
な
る
規
定
も
、
改
革
派
の
一
般
組
織
の
規
則

ま
た
は

一
九
〇
五
年

一
二
月
九
日
の
法
律
に
違
背
す
る
と
い
う
結
論
は
出
て
こ
な
い
。

コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
は
、
こ
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
福
音
改
革
教
会
全
国
連
合
の
多
数
派
が
改
革
派
の

一
般
組
織
の
規
則
に
適
合
す

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、　
マ
ル
セ
イ

ユ
福
音
改
革
教
会
の
少
数
派
の
主
張
に
判
断
を
加
え
た
。

教
会
財
産
の
権
利
を
承
継
し
た
団
体
か
ら
離
脱
し
、
原
告
団
体
を
組
織
し
た
少
数
派
の
信
徒
は
、
一
九
〇
六
年
す
な
わ
ち
マ
ル
セ
イ
ユ
福
音

改
革
教
会
に
財
産
が
移
転
さ
れ
た
と
き
か
ら
、
マ
ル
セ
イ
ユ
福
音
改
革
教
会
が
結
び
付
い
て
い
た
連
合
体
か
る
分
離
し
た
。
教
会
財
産
の
権
利
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を
承
継
し
た
団
体
は
、
今
日
「
フ
ラ
ン
ス
改
革
教
会
宗
教
社
団
全
国
連
合
」
と
い
う
同
連
合
体
に
引
き
続
き
加
盟
し
て
い
る
。
以
上
に
示
さ
れ

る
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
改
革
教
会
の
再
統

一
を
促
進
す
る
目
的
で
全
国
教
会
会
議
が
行
っ
た
改
正
は
、
当
時
効
力
を
有
し
た
規
約
五
三
条
に

よ
り
総
会
に
授
権
さ
れ
た
権
限
を
用
い
、
か
つ
そ
の
準
則
に
従
い
、
達
成
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
改
正
は
連
合
体
に
属
す
る
大
部
分
の
宗
教

社
団
の
同
意
を
得
た
。
教
会
財
産
の
権
利
を
承
継
し
た
団
体
は
、
全
国
教
会
会
議
の
決
定
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
連
合
規
約
二

六
条
の
規
定
に
適
合
し
、
原
告
団
体
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
マ
ル
セ
イ
ユ
の
改
革
教
会
の
伝
統
を
無
視
す
る
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
そ
の
伝
統
を
受

け
入
れ
た
。
以
上
か
ら
、
原
告
団
体
は
、
問
題
の
財
産
の
移
転
を
求
め
る
権
利
を
有
し
な
い
。

（４８
）

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
よ
う
な
明
確
な
聖
職
位
階
は
な
い
た
め
、
こ
の
事
件
に
お
い
て
は
、
信
仰
宣
言
を
改
正
し
た
改

革
派
が
そ
の
一
般
組
織
の
規
則
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
が
審
査
さ
れ
た
。
こ
の
点
で
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
関
す
る
判
例
は
、
カ
ト
リ
ッ

ク
の
礼
拝
用
建
物
に
関
す
る
判
例
と
は
異
な
る
。
だ
が
、
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
判
例
が
、
教
会
財
産
の
帰
属
先
の
審
査
を
宗
教
社
団
が

そ
の
加
盟
す
る
連
合
体
と
結
び
付
い
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
着
目
し
て
行

っ
て
い
る
こ
と
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
判
例
―
―
司
教

に
つ
な
が
る
宗
教
教
師
お
よ
び
信
徒
に
礼
拝
用
建
物
の
使
用
権
を
認
め
る
―
―
と
基
本
的
に
同
じ
態
度
に
出
た
も
の
だ
と
言
え
る
。
こ

の
よ
う
な
判
断
方
法
は
、
他
の
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
会
分
裂
の
事
件
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。
と
く
に
、　
マ
ル
セ
イ

ユ
福
音
改
革
教

会
の
事
件
と
は
逆
に
分
離
独
立
し
た
宗
教
社
団
の
側
が
連
合
体
と
結
び
付
く
場
合
に
も
、
そ
れ
に
教
会
財
産
の
帰
属
を
認
め
た
判
例
が

あ
る
。　
一
九
二
三
年
二
月

一
六
日
の
コ
ン
セ
イ

ユ
・デ
タ
の
判
決
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
判
決
は
、
あ
る
改
革
派
教
会
の
分
裂
の
結
果
、

政
教
分
離
法
施
行
時
に
教
会
財
産
の
権
利
を
承
継
し
た
改
革
派
の
宗
教
社
団
が
改
革
派
の
連
合
体
を
離
脱
し
、
そ
の
宗
教
社
団
か
ら
分

離
独
立
し
た
信
徒
が
設
立
し
た
宗
教
社
団
が
、
多
数
派
を
構
成
し
、
ま
た
改
革
派
の
連
合
体
に
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合
に
つ
い
て
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
連
合
体
議
長
の
見
解
を
も
参
照
し
て
、
後
者
の
団
体
に
教
会
財
産
が
付
与
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
明

示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
会
財
産
に
関
す
る
事
件
で
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
団
体
の
正
統



性
が
問
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、　
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
は
、
宗
教
社
団
が
そ
の
連
合
体
と
結
び
付
く
か
と
い
う
基
準
で
判
断
す
る
こ

と
に
よ
り
、
や
は
り

「神
学
的
議
論
の
舞
台
」
に
な
る
の
を
免
れ
た
の
で
あ
る
。

〓
一　
教
義
上
の
問
題

教
義
上
の
問
題
に
つ
い
て
の
裁
判
所
の
審
査
権
が
取
り
扱
わ
れ
た
判
例
と
し
て
、
パ
リ
市
に
所
有
権
が
属
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
会

堂
で
あ
る
サ
ン
・
ニ
ヨ
フ
・
デ
ュ
ー
ン
ャ
ル
ド
ネ

（ｒ
一●
け‐ｚ
８
】”
けと

，
ｏ
Ｆ
『３
日
のｃ

教
会
不
法
占
拠
事
件
に
つ
い
て
の
一
九
七
七
年

（５０
）

七
月

一
三
日
の
パ
リ
控
訴
院
判
決
が
あ
る
。

本
件
も
教
会
堂
の
使
用
権
を
め
ぐ
る
事
件
で
あ
る
。
事
案
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。　
一
九
七
七
年
二
月
二
七
日
の
日
曜
日
ミ
サ
の
終

了
時
に
、
聖
職
停
止
中
の
助
任
司
祭
Ｙ
は
、
パ
リ
大
司
教
が
任
命
し
た
主
任
司
祭
Ｘ
の
反
対
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
パ
リ
大
司
教
と
は
無

関
係
の
司
祭
等
と
と
も
に
、
原
理
主
義
者

含
ユ
８
ユ
編
い

と
呼
ば
れ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
を
率
い
て
、
サ
ン
・
ニ
ヨ
フ
ス
・
デ
ュ
ー
ン
ャ

ル
ド
ネ
教
会
堂
に
侵
入
し
、
そ
れ
以
来
同
教
会
堂
を
占
拠
し
続
け
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
お
よ
び
Ｘ
を
支
持
す
る
教
区
民
は
、
わ
が
国
の
仮

処
分
に
相
当
す
る
緊
急
審
理

↑
ｏいｏヽ
ｅ

の
手
続
き
で
Ｙ
等
の
当
該
教
会
堂
か
ら
の
退
去
を
求
め
た
。
緊
急
審
理
の
裁
判
官
は
、
Ｘ
お
よ

び
Ｘ
に
つ
な
が
る
教
区
民
の
み
が
教
会
堂
の
使
用
権
を
持
つ
こ
と
を
理
由
に
、
Ｘ
の
請
求
を
認
容
し
、
Ｙ
等
に
対
し
教
会
堂
の
明
渡
し

を
命
じ
た
。
こ
れ
に
対
し
Ｙ
は
、
当
該
教
会
堂
が
公
産
で
あ
る
の
で
本
件
の
管
轄
権
は
行
政
裁
判
所
に
専
属
す
る
と
い
う
こ
と
を
理
由

に
し
て
控
訴
し
、
控
訴
審
に
お
い
て
、
Ｙ
お
よ
び
Ｙ
を
支
持
す
る
教
区
民
は
、
管
轄
違
い
の
主
張
に
加
え
て
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。

新
し
い
典
礼
―
―
第
ニ
ヴ
ァ
チ
カ
ン
公
会
議

（
一
九
六
二
―
六
五
年
）
の
結
果
、
改
革
さ
れ
た
典
礼
―
―
は
正
統
で
は
な
く
、
ま
た
旧
来

の
聖
ピ
ウ
ス
五
世
の
ミ
サ
ー
ー

一
五
七
〇
年
に
教
皇
聖
ピ
ウ
ス
五
世
が
制
定
し
た
ミ
サ
典
礼
書
に
則
っ
た
ミ
サ
ー
ー
が
政
教
分
離
法
以

前
に
執
行
さ
れ
て
い
た
ミ
サ
で
あ
る
の
で
、
聖
ピ
ウ
ス
五
世
の
ミ
サ
の
式
次
第
の
支
持
者
で
あ
る
Ｙ
等
の
み
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
唯

一
か
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つ
真
の
継
承
者
で
あ
り
、
前
述
の

一
九
〇
七
年
法
五
条

一
項
に
お
け
る
礼
拝
の
実
践
を
続
け
て
い
る
信
徒
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
彼
ら

こ
そ
が
カ
ト
リ
ツ
ク
の
教
会
堂
の
使
用
権
を
持

つ
と
。
こ
の
主
張
は
、
①
裁
判
所
が
各

々
の
典
礼
の
価
値
を
審
査
す
る
こ
と
、
②
政
教

分
離
法
は
市
所
有
の
教
会
堂
に
お
い
て
執
り
行
な
わ
れ
う
る
典
礼
を
決
定
的
に
定
め
る
と
い
う
効
果
を
持

つ
と
い
う
こ
と
、
を
前
提
と

し
た
。
だ
が
控
訴
院
は
、
ま
ず
典
礼
の
正
統
性
に
つ
い
て
の
審
査
権
に
つ
き
、
次
の
よ
う
に
説

い
た
。

教
会
と
国
家
の
分
離
の
た
め
、
司
法
機
関
は
宗
教
領
城
に
お
い
て
い
か
な
る
統
制
も
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
Ｙ
お
よ
び
彼

の
た
め
に
訴
訟
参
加
し
て
い
る
教
区
民
の
申
立
書
が
、
新
し
い
典
札
を
批
判
し
、
第
ニ
ヴ
ァ
チ
カ
ン
公
会
議
以
来
新
し
い
異
端
の
教
義
が
公
言

さ
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
点
に
関
し
て
、
そ
れ
に
は
根
拠
が
あ
る
か
ど
う
か
を
審
理
す
る
の
は
当
院
の
権
限
に
は
属
し
な
い
。
さ
ら
に
、
パ
リ

大
司
教
が
、
従
来
の
典
札
を
排
除
し
、
新
し
い
典
礼
を
命
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
会
議
の
決
定
を
逸
脱
し
た
か
ど
う
か
を
当
院
が
審
査
す
る

の
は
、
な
お
さ
ら
必
要
で
は
な
い
。

次
に
、
政
教
分
離
法
は
市
所
有
の
教
会
堂
で
行
わ
れ
る
典
礼
を

一
定
の
も
の
に
固
定
し
た
と
い
う
旨
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
控
訴
院

は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

教
会
堂
の
使
用
に
関
し
て
惹
起
し
た
紛
争
の
場
合
に
は
、
教
会
堂
の
供
用
は
、　
一
九
〇
七
年

一
月
二
日
の
法
律
五
条

一
項
に
よ
り
、
カ
ト

リ
ッ
ク
教
会
の
規
律
、
と
り
わ
け
聖
職
位
階
の
宗
規
に
服
し
、
自
己
の
司
教
と
つ
な
が
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
こ
で
自
己
の
宗
教
を
実
践
し
よ
う

と
す
る
司
祭
お
よ
び
信
徒
の
み
に
割
当
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
不
動
の
判
例
で
あ
る
。

，）
の
よ
う
に
司
祭
お
よ
び
信
徒
の

使
用
に
委
ね
ら
れ
る
教
会
堂
で
行
な
わ
れ
る
祭
儀
に
対
し
、
エエ
法
者
が

一
定
の
も
の
を
押
し
つ
け
よ
う
と
し
た
と
い
う
主
張
は
、
工立
法
者
が
今

後
関
わ
り
を
も
た
な
い
と
宣
言
し
た
領
域

〔筆
者
注
　
一ホ
教
領
域
〕
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
以
上
、
根
拠
を
持
ち
え
な
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
控
訴
院
は
Ｙ
の
主
張
を
斥
け
、
緊
急
審
理
の
裁
判
官
の
出
し
た
教
会
堂
明
渡
し
命
令
を
是
認
し
た
。
と
り
わ
け
、

本
判
決
が
、
教
義
上
の
問
題
で
あ
る
典
礼
の
正
統
性
に
関
す
る
裁
判
所
の
審
査
権
を
明
確
に
否
定
す
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。
し
か
も
、



判
決
に
よ
れ
ば
、
審
査
権
否
定
の
理
由
は
政
教
分
離
に
あ
る
。
本
判
決
の
評
釈
者
は
、
こ
の
点
の
説
明
を
次
の
よ
う
に
補
足
す
♂
。
裁

判
官
に
よ
る
典
礼
の
審
査
は
、
「
わ
が
法
の
非
宗
教
的
中
立
性
に
違
背
す
る
。
世
俗
裁
判
官
は
信
仰
上
の
問
題

へ
の
い
か
な
る
介
入
も
禁

止
さ
れ
る
。
彼
が
、
あ
る
典
礼
が
他
の
典
礼
よ
り
も
正
統
で
あ
る
と
言
う
こ
と
を
万
人
に
官
一言
す
る
に
は
、
ど
の
よ
う
な
権
限
を
用
い

る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
審
査
が
可
能
だ
と
仮
定
し
て
も
、
そ
の
法
的
解
決
は
与
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
政
教
分
離
は
、

世
俗
権
力
が
、
〔祭
儀
規
則
の
〕
偶
然
的
な
改
正
を
公
に
認
証
し
、
ま
た
介
入
す
る
こ
と
な
く
、
権
限
あ
る
機
関
が
自
由
に
祭
儀
規
則
を

決
定
す
る
こ
と
を
前
提
す
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
祭
儀
は
、
教
皇
お
よ
び
司
教
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
」
と
。

な
お
、
教
義
上
の
問
題
の
審
査
権
を
否
定
す
る
裁
判
所
の
態
度
を
示
し
た
他
の
判
例
と
し
て
、　
一
九
八
五
年
七
月
九
日
の
パ
リ
大
審

（５７
）

裁
判
所
判
決
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
カ
ト
リ
ツ
ク
の
教
義
に
関
す
る
論
争
の
際
に
、
あ
る
論
文
で

「信
仰
の
堕
落
」
な
ど
と
激
し

く
非
難
さ
れ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
出
版
社
が
そ
の
論
文
を
書
い
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
対
し
損
害
賠
償
を
求
め
る
訴
え
を
裁
判
所
に
提
起

し
た
と
い
う
事
件
に
関
す
る
判
決
で
あ
る
。
同
判
決
の
中
で
以
下
の
よ
う
に
教
義
上
の
問
題

へ
の
裁
判
所
の
不
介
入
を
明
確
に
し
た

一

節
が
見
ら
れ
る
。
「
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
に
関
す
る
論
争
に
つ
い
て
の
あ
る
論
文
を
見
る
限
り
、
争
い
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
民
事
責

任
の
平
面
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
思
想
ま
た
は
意
見
の
対
立
、
さ
ら
に
よ
り
正
確
に
は
、
対
立
す
る
主
張
の
持
ち
主
の
論
争
上
の
対
立

か
ら
生
じ
得
る
責
任
の
平
面
に
位
置
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
…
…
あ
る
主
張
に
有
利
で
公
的
な
支
持
を
構
成
す
る
と
見
な
さ
れ
う
る
評
価

を
最
も
わ
ず
か
で
も
行
う
権
限
す
ら
も
、
こ
ワ
し
た
行
為
に
管
轄
権
を
持
た
ず
、
さ
ら
に
基
本
的
に
は
良
心
お
よ
び
宗
教
信
仰
の
領
域

に
お
け
る
不
介
入
の
原
則
に
拘
束
さ
れ
る
、
国
の
裁
判
所
に
は
属
さ
な
い
」
と
。
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四
　
宗
教
教
師
の
任
命
、
罷
免
、
懲
戒
等

１
　
任
命
と
罷
免

司
教
に
よ
る
司
祭
の
任
命
お
よ
び
罷
免
の
教
会
法
上
の
効
力
に
つ
い
て
の
裁
判
所
の
審
査
に
関
す
る
判
例
と
し
て
、　
一
九

一
二
年
二

月
六
日
の
破
毀
院
判
決
が
挙
げ
ら
れ
る
。
事
案
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。　
一
九
〇
七
年
二
月
に
Ｙ
は
司
教
に
よ
り
Ａ
教
区
の
主
任
司
祭

に
任
命
さ
れ
た
が
、
高
位
聖
職
者
と
の
い
ざ
こ
ざ
を
起
し
た
た
め
、
同
年
九
月
に
主
任
司
祭
を
罷
免
さ
れ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｙ

は
市
所
有
の
Ａ
教
区
教
会
堂
を
占
有
し
続
け
、
翌
年
二
月
に
後
任
の
主
任
司
祭
に
任
命
さ
れ
た
Ｘ
に
対
し
て
も
、
教
会
堂
の
鍵
の
引
渡

し
を
拒
否
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
は
緊
急
審
理
の
手
続
き
で
Ｙ
に
対
し
教
会
堂
の
鍵
の
引
渡
し
を
求
め
て
訴
訟
を
提
起
し
た
。
こ
れ

に
対
し
Ｙ
は
、
司
教
に
よ
る
Ｙ
の
罷
免
お
よ
び
Ｘ
の
任
命
は
教
会
法
規
定
に
違
反
し
、
無
効
で
あ
る
と
抗
弁
し
た
。
だ
が
、
原
審
判
決

は
、
「高
位
聖
職
者
が
な
し
た
Ｘ
と
Ｙ
に
つ
い
て
の
措
置
が
教
会
法
の
規
定
に
適
合
す
る
か
否
か
を
調
査
し
、
そ
れ
を
審
査
す
る
の
は
当

院
の
権
限
に
は
属
し
な
い
」
と
判
示
し
つ
つ
、
Ｙ
の
主
張
を
斥
け
、
Ｙ
に
対
し
鍵
の
引
渡
し
を
命
じ
た
の
で
、
Ｙ
は
破
毀
上
告
す
る
に

及
ん
だ
。
教
会
堂
の
使
用
権
は
聖
職
位
階
に
属
し
司
教
と
つ
な
が
る
司
祭
に
だ
け
認
め
ら
れ
る
と
す
る
、　
一
で
述
べ
た
判
例
法
理
を
前

提
と
す
れ
ば
、
本
件
で
残
さ
れ
た
争
点
は
Ｙ
の
罷
免
お
よ
び
Ｘ
の
任
命
に
つ
い
て
の
教
会
法
上
の
効
力
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
破
毀
院

は
こ
の
点
の
審
査
権
に
つ
き
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

司
教
が
下
し
た
Ｙ
の
罷
免
は
正
当
で
あ
り
、
教
会
法
の
規
定
に
適
合
す
る
か
、
あ
る
い
は
逆
に
、
Ｙ
が
申
立
書
に
お
い
て
明
確
に
主
張
し
た

よ
う
に
そ
の
罷
免
が
教
会
法
の
観
点
で
無
効
の
瑕
疵
を
帯
び
て
い
な
い
か
ど
う
か
、
を
攻
撃
さ
れ
た
判
決
が
審
査
す
る
の
を
拒
否
し
た
こ
と

を
上
告
理
由
は
非
難
す
る
が
、
そ
れ
に
は
根
拠
が
な
い
。
Ｘ
お
よ
び
Ｙ
に
対
し
高
位
聖
職
者
が
と
っ
た
措
置
が
教
会
法
の
規
定
に
適
合
す
る
か

ど
う
か
を
調
査
し
、
そ
れ
を
審
査
す
る
の
は
控
訴
院
の
権
限
に
属
し
な
い
と
正
当
に
判
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
控
訴
院
が
そ
の
申
立
を
斥
け
た

の
は
適
法
で
あ
る
。



裁
判
所
が
こ
の
よ
う
に
宗
教
教
師
の
任
命
、
罷
免
の
教
会
法
上
の
効
力
に
つ
い
て
の
審
査
権
を
明
確
に
否
定
す
る
が
、
そ
れ
は
い
か

な
る
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
右
の
破
毀
院
判
決
は
こ
の
点
を
明
確
に
し
な
か
っ
た
。
だ
が
他
の
判
例
を
見
る
と
、
そ
の
審
査
権

否
定
が
、
司
教
と
司
祭
と
の
間
が
契
約
関
係
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
と
と
も
に
、
政
教
分
離
の
下
で
は
宗
教
教
師
の
任
命
、
罷
免
は
専

ら
教
会
当
局
の
み
が
決
定
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
裁
判
所
が
そ
の
決
定
に
介
入
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
考
慮
に
依
拠
す
る
も
の
だ
と

い
う
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
点
は
次
の
二
つ
の
判
決
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

第

一
に
、　
一
九
〇
七
年
二
月

一
三
日
の
オ
ー
リ
ヤ
ッ
ク
民
事
裁
判
所
判
決
で
あ
る
。
事
案
は
、
あ
る
教
区
の
主
任
司
祭
で
あ

っ
た
Ｘ

が
、
そ
の
教
区
を
管
轄
す
る
司
教
Ｙ
等
に
よ
り
虐
待
的
扱
い
を
受
け
、
主
任
司
祭
を
不
当
に
罷
免
さ
せ
ら
れ
た
な
ど
と
主
張
し
て
、
Ｘ

が
Ｙ
等
の
虐
待
的
扱
い
の
た
め
が
Ｘ
が
被

っ
た
損
害
の
賠
償
を
Ｙ
等
に
対
し
求
め
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
本
件
に
お
い
て
裁
判
所
は

次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

普
通
法
裁
判
所
が
審
判
す
る
こ
と
が
で
き
る
債
務
を
生
ぜ
じ
め
る
い
か
な
る
民
法
上
の
契
約
も
、
司
教
区
の
司
教
と
そ
の
小
教
区
の
聖
職

者
と
の
間
に
は
存
し
な
い
。
教
会
法
上
の
制
度
は
司
教
に
対
し
司
祭
の
任
命
お
よ
び
罷
免
の
絶
対
的
な
権
利
を
与
え
る
。
・…
‥
教
会
と
国
家
の

分
離
の
制
度
の
下
に
お
い
て
、
い
か
な
る
法
律
条
文
も
、
裁
判
所
に
対
し
、
聖
職
者
の
内
部
規
律
に
介
入
し
、
司
教
が
自
己
の
権
限
を
完
全
に

享
受
し
た
状
態
で
下
し
た
決
定
を
続
制
す
る
の
を
許
し
て
い
な
い
。

第
二
は
、　
一
九

一
一
年
二
月

一
五
日
の
ポ
ー
控
訴
院
判
決
で
あ
る
。
本
件
で
は
司
祭
の
任
命
方
法
に
対
す
る
司
法
統
制
が
可
能
か
ど

う
か
が
争
わ
れ
、
裁
判
所
は
こ
の
点
に
つ
き
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

政
教
分
離
法
に
よ
り
、
国
は
、
宗
教
教
師
の
任
命
、
宗
教
の
地
域
的
組
織
、
す
な
わ
ち
各
種
の
教
区
の
創
設
、
区
割
り
に
介
入
す
る
こ
と
を

断
念
し
た
。
同
法
以
来
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗
教
教
師
の
任
命
、
司
教
区
ま
た
は
小
教
区
の
創
設
お
よ
び
区
割
り
は
ロ
ー
マ
教
皇
あ
る
い
は
司
教

区
の
権
限
に
属
す
る
。
・…
‥
司
法
機
関
は
、
司
教
区
が
宗
教
教
師
の
任
命
に
関
し
て
教
会
法
の
規
定
に
従
っ
た
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
権
限
を
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持
た
な

い
。

（６２
）

な
お
、
東
方
正
教
会
の
司
祭
の
罷
免
に
関
し
て
も
同
様
の
判
例
が
あ
る
。

２
　
懲
戒
等

審
査
権
を
否
定
す
る
判
例
は
宗
教
教
師
の
懲
戒
に
つ
い
て
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
種
の
判
例
は
多
い
が
、
若
千
の
例
を
挙
げ
る
と
、
ま

ず

一
九

一
三
年

一
月

一
五
日
の
ド
ラ
ギ
ニ
ャ
ン
民
事
裁
判
所
判
決
が
あ
る
。
そ
の
事
案
は
、
司
教
が
管
轄
下
の
主
任
司
祭
を
突
然
か
つ

専
横
的
に
罷
免
す
る
と
と
も
に
、
ス
ス
ペ
ン
シ
オ
と
呼
ば
れ
る
聖
職
停
止
制
裁

♂
〓
∽５
９
∽ｃ

を
彼
に
科
し
た
の
で
、
そ
の
司
祭
が
司

教
に
対
し
損
害
賠
償
を
求
め
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
「教
会
と
国
家
の
分
離
の
制
度
の
下
に
お
い
て
、
い
か
な
る
法
律
条

文
も
、
裁
判
所
に
対
し
、
司
教
が
自
己
の
権
利
を
完
全
に
享
受
し
た
状
態
で
下
し
た
司
教
の
命
令
を
統
制
す
る
の
を
許
し
て
い
な
い
。

…
…
し
た
が
っ
て
、
自
己
の
司
教
区
の
主
任
司
祭
に
対
し
て
司
教
が
な
し
た
罷
免
、
聖
職
停
止
の
処
分
は
、
世
俗
裁
判
所
の
統
制
お
よ

び
審
査
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
宗
教
教
師
の
懲
戒
の
審
査
権
を
明
確
に
否
定
し
た
。

カ
ト
リ
ッ
ク
司
祭
に
対
す
る
イ
ン
プ
リ
マ
チ
ュ
ー
ル
と
い
う
出
版
許
可
含
日
■

―
”
けξ
）
の
拒
否
等
に
つ
い
て
は
、　
一
九

一
二
年

一
一

月
二
日
の
セ
ー
ヌ
民
事
裁
判
所
判
決
が
あ
る
。
こ
の
判
決
は
、
聖
書
の

「
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
」
の
注
解
書
を
著
し
た
司
祭
に
対
し
パ
リ
大

司
教
が
行
っ
た
出
版
許
可
の
拒
否
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
そ
の
教
会
法
上
の
効
力
に
つ
い
て
審
査
し
な
か
っ
た
。
「出
版
許

可
の
請
求
を
受
け
た
パ
リ
大
司
教
は
、
そ
れ
に
対
し
適
切
に
答
え
る
た
め
、
司
教
区
の
教
権
の
首
長
た
る
地
位
で
行
為
す
る
。
彼
は
検

閲
に
か
か
る
著
書
が
信
者
の
手
に
渡
っ
て
も
よ
い
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
唯

一
の
裁
判
官
で
あ
る
。
そ
の
決
定
は
彼
の
良
心
に
の
み
依

存
す
る
」
と
。
さ
ら
に
同
判
決
は
、
同
じ
司
祭
に
対
し
別
の
司
教
が
な
し
た
ミ
サ
執
行
許
可

お
ｏ】９
【ｏこ

の
取
消
等
の
懲
戒
に
つ
い
て

も
、
「
司
教
〕
の
行
為
は
彼
の
良
心
に
の
み
依
存
し
、
世
俗
裁
判
所
に
よ
る
統
制
お
よ
び
審
査
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
か

ら
、
や
は
り
そ
の
処
分
の
教
会
法
上
の
効
力
に
つ
い
て
の
審
査
も
し
な
か
っ
た
。



ま
た
、
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
牧
師
に
対
す
る
説
教
停
止
の
制
裁
を
裁
判
的
統
制
の
対
象
と
は
し
な
い
判
例
も
あ
（馳

。
そ
の
他
、
修
道

士
の
除
名
処
分
に
関
す
る
損
害
賠
償
事
件
に
お
い
て
、
「除
名
権
の
行
使
は
司
法
機
関
の
統
制
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
号
」と
を
明
ら
か

（６６
）

に
す
る
判
例
も
多
い
。

な
お
、
宗
教
教
師
の
懲
戒
で
は
な
い
が
、
宗
教
教
師
の
教
会

へ
の
入
会
に
つ
い
て
前
述
の
判
例
と
同
様
の
姿
勢
を
示
す
も
の
が
あ
る
。

一
九

一
二
年

一
一
月
二
日
の
セ
ー
ヌ
民
事
裁
判
所
判
決
が
そ
れ
で
あ
る
。
事
案
は
、
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
宗
教
教
師
が
教
会
の
包
括
団

体
で
あ
る
連
合
教
会
に
対
し
入
会
願
を
出
し
た
が
、
大
会
が
拒
否
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
拒
否
が
不
当
で
あ
る
と
主
張
し
て
そ
れ
に
よ
る

損
害
の
賠
償
を
連
合
教
会
に
対
し
て
請
求
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
説
き
宗
教
教
師
の
請
求
を
斥
け
た
。

一
九
〇
五
年

一
二
月
九
日
の
法
律
に
よ
る
政
教
分
離
以
来
、
裁
判
所
は
神
学
上
の
審
査
に
か
か
わ
る
こ
と
に
よ
り
宗
教
領
域
を
侵
害
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
結
果
、
教
会
は
自
治
権
、
す
な
わ
ち
教
会
に
と
っ
て
適
当
と
思
わ
れ
る
司
祭
あ
る
い
は
牧
師
を
採
用
す
る
権
利
を
持

ち
、
し
か
も
そ
の
権
利
は
、
叙
任
あ
る
い
は
罷
免
を
批
判
ま
た
は
承
認
す
る
た
め
の
裁
判
所
に
よ
る
介
入
を
受
け
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
所
は
、
…
…
連
合
教
会
が
牧
師
の
願
い
出
た
入
会
を
彼
に
対
し
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
、

あ
る
い
は
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

３
　
内
部
規
律
を
前
提
問
題
と
す
る
事
件

以
上
に
見
た
判
例
か
ら
、
宗
教
教
師
の
任
命
、
罷
免
、
懲
戒
等
の
教
会
の
内
部
規
律
と
教
会
法
と
の
適
合
性
の
審
査
権
が
否
定
さ
れ

る
こ
と
は
明
確
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
フ
し
た
点
が
前
提
問
題
と
な
る
訴
訟
に
裁
判
所
が
接
す
る
場
合
、
裁
判
所
が
い
か
な
る
態
度
を

と
る
か
が
問
題
と
な
る
が
、
判
例
は
、
裁
判
所
が
、
当
該
処
分
が
そ
の
ま
ま
有
効
な
も
の
と
し
て
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
裁
判
す
る
姿

勢
を
示
す
。
こ
れ
を
示
す
判
例
と
し
て
、
一
九
〇
七
年

一
二
月
二
七
日
の
マ
ル
マ
ン
ド
民
事
裁
判
所
判
決
が
あ
る
。
事
案
は
、
カ
ト
リ
ッ

ク
司
祭
Ｙ
は
聖
職
停
止
制
裁
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
教
区
教
会
堂
で
葬
儀
を
執
行
し
、
墓
地
で
赦
蒔
↑
σ
∽ｏ
】」
け【８
）―
―
司
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祭
が
遺
骸
の
上
で
行
う
祈
碍
で
、
死
者
に
対
す
る
赦
免
を
祈
願
す
る
も
の
―
―
を
行
っ
た
後
、
説
教
を
し
た
と
こ
ろ
、
同
教
区
の
主
任

司
祭
Ｘ
は
Ｙ
の
行
為
に
よ
り
精
神
的
損
害
を
被

っ
た
と
し
て
Ｙ
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
本
件
に
お
い
て

Ｙ
は
聖
職
停
止
の
状
態
に
あ

っ
た
こ
と
を
否
認
し
た
が
、
裁
判
所
は
事
実
認
定
に
お
い
て
こ
れ
を
斥
け
た
後
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て

Ｙ
に
対
し
損
害
賠
償
の
支
払
を
命
じ
た
。

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
一
般
組
織
の
規
則
に
よ
れ
ば
、
司
教
は
自
己
の
司
教
区
の
カ
ト
リ
ッ
ク
司
祭
に
対
し
聖
職
停
止
制
裁
の
決
定
を
下
す

権
限
を
持
つ
。
裁
判
所
は
そ
の
理
由
を
審
査
す
る
資
格
を
持
た
ず
、
決
定
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
、
そ
の
決
定
は
、
権
限
あ
る
機
関
に
よ
り
破
毀
さ
れ
な
か
っ
た
か
ぎ
り
、
有
効
な
も
の
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
Ｙ
は
正
当
に
聖
職
停
止
の
状
態
に
あ
る
も
の
と
見
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、　
一
で
見
た
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
主
任
司
祭
の
任
命
お
よ
び
罷
免
の
教
会
法
上
の
効
力
に
つ
い
て
審
査
し
な
か
っ
た
前
述
の
破
毀

院
判
決
も
、
同
様
に
そ
の
任
免
行
為
を
前
提
と
し
て
、
教
会
堂
の
使
用
権
の
帰
属
に
つ
い
て
判
断
し
た
。
二
で
述
べ
た
教
会
堂
不
法
占

拠
事
件
に
お
け
る
裁
判
所
の
姿
勢
も
基
本
的
に
同
様
で
あ
る
。

以
上
の
判
例
を
総
合
的
に
検
討
す
れ
ば
、
裁
判
所
は
宗
教
教
師
の
任
命
、
罷
免
、
懲
戒
等
の
教
会
の
内
部
規
律
に
関
す
る
自
律
権
を

承
認
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
教
会
当
局
に
よ
る
そ
れ
ら
の
決
定
が
教
会
法
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
裁
判
所
が
審

査
し
な
い
が
、
こ
の
点
に
関
し
、
ジ
ャ
ッ
ク

・
ロ
ベ
ー
ル
は
、
教
会
法
の
制
定
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
解
釈
の
権
限
も
教
会
当
局
の
み
に

専
属
す
る
と
い
う
考
え
を
示
す
。
訴
訟
に
お
い
て
教
会
当
局
に
よ
る
懲
戒
処
分
等
の
教
会
法
上
の
効
力
が
争
わ
れ
て
も
、
裁
判
所
は
そ

れ
を
審
査
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
処
分
が
正
当
か
つ
有
効
な
も
の
と
し
て
実
体
判
断
を
す
る
の
も
、
同
様
の
考
え
に
立
脚
す
る
も
の
と

い
え
よ
う
。
結
局
、
裁
判
所
は
、
教
会
の
内
部
規
律
が
教
会
法
上
有
効
で
あ
る
か
ど
う
か
を
不
間
に
し
て
、
礼
拝
用
建
物
の
使
用
権
の

帰
属
等
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
際
、
裁
判
所
が
審
査
す
る
の
は
、
例
え
ば
あ
る
宗
教
教
師
が
任
命
さ
れ
た
の
か
、



聖
職
停
止
制
裁
を
受
け
た
の
か
、
と
い
う
事
実
問
題
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

五
　
信
徒
に
対
す
る
宗
教
教
師
の
決
定

教
会
内
で
宗
教
教
師
が
信
徒
に
対
し
て
行
う
決
定
に
対
す
る
裁
判
所
の
態
度
も
、
前
述
の
審
査
権
を
否
定
す
る
判
例
と
同
様
で
あ
る
。

判
例
に
登
場
し
て
い
る
こ
の
種
の
決
定
と
し
て
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

１
　
代
父
の
拒
否

主
任
司
祭
に
よ
る
代
父
―
―
洗
礼
に
立
会
う
と
と
も
に
、
洗
礼
時
に
受
洗
者
と
そ
の
実
親
が
神
に
対
し
て
行
う
約
束
の
保
証
人
と
な

る
者
―
―
の
拒
否
に
関
し
て
、　
一
九

一
〇
年
五
月
二
日
の
エ
ピ
ナ
ル
民
事
裁
判
所
判
決
が
あ
る
。
事
案
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
カ
ト

リ
ッ
ク
信
者
Ｘ
は
そ
の
教
区
の
主
任
司
祭
Ｙ
に
対
し
、
自
己
の
新
生
児

へ
の
洗
礼
授
与
を
願
い
出
る
と
と
も
に
そ
の
代
父
を
指
名
し
た
。

だ
が
、
Ｘ
が
代
父
に
指
名
し
た
人
物
は
教
会
維
持
費

貧
９
】Ｒ
３

８
】けｃ

ｌ
ｌ
政
教
分
離
法
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
国
か
ら
の
補
助
金
に

代
っ
て
、
教
会
を
維
持
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
の
献
金
―
―
を
支
払
わ
な
い
ば
か
り
か
、
反
教
権
主

義
的
な
見
解
を
公
言
す
る
者
の
未
成
年
の
息
子
で
あ

っ
た
の
で
、
Ｙ
は
そ
の
人
物
を
代
父
と
す
る
こ
と
を
拒
否
し
、
他
の
者
を
代
父
と

し
て
Ｘ
の
子
ど
も
に
洗
礼
を
授
け
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
は
こ
れ
に
よ
り
損
害
を
被

っ
た
と
し
て
、
Ｙ
に
対
し
損
害
賠
償
を
求
め
た
。
そ
の

際
Ｘ
は
、
Ｘ
と
Ｙ
と
の
関
係
を
委
任
契
約
の
関
係
と
把
握
し
た
上
で
、
Ｙ
は
儀
式
の
執
行
を
引
受
け
た
後
に
は
委
任
者
の
意
思
に
反
し

て
聖
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
旨
を
主
張
し
た
。
だ
が
、
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
、
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
し
た
。

教
会
と
国
家
の
分
離
に
関
す
る
諸
法
律
は
、
良
心
の
自
由
を
保
護
し
、
法
律
が
公
の
秩
序
の
た
め
に
規
定
す
る
制
限
の
み
に
服
す
る
礼
拝
の

自
由
な
執
行
を
保
障
す
る
。
そ
の
結
果
、
司
祭
は
、
そ
の
聖
務
の
際
、
一品
位
聖
職
者
に
よ
る
統
制
以
外
に
は
統
制
を
受
け
ず
に
教
会
法
規
を
適

用
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
と
も
に
、
人
は
司
祭
の
聖
務
の
協
力
を
求
め
る
こ
と
は
義
務
づ
け
ら
れ
な
い
が
、
司
祭
に
条
件
つ
き
で
職
務
を
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行
う
よ
う
に
強
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
・…
‥
司
祭
は
決
し
て
他
人
の
た
め
に
行
為
す
る
受
任
者
で
は
な
く
、
教
会
規
則

に
従
い
祭
儀
を
執
行
す
る
宗
教
教
師
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
規
則
に
関
す
る
審
査
権
は
世
俗
裁
判
所
に
は
属
し
な
い
。

右
の
判
決
も
、
三
で
見
た
判
例
が
示
し
た
司
祭
と
司
教
と
の
関
係
と
同
様
に
、
宗
教
教
師
の
信
徒
に
対
す
る
聖
務
の
執
行
は
宗
教
教

師
と
信
徒
と
の
契
約
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
。
そ
う
で
は
な
く
、
宗
教
教
師
の
聖
務
執
行
に
関
す
る
事
項
は
教
会
法
規
に
基
づ
く
も
の

で
あ
る
の
で
、
そ
れ
は

一
般
的
に
裁
判
所
に
よ
る
審
査
の
対
象
で
は
な
い
と
い
う
結
論
が
出
さ
れ
て
い
る
。

２
　
葬
儀
執
行
の
拒
否

一
九

一
〇
年
二
月

一
五
日
の
グ
ラ
ッ
ク
民
事
裁
判
所
判
決
で
は
、
宗
教
教
師
に
よ
る
葬
儀
執
行
の
拒
否
の
教
会
規
則
と
の
適
合
性
に

つ
い
て
の
審
査
権
の
問
題
が
間
接
的
に
取
扱
わ
れ
て
い
る
。
事
案
は
や
や
複
雑
で
あ
る
。
Ｐ
市
の
市
長
で
あ
る
と
同
時
に
Ｐ
教
会
の
実

践
的
信
者
で
も
あ
る
Ｙ
の
従
兄
弟
Ｃ
は
、
Ｙ
の
許
に
転
居
し
て
二
年
後
、
同
地
で
死
亡
し
た
。
そ
こ
で
Ｙ
は
、
主
任
司
祭
Ｘ
に
対
し
葬

儀
の
協
力
を
要
請
す
る
と
と
も
に
、
Ｐ
教
会
の
規
則
に
従

っ
て
、
Ｃ
が
支
払
う
べ
き
教
会
維
持
費
の
未
払
分
の
支
払
い
な
ら
び
に
葬
儀

費
用
の
支
払
い
を
申
し
出
た
。
こ
れ
に
対
し
Ｘ
は
、
Ｙ
の
申
し
出
を
受
け
入
れ
ず
、
教
会
規
則
に
つ
い
て
の
異
な
る
解
釈
に
依
拠
し
て
、

次
の
よ
う
に
Ｙ
に
回
答
し
た
。
①
Ｃ
は
Ｙ
の
家
族
に
属
す
る
。
②
Ｙ
は
そ
の
世
帯
主
と
し
て
、
Ｃ
が
支
払
う
べ
き
教
会
維
持
費
の
未
払

分
の
み
な
ら
ず
、
同
世
帯
の
他
の
構
成
員
が
支
払
う
べ
き
教
会
維
持
費
を
も
支
払
い
、
加
え
て
将
来
に
わ
た
っ
て
こ
の
未
払
分
を
規
則

正
し
く
支
払
う
こ
と
を
約
束
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
。
だ
が
Ｙ
は
、
Ｃ
が
Ｙ
の
家
族
と
は
異
な
る
家
族
を
構
成
す
る
と
い
う
考
え
か

ら
Ｘ
の
異
議
は
誤
っ
て
い
る
と
判
断
し
て
Ｘ
の
要
請
に
応
じ
ず
、
ま
た
Ｘ
の
行

っ
た
規
則
の
解
釈
に
つ
き
司
教
区
に
裁
定
を
求
め
る
こ

と
も
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
Ｘ
に
よ
る
葬
儀
執
行
の
拒
否
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｙ
は
Ｃ
の
遺
骸
を
教
会
堂
に
運
び
入
れ
、
親
族
と
と

も
に
宗
教
儀
式
を
行
い
、
さ
ら
に
後
日
、
教
会
堂
が
祭
儀
執
行
停
止
に
な
っ
た
こ
と
を
無
視
し
て
、
教
会
堂
に
立
ち
入
り
、
家
族
と
と

も
に
祈
蒔
を
行
っ
た
。
そ
こ
で
Ｘ
は
Ｙ
の
行
為
に
よ
り
教
会
堂
の
占
有
者
と
し
て
の
権
利
が
侵
さ
れ
た
と
し
て
損
害
賠
償
を
訴
求
し
た
。



こ
れ
に
対
し
、
Ｙ
は
抗
弁
の
中
で
Ｘ
に
よ
る
葬
儀
の
拒
否
が
不
当
で
あ

っ
た
と
い
う
旨
の
主
張
を
し
た
。
裁
判
所
が
Ｙ
の
抗
弁
の
当
否

を
本
格
的
に
審
理
す
る
た
め
に
は
、
Ｘ
に
よ
る
葬
儀
執
行
拒
否
決
定
に
つ
い
て
葬
儀
な
ら
び
に
教
会
維
持
費
に
関
す
る
教
会
規
則
と
の

適
合
性
の
審
査
が
不
可
欠
で
あ

っ
た
が
、
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
そ
の
審
査
権
を
否
定
し
た
。

宗
教
教
師
が
彼
の
職
務
に
対
し
教
会
当
局
に
よ
り
自
由
に
定
め
ら
れ
る
報
酬
を
請
求
す
る
の
は
適
法
で
あ
る
。
そ
し
て
、
教
会
当
局
は
、
自

己
の
規
則
を
解
釈
、
適
用
す
る
権
限
を
持
つ
唯

一
の
者
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｙ
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
Ｘ
が
Ｐ
教
会
の
規
則
に
違
反
し
た

か
ど
う
か
を
、
審
査
す
る
資
格
も
権
限
も
司
法
機
関
に
は
存
し
な
い
。

Ｙ
は
正
当
な
理
由
な
く
職
務
を
拒
否
し
た
と
Ｘ
を
非
難
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

裁
判
所
は
こ
の
よ
う
に
主
任
司
祭
に
よ
る
葬
儀
執
行
の
拒
否
に
つ
い
て
の
教
会
規
則
と
の
適
合
性
の
審
査
権
を
否
定
す
る
。
も

っ
と

も
、
こ
の
審
査
権
の
否
定
は
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
拒
否
決
定
が
専
ら
教
会
規
則
の
解
釈
、
適
用
に
関
わ
る
場
合
に
妥
当
す
る
。
し
た

が
っ
て
、
主
任
司
祭
と
故
人
と
の
間
に
葬
儀
執
行
に
関
す
る
世
俗
上
の
契
約
が
存
す
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
審
判
す
る
こ
と
に
躊
躇

し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
主
任
司
祭
に
よ
る
葬
儀
執
行
の
拒
否
は
彼
の
損
害
賠
償
責
任
を
理
由
づ
け
る
こ
と
に
な
組
。

３
　
をホ
教
儀
式
の
式
次
第
の
決
定

こ
の
種
の
決
定
も
司
法
統
制
に
服
さ
な
い
。
遺
族
が
、
故
人
の
遺
言
に
従
い
、
ラ
テ
ン
語
お
よ
び
グ
レ
ゴ
リ
ア
聖
歌
を
用
い
て
葬
儀

の
ミ
サ
を
執
行
す
る
こ
と
を
希
望
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
主
任
司
祭
は
そ
れ
を
拒
否
し
、　
一
部
を
除
き
フ
ラ
ン
ス
語
で
ミ
サ
を
執
行

し
た
の
で
、
遺
族
が
損
害
賠
償
を
求
め
た
と
い
う
事
件
に
お
い
て
、
裁
判
所
が
、
「
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
は
、
主
任
司
祭
が
定
め
た
葬
儀
の

式
次
第
に
対
し
て
裁
判
所
が
判
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
反
対
す
る
」
と
判
示
し
た
判
例
が
あ
穂
。

ま
た
、
宗
教
儀
式
の
際
に
教
会
の
鐘
を
鳴
ら
す
べ
き
か
否
か
は
、
専
ら
宗
教
教
師
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
、
こ
の
点
に
つ
き
裁
判
所
は

審
査
し
な
い
。
宗
教
儀
式
の
前
に
主
任
司
祭
の
意
に
反
し
て
教
会
の
鐘
を
鳴
ら
し
た
者
に
対
し
、
主
任
司
祭
が
損
害
賠
償
を
求
め
た
と
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こ
ろ
、
被
告
の
方
で
は
慣
行
に
従
い
鳴
ら
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
反
論
し
た
と
い
う
事
件
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

「宗
教
教
師
は
い
裁
判
所
が
審
査
す
る
必
要
の
な
い
一
定
の
状
況
に
応
じ
て
、
教
会
の
鐘
を
鳴
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ど
う
か
を

知
る
唯

一
の
裁
判
官
で
あ
る
」
と
。

以
上
の
よ
う
に
、
宗
教
教
師
に
よ
る
信
者
に
対
す
る
教
会
内
で
の
諸
決
定
が
教
会
法
規
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
、
裁
判
所
は
審
査

し
な
い
。
そ
の
よ
う
な
決
定
は
専
ら
宗
教
教
師
、
教
会
当
局
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
裁
判
所
が
宗
教
教
師
に
よ

る
諸
決
定
に
つ
き
審
査
を
控
え
る
こ
と
に
よ
り
、
宗
教
教
師
の
教
会
堂
内
で
の
内
部
規
律
権
を
広
範
に
認
め
る
判
例
と
相
侯

っ
て
、
教

区
民
に
対
す
る
主
任
司
祭
の
権
威
が
高
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
、
政
教
分
離
制
度
の
下
で
の
教
区
民
に
対
す
る
主
任
司
祭
の
立
場
は
、
明

文
で
主
任
司
祭
に
よ
る
小
教
区
の
管
理
を
認
め
て
い
た
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
の
時
よ
り
も
強
く
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

一ハ
　
宗
教
的
戒
律

の
解
釈

一
九
七
六
年

一
〇
月
二
九
日
の
パ
リ
大
審
裁
判
所
判
決
に
お
い
て
、　
ュ
ダ
ヤ
教
の
戒
律
の
解
釈
、
適
用
の
適
否
に
つ
い
て
の
裁
判
所

の
審
査
権
が
問
題
に
な
っ
た
。
事
案
を
略
述
す
る
と
、
カ
シ
ェ
ル
お
”
∽汗
じ
―
―

ュ
ダ
ヤ
教
の
食
物
に
関
す
る
戒
律
に
お
い
て
食
し
て

よ
い
と
さ
れ
る
食
物
―
―
の
食
肉
の
た
め
の
祭
儀
的
屠
殺
を
許
可
さ
れ
て
い
た
屠
殺
業
者
Ｘ
は
、　
ユ
ダ
ヤ
教
団
の
宗
教
裁
判
所
で
あ
る

ラ
ビ
裁
判
所
か
ら
カ
シ
ェ
ル
の
屠
殺
許
可
の
取
消
判
決
を
受
け
る
と
と
も
型́
ヽ
そ
れ
に
基
づ
き
パ
リ
の
ユ
ダ
ヤ
教
長
老
会
Ｙ
に
よ
り
そ

の
許
可
を
取
消
さ
れ
た
の
で
、
Ｘ
が
Ｙ
に
対
し
そ
の
取
消
に
よ
り
被

っ
た
損
害
の
賠
償
を
求
め
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
本
件
で
は
、

ユ
ダ
ヤ
教
の
戒
律
に
お
い
て
カ
シ
ェ
ル
の
屠
殺
許
可
の
取
消
が
ラ
ビ
裁
判
所
の
自
由
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
た
。

Ｘ
は
、
こ
の
取
消
権
に
つ
き
、　
ユ
ダ
ヤ
教
の
祭
儀
に
つ
い
て
の
重
要
な
原
則
の
尊
重
に
由
来
す
る
限
界
が
存
す
る
と
い
う
見
解
に
立
っ

て
、
Ｘ
は
祭
儀
を
尊
重
し
て
い
た
の
で
自
己

へ
の
屠
殺
許
可
は
取
消
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
主
張
し
た
。
だ
が
裁
判
所
は
、
Ｘ



の
主
張
を
斥
け
る
と
と
も
に
宗
教
的
戒
律
の
適
用
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
「宗
教
的
戒
律
の
適
用
が
正
当
で
あ
る
か
誤
っ
て

い
る
か
を
審
査
す
る
の
は
世
俗
裁
判
所
の
権
限
外
」
で
あ
り
、
ま
た
、
「本
件
に
お
い
て
ラ
ビ
裁
判
所
は
、
…
…
世
俗
裁
判
所
に
は
そ
の

適
用
の
権
限
の
な
い
ユ
ダ
ヤ
教
の
戒
律
に
従

っ
て
祭
儀
上
の
職
務
を
な
さ
し
め
た
だ
け
で
あ

っ
た
」
と
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
判
例
は
、
ラ
ビ
裁
判
所
の
判
決
に
お
け
る
戒
律
の
適
用
の
適
否
に
つ
い
て
も
裁
判
所
が
審
査
権
を
持
た
な
い
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
は
宗
教
団
体
の
自
律
権
の
観
点
か
ら
も
注
目
さ
れ
よ
う
。

ま
た
、
宗
教
団
体
の
内
部
紛
争
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、　
ユ
ダ
ヤ
教
の
グ
ッ
ト

Ｆ
お
けこ

―
―
夫
が
妻
に
手
渡
す
離
縁
状
で
あ

り
、　
ユ
ダ
ヤ
教
に
よ
れ
ば
こ
れ
を
得
な
い
か
ぎ
り
婦
人
は
離
婚
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
再
婚
も
で
き
な
い
―
―
に
関
す
る
判
例
で
、
宗

教
的
戒
律
に
つ
い
て
の
国
の
裁
判
所
の
解
釈
権
に
言
及
し
た
も
の
が
あ
る
。
事
案
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。　
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
女
性
Ｘ
が

ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
男
性
Ｙ
と
再
婚
し
、　
ユ
ダ
ヤ
教
の
宗
教
婚
を
望
ん
だ
。
だ
が
、
Ｘ
の
前
夫
Ｙ
は
民
法
上
は
離
婚
し
て
い
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
Ｘ
に
対
す
る
ゲ
ッ
ト
の
付
与
を
拒
ん
だ
。
Ｘ
は
、
Ｙ
の
拒
否
の
た
め
宗
教
上
は
再
婚
で
き
ず
、
そ
こ
で
こ
れ
に
よ
り
被

っ
た
損

害
の
賠
償
を
Ｙ
に
対
し
求
め
た
。
モ
つ
し
て
出
さ
れ
た
の
が
、　
一
九
五
七
年
二
月
二
二
日
の
セ
ー
ヌ
民
事
裁
判
所
判
決
で
あ
る
。
本
判

決
は
、
ゲ
ッ
ト
の
付
与
に
は
彼
ら
の
宗
教
的
表
明
を
伴
わ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｙ
は
Ｘ
に
対
し
悪
意
の
あ
る
拒
否
に
よ
り
損
害
を

生
ぜ
し
め
た
と
し
て
Ｙ
に
対
し
損
害
賠
償
を
命
じ
た
の
で
あ
る
が
、
判
決
理
由
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
判
示
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き

る
。
「世
俗
国
家
の
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
の
適
用
に
よ
っ
て
、
ラ
ビ
の
律
法
が
Ｘ
に
対
し
ゲ
ッ
ト
を
請
求
す
る
権
利
を
与
え
る
か
ど
う
か
、

あ
る
い
は
そ
の
律
法
が
Ｙ
に
対
し
そ
れ
を
付
与
す
る
よ
う
に
義
務
づ
け
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
こ
と
は
、
世
俗
裁
判
官
の
権
限
に
は

属
し
な
い
」
と
。
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ま
　
と
　
め

以
上
に
述
べ
た
こ
と
を
次
の
よ
う
に
総
括
し
え
よ
う
。
宗
教
領
域
に
お
け
る
国
の
無
権
限
を
意
味
す
る
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
は
、
国
の

裁
判
所
に
対
し
宗
教
領
域
に
介
入
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
。
そ
の
結
果
、
宗
教
上
の
紛
争
を
審
査
す
る
権
限
は
裁
判
所
に
は
属
し
な
い
。

判
例
は
こ
の
よ
う
な
法
理
を
明
確
に
認
め
て
き
た
。
判
例
に
よ
れ
ば
、
教
義
上
の
問
題
に
つ
い
て
の
裁
判
所
の
審
査
権
は
否
定
さ
れ
る
。

教
会
当
局
あ
る
い
は
宗
教
教
師
に
よ
る
教
会
法
、
宗
教
的
戒
律
の
解
釈
、
適
用
の
適
否
に
つ
い
て
の
審
査
権
も
否
定
さ
れ
る
。
裁
判
所

は
こ
の
よ
う
な
事
項
を
専
ら
宗
教
教
師
お
よ
び
教
会
当
局
の
判
断
に
委
ね
る
こ
と
に
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
審
査
を
厳
に
差
し
控
え
る
。

具
体
的
訴
訟
事
件
に
お
い
て
前
提
問
題
と
し
て
、
教
会
の
内
部
規
律
の
教
会
法
上
の
効
力
が
争
わ
れ
る
場
合
に
も
、
裁
判
所
は
、
そ
の

宗
教
上
の
紛
争
に
は
触
れ
な
い
。
そ
う
し
た
場
合
、
裁
判
所
は
、
問
題
と
な
る
効
力
を
自
ら
審
査
す
る
こ
と
な
く
、
宗
教
当
局
に
よ
る

教
会
法
の
適
用
の
結
果
生
じ
た
事
実
状
態
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
事
件
を
処
理
す
る
。
そ
の
際
、
裁
判
所
が
審
査
す
る
の
は
、
教
会

の
内
部
規
律
の
決
定
が
な
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
事
実
の
点
に
止
ま
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
は
、
教
義
上
の
問
題
、
な
ら
び
に
教
会
法
や
宗
教
的
戒
律
の
解
釈
、
適
用
等
に
つ
い
て
は
、

全
く
宗
教
当
局
の
判
断
に
委
ね
る
こ
と
に
よ
り
、
徹
底
し
て
宗
教
上
の
紛
争

へ
の
不
介
入
の
態
度
を
と
る
。
そ
の
理
由
は
、
法
原
理
上

は
、
宗
教
領
域
に
お
け
る
国
の
無
権
限
と
い
う
面
で
の
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
に
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
に
加
え
て
、
技
術
的
、

経
験
的
理
由
と
し
て
、
次
の
三
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
①
第

一
節
で
見
た
権
限
鍮
越
の
訴
の
制
度
が
政
教
分
離
に
伴
い
廃
止

さ
れ
た
こ
と
、
②
教
義
上
の
問
題
、
教
会
当
局
の
諸
決
定
等
に
つ
い
て
の
裁
判
所
の
審
査
能
力
の
欠
如
、
③
教
会
当
局
の
諸
決
定
の
当

否
を
争
う
者
は
教
会
内
の
裁
判
所
に
提
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
が
そ
れ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
と
く
に
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
宗
教



上
の
紛
争
の
大
部
分
が
関
係
す
る
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
固
有
の
状
況
、
す
な
わ
ち
明
確
な
聖
職
位
階
を
も
そ
の
理
由
と
し
て

指
摘
し
え
よ
う
。　
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、　
ロ
ー
マ
教
皇
―
―
司
教
―
―
司
祭
―
―
信
徒
と
い
う
整
然
と
し
た
階
層
社
会
を
な

す
。
こ
の
聖
職
位
階
は
政
教
分
離
法
で
は
明
文
で
は
承
認
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
裁
判
所
は
こ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
司

教
を
司
教
区
に
お
け
る
絶
対
的
支
配
者
と
見
な
し
た
。
そ
こ
で
、
教
義
上
の
問
題
あ
る
い
は
司
教
区
当
局
の
諸
決
定
に
関
す
る
紛
争
に

裁
判
所
が
直
面
し
た
場
合
、
裁
判
所
と
し
て
は
司
教
の
判
断
を
そ
の
ま
ま
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
実
際
、
裁

判
所
は
聖
職
位
階
に
属
す
る
こ
と
を
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
標
識
と
な
し
、
礼
拝
用
建
物
の
使
用
権
を
め
ぐ
る
事
件
に
お
い
て
は
、
聖
職

位
階
に
服
す
る
司
祭
お
よ
び
信
徒
に
の
み
そ
の
使
用
を
認
め
る
と
い
う
方
法
で
事
件
を
処
理
し
た
こ
と
か
ら
も
そ
れ
は
う
か
が
え
よ

、「′／。い
ず
れ
に
せ
よ
、
政
教
分
離
の
下
で
宗
教
上
の
紛
争
に
対
す
る
司
法
介
入
を
否
定
す
る
判
例
は
、　
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
に
お
け
る
権
限

鍮
越
の
訴
の
手
続
き
と
は
全
く
対
照
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
章
で
見
た
判
例
に
よ
り
司
法
統
制
に
服
さ
な
い
自
律
権
を
享
受
す
る
今

日
の
教
会
は
、
そ
の
裁
判
所
に
対
す
る
立
場
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、　
コ
ン
コ
ル
ダ
の
時
代
よ
り
も
は
る
か
に
有
利
に
な

っ
て
い
る
。

こ
の
点
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
政
教
分
離
の
持

つ
友
好
的
性
格
を
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

１
　
一
編
二
章
七
二
頁
。

２
　
＞
０
す
い
日
”
■
●
∽日
Ｑ
Ｆ
Ｏ
さ
や
Ｓ
ヽ
∽ヽ
ミヽ
こヽ
ヾ
ヽ
ミ
」や
ミ
ミ
ン
ヽヽ

Ｓヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ミ
・
けｏ
日
０
〓
・
『
ｏ
９
・
ＨΦ
Ｎ
）
つ
０
∝
Ｎ

３
　

「権
限
鍮
越
の
訴
」
を
指
す
場
合
で
も
、
次
の

「権
限
鍮
越
に
対
す
る
上
訴
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
＞
彎
【ｏ
●
∪
〓
σ
一Ｒ

無

く
』Ｒ
８

０
魚
けま
お
ド
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ミ
ヽヽ

ふ
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あ
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´
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コ
『
な
お
、
権
限
鍮
越
の
訴
の
制
度
に
関
す
る
文
献
と
し
て
次
の
も
の
が
あ

る
。
徳
永
千
加
子

「
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
公
法
に
お
け
る

『権
限
鍮
越
の
訴
』
に
つ
い
て
　
一
―
―
権
限
鍮
越
の
訴
と
行
政
訴
訟
―
―
」
早
稲
田
政
治
公
法

研
究
三
八
号

（
一
九
九
二
）
四
二
五
頁
以
下
、
同

「
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
公
法
に
お
け
る

「権
限
鍮
越
の
訴
』
に
つ
い
て
　
二
―
―
権
限
鍮
越
の
訴
と
司
法
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裁
判
と
の
関
係
―
―
」
同
三
九
号

（
一
九
九
二
）

一
七

一
頁
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下
。
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佐
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Ｆ

Ｓ

ヽヽ
■

マ
ふ
望

一ｂ
　
　
】）
●
σ
一ｏ
「
ｏ
け
（〕
〇
一けｏ
いうｏ
電
）
οヽ
　
いゃ
ｔ　
Ｏ
も
∞
Φ
Ｏ
‐
∞
Φ
∞
一
「
”
●
】
（）
」
ヽ
〓
”
０
・　
ｒ
．”
も
も
ｏ
】
０
０
●
〓
ヨ
①
Ｑ
”ヽ
σ
●
∽
”
　
一．い
も
ｏ
ｏ
」
ｏ
」
ｏ
一”
　
日
０
●
”
『ｏ

，
一０
う
０
●
∽̈
［”
一ヽ
ｏ
）
〓
μ

』
ヽ
ヽ
ざ

ヾ
い
ヽ
´
　
ヽ
ふ
”
ド
　
、
、

　
で
ヽ
Ｓ
い
ヽ

ο
Ｓ

・　
Ｈ
ｏ
Ｎ
Ｏ

ヽ
も
も

の
中
］
‐
∞
い
一
一
』
”
ｏ
Ｏ
Ｃ
ｏ
∽

０
●

一げ
“
●
く
ｏ
「
∽
【
●

・
ｒ

．”
ｏ
●
ｏ
】

ｏ
Ｏ
う
２
■
）
Ｏ

α
）”
σ
‘
∽

０
”
●
∽

】
”

』
●
『
¨
∽
も
ヽ
Ｃ
α
ｏ
い
ｏ
ｏ

Ｏ
」

（Ｃ
Ｏ
づ
∽
ｏ
〓

０
）円
””

，
　
お
ヽヽ
ミ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ミ
ミ
ン
ヽ
Ｓ
ヽ
ヽ
♪
】Φ
い
一
・
Ｃ
Ｎ
『
ド

・６
　
山
口
俊
夫

『概
説
フ
ラ
ン
ス
法
　
上
』
（東
京
大
学
出
版
会
、　
一
九
七
八
）
二
四
二
頁
。

・７
　
権
限
鍮
越
の
訴
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
論
者
の
間
で
も
見
解
が
分
か
れ
て
い
た
。
特
別
な
形
態
の
訴
訟
手
続
と
す
る
見
解
と
し
て
、

Ｏ
ｏ
ヽ
”
『，

Ｓ

ヽヽ
■

も
∞
ら

訴
訟
手
続
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
見
解
と
し
て
、
同
０
２
営
Ｏ
ｒ
Ｒ
ｏ
ｌ
一彎
ｐ

『
ミ

ミヽ
ふ

や
ヽ
ミ
ヽ
ミ
と
ヽ
ミ
ミ
ヽヽ
こ
ミ
ヽヽ
ヽ

，



［
０
５
つ
０

】
【

・　
〓
∞
０
い

・　
ｏ
∝
卜
｝
Ｈ）
〓
う
ヽ
ｏ
い
。　
０
ヽ
　
ヽ
、ヽ
・　
●
卜
¨
〇
一
【ヽ
“
●
く
ｏ
『
∽
一●

・　
ヽ
ヽ
　
い
、ヽ

）
Ｏ
Ｎ
Ｎ
０

・８

　

∪
・
ｇ
Ｒ

。
け
の
Ｐ

ざ

や
ｏ
ド

ｏ
ヽ

い
、

・
つ
∞
ｏ
Ｐ

∪
ｃ
ｏ
「
ｏ
ρ

ｏヽ

い
、

´
フ
ト
¨
Ｐ

ｒ
“
●
く
０

∽
す

・
Ｓ
一

ヽ
、

・
や
Ｎ
『
ド

ｒ
Ｌ
Ｅ

∪
ｏ

，
〓
”
く
ｏ

」
ｏ

０
０
ヽ
ヨ

ｏ
ユ

Ｐ

υ
も

や

ヽ
ヽ
ミ

ミ

ン

べヽ

ヽヽ

・
い
い
０

）
あ

ら

）
＞
ｏ
も
ｏ
●
０
】ｏ
ｏ

《
＞
ｏ
も
Ｑ

ｏ
ｏ
Ｅ
ヨ

ｏ

Ｑ
．”
ご
●
０

）
フ
ド

・９
　

ンヽ
ョ
ン
・
Ａ

・
ハ
ー
ド
ン
編
著

『現
代
カ
ト
リ
ッ
ク
事
典
』
（浜
寛
五
郎
訳
）
（
エ
ン
デ
ル
レ
書
店
、　
一
九
八
二
）
三
〇
頁
。

２０

　

０
０
「
ョ
ｏ
ユ

Ｆ

（ヽ

ヽ
■

つ
”

２．

　

ω
”
一
ｇ
ｐ

も
ヽ

い
■ヽ

０
∞
”

２２
　
∪
月
８
Ｐ
Ｓ

、ヽ
）
も
ふ
Ｐ
じ
口
σ
【Ｒ

２
０
３
ざ
喘【２
・
Ｓ

ヽヽ
■
つ
８
■
〇
民
】一ス
・
Ｓ

らヽ

・
も
言
”

”
一
　

〇
ヽ
０
　
〓
Φ

「
０
く
Ｌ
ｏ
ヽ

Ｐ
∞
卜
Ｐ

『
ｏ
●
一
●
一ｏ
ヽ

０
　
】
ダ
ヽ
０

，
い
く
の
ｏ
」
ｏ

α
ｏ

ｒ
く
ｏ
●
・
お
ヽ
ら
ミ
ヽ
ミ

ヽ
ヽ
％

ヽ
ミ
ヘ
冴

ヽ
ミ

Ｏ
ｏ
ヽ
´
ヽ
ミ

ヽ
」
や
ヽ
お

０
あ
‘
∞

２４

　

０
ヽ
９

ゆ
∞

」
Ｌ

】ド
け

〕
Φ
卜
Ｐ

Ｏ
，

ヽ
Ｐ

お
Ｆ

「
ヘ
ヘ
ミ
ヽ
ヽ

ヽ
，

ヽ
ミ
や

´

ヽ
ミ

の
ヽ
ミ
κ

ミ

ヽ
ド
〕ヽ
ミ

・
も

∞
９

２５

　

∪

∞
ｏ

ヨ

」

〓
∞
ｕ
ｒ

ω
Ｏ
崎
ｏ
Ｌ

ρ

力
ヽ
ヽ
ミ
ヽ
ヽ

ヽ
３

ヽ
ヽ
ヽ

冴

ヽ
ミ

０
ヽ
ヽ
％
ヽ
ヽ

ヽ
峙

き
，

ｏ
∞
い
【

２６

　

０
『

，

Ｎ
ヽ

ヨ

２

］
∝
卜
Ｆ

π
ｏ
Ｏ
①
″

お
ヽ
ヽ
ミ
ヽ
ヽ

ヽ
δ

ヽ
ヽ
ヽ

冴

ヽ
ミ

Ｏ
ｏ
ヽ
´
ヽ
ヽ

ヽ
』

ミ
，

ｃ
ｔ
Ｏ
”

２７

　

∪

一

”
く
ヽ
〓

〓
∞
い
が

で
出
す

Ｏ
①

，

ｏ
Ｌ

一
ｏ
∽

，

「
い
く
の
ｏ
」
ｏ

」
ｏ

マ
ダ

色

す

´

ヽ
へ
ヽ
ミ
ヽ
ヽ

ヽ
，

ヽ
ヽ
ヽ
Ｐ
´

ヽ
ヽ

Ｑ
ο
ヽ
●
ヽ
ヽ

ヽ
ば
「ヽ
ミ

・
つ

０
い
い

２８

　

∪
」
ｇ

Ｒ

。
一
〇

）^一
け
ｏ
や
ｏ
ド

ヘヽ

ヽ
■ヽ

０
卜
が

２９

　

ｒ
“
・
く
ｑ

∽
〓

■
５

ヽ
、

・
０
も

卜
∞
ｐ

卜
Φ
”

３０

｛示
教
社
団
の
制
度
に
つ
き
参
照
、
二
編
六
章
三
三
三
頁
以
下
．

３．
　
詳
し
く
は
、
二
編
二
章

一
二
九
―
上
四
〇
頁
を
参
照
。

３２

　

＞

ｘ
２

「
『
９
〓
ｏ
「

く
ｏ
５

０
”
ヨ

つ
ｏ
５

，
”
●
り
ｏ
Ｆ

∽
ミ
ミ

ミ
ヽ
ヽ

ヽ
や
ミ

卜̈
ヽ

ヽヽ

「
ミ

ヽ
ヽ
ミ

や
ヽ

日
０
い
や

∽
“
”

３３
　
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
の
根
拠
法
で
あ
る
一
八
〇
二
年
四
月
八
日
の
付
属
条
項
九
条
は
、
カ
ト
リ
ツ
ク
の
聖
職
位
階
を
承
認
し
て
い
た
。

３４
　
　
０
”
】５
。
ｏ
●
コ
”
●
∽
ｏ
●
・
”
　
”
　
○

こ

∽
■
ト

３５

　

弓
ユ
σ
・
・
”
】
２
く
〓

Ｑ
ｏ

Ｚ

Ｏ
ヽ
”
ρ

Φ

●
ｏ
く
ｏ
ヨ

げ
ヽ
ｏ

｝
Φ
ｏ
ド

い
ざ
ヽ
き

，

〓
Φ
】
Ｐ

に
´
マ

∞
一
　
３
ｃ
ｏ
∽
も
０
の
ｏ
）

３６

　

い
′■
げ
・
●
”
一
Ｑ

く
〓

α
ｏ

Ｃ
”
牢
５
ｏ
ヽ
ｏ
メ

∞

”
ｏ
●
［
【
ｏ
ｏ
ド

∽
や
ヽ
卜

］
Φ
Ｏ

，

い
・
つ

い
『
¨

３

っ
ｏ
∽
ｏ
０
０
●
Ｉ

司
ユ
０
″̈
・
“
一
Ｑ

く
〓

α
ｏ

７
【
ｏ
●
（
ヨ

Ｏ
α
メ

］
０

”
（）０
（
【
賃
ヽ

‐
じ
ヽ
ミ
う
か

【
銀
）”

ド

●

Ｎ
Ｎ
ｏ

ａ
ｃ
ｏ
∽
も
ｏ
Ｏ
ｏ
）
一
昴
”
∽
［
』Ｐ

い
『
ヽ
い
く
Ｌ
ｏ
「
〕
■
こ

・
∽
ヽ
＾
ド

】
Φ
ｏ
Ｆ

時
）
マ
Ｎ
『
Ｆ

弓
■
Ｏ
Ｌ
】ｐ
”
】
２

く
〓

Ｏ
ｏ

蒻
ユ
く

，

い
∞

ら
い
ｏ
ｏ
日

σ
【
ｏ

Ｐ
Ｏ
ｏ
”

υ
ヽ
ヽ
ざ
卜

【
Φ
Ｈ

，



第 5章 宗教上の紛争とラインテ

】
Ｆ

も
“
∞

（
¶

ｏ
り
０
け
ｏ
ｏ
）
¨
＞
い
ｏ
Ｐ

Ｈ
ｏ
」
に
〓
げ
一
】
Φ
ｏ
Ｐ

Ｕ
ヽ

ざヽ
か

】
Φ
］
Ｐ

Ｎ
・
０

し
０

（
∞
ｃ
ｏ
∽
も
０
い
ｏ
γ

日
ュ
げ
●
●
”
】
２

く
〓

ヽ
ｏ

τ
い
コ
．”
Ｃ
ｏ
●
Ｘ
・
Ｈ
『
０
ぃ
ｏ
①
ヨ

σ
ヽ
ｏ

Ｐ
資
‘

・
∽
ヽ
ミ
）

Ｐ
ｏ
】
Ｎ

Ｎ
）
も
■
∞
卜
一
ω
Ｏ
ヽ
Ｏ
ｏ
”
●
Ｘ
・
ぃ
Φ

５
つ
”
【
∽

【
Φ
Ｈ
Ｆ

∽
や
バ
）
´
〓
ｏ
ｒ
ド

ゃ
・
も
■
∞
∞
　
０
い

・
日
ヨ
．σ
●
●
”
】
ｏ
一く
〓

Ｑ
ｏ

く
ｏ
父
）Ｃ
〓

”
』
〓
一●

【
Φ
Ｏ
Ｐ

」じ
ヽ

ざヽ
ヽ
・
］
Φ
【
Ｐ

い
・
０
“
一

（
卜
の

０
の
も
０
０
０
γ

、弓
コ
．げ
●
●
“
中
ｏ
【く
〓

Ｏ
ｏ

〕Ｚ
¨
ｏ
「
●

【
ｏ

ぃ
い
く
ヽ
一ｏ
【

日
Φ
Ｏ
ゆ
〕
「
ｏ
〓
一ｏ
『
″

”
『

０
い
ｏ
ｏ
■
げ̈
ヽ
ｏ

Ｐ
Φ
ｏ
Φ

・
』
〉
●
ミ
ヽ
ヽ
・
Ｐ
ｏ
】
ｒ

一
・
ｏ
■
ｏ
∞

（
】
ｃ
「
ｏ
∽
ｏ
一
０
●
ア

３７

　

↓
■
げ
・
・
”
】
２
く
〓

Ｑ
ｏ

ω
〓
く
ｐ

一
∝

ら
い
ｏ
ｏ
日

σ
ヽ
０

〓
２
あ

・
●
ミ
ヽ
さ

●
ｏ
け
ｏ

３
９

“̈
　
　
〕
ｏ
”
●

〕卿

く̈
ｏ
「
ｏ
）
［
）ｏ
】
ど
０
い
ｏ
】
ｏ
い
一ｏ
レ

〕”

『
０
”
】ｏ
Ｌ
ｏ
ら
ヽ
〇
一●

一”

い
ｏ
け
」
ｏ
う

Ｏ
ｏ
一”
Ｈ
ｏ
一け
い
０
“
●
∽
】
”
一
●
ヽ
】∽
０
「
Ｌ
Ｏ
①
う
ｏ
●
”
０
●
Ｌ
●
一り
け
『
”
Ｌ
く
ｏ
）
一●
（〕
ｏ
●
［
【
ｏ
Ｌ
ｏ
∽
●
一ｏ
●
ｏ
ｏ
∽

ｏ
ｏ
】一け」ｏ
こ
ｏ
り
Ｏ
ｏ
一）】●
∽
｛一●
け
０
．い
けｏ
α
ｏ
∽
Ｏ
ｏ
Ｚ
お
ｐ

い
ヽ
き
村

へヽ
。
「
Ｃ
『
・
【
ｏ
ｏ
Ｐ

Ｏ
お
「
『

３９
　
０

，

Ｚ
”
・
ヽ
２
″

ｒ
の
０
■
９
け
ｏ
”
●
ｏ
ュ
ｏ
」
ｏ
α
ｏ
く
”
●
一
お
り
』口
ヽ
一２
ｏ
けざ
●
∽
０
け“
［ざ
●
ｏ
″

ヵ
ヽ
ヽ
ミ
ヽ

ミヽ
ミ

，

ミヽ
ヽ
や

ヽ
ミ
ヽ
さ
ミ

ヽ
と
ヽ
・
〕
０
い

，

も
ヽ
い
？

４０
　
０
３
●
２
ｆ

い
ま
１

８̈

Ｐ８
Ｐ
●
パ
）
る
に
Ｌ
・
０
口
Ｐ

，
Ｐ
ｏ
＞
３

一̈ご
〓
３
一【，
本
判
決
の
詳
細
は
、
大
石
具

『憲
法
と
宗
教
制
度
』
（有
斐
閣
、

一
九

九
六
）
五
〇
―
五

一
頁
を
参
照
。

４．

　

ω
”
諄
ご

）
〓
↓
い
０
く
ヽ
お
ヽ

岸
ｏ
ｏ
”

●
ミ
ざ
●
●
ｃ
け

（∞
９

４２
　
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
例
に
も
同
様
の
態
度
を
示
す
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
、
Ｏ

国
・
∞
ま
１
一３

８
８
・
”
σ
げ
い
∪
い
一】ミ

，
ヽ
ミヽ

ミヽ
さ
●
ヽ
ミ

冴ヽ
ヽ
ミ

Ｏ
ο
ヽ
●
ヽ
ヽ

ヽ
ぶ
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■

も
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ユ
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０
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け
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ｃ
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＞
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∽
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∽
“
【●
け
‐
「
お

く

α
ｏ

一
）〇

●
ｏ
峰

）
ヽ

ヽ
ミ
ヽ
ヽヽ
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ヽ
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］
Ｏ
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ｏ
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０
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０
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コ
〓
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口
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０
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」
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∽
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ヽ
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ヽ
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け
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ヽ
ヽ
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］
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３
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ｏ
の
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０
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ｅ
　
Ｃ
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』
ｏ
営
μ
刀
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ｏ
「
ｐ

卜
，

きヽ
ヽ
ミ
勢

ヽ
ミ
ヽ
ミ

ミ
３

・
け
ｏ
日

０

〓
・
ぃ
の

い
０

・　
Ｐ
Ｏ
Ｏ
Ｏ

・
も
』
Φ
∞

４６
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ω
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ｏ
け
・
υ
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ざ
か
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】
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ド
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【
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ｏ
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富
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ｏ
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Ｑ
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ｏ

７
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´
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８
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ｏ
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本

件

と
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の
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４８
　
本
件
の
よ
う
な
問
題
は
、
明
確
な
聖
職
位
階
の
構
造
を
備
え
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
は
ほ
と
ん
ど
現
れ
な
い
と
い
う
。
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∽
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ｏ
】
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〓
∽
ｏ

忠
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日
３

０
０
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お
昭
ヽ
υ
ヽ
ヽヽ
Ｒ
・
８
８
・
Ｐ

ｏ
葛

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
関
す
る
他
の
判
例
と
し
て
次
の
も
の
が
あ
る
。
Ｏ
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Ｏ
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ｇ
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●
∽
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い
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シ
　
ワ
〓
ｏ
ｏ
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Ｘ
ｏ
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０
０
　
Ｑ
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ｏ
●
一
け
ｏ
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ｏ
　
】
〓
円
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〓
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ｏ
　
】
●
け

，
い
ヽ
い
ｏ
●
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ｏ
　
ｏ
●
　
】
”
●
”
●
ｏ
　
“
〓
０
日

”
●
●
０
　
∩
ｒ
　
Ｃ
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¨
ｏ
●

ｏ
ｏ
●
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け
ｏ
「
一
”
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Ｏ
ｏ

一
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∞
〓
∽
ｏ

い
く
”
●
”
い
〓
ｏ
Ｃ
ｏ

】
●
一

，
い
ヽ
【ｏ
●
●
ｏ

Ｏ
①
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”
ヽ
一∽

）
［
ヽ
ミ

ｏヽ
ヽ
・　
Ｐ
Ｏ
日
¨

）
∞

・
ｏ

一
い

５０

「
営
一́

お

ピ
』〓
２

８
ミ
・
ｂ
ミ
ど
ヽ
で
ヽ
Ｆ

８
ミ
）
言
ヽ
一，
日
０
９

８
・
も
ふ

，

５
傘
ｏ
く
く
８

０
９
”
】０
メ

よ
り
新

し

い
同
種

の
事
件

の
判
例

と
し

て
次

の
も

の
が
あ

る
。
く
８
８
〓
３
・
〓

甘
●
く
一８

８
８
）
も
ミ
ど
ヽ
∽
ヽヽ

ドヽ

８
８
」
．〓
Ｒ
ヨ
鉾
ざ
３

８
，

０
２
・
フ
８
９

５．
　
ヵ
ト
リ
ッ
ク
の
原
理
主
義
者
は
、
教
会
の
現
代
化
を
教
会
の
正
統
性
を
歪
め
る
も
の
と
考
え
、
こ
れ
に
反
対
す
る
。
教
会
の
現
代
化
を
め
ざ
し
て
、
教
義
、

典
礼
、
教
会
組
織
等
に
関
し
多
く
の
改
革
が
な
さ
れ
た
第
ニ
ヴ
ァ
チ
カ
ン
公
会
議
の
後
、
原
理
主
義
者
は
そ
の
主
張
を
強
め
た
。
彼
ら
は
、
特
に
第
ニ
ヴ
ァ

チ
カ
ン
公
会
議
の
成
果
の
一
つ
で
あ
る
典
礼
の
国
語
化
に
強
く
反
対
し
、
旧
来
か
ら
の
ラ
テ
ン
語
に
よ
る
ミ
サ
に
固
執
す
る
。

５２

　

弓

■

げ
・
・
”
】
Ｏ
ｏ

”
ヽ
”
●
０
●

」
●
∽
一
“
●
●
ｏ

α
ｏ

「
”
■

，

Ｐ

“
く
ユ

一

Ｐ
Ｏ
「
メ

ヽ

Ｑ

「

‘

目

ヽ
〓
∞
Ｏ
ｏ
響

５３

　

０
い

）
Ｏ

ｏ
ヽ
”
】
０
ヽ
・
∪

ｏ

一
”

」
ｏ
■

一
一ｏ
Ｌ
ｏ
●

ｏ
ｏ
■
も

い
け
ｏ
●
け
ｏ

も
ｏ
」
『

ｏ
Ｏ
●
●
“
〓
ヽ
０

０
①
∽

ｏ
ｏ
日
〓
〓
り

ヽ
ｏ
一
”
〓
ｈ
り

”
Ｃ
Ｘ

ｏ
ｏ
ｏ
●
も
ヽ
Ｌ

Ｏ
●
∽

Ｑ
ぶ
ら
〓
一ｏ
ｏ
∽

●
」
〓
●
ｏ
お

ｏ
”
け
す
ｏ
〓
‘

ｎ
●
ｏ
″

ヽ

０

「

ヽ
Ｐ
ｏ
ヽ
Ｐ

Ｈ
ヽ
Ｎ
∞
∞
Ｐ

”

”
毬
Ｂ

ｏ
●
α

０

０
ｏ
日
●

Ｏ

ｏ
ｏ
●
も
“
〓
ｏ
●

０
ぶ
ｍ
】
お

ｏ
∽

ｏ
け

ｏ
ｏ
日

０
い
け
０
●
ｏ
ｏ

」
」
■

０

０
け
一
９

Ｐ
●
２

Ｆ

）

Ｑ
時
ヽ
ミ

村

ヽ
ミ

「
ヾ
ミ

ン

・

〓
０
゛
メ

０
８
”『一●
Φ
）や
〓
∞
な
お
、
本
件
は
、
破
毀
院
で
は
管
轄
権
の
み
が
取
り
扱
わ
れ
、
上
告
棄
却
と
な
っ
た
。
ｃ
夕
∽お
〓
」
『
Ｒ
ざ
マ
ｏ
８
認
・υ
ミ
き
ヽ

，
ヽ
Ｆ

〕
Ｏ
Ｎ
Φ

・
一
●
ヽ
一∽
も
ヽ
●
α
ｏ
●
Ｏ
ｏ
）
ｏ

【
Ｎ
Ｏ

５４
　
典
礼
と
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
正
式
で
公
の
礼
拝
式
の
こ
と
で
あ
る
。　
ハ
ー
ド
ン
・
前
掲
注
１９
四
九
六
頁
。

５５

　

０
い
ヽ
２
Ｑ
ド

Ｚ
ｏ
け
ｏ

∽
ｏ
」
∽
『
”
ヽ
お

・
Ｈ
∞
一
ユ

一お
け
日
Φ
『
メ

υ
ヽ
ざヽ
ヽ

∽
ヽ
＾
卜

〓
Φ
『
ド

¨
●
『
お
も
ヽ
●
α
ｏ
●
ｏ

，

ｏ
Ｌ
ｏ
Ｗ

５６

　

゛

ヽヽ

一Ｍ
　
　
ロ
ギ
』０
●
●
“
】
Ｏ
ｏ
中
ヽ
“
●
０
〇

一●
∽
け
”
●
ｏ
ｏ

０
０

「
”
【
一″

Φ
ヽ
」
〓
」ｏ
一
］
Ｏ
∝
い

ヽ
』
Ｖ
ヽ
お
ヽ

∽

ミヽ
寃
・
】
Φ
∞
い

一●
い
ｏ
コ
Ｂ
”
Ｌ
ｏ
●

ヽ
“
ｏ
一Ｏ
ｏ
・
も
あ
ｒ

５８
　
０
３
の
２
Ｆ

ｏ
散
１
一０

日８
，

崚
ヽ
Ｆ
も
あ
Ｌ
ヽ
も
お
ド
参
照
、
大
石

。
前
掲
注
４〇
五

一
―
五
二
頁
。

５９
　
空
。
日
Ｌ

ヨ
ミ
∽
８
８
・
∽
べ
Ｆ
８
８
・
か
つ
器



６０
　
↓
、ご
●
●
２

●
オ
〓
Ｑ
）＞
●
【」】ご
ρ

〓”
な
く
『
お
【
Ｈ
Φ
ｏ
が

、
へ
ヽ
ミ
ヽ
ヽ

，

」ヽ
マ
ミヽ

ざヽ
ヽ
あ
らミ
ミヽ
ミ
ヽ，
・
【
Ｏ
ｏ
ｐ

ｏ
∞
ｏ
”

６．
　
り

，
Ｆ

Ｐ
い
ヨ
”
あ

〓Φ
Ｈ
Ｆ
「
ヽ
ヽ
ミ
ヘ
ヽ

，

ヽヽ
変
ミヽ
ヽヽ
い
ヽ
∽

ミヽ
ミヽ
ヽ
Ｄヽ
）
日
Ｏ
Ｐ
〓

，
Ｐ̈
ｐ

″
一　
「
”
ュ
″
【∞
一」
】●
】Φ
い
が

∪ヽ
ヽ
ミ
ο
ヽ
ヽ
］
Φ
い
Ｎ
の
ｏ
■
■
５
ｔ
Ｏ
■
卜

，
０
い
。
フ
一”
●
『
ｏ
一Ｐ
ｒ
ｏ
ら
ヽ
ｏ
〓
ｏ
”
●
ｏ
●
オ
】●
ｏ
α
ｏ
く
”
●
〔
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∽
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■
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【ｏ
Ｌ
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●
∽
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ｏ
´
∽ミ
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①
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Ｐ
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∽
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ヽ
ヽヽ
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さ
ン

あ
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Ｌ
・
０
営
”

カ
ト
リ

ッ
ク
司
祭

の
罷
免
、
懲
戒
に
関
す
る
他

の
判
例
と
し

て

以
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の

も

の

が

あ

る
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ｐ
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∽
２
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Ｈ
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ヽ
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ヽ
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゛
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ヽ

ミ

にヽ
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ミ
●
Ｆ

〓
Φ
Ｈ
Ｐ

て
ヽ
０
∝

（
い
。
①
∽
つ
０
の
ｏ
ド

６６
　
だ
が
、
修
道
会
に
関
す
る
判
例
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
関
す
る
判
例
と
は
や
や
趣
を
異
に
し
、
ま
た
、
そ
の
多
く
は
政
教
分
離
法
制
定
前
の
判
例
で
あ

る

。
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ｏ
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ヽ
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０
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０
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Ｐ
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Ｈ
Ｐ
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∽
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Ｑ
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Ｒ
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日
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０
８
８
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ヽ
８
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ヽ
ざ
ミ
ミ
ン
ヽ
ヽヽ
ミ

ヽヽ

詳

ヽ
゛
゛
う
ヽ
お
、に
ゃ

，
ｓ
８
〓
ヽ
０
葛
”
な
お
、
故
人
の
教
会
維
持

費
の
未
払
い
の
た
め
主
任
司
祭
が
そ
の
葬
儀
を
盛
大
に
す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
事
件
と
し
て
、
τ
”
Ｆ

Ｎ

〓
〓

８
８
・
し
ヽ
ヽヽ
Ｒ
Ｌ
８
Ｆ
目
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ｏ
お
Ｐ
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日
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オ
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日
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ヽヽ
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ヽ
評
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ヾ
ゝ

ヽ
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ヽ
マ
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ヽ
ο
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７６

　

↓
『
一げ
」
●
“
】
Ｑ
二

】
Ｑ
ｏ

τ
”
〓
〓
い
ｏ
”
ド

∞
］
』
Ｅ
．●

Ｐ
ｏ
Ｈ
Ｐ

Ｕ
ミ
ざ
か

】
Φ
〓
Ｆ

Ｎ
）
や
Ｎ
∞
ｏ

↑
ｃ
ｏ
∽
●
Ｏ
ｏ
Ｃ

７７
　
こ
の
内
部
規
律
権
は
、
「宗
教
の
警
察
」
ε
ｏ
一̈
Ｒ

ｃ
Ｏ
ｏ
●
】けｏ
ｃ

と
呼
ば
れ
る
宗
教
活
動
の
規
制
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
事
項
で
あ
る
。
参
照
、
二
編
四
章

二
五
六
頁
。

７８
　
０
“
ヨ
も
。
●
〓
”
●
∽ｏ
Ｐ
”
Ｐ
Ｏ
・
∽

∞
Ｐ

Ｗ̈
　
　
↓
イ
【げ
口
●
”
】
α
ｏ
的
「”
●
Ｑ
ｏ
一●
の一”
コ
●
０
」
０
「
”
『】゙
・
Ｎ
Ｏ
Ｏ
●
［ｏ
げ
『ｏ
〓Φ
い゙
・
ヽ
一　
Ｑ
　
″ヽ
）
】０
↓
Ｎ
・
ＨＦ
【∝
い
０
卜
・
●
ｏ
一０
」
０
”
●
０^
●
げヽ
ｏ
●
●
一ｏ

，

８０
　
ュ
ダ
ャ
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
い
て
、
食
肉
用
動
物
の
ユ
ダ
ヤ
法
に
則
っ
た
屠
殺
を
監
督
す
る
こ
と
は
、
ラ
ビ
裁
判
所
の
管
掌
下
に
あ
る
。
ア
ラ
ン
・ウ

ン
タ
ー
マ
ン

『
ユ
ダ
ヤ
人
―
―
信
仰
と
そ
の
生
活
』
（石
川
耕

一
郎
＝
市
川
裕
訳
）
（筑
摩
董
房
、　
一
九
八
三
）
九
二
頁
。

８．
　
↓
■̈
０
」
●
２

２
く
一【
Ｏ
ｏ
∽
ｏ
一●
ρ
に

ま
１
【９

８
昭
）ヽ

い

ヽ
Ｌ
Ｓ
Ｎ
Ｆ

８
博

同
様
の
判
例
と
し
て
、
弓
【一げ
●
●
２

２
く
〓
α
ｏ
〓
２
が
ヽ

”
１
〓
８
３
）ヽ

（）
　
「
″

・　
】
Φ
Ｏ
Ｏ

ヽ
【
】

）
〓
】
一
∞
Ｎ

８２
　
な
お
、
今
日
、
学
説
は
判
例
に
賛
成
す
る
が
、
か
つ
て
は
判
例
に
批
判
的
な
見
解
も
あ
っ
た
。
ｏ

，
Ｚ
”
賃
ｏ
デ

Ｆ
．９
野
３
１

Ｑ̈
】ρ
Ｌ
ｏ
８
●
ｏ
●
一́
用

浄
く
“
ユ

「
国
一”
●
、
ヾ
ミヽ
ヽ
ヽ
　ヽ
ヽ
やヽ
や
　
ヽヽ
ヾ
ο
ヽ
やヽ
ミ
♪
　
］０
い
ｏ
・
ｏ
い
∞
い
一
℃
”
●
一　
マ
【”
けけｏ

，
Ｏ
ｏ
●
●
】」
∽一ｏ
●
∽
∽〓
ヽ
ロ
ギ
一げ
●
●
”
】
ｏ
いく
〓
ヽ
ｏ
∽
ｏ
】●
ｏ
・
Ｏ
』●
】●　
】Φ
Ｏ
Ｏ
）
「
ヾ
ヽ
ミ
　ヽ
ヽ
．

も
、い
、
ミ
ン
、
こ
ヽ
ヽ
ｓヽ

ヽ
ヽ
ヽ
゛
゛
ヽ
●へ

へヽヽ
ヽ
」ヽ
ミ
∽い
０
「
“
卜
ｏ
‐
∝
卜
ｏ
一
田
Ｃ
【ｏ
”
●
・
フ
一０
計ｏ
∽ｏ
●
∽
マ
〔０
●
けｏ
ｏ
〓
【ｏ

，
Ｎ
い
」●
〓
一ｏ
け
〓Φ
〓
Ｆ
ｈ
Ｓ
ミ
οヽ
・
ＨΦ
】卜
・
い
・
つ
も
∝
∞
‐
い
ト

８３
　
だ
が
、
裁
判
所
の
こ
う
し
た
態
度
は
、
刑
事
事
件
に
お
い
て
は
限
界
が
あ
り
う
る
こ
と
に
つ
き
参
照
、
小
泉
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
教
会
の
自
律
的
活
動

に
対
す
る
司
法
的
統
制
」
阪
大
法
学

一
四

一
・
一
四
二
号

（
一
九
人
七
）
四
二
七
頁
以
下
。

８４
　
Ｚ
”
・
２ヽ
″
ｏ

，

ヽ
■

０
も
∞
∞
い
‐
∞
∞
〇



第
六
章
　
一不
教
団
体
制
度

宗
教
信
者
は
多
く
の
場
合
団
体
を
組
織
す
る
た
め
、
宗
教
団
体
が
宗
教
現
象
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
果
す
。
こ
の
た
め
宗
教
に
関

す
る
法
の
重
要
部
分
は
宗
教
団
体
の
法
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
を
見
る
場
合
も
、
こ
の
原
則
に
服
す
る
重
要
な
個
別
領

域
で
あ
る
宗
教
団
体
制
度
の
あ
り
方
ま
で
調
べ
る
こ
と
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
わ
が
国
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
宗
教
団
体
制
度
に
つ
い
て
、
「宗
教
団
体
ニ
ホ
教
法
人
に
関
す
る
法
制
度
は
、　
一
般
的
な
非
営

利
社
団
に
関
す
る
仕
組
み
を
大
枠
と
し
て
前
提
に
し
た
上
で
、
と
く
に
宗
教
団
体

・
宗
教
法
人
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
た
形
を
と
っ
て

お
り
、
そ
の
あ
り
方
は
注
目
に
値
す
る
」
と
評
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
確
か
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
宗
教
法
人
の
一
般
的
な
形
態
で

あ
る
宗
教
社
団
の
制
度
は
、　
一
般
的
な
非
営
利
社
団
の
制
度
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
の
文
献
を
調
べ
る

と
、
今
日
、
宗
教
社
団
は

一
般
的
な
非
営
利
社
団
か
ら
外
れ
た
と
の
記
述
を
し
ば
し
ば
見
る
。
例
え
ば
、
宗
教
法
学
者
フ
ラ
ン
シ
ス
・

メ
ス
ネ
ル

（コ
”
８
【∽
〓
ｏ∽∽お
し

は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
コ

九
〇
五
年

一
二
月
九
日
の
法
律
の
第
四
章
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
宗
教
社

団
は
、
…
…
当
初
、
関
係
す
る
教
会
と
宗
教
の
組
織
に
関
す
る
必
要
事
だ
け
の
た
め
に
修
正
さ
れ
た
届
出
非
営
利
社
団
貧

九
〇
一
年
七

月

一
日
の
法
律
）
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
…
…
今
日
、
宗
教
社
団
は
公
益
社
団
ま
た
は
組
合
に
匹
敵
す
る
。
宗
教
社
団
は
、
そ
れ
が

一

九
〇
五
年
法
に
よ
り
規
定
さ
れ
た

『基
礎
に
あ
る
』
非
営
利
社
団
と
は
、
も
は
や
わ
ず
か
な
血
縁
関
係
し
か
も
た
な
い
」
と
。
モ

，
見

る
と
、
フ
ラ
ン
ス
の
宗
教
団
体
制
度
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
そ
の
根
拠
と
な
る
諸
法
律
の
制
定
時
か
ら
今
日
ま
で
の
展
開
を
　
３‐７



考
慮
し
、
か
つ
非
営
利
社
団
の
制
度
と
も
比
較
し
つ
つ
、
フ
ラ
ン
ス
の
宗
教
団
体
制
度
を
調
べ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
わ
が
国
に
お
け
る
統

一
的
な

「宗
教
法
人
」
と
い
う
形
態
は
存
在
せ
ず
、
フ
ラ
ン
ス
の
ラ
イ
シ
テ
の
原

則
の
下
で
法
人
格
を
有
す
る
宗
教
団
体
は
、
「届
出
非
営
利
社
団
」
、
「修
道
会
」
、
「宗
教
社
団
」
と
い
う
形
を
と
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
前

述
の
見
地
か
ら
こ
れ
ら
の
制
度
を
述
べ
、
次
い
で
、
宗
教
団
体
制
度
の
特
徴
を
知
る
う
え
で
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
、
こ
れ
ら
の
団

体
の
税
制
上
の
優
遇
措
置
に
も
若
千
触
れ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

第

一
節
　
届
出
非
営
利
社
団

非
営
利
社
団
契
約
に
関
す
る

一
九
〇

一
年
七
月

一
日
の
法
律

（結
社
法
）
は
、
結
社
の
自
由

（】一序
『８
Ｑ
、３
∽８
」”
け一８
）
と
い
う
憲
法

原
則
を
明
確
に
し
た
法
律
で
あ
り
、
そ
こ
に
は

「社
団
は
、
許
可
も
事
前
の
届
出
も
要
せ
ず
に
、
自
由
に
結
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

三
条
）
と
い
う
規
定
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
と
と
も
に
結
社
法
は
「利
益
分
配
以
外
の
目
的
」
２

条
）
を
持
つ
社
団
で
あ
る
非

営
利
社
団
に
関
す
る

一
般
法
で
も
あ
る
。
結
社
法
に
よ
れ
ば
、
非
営
利
社
団
と
し
て
、
「無
届
非
営
利
社
団
」
（３
∽８
」“
一一８

８
５
８
ｏ
】ミ
‐

器
）、
「届
出
非
営
利
社
団
」
●
∽∽ｏ
ｏ【“
け」８

８
０】営
０こ
、
「公
益
社
団
」
↑
∽∽８
】”
”』８

お
８
日
用

Ｑ
．ｃ
［」澤
い
冒
げ
】』ｆ
ｅ

と
い
う
三
つ
の

タ
イ
プ
が
あ
る
。
こ
の
つ
ち
、
無
届
非
営
利
社
団
は
法
人
格
を
持
た
ず
、
ま
た
純
粋
な
宗
教
目
的
に
は
公
益
性
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、

「宗
教
法
人
」
に
相
当
し
得
る
の
は
、　
一
九
〇

一
年
法
結
社
と
も
呼
ば
れ
る
届
出
非
営
利
社
団
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
に
届
出
非

営
利
社
団
の
意
義
、
設
立
、
法
律
上
の
能
力
、
規
制
を
調
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
さ
ら
に
、
公
益
社
団
の
制
度
を
知
る
こ
と
が
後
述
の

修
道
会
お
よ
び
宗
教
社
団
の
特
徴
を
見
る
う
え
で
不
可
欠
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
最
後
に
公
益
社
団
に
も
少
し
言
及
し
よ
う
。



第 6章 宗教団体制度

一　

立思
　

義

結
社
法
に
よ
り
二
人
以
上
の
者
が
届
出
も
な
く
自
由
に
非
営
利
社
団
を
結
成
で
き
る
が
（結
社
法

一
条
、
一二
条
）、
そ
の
非
営
利
社
団
が

行
政
庁

へ
の
届
出
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
所
定
の
法
律
上
の
能
力
を
伴
う
法
人
格
を
取
得
し
た
も
の
が
、
届
出
非
営
利
社
団
で
あ
る
。

結
社
法
は
非
営
利
社
団
の
目
的
を

「利
益
分
配
以
外
の
目
的
」
と
す
る
だ
け
で
限
定
し
て
い
な
い
ば
か
り
か
、　
一
九
〇
七
年

一
月
二
日

の
法
律
は
、
非
営
利
社
団
が
集
団
的
、
共
同
的
な
宗
教
儀
式
で
あ
る

「礼
拝
の
公
的
執
行
」
↑
な
【ｏ
【８

ｏ
３
汗

α
〓
８
一け３

を
目
的
と

す
る
こ
と
を
明
示
的
に
容
認
す
る
宝

九
〇
七
年
法
五
条
）。
し
た
が
っ
て
、
宗
教
活
動
を
目
的
と
す
る
届
出
非
営
利
社
団
も
当
然
認
め
ら

れ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
種
の
社
団
に
お
い
て
は
、
そ
の
目
的
が
限
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
宗
教
活
動
と
と
も
に
他
の
事
業
を
も

広
範
に
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る

（混
合
社
団
）。

こ
の
よ
う
に
届
出
非
営
利
社
団
は
柔
軟
な
性
格
を
持
つ
と
と
も
に
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
そ
の
設
立
手
続
き
が
簡
易
で
あ
り
、
公

的
な
規
制
が
少
な
い
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
今
日
多
く
の
宗
教
集
団
が
こ
の
形
態
を
取

っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
イ
ス
ラ
ム
教

の
団
体
お
よ
び
新
宗
教
―
―
フ
ラ
ン
ス
で
は
否
定
的

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
む
セ
ク
ト

（∽ｏｏけこ

と
い
う
語
で
示
さ
れ
る
―
―
の
団
体
の
ほ

と
ん
ど
が
こ
れ
で
あ
り
、
ま
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
宗
教
社
団
を
含
む
社
団
の
連
合
体

貧
・
】８
）
で
あ
る

「
フ
ラ
ン
ス
・
プ

ロ
テ
ス
タ

ン
ト
連
盟
」
も
結
社
法
の
非
営
利
社
団
で
あ
る
。

一
一　
設
　
　
エエ

宗
教
活
動
を
目
的
と
す
る
届
出
非
営
利
社
団
の
設
立
は
、
実
質
的
に
行
政
庁

へ
の
届
出

ａ
いｏ
一鶴
”
け̈
８
）
だ
け
を
要
件
と
し
、
準
則
主

義
が
取
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
社
団
を
設
立
す
る
に
は
、
最
低
二
人
の
者
に
よ
る
総
会
で
定
款
を
定
め
、
設
立
者
が
社
団
の
所

在
地
の
県
庁
ま
た
は
副
県
庁
に
届
出
を
し
て
公
告
す
る
だ
け
で
足
り
る
の
で
あ
る
（結
社
法
五
条

一
項
）。
結
社
法
お
よ
び
そ
の
施
行
に
関



す
る

一
九
〇

一
年
八
月

一
六
日
の
デ
ク
レ
（命
令
）
が
次
の
よ
う
に
そ
の
設
立
手
続
き
の
詳
細
を
定
め
る
。
①
社
団
の
名
称
、
目
的
、
そ

の
施
設
の
所
在
地
、
お
よ
び
そ
の
管
理
、
運
営
の
役
員
の
氏
名
、
職
業
、
住
所
お
よ
び
国
籍
が
届
出
事
項
で
あ
る
こ
と
、
②
届
出
に
は

定
款
を
二
部
添
付
す
る
こ
と
、
③
届
出
に
対
し
五
日
以
内
に
受
理
証

↑
いｏＯ
【∽∽Ｃ
が
交
付
さ
れ
る
こ
と
、
④
受
理
証
を
得
た
す
べ
て
の

社
団
は
届
出
か
ら

一
カ
月
以
内
に
届
出
の
日
付
、
社
団
の
名
称
と
目
的
、
所
在
地
を
官
報
に
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
公
告
さ
れ
る
こ

と
な
ど
で
あ
る
。

こ
の
届
出
に
関
し
て
、
行
政
庁
が
受
理
証
の
交
付
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
、　
つ
ま
り
、
な
さ
れ
た
届
出
が
法
律
で
定
め
ら
れ
た
書

類
を
添
付
し
形
式
上
適
正
で
あ
れ
ば
、
行
政
庁
は
受
理
証
の
交
付
を
拒
む
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
公

法
学
説
は
、
結
社
が
自
由
に
法
人
格
を
取
得
で
き
る
こ
と
に
結
社
の
自
由
の
最
も
基
本
的
な
側
面
が
あ
る
と
強
調
す
ダ
、
ま
た

一
九
七

一
年
の
憲
法
院
の
判
決
も
、
と
く
に
届
出
が
な
さ
れ
た
社
団
が
法
律
に
違
反
す
る
か
違
法
な
目
的
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
場
合
―
―
後
述

の
よ
う
に
、
法
律
に
違
反
し
た
り
違
法
な
目
的
を
持
つ
社
団
は
裁
判
所
に
よ
り
無
効
の
宣
告
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
得
る
―
―
に
、
知

事
が
受
理
証
の
交
付
を
延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
法
改
正
す
る
こ
と
は
憲
法
に
違
反
す
る
と
明
言
す
る
。
こ
の
憲
法
院
判
決
は
、

結
社
の
自
由
の

「原
則
に
基
づ
き
、
す
べ
て
の
社
団
は
自
由
に
結
成
さ
れ
、
事
前
の
届
出
を
行
う
こ
と
を
唯

一
の
条
件
と
し
て
公
告
さ

れ
得
る
」
と
示
す
に
と
ど
ま
ら
ず
、
次
の
よ
う
に
結
社
の
法
人
格
の
取
得
に
対
す
る
裁
判
所
の
事
前
の
介
入
さ
え
も
否
定
す
る
。
「社
団

の
結
成
は
、
社
団
が
無
効
と
さ
れ
る
暇
疵
を
持
つ
と
見
ら
れ
、
ま
た
は
違
法
な
目
的
を
持
つ
よ
う
な
場
合
で
あ

っ
て
も
、
そ
の
有
効
性

に
つ
き
、
行
政
機
関
ま
た
は
司
法
機
関
で
さ
え
の
事
前
の
介
入
に
服
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
非
営
利
社
団
の
法

人
格
取
得
は
行
政
機
関
ま
た
は
司
法
機
関
の
事
前
統
制
に
服
さ
な
い
の
で
あ
る
。



第 6章 宗教団体制度

〓
一　
法
律
上
の
能
力

届
出
非
営
利
社
団
が
享
受
す
る
法
律
上
の
能
力
は
結
社
法
六
条
に
定
め
ら
れ
る
。
当
初
の
六
条
は
、
そ
の
法
律
上
の
能
力
と
し
て
、

訴
訟
の
当
事
者
と
な
る
能
力
、
公
的
補
助
金
を
受
け
取
る
こ
と
、
構
成
員
の
会
費
を
徴
収
す
る
こ
と
、
非
営
利
社
団
の
管
理
お
よ
び
構

成
員
の
集
会
の
た
め
の
場
所
な
ら
び
に
社
団
の
目
的
達
成
に
必
要
な
不
動
産
を
有
償
で
取
得
し
、
管
理
す
る
こ
と
だ
け
を
明
示
的
に
定

め
て
い
た
。
そ
の

一
方
で
、
「適
法
ま
た
は
違
法
に
結
成
さ
れ
た
社
団
に
対
し
…
…
第
六
条
…
…
の
規
定
を
免
れ
る
目
的
で
、
直
接
的
に
、

あ
る
い
は
人
を
介
し
て
、
ま
た
は
他
の
間
接
的
な
方
法
で
行
わ
れ
る
、
有
償
ま
た
は
無
償
の
、
生
前
贈
与
ま
た
は
遺
贈
は
、
無
効
で
あ

る
」
（結
社
法

一
七
条
）
と
し
て
、
結
社
法
は
、
非
営
利
社
団
が
無
償
贈
与
と
遺
贈
を
受
領
す
る
こ
と
を
厳
格
に
禁
止
し
て
い
た
。
こ
の
よ

う
に
し
て
、
届
出
非
営
利
社
団
は
贈
与
や
遺
贈
の
受
領
の
能
力
が
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
能
力
を
欠
く
届
出
非
営
利
社
団

の
法
律
上
の
能
力
は

「小
さ
い
法
人
格
」
Ｃ
ａ
け
Ｒ
『∽８
』
け０

と
呼
ば
れ
る
。
贈
与

・
遺
贈
を
受
領
す
る
能
力

（受
贈
能
力
）
は
社
団

が
公
益
社
団
と
な
っ
て
初
め
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
後
述
の
公
益
社
団
の
み
が
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

こ
の
よ
う
に
、
結
社
法
が
届
出
非
営
利
社
団
に
受
贈
能
力
を
否
定
し
、
ま
た
不
動
産
の
有
償
で
の
取
得
を
社
団
の
目
的
達
成
に

「厳

密
に
必
要
な
」
も
の
に
限
定
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
結
社
法
は
届
出
非
営
利
社
団
の
財
産
取
得
を
警
戒
す
る
姿
勢
を
明
確
に
し
て
い

る
。
結
社
法
制
定
の
当
時
に
根
強
か
っ
た

「死
手

（日
“
〓
ヨ
ｏ
『一こ

の
神
話
」
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
要
す
る
に
法
人
は
自
然

人
の
よ
う
に
死
ぬ
こ
と
が
な
い
の
で
、
法
人
の
蓄
え
た
財
産
が
所
有
者
を
変
え
る
こ
と
な
く
流
通
か
ら
遮
断
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に

よ
っ
て
悪
弊
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
下
院
で
の
結
社
法
案
の
審
議

（
一
九
〇

一
年
二
月
五
日
）
に
お
い
て
、
当
時
の
首

相
で
結
社
法
制
定
を
推
進
し
た
ワ
ル
デ
ッ
ク
＝
ル
ソ
ー
が
届
出
非
営
利
社
団
に
完
全
な
法
人
格
を
与
え
よ
う
と
す
る
修
正
案
に
対
し
反

対
論
を
述
べ
た
な
か
で
の
彼
の
次
の
発
言
は
、
こ
の
考
え
を
裏
づ
け
る
。

も
し
一
つ
の
社
団
を
分
解
し
、
分
析
す
れ
ば
、
当
初
社
団
を
形
成
し
た
五
〇
人
は
今
日
そ
れ
を
形
成
す
る
五
〇
人
と
は
も
は
や
同

一
で
は
な



い
こ
と
を
見
い
だ
す
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
常
に
同
じ
社
団
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
財
産
を
所
有
す
る
の
は
団
体
で
あ
り
、
財
産
の
所
有
権

が
団
体
に
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
、
ま
さ
に
そ
れ
に
よ
っ
て
、
死
手
を
構
成
す
る
動
産
お
よ
び
不
動
産
の
停
滞
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
明
ら
か

に
さ
れ
る
。
…
‥
あ
ま
り
に
多
す
ぎ
る
財
産
が
同

一
の
法
人
の
意
の
ま
ま
に
同
一
の
手
に
お
い
て
停
滞
す
る
こ
と
が
、
経
済
的
お
よ
び
社
会
的

均
衡
に
対
し
、
生
ぜ
じ
め
得
た
脅
威
を
、
誰
も
無
視
し
な
か
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
当
初
の
結
社
法
の
規
定
上
は
、
届
出
非
営
利
社
団
の
資
金
源

↑
ｏ∽∽８
『ｏｏｃ

と
し
て
明
確
な
も
の
は
、
補
助
金
お

よ
び
構
成
員
の
会
費
し
か
な
か
っ
た
が
、
後
の
判
例
と
立
法
に
よ
り
、
届
出
非
営
利
社
団
の
資
金
源
が
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
今
日
の
そ

の
資
金
源
と
し
て
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

１
　
構
成
員
の
会
費

（結
社
法
六
条

一
項

一
号
）

２
　
国

・
地
方
公
共
団
体
の
補
助
金

後
述
の
宗
教
社
団
と
は
異
な
り
、
結
社
法
六
条
か
ら
届
出
非
営
利
社
団
は
公
的
補
助
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
明
確
で
あ

る

（六
条

一
項
）。
た
だ
し
、
と
く
に
宗
教
活
動
を
行
う
届
出
非
営
利
社
団
に
つ
い
て
は
、
礼
拝

へ
の
補
助
金
の
禁
止
を
定
め
た

一
九
〇

五
年
の
政
教
分
離
法
二
条
に
基
づ
い
て
、
「礼
拝

へ
の
補
助
金
を
構
成
す
る
よ
う
な
公
の
補
助
金
」
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る

の
が
、　
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
例
で
あ
る
。
こ
の
判
例
に
基
づ
き
、
今
日
、
宗
教
活
動
と
同
時
に
非
宗
教
的
な
事
業
を
目
的
と
す
る

混
合
社
団
に
対
し
、
公
共
団
体
は
、
非
宗
教
的
な
事
業
に
は
補
助
し
う
る
が
、
礼
拝
所
の
建
設
の
よ
う
な
活
動

へ
は
補
助
金
を
交
付
で

き
な
い
と
説
か
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
宗
教
活
動
を
目
的
と
す
る
届
出
非
営
利
社
団
の
受
け
る
補
助
金
は
か
な
り
制
限
さ
れ
る
と
見
た

ほ
う
が
よ
い
。
な
お
、
公
的
補
助
金
を
受
け
た
社
団
は
そ
の
会
計
の
面
で
公
的
監
督
に
服
す
る
こ
と
に
な
る

（
一
九
二
八
年
五
月
二
日
の

デ
ク
レ
・
ロ
ワ
一
四
条
、　
一
九
五
八
年
九
月
二
三
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
二
一
条
）。
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３
　
収
益
活
動

法
規
定
上
は
明
確
で
は
な
い
が
、
利
益
を
構
成
員
に
配
分
せ
ず
、
収
益
活
動
が
社
団
の
主
た
る
事
業
に
比
較
し
て
付
随
的
で
あ
る
こ

と
を
条
件
と
し
て
、
届
出
非
営
利
社
団
が
収
益
活
動

↑
２
く
」８
】暦

”ヽ
”【お
）
を
行
う
こ
と
が
、
か
つ
て
か
ら
判
例
に
よ
り
承
認
さ
れ
て

き
た
。
一
九
八
四
年
の
憲
法
院
判
決
も
次
の
よ
う
に
非
営
利
社
団
の
収
益
活
動
の
適
法
性
を
肯
定
す
る
。
「結
社
の
自
由
と
い
う
憲
法
上

保
障
さ
れ
た
原
則
は
、
非
営
利
社
団
が
、
収
益
活
動
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
…
…
そ
の
目
的
の
達
成
に
必
要
な
資
金
を
得
る
こ
と
を
禁

じ
な
い
」
と
。
た
だ
し
、
収
益
活
動
を
行
う
非
営
利
社
団
は
、
場
合
に
よ
れ
ば
税
法
上
、
営
利
的
性
格
を
持
つ
法
人
と
し
て
、　
一
般
税

率
で
法
人
税
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
２

般
租
税
法
典
二
〇
六
条

一
項
）。
こ
の
点
で
問
題
と
な
る
の
は
新
宗
教
の
団
体
で
あ
る
。
例

え
ば
、　
一
九
八
五
年

一
〇
月

一
四
日
の
コ
ン
セ
イ

ユ
・デ
タ
の
判
決
は
、
サ
イ
エ
ン
ト
ロ
ジ
ー
の
届
出
非
営
利
社
団
が
、
「
サ
イ

エ
ン
ト

ロ
ジ
ー
の
教
義
を
知
ら
し
め
、
そ
の
実
践
と
方
法
を
説
明
し
、
そ
の
効
用
を
称
賛
す
る
書
物
、
文
書
お
よ
び
資
料
の
販
売
か
ら
最
大
の

資
金
を
引
き
出
し
」、
し
か
も
そ
の
団
体
が
、
「収
入
超
過
の
恒
常
的
な
追
求
を
行
い
」
、
「
そ
の
た
め
商
業
広
告
の
方
法
に
大
き
く
訴
え

る
宣
伝
を
行
っ
た
」
の
で
、
そ
の
団
体
は
法
人
税
を
課
せ
ら
れ
る
と
す
る
。

４
　
手
渡
し
贈
与

一
九
〇

一
年
の
結
社
法
で
は
、
届
出
非
営
利
社
団

へ
の
無
償
贈
与
を
例
外
な
く
禁
止
し
た
が
、
現
金
な
ど
有
体
動
産
の
手
渡
し
に
よ

る
贈
与
で
あ
る
手
渡
し
贈
与

貧
８

８
曽
お
じ
は
性
質
上
規
制
す
る
の
が
困
難
な
た
め
容
認
さ
れ
て
き
た
。
し
か
も
、
メ
セ
ナ
振
興
に
関

す
る

一
九
八
七
年
七
月
二
三
日
の
法
律
に
よ
る
結
社
法
六
条
の
改
正
に
よ
り
、
届
出
非
営
利
社
団
が
公
益
社
団
か
ら
の
贈
与
と
と
も
に

手
渡
し
贈
与
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。

５
　
贈
与
と
遺
贈

前
述
の

一
九
八
七
年
法
は
、
手
渡
し
贈
与
で
は
な
く
公
正
証
書
に
よ
り
合
意
さ
れ
た
贈
与

貧
９
け”
［」８

Ｂ
『
お
け
８
一”
【０

の
形
式



を
と
る
無
償
の
生
前
贈
与

含
一８

当ヽ
８
８
一お
く
房
）、
お
よ
び
遺
言
に
よ
る
贈
与

含
一ｇ

』ヽ
忠
一ｏ∽ご
ヨ
８
け”
一『Ｃ

す
な
わ
ち
遺
贈

貧
£
ｅ

に
つ
い
て
も
重
要
な
改
正
を
含
む
。
そ
れ
に
よ
れ
ば

「扶
助
、
慈
善
、
科
学
研
究
、
医
学
研
究
」
を
唯

一
の
目
的
と
す
る
届
出
非
営
利

社
団
は
、　
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
議
を
経
た
デ
ク
レ
が
定
め
る
条
件
に
お
い
て
無
償
贈
与
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

（改
正
後
の
結
社
法

一

八
条
二
項
）、
こ
れ
に
よ
り
、　
一
部
の
届
出
非
営
利
社
団
は
公
益
社
団
に
類
似
し
た
法
律
上
の
能
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、

こ
れ
は
宗
教
目
的
の
非
営
利
社
団
に
は
無
関
係
で
あ
る
。

四
　
規
　
　
制

届
出
非
営
利
社
団
の
組
織
、
運
営
に
関
す
る
結
社
法
の
規
定
は
極
め
て
簡
略
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
法
的
規
制
は
ご
く
わ
ず
か
し
か
見

ら
れ
な
い
。
こ
の
点
か
ら
、
「法
律
が
、
設
立
者
に
、
そ
の
後
社
団
の
機
関
に
、
そ
の
思
い
の
ま
ま
に
組
織
、
運
営
を
定
め
さ
せ
た
事
実

は
、
法
律
の
自
由
主
義
的
精
神
の
証
し
で
あ
る
」
と
も
言
わ
れ
る
。
た
だ
、
結
社
法
の
規
定
上
目
立
つ
の
は
、
「違
法
な
目
的
を
原
因
と

し
、
ま
た
は
そ
の
た
め
に
設
立
さ
れ
た
非
営
利
社
団
、
法
律
、
公
序
良
俗
に
反
す
る
非
営
利
社
団
ま
た
は
国
の
領
土
の
保
全
お
よ
び
政

府
の
共
和
政
体
を
侵
害
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
非
営
利
社
団
は
、
す
べ
て
無
効
で
あ
る
責
結
社
法
三
条
）
と
い
う
社
団
の
目
的
に
関
す

る
制
限
で
あ
る
。
非
営
利
社
団
が
こ
の
三
条
に
該
当
す
る
場
合
に
は
利
害
関
係
人
ま
た
は
検
察
官
の
請
求
に
基
づ
き
裁
判
所
が
そ
の
社

団
の
解
散
を
宣
告
す
る
（同
七
条

一
畔
）。
こ
の
解
散
宣
告
が
あ

っ
た
場
合
、
そ
の
後
社
団
を
存
続
さ
せ
た
設
立
者
、
役
員
は
処
罰
さ
れ
る

（同
八
条
二
項
）。
届
出
非
営
利
社
団
に
対
す
る
こ
の
ほ
か
の
規
制
と
し
て
は
、
非
営
利
社
団
の
届
出
の
の
ち
管
理
、
運
営
の
変
更
―
―
具

体
的
に
は
役
員
の
変
更
、
不
動
産
の
取
得
、
譲
渡
等
貧

九
〇
一
年
デ
ク
ヒ
ニ
条
参
照
）―
―
お
よ
び
定
款
の
改
正
が
発
生
す
れ
ば
、
そ
れ

を
三
カ
月
以
内
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
ど

（結
社
法
五
条
）
が
あ
る
。
こ
の
届
出
義
務
違
反
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
社
団

の
解
散
事
由
と
な
る
と
と
も
に
処
罰
規
定
が
存
在
す
る
（同
八
条

一
項
）。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
前
述
の
よ
う
に
届
出
非
営
利
社
団
が
国
・
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公
共
団
体
か
ら
補
助
金
を
受
け
る
場
合
は
別
と
し
て
、
と
く
に
社
団
の
会
計
に
関
す
る
規
制
が
な
い
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

五
　
公
益
社
団

届
出
非
営
利
社
団
が
最
低
三
年
間
の
観
察
期
間
を
経
て
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
議
を
経
た
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
公
益
性
を
承
認
さ
れ
た

も
の
が
公
益
社
団
で
あ
る
（結
社
法

一
〇
条
）。
公
益
社
団
は
、
行
政
庁
の
認
可
を
得
て
、
贈
与
お
よ
び
遺
贈
を
受
け
る
こ
と
―
―
こ
れ
が

可
能
で
あ
る
こ
と
が

一
般
の
届
出
非
常
利
社
団
と
最
も
異
な
る
点
で
あ
る
―
―
を
含
め
（同

一
一
条
二
項
）、
「定
款
の
禁
ず
る
も
の
を
除

き
す
べ
て
の
私
法
上
の
行
為
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
Ｌ
同
一
項
）。
公
益
社
団
も
死
手
の
警
戒
か
ら
不
動
産
取
得
を
制
限
さ
れ
て
い
る
も

の
の
、
公
益
社
団
は
、
届
出
非
営
利
社
団
の
有
す
る
法
律
上
の
能
力
に
加
え
て
、
こ
の
よ
う
に
届
出
非
営
利
社
団
に
は
な
い
法
律
上
の

能
力
を
亨
受
し
、
さ
ら
に
後
述
の
よ
う
に
税
制
面
で
も

一
般
の
届
出
非
営
利
社
団
が
受
け
な
い
優
遇
措
置
の
恩
恵
に
浴
す
る
。
こ
の
よ

う
な
税
制
上
の
優
遇
と
も
結
び
付
く
公
益
社
団
の
法
律
上
の
能
力
は
、
届
出
非
営
利
社
団
の
法
律
上
の
能
力
と
比
べ
、
「大
き
な
法
人
格
」

（鳴
留
Ｐ

Ｒ

∽ヽ８
讐
けい
）
と
呼
ば
れ
る
。

公
益
性
承
認
の
申
請
手
続
き
は
、
結
社
法
の
施
行
に
関
す
る
前
述
の

一
九
〇

一
年
の
デ
ク
レ
が
定
め
る
。
そ
の
申
請
に
は
、
①
届
出

の
抜
粋
を
含
む
官
報

一
部
、
②
事
業
の
開
始
、
発
展
お
よ
び
公
的
利
益
を
有
す
る
目
的
を
示
す
説
明
書
、
③
社
団
の
定
款
二
部
、
④
施

設
の
一
覧
表
、
⑥
構
成
員
の
名
簿
、
⑥
前
年
度
の
会
計
報
告
、
⑦
貸
借
対
照
表
、
⑧
公
益
性
承
認
の
申
請
を
認
め
る
総
会
決
議
の
抜
粋

を
添
付
す
る
■

九
〇
一
年
デ
ク
レ
一
〇
条
）。
ま
た
定
款
は
次
の
事
項
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
①
社
団
の
名
称
、
目
的
、
期
間
お

よ
び
所
在
地
、
②
構
成
員
の
入
会
お
よ
び
除
名
の
要
件
、
③
社
団
の
組
織
お
よ
び
運
営
の
規
則
、
な
ら
び
に
管
理
・運
営
の
役
員
の
権
限

の
確
定
、
定
款
改
正
お
よ
び
社
団
解
散
の
要
件
、
④
管
理
ま
た
は
運
営
に
生
じ
た
変
更
を
三
カ
月
以
内
に
県
庁
ま
た
は
副
県
庁
に
通
知

す
る
こ
と
、
お
よ
び
知
事
の
要
求
に
基
づ
き
、
知
事
ま
た
は
そ
の
代
理
人
に
帳
簿
お
よ
び
会
計
書
類
を
そ
の
場
で
提
示
す
る
こ
と
の
約



束
、
⑤
解
散
の
場
合
に
財
産
を
割
り
当
て
る
際
の
準
拠
規
定
、
⑥
報
酬
の
最
高
額
、
が
そ
れ
で
あ
る

（同

一
一
条
）。
さ
ら
に
、
公
益
性

承
認
の
申
請
を
す
る
社
団
が
事
実
上
そ
の
定
款
を
準
拠
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

「定
款
モ
デ
ル
」
（日
８
０ぉ
浄

諄
“
”ｏ
こ

が
、
そ
の

申
請
時
に
必
要
な
定
款
の
内
容
を
示
し
、
そ
れ
が
届
出
非
営
利
社
団
に
は
な
い
公
益
社
団
に
対
す
る
規
制

。
監
督
を
導
催
。
定
款
モ
デ

ル
は
、
公
益
社
団
の
行
う
取
引
に
関
す
る
規
制
を
含
む
と
と
も
に
、
次
の
よ
う
な
厳
し
い
監
督
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
求
め
る
の
で
あ

る
。
公
益
社
団
が
年
次
報
告
書
と
会
計
書
類
を
知
事
、
内
務
相
お
よ
び
関
係
閣
僚
に
提
出
す
る
こ
と
、
内
務
相
、
関
係
閣
僚
お
よ
び
そ

の
代
理
人
が
社
団
の
施
設
を
訪
問
し
、
そ
の
業
務
状
況
の
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
次
い
で
、
公

益
性
承
認
の
手
続
き
に
関
し
て
、
前
述
の
デ
ク
レ
は
次
の
三
点
を
定
め
る

（同

一
二
条
）。
①
公
益
性
承
認
の
申
請
は
内
務
相
に
対
し
て

な
さ
れ
る
こ
と
、
②
申
請
を
受
理
し
た
内
務
相
は
、
必
要
の
あ
る
場
合
、
申
請
の
調
査
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
社
団
の
所
在

地
の
市
町
村
の
議
会
の
意
見
等
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
③
内
務
相
は
関
係
閣
僚
の
意
見
を
聴
い
た
後
、
申
請
書
類
を
コ
ン
セ

イ

ュ
・
デ
タ
に
送
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
手
続
き
を
経
た
後
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
承
認
ま
た
は
不
承
認
の
意
見
を
出
し
、
最
終
的
に

は
首
相
に
よ
る
デ
ク
レ
に
よ
る
決
定
と
な
る
が
、
そ
の
際
首
相
が
決
定
の
自
由
裁
量
権
を
持
つ
。

以
上
の
手
続
き
を
見
て
分
か
る
よ
う
に
、
リ
ベ
ラ
ル
な
届
出
非
営
利
社
団
の
制
度
と
は
対
照
的
に
、
公
益
社
団
の
設
立
は
許
可
主
義

に
服
し
、
ま
た
設
立
後
も
公
益
社
団
は
そ
の
定
款
を
根
拠
に
行
政
当
局
の
現
制

・
監
督
に
服
す
る
。
こ
の
ほ
か
公
益
社
団
に
対
す
る
規

制
出
工督
は
、
公
益
社
団
が
贈
与
ま
た
は
遺
贈
を
受
領
す
る
度
に
必
要
な
行
政
庁
の
認
可

（受
贈
認
可
）
―
―
後
述
の
宗
教
社
団
に
対
す

る
贈
与
、
遺
贈
の
受
領
の
認
可
と
同
じ
―
―
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
公
益
社
団
の
資
産
を
容
易
に
捕
捉
で
き
る
よ
う

に
す
る
た
め
に
有
価
証
券
は
記
名
証
券
と
す
べ
き
こ
と
な
ど
に
ま
で
及
ぶ

（結
社
法

一
一
条
）。
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第
二
節

修

道

会

一
九
〇

一
年
の
結
社
法
の
第
二
章
は
、
宗
教
修
道
会

●
８
ｍ
Ｓヽ
”
一【８

お
】Ｃ
８
∽ｃ

に
つ
い
て
の
特
別
制
度
を
定
め
る
。
そ
し
て

一

九
〇
五
年
の
政
教
分
離
法
は
、
政
教
分
離
法
が
新
設
し
た
宗
教
団
体
に
つ
い
て
の

一
般
的
な
法
的
枠
組
み
と
し
て
の
宗
教
社
団
と
は
別

個
に
、
修
道
会
を
従
来
ど
お
り
結
社
法
に
服
す
る
も
の
と
す
る

公
一一八
条
）。
つ
ま
り
、
修
道
会
は
宗
教
社
団
―
―
次
節
で
述
べ
る
よ
う

に
、
こ
れ
は
本
来
的
に
は
特
殊
な
届
出
非
営
利
社
団
―
―
と
い
う
法
人
格
を
有
す
る
宗
教
団
体
と
は
全
く
異
な
る
特
別
な
カ
テ
ゴ
リ
ー

を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
修
道
会
が
な
ぜ
特
別
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
修
道
会
が
他
の
法
人
格
を
有

す
る
宗
教
団
体
と
ど
う
異
な
る
の
か
、
が
問
わ
れ
よ
う
。
こ
の
問
い
を
意
識
し
な
が
ら
、
以
下
に
修
道
会
の
意
義
と
歴
史
、
設
立
、
法

律
上
の
能
力
な
ど
を
調
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

一　

意
義
と
歴
史

結
社
法
は
、
法
律
制
定
前
に
存
在
し
て
い
た
修
道
会
を
前
提
と
し
た
が
、
修
道
会
に
つ
い
て
の
定
義
を
明
示
し
な
か
っ
た
。
公
法
学

説
お
よ
び
判
例
に
よ
れ
ば
、
修
道
会
は
、
①
構
成
員
が
修
道
誓
願
に
拘
束
さ
れ
、
②
共
同
生
活
し
、
③
教
会
が
承
認
し
た
規
則
に
服
従

す
る
結
社
だ
と
さ
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
対
象
と
な
る
の
は
、
男
子
ま
た
は
女
子
が
誓
願
に
よ
っ
て
結
合
し
、
宗
教
信
仰
に
基
づ

き
共
同
生
活
を
営
み
、
同

一
規
則
に
服
従
し
て
、
瞑
想
、
布
教
と
と
も
に
、
慈
善
ま
た
は
教
育
な
ど
の
事
業
を
行
う
、
主
と
し
て
ロ
ー

マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
修
道
会
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
事
実
、
後
述
の
よ
う
に

一
九
八
〇
年
代
ま
で
カ
ト
リ
ッ
ク
の
修
道
会
し
か
承
認

さ
れ
ず
、
修
道
会
は

「
カ
ト
リ
ッ
ク
の
第
二
次
的
機
関
」
と
も
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。



と
こ
ろ
で
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
修
道
会
法
制
の
歴
史
を
見
る
と
、
そ
れ
が
他
の
団
体
と
比
べ
ず

っ
と
継
続
性
を
持

っ
た
こ
と
が
分

か
る
。
教
会
財
産
の
国
有
化
お
よ
び
修
道
誓
願
の
禁
止
―
―
そ
れ
ら
は

一
七
九

一
年
憲
法
に
も
明
記
さ
れ
た
―
―
な
ど
を
断
行
す
る
と

と
も
に
修
道
会
を
全
面
的
に
廃
止
し
た
大
革
命
期
を
除
き
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
か
ら

一
九
〇

一
年
の
結
社
法
の
制
定
ま
で
、
修

道
会
は
王
の
勅
令
な
ど
に
よ
る
事
前
許
可
制
の
下
に
お
か
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
共
和
派
と
王
党
派
と
の
間
で
激
し
い
政
治
的
闘
争

が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
第
二
共
和
制
の
初
め
に
、
共
和
派
は
修
道
会
に
敵
対
的
な
政
策
を
開
始
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
イ

エ
ズ
ス
会

曾
∽●
」けｏ∽）
の
解
散
を
命
ず
る
と
と
も
に
無
許
可
修
道
会
に
対
し
許
可
申
請
を
義
務
づ
け
た
、
一
八
八
〇
年
二
月
二
九
日
の
ジ
ュ
ー
ル
・

フ
ェ
リ
ー
の
二
つ
の
デ
ク
レ
は
、
そ
の
頃
の
反
修
道
会
政
策
を
示
す
例
で
あ
る
。

修
道
会
の
う
ち
に
は
教
育
や
慈
善
事
業
を
行
う
も
の
が
あ
り
、
実
際
に
そ
の
よ
う
な
修
道
会
は
自
動
的
に
設
立
が
許
可
さ
れ
た
時
期

も
あ
っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
共
和
制
期
に
入
る
と
修
道
会

へ
の
敵
対
が
強
ま
っ
た
の
は
奇
異
な
印
象
を
与
え
る
。
そ
こ
で
、

こ
の
敵
対
の
原
因
が
問
題
と
な
る
が
、
そ
れ
は
結
論
的
に
い
え
ば
修
道
会

へ
の
根
本
的
な
不
信
で
あ
る
。
ジ
ャ
ン
・
モ
ラ
ン
ジ
ュ
は
、

修
道
会

へ
の
不
信
の
理
由
と
し
て
修
道
会
の
次
の
二
つ
の
危
険
性
を
指
摘
す
る
。
修
道
会
が
莫
大
な
財
産
を
蓄
え
る
と
い
う

「
死
手
の

危
険
」
、
お
よ
び
通
常
の
団
体
よ
り
も
多
く
の
構
成
員
を
吸
収
す
る
修
道
会
が
、
個
人
の
自
由
を
放
棄
し
て
い
る
構
成
員
に
対
し
大
き
な

影
響
力
を
行
使
す
る
と
い
う
危
険
、
が
そ
れ
で
あ
る
。
だ
が
、
共
和
派
の
抱
い
た
修
道
会

へ
の
不
信
と
い
う
場
合
、
そ
う
し
た
修
道
会

の
危
険
性
を
第
二
共
和
制
初
期
の
修
道
会
が
と
っ
た
政
治
的
姿
勢
に
照
ら
し
て
具
体
的
に
見
る
必
要
が
あ
る
。
モ
つ
し
た
見
地
に
立
て

ば
、
と
り
わ
け
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
を
め
ぐ
る
ド
レ
フ
ュ
ス
派
Ｈ
共
和
派
と
反
ド
レ
フ
ュ
ス
派
Ｈ
右
翼

・
王
党
派
と
の
抗
争
に
お
い
て
、

ア
ソ
ン
プ
シ
オ
ン
会

↑
∽８
日
●
一一８
５
ｒ
ｅ
の
よ
う
な
修
道
会
が
、
死
手
で
あ
る
豊
富
な
資
金
を
使
い
、
後
者
の
側
に
立
っ
て
強
力
に
政

治
活
動
を
行

っ
た
と
い
う
状
況
が
、
修
道
会

へ
の
不
信
を
解
明
す
る
う
え
で
の
重
要
な
要
因
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
ま
さ

に

「共
和
制

へ
の
闘
争
に
お
け
る
教
会
の
先
鋭
部
隊
」
と
な
っ
た
修
道
会
に
対
し
、
共
和
派
が
警
戒
の
目
を
向
け
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
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よ
う
。
さ
ら
に
、
修
道
会
の
行
っ
て
い
た
教
育

へ
の
不
信
も
大
き
か
っ
た
。
当
時
す
で
に

一
八
八
二
年
の
フ
ェ
リ
ー
法
に
よ
り
公
立
学

校
で
は
非
宗
教
的
教
育
が
行
わ
れ
る

一
方
で
、
修
道
会
の
経
営
す
る
多
数
の
私
立
学
校
で
は
そ
れ
と
異
な
る
教
育
が
行
わ
れ
て
い
た
。

そ
し
て
両
者
の
教
育
の
差
が
著
し
い
こ
と
か
ら
、
修
道
会
の
教
育
が
共
和
派
の
攻
撃
の
標
的
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
よ
く
示
す

も
の
は
、
ワ
ル
デ
ッ
ク
Ｈ
ル
ソ
ー
首
相
が

一
九
〇
〇
年

一
〇
月
二
八
日
に
ツ
ー
ル
ー
ズ
で
行

っ
た
演
説
で
あ
る
。
彼
は
、
そ
の
演
説
の

な
か
で
、
死
手
で
あ
る
修
道
会
の
巨
額
の
財
産
を
非
難
す
る
と
と
も
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「真
の
脅
成
を
証
明
し
示
す
の
は
、
死

手
の
発
展
だ
け
で
は
な
い
。
精
神
的

一
体
性
が
数
世
紀
を
通
じ
て
国
の
力
と
偉
大
さ
を
な
し
た
こ
の
国
に
お
い
て
、
同

一
の
活
動
と
影

響
の
下
に
、
彼
ら
の
社
会
状
況
よ
り
は
彼
ら
が
受
け
た
教
育
に
よ
り
分
離
さ
れ
た
二
種
類
の
青
年
が
、
彼
ら
が
将
来
出
会

っ
た
と
き
に

は
あ
ま
り
に
違
い
が
あ
り
す
ぎ
る
た
め
、
も
は
や
理
解
し
あ
え
な
く
な
る
時
ま
で
、
互
い
に
知
り
合
う
こ
と
な
く
成
長
し
て
い
る
」
と
。

一
九
〇

一
年
の
結
社
法
が
制
定
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
共
和
派
の
修
道
会

へ
の
敵
対
状
況
の
さ
な
か
で
あ
り
、
ワ
ル
デ
ッ
ク
Ｈ

ル
ソ
ー
ら
は
結
社
法
を
本
質
的
に
修
道
会
規
制
立
法
と
し
て
企
図
し
、
ま
た
そ
の
法
案
審
議
に
お
い
て
主
な
論
戦
の
対
象
と
な
っ
た
の

も
、
修
道
会
に
関
す
る
諸
規
定
で
あ
っ
た
。
こ
つ
し
て
制
定
さ
れ
た
修
道
会
に
関
す
る
条
項
に
は
、
修
道
会
の
設
立
を
法
律
に
よ
る
許

可
を
要
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
（結
社
法

一
三
条
）、
無
許
可
修
道
会
を
結
成
し
た
者
に
対
す
る
処
罰
規
定
つ
き
で
、
無
許
可
修
道
会

が
違
法
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
規
定

（同

一
六
条
）
を
含
ん
だ
。
し
か
も
修
道
会
に
対
し
厳
し
い
こ
れ
ら
の
条
項
を
、
ワ
ル
デ
ッ
ク
＝

ル
ソ
ー
内
閣
を
継
い
だ
コ
ン
ブ
内
閣
は
、
こ
の
つ
えヽ
も
な
く
厳
格
に
実
施
し
、
当
時
の
多
数
の
無
許
可
修
道
会
の
行
っ
た
修
道
会
設
立

許
可
の
申
請
を

一
括
し
て
却
下
し
た
■

九
〇
三
年
）。
こ
の
結
果
、
多
く
の
修
道
会
は
違
法
と
な
り
、
無
許
可
修
道
会
の
構
成
員
は
起
訴

を
免
れ
る
た
め
に
国
外
に
移

っ
た
と
い
わ
れ
る
。

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
修
道
会
の
極
め
て
厳
し
い
規
制
は
、
修
道
会

へ
の
敵
対
的
雰
囲
気
が
薄
ら
ぐ
に
つ
れ
て
弱
ま
っ
た
。
と
く
に
修

道
会
に
好
意
的
な
ヴ
ィ
シ
ー
政
府
の
下
で
の
一
九
四
二
年
四
月
八
日
の
法
律
に
よ
り
、
結
社
法
の
前
述
の
諸
規
定
が
改
廃
さ
れ
、
そ
れ



以
降
、
無
許
可
の
修
道
会
も
違
法
で
な
く
な
り
、
修
道
会
は
コ
ン
セ
イ
ユ
・デ
タ
の
意
見
に
基
づ
く
デ
ク
レ
に
よ
り
法
的
承
認

（お
８
甲

３
】∽∽”
月
２
ｏ鷺
一ｃ
を
受
け
、
そ
れ
に
よ
り
法
人
格
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
（改
正
後
の
〓
二
条
）。
も
っ
と
も
、
ヴ
ィ

シ
ー
政
府
が
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
協
力
し
た
こ
と
か
ら
ヴ
ィ
シ
ー
法
は
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
苦
い
思
い
出
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
長
い

間
、
そ
の
適
用
は
控
え
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
、
ヴ
ィ
シ
ー
法

へ
の
抵
抗
が
よ
う
や
く
消
え
た

一
九
七
〇
年
に
な
っ
て
、
ポ
ン
ピ
ド

ュ
ー

っ
０
日
０
』８
ε

大
統
領
が
そ
の
適
用
の
指
令
を
出
し
、
こ
れ
以
降
、
新
し
い
法
的
承
認
の
手
続
き
が
適
用
さ
れ
始
め
、
今
日
ま
で
多
数

の
修
道
会
が
そ
れ
に
よ
り
法
的
承
認
を
得
て
」
型
。

一
一　
設
　
　
ニエ

今
日
、
修
道
会
に
は
承
認
修
道
会

●
８
∞
【躍
“
［一８

お
８
ヨ
用
）
お
よ
び
無
承
認
修
道
会

８
８
”
『躍
”
一【８

３
コ
『ｏ８
３
用
）
が
あ
′ヽ嘘

―
―
正
確
に
は
結
社
法
の

一
九
四
二
年
改
正
前
か
ら
存
在
す
る
許
可
修
道
会

８
８
∞
『躍
”
け』８

営
けｏ
『【∽ＯＣ
も
あ
る
―
―
、
無
承
認
修
道

会
は

一
九
四
二
年
改
正
前
の
よ
う
に
違
法
で
は
な
い
が
法
人
格
を
有
し
な
い
。
そ
こ
で
、
以
下
に
、
法
的
承
認
を
得
て
法
人
格
を
取
得

す
る
承
認
修
道
会
の
設
立
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

法
的
承
認
の
手
続
き
は
、
非
営
利
社
団
の
設
立
と
同
じ
く
結
社
法
の
施
行
に
関
す
る

一
九
〇

一
年
八
月

一
六
日
の
デ
ク
レ
に
よ
り
定

（３８
）

め
ら
れ
る
。
承
認
の
申
請
は
内
務
相
に
対
し
て
な
さ
れ
、
申
請
書
に
は
す
べ
て
の
設
立
者
が
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
２

九
〇

一
年

デ
ク
レ
一
七
条
）。
申
請
に
は
次
の
も
の
を
添
付
す
る
。
①
二
部
の
定
款
案
、
②
設
立
の
た
め
の
出
資
の
証
明
書
お
よ
び
維
持
の
た
め
の
資

金
の
証
明
書
、
③
氏
名
、
年
齢
、
出
生
地
お
よ
び
国
籍
の
記
載
の
あ
る
構
成
員
の
リ
ス
ト
な
ど
（以
上
は
同

一
八
条
）、
④
司
教
区
の
司
教

が
修
道
会
と
そ
の
構
成
員
を
自
ら
の
裁
判
権

ｃ
民
う
ｏけい９
）
の
下
に
置
く
こ
と
を
確
約
す
る
申
立
書

（同
二
〇
条
）、
が
そ
れ
で
あ
る
。

定
款
案
に
は
公
益
社
団
の
定
款
と
同
じ
記
載
事
項
を
含
む
と
と
も
に
、
修
道
会
と
そ
の
構
成
員
の
教
区
司
教

へ
の
服
従
な
ど
の
事
項
を
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も
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（同

一
九
条
）。
内
務
相
は
、
修
道
会
の
所
在
す
る
市
町
村
の
議
会
の
意
見
書
、
知
事
の
報
告
書
を
求
め
、

関
係
閣
僚
の
意
見
を
聴
い
た
後
、
審
査
書
類
を
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
に
送
る

（同
二
一
条
）。
そ
し
て
最
終
的
に
は
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ

の
議
を
経
た
デ
ク
レ
の
形
式
で
法
的
承
認
の
決
定
が
な
さ
れ
る

（結
社
法

一
三
条

一
項
）。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
修
道
会
の
法
的
承
認
は
公
益
社
団
に
つ
い
て
の
公
益
性
の
承
認
の
手
続
き
に
類
似
し
、
た
だ
修
道
会
に
は
修
道

会
の
教
区
を
管
轄
す
る
司
教

へ
の
服
従
と
い
う
特
別
の
要
件
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
教
区
司
教

へ
の
服
従
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
の

み
見
ら
れ
る
事
柄
で
あ
る
の
で
、
修
道
会
の
法
的
承
認
に
こ
れ
を
要
件
と
す
る
こ
と
自
体
、
立
法
者
が
伝
統
的
に
フ
ラ
ン
ス
に
存
在
し

て
き
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
修
道
会
の
み
を
想
定
し
た
こ
と
を
物
語
る
。
と
こ
ろ
が
、
近
年
、
前
述
し
た
修
道
会
の
定
義
の
諸
要
素

宣
昌願
、

共
同
生
活
、
規
則
）
を
充
た
す
非
カ
ト
リ
ッ
ク
の
修
道
会
が
法
的
承
認
を
求
め
る
よ
う
に
な
り
、
実
際
、　
一
九
八
八
年

一
月
八
日
の
デ
ク

レ
に
よ
り
初
め
て
仏
教
の
修
道
会
が
承
認
さ
れ
た
。
非
カ
ト
リ
ッ
ク
の
修
道
会
の
法
的
承
認
に
お
い
て
修
道
会
の
教
区
司
教

へ
の
服
従

の
要
件
が
ど
う
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
は
、
内
務
相
が

一
九
八
七
年
に
議
会
で
行
っ
た
次
の
答
弁
に
お
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
「他
宗

教
に
属
す
る
、
上
述
の
基
準
に
適
合
す
る
共
同
体
が
法
的
承
認
を
申
請
す
る
と
す
れ
ば
、
…
…
同
デ
ク
レ

〔筆
者
注
　
結
社
法
の
施
行

に
関
す
る

一
九
〇

一
年
八
月

一
六
日
の
デ
ク
レ
〕
が
規
定
し
た
司
教
の
申
立
は
、
当
該
宗
教
を
代
表
し
、
自
己
の
司
教
区
に
お
い
て
存

在
す
る
施
設
に
対
す
る
司
教
の
裁
判
権
と
比
較
し
う
る
裁
判
権
を
共
同
体
に
対
し
行
使
す
る
資
格
を
有
す
る
人
物
の
証
明
書
に
代
え
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
」
と
。
要
す
る
に
、
非
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗
教
に
つ
い
て
は
カ
ト
リ
ッ
ク
に
お
け
る
司
教
に
匹
敵
す
る
者

へ
の

服
従
で
足
り
る
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
方
針
に
沿
っ
て
、
正
教
会
主
教
相
互
連
絡
委
員
会

お
ｏ
ユ
８
一●
一ｏ「０
一∽ｏ
８
２
９
一７

ｏ
８
ｘ
Ｃ

に
依
拠
し
て
東
方
正
教
会
の
修
道
会
が
、
グ
ラ
イ
・ラ
マ
の
フ
ラ
ン
ス
駐
在
代
理
人
な
ど
に
依
拠
し
て
仏
教
の
修
道
会
が
、
フ

ラ
ン
ス
・プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
連
盟
の

「保
護
」
に
依
拠
し
て
プ

ロ
テ
ス
ダ
ン
ト

（救
世
軍
）
の
修
道
会
が
承
認
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
、　
一

九
九
五
年
現
在
、
四
つ
の
東
方
正
教
系
、
六
つ
の
仏
教
系
、　
一
つ
の
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
の
修
道
会
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
こ



に
お
い
て
、
も
と
も
と
カ
ト
リ
ッ
ク
し
か
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
修
道
会
の
要
件
を
今
日
の
状
況
に
合
わ
せ
非
常
に
緩
や
か
に
解
釈
、

適
用
し
て
、
非
カ
ト
リ
ッ
ク
の
修
道
会
の
法
的
承
認
を
行
う
と
い
う
行
政
当
局
の
姿
勢
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

〓
一　
法
律
上
の
能
力
と
規
制

・
監
督

法
的
承
認
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
修
道
会
は
法
人
格
を
取
得
し
、
公
益
社
団
と
ほ
ぼ
同
様
の
法
律
上
の
能
力
を
享
受
す
る
。
し
か

も
修
道
会
に
つ
い
て
は
公
益
社
団
に
お
け
る
社
団
の
目
的
に
必
要
以
上
の
不
動
産
所
有
の
制
限
が
な
い
の
で
、
こ
の
面
で
は
修
道
会
の

法
律
上
の
能
力
の
方
が
広
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
反
面
、
次
の
よ
う
に
、
修
道
会
は
公
益
社
団
と
同
様
の
、
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
行
政
庁
の
規
制
お
よ
び
監
督

に
服
す
る
。

第

一
に
、
修
道
会
が
生
前
贈
与
や
遺
贈
を
受
け
た
り
、
不
動
産
お
よ
び
国
債
を
有
償
で
取
得
し
、
ま
た
は
譲
渡
す
る
た
め
に
は
、
そ

の
度
に
行
政
庁
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
男
子
修
道
会
に
つ
い
て
は

一
八

一
七
年

一
月
二
日
の
法
律
が
、
女
子
修
道
会
に

つ
い
て
は

一
八
二
五
年
五
月
二
四
日
の
法
律
が
こ
の
認
可
権
の
根
拠
法
と
な
っ
て
い
る
が
、
今
日
に
お
け
る
そ
の
詳
細
は
、
社
団
、
修

道
会
な
ど
の
行
政
上
の
後
見
的
監
督
に
関
す
る

一
九
六
六
年
六
月

一
三
日
の
デ
ク
レ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
デ
ク
レ
は

一
九
八

八
年
と

一
九
九
四
年
に
改
正
さ
れ
、　
一
九
九
七
年
現
在
で
の
現
行
の
デ
ク
レ
に
よ
れ
ば
、
修
道
会
に
対
し
な
さ
れ
る
無
償
贈
与
の
受
領

お
よ
び
不
動
産
等
の
有
償
取
得
ま
た
は
譲
渡
は
、
修
道
会
の
所
在
地
の
あ
る
県
の
知
事
の
決
定
に
よ
り
認
可
さ
れ
る
貧

九
九
六
年
デ
ク

レ
ニ
条
）。
こ
の
修
道
会
に
つ
い
て
の
制
度
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
生
前
贈
与
お
よ
び
遺
贈
の
受
領
に
関
し
て
、
今
日
の
公
益
社
団
お
よ

び
宗
教
社
団
に
つ
い
て
の
制
度
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

第
二
に
、
修
道
会
の
会
計
と
財
務
に
つ
い
て
の
規
制
が
あ
る
。
結
社
法
は
、
修
道
会
に
対
し
、
次
の
書
類
の
作
成
、
ま
た
は
そ
の
所
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在
地
で
の
備
付
け
を
定
め
る
と
と
も
に
、
県
知
事
ま
た
は
そ
の
代
理
人
の
求
め
に
よ
り
、
そ
れ
ら
を
そ
の
場
で
提
示
す
る
こ
と
を
命
じ

る

（結
社
法

一
五
条
）。
収
支
計
算
書

♂
一詳
お
お
ｏｏ一け３
２
８
Ｒ
●
∽ｏし

の
備
付
け
、
毎
年
前
年
度
の
会
計
報
告
書

お
ｏ
日
も
庁
〔】日
Ｒ
』Ｒ
）

お
よ
び
動
産
と
不
動
産
の
財
産
目
録

♂
け詳
【ミ
８
一ｏ
【一〇
８
９
８
ｏ

の
作
成
、
構
成
員
の
氏
名
な
ら
び
に
修
道
会
内
で
の
呼
称
、
国
籍
、

年
齢
、
出
生
地
、
入
会
の
日
付
を
記
載
し
た
完
全
な
名
簿
の
備
付
け
、
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
条
項
に
は
、
虚
偽
の
報
告
を

し
た
り
、
知
事
の
請
求
に
従
う
こ
と
を
拒
否
し
た
修
道
会
の
代
表
者
ら
に
対
し
て
の
処
罰
規
定
も
含
ま
れ
る

（同
条
四
項
）。
こ
の
よ
う

な
結
社
法
の
規
定
は
、
行
政
庁
が
修
道
会
に
対
し
継
続
的
に
強
い
規
制
を
行
う
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
趣
旨
に
出
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
背
景
に
は
、
結
社
法
の
制
定
当
時
の
修
道
会

へ
の
敵
対
的
雰
囲
気
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
修
道
会
は
今
日
で
も
行
政
庁
の
強
い
規
制
お
よ
び
監
督
に
服
し
、
前
述
の
自
由
主
義
的
な
非
営
利
社
団
の
制
度

と
は
対
照
的
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
ジ
ル
・
ル
ブ
ル
ト
ン

（０
庁
∽
ｒ
Ｓ
『の一８
）
が
、
「知
事
は
、　
一
九
〇

一
年
法
結
社
に
は
な
い
、

ほ
と
ん
ど
屈
辱
的
な
ほ
ど
強
い
規
制
を
修
道
会
に
行
う
資
格
を
持
つ
」
と
述
べ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
な
お
、
修
道
会
の
解
散
は
、
法
的
承

認
の
手
続
き
と
同
じ
よ
う
に
コ
ン
セ
イ

ユ
・デ
タ
の
議
を
経
た
デ
ク
レ
に
よ
り
行
わ
れ
る
（同

一
三
条
三
項
）。

つ
ま
り
修
道
会
の
解
散
は

行
政
機
関
の
み
で
行
わ
れ
う
る
わ
け
で
あ
り
、
こ
の
点
で
も
、
裁
判
所
に
よ
る
解
散

（司
法
解
散
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
届
出
非
営
利
社

団
と
比
較
し
て
修
道
会
は
抑
圧
的
制
度
に
服
し
て
い
る
。

第
二
節
　
一示
教
社
団

一
九
〇
五
年
の
政
教
分
離
法
は
前
述
の
よ
う
に
修
道
会
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
規
定
し
な
い
が
、
同
法
は
宗
教
団
体
の
一
般
的
な
法

的
枠
組
み
と
し
て
の
宗
教
社
団

↑
∽∽ｏ
ｏ』”
”】９

８
】”用
Ｆ
）
の
制
度
を
比
較
的
詳
し
く
定
め
る
。
以
下
、
結
社
法
に
基
づ
く
非
営
利
社
団



と
同
様
に
、
宗
教
社
団
の
意
義
、
設
立
、
法
律
上
の
能
力
お
よ
び
規
制

。
監
督
を
調
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

一　

立思
　
　
義

１
　
届
出
非
営
利
社
団
と
し
て
の
宗
教
社
団

政
教
分
離
法
は
、
宗
教
社
団
に
関
す
る

一
般
規
定
と
し
て
、
「あ
る
宗
教
の
経
費
、
維
持
お
よ
び
公
的
礼
拝
に
必
要
な
も
の
を
供
す
る

た
め
に
結
成
さ
れ
る
団
体
は
、　
一
九
〇

一
年
七
月

一
日
の
法
律
の
第

一
章
第
五
条
に
従

っ
て
設
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め

る

（
一
八
条
前
段
）。
法
文
中
に
あ
る

一
九
〇

一
年
法

（結
社
法
）
二
早
五
条
以
下
は
届
出
非
営
利
社
団
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
の
で
、
宗

教
社
団
と
は
要
す
る
に
宗
教
目
的
の
届
出
非
営
利
社
団
だ
と
い
え
る
。
だ
が
宗
教
社
団
の
意
義
を
よ
り
正
確
に
把
握
す
る
た
め
に
は
、

政
教
分
離
法
全
体
か
ら
見
た
宗
教
社
団
の
性
格
を
知
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
政
教
分
離
法
は
、
政
教
分
離
の
必
然
的
な
結
論
と
し
て
、

一
八
〇

一
年
の
コ
ン
コ
ル
ダ
に
基
づ
く
政
教
分
離
以
前
の
政
教
制
度

（
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
）
に
お
い
て
公
認
宗
教
の
教
会
財
産
を
管
理
し

た
公
法
人
で
あ
る
宗
教
公
施
設
法
人
を
廃
止
し

（二
条
三
項
）、
そ
の
教
会
財
産
を
そ
の
公
法
人
に
替
わ
る
宗
教
団
体
と
し
て
の
宗
教
社

団
に
移
転
す
る
も
の
と
す
る

（四
条
）。
し
た
が
っ
て
、
宗
教
社
団
は
、
政
教
分
離
法
に
お
い
て
、
何
よ
り
も
旧
公
法
人
が
所
有
し
た
教

会
財
産
の
政
教
分
離
後
の
受
け
皿
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
と
と
も
に
、
政
教
分
離
に
適
合
す
る
純
粋
な
私
法
人
と
し
て
、
政
教
分
離
後

の
宗
教
組
織
の
法
的
枠
組
み
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
宗
教
社
団
の
こ
の
よ
う
な
性
格
は
、
政
教
分
離
法
が
、
国
ま
た
は
地
方
公
共

団
体
の
所
有
す
る
礼
拝
用
建
物
の
無
償
使
用
権
を
宗
教
社
団
に
与
え

（
〓
二
条
）、
各
宗
教
が
礼
拝
を
引
き
続
き
行
う
こ
と
を
可
能
な
ら

し
め
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
も
う
か
が
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
政
教
分
離
法
は
、
宗
教
社
団
を
届
出
非
営
利
社
団
に
関
す
る
規
定
に
従
わ
せ
る
の
み
で
、
結
社
法
二
章
の
公
益
社
団
に

関
す
る
規
定
に
は
準
拠
さ
せ
て
い
な
い
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
政
教
分
離
法

一
八
条
の
規
定
の
背
景
に
は
、
宗
教
社
団
に
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公
益
社
団
の
性
格
を
与
え
る
こ
と
が
政
教
分
離
に
反
す
る
と
し
て
、
立
法
者
が
そ
れ
に
強
く
反
対
し
た
と
い
う
事
実
が
あ

っ
た
。
政
教

分
離
法
案
を
審
議
し
た
下
院
の

「教
会
と
国
家
の
分
離
と
コ
ン
コ
ル
ダ
の
破
棄
に
関
す
る
委
員
会
」
の
委
員
会
報
告
者
で
あ
っ
た
ブ
リ

ア
ン
は
、
委
員
会
が
下
院
に
提
出
し
た
報
告
書
に
お
い
て
、
宗
教
社
団
が
贈
与
お
よ
び
遺
贈
を
受
領
で
き
る
と
す
る
こ
と
に
反
対
す
る

と
と
も
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
コ

九
〇

一
年
法
は
贈
与
お
よ
び
遺
贈
を
受
領
す
る
能
力
を
公
益
性
の
承
認
に
だ
け
結
び
付
く

特
権
と
な
そ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
分
離
制
度
の
下
で
明
ら
か
な
矛
盾
を
避
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
宗
教
社
団
に
純
粋
に
私
的
な
性
格

を
保
た
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
。
こ
の
趣
旨
は
、
下
院
で
の
法
案
審
議
に
お
い
て
宗
教
社
団
に
公
益
社
団
の
性
格
を
与
え
よ
う
と

す
る
修
正
案
に
反
対
す
る
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
、
ブ
リ
ア
ン
の

一
九
〇
五
年
四
月

一
二
日
の
本
会
議
で
の
発
言
に
お
い
て
も
明

確
で
あ
る
。
「あ
る
宗
教
団
体
が
公
益
性
の
承
認
を
申
請
す
る
た
び
に
、　
コ
ン
セ
イ

ユ
・デ
タ
は
宗
教
的
中
立
性
を
考
慮
し
て
明
確
に
宗

教
団
体
に
そ
れ
を
拒
否
し
て
き
た
。
国
が
こ
の
道
義
的
責
任
を
負
う
こ
と
が
で
き
る
と
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
は
決
し
て
認
め
よ
う
と
は

し
な
い
で
あ
ろ
う
。
分
離
の
後
、
宗
教
公
施
設
法
人
を
構
成
す
る
教
会
財
産
管
理
委
員
会
が
彼
ら
の
好
み
に
応
じ
て
宗
教
社
団
に
公
益

性
を
与
え
る
資
格
と
権
限
を
有
す
る
こ
と
は
奇
妙
で
あ
ろ
う
」
と
。

な
お
、
宗
教
社
団
は
、
届
出
非
営
利
社
団
と
同
様
に
連
合
体

（Ｅ
】ｏ
じ

を
結
成
す
る
こ
と
が
で
き
る

（政
教
分
離
法
二
〇
条
）。

２
　
届
出
非
営
利
社
団
と
の
違
い

宗
教
社
団
は
届
出
非
営
利
社
団
に
関
す
る
規
定
を
準
拠
す
る
が
、
宗
教
社
団
は
そ
の
ほ
か
に
政
教
分
離
法
の
設
け
た
特
別
の
規
定
に

服
す
る
２

八
条
後
段
）。
そ
し
て
、
実
際
、
政
教
分
離
法
に
存
す
る
特
別
規
定
に
よ
り
、
宗
教
社
団
に
は
届
出
非
営
利
社
団
に
比
べ
、
組

織
、
資
金
源
、
規
制

。
監
督
な
ど
の
点
で
、
当
初
か
ら
か
な
り
の
差
異
が
見
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
宗
教
社
団
の
意
義
に
関
し
て
、
非

営
利
社
団
と
の
違
い
と
し
て
と
く
に
指
摘
さ
れ
る
べ
き
二
つ
の
点
だ
け
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

第

一
に
、
宗
教
社
団
が
関
係
宗
教
の
内
部
組
織
規
則
に
適
合
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
政
教
分
離
法
は
、
立



法
者
の
と
く
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
聖
職
位
階
制

へ
の
配
慮
か
ら
、
宗
教
社
団
が

「行
お
う
と
す
る
宗
教
の

一
般
組
織
の
規
則
に
準
拠

し
て
」
結
成
さ
れ
る
と
規
定
す
る

（四
条
）。
こ
の
規
定
の
背
景
に
は
、
宗
教
社
団
に
は
教
区
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
教
の
権
威
を

明
ら
か
に
し
て
い
な
い
た
め
、
司
教
が
承
認
し
な
い
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗
教
社
団
が
設
立
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
れ
が
教
会
財
産
を
得
て
独

自
の
礼
拝
を
続
け
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
危
惧
が
あ

っ
た
。
立
法
者
は
、
宗
教
社
団
の
制
度

へ
の
不
安
を
解

消
す
る
た
め
に
、
宗
教
社
団
が
宗
教
の
内
部
組
織
を
尊
重
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
法
律
規
定
に
明
示
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
実

際
、
政
教
分
離
法
制
定
後
多
発
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
礼
拝
用
建
物
の
無
償
使
用
権
の
割
り
当
て
を
め
ぐ
る
紛
争
に
お
い
て
、
裁
判
所
は

政
教
分
離
法
四
条
の
規
定
を
根
拠
に
し
て
、
司
教
と
の
つ
な
が
り
を
保
つ
宗
教
教
師
お
よ
び
信
徒
に
の
み
そ
の
使
用
権
を
認
め
る
よ
う

（４８
）

に
な

っ
た
。

第
二
に
、
宗
教
社
団
の
目
的
が
、
構
成
員
で
あ
る
信
者
が
同

一
の
信
仰
に
基
づ
き
集
団
で
共
同
し
て
行
う

一
定
の
宗
教
儀
式
、
行
事

で
あ
る
「礼
拝
」
（８
】”２
を
行
う
こ
と
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
目
的
の
限
定
は
、
政
教
分
離
法
が
、
「あ
る
宗
教
の
経

費
、
維
持
費
お
よ
び
そ
の
公
的
礼
拝
に
必
要
な
も
の
を
供
す
る
」
団
体
を
宗
教
社
団
と
し
た
う
え
で
、
宗
教
社
団
が

「
専
ら
あ
る
宗
教

の
礼
拝
を
行
う
こ
と

（口
ｏ【ｏ
一８

０
．Ｅ

８
Ｆ
）
を
目
的
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
貧

九
条

一
項
）
と
定
め
る
と
こ
ろ
に
基
づ
く
。

と
こ
ろ
で
、　
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
は
、
こ
の
宗
教
社
団
の
目
的
限
定
規
定
を
今
日
と
く
に
厳
格
に
解
釈
す
る
。
後
述
の
セ
ク
ト
に
関

す
る
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
諸
判
例
に
も
こ
う
し
た
姿
勢
が
表
れ
て
い
る
が
、
そ
の
目
的
限
定
規
定
に
関
す
る
厳
格
解
釈
を
と
く
に
明

確
に
示
し
た
の
は
、　
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
争
訟
部
総
会
に
よ
る

一
九
九
七
年

一
〇
月
二
四
日
の
意
見
の
次
の

一
節
で
あ
る
。

宗
教
社
団
の
地
位
を
要
求
す
る
非
営
利
社
団
は
、
専
ら
あ
る
宗
教
の
礼
拝
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
の
条
項
の
意

味
に
お
い
て
、
同

一
宗
教
信
仰
に
よ
り
結
集
し
た
者
に
よ
る
一
定
の
祭
儀
ま
た
は
一
定
の
行
事
の
遂
行
の
た
め
に
催
さ
れ
る
儀
式
の
挙
行
を

目
的
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
、
〔政
教
分
離
法
〕
第

一
八
条
お
よ
び
第

一
九
条
か
ら
結
論
さ
れ
る
。
そ
の
ほ
か
に
、
そ
の
社
団
は
、
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礼
拝
用
建
物
の
取
得
、
賃
貸
借
、
建
設
、
改
築
お
よ
び
維
持
、
な
ら
び
に
礼
拝
を
行
う
こ
と
に
携
わ
る
宗
教
教
師
お
よ
び
そ
の
他
の
者
の
扶
養

お
よ
び
養
成
の
よ
う
な
、
そ
の
目
的
と
関
連
す
る
活
動
し
か
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
あ
る
社
団
の
宗
教
社
団
と
し
て
の
性
格
の
承
認
は
、
あ
る
宗
教
の
礼
拝
の
存
在
の
確
認
お
よ
び
札
拝
を
行
う
こ
と
が
社
団
の

排
他
的
な
目
的
で
あ
る
と
い
う
条
件
に
服
す
る
。

社
団
の
専
ら
礼
拝
を
行
う
と
い
う
性
格
に
関
す
る
条
件
の
尊
重
は
、
問
題
の
社
団
は
定
款
上
の
規
定
お
よ
び
そ
の
現
実
の
活
動
に
照
ら
し

て
、
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
社
団
が
上
記
の
も
の
以
外
の
活
動
を
続
け
る
こ
と
は
、
そ
の
活
動
が
直
接
に
礼
拝
執
行
に
結
び
付

き
、
厳
格
な
付
随
性
を
示
す
の
で
な
い
限
り
、
宗
教
社
団
の
地
位
の
特
典
か
ら
そ
の
社
団
を
排
除
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
宗
教
社
団
の
目
的
限
定
規
定
か
ら
、
宗
教
社
団
は
礼
拝
お
せ
び
礼
拝
に
厳
格
に
付
随
す
る
活
動
し
か
行
え
な
い
と
解

す
る
の
が
、　
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
は
民
事
判
例
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。　
一
九
六
八
年
七
月

一
日
の
破
毀
院

判
決
は
、　
Ｆ
ン
ア
出
身
の
高
齢
者
等

へ
の
精
神
的
、
物
質
的
援
助
を
目
的
と
す
る
と
と
も
に
、　
ロ
シ
ア
正
教
会
の
礼
拝
を
行
う
こ
と
を

も
目
的
と
す
る
団
体
を
、　
一
九
〇
五
年
法
の
宗
教
社
団
と
は
認
め
ず
、　
一
九
〇

一
年
法
結
社
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
断
じ
た
の
は
、
そ
れ

を
示
す
。

こ
の
よ
う
な
判
例
を
踏
ま
え
て
、
学
説
は
宗
教
社
団
の
目
的
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
く
。
「宗
教
社
団
は
、
あ
る
宗
教
の
公
的
礼
拝
、

そ
の
経
費
ま
た
は
維
持
費
し
か
直
接
の
目
的
と
し
え
な
い
。
そ
の
目
的
は
現
実
に
礼
拝
に
関
す
る

お
●
】けお
じ

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

単
に
宗
教
的

↑
＆
”
【８
じ

で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
宗
派
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
教
育
、
慈
善
ま
た
は
他
の
社
会
的
有
用
性

を
有
す
る
目
的
の
た
め
の
事
業
は
宗
教
社
団
の
活
動
領
域
か
ら
外
れ
る
」
と
。
ま
た
宗
教
団
体
法
制
の
概
説
書
に
は
、
宗
教
宣
伝
が
公

的
な
礼
拝
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
場
合
、
宗
教
宣
伝
さ
え
も
宗
教
社
団
の
目
的
と
は
な
り
得
な
い
旨
の
記
述
す
ら
も
見
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
宗
教
社
団
の
目
的
は
厳
格
に
限
定
さ
れ
、
本
来
宗
教
的
な
も
の
で
あ

っ
て
も
礼
拝
以
外
の
公
益
事
業
を
行
う
も
の
は
い



う
に
及
ば
ず
、
礼
拝
と
は
無
関
係
に
宗
教
宣
伝
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
も
宗
教
社
団
で
あ
り
得
な
い
、
と
学
説
は
説
く
の
で

あ
る
。
な
お
、
宗
教
社
団
の
目
的
が
こ
の
よ
う
に
極
め
て
限
定
的
で
あ
る
こ
と
が
、
後
述
の
よ
う
に
受
贈
能
力
を
セ
ク
ト
の
団
体
に
認

め
な
い
こ
と
の
理
由
と
し
て
援
用
さ
れ
る
。

こ
う
見
て
く
る
と
、
宗
教
社
団
は
礼
拝
お
よ
び
そ
の
関
連
活
動
に
の
み
専
念
す
る
か
な
り
窮
屈
な
組
織
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ

こ
で
、
教
団
が
、
厳
密
な
礼
拝
以
外
の
事
業
を
行
お
う
と
す
る
場
合
、
そ
れ
が
公
益
事
業
（教
育
、
文
化
、
慈
善
活
動
な
ど
）
で
あ
る
場
合

は
も
ち
ろ
ん
、
た
と
え
宗
教
的
意
義
が
あ
っ
て
も
収
益
事
業
―
―
教
義
に
関
す
る
出
版
物
の
出
版
、
テ
レ
ビ

。
ラ
ジ
オ
放
送
、
祭
具
の

販
売
等
―
―
を
行
う
場
合
に
は
、
宗
教
社
団
と
は
別
個
に
複
数
の
一
九
〇

一
年
法
結
社
を
設
立
し
て
そ
れ
ら
を
行
う
こ
と
が
多
い
。
こ

の
手
法
に
は
、
教
団
に
と
っ
て
、
後
述
の
宗
教
社
団
と
し
て
の
有
利
さ
を
享
受
す
る
と
と
も
に
、
礼
拝
と
は
切
り
離
さ
れ
た
非
営
利
社

（５４
）

団
に
つ
い
て
は
公
的
補
助
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。

３
　
司
教
区
社
団

旧
公
認
宗
教
の
う
ち
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗
教
社
団
だ
け
は
、
今
日
、
「
司
教
区
社
団
」
↑
∽∽８

“̈
け一８

８
８
０∽”
お̈
）
と
称
せ
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
ユ
ダ
ヤ
教
は
直
ち
に
政
教
分
離
法
に
従
い
宗
教
社
団
を
結
成
し
た
の
に
対
し
、
政
教

分
離
に
強
く
反
対
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
は
宗
教
社
団
を
結
成
し
な
か
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗
教
団
体

の
法
人
格
取
得
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
ヴ
ァ
チ
カ
ン
と
の
外
交
関
係
の
回
復
貧

九
二
一
年
）
の
の
ち
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
が
適
法
性
を
確
認
し
、

ロ
ー
マ
教
皇
が
教
会
法
と
の
適
合
性
を
承
認
し
た
司
教
区
社
団
の
結
成
に
よ
っ
た
の
で
あ
る
。
司
教
区
団
体
の
今
日
の
定
款
は
、　
一
九

二
三
年

一
二
月

一
三
日
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・デ
タ
の
意
見
に
よ
り
適
法
性
が
承
認
さ
れ
た
「
司
教
区
社
団
の
定
款
ひ
な
形
」
（∽け”
ご
け峰
を
９

Ｑ
８

器
∽８
】”
”いｏ
３

２
８
０∽”
』お
じ

が
基
本
と
な
り
、
そ
の
後
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
新
教
会
法
の
公
布
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
法
の
進
展
に
応
じ

て
修
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
司
教
区
社
団
の
目
的
に
つ
き
、
そ
の
定
款
は
、
「
カ
ト
リ
ッ
ク
の
礼
拝
の
経
費
お
よ
び
維
持
費
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に
必
要
な
も
の
を
供
す
る
こ
と
」
に
限
定
す
る
こ
と
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
（定
款
ひ
な
形
二
条
）、
礼
拝
を
行
う
こ
と
を
専
ら
純
粋
に
教
会

法
上
の
組
織

（司
教
、
小
教
区
お
よ
び
施
設
付
司
祭
に
お
け
る
司
祭
な
ど
）
の
任
務
と
す
る
た
め
、
そ
れ
を
司
教
区
社
団
の
目
的
か
ら
除
外

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
司
教
区
社
団
の
定
款
は
政
教
分
離
法
の
条
項
か
ら
離
れ
る
点
が
多
少
見
ら
れ
る
。
だ
が
、
司
教
区
社
団
は

カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
教
区
を
単
位
と
し
て
設
立
さ
れ
る
基
本
的
に
政
教
分
離
法
上
の
宗
教
社
団
と
見
て
よ
く
、
事
実
、
法
律
上
は
宗
教
社

団
と
同
様
に
扱
わ
れ
て
い
る
。

一
一　
設
　
　
工上

宗
教
社
団
の
設
立
は
、
結
社
法
に
あ
る
届
出
非
営
利
社
団
に
つ
い
て
の
準
則
主
義
の
規
定
に
服
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
設
立
は

社
団
の
所
在
地
の
県
庁
な
ど
へ
の
届
出
だ
け
で
足
り
、
届
出
の
受
理
証
を
得
さ
え
す
れ
ば
官
報
で
の
公
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
そ
れ

に
よ
り
法
人
格
を
取
得
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
届
出
時
に
は
事
前
統
制
が
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
知
事
が
団
体
を
審
査
す
る
こ
と
が

で
き
ず
、
た
と
え
宗
教
社
団
の
設
立
が
違
法
な
目
的
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
場
合
で
も
、
設
立
後
に
利
害
関
係
人
ま
た
は
検
察
官
の

請
求
に
基
づ
き
裁
判
所
が
解
散
を
宣
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
み
で
あ
る
こ
と
も
、
届
出
非
営
利
社
団
と
同
様
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

宗
教
社
団
の
設
立
は
リ
ベ
ラ
ル
な
制
度
の
下
に
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、
政
教
分
離
法
の
施
行
に
関
す
る

一
九
〇
六
年
二
月

一
六
日
の
デ

ク
レ
の

Ｆ
不
教
社
団
は
、
政
教
分
離
法
に
由
来
す
る
制
限
の
み
に
服
す
る
ほ
か
は
、
自
由
に
設
立
、
組
織
、
運
営
さ
れ
る
」
■

九
〇
六

年
デ
ク
レ
三
〇
条
）
と
い
う
定
め
に
お
い
て
明
示
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
規
定
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
結
社
法
の
命
じ
る
届
出
以
外
に
政
教
分
離
法
お
よ
び
そ
の
施
行
に
関
す
る
前
述
の
デ
ク

レ
が
定
め
る
、
若
千
の
特
別
な
設
立
の
要
件
が
あ
る
。
団
体
が
活
動
す
る
区
域
の
土
地
的
限
界
の
届
出
お
よ
び
団
体
の
区
域
内
に
住
所

ま
た
は
居
所
を
有
す
る
成
年
の
構
成
員
の
名
簿
の
添
付
が
そ
れ
で
あ
る
（同
三

一
条
二
項
三
項
）。
し
か
も
こ
の
構
成
員
に
つ
い
て
は
必
要



最
低
数
の
要
件
を
充
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
人
口

一
千
人
以
下
の
市
町
村
に
お
い
て
は
七
名
以
上
、
人
口

一
千
人
か

ら
二
万
人
ま
で
の
市
町
村
は

一
五
名
以
上
、
人
口
二
万
人
以
上
の
市
町
村
は
二
五
名
以
上
の
構
成
員
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
（政
教

分
離
法

一
九
条

一
項
）。
要
す
る
に
、
一ホ
教
社
団
に
は
活
動
区
域
の
制
限
お
よ
び
そ
の
区
域
の
人
口
に
応
し
た
構
成
員
数
の
制
限
が
存
在
す

る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
つ
見
れ
ば
、
宗
教
社
団
は
か
な
り
狭
い
ロ
ー
カ
ル
な
組
織
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
と
こ
ろ

で
、
こ
の
よ
う
な
地
域
的
制
限
の
背
景
に
は
、
宗
教
社
団
が
旧
公
法
人
に
属
し
て
い
た
教
会
財
産
を
受
け
る
の
で
構
成
に
お
い
て
真
摯

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
立
法
者
の
考
慮
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
区
域
外
の
数
人
の
者
が
教
会
財
産
を
獲
得
し
て
地
方
全
体
に
強

い
影
響
力
を
行
使
す
る
目
的
で
団
体
を
設
立
す
る
こ
と
へ
の
危
惧
を
表
明
し
た
前
述
の
委
員
会
報
告
書
に
示
さ
れ
て
い
綱
。
こ
の
点
に

お
い
て
、
宗
教
社
団
の
こ
の
特
別
規
定
は
宗
教
社
団
が
旧
公
認
宗
教
の
教
会
財
産
の
所
有
権
を
承
継
す
る
と
い
う
点
に
由
来
し
た
と
い

えヽ
卜
で
つ
。

〓
一　
法
律
上

の
能
力

政
教
分
離
法
は
、
通
常
の
届
出
非
営
利
社
団
の
有
す
る
法
律
上
の
能
力
に
比
べ
多
少
大
き
い
能
力
を
当
初
か
ら
宗
教
社
団
に
認
め
た
。

宗
教
社
団
が
構
成
員
か
ら
会
費
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
ま
た
収
益
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
届
出
非
営
利
社
団
と

同
様
で
あ
る
が
、
宗
教
社
団
は
さ
ら
に
行
政
庁
の
認
可
を
得
る
こ
と
な
く

一
定
の
手
渡
し
贈
与
―
―
今
日
、
届
出
非
営
利
社
団
が
手
渡

し
贈
与
を
受
領
す
る
能
力
を
持
つ
こ
と
は
明
確
で
あ
る
が
、　
一
九
〇
五
年
の
時
点
で
は
届
出
非
営
利
社
団
が
そ
の
能
力
を
有
す
る
こ
と

は
不
明
確
で
あ
っ
た
―
―
な
ど
を
受
領
し
得
る
こ
と
が
明
示
的
に
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
政
教
分
離
法
は
届
出
非
営
利
社
団
に
は
な

い
宗
教
社
団
の
資
金
源
と
し
て
次
の
二
種
を
列
挙
す
る
。
①
礼
拝
の
経
費
の
た
め
の
寄
付
お
よ
び
献
金
、
②
宗
教
儀
式
、
座
席
の
賃
貸
、

宗
教
的
建
物
内
で
の
葬
儀
用
品
の
提
供
お
よ
び
建
物
の
装
飾
用
品
の
提
供
に
対
す
る
報
酬
、
が
そ
れ
で
あ
る
貧

九
条
四
項
）。
さ
ら
に
、
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政
教
分
離
法
が
宗
教
社
団
の
必
要
と
す
る
不
動
産
の
購
入
な
ど
に
充
当
す
る
準
備
金
（ヽ
い∽ｏコ
Ｃ
を
積
み
立
て
る
こ
と
を
宗
教
社
団
に
認

め
た
の
も

（壬

一条
）、
届
出
非
営
利
社
団
と
は
異
な
る
点
で
あ
る
。

そ
の
逆
に
、
政
教
分
離
法
は
公
的
補
助
金
に
関
し
て
は
宗
教
社
団
の
法
律
上
の
能
力
を
制
限
す
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
結
社
法
は
届

出
非
常
利
社
団
が
補
助
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
明
ら
か
に
す
る
が
、
政
教
分
離
法
は
、
「宗
教
社
団
は
、
形
式
の
い
か
ん
を
間

わ
ず
、
国
、
県
お
よ
び
市
町
村
か
ら
補
助
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
二

九
条
七
項
）
と
す
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
条
項

の
上
で
は
補
助
金
の
絶
対
的
な
禁
止
と
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
教
分
離
法
に
は
施
設
付
司
祭
に
関
し
て
補
助
金
支
出
を
可

能
に
す
る
規
定

含
一条
二
項
）
等
、
最
初
か
ら
補
助
金
禁
上
の
例
外
が
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
後
に
な
っ
て
礼
拝

へ
の
間
接
補
助
金
を
構

成
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の
が
増
加
し
た
こ
と
に
は
注
意
を
要
す
る
。

政
教
分
離
法
は

一
九
四
二
年
の
改
正
ま
で

一
九
条
で
の
宗
教
社
団
の
法
律
上
の
能
力
の
列
挙
を
以
上
の
も
の
に
限
定
し
て
い
た
の

で
、
宗
教
社
団
は
公
益
社
団
の
有
す
る
受
贈
能
力
を
持
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
前
述
の
よ
う
に
政
教
分
離
法
が
宗
教
社
団
を

基
本
的
に
届
出
非
営
利
社
団
の
制
度
に
依
拠
さ
せ
た
こ
と
か
ら
し
て
当
然
の
結
論
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
受
贈
能
力
の
否
定
に

は
、
前
述
の
よ
う
に
宗
教
団
体
が
公
益
社
団
化
す
る
こ
と
が
政
教
分
離
に
反
す
る
と
い
う
考
え
の
ほ
か
に
、
と
く
に
宗
教
社
団
が
過
剰

な
財
政
力
を
持
つ
こ
と
へ
の
一
九
〇
五
年
の
立
法
者
の
警
戒
が
、
背
景
と
し
て
存
在
し
た
。
そ
れ
は
ブ
リ
ア
ン
に
よ
る
次
の
よ
う
な
記

述
に
示
さ
れ
る
。
宗
教
社
団
が
贈
与
や
遺
贈
を
受
領
す
る
能
力
を
持
つ
と
、
「あ
ま
り
に
大
き
な
資
産
と
豊
か
す
ぎ
る
資
金
源
を
得
て
、

宗
教
社
団
が
礼
拝
所
を
増
や
し
、
聖
職
者
の
数
を
不
釣
合
い
に
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
金
銭
で
得
ら
れ

た
影
響
力
が
厳
密
に
宗
教
的
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
が
危
惧
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
」
と
。
そ
し
て
、
立
法
者
は
こ
の
よ
う
な
警
戒

を
抱
く
と
同
時
に
、
彼
ら
は
、
宗
教
社
団
が
、
公
法
人
の
所
有
し
た
教
会
財
産
を
承
継
し
、
国
公
有
の
礼
拝
用
建
物
を
無
償
使
用
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
教
会
が
礼
拝
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
、
ま
た
宗
教
社
団
が
、
教
会
財
産
の
ほ
か
に
、
届
出
非
営
利
社
団
に



は
な
い
手
渡
し
贈
与
お
よ
び
各
種
の
報
酬
を
受
領
す
る
能
力
な
ら
び
に
準
備
金
を
備
え
る
こ
と
に
よ
り
、
受
贈
能
力
を
持
た
ず
と
も
、

教
会
の
礼
拝
が
十
分
に
存
続

・
発
展
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
の
人
口
の
都
市
集
中
に
伴
い
、
人
口
集
中
地
域
に
新
た
な
礼
拝
所
を
建
設
す
る
こ
と
が
教
会
に
必
要
と
な
っ

た
と
き
、
宗
教
社
団
の
政
教
分
離
法
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
資
金
源
だ
け
で
は
教
会
の
礼
拝
所
建
設
に
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
契
機
と
な
っ
て
、　
一
九
二
〇
年
代
か
ら
礼
拝
用
建
物
の
建
設
に
対
す
る
多
様
な
手
法
に
よ
る
公
的
援
助
が
始

ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
公
的
援
助
は
、
地
方
公
共
団
体
が
年
間

一
フ
ラ
ン
と
い
う
名
日
的
な
貸
料
で
長
期
賃
貸
借
契
約
に
よ
り
公
有
地

を
教
会
堂
建
設
に
使
用
さ
せ
る
と
い
う
行
政
実
務
、
教
会
堂
建
設
の
た
め
の
宗
教
社
団
の
借
入
金
を
国
が
保
証
す
る
こ
と
を
認
め
る

一

九
六

一
年
七
月
二
九
日
の
法
律
、
さ
ら
に
と
り
わ
け
礼
拝
用
建
物
に
つ
い
て
の
税
の
優
遇
措
置
な
ど
の
形
に
な
っ
て
現
れ
た
。
宗
教
社

団
に
受
贈
能
力
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
に
対
す
る

「間
接
補
助
金
」
の
拡
大
の

一
環
と
し
て
で
あ
る
。

ヴ
ィ
シ
ー
政
府
の
下
で
の
一
九
四
二
年

一
二
月
二
五
日
の
政
教
分
離
法
の
改
正
に
よ
り
、
コ
不
教
社
団
は
、
・…
‥
そ
の
目
的
の
達
成
に
供

さ
れ
、
ま
た
は
信
仰
的
も
し
く
は
宗
教
的
な
事
業
に
充
て
ら
れ
る
と
い
う
負
担
付
き
で
の
Ｆ
２ヽ
２
器
３
お
Ｏ
ｏ
一２
∽９
８

８
】”馬
庁
じ
、

一
６ ２

一

遺
贈
お
よ
び
生
前
贈
与
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
」
（改
正
後
の
一
九
条
四
項
）
と
い
う
規
定
が
挿
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し

て
、
宗
教
社
団
が
公
益
性
の
承
認
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
宗
教
社
団
の
法
律
上
の
能
力
は
、
本
章
第
四
節
で
見

る
税
の
優
過
措
置
に
つ
い
て
と
同
様
に
、
公
益
社
団
に
類
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

四
　
規
制

・
監
督

宗
教
社
団
が
、
前
述
の
届
出
非
営
利
社
団
に
対
す
る
規
制
と
同
じ
規
制
を
受
け
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
宗
教
社
団
は
さ
ら
に
そ
れ

以
外
の
規
制

・
監
督
に
も
服
す
る
。
そ
れ
は
、
宗
教
社
団
の
会
計
に
関
す
る
規
制
、
お
よ
び
宗
教
社
団
が
贈
与
ま
た
は
遺
贈
を
受
領
す
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る
た
び
に
服
す
る
行
政
上
の
後
見
監
督
で
あ
る
。

１
　
会
計
の
規
制

ま
ず
、
政
教
分
離
法
は
、
役
員
の
行
っ
た
財
産
管
理
行
為
を
少
な
く
と
も
年

一
回
総
会
に
報
告
し
て
そ
の
承
認
を
得
る
こ
と
を
命
じ

る
の
み
な
ら
ず

（
一
九
条
三
項
）、
宗
教
社
団

（お
よ
び
そ
の
連
合
体
）
に
対
し
収
支
計
算
書
を
備
え
付
け
る
こ
と
、
な
ら
び
に
毎
年
前
年

度
の
決
算
書
お
よ
び
財
産
目
録
を
作
成
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る

一
一
一
条
）。
政
教
分
離
法
の
施
行
に
関
す
る

一
九
〇
六
年
二
月

一
六

日
の
デ
ク
レ
は
、
こ
れ
ら
の
点
の
詳
細
を
定
め
、
会
計
の
計
算
方
法
、
会
計
書
類
の
記
載
事
項
な
ど
と
と
も
に
、
例
え
ば
、
決
算
書

一

部
を
監
督
行
政
庁
の
要
求
に
応
じ
て
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
過
去
五
年
間
の
決
算
書
お
よ
び
財
産
目
録
を
保
存
す
る
こ
と

を
規
定
す
る

（
一
九
〇
六
年
デ
ク
レ
四
四
条
）。

次
に
、
宗
教
社
団
が
積
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
準
備
金
に
つ
い
て
、
政
教
分
離
法
は
、
宗
教
の
経
費
、
維
持
費
の
た
め
の
準
備
金

お
よ
び
宗
教
社
団
の
必
要
な
不
動
産
と
動
産
の
購
入
、
建
設
、
装
飾
、
修
理
に
充
て
る
特
別
準
備
金
の
二
種
類
の
準
備
金
を
用
意
し
、

前
者
に
つ
い
て
は
準
備
金
の
上
限
を
定
め
る
と
と
も
に
そ
れ
を
記
名
有
価
証
券
に
す
る
と
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
現
金
ま
た
は
記
名
証

券
と
し
て
公
法
人
に
預
け
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る

０
〓
一条
）。
つ
ま
り
、
こ
の
準
備
金
の
規
制
は
、
宗
教
社
団
の
資
金
の
一
部
を
強
制

的
に
記
名
有
価
証
券
に
さ
せ
、
ま
た
公
法
人
に
寄
託
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
政
庁
が
そ
れ
を
完
全
に
捕
捉
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
り
、
と
く
に
厳
格
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
規
制
は
、
実
は
旧
公
認
宗
教
の
教
会
財
産
を
管
理
し
た
公
法
人
の
会
計
と
類
似
す
る
も
の

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
会
計
の
規
制
に
お
い
て
宗
教
社
団
は
私
的
と
は
言
え
ず
公
的
な
扱
い
を
受
け
て
い
る
と
も
い
え
る
。
法
案
審

議
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
会
計
の
規
制
と
立
法
者
が
宗
教
社
団
を
純
粋
に
私
的
な
団
体
と
し
た
こ
と
と
の
矛
盾
を
突
く
発
言
が
見
ら

れ
た
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
委
員
会
報
告
者
の
ブ
リ
ア
ン
は
、
宗
教
社
団
が
旧
公
認
宗
教
の
公
法
人
の
い
く
つ
か

の
支
出
を
引
き
継
ぐ
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
公
法
人
並
み
の
会
計
の
規
制
が
宗
教
社
団
に
残
る
こ
と
を
根
拠
づ
け
た
。
し
た
が
っ
て
、



会
計
の
規
制
に
お
い
て
も
、
宗
教
社
団
が
旧
公
認
宗
教
の
公
法
人
の
所
有
し
た
教
会
財
産
の
受
け
皿
で
あ
る
こ
と
が
大
き
く
作
用
し
て

い
る
と
い
え
よ
う
。

２
　
受
贈
の
際
の
行
政
上
の
後
見
監
督

宗
教
社
団
に
受
贈
能
力
が
認
め
ら
れ
た

一
九
四
二
年
以
降
、
宗
教
社
団
は
、
そ
れ
が
贈
与
や
遺
贈
を
受
け
る
た
め
の
行
政
庁
の
認
可

を
得
る
際
に
、
行
政
上
の
後
見
監
督

（一ｃ
ａ
お
ａ
ユ
３
け『”
”」お
）
に
服
す
る
。
こ
の
行
政
上
の
後
見
監
督
は
、
公
の
秩
序
の
保
護
な
ら
び

に
家
族
の
保
護
を
理
由
と
し
て
公
益
社
団
な
ど
へ
の
生
前
贈
与
お
よ
び
遺
贈
を
デ
ク
レ
に
よ
る
認
可
に
基
づ
か
せ
る
、
民
法
典
九

一
〇

条
に
由
来
す
る
制
度
で
あ
る
。
こ
の
条
項
に
基
づ
き
、
本
章
第

一
節
で
述
べ
た
死
手
に
よ
る
蓄
財
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
立
法
者
の
警

戒
を
反
映
す
る
厳
格
な
行
政
上
の
後
見
監
督
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
現
行
制
度
を
定
め
る
の
は
、
贈
与
と
遺
贈
に
関
す
る
行
政
上

の
後
見
監
督
に
つ
い
て
の

一
九
〇

一
年
二
月
四
日
の
法
律
お
よ
び
非
営
利
社
団
、
財
団
お
よ
び
修
道
会
の
行
政
上
の
後
見
監
督
に
関
す

る

一
九
六
六
年
六
月

一
三
日
の
デ
ク
レ
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
認
可
は
第
二
節
で
述
べ
た
修
道
会
に
つ
い
て
と
同
様
に

社
団
の
所
在
地
が
あ
る
県
の
知
事
の
決
定
に
よ
、́絶

二

九
六
六
年
デ
ク
レ
一
条
）。
た
だ
し
、
贈
与
ま
た
は
遺
贈
が
家
族
の
異
義
申
し
立
て

を
生
ぜ
し
め
た
場
合
は
、
そ
の
受
領
の
認
可
は
コ
ン
セ
イ
ユ
・デ
タ
の
議
を
経
た
デ
ク
レ
に
よ
り
な
さ
れ
る

（
一
九
〇
一
年
法
七
条
）。
以

下
、
こ
の
行
政
上
の
後
見
監
督
に
つ
い
て
の
行
政
実
務
、
判
例
お
よ
び
そ
れ
ら
に
対
す
る
批
判
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

①
　
行
政
実
務

受
贈
の
認
可
は
知
事
な
ど
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
後
見
監
督
の
内
実
を
知
る
に
は
、
認
可
が
実
務
上
ど
の
よ
う

な
基
準
で
与
え
ら
れ
る
か
、
ま
た
認
可
申
請
し
た
団
体
が
ど
の
よ
う
に
審
査
さ
れ
る
か
、
を
調
べ
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
、
贈
与

・
遺

贈
を
受
領
す
る
団
体
が
、
伝
統
的
宗
教
の
団
体
か
、
新
宗
教
の
団
体
か
が
審
査
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、　
一
九
八
二
年
六
月
二
九
日
の
コ
ン

セ
イ

ユ
・
デ
タ
内
務
部
会
の
意
見
に
基
づ
き
各
知
事
宛
て
に
出
さ
れ
た
同
年
七
月
二
七
日
の
内
務
相
の
通
達
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
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て
い
る
。伝

統
的
宗
教
の
団
体

（カ
ト
リ
ッ
ク
司
教
区
社
団
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、　
ユ
ダ
ヤ
教
、
東
方
正
教
会
ま
た
は
イ
ス
ラ
ム
教
の
宗
教
社
団
）
が

申
請
し
た
認
可
を
無
用
な
形
式
主
義
に
な
ら
ず
迅
速
に
与
え
る
傾
向
の
あ
る
、
従
来
の
実
務
を
変
更
す
る
に
は
お
よ
ば
な
い
が
、
・…
‥
教
会
と

国
家
の
分
離
に
関
す
る

一
九
〇
五
年

一
二
月
九
日
の
法
律
の
一
八
条
、
一
九
条
ま
た
は
二
〇
条
に
従
っ
て
宗
教
社
団
と
し
て
設
立
さ
れ
た
が
、

い
か
な
る
観
点
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
異
例
の
性
格

（８
８
ｏ
一０
お
〓
〓
”
げ
』ご
①
じ

を
示
す
、
あ
る
団
体
が
申
請
し
た
認
可
を
与
え
る
前
に
は
、

関
係
書
類

（お
よ
び
と
く
に
過
去
三
年
の
決
算
書
）
の
精
査
を
貴
職
の
部
局
に
命
じ
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
知
事
は
認
可
申
請
の
あ

っ
た
団
体
の
宗
教
の
古
さ
を
審
査
し
、
伝
統
的
宗
教
に
つ
い
て
は
直
ち
に
認
可
を
与
え

る
が
、
「
異
例
の
性
格
」
を
持

つ
新
し
い
宗
教
の
団
体
に
つ
い
て
は
知
事
は
さ
ら
に
厳
格
に
審
査
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
審
査
は
ま
ず

法
律
の
定
め
る
要
件
に
つ
い
て
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
団
体
が
結
社
法
お
よ
び
政
教
分
離
法
に
従

っ
て
設
立
さ
れ
た
こ
と
、
目
的
が

専
ら
礼
拝
を
行
う
こ
と
で
あ
る
こ
と
、
団
体
の
活
動
区
域
の
土
地
的
限
界
を
定
め
て
い
る
こ
と
、
そ
の
区
域
内
に
住
所
ま
た
は
居
所
を

有
す
る
必
要
数
の
構
成
員
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
が
、
審
査
事
項
と
な
る
が
、
さ
ら
に
法
令
で
定
め
ら
れ
た
会
計
書
類
が
き
ち
ん

と
備
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
審
査
が
及
ぶ
。
そ
の
う
え
で
公
益

含
・
けいヽ
９
理
σ
汗
）
に
関
す
る
審
査
も
行
わ
れ
る
。
前
述
の

一
九
八
二

（６８
）

年
六
月
の
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
意
見
の
次
の

一
節
が
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
。

行
政
機
関
は
公
益
を
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
、
認
可
申
請
の
審
査
を
通
じ
て
、
あ
る
無
償
贈
与
が
、
と
く
に
そ
れ
に
よ

り
あ
る
宗
教
社
団
が
取
得
す
る
新
し
い
資
産
に
よ
り
、
そ
の
団
体
に
公
の
秩
序
を
侵
害
す
る
よ
う
に
至
ら
し
め
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る

と
き
に
は
、
行
政
機
関
が
把
握
す
る
諸
要
素
の
全
体
を
考
慮
し
て
、
例
え
ば
国
益
、
人
身
の
安
全
、
良
俗
ま
た
は
公
の
平
穏
に
対
し
て
存
す
る

脅
威
の
現
実
性
お
よ
び
重
大
性
を
判
断
す
る
権
限
が
、
行
政
機
関
に
属
す
る
。

要
す
る
に
、
問
題
と
な
る
新
宗
教
の
団
体
の
活
動
が
公
益
に
反
し
な
い
か
ど
う
か
も
知
事
の
審
査
事
項
に
な
る
の
で
あ
る
。
な
お
、



こ
の
趣
旨
は
、
一則
述
の
一
九
八
二
年
七
月
二
七
日
の
通
達
で
も
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。
「団
体
の
礼
拝
と
思
わ
れ
て
い
る
活
動
の

実
際
に
関
し
て
、
あ
る
い
は
団
体
の
役
員
、
構
成
員
ま
た
は
信
徒
の
行
動

↑
∞
】のＸ
ヨ
８
こ

に
つ
い
て
の
公
益
と
の
適
今
性
に
関
し
て
、

疑
義
が
あ
る
場
合
、
そ
の
活
動
ま
た
は
行
動
に
関
し
て
警
察
的
調
査
を
行
わ
せ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
。

②
　
判
　
　
例

以
上
に
見
た
受
贈
認
可
の
行
政
実
務
は
判
例
に
お
い
て
も
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
判
例
と
は
、
セ
ク
ト
の
宗
教
社
団
と
し
て
届
出

さ
れ
た
団
体
に
よ
る
贈
与

・
遺
贈
の
受
領
の
認
可
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
新
宗
教
の
団
体
が
不
認
可
決
定
の
取
り
消
し
を
求
め
た

事
件
に
関
し
、　
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
そ
の
不
認
可
を
正
当
と
し
た
数
件
の
判
例
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
判
例
に
は
結
論
の
理
由
づ

け
に
関
し
次
の
二
つ
の
タ
イ
プ
が
見
ら
れ
る
。

第

一
の
タ
イ
プ
は
、
問
題
と
な
る
セ
ク
ト
の
団
体
の
目
的
が
定
款
に
お
い
て
礼
拝
を
行
う
こ
と
に
限
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に

着
目
し
て
、
そ
の
団
体
が
宗
教
社
団
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
宗
教
社
団
に

「専
ら
礼
拝
を
行
う
こ
と
を
目

的
と
す
る
」
こ
と
を
求
め
る
政
教
分
離
法

一
九
条

一
項
を
厳
格
に
解
釈
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。　
一
九
八
三
年

一
月
二

一
日
の
新
世
界

奉
仕
者
友
愛
会

，
∽∽ｏ
ｏ】“
”】８

で
”
けｏ『●
【８
８
∽
∽ｏヽ
く
】一８
あ
８

日
８
８

８
目
０
営
）
事
件
の
判
決
は
、
こ
の
タ
イ
プ
に
属
す
る
。
こ
の

判
決
は
、
「新
世
界
奉
仕
者
友
愛
会
が
あ
る
宗
教
の
礼
拝
を
も
目
的
と
す
る
こ
と
を
承
認
し
て
も
、
訴
訟
記
録
か
ら
、
そ
れ
は
、
そ
の
設

立
以
来
、
教
義
に
関
す
る
出
版
物
の
刊
行
と
頒
布
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
そ
れ
は
、
宗
教
社

団
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
も
の
の
、
専
ら
こ
の
よ
う
な
目
的
〔筆
者
注
　
礼
拝
を
行
う
と
い
う
目
的
〕
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
」
と
し
て
、

問
題
の
団
体
の
宗
教
社
団
性
を
否
定
し
た
の
で
あ
型
。

第
二
の
タ
イ
プ
は
、
セ
ク
ト
の
団
体
が
公
の
秩
序
に
反
す
る
活
動
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
や
は
り
そ
の
団
体
を
宗
教

社
団
で
は
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
フ
ラ
ン
ス
の
エ
ホ
バ
の
証
人
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
会
Ｌ
＞
∽∽８
』“
”』８

８
【ｏ”̈
８
８

《ｒ
Ｏ
↓
０日
ｏ
』湧
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８

〕９
２
卜

計

で
”
８
Ｃ
）
に
関
す
る

一
九
八
五
年
二
月

一
日
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
総
会
判
決
は
こ
の
タ
イ
プ
に
属
す
る
。
こ
の

事
件
で
遺
贈
の
受
領
の
認
可
を
拒
否
さ
れ
た
エ
ホ
バ
の
証
人
の
団
体
は
、
宗
教
社
団
の
形
式
で
届
出
、
設
立
さ
れ
た
団
体
で
あ
り
、
し

か
も
か
つ
て
出
版
活
動
を
も
目
的
と
し
て
い
た
従
来
の
定
款
を
改
正
し
て
、
定
款
上
礼
拝
の
み
を
目
的
と
す
る
団
体
と
な
り
、
し
た
が
っ

て
政
教
分
離
法
上
の
宗
教
社
団
た
る
の
要
件
を
充
足
す
る
団
体
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、　
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
次
の
よ
う
に

判
示
し
た
。
「
フ
ラ
ン
ス
の
エ
ホ
バ
の
証
人
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
会
が
定
款
の
規
定
に
基
づ
き
行

っ
て
い
る
諸
活
動
は
、
そ
の
な
か
の
い
く

つ
か
の
活
動
の
目
的
ま
た
は
性
格
の
ゆ
え
に
、
全
体
と
し
て
、
そ
の
会
に

一
九
〇
五
年

一
二
月
九
日
の
法
律
の
意
味
で
の
宗
教
社
団
の

性
格
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
」
と
。
こ
の
判
決
で
は
、　
コ
ン
セ
イ

ユ
・デ
タ
は
明
ら
か
に
エ
ホ
バ
の
証
人
の
団
体
の
定
款
で
は
な
く
、

そ
の
活
動
状
況
か
ら
そ
の
団
体
の
宗
教
社
団
で
あ
る
こ
と
を
否
認
し
た
。
そ
の
理
由
と
な
っ
た
エ
ホ
バ
の
証
人
の
団
体
の

「
い
く
つ
か

の
活
動
の
目
的
ま
た
は
性
格
」
と
は
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
か
は
不
明
確
で
あ
り
、
こ
の
点
は
し
ば
し
ば
厳
し
い
批
判
の
対
象
と
な
っ

て
い
る
。
だ
が
、
本
件
に
つ
い
て
の
論
告
担
当
官
に
よ
る
詳
細
な
論
告
を
参
照
す
れ
ば
、
そ
の
判
示
の
念
頭
に
あ
る
の
は
、　
エ
ホ
バ
の

証
人
の
信
者
が
子
ど
も
に
対
し
輸
血
を
拒
否
し
て
い
る
こ
と
だ
と
い
う
の
が
分
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
輸
血
拒
否
が
子
ど

も
の
健
康
、
生
命
の
保
護
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
公
の
秩
序
に
反
す
る
と
い
う
判
断
が
、
そ
の
判
示
の
背
後
に
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
だ

と
す
れ
ば
、　
エ
ホ
バ
の
証
人
の
団
体
が
宗
教
社
団
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
理
由
は
そ
の
団
体
が
公
の
秩
序
に
反
す
る
活
動
を
行

っ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
。

な
お
、
こ
の
タ
イ
プ
の
判
例
と
し
て
は
、
「宗
教
社
団
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
サ
イ
エ
ン
ス

・
パ
リ
第
二
教
会
」
Ｓ
∽∽８
一”
”】８

８
】［用
汗

↓
『ｏ
●
０日
０
ぼ
Ｆ
Φ
８

ｏ
，
『繁

８
８̈

，
８
「
“
【こ

事
件
に
関
す
る

一
九
八
六
年
六
月
六
日
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
決
が
あ
る
。
こ

の
判
決
は
、
聖
書
に
示
さ
れ
教
祖
の
書
物
に
よ
り
解
釈
さ
れ
た

「真
理
を
保
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
治
療
す
る
」
と
い
う
活
動
を
、
間

題
と
な
っ
た
団
体
が
行
っ
て
い
る
こ
と
を
背
景
と
し
て
、　
一
九
八
五
年
の
判
決
と
全
く
同
様
に
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。



③
　
批
　
　
判

以
上
に
見
た
行
政
実
務
と
判
例
は

一
般
に
好
意
的
に
受
け
と
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（迎

、
そ
れ
ら
に
は
学
説
か
ら
の
批
判
が

な
い
わ
け
で
は
な
い
。
学
説
の
批
判
は
、　
一
九
八
五
年
の
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
判
決
文
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
こ
と
、
裁
判
所
が
あ
る

宗
教
の
活
動
に
不
当
に
介
入
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
極
め
て
問
題
で
あ
る
こ
と
、
公
の
秩
序
に
反
す
る
行
動
を
し
て
い
る
こ
と
が
贈
与

や
遺
贈
の
受
領
の
拒
否
を
理
由
づ
け
る
必
然
性
が
な
い
こ
と
、
裁
判
所
が
主
観
的
で
疑
わ
し
い
基
準
で
宗
教
活
動
の
有
害
、
無
害
を
判

断
す
る
の
は
宗
教
の
自
由
を
危
う
く
す
る
こ
（♂

、　
エ
ホ
バ
の
証
人
の
実
践
が
公
の
秩
序
に
反
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
そ
こ
か
ら

公
の
秩
序
の
必
要
性
を
明
示
的
に
認
め
る
政
教
分
離
法

一
条
お
よ
び
違
法
な
目
的
を
有
す
る
社
団
を
対
象
と
す
る
結
社
法
三
条
に
よ

り
、
行
政
庁
は
、
そ
の
団
体
の
解
散
を
求
め
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
宗
教
の
礼
拝
を
無
条
件
に
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り

（７７
）

か
ね
な
い
こ
と
、
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
。
だ
が
、
最
も
注
目
す
べ
き
批
判
と
思
わ
れ
る
の
は
、
伝
統
的
宗
教
と
新
宗
教
と
の
差
別
を
指

摘
す
る
批
判
で
あ
る
。
ジ
ャ
ッ
ク
・
ロ
ベ
ー
ル
は
新
宗
教
と
古
い
宗
教
と
の
差
別
が
生
じ
や
す
い
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
、
「
公
法
は
こ

の
よ
う
な

『宗
教
の
特
性
』
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
諸
宗
教
の
間
の
相
違
の
承
認
が
、
い
か
な
る
場
合
で
も
、
そ
れ
ら

の
間
の
差
別
に
至
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
（迎

」
と
述
べ
ヽ
ま
た
「結
局
の
と
こ
ろ
宗
教
は
成
功
し
た
セ
ク
ト
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
（型

」

と
し
て
、
セ
ク
ト
で
あ
る
新
宗
教
と
宗
教
と
の
基
本
的
な
差
異
に
疑
間
を
呈
し
て
い
る
。
こ
つ
し
た
目
か
ら
見
れ
ば
、
伝
統
的
宗
教
の

団
体
に
は
容
易
に
受
贈
能
力
を
認
め
る
が
、
新
宗
教
の
団
体
に
は
そ
れ
を
な
か
な
か
認
め
ず
、
さ
ら
に
そ
の
団
体
は
解
散
さ
せ
ら
れ
る

可
能
性
も
あ
る
と
い
う
現
状
は
、
政
教
分
離
法
が
廃
止
し
た
旧
公
認
宗
教
の
復
活
に
至
る
と
非
難
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
（型

。

こ
の
よ
う
な
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
受
贈
認
可
の
際
の
行
政
上
の
後
見
監
督
を
通
じ
て
、
知
事
等
は
新
宗
教
の
団
体
に
つ
い
て
、

そ
れ
が
法
律
の
要
件
と
り
わ
け
そ
の
目
的
の
礼
拝
専
念
性
を
充
足
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
団
体
が
公
益
に
反
す
る
行
動
を
し
て
い
な
い

こ
と
を
厳
格
に
審
査
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
憲
法
原
則
で
あ
る
結
社
の
自
由
の
原
則
か
ら
非
営
利
社
団
の
設
立
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
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と
を
行
政
庁
が
拒
む
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
そ
の
届
出
時
に
は
行
政
庁
の
事
前
統
制
が
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
と
対
照
的
で
あ
る
。

だ
が
、宗
教
社
団
、
公
益
社
団
お
よ
び
修
道
会
に
つ
い
て
は
、
そ
の
特
殊
性
と
特
権
を
享
受
す
る
た
め
同
様
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
宗
教
社
団
は
設
立
時
に
団
体
は
い
か
な
る
審
査
も
受
け
な
い
が
、
宗
教
社
団
と
し
て
届
出
ら
れ
た
団
体
が
贈
与
ま

た
は
遺
贈
を
受
領
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
知
事
等
の
極
め
て
厳
重
な
審
査
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
前
述
の
エ
ホ
バ
の
証

人
の
団
体
の
よ
う
に
新
宗
教
の
団
体
も
宗
教
社
団
の
形
式
で
届
出
を
行
い
得
る
が
、
現
在
ま
で
こ
の
種
の
団
体
が
知
事
等
に
よ
り
宗
教

社
団
と
認
め
ら
れ
、
受
贈
認
可
を
受
け
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
が
現
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
後
見
監
督
は
、
現

実
に
は
社
会
に
危
険
な
新
宗
教
を
宗
教
社
団
の
有
す
る
特
権
の
享
受
か
ら
排
除
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

以
上
に
宗
教
社
団
の
制
度
を
詳
し
く
見
て
き
た
。
修
道
会
の
制
度
と
同
様
に
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
的
状
況
か
ら
生
ま
れ
た
宗
教
社
団
の

制
度
は
、
そ
の
目
的
お
よ
び
組
織
に
お
い
て
か
な
り
制
限
的
で
窮
屈
な
制
度
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
宗
教
団
体
の

一
般
的
な
法
的
枠
組
み

で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、　
一
九
四
〇
年
代
以
降
の
新
し
い
立
法
に
よ
り
、
今
日
、
宗
教
社
団
は
、
政
教
分
離
法
の
立
法

者
が
宗
教
社
団
の
基
礎
と
し
た
届
出
非
営
利
社
団
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
も
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
宗
教
社
団
は
、

法
律
上
の
能
力
お
よ
び
規
制

・
監
督
に
お
い
て
公
益
社
団
ま
た
は
修
道
会
に
極
め
て
類
似
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
四
節
　
税
制
上
の
優
遇
措
置

前
節
ま
で
に
見
た
宗
教
目
的
の
届
出
非
営
利
社
団
、
法
的
承
認
を
受
け
た
修
道
会
お
よ
び
宗
教
社
団
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の

「宗
教
法

人
」
の
税
制
を
最
後
に
調
べ
る
こ
と
に
な
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
わ
が
国
と
同
様
、
政
教
分
離
原
則
を
と
り
な
が
ら
も
、
各
種
の

免
税
措
置
な
ど
を
含
む
宗
教
法
人
に
対
す
る
税
制
上
の
優
遇
措
置
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
宗
教
法
人
の
税
制
は
多
岐
に
わ
た
る
と
と



も
に
か
な
り
複
雑
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
優
遇
税
制
の
う
ち
で
今
日
フ
ラ
ン
ス
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
中
心
に
し
て
、

優
遇
税
制
の
特
徴
を
概
観
す
る
こ
と
に
限
り
た
い
。
そ
こ
で
、
以
下
、
寄
付
金
控
除
を
中
心
に
述
べ
、
法
人
税
、
そ
の
他
の
優
遇
措
置

に
も
若
干
触
れ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

一　

寄
付
金
控
除

こ
れ
は
企
業
ま
た
は
個
人
が
宗
教
社
団
等
に
対
し
て
な
し
た
寄
付
に
つ
い
て
、　
一
定
の
限
度
で
寄
付
者
の
法
人
税
ま
た
は
所
得
税
の

課
税
所
得
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
税
制
上
の
特
権
で
あ
る
。
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
少
な
く
と
も
宗
教
社
団
に
つ
い

て
の
税
制
上
の
最
新
か
つ
最
大
の
優
遇
措
置
と
目
さ
れ
る
の
が
、
こ
の
寄
付
金
控
除
制
度
で
あ
る
。
寄
付
金
控
除
の
制
度
は
、
寄
付
者

が
個
人
か
企
業
か
に
よ
っ
て
少
し
異
な
る
。
ま
ず
寄
付
者
が
個
人
の
場
合
、
公
益
社
団
な
ら
び
に
贈
与

・
遺
贈
の
受
領
を
認
可
さ
れ
た

宗
教
社
団
な
ど
に
対
す
る
寄
付
に
つ
い
て
は
、
寄
付
額
の
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
課
税
所
得
の
六
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
控
除
で
き
（租
税

一
般

法
典
一
一〇
〇
条

一
項
、
三
項
）、
ま
た
、
「博
愛
、
教
育
、
科
学
、
社
会
福
祉
、
人
道
主
義
、
ス
ポ
ー
ツ
、
家
庭
保
護
、
文
化
の
性
格
を
持

うノ
」
　
（”
く
”
づ
け　
“
●
・Ｏ”
”ヽ
０け０『０
も

，
〓
”
●
一，
『Ｏ
も
」ｏ
」
ｏ
「　
い０
〓
０”
●
い
　
∽ｏ
一ｏ●
〓
〔】ｏ
●
ｏ
）
∽Ｏ
〇一“
Ｆ　

，
“
ヨ
”
●
一一”
』『ｏ
・　
∽ｏ
Ｏ
『虫
ぃ
　
ぃ“
目
ま
〓
”
〓　
ｏＣ
】付“
『の
こ
　
か
ひ
ドし

「
一
般
的
利
益
を
有
す
る
事
業
ま
た
は
組
織
」
（８
ヨ
お

８

ｏ
編
‥
お
ヨ
ｏ
２
●
一いヽ
３
鴨
忌

“ヽ
じ

の
た
め
の
寄
付
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く

一
・
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
控
除
で
き
る

（同
条
二
項
）。
次
に
寄
付
者
が
所
得
税
ま
た
は
法
人
税
の
対
象
と
な
る
企
業
の
場
合
、
個
人

寄
付
者
の
場
合
に
お
け
る
団
体
の
種
類
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
年
間
売
上
高
の
○
喜
〓
一五
パ
ー
セ
ン
ト

（同
法
典
二
三
八
条
ｇ
望

一項
）、

○
上
〓
一五
パ
ー
セ
ン
ト
の
限
度

（同
条

一
項
）
で
、
寄
付
額
を
課
税
所
得
か
ら
控
除
で
き
、
し
か
も
、
あ
る
年
度
に
そ
れ
ぞ
れ
の
控
除

枠
を
超
え
た
場
合
、
そ
の
超
過
額
は
次
の
五
年
間
の
各
年
度
に
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る

（同
条
三
項
）。
な
お
、
修
道
会
は
こ
れ
ら
の

条
項
に
明
示
的
に
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
法
的
承
認
さ
れ
た
修
道
会
に
は
公
益
社
団
お
よ
び
宗
教
社
団
に
つ
い
て
の
規
定
が
適
用
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（組
）

さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
制
度
は
、
メ
セ
ナ
振
興
に
関
す
る

一
九
八
七
年
七
月
二
三
日
の
法
律
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
前
節
で
述

べ
た

一
九
四
二
年
に
お
け
る
宗
教
社
団

へ
の
受
贈
能
力
の
承
認
な
ど
宗
教

へ
の
間
接
補
助
金
の
拡
大
の
延
長
線
上
に
あ
る
．
〓
つ
し
て

一
九
八
七
年
法
に
よ
る
税
法
改
正
に
よ
り
前
述
の
諸
規
定
が
登
場
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
り
、
受
贈
能
力
を
認
め
ら
れ
た
宗

教
社
団

へ
の
寄
付
は
、
た
と
え
そ
れ
が
宗
教
教
師
の
給
与
や
宗
教
活
動
の
費
用
に
対
す
る
も
の
も
含
め
、
無
条
件
に
税
額
控
除
の
対
象

と
な
り
、
し
か
も
公
益
社
団
お
よ
び
修
道
会
と
同
じ
優
遇
さ
れ
た
上
限
枠
で
の
税
額
控
除
の
恩
恵
に
浴
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
宗

教
目
的
の
届
出
非
営
利
社
団

へ
の
寄
付
の
控
除
は
、
控
除
の
上
限
枠
が
低
く
抑
え
ら
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
寄
付
が

「博
愛
」
な

ど
法
文
に
列
挙
さ
れ
た
性
格
を
有
す
る

「
一
般
的
利
益
を
有
す
る
事
業
ま
た
は
組
織
の
た
め
」
の
も
の
と
い
う
条
件
づ
き
で
あ
る
た
め
、

専
ら
宗
教
的
な
目
的
の
寄
付
は
税
額
控
除
の
対
象
外
と
な
り
、
例
え
ば
公
衆
に
公
開
さ
れ
た
礼
拝
用
建
物
の
建
設

・
維
持
の
た
め
の
寄

付
な
ど
に
限
定
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
税
額
控
除
に
お
い
て
受
贈
認
可
を
受
け
た
宗
教
社
団
は
、
通
常
の
届
出
非

営
利
社
団
ま
た
は
受
贈
認
可
を
受
け
て
い
な
い
宗
教
社
団
よ
り
も
、
格
段
に
優
遇
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
寄
付
金
控
除
の
対
象
と
な
る
宗
教
社
団
は
贈
与
と
遺
贈
の
受
領
を
認
可
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、

社
団
お
よ
び
修
道
会
の
行
政
上
の
後
見
監
督
に
関
す
る
前
述
の
一
九
六
六
年
の
デ
ク
レ
の

一
九
八
八
年
改
正
に
よ
り
盛
り
込
ま
れ
た
諸

規
定
が
こ
の
点
の
詳
細
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
デ
ク
レ
に
よ
れ
ば
、
「
課
税
さ
れ
る
年
度
、
ま
た
は
そ
れ
に
続
く
五
つ
の
年
度
の

一
つ

に
」
、
贈
与
ま
た
は
遺
贈
を
受
領
す
る
こ
と
が
認
可
さ
れ
た
宗
教
社
団
が
、
寄
付
金
控
除
の
規
定
の
恩
恵
に
浴
す
る
■

九
九
六
年
デ
ク
レ

一
―

一
条

一
項
）。
つ
ま
り
、
宗
教
社
団
が

一
度
受
贈
の
認
可
を
得
る
と
、
そ
の
年
度
と
そ
の
後
の
五
年
間
、
行
政
庁
の
認
可
の
不
要
な
手

渡
し
贈
与
で
あ
る
寄
付
を
そ
の
宗
教
社
団
に
行
っ
た
寄
付
者
は
、
自
動
的
に
税
額
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ

の
所
定
の
期
間
に
贈
与
ま
た
は
遺
贈
の
受
領
の
認
可
を
受
け
る
こ
と
が
な
か
っ
た
宗
教
社
団
に
つ
い
て
、
前
述
の
デ
ク
レ
は
、
団
体
の



所
在
地
の
県
の
知
事
に
対
し
認
可
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
そ
の
認
可
が
当
該
年
度
と
そ
の
後
の
五
年
間
有
効
で
あ
る
こ
と

を
定
め
る

（同
二
項
）。

こ
の
二
項
に
よ
る
認
可
申
請
は
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
贈
与

・
遺
贈
の
受
領
の
認
可
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
新
宗
教
の
団
体
が

寄
付
を
集
め
る
際
に
、
と
く
に
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
寄
付
金
控
除
の
認
可
の
決
定
に
お
い
て
も
、
知
事
は
、

受
贈
認
可
の
場
合
と
同
様
に
新
宗
教
の
団
体
に
つ
い
て
は
極
め
て
厳
格
な
姿
勢
を
と
る
。
こ
れ
は
各
県
知
事
に
宛
て
た

一
九
八
八
年

一

二
月
二
二
日
の
内
務
相
の
通
達
に
明
確
で
あ
る
。
こ
の
通
達
に
お
い
て
、
内
務
相
は
、
知
事
に
対
し
、
政
教
分
離
法
制
定
後

一
年
以
内

に
設
立
さ
れ
た
宗
教
社
団
―
―
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
ユ
ダ
ヤ
教
の
社
団
―
―
ま
た
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
教
区
社
団
か
ら
申
請
さ
れ
た
も

の
に
つ
い
て
は
無
用
な
手
続
き
な
し
に
迅
速
に
認
可
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る

一
方
で
、
他
の
団
体
に
つ
い
て
は
、
次
の
三

点
に
つ
き
書
類
の
精
査
を
経
て
決
定
す
る
よ
う
に
指
示
す
る
。
第

一
は
政
教
分
離
法
の
要
求
す
る
要
件
を
当
該
団
体
が
満
た
し
て
い
る

こ
と
の
確
認
で
あ
り
、
第
二
は
前
述
の
政
教
分
離
法
の
施
行
に
関
す
る

一
九
〇
六
年
の
デ
ク
レ
で
定
め
ら
れ
た
会
計
書
類
が
き
ち
ん
と

備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
検
査
で
あ
り
、
第
二
は
団
体
の
活
動
が
国
益
と
人
々
の
自
由
を
侵
害
せ
ず
、
非
難
さ
れ
る
も
の
で
は
な

い
こ
と
の
審
査
で
あ
る
。
こ
の
第
二
の
点
に
関
し
、
同
通
達
は
、
監
禁
、
未
成
年
者
誘
拐
、
猥
褻
物
陳
列
、
詐
欺
、
背
任
、
人
種
差
別

教
唆
な
ど
の

一
般
刑
法
規
定
、
お
よ
び
税
法
、
為
替
管
理
法
、
会
社
法
、
労
働
法
、
社
会
法
、
商
法
、
教
育
法
な
ど
の
特
別
な
法
令
と

い
う
二
つ
の
判
断
事
項
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
セ
ク
ト
の
団
体
に
対
す
る
受
贈
認
可
に
関
す
る
前
述
の

一
九
八
二

年
六
月
二
九
日
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・デ
タ
の
意
見
お
よ
び
同
年
七
月
二
七
日
の
通
達
に
従
い
、
「
と
り
わ
け
贈
与
を
促
進
す
る
税
制
措
置
の

特
典
が
、
そ
の
措
置
が
あ
る
団
体
に
取
得
さ
せ
得
る
新
し
い
資
産
に
よ
り
、
そ
の
団
体
に
公
の
秩
序
を
侵
害
す
る
よ
う
に
至
ら
し
め
得

る
か
ど
う
か
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
。
こ
こ
に
示
さ
れ
た
知
事
の
審
査
は
、
少
な
く
と
も
新
宗
教
の
団
体
に
関

す
る
限
り
、
前
節
で
見
た
受
贈
認
可
の
際
の
行
政
上
の
後
見
監
督
の
実
務
と
全
く
同
じ
ば
か
り
か
、
そ
れ
を
さ
ら
に
具
体
化
、
明
確
化
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し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
宗
教
社
団
と
し
て
届
出
さ
れ
た
新
宗
教
の
団
体
が
、
手
渡
し
贈
与
の
寄
付
に
つ
い
て
の
寄
付

金
控
除
の
税
制
上
の
優
遇
措
置
の
適
用
を
受
け
る
に
は
、
そ
の
団
体
の
活
動
の
公
益
に
関
す
る
審
査
を
も
含
め
、
極
め
て
厳
重
な
知
事

の
審
査
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

一
一

法

人

税

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
株
式
会
社
な
ど
と
と
も
に
営
利
性
を
持
つ
取
引

（８
い【ヽ
一う
″
３

８

３ヽ
静０お
ご
０【”
魚
）
を
行
う
す
べ
て
の
法

人
が
法
人
税

（】日
も
Ｐ
留
【
】９

８
ｏ一い一９

貧
り
）
の
納
税
義
務
を
負
う
と
さ
れ

（
一
般
租
税
法
典
二
〇
六
条

一
項
）、
そ
の
所
得
全
体
に
つ

き

一
般
税
率

（
一
九
九
二
年
現
在
で
三
四
パ
ー
セ
ン
ト
）
で
法
人
税
が
課
税
さ
れ
る

（同
法
典
二
一
九
条
）。
し
た
が
っ
て
、
届
出
非
営
利
社

団
で
あ

っ
て
も
、
行
政
庁
に
よ
り
営
利
性
を
持
つ
活
動
を
行
う
と
見
な
さ
れ
た
団
体
は
、
こ
の
法
人
税
の

一
般
制
度
に
服
す
る
こ
と
に

な
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
新
宗
教
の
非
営
利
社
団
が
次
の
法
人
税
の
優
遇
措
置
を
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
第

一
節
で
見
た
。

他
方
、
宗
教
社
団
な
ど
営
利
的
な
目
的
を
持
た
な
い
非
営
利
社
団
は
、
以
上
に
見
た
法
人
税
の
納
税
義
務
を
負
わ
な
い
。
た
だ
し
、

こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
法
人
も
次
の
資
産
所
得

↑
Ｒ
Ｅ
・
２

８
〓
ヨ
ｏ
澪̈
）
に
つ
い
て
は
法
人
税
の
納
税
義
務
を
負
う
。
す
な
わ
ち
、
所

有
す
る
不
動
産
の
賃
貸
、
農
地
ま
た
は
山
林
の
経
営
♂
ｘ
ｏ
σ
け”
け一８

出
『【８
ぉ
８

ざ
『０■
０『ｃ
、
流
動
資
産
所
得
（・９
８
〓
８
８
ｏ
一〔営
Ｘ

ヨ
３
】Ｆ
『∽）―
―
公
社
債
や
預
貯
金
の
利
子
、
外
国
有
価
証
券
の
配
当
な
ど
で
あ
る
が
、
国
内
会
社
の
配
当
は
除
外
さ
れ
る
―
―
な
ど
が

そ
れ
で
あ
る
２

般
租
税
法
典
二
〇
六
条
五
項
）。
こ
れ
ら
は
限
定
列
挙
と
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
所
得
は
、
と
く
に
構
成
員
か
ら
の
会
費
、

寄
付
、
補
助
金
な
ど
も
含
め
、
課
税
さ
れ
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
資
産
所
得
の
税
率
は
、
二
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
と
く
に
流
動
資
産
所
得

の
一
部
に
つ
い
て
は

一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
優
遇
税
率
で
あ
り
、
し
か
も
資
産
所
得
の
税
額
が

一
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
（現
在
約
二
万
円
）

を
超
え
な
い
と
き
は
納
税
が
免
除
さ
れ
て
い
る

（同
法
典
二
一
九
条
ｇ
Ｏ
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
わ
が
国
の
宗
教
法
人
に
対
す
る
優
遇
税



制
と
は
か
な
り
異
な
る
点
も
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
贈
与

・
遺
贈
の
受
領
の
認
可
さ
れ
た
宗
教
社
団
は
、
法
人
税
の
優
過
制
　
３５４

（９‐
）

度
の
恩
恵
に
与
っ
て
い
る
。

〓
一　
そ
の
他
の
優
遇
措
置

フ
ラ
ン
ス
の

「宗
教
法
人
」
は
各
種
の
免
税
措
置

（９
８
い【”
［』８

０
、』口
Ｂ
こ

を
享
受
す
る
。
こ
の
免
税
措
置
に
は
、

一
で
述
べ
た

寄
付
金
控
除
と
は
異
な
り
、
宗
教
社
団
等
が
受
贈
認
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
は
し
な
い
も
の
も
多
い
。

ま
ず
、
税
法
上
、
宗
教
社
団
ま
た
は
修
道
会
が
免
除
さ
れ
る
税
が
存
在
す
る
。
「宗
教
社
団
、
宗
教
社
団
の
連
合
体
お
よ
び
許
可
修
道

会
に
な
さ
れ
た
贈
与
お
よ
び
遺
贈
」
が
免
除
さ
れ
る
無
償
譲
渡
税

ａ
『ｏ
諄

浄
ヨ
〓
一”
け】８

ツ
澤
お
彎
”
”ｏ
こ

が
そ
の
代
表
例
で
あ
る

（租

税

一
般
法
典
七
九
五
条

一
〇
号
）。
前
述
の
寄
付
金
控
除
と
無
償
譲
渡
税
の
免
税
を
結
び
付
け
る
と
、
受
贈
認
可
を
受
け
た
宗
教
社
団
お
よ

び
修
道
会
に
対
し
個
人
が
贈
与
し
た
場
合
、
贈
与
者
は
所
得
税
の
控
除
を
受
け
、
受
贈
者
で
あ
る
宗
教
社
団
と
修
道
会
は
免
税
と
な
る

の
で
あ
り
、
こ
の
税
法
上
の
措
置
は
宗
教
組
織

へ
の
大
き
な
間
接
補
助
金
を
構
成
す
る
こ
と
が
分
か
る
。
事
実
、
無
償
譲
渡
税
の
免
税

が
宗
教
社
団
お
よ
び
修
道
会
に
認
め
ら
れ
た
の
は
、
前
節
で
見
た
礼
拝

へ
の
間
接
補
助
金
を
拡
大
す
る
文
脈
に
位
置
す
る

一
九
五
九
年

一
二
月
二
六
日
の
法
律
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
他
に
宗
教
社
団
が
税
を
免
除
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
地
方
税
の

一
つ
で
、
建
物
所
有
者

に
課
税
さ
れ
る
宅
地
税

（一黙
ｏ
ど
月
一ツ
ｏ
８
■
３
「
８
『【いけ３
ｇ
一一８
）
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、　
一
九
四

一
年

一
月

一
三
日
の
法
律
に
由

来
す
る
、
宗
教
社
団

（お
よ
び
そ
の
連
合
体
）
の
所
有
す
る
礼
拝
用
建
物
に
つ
い
て
の
宅
地
税
の
免
除
で
あ
る

（租
税

一
般
法
典

一
三
人
三

条
四
項
）。
同
様
の
も
の
と
し
て
、
宗
教
社
団
（お
よ
び
そ
の
連
合
体
）
に
よ
る
礼
拝
用
建
物
の
建
設
に
つ
い
て
の
施
設
地
方
税
（〔”
る

ざ
８
″

α
．いｆ
】Ｒ
日
９
ｃ
ｌ
ｌ
建
物
の
新
築
、
改
築
、
増
築
に
課
税
さ
れ
る
税
―
―
の
免
除
も
あ
る

（租
税

一
般
法
典
付
則
Ｈ
三

一
七
条
ｇ
ｅ
。
さ

ら
に
、
宗
教
社
団
に
つ
い
て
の
税
率
が
軽
減
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、　
一
九
五
八
年

一
二
月
二
〇
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
四
九
条
に
さ
か
の
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ぼ
る
、
宗
教
社
団
が
自
己
の
事
業
に
必
要
な
不
動
産
を
有
償
取
得
し
た
場
合
の
不
動
産
登
記
税

貧
『ｏ
【け
０
）８
『８
●
『ｏヨ
９
こ

の
税
率
軽

減

（同
法
典
七
一
三
条
）
が
あ
る
。
な
お
法
文
上
は
不
明
で
あ
る
が
法
的
承
認
を
受
け
た
修
道
会
に
も
こ
れ
が
適
用
さ
れ
る
。

い
ず
れ
の
場
合
も
、
宗
教
社
団
は
税
の
減
免
を
享
受
し
、
そ
れ
は
公
益
社
団
少
な
く
と
も
そ
の

一
部
の
も
の
と
同
様
の
扱
い
と
な
っ

て
い
る
が
、　
一
般
の
届
出
非
営
利
社
団
は
こ
う
し
た
減
免
措
置
を
受
け
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
優
遇
措
置
に
つ
い
て
は

新
宗
教
の
集
団
の
多
く
は
排
除
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
宗
教
社
団
と
し
て
届
出
さ
れ
た
新
宗
教
の
社
団
が
定
款
上
も
実
際
の
活
動
上
も
礼

拝
に
専
念
し
、
公
の
秩
序
を
侵
害
し
な
い
場
合
に
は
、
そ
れ
が
宗
教
社
団
が
享
受
す
る
前
述
の
優
遇
措
置
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
。　
一

九
九
七
年

一
〇
月
二
四
日
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
争
訟
部
総
会
の
意
見
が
、
そ
の
趣
旨
を
明
確
に
し
た
。
こ
の
意
見
は
、
団
体
が
礼
拝

以
外
の
活
動
を
し
た
り
、
団
体
の
活
動
が
公
の
秩
序
を
侵
害
す
る
場
合
に
は
、
団
体
は
宗
教
社
団
と
し
て
宅
地
税
免
除
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
し
つ
つ
も
、
遺
贈
の
受
贈
認
可
の
た
め
の
審
査
を
受
け
な
い
エ
ホ
バ
の
証
人
の
社
団
に
対
し
、
そ
の
礼
拝
用
建
物
の
宅

地
税
免
除
を
受
け
る
余
地
を
否
定
し
な
か
っ
た
。

こ
の
他
、
前
述
の
法
人
税
と
ほ
ぼ
同
様
に
、
宗
教
社
団
で
あ
る
こ
と
と
は
無
関
係
に
、
法
人
の
活
動
の
非
営
利
性
に
よ
り
免
税
さ
れ

る
税
が
存
在
す
る
。
事
業
を
営
む
個
人
と
法
人
に
つ
き
そ
の
事
業
用
建
物
の
賃
料
と
支
払
っ
た
給
与
総
額
の

一
部
の
合
計
に
対
し
課
せ

ら
れ
る
事
業
税

↑
”
お

「
ｏ
」ｏ∽∽】８
８
Ｆ
）
お
よ
び
付
加
価
値
税

（け熊
ｏ
８
■
“
“
】８
『
”一８
けＯｃ

が
そ
れ
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
「宗
教
法
人
」
の
占
有
す
る
礼
拝
用
建
物
に
は
住
居
税

↑
“
お

Ｑ
）ｇ
σ
】一”
一い８
）
が
課
税
さ
れ
な
い
の
も
優
遇
措
置
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
居
住
税
は
法
人
に
よ
り
排
他
的
に

（ツ
肇
お
「
】Ｓ
彙
）
占
有
さ
れ
、
法
人
の
目
的
に
適
合
す
る
よ
う
に
家
具
の
付
い
た

建
物
な
ど
に
課
税
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
（租
税

一
般
法
典

一
四
〇
七
条
）、
法
文
で
は
明
確
で
は
な
い
が
、
こ
の
規
定
の
要
件
か
ら
考
え
て

公
衆
に
公
開
さ
れ
て
い
る
教
会
堂
な
ど
の
礼
拝
用
建
物
は
課
税
さ
れ
な
い
と
説
か
れ
る
。
実
際
、
判
例
も
公
的
な
礼
拝
に
の
み
供
用
さ

（９５
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（９６
）

れ
る
建
物
は
課
税
さ
れ
な
い
こ
と
を
認
め
て
き
た
。
と
く
に
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
一
九
九
二
年

一
月

一
三
日
の
判
決
は
、　
エ
ホ
バ
の



証
人
の
社
団
に
も
居
住
税
の
免
除
を
認
め
た
。

以
上
の
税
制
上
の
優
遇
措
置
の
概
観
か
ら
、
そ
の
優
遇
措
置
も

一
九
四
〇
年
代
に
始
ま
る
こ
と
、
ま
た
そ
こ
に
は
礼
拝

へ
の
間
接
補

助
金
を
構
成
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、
第
二
節
で
見
た
宗
教
社
団
の
法
律
上
の
能
力
の
拡
大
の

動
き
と
運
動
す
る
。
つ
ま
り
、
新
し
い
礼
拝
所
の
建
設
の
必
要
性
か
ら
宗
教
社
団
の
法
律
上
の
能
力
が
拡
大
さ
れ
る
の
と
歩
調
を
合
わ

せ
て
、
宗
教
社
団
の
税
制
上
の
優
遇
、
し
か
も
と
く
に
そ
の
礼
拝
用
建
物
に
関
す
る
優
遇
が
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
最
後
に
見

た
住
居
税
の
よ
う
に
新
宗
教
の
団
体
が
免
税
措
置
を
受
け
る
こ
と
も
あ
る
が
、
新
宗
教
の
法
人
が
宗
教
社
団
お
よ
び
修
道
会
に
適
用
さ

れ
る
優
遇
措
置
の
恩
恵
に
与
か
る
の
は

一
般
に
困
難
で
あ
る
こ
と
も
、
以
上
の
概
観
か
ら
繰
り
返
し
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

ま

　
と
　
め

以
上
に
、
ず
い
ぶ
ん
複
雑
で
あ

っ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
の
下
に
あ
る
宗
教
団
体
の

一
般
制
度
を
見
て
き
た
。

フ
ラ
ン
ス
は
政
教
分
離
原
則
を
伴
い
な
が
ら
信
教
の
自
由
を
保
障
す
る
わ
が
国
と
同
様
の
政
教
制
度
を
採
る
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
の

宗
教
団
体
制
度
は
、
統

一
的
な
法
人
と
い
う
制
度
が
存
在
し
、
し
か
も
そ
れ
を

一
律
に
税
法
上
公
益
法
人
と
し
て
扱
う
わ
が
国
の
制
度

と
は
か
な
り
異
な
る
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
宗
教
団
体
制
度
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
ラ
イ
シ
テ
に
関
す
る
他
の
制
度
と
同
様
に
、
そ
の
法
制

の
基
礎
を
構
成
す
る
結
社
法
と
政
教
分
離
法
の
制
定
か
ら
今
日
ま
で
変
化
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
分
か
っ
た
。
最
後
に
、
思
い
つ
く
ま
ま
、

そ
の
特
徴
と
し
て
い
く
つ
か
の
点
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

第

一
は
、
Ｚ
フ
ン
ス
の
宗
教
団
体
制
度
の
多
様
性
で
あ
る
。
Ｚ
フ
ン
ス
で
は
結
社
法
制
定
時
か
ら
修
道
会
に
つ
い
て
の
特
別
な
法
制
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が
存
在
し
て
き
た
こ
と
な
ど
、
主
と
し
て
歴
史
的
理
由
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
の
今
日
の
宗
教
団
体
法
制
は
極
め
て
多
様
で
あ
る
。
法
人
格

を
持
つ
宗
教
団
体
に
関
す
る
統

一
的
な
制
度
が
存
在
せ
ず
、
届
出
非
営
利
社
団
、
修
道
会
お
よ
び
宗
教
社
団
の
制
度
が
併
存
し
て
い
る
。

本
章
が
扱
わ
な
か
っ
た
特
殊
な
地
方
法
の
存
在
を
考
慮
す
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
宗
教
団
体
制
度
が
さ
ら
に
多
様
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

第
二
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
宗
教
団
体
制
度
の
保
守
性
で
あ
る
。
修
道
会
と
宗
教
社
団
の
制
度
に
は
、
第
二
共
和
制
の
初
め
の
立
法
者
が

認
識
し
た
そ
の
当
時
の
公
認
宗
教
、
と
り
わ
け
彼
ら
が
反
教
権
主
義
的
な
姿
勢
で
対
抗
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
組
織
を
念
頭
に
お
い
て
、

立
法
者
が
そ
れ
ら
の
制
度
に
担
わ
せ
よ
う
と
し
た
課
題
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
修
道
会
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
の
カ
ト
リ
ッ
ク

の
修
道
会
の
特
別
な
制
度
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
、
共
和
派
の
修
道
会

へ
の
敵
視
か
ら
修
道
会
を
徹
底
的
に
規
制
す
る
姿
勢
が
強
く
見
ら
れ

る
。
ま
た
宗
教
社
団
に
つ
い
て
は
、
宗
教
社
団
が
旧
公
認
宗
教
の
公
法
人
に
替
わ
る
教
会
の
法
的
枠
組
み
と
し
て
、
教
会
財
産
を
受
け

継
ぎ
、
礼
拝
を
行
う
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
よ
う
と
す
る
立
法
者
の
意
向
が
、
反
教
権
主
義
的
な
立
法
者
の
態
度
と
と
も
に
、
表
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
曇ホ
教
団
体
法
制
が
カ
ト
リ
ッ
ク
か
旧
公
認
宗
教
の
組
織
の
み
を
想
定
し
、
新
し
い
宗
教
を
想
定
し
て
こ
な
か
っ

た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
点
は
、
修
道
会
の
設
立
に
教
区
司
教

へ
の
服
従
を
要
求
す
る
こ
と
、
ま
た
宗
教
社
団
に
つ
い
て
は
厳
格
な

礼
拝
専
念
性
の
ほ
か
、
宗
教
社
団
の
活
動
区
域
の
限
界
づ
け
、
そ
の
区
域
内
で
の
最
低
構
成
員
数
の
制
限
な
ど
が
あ
る
こ
と
な
ど
が
新

し
い
少
数
派
の
宗
教
に
は
ク
リ
ア
ー
す
る
の
が
困
難
な
要
件
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
と
く
に
強
く
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
宗

教
団
体
制
度
が
立
法
時
の
既
存
の
宗
教
の
み
前
提
と
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
は
保
守
的
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と

こ
ろ
が
、
近
時
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
歴
史
の
浅
い
伝
統
的
宗
教
の
団
体
が
修
道
会
ま
た
は
宗
教
社
団
を
設
立
す
る
新
た
な
現
象
が
明

確
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
修
道
会
の
規
定
が
柔
軟
に
解
釈
、
適
用
さ
れ
、
非
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
修
道
会
が
認
め
ら
れ
、

ま
た
、
イ
ス
ラ
ム
教
お
よ
び
仏
教
の
宗
教
社
団
に
も
遺
贈
の
受
領
が
認
可
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
を
示
す
。

第
二
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
宗
教
団
体
制
度
の
二
段
階
性
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
結
社
法
は
、
団
体
が
遺
贈
の
受
領
に
よ
り
蓄
財
を
す
る



こ
と
（死
手
）
を
警
戒
し
、
非
営
利
社
団
に
は
準
則
主
義
で
の
法
人
格
の
取
得
を
認
め
る
が
受
贈
能
力
を
否
定
し
、
行
政
庁
の
自
由
裁
量

に
属
す
る
公
益
性
の
承
認
を
得
て
認
め
ら
れ
る
公
益
社
団
に
の
み
受
贈
能
力
を
認
め
て
い
る
。
宗
教
団
体
法
制
は
、
事
実
上
、
非
営
利

社
団
と
公
益
社
団
の
二
段
階
に
な
っ
て
い
る
。
修
道
会
は
結
社
法
に
お
い
て
当
初
か
ら
公
益
社
団
に
類
似
し
て
い
た
。
ま
た
、
宗
教
社

団
は
政
教
分
離
法
に
お
い
て
非
営
利
社
団
の
制
度
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
り
、
受
贈
能
力
が
否
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ

の
後
、
知
事
の
自
由
裁
量
に
属
す
る
決
定
に
よ
る
認
可
を
得
て
贈
与
ま
た
は
遺
贈
を
受
領
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
さ
ら
に
公
益
社
団

と
同
様
の
税
制
上
の
優
遇
措
置
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
と
と
も
に
宗
教
社
団
が
受
贈
の
認
可
を
得
た
り
、
税
制
上
の
優
過

措
置
を
受
け
る
際
に
は
、
行
政
庁
に
よ
り
宗
教
社
団
の
活
動
が
公
の
秩
序
に
反
し
な
い
か
と
い
う
点
を
含
む
厳
重
な
審
査
を
受
け
る
よ

う
に
な
る
に
至
り
、
宗
教
社
団
も
公
益
社
団
類
似
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の

「宗
教
法
人
」
に
は
、

一
方
で
、
組
織
お
よ
び
会
計
な
ど
の
面
で
格
段
に
強
い
法
規
制
に
従
い
、
ま
た
行
政
庁
の
厳
重
な
監
督
に
服
す
る
が
、
税
制
上
の
優
遇

措
置
を
享
受
す
る
こ
と
の
で
き
る
修
道
会
お
よ
び
宗
教
社
団
の
形
式
の
も
の
が
存
在
し
、
他
方
で
、
そ
の
よ
う
な
法
規
制
に
服
さ
ず
、

ま
た
行
政
庁
の
厳
し
い
審
査
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
法
人
格
を
有
す
る
非
営
利
社
団
で
あ
る
届
出
非
営
利
社
団
の
形
式
を

と
る
も
の
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
、
知
事

へ
の
届
出
の
み
で
容
易
に
法
人
格
を
取
得
し
、
規
制
も
ゆ
る
や
か
で
あ
る
が
、

法
律
上
の
能
力
は
制
限
さ
れ
、
ま
た
税
制
上
の
優
遇
措
置
の
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
が
、
修
道
会
と
宗
教
社
団
と
比

べ
る
と

一
般
に
困
難
で
あ
る
。

第
四
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
宗
教
団
体
制
度
の
反
社
会
的
な
新
宗
教

（セ
ク
ト
・
カ
ル
ト
）
に
関
す
る
問
題
と
の
関
連
性
で
あ
る
。
反
社
会

的
な
新
宗
教

へ
の
対
抗
措
置
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
そ
の
組
織
を
広
い
法
律
上
の
能
力
お
よ
び
税
制
上
の
優
遇
措
置
か
ら
遠
ざ
け

る
こ
と
が
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
公
益
社
団
類
似
の
宗
教
法
人
で
あ
る
修
道
会
お
よ
び
宗
教
社
団
か
ら
、
社
会
に
危
険
な
新
宗
教

の
組
織
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
こ
の
よ
う
に
し
て
二
段
階
構
造
を
持
つ
宗
教
団
体
制
度
が
、
反
社
会
的
な
新
宗
教
の
問
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題

へ
の
対
応
策
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
現
象
は
、
本
章
で
触
れ
た
い
く
つ
か
の
判
例
が
示
す
よ
う
に
新
宗
教
の
教
団
が
採
ろ

う
と
す
る
形
態
で
あ
る
宗
教
社
団
に
つ
い
て
と
く
に
明
確
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
新
宗
教
の
団
体
が
た
と
え
宗
教
社
団
と
し
て
届
出
さ

れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
受
贈
の
認
可
ま
た
は
寄
付
金
控
除
の
優
遇
措
置
を
申
請
し
た
場
合
な
ど
に
、
団
体

へ
の
厳
し
い

審
査
を
行
い
、
反
社
会
的
な
新
宗
教
の
団
体
に
そ
れ
ら
を
拒
否
す
る
の
が
行
政
実
務
で
あ
り
、
こ
れ
を
容
認
す
る
の
が
判
例
の
示
す
と

（９９
）

こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
新
宗
教
の
団
体
が
修
道
会
と
し
て
の
法
的
承
認
を
申
請
し
て
も
そ
れ
が
認
め
ら
れ
な
い
の
が
現
実
で

あ
り
、
こ
の
結
果
、
新
宗
教
の
団
体
の
ほ
と
ん
ど
は
届
出
非
営
利
社
団
と
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
に
、
あ
る
宗
教
団
体

が
宗
教
社
団
ま
た
は
修
道
会
で
あ
る
か
の
判
断
に
お
い
て
行
政
庁
が
と
る
新
宗
教

へ
の
厳
し
い
態
度
は
、
行
政
庁
が
容
易
に
好
意
的
な

判
断
を
示
す
伝
統
的
宗
教

へ
の
態
度
と
は
全
く
対
照
的
で
あ
り
、
こ
の
点
で
宗
教
間
の
差
別
が
あ
る
と
い
う
批
判
が
存
在
す
る
。

１
　
大
石
員

『憲
法
と
宗
教
制
度
』
（有
斐
閣
、　
一
九
九
六
）
二
五
八
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］Ｚ
Ｏ
け
０

０
●

Ｏ
ｏ
●
∽
ｏ
〓

０
）国
け
”
け
０
」

一
い

】Ｂ
一”
［
【
Φ
『
Ｆ

ｏ
〓
い

０
“
ヽ
　
ω
ｏ
【
●
”
『
０

「
Φ
〓
い
い
ヽ
ｏ
く

ｏ
一

「
『
”
●
い
ｏ
【∽

、「
【
一ｏ
”
【
０
　
（∽
Ｏ
●
∽

】“
　
ヽ
一ヽ
ｏ
Ｏ
Ｌ
ｏ
●
　
α
ｏ
ン
　
ト

いヽ
ヽ
ミ
ヽ

ミ

峙ヽ
」ヽ
ミ
く

ヽ
ヽ
ヽ
お

ミヽ
ヽ

ヽ
，

ヽ
ミ
ヽヽ

，

ヽ
ヾ

ヽ
も

ヽ

ゝ
ざ

ヽ
ミ

ン
・
同
ε
Ｌ
ｏ
●

０
●

Ｏ
ｏ
ユ

）
〓
Φ
ｏ
ｐ

ｏ
“
∞
”

５
　
こ
の
た
め
宗
教
目
的
の
一
九
〇

一
年
法
結
社
を
と
く
に

「
一
九
〇
七
年
法
結
社
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
。
〓
”
”
”
】お

「
】８
３
‐
ｒ
ｏ
●
』ｏ
Ｆ

ヽ
●②Ｒ
ゃ
、
も
ヽ

Ｑ
ミ
ミ
ミ
ヽ
お
´

∪
２
■

“̈
´

Ｐ
０
０
Ｐ

も

Ｐ
ｒ

６

　

０
，

＞
ご

〓

ω
ｏ
く
ｏ
い

い
ヽ

ヽ
さ

や

ヽ
δ

ミ

峙ヽ

ざ
ヽ
●

ヽ
ヽ

「
ミ

ヽ
Ｒ

・
”
Ｃ
『

）
Ｈ
Φ
ｏ
Ｐ

ｏ
“
”

″
‘
　
　
（］
い

。
卜
ヽ
∽

∽
ヽ
ヽ
ヽヽ
∽

ヽ
ヽ

「
ヾ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
）
「
一”
つ
ｏ
ｏ
【
け
〔
”
』一
“
●

●
ｏ
日

０
０

】”

（］
０
５
Ｐ
ｏ
Ｌ
∽
∽
一
ｏ
●

０

ｏヽ
う
ｏ
」
０
け
ｏ
∽
●
ヽ
一０
∽
∽
ｏ
ｏ
け
０
∽
´
、
ｒ
∽
∽
ｏ
日

げ
】い
０
●
”
付
牢
）●
”
】ｏ

・
●
．い
一
い
∞

）
日
Φ
Φ
い

。



ｏ
も
曽
“

，
本
書
は
下
院

（国
民
議
会
）
の

「
セ
ク
ト
に
関
す
る
調
査
委
員
会
」
が

一
九
九
五
年

一
二
月
二
〇
日
に
下
院
に
提
出
し
た
セ
ク
ト

ヘ
の
対
処
方

法
に
関
す
る
調
査
報
告
書

（
い
わ
ゆ
る
ギ

ュ
イ
ヤ
ー
ル
報
告
）
で
あ
る
。
こ
の
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
会
社

∂
Ｒ
一い
け９

の
形
態
で
活
動
す
る
セ
ク
ト
も
あ
る

よ
う
で
あ
る
。
さ
ミ

・
も
零

８
　
“
０
ヽ
い
Ｓ

■ヽ
）
０
も
“
ζ
舘

な
お
、
非
営
利
社
団
の
連
合
体
に
つ
い
て
は
、
結
社
法
の
施
行
に
関
す
る

一
九
〇

一
年
八
月

一
六
日
の
デ
ク
レ
七
条
に

規
定
が
あ
る
。

９
　
０
〓
８

ｒ
０
０
お
ざ
Ｐ

い
マヽ
ミ
か

ヽ
ミ
ヽ
ミ
ミ

，

ヽヽ

ヽ
さ

冴ヽ
鮮
ミ
ぎ
ο
ミ
ミ
♪
＞
『ヨ
“
●
ヽ
Ｑ
二
Ｐ

３
Φ
μ
●
０
お
ヾ
ヽ
∝
“

１０
　
０
ｏ
●
∽ｏ
〓
ｏ
ｏ
●
∽け〓
〓
Ｌ
ｏ
●
●
ｏ
〓
『
Ｐ
‐ト
ト
∪
０
０
Ｃ
ＨＯ
」●
一】】ｏ
一
日Φ
一
ｒ
∽ミ
ｔ
ｓ
●
ｏ
け０
（∝
γ

Ｈ
　
も
っ
と
も
、
届
出
非
営
利
社
団
が
遺
贈
等
を
受
領
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
も
、
社
団
の
構
成
員
が
自
然
人
と
し
て
遺
贈
等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
こ
の
場
合
、
高
税
率
の
贈
与
税
が
か
か
る
。

・２
　
刀
。
σ
。
ユ

∝
おヽ
〓
２
・
ヽ
′
ο
きヽ
きヽ
ヽ
∽
ヽ

ｅ
ｓ
ヽ
Ｒヽ
冴
）
い
の
い
↑
・
ｒ
一けｏ
ｐ
【Φ
Φ
ド
つ
ＨＯ
メ

‐３
　
〕
。
“
・
〓
ｏ
“ヽ
●
”
つ
ぃ
、
ぉ
ぃ
ミヽ
ヽ
ヽ
ゞ
り
ヽ
やヽ
どヽ
ヽ
へヽ

ヽ
も
や
ゝ
ヾ
ド
ヽ
ン
・
τ
Ｃ
「
・
〓０
「
が
も
つ
【枷
∞
‐
〓い
０

・４
　
ゝ
ｓミ
ヾ
ミ

ｅ
Ｓ

計ヽ
ヽ
黙
´
き

ヽ
゛
ミ
ミ
ミ
ミ
ヘ
ヽ
ミ
ミ
バ
ン
ド
ヽ
よ
ヽ
冴
ヽ
ヽ
ミ
ミヽ
ヽヽ
き
、
ヽ
´
Ｑ
ざ
ミ
い
ヽ

ヽ
，

ヽ
゛
ミ
勢
・
３
８
・
も
〓
Ｎ

Ｉ
一　
の
　
国
せ
Ｏ
ｏ
ｏ
けｏ
σ
【ｏ
日Ｏ
Ｏ
Ｎ
Ｏ
ｏ
●
■
●
●
●
ｏ
」
ｏ
∽
”
【●
一‐
ｒ
Ｃ
Ｃ
一∽
ｏ
＼
ゝ
あ
∽ｏ
ｏ
一”
Ｌ
ｏ
●
《
∽
デ
一く
”
∽
ｏ
」
ｏ
”ヽ
０
】”
●
』ｏ
●
Ｏ
ｏ
∽
”
●̈
け‐
ｒ
（）●
∽̈Ｙ
ゝ

０
一
「
）〓
日Φ
ｏ
Ｐ
ｏ
い
い
ｐ

●
ｏ
庁

＞
ユ
ｏ
一澪
［お

＞
多
く
８

，

こ
の
判
決
に
つ
き
参
照
、
二
編
二
章

一
五
七
―
上

五
九
頁
。

一蒟
　
　
ゝ
あ

，

ξ́

ｏ
「
計

，
・
］Ｚ

ｏ
け
ｏ

∽
ｏ
Ｃ
∽

０
　
国

）
Φ

Ｏ
●
計
Ｏ
σ
ヽ
ｏ

Ｈ
Φ
Φ

，

Ｏ

ｏ
日
〓
Ｓ

Ｃ
●
ｏ

α
ｏ

∽
”
【
５
一
‐
ｒ

Ｏ
Ｃ
¨
∽

ｏ
ヽ

＞
あ

∽
Ｃ
ｏ
¨
“
〓

ｏ
●

《
∽

コ
一
く
”

∽

ｏ
●
●
ヽ
“
口
】
”
●
【
ｏ
●

α
ｏ

∽

”
一
●
け
‐
ｒ

ｏ
」
¨
∽
》

・

●Ｓ
Ｓ

●
ス
ｏ
（３
γ

・７
　
例
え
ば
、
毎
年
開
催
さ
れ
る
祝
賀
行
事
を
準
備
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
団
体
が
祝
賀
行
事
の
際
に
有
料
の
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
ー
を
催
す
こ
と
を
適
法

と
し
た
破
毀
院
の
判
決
が
あ
る
。
Ｃ
Ｄ
∽
８
ヨ
・
〓

口
２

８
ざ
）
υ
ヽ
ヽヽ
ミ

∽
ミヽ
Ｆ

８
ざ
こ
ξ
【響
ご
０
９
８
・
ｏ
２

，

・８
　
０
。
・
∽Ｑ
】
の
ｏ
●
峰
〓
ｃ
Ｌ
ｏ
●
コ
Ｑ
ヽ
∞
卜
‐
］↓
ｏ
∪
０
０
●
一
い
』●
】】】ｏ
一
【Φ
∞

，
た
へヽ
ミ
ミヽ
ヽ
●ヽ
ヽ
いヽ
み
」ヽ
ヽ
¢
ヽ
ミ
Ｑ
ｓ
Ｓ
●ヽ
ミ

もヽ
ヽ
マ
」ヽ
ミ
ヽ
ｏ
ミ
ヽ
ヽ
お
ｏ
い
い

・９
　
０

詢
」
卜
。
２
ｏ
げ
お

辱
曽
）
＞
′
ｏ
ｏ
Ｓ
一ざ
●
α
ｏ
】．９
」
α
ｏ
Ｑ
ｏ
ご
●
ｏ
●
く
ｏ
】お
さ
一
「
Ａ
ミ
ミ
ヽ

，

ヽ
ミ

冴ヽ
ヽ
ミ
Ｑ
ヽ
ヽ
Ｒ
ミ
ヽ
崎
ヽヽ
お
や
口
や
な
お
、　
一
九
八
五

年
判
決
の
後
も
、
サ
イ
エ
ン
ト
ロ
ジ
ー
の
団
体
に
関
す
る
類
似
の
税
務
訴
訟
が
多
く
見
ら
れ
る
。
Ｃ
ｏ
日

”
α
ヨ
一●
一∽け８
計̈
く
ｏ
α
ｏ
Ｚ
”
二
Ｂ
」
∝
●
ｏ
ｌ
３
ギ
０

日
０
０
ド

ｕ
ｓ

や

ヽ
∽
ミ

ヽ

８

Φ
Ｐ

ｏ
〓

『
が

ｏ
ｏ
●
『
”
α
ヨ

す

】洛
【
”
け
〓
ｏ

」
ｏ

】）”
ヽ
【″

お

ヨ

２

Ｈ
０
０
Ｐ

υ
さ

や

ヽ
∽
Ｒ

お

Ｐ
Φ
Ｏ
■

８

Φ
ド

●
”
Ｎ

Ｏ
ｏ
Ｌ
【
”
α
ヨ

〓
一降
『
”
け
〓
ｏ



第 6章  宗教団体制度

Ｏ
ｏ

τ

”
ユ

″

い

”
く
ュ

】

】
Φ
Φ
♪

、

ミ
ヽ
ゃ

、
ミ

ヽ
ヽ
´

ヽ
ｏ
Ｓ
ヽ
ミ

∽
ざ

ヽ
●

ヽ

資
も

、
ヽ
′

」
Ｌ
¨
】
げ

計

】
Φ
Φ

，

ｏ
■

一
Ｃ

ｏ
Ｃ
『

”
α
ヨ

一
●
ア

一
ヽ
”
〓

く
ｏ

Ｏ
ｏ

ｒ

く
ｏ
Ｐ

い

０
い
ｏ
①
ヨ

σ
【
ｏ

」
Φ
Ｏ

，

０

パ

やヽ

」゙
●
い
ｏお
　
μΦ
Φ
い
。　
Ｏ
Φ
∞
Ｈ

２０
　
社
団
が
献
金
を
資
金
源
と
す
る
こ
と
の
適
法
性
を
肯
定
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
の
判
決
が
あ
る
。
Ｏ

”
・
８

”
氏
〓
辱
Ｓ
・
ｏ

，
営
‐

ｏ
“
●
けいｏ
い
　
い
）ヽ
ミ
もヽ
　
Ｓ
いヽヽ
い
ヽ
いヽ
ヽ
ヽ
」ヽ
い
ＨＯ
Ｎ
ｏ
ヽ
ｏ
∞
ｏ
∞

２．
　
も
っ
と
も
、
大
石
真
教
授
は
、
一
九
八
七
年
法
に
よ
り
、
宗
教
社
団
と

一
九
〇

一
年
法
結
社
間
の
法
律
上
の
能
力
と
い
う
点
で
の
差
が
な
く
な
っ
た
旨
を

述
べ
て
い
る

（大
石
上
則
掲
注
１
三
二
七
頁
）。
確
か
に

一
九
八
七
年
法
が
列
挙
す
る
目
的

（科
学
研
究
等
）
の
非
常
利
社
団
に
つ
い
て
は
そ
う
言
え
る
。

だ
が
宗
教
活
動
を
目
的
と
す
る
社
団
に
つ
い
て
は
そ
う
で
は
な
い
。
逆
に
、
一
九
八
七
年
法
が
定
め
た
税
制
上
の
優
遇
ま
で
考
慮
す
れ
ば
、
一
九
八
七
年
法

は
宗
教
社
団
と
宗
教
目
的
の
一
九
〇

一
年
法
結
社
と
の
差
を
拡
大
し
た
と
さ
え
言
え
る
。
と
い
う
の
は
、
一
九
八
七
年
法
は
宗
教
社
団
の
み
に
寄
付
金
控
除

の
特
権
を
認
め
た
か
ら
で
あ
る
。

２２
　
”
【一。
Ｆ

，
Ｓ

ミ

・
ｏ
ご

２３
　
社
団
の
解
散
に
は
、
結
社
法
七
条
に
よ
る
司
法
解
散
の
ほ
か
、
戦
闘
集
団

（鳴
ｏ
」
罵

Ｌ
ｏ
８
日
げ
鷺
）
と
民
兵

（日
〓
８

マ
】忘
こ

に
関
す
る

一
九
二
六

年

一
月

一
〇
日
の
法
律
に
基
づ
く
行
政
解
散
が
あ
る
。
後
者
は
公
道
で
の
武
装
デ
モ
行
進
を
扇
動
す
る
集
団
な
ど
を
閣
議
を
経
た
大
統
領
の
デ
ク
レ

（命

令
）
に
よ
り
解
散
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

２４
　
定
款
モ
デ
ル
は
、
公
益
性
承
認
を
申
請
す
る
社
団
に
単
に
提
案
す
る
と
い
う
形
式
で
コ
ン
セ
イ

ユ
・デ
タ
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
社
団
の
定
款
が

定
款
モ
デ
ル
に
適
合
し
な
い
場
合
、
社
団
の
活
動
の
特
殊
性
な
ど
の
理
由
が
な
い
限
り
、
行
政
庁
は
公
益
性
承
認
の
決
定
を
出
さ
な
い
と
い
う
。
ヽ
′
Ｒ
ミ
，

ヽ
い
ヽ
´

ミヽ
ヽ，

ミヽ
ン
ゃ
、ど
あ

ヽヽ

今ヽ
や
ミ
ヽヾ
さ
ゃ
３
・
ω
『ｏ
ｏ

，
」
のヽ
Ｏ
ｏ
一ｏ
」
●ヽ
２

ｏ
虫
お
オ
【
Ｑ
ｏ
ご

刃
Ｏ
ｏ
」
匡
ざ
」
ｏ
や
”
●
い
２
∽ｐ
●
。ＰΦ
ｏ
Ｐ
円Ｏ
ｏ
ｐ
Ｏ
つ
Ｐ∞
∞
ム
∞
卜
定

款
モ
デ
ル
も
本
書
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ミ

・
０
も
“
一
２

Ｆ

ｆ̈

ｏ
，

〓
Ｒ
”
ｍ
ｐ
Ｓ
ｋ
、̈
・
Ｏ
Ｓ
”

％
　
∝
呵一ｏ
Ｆ

，
Ｓ

らヽ
■

も
も
３
ム
Ｐ

２６
　
わ
が
国
で
は
、
修
道
院
お
よ
び
修
道
会
は
、
法
律
上
そ
れ
自
体
宗
教
法
人
に
な
る
こ
と
が
で
き
る

（宗
教
法
人
法
二
条
）
。

２７

　

例

え

ば

、

『
”
ｏ
ｏ
」
ｏ
∽

刀

Ｏ
σ
Ｏ
ュ

（
”
く
ｏ
ｏ

す

ｏ
２

ご

げ
ｏ
墨

け
ざ

●

Ｏ
①

『
ｏ
曽

″

∪

●
「
ご

じ

・

も

さ

や

や^

ヽ
ぎ

ヽ
ミ

ミ

ヽ

ヽ

ヽ
ヽ
い
ヽ
ミ

Ｄ

ヽむ

ヾ
ヽ
ヽ
ミ

ヽ
ヽ

き

ヽ

′

Φ
。

い
０

）

〓
ｏ
ユ
３
【３
け」８
Ｌ
８

，
も
ヽ
Ｎ
〓
Ｒ
”
●
”
ｐ
Ｓ

ヽヽ
■
フ
８
”
た
だ
し
、
モ
ラ
ン
ジ
ュ
は
、
最
近
の
行
政
当
局
に
よ
る
修
道
会
の
法
的
承
認
に
お
い
て
は
、

確
か
に
修
道
誓
願
の
存
在
が
考
慮
さ
れ
る
が
、
共
同
生
活
や
制
服
の
着
用
は
参
照
さ
れ
ず
、
共
通
の
信
仰
と
規
則
が
重
視
さ
れ
る
旨
を
述
べ
る
。
〓
９
”
●
ｍ
ｐ



ｒ
ｏ
∽
ｏ
ｏ
●
”
いヽい
”
”一ｏ
●
∽
『ｏ
〓
”
一ｏ
●
∽ｏ
∽
ｏ
一
一”
●
ｏ
「●
】”
〓
∽“
け一ｏ
●
Ｏ
ｏ
】”
［」
けｏ
〓
ｏ
）
卜」
ヾ
ヽ
ヽ
ヽヽ

らヽ
ヽ
ｏ
ヽ
いヽ
ミ
ヽ
）
日Φ
Φ
Ｈ
）
ｏ
∞
い

２８
　
〕
。
”
・
０
”
Ｏヽ
Ｏ
●
ユ
ｏ
い
０
さ
や

こヽ
ミ

】
ヽ
い
０

ヽ
あヽ
ｓ
ヽ
ヽ
Ｄ
）
『
Ｃ
押

〓Φ
。
Ｏ
ｃ
・
】０
ゆ
♪
づ
∞
卜

，

２９
　
革
命
期
以
降
の
修
道
会
法
制
の
詳
細
に
つ
き
参
照
、
徳
永
千
加
子

「修
道
会
規
制
法
の
発
展
と
結
社
の
自
由
」
早
稲
田
政
治
公
法
研
究
三
六
号

（
一
九
九

一
）
一
八
五
頁
以
下
。
な
お
、
石
原
司

「急
進
派
と
そ
の
政
治
行
動
―
―
反
教
権
主
義
と
非
宗
教
化
世
俗
化
政
策
を
中
心
に
し
て
―
―
」
山
本
社

一
編

『
フ

ラ
ン
ス
第
二
共
和
政
の
研
究
』
（有
信
堂
、　
一
九
六
六
）

一
頁
以
下
、
と
く
に
五
四
―
六
〇
頁
も
蓼
照
。

３０
　
〓
０
こ
●
ｍ
ｐ
●
ヽ
ミ

●
８
ｏ
貧
じ
ヽ
ｏ
も
さ
”
Ｓ
）

３．
　
ω
Ｏ
く
０
い
うや

ヽヽ
■

Ｏ
Ｈ一
”

３２
　
でく
」
０
。
ｏ
庁
‐
力
ｏ
●
′
ｏ
“
Ｆ
、
初
Ｒ
Ｓ
』ヽο
ヽ
∽
Ｒ

Ｓ
Ｓ
い
ヽ
」
ミ
、い
ヽ
´
ω
ご
一ざ

，
ｏ
ｏ
●
ｏ
‐０

，
“
む
ｏ
●
け一ｏ
い
８
８
・
や
ニ

３３
　
例
え
ば
、
モ
ラ
ン
ジ
ュ
は
、
コ

九
〇

一
年
法
は
、
歴
史
的
に
も
ま
た
そ
れ
自
体
で
も
、
結
社
に
関
す
る
法
律
と
い
う
よ
り
は
反
修
道
会
法
と
し
て
見
ら

れ
得
た
」
と
述
べ
る
。
〓
８
”
●
ｍ
ｐ
∽ミ
ミ

●
傘
ｏ
（ミ
ン
フ
曽

３４
　
さ
ら
に
修
道
会
の
行
う
学
校
教
育
を
と
く
に
徹
底
し
て
規
制
す
る
規
定
も
結
社
法
の
な
か
に
あ
っ
た

（
一
四
条
）
。
参
照
、
二
編
三
章

一
八

一
貞
。

３５
　
参
照
、
石
原

・
前
掲
注
２９
八
六
―
八
八
頁
。

３６
　
ω
。
ヽ
Ｑ
・
Ｓ

ヽヽ

・
も
つ
８
７
８
９

な
お
、
前
述
の
セ
ク
ト
調
査
委
員
会
の
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
今
日
約
五
〇
〇
の
修
道
会
が
存
在
し
、
そ
の
う
ち
半
数

が

一
九
七
〇
年
以
降
に
法
的
承
認
を
得
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
∽
ミ
）ミ

●
％
ｏ
（じ
・
も
き

３７

「単
な
る
届
出
修
道
会
は
存
在
し
な
い
」
と
ク
ロ
ー
ド
＝
ア
ル
ベ
ー
ル
・
コ
リ
ア
ー
ル
が
述
べ
る
よ
う
に

（Ｑ
”
」
０
９
≧
げ
８
一
ｏ
ｏ
〓
ミ

，

い
０

こ
や
ミ
ン

ヽ
こ

ミヽ
ミ
Ｓ

，
Ｎ
ｃ
ａ

ヽ
∪
”
】一ミ
」
８
ｐ
や
ヽ
９
、
修
道
会
に
は

一
般
の
非
常
利
社
団
の
よ
う
に
知
事

へ
の
届
出
の
み
に
よ
り

「小
さ
な
法
人
格
」
を
有
す
る

届
出
社
団
の
形
態
は
存
在
し
な
い
。
だ
が
、
修
道
士
が
知
事

へ
の
届
出
に
よ
り
通
常
の
届
出
非
常
利
社
団
と
し
て
彼
ら
の
修
道
会
を
設
立
す
る
こ
と
は
結
社

法
の
観
点
で
は
可
能
で
あ
る
と
主
張
す
る
者
も
い
る
。
〓
９
“
●
ｍ
ｐ
●こ
ミ
●
舞
ｏ
（ミ
ン
も
つ
ぶ

口
一
τ
営
『一ｏ
府
く
”
】や

Ｌ̈
こ
‥
ｏ
●
３
く
Ｑ
●
”
い
常
”
マ
リ
”
亀

∪
ｃ
Ｓ
●
Ｑ
無

〇
】オ
お
ヽ
い
ｏ〓
”
ｏ
も
ｐ
υ
さ
や
Ｓ
ヽ
も
ヽ
ミ
ミ
い
∪
２
ざ
い
ＨΦ
∞
Ｐ
ｏ
つ
ｏ
（）０
‐含
９

３８
　
修
道
会
の
承
認
の
手
続
き
な
ら
び
に
法
律
上
の
能
力
等
に
関
し
て
は
次
の
文
献
が
詳
し
い
。
∪
”
コ
一２

ｒ
ｏ
罵
〓
８

ｏ
一
く
”
●
●
９
お
いド

ヽ
●●Ｓ
ヽ
ミ
）ヽ
´

」０
ヽ
ヽ
ミ
ざ
ｓ
´

οヽ
ヽ
い
ヽ
吋
ヽ
こ
も
ヽ
´
の
ｒ
Ｚ
〕
Ｏ
ｒ
く
い
０
一〓
ｏ
Ｐ

日Ｏ
③
♪
ｏ
つ
Ｈい
〓
ｏ
一
∽●
】ド

３９
　
た
だ
し
、
公
益
社
団
が
少
な
く
と
も
三
年
間
届
出
非
営
利
社
団
と
し
て
活
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
修
道
会
に
つ
い
て
は
公
益
社
団
の
よ
う
に
そ
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の
定
款
を
コ
ン
セ
イ
ユ
・デ
タ
が
作
成
し
た
定
款
モ
デ
ル
に
適
合
さ
せ
る
必
要
が
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
修
道
会
が
法
的
承
認
を
得
る
こ
と
は
公
益
社
団
が

公
益
性
を
承
認
さ
れ
る
よ
り
も
容
易
で
あ
り
、
ま
た
今
日
、
毎
年
の
修
道
会
の
法
的
承
認
の
件
数
が
公
益
性
承
認
の
件
数
を
上
回
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。

ソヽ
Ｏ
“ヽ
●
”
ｏ
ヽ
∽ミ
、
０ゝ
●
ｏ
一ｏ
（一
Ｎ
）
）
づ
∞
ヽ

４０
　
さ
ミ
ミ
ミ

や
ヽ
ヽヽ
ミ

詳

ゃ

「
゛
ミ
゛
ミヽ
ミ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ミ
ン
ｓ
∽
ヽヽ
ミ
・
８

”
１
〓
８
銘
）
ｏ
３
Ｈ

４．
　
Ｑ

一
ω
Ｏ
輛
Ｆ
Ｓ

ミ

・
Ｏ
ＰＳ

４２
　
数
字
は
セ
ク
ト
調
査
委
員
会
の
報
告
書
に
よ
る
。
∽
ミ
ミ
」
Ｐ
ｏ
（じ
・
ｏ
Ｓ

４３
　
現
在
も
効
力
を
も
っ
て
い
る
こ
れ
ら
の
古
い
法
律
の
規
定
も
含
め
、
修
道
会
、
宗
教
社
団
に
関
す
る
諸
法
令
の
テ
キ
ス
ト
の
参
照
は
、
次
の
文
献
が
便
利

で

あ

る

。

６

ミ
き

∽

ヽ

ヽ
′

Ｒ

や

ヽ
ざ

う

Ｓ

ヽ
ミ

ヽ
き

´

Ｓ

ｓ
ヽ

お

ミ

ヽ
ｏ
う

ｓ

Ｓ

き

ヽ
ミ

ヽ

ヽ
み

ヽ

ヽ
に

ヽ
ミ

∽
３

・
ω

８

３

日

ｏ

α
ｏ

ぢ

１

●
２

Ｒ

「
¨
ｏ
一
２

８

ご

”

０

●
σ
】
』
０
席

い呵”
う
い
”
一のｏ
・
●
。ＰＯ
Ｎ
卜
・　
ＰΦ
Φ
Ｐ

４４
　
ｒ
のマ
。
ざ
Ｐ

Ｓ
・
ヽヽ
■

フ
ミ
”

４５
　
「宗
教
社
団
」
と
い
う
語
に
つ
き
参
照
、　
一
編

一
章
四
八
頁
４．
。

４６
　
＞
【」の一こ
ｏ
ω
【一”
●

，
い
ヽ
∽
゛
ヽ
ミ
ヽヽ
ο
ヽ
ヽ

，

』
ヽ
ン
２

ｓヽ

ふ

』ヽ
ミヽ

ヽ
Ｓ
ヽ
ο
ミ
ヽ
ゃ
ヽ
ミ
ヽ
ｏ
ミ

ヽヾ

゛

Ｑ
ο
ミ
ミ
ン
ざ
ヾ
や

ミ

ｏ
ｓ
ヽ
ミ
ヽ
ミ

ヽ
，

υ
゛
ミ
騨
・

い
Ｏ
ｏ
・
”
『α
Ｏ
ｏ
「０
】く
ｏ
け
０
ぉ

）
〓Φ
ｏ
Ｐ
ｏ
お
Ｈメ

４７
　
ω
■
”
・

，
い
ヽ
∽
Ｓ
ヽ
さ
ミ
ｏ
゛

ヽ
∽ヽいミ
∽Ｌ
ο
ヽ
ヽ
ヽ
゛

οヽ
，

”
【げ
】】ｏ
けす
Ｏ
ｏ
」
ｏ
‐０

，
”
『ｏ
ｏ
●
けま
い
Ｐ〇
〇
Ｐ
も
■
∞
望

４８
　
参
照
、
二
編
五
章
二
八
八
―
二
九
二
頁
。

４９
　
参
照
、
二
編
四
章
二
五
三
頁
。

５０

　

０

”
―
＞
∽
∽
ｏ
日
げ
ふ
０
い
卜
ｏ
ｏ
け
ｏ
σ
【
ｏ

口
Φ
Φ
『

（”
く
デ
ン

＞
∽
∽
ｏ
２
”
［
一ｏ
●

】ｏ
●
２
の
も
ｏ
●
【
ご

●
〓
一け
ｏ
Ｏ
ｏ
∽
一
０
日

２
●
∽
ら
０
」
０
す
ｏ
く
”
す

Ｏ
ｏ
力
一ｏ
３

・
ぉ
ヽ
ヽ
ミ
ヽ
ゝ
尽
ド
い
ヽ
み
ヽ

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ｓ
や
　
ヽ
ヽ
ヽ
゛
ヽヾ

ン
ヽヽ
ヽ
ミ
ヽ
　
日
Φ
Φ
∞

・
０
い
デ

Ｏ
ｏ
●
ｏ
一〓
∽
ｏ̈
●
∽
〕
”
の
ｏ
Ｌ
ｏ
∽
＞
≒
【
一”
コ
一
Ｏ
ｏ
Ｏ
”
∽
“
●
ｏ
く
“
ヽ
う
０
一
０
（〕
い
ヽ
”
一

〇
Ｏ
ｏ
Ｎ
”
】ｏ
９
　
０
い

ヽ
ヽ
ｒ
く
一∽
う
．∞
卜
０
‐
〇
ヽ
Ｏ
α
●

Ｐ
ト

●
Ｏ
く
０
●

σ̈
【
Ｏ

Ｐ
Φ
∞
Φ

´
』
マ
ミ
ヽ
ヽ
∽

ヽ
ヽ
ヽ
ο
ヽ
ミ
ヽ
いヽ
ヽ
冴
　
ヽ
ミ

一Ｏ
ｏ
Ｓ
●
ヽ
ヽヽ

ヽ
敲
Ｗ
ヽ
卜

【
Φ
Φ
ｏ

）
０
一
卜
一

５．
　
０
”
∽９
ｏ
一́

´
μ

●̈
一】ご
け
Ｐｏ
ｏ
Ｐ

Ｏ
ｏ
Ｏ
やヽ
ｏ
∽
ｏ
ヽ
＞
∽∽ｏ
２
”
Ｌ
ｏ
●
〇
〓
す
ｏ
Ｏ
ｏ
ｘ
ｏ
刀
●
りりｏ
∽
２
●
けｏ
＞
】口”
諄
”
ａ
ｐ

ω
ミ
やヽ
」ヽヽ

ヽ
，

ヽ
ヽゝ

冴ヽ

ヽ
ヽ
゛

Ｑ
ｏ
ミ
ヽ
ヽ
ヽ

や
ド
み
ヽ
こ
ｓ
ヽ
）
〓
Φ
Ｏ
∞
）
ｏ
〓卜
Ｎ

５２
　
＞
】”
』・
∝
ｏ
く
ｏ
「
ｏ
け
て
出お
〓
２

ω
〓
∽”
Ｑ
ｏ

，
ｒ
ｏ
∽
”
の∽
０
２
“
け̈
ｏ
●
∽
ｏ
」
】け●
２
″
∽
ｏ
一
ｏ
ｏ
Ｓ
ｍ
いヽ
呟
”
け一ｏ
●
´
ヽ
ヽ
ミ
ヽヾ
み
ミヽ

ざヽ
ｓ
）
う
。】ｏ
ｒ

】Ｏ
ｏ
Ｐ

Ｏ
い

，



５３
　
』
。
”
・
〇
〓
ｏ
「
０
“
●
）
Ｘ
”
く
一ｏ
「
∪
ｏ
お
ｏ
】
ｏ
一
『
”
貿
〕”
】ｏ
∪
ｏ
こ
ｏ
●
０
●
０
「０
´
Ｑ
ミ
さヽ
●
ヽ
ヽ
ゝヽ
ミ
『
οヽ
ヽ
´
ヽヽ
ヾ
ヽ
い
み

、ヽ
い０
選
哺
ヽ
じ
●ｏ
ヽ
き
ヽヽ
ｒ
国
０
〓
一ｏ
●
∽
〕
●
ユ
∽
‐
∽ｏ
り
】ヽＯ
ρ

Ｈ
Ｏ
Ｏ
Ｈ
）
ｏ
Ｎ
Φ

５４
　
「
ざ
い。
ｆ
ｒ
ｏ
こ
ｏ
Ｆ

ヽヽ

い
■ヽ

０
い
”

”
　
参
照
、
二
編
二
章

一
四

一
―
上

四
二
頁
。

５６
　
０
Ｆ

く
“
】や
一■

８

”
簿
お
Ｐ
Ｓ
ｋ

■ヽ

も
つ
３
”
８
ｒ
な
お
、
司
教
区
社
団
の
定
款
ひ
な
形
は
次
の
文
献
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
青
〓

８ヽ
Ｋ
２

弓
『
【８
ａ
・

懃
ミ
ご
Ｓ
、
５
０
け０
（卜
）
・
ｏ
も
∞
〓
∞
‐
∞
Ｈ∞

５７
　
ω
「ご
・
３
∽ミ
）ド

●
ｏ
け

（卜９
・
も
∞
Ｈ”

５８
　
司
教
区
社
団
定
款
ひ
な
形

一
七
条
は
「動
産
お
よ
び
不
動
産
の
収
入
」
を
資
金
源
の
一
つ
と
す
る
が
、
こ
れ
は
司
教
区
社
団
の
行
う
収
益
活
動
を
示
す
も

の
で
あ
る
。
動
産
収
入
は
、
社
団
が
野
外
バ
ザ
ー
や
巡
礼
旅
行
を
行
い
、
図
書
、
書
物
、
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
、
食
料
品
等
を
販
売
す
る
こ
と
か
ら
収
益
を
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
示
し
、
不
動
産
収
入
は
、
社
団
が
当
面
必
要
の
な
い
所
有
不
動
産
を
賃
貸
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
ら
は

宗
教
社
団
が
一
般
的
に
行
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
Ｏ
Ｆ

『
】９
ｏ
∽‐ｒ
ｏ
こ
ｏ
Ｆ

Ｓ

ヽヽ
■

マ
あ

５９
　
参
照
、
二
編
二
章

一
四
七
頁
以
下
。

６０
　
ω
、ご
●

，
∽ミ
）ミ

●
ｏ
お

（卜ｅ
）
ｏ
曽
９

６．
　
参
照
、
二
編
二
章

一
四
二
―

一
四
四
頁
、　
Ｉ
全
一頁
。

６２
　
一
九
〇
八
年
改
正
後
の
政
教
分
離
法

一
三
条
に
よ
り
、
国
お
よ
び
地
方
公
共
団
体
が
国
公
有
の
礼
拝
用
建
物
の
み
の
維
持
費
を
負
担
す
る
こ
と
が
で
き

た
が
、
こ
れ
に
対
し
、
一
九
四
二
年
の
政
教
分
離
法
の
改
正
で
は
、
公
共
団
体
等
が
建
物
の
補
修
工
事
を
負
担
す
る
こ
と
が
で
き
る
対
象
を
す
べ
て
の
礼
拝

用
建
物
に
広
げ
る
旨
の
規
定
も
設
け
ら
れ
た

（
一
九
四
二
年
改
正
後
の
一
九
条
七
項
）。

６３

　

０
Ｆ

Ｏ
・
∽
ご

く
ｏ
Ｏ
ｏ
ｒ
”
ヨ

“
晨

ｏ
】げ

無

〓
ｏ
●
姜

弓
”
こ
一９

ｐ

Ｑ
ο
ミ

ミ
ミ

ミ

おヽ

ヽ
お

ミ

ミヽ
ヽ
ヽ

ミ

ど
ヽ
ヽ
ミ

℃

ヽ
ヽ
Ｒ
ミ

い
ヽ

』
終
ヽ

」

ｔ一げ
轟

〓

ｏ
コ

ｏ
Ｐ

８

８

ヽ

ｏ
つ
い
ヽ
∞
‐
一
Ｎ
Φ

６４
　
認
可
が
な
い
場
合
贈
与
は
無
効
と
な
る
。
こ
の
制
度
は

「受
贈
認
可
制
度
」
と
呼
ば
れ
る
。

６５
　
こ
の
制
度
は
認
可
権
の
地
方
分
権
を
進
め
る
方
向
で
一
九
六
六
年
の
デ
ク
レ
を
改
正
し
た

一
九
九
四
年

一
二
月
二
〇
日
の
デ
ク
レ
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。　
一
九
九
四
年
改
正
前
に
は
、
贈
与
額
が
五
〇
〇
万
フ
ラ
ン
（現
在
約

一
億
円
に
相
当
す
る
）
以
下
の
場
合
は
知
事
の
決
定
に
よ
り
、
ま
た
贈
与
額
が
そ
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れ
を
超
え
る
場
合
に
は
コ
ン
セ
イ
ユ
・デ
タ
の
意
見
に
従
い
内
務
相
の
決
定
に
よ
っ
て
認
可
さ
れ
て
い
た
。
な
お
、　
一
九
九
四
年
改
正
前
に
は
修
道
会
も
ほ

ぼ
同
様
の
制
度
に
服
し
て
い
た
。

６６
　
０
』【８
】”
一お

●
．銘
占
３

０
●
ヽ

言
〓
２

８
銘

Ｏ
Ｌ
ヨ
一●
一∽けお

〓

〓
二
ヽ
【【２

，
同
通
達
は
公
表
さ
れ
て
い
な
い
が
、
次
の
文
献
に
そ
の
全
文
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
マ
Ｌ
「８
く
無

弓
『̈
８
ａ
´
く
ヽ
べ

●
舞
ｏ
（じ
）
や
８
Ｐ

６７
　
０

，

”
。
く
ｏ
い
ヽ
や

ヽヽ
■

０
一
ド

６８
　
＞
く
お
・
・８
∵
８
】
Ｏ
ｃ
Ｓ

〓
す

る
鍵

同
意
見
も
未
公
表
で
あ
る
が
、
次
の
文
献
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
フ
〓
〔８
】
無

↓
「】８
ａ
」
Ｓ
・ミ

●
％
ｏ
（じ
ヽ

や
ｏ
〓
　
な
お
、
大
石

・
前
掲
注
１
二

一
五
頁
も
参
照
。

６９
　
０

”
‘
一
【
』”
●
ユ
ｏ
「
〓Φ
∞
Ｐ
＞
∽∽ｏ
２
”
けざ
●
『
“ヽ
けｏ
「ュ
け０
」
０
∽
∽ｏ
「二
けｏ
」
∽ヽ
０
」
ヨ
０
●
α
ｏ
●
ｏ
●
く
ｏ
”
Ｆ
た
いヽヽ
ミ
ヽ
ヽ

，

ヽ
ｓヽ
み
ざ
ヽ
∽
ヽ
ミ
Ｑ
も
ヽ
あヽ
ヽ
ヽ
Ｓ
ミ́
■
ｏ

７０

　

こ

の

タ

イ

プ

に

属

す

る

他

の

判

例

と

し

て

、

Ｏ

国

）
お

ｏ
８

ざ

マ

０

８

８

ヽ
＞
∽
８

ｏ
一鷺

一ｏ
●

●
ｃ
一ご

ｏ
】ご

α
ｏ

厭

”
】一Ｘ

”
ｏ
２

ざ

一言

」
ｏ

営

ヨ

い
ｏ
一ｏ
●
●
ｏ

Ｌ
ｏ

「
ミ
●

力
ヽヽ
ミ
ミ
濠
●
さ

シヽ
ざ

，

ヽ
１
ど

，
ヽヽ
ヽ
ヽ
↓
」ヽ

，
も
・Ｓ
ド
た
だ
し
、
こ
の
判
決
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
団
体
は
伝
統
的
宗
教
に
属
す
る
も
の
で
あ

り
、
ま
た
、
そ
の
団
体
に
対
し
知
事
が
遺
贈
の
受
領
の
認
可
を
し
た
と
い
う
事
案
に
お
い
て
コ
ン
セ
イ
ユ
・デ
タ
が
そ
の
認
可
を
取
り
消
し
た
の
が

一
九
九

〇
年
判
決
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
点
で
こ
の
判
決
は
前
述
の
一
九
八
三
年
判
決
と
は
か
な
り
異
な
る
。

７．
　
０
　
国
―
”
線
る
■
ひ
】い
ｐ
】
いいく
ユ
ｏ「
］Φ∞Ｐ
＞
∽∽ｏ
●
【”
Ｌ
ｏ
●
ｏ〓
いヽ
けいｏ
●
●
ｏ
《
ｒ
ｏ∽
↓
９
８
ｏ
い●
∽
Ｑ
ｏ
」い

，
Ｏ
く
”
す
Ｏ
ｏ
「
『”
う
ｏｏ
Ｙ
ヽ
いき
も
ヽ
ヽヽ

ミヽ
、
ヽ
ミ
ヽ
ヽ
ヽ
ミ
）ゃ

ミ
ミ
き
さ
ミ
ヽヽ
ヽ
ｏ
Ｘ
Ｐ
ｏげ
β
コ
諄
』ｏ
ａ

ｒ
”
１
９
［
蟹
ｏす
ｏ
「
同
判
決
の
詳
細
に
つ
き
参
照
、
大
石

・
前
掲
注
１
二

一
六
―
三
二
二
頁
。

７２
　
　
「
『“
・
。
』∽
∪
ｏ
】ｏ
●
）
Ｏ
ｏ
●
ｏ
】●
ａ
ｏ
●
∽
∽●
【
０
　
”
・
Ｈ
「いく
ユ
①【
〓Φ∞Ｐ
「
ヽヾ
ヾ
ヽ
ヽ
ミ
ヽ
ヽ
ヽ
」
ヽ
ミ
い
ヽ

，
〓Φ∞
Ｐ
Ｏ
ヽ
∞卜
・

７３

　

０

０

。

ｏ

』
Ｌ

●

】
Φ
∞

，

＞

∽
∽
ｏ
２

”
一
」
ｏ
●

ｏ
」
】
け
」
Ｑ

お

↓

『
２

２

０
ヨ

ｏ

い
ｍ
】
お

ｏ

Ｏ
●

０

ゴ
『
お

け

円

お

●
〓

諄

ｏ

「

”
『
お

・

Ｏ

Ｓ

Ｎミ

む

ヽ
ミ

ヽ
き

ミ

ン

・

】
Φ
∞
ｐ

一
ｅ

Ｒ

日̈

Ｊ

つ

、
ｏ
”

ｏ
，

く
く
３

∪
ｏ
∽日
ヨ
マ
〓
８
８
一）
”
Ｏ
Ｌ
ヨ
ｏ
０
３

８
】け０
こ
ざ
オ
よ
ヽ，
∽ミ
ヽ
ヽ
ヽ
ミ
き
を
ヽ
ヽヽ

Ｌ
夕
ｏ
Ｌ
″
田
Ｐ
３
駕
）
ｏ
¨

参
照
、
大
石

・
前
掲
注
１
二
二
三

頁
。

７４
　
０
「‘
・ミ
ヽ
Ｒヽ
●
ｏ
けｏ
（『
ン
ｏ
あ
Ｐ

ω
ｏ
く
ｏ
い

うヽ
　
いゃ
・
●
●
る
”

〓ヽ
「
‐
Ｈ
卜
”

７５
　
　
π
。
σ
。
『●
・ン
●
“
】く
のｏ
∽
Ｏ
ｏ
一口
【̈
∽０
「Ｌ
Ｏ
ｏ
●
い
ｏ
）
「
ヾ
ヾ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ミ
ヽ
ヽ
ヽ
ミ
゛
ミ
ヽ
・
【Φ
∞
い
・
つ
ｏ
い
〇
『
‐
¨
（）∞

７６
　
ｒ
。
σ
【Ｒ
ｏ
Ｐ

ｏヽ

ゃヽ
ｃ
も
や
∞
卜
Φ
‐
∞
い
９



７７
　
ぞ
Ｆ
汀
】
＞
Ｎ
【Ｆ
『層

計
〓
ミ
ヨ

ｏ
ω
ｏ
一２
ｏ
澪
ｏ
・
Ｚ
ネ
ｏ
８
５

ｏ

∪
Ｌ

ご
●
す

る
”
・
ｃ
〓
こ

器
の
単
願
９

２

ｏ

∪
」

〓
〓

８
“
）
ω
ミ
３
８
‐
＞
ａ
ｐ

ヽ

ミヽ
ヽ
こ
ヽ
き
ヽ
ヽ
ミ
ミ
ヽ
ヽ
さ
や
ヽ
ヽ
ミ
ミヽ
ン
べヽ
ヽヽ
ヽ
〓Φ
∞
Ｐ
つ
い
∞
ナ

撃
一
　

”
ｏ
σ
ｏ
ヽ
一

ｒ
”

〓
げ
ｏ
ヽ
一
０

「
ｏ
一】”
』ｏ
●
∽
ｐ

ヽ
ヽ
ヽ
ヾ
ヽ

」ヽ

マ
ミ
ｓ
ヽ
ざヽ
ヽ
ヽ
お

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
二
ヽ
ヽ
も
ヽヽ
ヽ
ヽ
ミ
゛

日
Φ
Φ
♪

０
６
卜
∵

７９
　
刀
。
げ
８
一
総
も
ミ

●
呂
ｏ
Ｓ
じ
ヽ
０
３
ド

８０
　
∽
Ｓ
ミ

●
Ｐ
ｏ
（じ
ヽ
ｏ
８

８．
　
ω
Ｏ
ヽ
い
Ｓ

ヽヽ
■

フ
〓
”

８２
　
∽
Ｓ
・Ｓ

・
傘
ｏ
貧
ン
フ
銘

８３
　
控
除
率
は
た
び
た
び
改
正
さ
れ
て
い
る
が
、
本
章
の
控
除
率
は
、
社
団
の
優
遇
措
置
に
関
す
る

一
九
九
六
年
六
月
二
四
日
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
も
の

で
あ
る
。

８４
　
租
税

一
般
法
典
の
一
九
人
四
年
七
月
二
六
日
の
注
釈

（●
２
３

に
よ
る
。
こ
の
文
書
は
公
刊
さ
れ
て
い
な
い
が
、
次
の
文
献
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
ミ
ミ

，

ヽヽ

お
∽ο
きヽ
どヽ
ヽ
∽

ミヽ
ミヽ
ヽ
おヽ
ヽ
ｏヽ
ヽ
い
おヽ
ミ
き
ヽ
●
資

ヽヽ

や
ミヽ
ヽ
ミ
∽
ミ
にヽ
、ヽ
ミ
∽，
ヽ
き
も
ミ

●
ｏ
けｏ
↑
じ
ヽ
つ
『
望

８５
　
一
九
八
七
年
以
前
も
、
宗
教
社
団

へ
の
寄
付
に
つ
い
て
の
税
額
控
除
は
限
定
的
に
認
め
ら
れ
て
い
た
。
参
照
、
二
編
二
章

一
四
九
頁
。

８６
　
口
ヽ
”
・
２
５
一す
ｏ
ｒ
ｏ
●
Ｐ

ヽ
∽ヽＳ
ヽ
ミ
ヽ
ミ
ミ
ヽヽ
ヽヽ
ヽ
お
り
Ｃ
『
´
〓Φ
ｏ
ｒ
つ
や

ｏヽ
‐
ヽ
ｒ

８７
　
０
８̈
・
】”
お̈

Ｑ
●
ヨ
【●
一∽けお

〓

〓
二
彎
】８
い
Ｚ
ｏ
刀
】Ｚ
弓
ヽ
＞
あ
く
８
ふ
∞
ｏ
Ｏ
」
だ

０
３
ｏ
日
マ
Φ
８
８

同
通
達
は
次
の
文
献
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
Φ
Ｃ
「ヽ『ｏ
く
ｏ
一
、「
、』０
”
０ヽ
・
¢ミ
ヽ
ゞヽ

●
ｏ
一ｏ
　
（卜
）
）
ｏ
Φ
Ｏ
い

８８
　
こ
れ
ら
の
資
産
所
得
に
つ
い
て
も
課
税
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
が
判
例
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
Ｏ

同
ｔ
ｏ
”
ヨ

〓̈
８
Ｐ
ｏ
ｏ
●
電
い
い
諄
一ｏ
●

一Ｘ
）
い
ヽ
ヽ^ど
ヽ
∽
や
ヽヽ
）
〓Φ
∞
♪
一ｏ
■
のも
『●
Ｏ
ｏ
う
ｏ

，
も
『
Ｆ
●
ｏ
けｏ
「
ｏ
”
●
‐
い
ｏ
」
お
ｒ
ｏ
ｏ
】ｏ

，

８９
　
０
・
。
く
０
“
Ｐ
∪
ｏ
∽ε

ｏ
け
∪
ｏ
こ
ｏ
う
ｏ
」
０
ｏヽ
″
ｏヽ

ヽヽ
■

ｏ
■
ｏ
”

９０
　
と
く
に
、
わ
が
国
の
税
法
に
お
い
て
見
ら
れ
る
宗
教
法
人
を
含
む
「
公
益
法
人
等
」
が
営
む
収
益
事
業
か
ら
生
ず
る
所
得
に
対
す
る
法
人
税
の
優
遇
税
率

（法
人
税
法
六
六
条
三
項
）
、
宗
教
法
人
を
含
む

「
公
共
法
人
等
」
が
支
払
い
を
受
け
る
利
子
、
配
当
等
に
対
す
る
所
得
税
の
非
課
税

（所
得
税
法

一
一
条
）

な
ど
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
税
法
で
は
存
在
し
な
い
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

９．
　
『
ざ
ぉ
９
ｒ
ｏ
こ
ｏ
Ｆ

οヽ

ヽヽ

・
つ
∞
望



第 6章 宗教団体制度

９２
　
∽
Ｓ
・ミ

・
％
ｏ
ｃ
ｅ
・
ｏ
記

ｍ
″
　
（ｏ
　
日）
）
い
卜
ｏ
●
ｏ
けＯ
げ
『ｏ
】Φ
Ｏ
『　
（”
く
」∽）
・
ｒヽ∽∽ｏ
ｏ
」“
け」ｏ
●
】ｏ
ｏ
”
】ｏ
つ
ｏ
●
ヽ
】０
０
●
】けｏ
Ｏ
ｏ
の
け０
日
ｃ
】●
∽
α
ｏ
『
い
す
ｏ
く
”

，
α
ｏ
一カ
」
ｏ
●
〓
∽ミ
ヽ
ヽヽ

●
ｏ
けｏ
　
（い
〇
）

颯
一　
〇
●
ｏ
く
０
”
●
）
∪
Φ
∽ｏ
】
Φ
け
∪
ｏ
ユ
●
●
●
●
一
【ｏ
″
ｏヽ
　
いや
・
０
■
］
Ｆ
「
一〇
『ｏ
∽‐
ｒ
Ｏ
●
ｏ̈
●
´
ヽヽ
　
ミヽ
ヽ
つ
ぁ
、

９５
　
０

国
Ｊ
Ｈヽ

日
”
あ

日０
〓
Ｆ
Ｏ
ｏ
「
日
０
●
、
へヽ
ミ
、
ヽ
ヽ
ε

ヽ
ヽ
や
％
ヽ
ミ
６
ο
ヽ
Ｒ
ミ
ヽ
崎
ヽ
お
０
∝
い
響

９６
　
　
０
　
日
ｔ　
Ｈ∝
』”
●
く
】ｏ
「
Ｐ０
０
∞
）
で
宝
●
】の一ヽ
ｏ
α
ｏ
】〉同
ｏ
ｏ
●
ｏ
ｏ
Ｌ
Ｏ
・
α
Ｏ
∽
『
●̈
”
●
ｏ
ｏ
∽
ｏ
け
０
●
ω
〓
α
ｍ
ｏ
●
●
ゴ
“
『い
い
０
」
げ
●
Ｏ
ｍ
ｏ
一
の
　ヽ
ンヽ
∽∽ｏ
ｏ
】“
Ｌ
ｏ
●
　
＞
”
”
つ
ｏ
（Ｐ８

ｏ
∽
●
０
●
ｏ
）

。
マ
雪
●
【∽
け
『
ｏ
Ｏ
●

ω
●
０
崎
ｏ
一
ｏ
ヽ
Ｏ
ｏ
●
的
ヽ
い
い
”
一
一ｏ
●

０
す
ヽ
い
Ｌ
ｏ
●
●
ｏ
Ｏ
ｏ
∽
け
い
ｏ
】Ｏ
【●
∽
Ｏ
①
〕
い
す
ｏ
く
“
す

Ｏ
Ｌ

τ
〓
く

（い
の
ｏ
∽
つ
０
０
ｏ
）

・
ゝ
一い
ミヽ
ヽ
お
お
ヽ
ヽ
ミ
ヽ
一ヽ
ヽヽ
ミ
ヽ
ヽ
ヽ
ｏ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
こ
ヾ
み
せ
ヽ
ミゝ
）
ＨΦΦ
∞
・
も
“
〇
い
ｏ
ｏ
●
ｏ
】●
∽【ｏ
●
∽
『
”
ｏｏ
●
ｏ∽
ｂ
ヽ
【ヽい
ず
】
Ｏ
ｏ
Ｏ
”
∽”
●
ｏ
く
”

９７
　
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
の
存
続
す
る
フ
ラ
ン
ス
東
部
の
三
県
で
は
、
公
認
宗
教
の
団
体
は
公
法
人
で
あ
り
、
非
公
認
宗
教
の
団
体
は
地
方
民
法
典
６
ｏ
８

２
く
〓

ざ
８
】）
で
あ
る
ド
イ
ツ
民
法
典
に
基
づ
く
非
営
利
社
団
法
人
で
あ
る
。
こ
の
ア
ル
ザ
ス
＝
ロ
レ
ー
ヌ
の
地
方
法
は
、
大
石

・
前
掲
注
１
九
六
―

一
一
六
頁

に
詳
細
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

９８
　
一
九
八
二
年
か
ら

一
九
八
七
年
に
お
い
て
、
九
つ
の
仏
教
の
宗
教
社
団
が
遺
贈
の
受
領
認
可
を
受
け
、
一
一
つ
の
イ
ス
ラ
ム
教
の
宗
教
社
団
も
同
様
で
あ
っ

た
。
こ
の
数
字
は
次
の
文
献
に
よ
る
。
ω
Ｏ
罵
ヽ
９

ω
一ヽ８
ｏ」Ｒ
・
Ｓ

、ヽ
）
０
ぶ

９９
　
本
章
が
た
び
た
び
参
照
し
た
「
セ
ク
ト
に
関
す
る
調
査
委
員
会
」
の
報
告
書
は
、
セ
ク
ト
に
宗
教
社
団
の
資
格
を
認
め
る
の
は
危
険
で
あ
る
と
し
つ
つ
も
、

真
の
宗
教
の
団
体
に
宗
教
社
団
を
認
め
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
し
て
、
あ
る
団
体
が
宗
教
社
団
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
た
め
の
機
関
と
し
て
、

宗
教
の
代
表
者
、
宗
教
問
題
の
専
門
家
お
よ
び
関
係
行
政
機
関
の
代
表
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
冒
不
教
に
関
す
る
高
等
評
議
会
」
を
創
設
し
て
、
セ
ク
ト
の
団

体
が
受
贈
の
認
可
ま
た
は
寄
付
金
控
除
の
優
遇
措
置
の
適
用
の
認
可
を
中
請
し
た
場
合
に
、
そ
の
評
議
会
の
意
見
に
基
づ
き
内
務
省
が
認
可
す
る
よ
う
に

政
教
分
離
法
を
改
正
す
べ
き
こ
と
を
提
言
す
る
。
∽
ミ
ミ

●
ｏ
け

貧
ド
や
に
中

１００
　
０
Ｆ

」ヽ
ヽ
ｏ
つ
∞９





資

料

資
料
Ｉ
　
政
教
分
離
法

資
料
Ｈ
　
ア
ラ
ン
・
ボ
ワ
イ
エ
著

『
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
宗
教
法
』





資
料
Ｉ

政
教
分
離
法

凡
例

一
　

こ
の
文
書
は
、
政
教
分
離
法

（
一
九
〇
五
年
法
）
の
規
定
の
う
ち
本
書
を
読
む
う
え
で
最
小
限
必
要
な
の
も
の
だ
け
を
訳
し
た
も
の
で
あ
る
、

一
一　
改
正
箇
所
は

「　
」
で
示
し
た
。

〓
一

〔　
〕
は
規
定
の
内
容
を
示
す
た
め
筆
者
が
付
し
た
。

四
　
改
正
前
の
旧
規
定
は
注
で
示
し
た
。

五
　
規
定
中
の
罰
金
の
金
額
は
、
す
べ
て

一
九
九

一
年
現
在
の
も
の
を
掲
げ
た
。

エハ
　
次
の
文
献
を
原
典
と
し
た
。　
一
九
〇
五
年
当
時
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
じ
ミ
き
ヽ
ヽ
ミ
ミ
ミ
ミ
Ｌ
８
Ｐ

，
も
も
円
２
〓
牢

現
行
規
定
に
つ
い
て
は
、
〇
ヽ
ヽヽ

，

ミ
３
●Ｒ
ざ

ヽ
ο
ヽ
∽
ヽ
ミ
ヽ
ミ
ヽ
やヽ
´
　
ヽ
ヽ
ヽ
い
ヽ
機
ヽヽ
、
ｏ
ヽ
∽
ヽ
　ヽ
ヽ
ｏ
ミ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
や
ヽ
　́
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽヽ
ミ
´
ヽ
´

”
『
ｏ
ｏ
●
」
ヽ
ｏ
●
．］
い
い
卜
・
」
●
●
ヽ
●

，
一
ｏ
「コ
ｏ
一ｏ
一
Ｌ
ｏ
一“

力
い
ｏ
●
げ
〓
ｏ
●
ｏ
」ヽ
”
●
一
”
一∽
ｏ
・
【
Ｃ
Ｏ
】

七
　
政
教
分
離
法
全
体
の
訳
文
は
、
国
立
国
会
図
書
館
調
査
及
び
立
法
考
査
局

『外
国
の
立
法
』
二
〇
一
号
等
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

教
会
と
国
家
の
分
離
に
関
す
る

一
九
〇
五
年

一
二
月
九
日

の
法
律

〔抄
〕

第

一
章
　
原
則

第

一
条
　
共
和
国
は
、
良
心
の
自
由
を
確
保
す
る
。
共
和
国
は
、
公

の
秩
序
の
た
め
に
以
下
に
定
め
る
制
限
だ
け
を
受
け
る
、
自
由
な

礼
拝
を
保
障
す
る
。

第
二
条
　
共
和
国
は
、　
い
か
な
る
礼
拝
に
対
し
て
も
公
認
せ
ず
、
給

与
を
支
払
わ
ず
、
又
補
助
金
を
交
付
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ

の
法
律
の
審
署
の
翌
年
の

一
月

一
日
か
ら
、
国
、
県
及
び
市
町
村

の
予
算
か
ら
札
拝
に
関
す
る
す
べ
て
の
支
出
を
削
除
す
る
。

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
設
付
司
祭
の
役
務
に
関
す
る
　

３７



支
出
で
あ

っ
て
、
か
つ
リ
セ
、　
コ
レ
ー
ジ
ュ
、
学
校
、
病
院
、
収

容
施
設
及
び
刑
務
所
の
よ
う
な
公
共
施
設
に
お
い
て
自
由
な
礼
拝

を
確
保
す
る
た
め
の
も
の
は
、
予
算
に
計
上
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

宗
教
公
施
設
法
人
は
、
第
二
条
の
規
定
す
る
留
保
付
き
で
、
廃

止
さ
れ
る
。

第
二
章
　
財
産
の
帰
属
、
年
金

第
二
条
　
第
二
条
に
よ
り
廃
止
が
命
ぜ
ら
れ
る
施
設
法
人
は
、
そ
の

財
産
が
第
四
章
に
定
め
る
非
営
利
社
団
に
帰
属
す
る
ま
で
、
か
つ

遅
く
と
も
以
下
に
定
め
る
期
間
の
終
了
ま
で
、
現
在
施
設
法
人
を

規
律
す
る
規
定
に
従
い
、
当
分
の
間
引
き
続
き
事
務
を
行
う
。

こ
の
法
律
の
審
署
の
後
、
国
有
財
産
管
理
庁
の
職
員
に
よ
り
次

の
財
産
の
明
細
評
価
目
録
の
作
成
を
行
う
。

一　

上
記
施
設
法
人
の
動
産
及
び
不
動
産

一
一　
当
該
施
設
法
人
が
使
用
権
を
有
す
る
、
国
、
県
及
び
市
町

村
の
財
産

こ
の
二
重
の
財
産
目
録
は
、
教
会
施
設
の
法
律
上
の
代
表
者
又

は
行
政
上
の
方
式
に
従

い
行
う
通
知
に
よ
り
正
式
に
呼
び
出
さ
れ

た
者
が
立
ち
会

っ
て
、
作
成
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

財
産
目
録
作
成
の
任
務
を
負
う
職
員
は
、
そ
の
作
業
に
必
要
な

す
べ
て
の
証
券
及
び
資
料
を
提
出
さ
せ
る
権
利
を
有
す
る
。

第
四
条
　
こ
の
法
律
の
審
署
か
ら

一
年
の
期
間
内
に
、
聖
職
者
生
計

資
産
、
教
会
財
産
管
理
委
員
会
、
長
老
会
、
長
老
会
議
及
び
そ
の

他
の
宗
教
公
施
設
法
人
の
動
産
及
び
不
動
産
は
、
そ
れ
に
付

い
た

す
べ
て
の
義
務
及
び
負
担
並
び
に
そ
の
特
別
な
用
途
と
と
も
に
、

当
該
施
設
法
人
の
法
律
上
の
代
表
者
に
よ
り
、
非
営
利
社
団
に
移

転
さ
れ
る
。
こ
の
社
団
は
、
上
記
の
施
設
法
人
の
旧
来
の
区
画
に

お
い
て
当
該
宗
教
の
礼
拝
を
行
う
た
め
、
そ
れ
が
行
お
う
と
す
る

宗
教
の

一
般
組
織
の
規
則
に
準
拠
し
て
、
第

一
九
条
の
規
定
に
従

い
、
適
法
に
結
成
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

第
五
条
　
一削
条
に
掲
げ
ら
れ
た
財
産
の
う
ち
で
、
国
に
由
来
し
、
か

つ
共
和
暦

一
〇
年
ジ
ェ
ル
ミ
ナ
ル

一
八
日
の
法
律
の
後
創
設
さ
れ

た
信
仰
的
基
金
の
負
担
の
な
い
も
の
は
、
国
に
返
還
す
る
も
の
と

す
る
。

第
二
項
―
第
四
項

　

〔省
略
〕

第
六
条

〔宗
教
施
設
法
人
の
債
務
〕
　

〔省
略
〕

第
七
条

〔非
宗
教
的
財
産
の
帰
属
〕
　

〔省
略
〕

第
八
条
　
第
四
条
に
定
め
る
期
限
内
に
、
教
会
施
設
が
上
記
の
財
産

帰
属
の
手
続
き
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
デ
ク
レ
に
よ
り
割

り
当
て
を
行
う
も
の
と
す
る
。

そ
の
期
間
経
過
後
、
分
与
す
べ
き
財
産
は
、
そ
の
帰
属
決
定
ま

で
供
託
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条
及
び
本
条
第

一
項
に
よ
り
割
り
当
て
ら
れ
る
財
産
が
、

当
初
か
ら
又
は
後
に
な

っ
て
、
同
じ
宗
教
の
礼
拝
の
た
め
に
形
成
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さ
れ
た
複
数
の
社
団
に
よ
り
要
求
さ
れ
る
場
合
に
は
、
施
設
の
代

表
者
又
は
デ
ク
レ
に
よ
り
行
わ
れ
た
財
産
帰
属
決
定
は
、
こ
れ
に

対
し
、
争
訟
を
判
決
す
る
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
に
異
議
を
申
し
立

て
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
は
、
す

べ
て
の
状
況
を
考
慮
し
て
宣
告
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
項

　

〔省
略
〕

裕
福
な
社
団
の
分
裂
の
場
合
、
教
区
の
変
更
に
伴
う
新
し
い
社

団
の
創
設
の
場
合
及
び
財
産
割
り
当
て
を
受
け
た
社
団
が
そ
の
日

的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な
い
場
合
に
は
、
財
産
帰

属
決
定
に
対
し
、
事
後
に
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
条§

一

（
一
九
〇
八
年
四
月

一
三
日
の
法
律
）
　

「教
会
施
設
の

財
産
で
あ

っ
て

一
九
〇
五
年

一
二
月
九
日
の
法
律
の
審
署
か
ら

一

年
以
内
に
結
成
さ
れ
た
社
団
に
よ
り
要
求
し
な
か
っ
た
も
の
は
、

次
に
掲
げ
る
例
外
を
除
き
、
デ
ク
レ
に
よ
り
、
関
係
す
る
教
区
の

区
域
内
に
あ
る
市
町
村
の
慈
善
施
設
又
は
扶
助
施
設
に
、
ま
た
こ

の
種
の
施
設
を
欠
く
場
合
に
は
、
当
該
財
産
か
ら
の
す
べ
て
の
所

得
又
は
収
益
を
慈
善
事
業
又
は
扶
助
事
業
に
充
て
る
こ
と
を
条
件

と
し
て
、
市
町
村
又
は
市
町
村
の
諸
部
門
に
帰
属
す
る
も
の
と
す

フ
つ

。

一
　

一
九
〇
五
年

一
二
月
九
日
の
法
律
の
審
署
の
と
き
礼
拝
に

供
用
さ
れ
て
い
る
建
物
及
び
建
物
に
備
え
付
け
ら
れ
た
動
産
は
、

そ
れ
が
法
定
期
間
内
に
返
還
又
は
割
り
当
て
請
求
さ
れ
な
い
場
合

に
は
、
そ
れ
が
所
在
す
る
市
町
村
の
所
有
物
と
な
る
。

一
一　
上
記
教
会
施
設
に
属
し
た
動
産
で
あ

っ
て

一
九
〇
五
年

一

二
月
九
日
の
法
律
第

一
二
条
第
二
項
に
掲
げ
ら
れ
る
建
物
に
備
え

付
け
ら
れ
た
も
の
は
、
そ
れ
が
法
定
期
間
内
に
返
還
又
は
割
り
当

て
請
求
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
国
、
県
及
び
市
町
村
の
所
有
物
と

な
る
」
。

三
―
六

　

〔省
略
〕

§
二
―
§

一
六

　

〔省
略
〕

第

一
〇
条

〔財
産
帰
属
に
関
す
る
免
税
〕
　

〔省
略
〕

第

一
一
条

〔宗
教
教
師

へ
の
暫
定
的
年
金
〕
　

〔省
略
〕

第
三
章
　
礼
拝
用
建
物

第

一
二
条
　
国
有
と
さ
れ
た
建
物
で
あ

っ
て
、
共
和
暦

一
〇
年
ジ
ュ

ル
ミ
ナ
ル

一
八
日
の
法
律
に
よ
り
公
的
礼
拝
又
は
宗
教
教
師
の
住

居
に
供
さ
れ
て
い
る
建
物

（大
聖
堂
、
教
会
堂
、
小
聖
堂
、　
ユ
ダ

ヤ
教
会
堂
、
大
司
教
館
、
司
教
館
、
司
祭
館
）
、
及
び
そ
の
付
属
不

動
産
及
び
建
物
が
宗
教
の
用
に
供
さ
れ
た
と
き
に
当
該
建
物
に
備

え
付
け
ら
れ
た
動
産
は
、
今
後
も
国
、
県
及
び
市
町
村
の
所
有
物

と
す
る
。

前
項
の
建
物
に
つ
い
て
は
、
共
和
暦

一
〇
年
ジ
ェ
ル
ミ
ナ
ル

一

八
日
の
法
律
以
前
の
建
物
で
あ

っ
て
、
同
、
県
及
び
市
町
村
が
所
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有
す
る
も
の
に
つ
い
て
と
同
様
、
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
部
を
含

め
、
以
下
の
諸
規
定
に
準
拠
し
て
、
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

第

一
三
条
　
公
的
礼
拝
に
供
さ
れ
る
建
物
及
び
そ
の
建
物
に
備
え
付

け
ら
れ
た
動
産
は
、
無
償
で
、
宗
教
公
施
設
法
人
、
次
い
で
宗
教

公
施
設
法
人
に
代
わ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
社
団
で
あ

っ
て
、
第

二
章
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
宗
教
公
施
設
法
人
の
財
産
が
割
り
当

て
ら
れ
る
べ
き
社
団
の
自
由
な
使
用
に
委
ね
ら
れ
る
も
の
と
す

ワ

０

。

第
二
項
―
第
五
項

　

〔省
略
〕

宗
教
公
施
設
法
人
、
次
い
で
受
益
社
団
法
人
は
、
建
物
及
び
そ

の
付
属
動
産
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
補
修
工
事
並
び
に
保
険

料
及
び
そ
の
他
の
負
担
を
負
う
も
の
と
す
る
。

（
一
九
〇
八
年
四
月

一
三
日
の
法
律
）
「国
、
県
及
び
市
町
村
は
、

こ
の
法
律
に
よ
り
国
、
県
及
び
市
町
村
に
所
有
権
が
認
め
ら
れ
た

礼
拝
用
建
物
の
維
持
及
び
保
守
に
必
要
な
費
用
を
支
出
す
る
こ
と

が
で
き
る
」。

第

一
四
条
　
大
司
教
館
、
司
教
館
、
司
祭
館
及
び
そ
の
付
属
物
、
大

神
学
校
及
び
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
部
は
、
無
償
で
、
宗
教
公
施

設
法
人
、
次
い
で
第

一
三
条
に
規
定
さ
れ
た
社
団
の
自
由
な
使
用

に
委
ね
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
そ
の
期
間
は
、
大
司
教
館
及
び
司

教
館
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
審
署
の
と
き
か
ら
二
年
間
、
宗

教
教
師
が
居
住
す
る
市
町
村
に
お
け
る
司
祭
館
、
大
神
学
校
及
び

プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
部
に
つ
い
て
は
、
同
五
年
間
と
す
る
。

第
二
項
―
第
五
項

　

〔省
略
〕

第

一
五
条
　
〔サ
ヴ
オ
ワ
県
等
三
県
の
宗
教
教
師
の
住
居
〕

〔省
略
〕

第

一
六
条
　
公
的
礼
拝
に
供
さ
れ
る
建
物

（大
聖
堂
、
教
会
堂
、
小

聖
堂
、
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
堂
、
ユ
ダ
ヤ
教
会
堂
、
大
司
教
館
、

司
教
館
、
司
祭
館
、
神
学
校
）
の
歴
史
的
記
念
建
造
物
と
し
て
の

補
足
的
指
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
指
定
は
、
建
物
の
全
体

又
は

一
部
に
お
い
て
、
芸
術
的
又
は
歴
史
的
な
価
値
を
持

つ
も
の

す
べ
て
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
項
―
第
五
項

　

〔省
略
〕

第

一
七
条

　
一
八
八
七
年
二
月
二
〇
日
の
法
律
及
び
こ
の
法
律
に
よ

り
指
定
さ
れ
た
定
着
物
は
、
譲
渡
で
き
ず
、
ま
た
、
時
効
に
よ
り

権
利
が
消
滅
す
る
こ
と
は
な
い
。

第
二
項

・
第
二
項

　

〔省
略
〕

（第
四
条
及
び
第
五
項
　

一
九

一
三
年

一
二
月
二

一
日
の
法
律

第
二
九
条
に
よ
り
削
除
）

指
定
さ
れ
た
建
物
の
立
ち
入
り
及
び
指
定
さ
れ
た
動
産
の
展
示

は
、
公
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
か
な
る
料
金
又
は
使
用
料
も
徴
収

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

第
四
章
　
礼
拝
の
た
め
の
社
団

第

一
八
条
　
あ
る
宗
教
の
経
費
、
維
持
及
び
公
的
礼
拝
に
必
要
な
も



の
を
供
す
る
た
め
に
形
成
さ
れ
る
社
団
は
、　
一
九
〇

一
年
七
月

一

日
の
法
律
第

一
章
の
第
五
条
以
下
の
規
定
に
準
拠
し
て
結
成
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
社
団
は
、
こ
の
他
に
こ
の
法
律
の
規

定
に
従
う
。

第

一
九
条
　
一別
条
の
社
団
は
、
専
ら
宗
教
の
礼
拝
を
行
う
こ
と
だ
け

を
目
的
と
し
、
少
な
く
と
も
次
に
定
め
る
人
員
で
構
成
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

―
―
人
口
一
〇
〇
〇
人
未
満
の
市
町
村
に
お
い
て
は
、
教
区
に

住
所
又
は
居
所
を
有
す
る
成
年
者
七
名
。

―
―
人
口
一
〇
〇
〇
人
以
上
二
〇
〇
〇
〇
人
以
下
の
市
町
村
に

お
い
て
は
、
同

一
五
名
。

―
―
人
口
二
〇
〇
〇
〇
人
を
超
え
る
市
町
村
に
お
い
て
は
、
同

二
五
名
。

各
構
成
員
は
、
定
款
の
反
対
条
項
に
か
か
わ
ら
ず
、
期
限
経
過

後
の
会
費
及
び
当
年
度
の
会
費
を
支
払
っ
た
後
に
、　
い
つ
で
も
脱

会
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

定
款
の
反
対
条
項
に
か
か
わ
ら
ず
、
理
事
又
は
監
事
が
行
う
財

務
行
為
及
び
財
産
管
理
は
、
少
な
く
と
も
毎
年
、
社
団
の
構
成
員

の
総
会
の
監
督
を
受
け
、
そ
の
承
認
を
得
る
も
の
と
す
る
。

社
団
は
、　
一
九
〇

一
年
七
月

一
日
の
法
律
第
六
条
に
規
定
さ
れ

た
会
費
の
ほ
か
に
、
礼
拝
の
経
費
の
た
め
の
献
金
及
び
寄
付
を
受

領
し
、
次
に
定
め
る
報
酬
を
受
領
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
基
金
寄

付
に
よ
る
儀
式
を
含
め
宗
教
儀
式
の
報
酬
、
長
椅
子
及
び
座
席
の

貸
与
の
報
酬
、
宗
教
的
建
物
に
お
け
る
葬
儀
用
の
物
品
及
び
建
物

の
装
飾
用
の
物
品
の
提
供
に
対
す
る
報
酬
。
（
一
九
四
二
年

一
二
月

二
五
日
の
法
律
第

一
条
）
「宗
教
社
団
は
、
贈
与
及
び
遺
贈
に
つ
い

て
の
行
政
の
後
見
的
監
督
に
関
す
る

一
九
〇

一
年
二
月
四
日
―

一

九
四

一
年
七
月
二
日
の
法
律
第
七
条
及
び
第
八
条
に
定
め
る
れ
た

要
件
に
従
い
、
そ
の
目
的
の
達
成
に
供
さ
れ
、
又
は
信
仰
的
若
し

く
は
宗
教
的
な
負
担
付
き
で
の
遺
贈
及
び
生
前
贈
与
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
」
。

社
団
は
、
税
の
徴
収
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
そ
の
収
入
の
余
剰

金
を
同
じ
目
的
で
結
成
さ
れ
た
社
団
に
対
し
て
支
払
う
こ
と
が
で

き

る

。
（
一
九
四
二
年

一
二
月
二
五
日
の
法
律
第
二
条
）
「
社
団
は
、
形

式
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
国
、
県
及
び
市
町
村
か
ら
補
助
金
を
受

け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
公
的
札
拝
に
供
用
さ
れ
る
建
物
の
補
修

工
事
の
た
め
に
支
出
さ
れ
る
費
用
は
、
建
物
が
歴
史
的
建
造
物
で

あ
る
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、
補
助
金
と
は
み
な
さ
れ
な
い
」
。

第
二
〇
条
　
こ
の
社
団
は
、　
一
九
〇

一
年
八
月

一
六
日
の
デ
ク
レ
が

定
め
る
方
式
で
、
中
央
の
管
理
組
織
又
は
運
営
組
織
を
有
す
る
連

合
体
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
連
合
体
は
、
こ
の
法
律

の
第

一
八
条
及
び
第

一
九
条
の
第
二
項
か
ら
第
六
項
の
規
定
に
よ

り
規
制
さ
れ
る
。
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第
二
一
条
　
社
団
及
び
連
合
体
は
、
収
支
計
算
書
を
備
え
置
く
。
そ

の
社
団
は
、
毎
年
前
年
度
の
会
計
報
告
並
び
に
動
産
及
び
不
動
産

の
財
産
目
録
を
作
成
す
る
。

社
団
及
び
連
合
体
に
対
す
る
会
計
監
査
は
、
登
記
行
政
庁
及
び

財
政
監
察
官
に
よ
り
行
わ
れ
る
。

第
二
二
条
　
社
団
及
び
連
合
体
は
、
そ
の
処
分
可
能
な
資
金
を
用
い

て
、　
い
か
な
る
場
合
に
も
他
の
使
途
に
は
充
て
ら
れ
ず
、
か
つ
礼

拝
の
経
費
及
び
維
持
を
確
保
す
る
に
十
分
な
準
備
金
を
積
み
立
て

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
準
備
金
の
額
は
、
五
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
以

上
の
収
入
の
あ
る
連
合
体
又
は
宗
教
社
団
に
つ
い
て
は
、
過
去
五

年
の
会
計
年
度
の
間
に
各
社
団
が
礼
拝
の
経
費
と
し
て
支
出
し
た

額
の
年
平
均
の
三
倍
、
そ
の
他
の
社
団
に
つ
い
て
は
、
そ
の
六
倍

に
等
し
い
額
を
超
過
し
て
は
な
ら
な
い
。

記
名
証
券
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
前
項
の
準
備
金
と
は
別

に
、
宗
教
社
団
お
よ
び
連
合
体
は
、
特
別
準
備
金
を
積
み
立
て
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
特
別
準
備
金
は
、
現
金
又
は
記
名
証
券
と

し
て
預
託
供
託
金
庫
に
寄
託
し
、
そ
の
利
息
も
含
め
、
専
ら
、
社

団
又
は
連
合
体
の
必
要
事
に
供
さ
れ
る
不
動
産
又
は
動
産
の
購

入
、
建
設
、
装
飾
又
は
修
理
に
の
み
充
当
さ
れ
る
。

第
二
三
条
　
第

一
八
条
、
第

一
九
条
、
第
二
〇
条
、
第
二

一
条
及
び

第
二
二
条
に
違
反
し
た
、
社
団
又
は
連
合
体
の
理
事
又
は
監
事
は
、

三
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
以
上
六
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
以
下
の
罰
金
に
処
し
、

再
犯
の
場
合
に
は
三
倍
の
罰
金
に
処
す
る
。

裁
判
所
は
、
第
二
二
条
第

一
項
に
違
反
す
る
場
合
に
は
、
社
団

お
よ
び
連
合
体
に
対
し
、
認
定
さ
れ
た
超
過
額
を
市
町
村
の
扶
助

施
設
又
は
慈
善
施
設
に
支
払
う
よ
う
に
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

裁
判
所
は
、
こ
の
ほ
か
に
本
条

一
項
の
定
め
る
す
べ
て
の
場
合

に
は
、
社
団
又
は
連
合
体
の
解
散
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
四
条
　
国
、
県
又
は
市
町
村
に
属
す
る
礼
拝
に
供
さ
れ
る
建
物

は
、
引
き
続
き
、
土
地
税
及
び
門
窓
税
を
免
除
さ
れ
る
も
の
と
す

フ

０

。

国
、
県
又
は
市
町
村
に
属
す
る
宗
教
教
師
の
住
居
に
供
さ
れ
る

建
物
、
神
学
校
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
部
、
社
団
及
び
連
合
体

の
所
有
す
る
財
産
は
、
私
人
の
財
産
と
同
様
の
租
税
を
課
せ
ら
れ

フ

０

。

（
一
九
〇
九
年
七
月

一
九
日
の
法
律
）
「前
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
礼
拝
に
供
さ
れ
る
建
物
で
こ
の
法
律
第
四
条
の
規
定
に
よ

り
社
団
又
は
連
合
体
に
割
り
当
て
ら
れ
た
も
の
は
、
国
、
県
又
は

市
町
村
に
属
す
る
礼
拝
に
供
さ
れ
る
建
物
と
同
様
に
、
土
地
税
を

免
除
さ
れ
る
も
の
と
す
る
」
。

第
五
章
　
一不
教
の
警
察

第
二
五
条
　
一ホ
教
社
団
に
属
す
る
場
所
又
は
そ
の
使
用
に
供
さ
れ
た

場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
、
礼
拝
の
執
行
の
た
め
の
集
会
は
、
公



的
集
会
で
あ
る
。
こ
の
集
会
は
、　
一
八
八

一
年
六
月
三
〇
日
の
法

律
第
八
条
の
手
続
き
を
免
除
さ
れ
る
が
、
公
の
秩
序
を
保

つ
た
め

（６
）

に
当
局
の
監
督
の
下
に
置
か
れ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
六
条
　
通
常
、
札
拝
に
供
さ
れ
る
場
所
に
お
い
て
、
政
治
集
会

を
行

っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
七
条
　
をホ
教
上
の
野
外
儀
式
、
行
列
及
び
そ
の
他
の
屋
外
活
動

（́
′
）

は
、
市
町
村
行
政
法
典
第
九
七
条
に
従
っ
て
規
制
さ
れ
る
。

教
会
堂
の
鐘
を
鳴
ら
す
こ
と
は
、
市
町
村
ア
レ
テ
に
よ
り
規
制

さ
れ
、
市
長
と
宗
教
社
団
の
長
と
の
意
見
が
一
致
し
な
い
場
合
に

は
、
県
知
事
ア
レ
テ
に
よ
り
規
制
さ
れ
る
。

こ
の
法
律
第
四
三
条
が
定
め
る
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
議
を
経

た
デ
ク
レ
が
、
世
俗
的
な
目
的
で
鐘
を
鳴
ら
す
こ
と
が
で
き
る
要

件
及
び
場
合
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

第
二
八
条
　
今
後
、
礼
拝
に
供
さ
れ
る
建
物
、
墓
地
に
お
け
る
埋
葬

場
所
、
墓
碑
及
び
博
物
館
又
は
博
覧
会
を
除
き
、
公
共
建
造
物
又

は
ど
の
よ
う
な
公
共
の
場
所
に
お
い
て
、　
い
か
な
る
宗
教
的
標
章

又
は
象
徴
物
も
、
こ
れ
を
掲
げ
、
又
は
添
付
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
九
条
　
第
二
五
条
か
ら
第
二
七
条
ま
で
の
規
定
に
対
す
る
違
反

は
、
違
警
罪
の
刑
に
処
す
る
。

第
二
五
条
、
第
二
六
条
及
び
第
二
七
条
の
場
合
に
お
い
て
、
集

会
又
は
屋
外
活
動
を
組
織
し
た
者
、
宗
教
教
師
の
資
格
で
そ
れ
に

参
加
し
た
者
、
並
び
に
第
二
五
条
及
び
第
二
六
条
の
場
合
に
お
い

て
、
場
所
を
提
供
し
た
者
は
、
同
じ
刑
に
処
す
る
。

第
二
〇
条
　
一
八
八
二
年
二
月
二
八
日
の
法
律
第
二
条
の
規
定
に
準

拠
し
て
、
宗
教
教
育
は
、
公
立
学
校
に
在
籍
す
る
六
歳
以
上

一
三

歳
以
下
の
児
童
に
対
し
、
授
業
時
間
外
に
の
み
行
う
こ
と
が
で
き

フ
つ

。

そ
の
規
定
に
違
反
す
る
宗
教
教
師
に
は
、
同
法
第

一
四
条
を
適

用
す
る
。

第
三

一
条
　
個
人
に
対
す
る
暴
力
行
為
、
暴
行
若
し
く
は
脅
迫
に
よ

り
、
又
は
職
を
失
う
こ
と
を
恐
れ
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
又
は
身

体
、
家
族
若
し
く
は
財
産
に
害
を
受
け
る
こ
と
を
恐
れ
さ
せ
る
こ

と
に
よ
り
、
人
に
礼
拝
を
行
わ
せ
、
又
は
行
う
こ
と
を
や
め
さ
せ
、

宗
教
社
団
に
加
入
さ
せ
、
又
は
加
入
す
る
の
を
終
わ
ら
せ
、
礼
拝

の
費
用
を
負
担
さ
せ
、
又
は
負
担
す
る
の
を
や
め
た
者
は
、
三
〇

〇
〇
フ
ラ
ン
以
上
六
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
以
下
の
罰
金
及
び
六
日
以
上

二
月
以
下
の
拘
禁
、
又
は
二
つ
の
刑
の

一
つ
に
処
す
る
。

第
三
二
条
　
砦ホ
教
の
札
拝
に
供
さ
れ
る
場
所
に
お
い
て
、
騒
擾
又
は

騒
乱
を
起
こ
す
こ
と
に
よ
り
、
礼
拝
を
妨
害
し
、
遅
れ
さ
せ
、
又

は
中
断
さ
せ
た
者
は
、
前
条
と
同
じ
刑
に
処
す
る
。

第
二
三
条
　
一四

一条
の
規
定
は
、
騒
擾
、
暴
動
又
は
暴
力
行
為
で
あ

っ

て
、
そ
の
性
質
又
は
状
況
が
、
刑
法
典
の
規
定
に
よ
り
、
よ
り
重

い
刑
を
科
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
き
の
み
、
適
用
さ
れ
る
。

第
二
四
条
　
礼
拝
を
行
う
場
所
に
お
い
て
、
演
説
、
朗
読
、
文
書
の
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配
布
又
は
掲
示
に
よ
り
、
公
役
務
の
任
を
負
う
市
民
を
侮
辱
し
、

又
は
名
誉
毀
損
し
た
宗
教
教
師
は
す
べ
て
、　
一
八
〇
〇
フ
ラ
ン
以

上
二
万
フ
ラ
ン
以
下
の
罰
金
及
び
一
月
以
上

一
年
以
下
の
拘
禁
、

又
は
二
つ
刑
の
一
つ
に
処
す
る
。

二
項

　

〔省
略
〕

第
二
五
条
　
礼
拝
が
行
わ
れ
る
場
所
に
お
い
て
公
然
と
な
さ
れ
た
演

説
、
又
は
掲
示
さ
れ
た
文
書
若
し
く
は
配
布
さ
れ
た
文
書
が
、
法

律
の
実
施
又
は
公
の
当
局
の
適
法
な
行
為
に
抵
抗
す
る
こ
と
へ
の

直
接
の
教
唆
を
含
む
と
き
、
又
は
、
そ
れ
が
他
の
市
民
に
対
し

一

部
の
市
民
を
蜂
起
さ
せ
、
若
し
く
は
武
装
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
、

こ
の
罪
を
犯
し
た
宗
教
教
師
は
二
月
以
上
二
年
以
下
の
拘
禁
に
処

す
る
。
た
だ
し
、
教
唆
に
よ
り
暴
動
、
反
乱
又
内
乱
が
生
し
た
場

合
に
は
、
共
謀
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

第
三
六
条
　
第
二
五
条
及
び
第
二
六
条
、
第
二
四
条
及
び
第
二
五
条

の
適
用
に
よ
り
、
違
警
罪
裁
判
所
又
は
軽
罪
裁
判
所
に
よ
る
有
罪

判
決
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
軽
罪
の
行
わ
れ
た
不
動
産
内
で
礼
拝

を
行
う
た
め
に
結
成
さ
れ
た
社
団
は
、
民
事
上
の
責
任
を
負
う
も

の
と
す
る
。

第
六
章
　
一
般
規
定

第
三
七
条
　
〔刑
法
典
の
適
用
〕
　

〔省
略
〕

第
三
八
条
　
一不
教
修
道
会
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り

一
九
〇

一
年
七
月

一
日
の
法
律
に
服
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
九
条
　
〔神
学
生
の
兵
役
免
除
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
〕

第
四
〇
条
　
こ
の
法
律
の
審
署
か
ら
八
年
間
、
宗
教
教
師
は
、
そ
の

聖
職
を
行
う
市
町
村
に
お
け
る
市
町
村
議
会
議
員
の
被
選
挙
権
を

有
し
な
い
。

第
四

一
条

　

（
一
九
二
四
年
四
月
四
日
の
デ
ク
レ

。
ロ
ワ
に
よ
り
削

除
）

第
四
二
条

・」

一
九
七
三
年

一
月
二
日
の
法
律
七
三
―
四
号
第
二
条

に
よ
り
削
除
）

第
四
三
条
　
〔法
律
適
用
の
た
め
の
デ
ク
レ
の
制
定
〕
　

〔省
略
〕

第
四
四
条
　
従
来
国
に
よ
り
公
認
さ
れ
て
い
た
宗
教
の
公
的
組
織
に

関
す
る
す
べ
て
の
規
定
、
な
ら
び
に
こ
の
法
律
に
反
す
る

一
切
の

規
定
、
特
に
以
下
の
次
の
規
定
は
、
廃
止
さ
れ
る
。

一　

共
和
暦
九
年
メ
シ
ド
ー
ル
二
六
日
に
教
皇
と
フ
ラ
ン
ス
政

府
と
の
間
に
締
結
さ
れ
た
条
約
、
同
条
約
の
付
属
条
項
及
び

プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
付
属
条
項
が
、
共
和
国
の
法
律
と
し
て

執
行
さ
れ
る
こ
と
を
定
め
た
、
共
和
暦

一
〇
年
ジ
ェ
ル
ミ
ナ

ル

一
八
日
の
法
律

一
一　
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
関
す
る

一
八
五
二
年
二
月
二
六
日
の

デ
ク
レ
及
び

一
八
七
九
年
八
月

一
日
の
法
律

〓
一　
ユ
ダ
ヤ
教
に
関
す
る

一
八
〇
八
年
二
月

一
七
日
の
デ
ク

レ
、　
一
八
三

一
年
二
月
八
日
の
法
律
及
び

一
八
四
四
年
五
月
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二
五
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス

四
―
七

〔省
略
〕

１
　
一
九
〇
八
年
改
正
前
の
第
九
条
第

一
項
は
次
の
と
お
り
。
「宗
教

公
施
設
法
人
の
財
産
を
承
継
す
る
た
め
の
社
団
を
欠
く
場
合
に

は
、
そ
の
財
産
は
、
デ
ク
レ
に
よ
り
、
関
係
す
る
教
区
の
区
域
内
に

あ
る
市
町
村
の
慈
善
施
設
又
は
扶
助
施
設
に
、
帰
属
す
る
も
の
と

す
る
」。

２
　
い
わ
ゆ
る
宗
教
社
団
の
こ
と
。

３
　
い
わ
ゆ
る
結
社
法
と
呼
ば
れ
る
法
律
。

４
　
一
九
四
二
年
改
正
前
の
第

一
九
条
第
六
項
は
次
の
と
お
り
。
「社

団
は
、
形
式
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
国
、
県
及
び
市
町
村
か
ら
補
助

金
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
補
修
工
事
の
た
め
に
指
定
歴
史

的
建
造
物
に
支
出
さ
れ
る
費
用
は
、
補
助
金
と
は
み
な
さ
れ
な

い
」。
な
お
、
こ
の
規
定
を
第

一
三
条
七
項
と
比
較
さ
れ
た
い
。

５
　

「門
窓
税
」
含
日
ｏ
２

０
３

ｏ
９
一３

無

お
な
けお
３

と
呼
ば
れ

た
税
は
、
今
日
、
存
在
し
て
い
な
い
。

６
　
一
九
〇
七
年
改
正
ま
で
の
旧
第
二
五
条
は
以
下
の
と
お
り
で

あ

っ
た

。

「第
二
五
条
　
一ホ
教
社
団
に
所
属
す
る
場
所
又
は
そ
の
使
用
に

供
さ
れ
た
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
礼
拝
の
執
行
の
た
め
の
集
会

は
公
的
集
会
で
あ
る
。

，一
の
集
会
は
、
一
人
八

一
年
六
月
二
〇
日
の

法
律
第
八
条
の
手
続
き
を
免
除
さ
れ
る
が
、
公
の
秩
序
を
保
つ
た

め
に
当
局
の
監
督
の
下
に
置
か
れ
る
も
の
と
す
る
。
同
法
第
二
条

の
方
式
で
、
集
会
を
行
う
場
所
を
示
し
た
届
け
出
を
行
っ
た
あ
と

で
な
け
れ
ば
、
こ
の
集
会
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
，

年
内
に
行
う
恒
常
的
、
定
期
的
ま
た
は
臨
時
の
集
会
す
べ
て
に

つ
い
て
、
た
だ

一
つ
の
届
け
出
で
足
り
る
」。

７
　
現
行
の
市
町
村
法
典
Ｌ
第

一
三

一
―
二
条
。

８
　
い
わ
ゆ
る
結
社
法
と
呼
ば
れ
る
法
律
。

９
　
一
九
七
三
年
ま
で
の
旧
第
四
二
条
は
次
の
と
お
り
。
「現
在
の
祝

祭
日
に
関
す
る
法
律
規
定
は
維
持
さ
れ
る
」。
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ボ
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一

『
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
宗
教
法
』
の
著
者
ボ
ワ
イ
エ
は
、
高
等
師

範
学
校

（Ｅ
Ｎ
Ｓ
）
と
国
立
行
政
学
院

（Ｅ
Ｎ
Ａ
）
を
卒
業
し
、
歴

史
の
教
授
資
格
を
有
し
、
し
か
も
内
務
省
行
政
総
局
の
中
央
宗
教
室

０
１
８
●
８
ユ
【営

Ｑ
９

８
一け２
）
に
お
け
る
宗
務
担
当
官

（
一
九

（
九
捌
年
ま
で
）
と
し
て
の
経
歴
を
持
つ
宗
教
法
に
詳
し
い
官
僚
で

あ
る
。
彼
は
、
本
書
に
お
い
て
、
法
律
家
と
し
て
ラ
イ
シ
テ
の
下
で

の
諸
々
の
法
制
度
を
詳
細
か
つ
網
羅
的
に
論
じ
る
だ
け
で
な
く
、
歴

史
家
と
し
て
今
日
の
状
況
の
歴
史
的
背
景
を
も
詳
述
す
る
。
こ
の
よ

う
な
特
徴
を
持
つ
本
書
は
、
わ
が
国
の
宗
教
法
研
究
に
有
益
な
比
較

法
的
資
料
を
提
供
し
う
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、

，コ
」に
紹
介
し
た
い
。

な
お
、
ボ
ワ
イ
エ
は
本
書
以
外
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
に
ラ
イ
シ
テ

や
宗
教
法
を
論
じ
て
お
り
、
彼
の
論
文
は
、
例
え
ば
、
「国
家
と
宗
教
」

を
特
集
し
た

『行
政
』
誌
の
一
六

一
号
等
に
見
る
こ
と
が
で
き
（ダ

ｃ

本
書
は

「序
論
」
、
四
部
か
ら
な
る
本
論
、
「結
論
」
お
よ
び

「参

考
文
献
」
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
本
論
と
り
わ
け
政
教
分

離
の
下
で
の
諸
制
度
を
扱
う
第
二
部
を
中
心
に
、
そ
の
概
略
を
紹
介

し
、
あ
わ
せ
て
筆
者
の
簡
単
な
所
感
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

二

第

一
部
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
家
教
会
関
係
の
歴
史
が
扱
わ
れ
る
。

ま
ず
、
著
者
は
、
「
カ
エ
サ
ル
の
も
の
は
カ
エ
サ
ル
に
、
神
の
も
の

は
神
に
」
と
い
う
イ

エ
ス
の
言
葉
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
な
が
ら
、
キ

リ
ス
ト
教
社
会
で
は
教
権
と
俗
権

の
関
係
を
均
衡
づ
け
る
必
要
が

あ

っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
そ
の
必
要
性
か
ら
国
家
は
国

家
教
会
関
係
を
契
約
で
規
律
す
る
コ
ン
コ
ル
ダ
を
締
結
す
る
傾
向
が

あ

っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
彼
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
コ

ン
コ
ル
ダ
の
歴
史
を
、
一
五

一
六
年
の
ブ

ロ
ー

ニ
ュ
の
コ
ン
コ
ル
ダ
、

革
命
期
の
断
絶
、
ナ
ポ
レ
オ
ン

・
ボ
ナ
パ
ル
ト
が
締
結
し
た

一
八
〇

（３
）

二
年
の
コ
ン
コ
ル
ダ
の
順
で
概
観
す
る
。

と
く
に
、
革
命
期
の
反
教
権
的
、
反
宗
教
的
政
策

（聖
職
者
公
民

基
本
法
の
制
定
、
反
宗
教
的
宣
伝
、
脱
キ
リ
ス
ト
教
化
の
宣
伝
な
ど
）

に
つ
い
て
は
、
そ
の
成
果
と
し
て
の
戸
籍
や
離
婚
の
世
俗
化
、
教
会
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の
封
建
的
特
権
の
廃
止
、教
会
財
産
の
国
有
化
等
が
そ
の
後
も
続
き
、

ま
た
政
治
的
精
神
構
造
を
基
礎
づ
け
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
ま
た
、

一
八
〇
二
年
の
コ
ン
コ
ル
ダ
は

一
九
世
紀
の
国
家
教
会
関
係
の
基
礎

と
な
り
、
ま
た
今
日
の
ア
ル
ザ
ス
・
ロ
レ
ー
ヌ
の
特
別
な
宗
教
制
度

の
基
礎
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
著
者
は
、　
コ
ン
コ
ル
ダ
な
ら
び
に
ナ
ポ

レ
オ
ン
が

一
方
的
に
そ
れ
に
付
属
さ
せ
た
付
属
条
項
に
つ
い
て
は
詳

述
す
る
。
彼
の
記
述
か
ら
、　
一
八
〇
二
年
の
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
の
下

で
、
元
首
が
教
皇
と
の
合
意
の
う
え
で
司
教
を
任
命
し
、
国
家
が
司

教
の
指
名
に
基
づ
き
主
任
司
祭
を
任
命
し
、
ま
た

一
方
で
は
、
国
家

に
よ
る
宗
教
教
師
の
給
与
の
負
担
や
礼
拝
用
建
物
の
管
理
の
た
め
の

公
法
人
の
設
立
を
通
じ
て
教
会
は
公
的
援
助
を
受
け
、
他
方
で
国
家

は
教
会
を
厳
重
な
監
督
の
下
に
置
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
読
者
は
知

る
。
さ
ら
に
、
著
者
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
る
付
属
条
項
に
よ
り
規
定

さ
れ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
二
教
派
と
ユ
ダ
ヤ
教
の
同
様
の
制
度
に

も
言
及
す
る
。
と
く
に
ユ
ダ
ヤ
教
の
組
織
に
関
し
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
が

付
属
条
項
制
定
の
際
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
モ
デ
ル
と
し
て
中
央
集

権
化
し
た
組
織
を
定
め
た
と
い
う
事
実
が
詳
し
く
紹
介
さ
れ
る
。

続
い
て
、
著
者
は
、　
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
が
存
続
し
た

一
九
世
紀
の

国
家
教
会
関
係
を
考
察
す
る
。
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
が
、
そ
れ
に
よ
り

公
的
承
認
を
得
た
教
会
と
聖
職
者
の
統
制
権
を
得
た
国
家
の
双
方
に

利
益
を
与
え
た
た
め
、
そ
れ
が
存
続
し
た
こ
と
、
お
よ
び
両
者
が
コ

ン
コ
ル
ダ
を
自
己
に
有
利
に
す
る
た
め
に
闘
争
し
た
こ
と
を
明
ら
か

に
さ
れ
る
。
彼
は
、
と
り
わ
け
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
設
立
し
た
ユ
ニ
ベ
ル

シ
テ
、
ギ
ゾ
ー
法
、
フ
ァ
ル
ー
法
等
を
め
ぐ
る
学
校
問
題
で
の
右
翼

と
左
翼
の
対
立
を
こ
の
闘
争
の
図
式
で
説
明
す
る
。

次
に
、　
一
九
〇
五
年
の
政
教
分
離
と
そ
の
進
展
に
つ
い
て
の
簡
潔

な
論
述
が
続
く
。
急
進
派
が
推
進
し
た
反
教
権
主
義
の
闘
争
を
経
て

制
定
さ
れ
、
事
実
、
多
く
の
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
が
闘
争
の
法
律
と
感

じ
た
政
教
分
離
法
は
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
立
法
者
に
と
っ
て
、
カ
ト

リ
ッ
ク
の
内
部
組
織
規
範
を
尊
重
す
る

「妥
協
と
鎮
静
の
法
律
」
で

あ
っ
た
と
さ
れ
る

（分
離
法
が
和
解
的
な
分
離
を
望
ん
だ
こ
と
は
随

所
で
繰
り
返
さ
れ
る
）
。
し
か
も
著
者
は
、
「教
会
は
分
離
制
度
を
利

用
し
よ
う
と
試
み
、
多
く
の
点
で
そ
れ
を
柔
軟
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
つ
い
に
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
に
至
っ
た
」
（四
六
頁
）
と
も
述
べ
、

そ
の
結
果
、
今
日
、
教
会
が
各
種
の
公
的
な
間
接
援
助
を
享
受
す
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
著
者
は
、
フ
ラ
ン

ス
の
政
教
分
離
を
欧
州
統
合
の
進
む
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
視
野
か
ら
考
察

し
、
そ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
例
外
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
制
度

ヘ

の
接
近
で
あ
る
と
性
格
づ
け
る
。

最
後
に
、
フ
ラ
ン
ス
流
の
ラ
イ
シ
テ
の
特
徴
に
も
目
が
向
け
ら
れ

フの
。ド

イ
ツ
、
イ
ギ
リ
ス
や
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
で
は
教
会
に
対
す
る
闘

争
の
伝
統
が
な
い
の
に
対
し
、
教
会
に
よ
る
俗
権
の
統
制
を
主
張
す

る
教
権
主
義
の
強
か
っ
た
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
ラ
イ
シ
テ
が
最
も



明
確
か
つ
闘
争
的
に
現
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
ラ
イ
シ
テ
が
俗
人
と
聖

職
者
と
の
ラ
ジ
カ
ル
な
対
立
と
教
権
主
義
を
前
提
と
す
る
フ
ラ
ン
ス

的
特
徴
で
あ
る
こ
と
が
読
者
に
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
ボ
ワ
イ
エ
は
、

ラ
イ
シ
テ
を

一
九
世
紀
に
勝
利
し
た
教
権
主
義

（具
体
的
に
は
復
古

王
制
、
第
二
共
和
制
下
で
の
体
制
政
党
の
勝
利
、
第
二
共
和
制
初
め

の
体
制
政
党
の
勝
利
の
時
期
）
へ
の
闘
争
で
あ
っ
た
と
意
義
づ
け
、

そ
の
多
様
な
内
容
を
分
析
す
る
。
す
な
わ
ち
、
①
フ
ェ
リ
ー
法
や
政

教
分
離
法
の
制
度
的
枠
組
み
に
お
い
て
教
権
と
俗
権
と
の
役
割
を
画

す
る
「自
制
の
ラ
イ
シ
テ
」、②
反
宗
教
性
と
同
意
義
の
ラ
イ
シ
ス
ム
、

③
非
宗
教
的
な
公
立
学
校
が
伝
え
た
合
理
主
義
の
よ
う
な
哲
学
、
価

値
観
で
あ
る
。
次
い
で
、
著
者
は
再
び
歴
史
的
観
点
に
立
ち
戻
り
、

第
二
共
和
制
か
ら
現
在
ま
で
の
闘
争
の
ラ
イ
シ
テ
と
そ
の
変
容
を
概

観
す
る
。
そ
れ
を
通
じ
て
、
彼
は
、
穏
や
か
な
教
会
国
家
関
係
が
確

立
し
、
ま
た
ラ
イ
シ
テ
が
憲
法
的
価
値
を
も
っ
た
今
日
、
ラ
イ
シ
テ

が

「戦
闘
的
な
ラ
イ
ン
ス
ム
の
信
奉
者
を
除
き
、
そ
の
論
争
的
性
格

を
失
い
、
も
は
や
社
会
の
営
為
を
調
整
し
多
元
性
を
保
障
す
る
国
家

の
中
立
性
し
か
意
味
し
な
く
な
っ
た
」
貧
ハ
五
頁
）
と
結
論
し
、
ま
た

教
会
が
徐
々
に
分
離
を
承
認
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
論
証
す

フの
。さ

ら
に
著
者
は
ラ
イ
シ
テ
の
展
望
と
し
て
そ
の
新
た
な
課
題
に
も

触
れ
る
こ
と
を
怠
ら
な
い
。
彼
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
ラ

イ
シ
テ
が
定
着
し
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
教
会
が
さ
ま
ざ
ま

な
公
役
務
に
協
力
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
で
の
フ
ラ
ン
ス
流
の
ラ
イ

シ
テ
の
独
自
性
が
意
識
さ
れ
る
状
況
、
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て

新
し
い
大
宗
教
で
あ
る
イ
ス
ラ
ム
教
が
新
た
な
問
題
を
生
ぜ
じ
め
て

い
る
状
況
な
ど
を
背
景
と
し
て
、
ス
カ
ー
フ
事
件
を
契
機
に
、
さ
ま

ざ
ま
な
立
場
か
ら
そ
の
内
容
が
再
検
討
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
し

て
、
そ
こ
で
の
問
題
は
、
聖
職
者
と
俗
人
と
の
対
立
で
は
な
く
、
よ

リ
グ
ロ
ー
バ
ル
に
社
会
に
お
け
る
宗
教
の
位
置
づ
け
で
あ
る
と
も
い

三

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
宗
教
は
法
的
に
は
結
社
の
枠
組
み
に
お
い
て

組
織
さ
れ
る
と
考
え
る
著
者
は
、
「宗
教
法
。結
社
法
」
と
題
す
る
第

二
部
に
お
い
て
、
現
行
の
政
教
分
離
の
下
で
の
諸
々
の
宗
教
結
社
な

ら
び
に
そ
れ
に
関
連
す
る
礼
拝
の
規
制
、
宗
教
教
師
、
札
拝
所
等
、

以
下
の
六
つ
の
問
題
を
論
じ
る
。

①
　
結
社
と
宗
教

ま
ず
第

一
に
、
ボ
ワ
イ
エ
は
、　
一
九
〇
五
年
法

（政
教
分
離
法
）

が
規
定
し
た
宗
教
組
織
の
法
的
枠
組
み
で
あ
る
宗
教
社
団
を
取
り
上

げ
る
。
宗
教
社
団
は
、　
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
の
下
で
の
公
法
人
が
所
有

し
て
い
た
旧
公
認
宗
教
の
教
会
財
産
等
の
受
皿
と
し
て
、
も
と
も
と

旧
公
認
宗
教
に
つ
い
て
の
み
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
現

在
の
宗
教
組
織
の
唯

一
の
枠
組
み
で
は
な
い
。
こ
う
説
明
し
た
後
で
、
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著
者
は
、
も
う

一
つ
の
枠
組
み
を
構
成
す
る
結
社
の
一
般
法
た
る

一

九
〇

一
年
法

（結
社
法
）
の
定
め
る
法
人
格
を
も
つ
届
出
結
社
と
比

較
し
な
が
ら
、
宗
教
社
団
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
こ
で
の
比

較
の
観
点
は
設
立
要
件
お
よ
び
法
律
上
の
能
力
で
あ
る
。

ま
ず
、
前
者
に
関
し
、　
一
九
〇
五
年
法
宗
教
社
団
の
厳
格
な
限
定

的
要
件
が
指
摘
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
社
団
は
専
ら
礼
拝
活
動

の
み
を
目
的
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ

の
判
例
で
は
、
そ
の
礼
拝
目
的
性
の
判
断
の
際
に
、
問
題
の
宗
教
の

古
さ
、
国
際
性
、
金
儲
け
や
病
気
直
し
を
も
目
的
と
し
な
い
こ
と
、

個
人
の
自
由
の
尊
重
、
法
律
や
公
序
良
俗
の
尊
重
等
も
要
求
さ
れ
、

こ
の
結
社
は
厳
格
に
制
限
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

（こ
の

結
果
、
宗
教
セ
ク
ト
は
排
除
さ
れ
る
）。
こ
の
こ
と
か
ら
「多
く
の
宗

教
集
団
は

一
九
〇

一
法
の
柔
軟
さ
の
方
を
好
む
」
と
さ
れ
、
例
と
し

て
ほ
と
ん
ど
の
イ
ス
ラ
ム
教
団
体
は

一
九
〇

一
法
結
社
で
あ
る
事
実

が
示
さ
れ
る
。

次
に
、
後
者
の
法
律
上
の
能
力
に
関
し
、
両
結
社
の
差
が
次
の
よ

う
に
整
理
さ
れ
る
。
①

一
九
〇
五
年
法
宗
教
社
団
は
、
知
事
等
の
認

可
を
得
て
、
譲
渡
税
免
除
つ
き
で
遺
贈
や
生
前
贈
与
を
受
け
う
る
、

②

一
九
八
七
年
の
メ
セ
ナ
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
、
宗
教
社
団
へ
の

寄
付
は
、
所
得
税
あ
る
い
は
法
人
税
の
税
額
控
除
を
受
け
う
る

（①

と
②
の
法
律
上
の
能
力
は

「大
き
な
法
律
上
の
能
力
」
と
呼
ば
れ
、

そ
の
取
得
に
は
行
政
に
よ
る
審
査
を
経
る
こ
と
が
必
要
）
、③
宗
教
社

団
は
公
共
団
体
か
ら
補
助
金
を
受
け
え
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
①

一

九
〇

一
年
法
結
社
は
寄
付
を
受
け
う
る
が
、
贈
与
者
は
税
制
上
の
特

権
を
享
受
し
な
い
、
②
結
社
が
公
益
を
有
す
る
文
化
的
、
教
育
的
、

社
会
的
目
的
を
持
つ
場
合
、
結
社
は
公
共
団
体
の
補
助
金
を
受
け
う

フ０
。さ

ら
に
、
著
者
は
、　
一
九
〇
五
年
法
が
各
教
団
に
よ
り
設
立
さ
れ

る
こ
と
を
予
定
し
た
宗
教
社
団
の
設
立
を
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
そ

れ
が
そ
の
固
有
な
聖
職
位
階
制
に
反
す
る
た
め
に
拒
否
し
た
こ
と
か

ら
始
ま
っ
た
、
宗
教
社
団
を
め
ぐ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
政
府
の
紛

争
の
顛
末
を
も
詳
述
す
る
。
こ
こ
で
、
政
府
と
教
皇
庁
と
の
交
渉
を

経
て
、　
一
九
二
〇
年
代
に
政
府
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
司
教
区
の
ま

と
ま
り
と
司
教
の
権
威
を
認
め
る
形
式
で
の
宗
教
社
団

（司
教
区
社

団
と
呼
ば
れ
る
）
の
設
立
を
承
認
す
る
に
至
る
ま
で
の
経
緯
が
明
確

に
さ
れ
る
。
最
後
に
、
著
者
は
次
の
よ
う
に
総
括
す
る
。
「宗
教
社
団

の
制
度
を
通
じ
て
、国
は
調
整
者
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
見
ら
れ
、

こ
の
こ
と
は
、
こ
の
厳
格
な
点
に
関
し
て
既
存
宗
教
を
優
遇
し
て
い

る
」
■

〇
四
頁
）。

②
　
｛不
教
教
師

著
者
に
よ
れ
ば
、
国
家
は
宗
教
を
公
認
し
な
い
が
、
国
家
法
は
宗

教
教
師
の
身
分
を
考
慮
し
て
彼
ら
に
特
別
の
義
務
と
無
能
力
を
定
め

て
い
る
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
わ
が
国
の
刑
法
に
も
見
ら
れ
る
信
仰

告
自
の
秘
密
を
守
る
義
務
に
関
す
る
規
定
な
ど
で
あ
る
。
著
者
は
、



国
家
法
に
よ
る
宗
教
教
師
の
身
分

へ
の
配
慮
の
趣
旨
を
広
く
展
開

し
、
国
家
法
と
宗
教
組
織
の
内
部
法
と
の
関
係
に
も
論
及
し
て
、
国

家
法
と
衝
突
し
う
る
宗
教
組
織
の
内
部
法
を
無
視
す
る
こ
と
は
良
心

の
自
由
の
侵
害
に
至
り
う
る
の
で
、
そ
の
内
部
法
は
あ
る
程
度
ま
で

考
慮
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
説
く
。
こ
の
観
点
か
ら
、
宗
教
上
の
祝
祭

日
の
休
暇
許
可
、
軍
隊
や
公
共
施
設
内
の
食
堂
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
教

や
イ
ス
ラ
ム
教
の
食
物
規
定
に
適
合
す
る
食
事
の
提
供
、
宗
教
的
祭

儀
に
則
っ
た
屠
殺
を
許
す
例
外
措
置
な
ど
実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
事

例
が
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
同
様
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
私
立
学
校
に
お

け
る
離
婚
後
再
婚
し
た
女
性
教
員
の
解
雇
の
適
法
性
が
争
わ
れ
た
事

件
に
関
し
カ
ト
リ
ッ
ク
の
私
立
学
校
の
固
有
の
性
格
を
尊
重
し
て
そ

れ
を
肯
定
し
た
判
例
も
紹
介
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
著
者
は
、
宗
教
組

織
内
部
の
紛
争
に
お
い
て
国
家
の
裁
判
所
は
宗
教
組
織
の
内
部
法
を

参
照
し
、
そ
れ
を
国
家
法
に
対
し
優
位
さ
せ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か

に
す
る
。
彼
は
、
そ
の
典
型
と
し
て
、
宗
教
教
師
と
彼
を
雇
用
す
る

宗
教
社
団
と
の
法
的
関
係
に
関
す
る
判
例
を
挙
げ
る
。
す
な
わ
ち
、

労
働
法
は
宗
教
的
信
条
を
理
由
と
す
る
解
雇
を
禁
じ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
Ｚ
フ
ン
ス
改
革
教
会
の
団
体
に
よ
る
牧
師
の
解
雇
に
関

し
て
、
裁
判
所
は
そ
の
宗
教
組
織
内
の
特
質
を
重
視
し
、
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
牧
師
に
つ
い
て
の
労
働
契
約
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
そ
の
解
一雇
を
適
法
と
し
た
判
例
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、

判
例
に
お
い
て
カ
ト
リ
ッ
ク
司
祭
と
司
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
同

様
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
ボ
ワ
イ
エ
は
、
宗
教
組
織
の
内
部

法
の
尊
重
の
限
界
に
も
触
れ
、
そ
の
内
部
法
は
人
の
権
利
、
自
由
を

不
当
に
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ

（例
え
ば
宗
教
的
理
由
か
ら

検
診
を
拒
否
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
）
、
加
え
て
、
傾
向
企
業
内
で

労
働
者
に
課
さ
れ
る
義
務
に
よ
る
労
働
者
の
自
由
の
侵
害
性
は
、
そ

の
者
が
行
う
職
務
の
性
格

（例
え
ば
そ
の
職
務
が
礼
拝
活
動
を
目
的

と
す
る
か
否
か
）
に
よ
り
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
説
く
。

続
い
て
、
著
者
は
宗
教
組
織
の
内
部
法
な
ら
び
に
傾
向
企
業
に
関

す
る
興
味
深
い
判
例
を
引
用
す
る
。
パ
リ
控
訴
院
の
一
九
九
〇
年
五

（４
）

月
二
五
日
の
判
決
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、　
ユ
ダ
ヤ
教
の
食
物
規

定
に
従

っ
た
カ
シ
ェ
ー
ル
の
肉
を
提
供
す
る
レ
ス
ト
ラ
ン
の
経
営
者

が
、
彼
の
レ
ス
ト
ラ
ン
の
肉
が
真
の
カ
シ
ェ
ー
ル
で
あ
る
よ
う
に
監

督
す
る
「
祭
儀
監
督
者
」
（
ユ
ダ
ヤ
教
当
局
に
よ
り
資
格
が
授
与
さ
れ

る
）
と
し
て
彼
が
雇

っ
た
従
業
員
が
無
断
で
二
三
日
間
欠
勤
し
た
た

め
、
そ
の
従
業
員
に
対
し
て
行

っ
た
解
一雇
の
正
当
性
に
関
す
る
判
例

で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
欠
勤
は
当
該
従
業
員
が
息
子
の
死
亡
の
た
め

ユ
ダ
ヤ
教
に
従

っ
た
服
喪
の
義
務
を
履
行
す
る
た
め
で
あ

っ
た
と
い

う
事
案
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
控
訴
院
は
、
当
該
レ
ス
ト
ラ
ン
の

「
ユ
ダ
ヤ
法
の
厳
格
な
遵
守
に
基
づ
く
特
徴
的
性
格
」
を
認
め
、　
ユ

ダ
ヤ
法
を
制
限
な
く
適
用
し
よ
う
と
す
る
相
互
の
配
慮
を
前
提
と
し

て
い
た
」
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
該
解
一雇
の
正
当
性
を
否
定
し
た
。

著
者
は
、
本
件
に
つ
い
て
、
裁
判
所
は
か
つ
て
な
い
形
で
労
働
者
に
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有
利
に
内
部
法
を
参
照
し
、
こ
れ
に
よ
り
、
宗
教
規
範
の
優
位
が
強

化
さ
れ
た
と
述
べ
る
と
と
も
に
、
こ
れ
は

「
明
ら
か
に
ラ
イ
シ
テ
の

柔
軟
な
ア
プ
ロ
ー
チ
」
で
あ
る
と
評
す
る
。

著
者
は
、
さ
ら
に
宗
教
教
師
の
社
会
保
障
に
も
言
及
し
、
カ
ト
リ
ッ

ク
お
よ
び
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
宗
教
教
師
が
、
そ
の
身
分
の
労
働
法

上
の
特
殊
性
か
ら
、
失
業
手
当
等
を
受
給
で
き
な
い
ば
か
つ
か
、
社

会
保
険
に
つ
い
て
も

一
般
制
度
で
は
カ
バ
ー
さ
れ
な
い
た
め
、　
一
九

七
八
年
法
に
よ
り
、
宗
教
教
師
の
社
会
保
険
の
特
別
制
度
が
設
け
ら

れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

③
　
礼
拝
所
制
度

一
九
〇
五
年
前
後
に
分
け
て
こ
の
制
度
が
扱
わ
れ
る
。

第

一
に
、　
一
九
〇
五
年
以
前
に
建
設
さ
れ
た
礼
拝
用
建
物
に
つ
い

て
は
、
さ
ら
に
、
①
革
命
時
に
国
有
財
産
と
な
り
、
共
和
暦

一
〇
年

ジ
ェ
ル
ミ
ナ
ル
一
八
日
法
に
よ
り
公
的
礼
拝
の
執
行
に
供
用
さ
れ
た

も
の
、
②
コ
ン
コ
ル
ダ
制
度
の
下
で
旧
公
認
宗
教
の
財
産
管
理
を
目

的
と
す
る
公
法
人
が
建
設
、
所
有
し
た
建
物
、
と
い
う
二
種
に
分
け

ら
れ
る
。
①
に
つ
い
て
、　
一
九
〇
五
年
法
が
付
属
動
産
と
と
も
に
宗

教
社
団
に
そ
の
無
償
使
用
権
を
認
め
２

〓
一条
）
、　
一
九
〇
八
年
四
月

二
日
法
が
そ
の
建
物
の
維
持
費
を
所
有
者
で
あ
る
国
、
公
共
団
体
が

負
担
し
う
る
と
定
め
た
の
に
対
し
、
②
に
つ
い
て
は
、　
一
九
〇
五
年

法
に
よ
り
、
旧
宗
教
公
施
設
法
人
を
引
き
継
ぐ
宗
教
社
団
の
完
全
な

私
的
所
有
物
と
な
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
（四
条
）。
と
こ
ろ
が
、
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
が
宗
教
社
団
の
設
立
を
拒
否
し
た
の
で
、　
一
九
〇
七

年
法
が
宗
教
社
団
の
不
存
在
の
場
合
で
も
礼
拝
用
建
物
の
無
償
使
用

権
を
各
宗
教
の
信
者
と
教
師
に
継
続
的
に
与
え
る
こ
と
に
し
、
次
い

で

一
九
〇
八
年
法
が
宗
教
社
団
に
よ
る
引
取
要
求
の
な
い
礼
拝
用
建

物
の
所
有
権
を
そ
の
所
在
地
の
市
町
村
に
属
せ
し
め
た
。
」ヽ
の
結
果
、

他
の
旧
公
認
宗
教

（プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
ユ
ダ
ヤ
教
）
と
は
異
な
り
、

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
礼
拝
用
建
物
は
、
す
べ
て
私
有
化
さ
れ
ず
、
そ

の
維
持
費
は
公
共
団
体
に
負
担
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
っ
た
。
以
上
の

経
緯
を
概
説
し
た
後
、
著
者
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
国
、
県
お

よ
び
市
町
村
は
、
本
法
に
よ
り
そ
れ
ら
に
所
有
権
が
認
め
ら
れ
た
礼

拝
用
建
物
の
維
持
お
よ
び
保
全
に
必
要
な
経
費
を
支
出
す
る
こ
と
が

で
き
る
』
と
い
う

一
九
〇
八
年
四
月

一
三
日
法
五
条
に
よ
り
、
厳
格

な
分
離
の
最
も
重
要
な
裂
目
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
可

能
性
は
、　
一
九
〇
五
年
法
に
従
い
宗
教
社
団
の
所
有
物
と
な
っ
た
礼

拝
用
建
物
に
は
存
在
し
な
い
。　
一
九
〇
五
年
法
ど
お
り
に
行
動
し
た

宗
教
は
事
実
上
不
利
に
な
っ
た
」
と

（
〓

一八
頁
）
。
さ
ら
に
、
著
者

は
、
公
共
団
体
に
よ
り
負
担
さ
れ
う
る
建
物
の
維
持
費
の
範
囲
を
広

く
解
釈
す
る
の
が
判
例
の
立
場
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
す
る
。

第
二
に
、　
一
九
〇
五
年
以
後
に
建
設
さ
れ
た
建
物
は
宗
教
組
織
の

所
有
に
属
す
る
。
だ
が
、
著
者
は
、
こ
の
種
の
建
物
の
建
設
に
つ
い

て
も
、
公
共
団
体
に
よ
る
間
接
援
助
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
そ
の
援
助
は

一
九
〇
五
年
法
の
文
言
解
釈
で
は
禁
止



さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
判
例
ま
た
は
立
法
に
よ
り
そ
れ
が
認

め
ら
れ
た
と
い
う
。
二
つ
の
援
助
が
列
挙
さ
れ
る
。
①
地
方
公
共
団

体
と
宗
教
社
団
と
の
間
で
の
長
期
賃
貸
借
の
形
式
で
、
地
方
公
共
団

体
が
礼
拝
用
建
物
の
建
設
用
地
を
宗
教
社
団
に
使
用
さ
せ
る

（こ
れ

に
よ
り
名
目
的
な
賃
料
で
宗
教
社
団
は
公
有
地
を
使
用
す
る
）、②
人

口
集
中
地
域
に
お
い
て
礼
拝
用
建
物
の
建
設
の
た
め
に
宗
教
社
団
が

負
う
債
務
を
地
方
公
共
団
体
が
保
証
す
る

（
一
九
六

一
年
予
算
法
律

一
一
条
）
、
③
礼
拝
所
を
含
む
文
化
セ
ン
タ
ー
、
寮
、
集
会
所
等
、　
一

九
〇

一
年
法
結
社
に
よ
り
管
理
さ
れ
る
建
物
全
体
に
つ
い
て
、
地
方

公
共
団
体
が
建
設
を
援
助
す
る
。
著
者
は
、
こ
れ
ら
の
間
接
援
助
に

つ
き
、
ヨ

九
〇
五
年
法

一
条

倉
小
教
の
自
由
）
を
三
条

（公
認
の
禁

止
）
に
対
し
優
越
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
立
法
者
と
裁
判
官
は
地

方
公
共
団
体
の
礼
拝
所
建
設
に
積
極
的
だ
が
間
接
的
な
参
加
を
許
し

た
」
■

一
〓

頁
）
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
彼
は
、
イ
ス
ラ
ム
教

の
礼
拝
所
を
含
む
市
立
の
イ
ス
ラ
ム
文
化
セ
ン
タ
ー
を
公
共
設
備
と

性
格
づ
け
た
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
決

（
一
九
八
八
年
二
月

一
二

日
）
等
を
指
摘
し
つ
つ
、
こ
れ
ら
の
援
助
は
フ
ラ
ン
ス
で
新
し
い
イ

ス
ラ
ム
教
の
既
存
宗
教
と
の
事
実
上
の
不
平
等
を
緩
和
す
る
の
に
寄

与
し
う
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
を
好
意
的
、
積
極
的
に
評
価
す
る
。

さ
ら
に
、
著
者
は
礼
拝
用
備
品
や
礼
拝
用
建
物
の
供
用
廃
止
に
も

触
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
紹
介
を
割
愛
す
る
。

④
　
礼
拝
活
動
の
規
制
と
警
察

著
者
は
、
集
団
的
で
公
的
な
信
仰
行
為
で
あ
る
礼
拝
の
公
的
規
制

と
公
的
保
護
と
を
述
べ
る
。

第

一
に
、
著
者
は
、
公
的
規
制
に
関
し
、
礼
拝
用
建
物
内
で
の
政

治
的
集
会
の
禁
止
、
公
的
礼
拝
の
た
め
の
集
会
や
宗
教
的
行
列
等
の

規
制
な
ど
に
触
れ
る
だ
け
で
な
く
、
公
の
秩
序
を
理
由
と
す
る
規
制

に
よ
り
、
新
宗
教
が
既
存
宗
教
と
同
様
の
自
由
、
利
益
を
享
受
す
る

こ
と
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
力
説
す
る
。
判
例
に
よ
れ
ば
、
宗

教
社
団
が
行
お
う
と
す
る
宗
教
の
一
般
規
則
に
従
っ
て
宗
教
社
団
を

設
立
す
る
こ
と
を
命
じ
る
分
離
法
四
条
の
規
定
に
従
い
、
カ
ト
リ
ッ

ク
教
会
の
分
裂
の
場
合
、　
ロ
ー
マ
教
皇
と
つ
な
が
り
を
保
つ
司
祭
と

信
者
に
の
み
礼
拝
用
建
物
の
使
用
権
が
認
め
ら
れ
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
教
会
の
紛
争
に
つ
い
て
も
、
同
条
に
基
づ
き
、
宗
教
教
義
、
教
理
、

規
律
、
聖
職
位
階
、
宗
教
の
一
般
組
織
が
尊
重
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対

し
、
新
宗
教
の
宗
教
社
団
が
税
制
上
の
特
権
を
享
受
す
る
能
力

（大

き
な
法
律
上
の
能
力
）
を
要
求
す
る
際
に
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
団

体
の
活
動
を
厳
密
に
審
査
し
て
厳
格
に
統
制
す
る
の
が
、
行
政
当
局

の
態
度
で
あ
り
、
ま
た
判
例
で
あ
る
。
ボ
ワ
イ
エ
は
こ
の
コ
ン
ト
ラ

ス
ト
を
明
ら
か
に
し
て
、
「法
律
と
判
例
は
宗
教
形
態
の
保
守
主
義
を

強
化
し
て
い
る
」
■

四
二
頁
）
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
次
い
で
著
者

は
、
公
的
規
制
に
関
連
し
、
国
家
が
教
会
と
協
力
す
る
場
合
に
も
言

及
す
る
。
彼
は
、
そ
の
顕
著
な
例
と
し
て
市
町
村
の
所
有
す
る
教
会

堂
の
有
給
管
理
人
の
制
度
を
取
り
上
げ
、
教
会
堂
の
使
用
者
で
あ
る
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主
任
司
祭
が
し
ば
し
ば
こ
の
管
理
人
を
兼
ね
る
こ
と
に
よ
り
、
司
祭

が
公
の
財
産
を
管
理
す
る
公
役
務
を
行
い
、
司
祭
の
補
助
収
入
と
な

る
管
理
手
当
を
受
け
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
著
者
に

よ
れ
ば
、
こ
の
協
力
も
既
存
宗
教
に
有
利
に
作
用
し
、
新
宗
教
に
は

不
利
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

第
二
に
、
著
者
は
、
「礼
拝
の
保
護
者
と
し
て
の
国
家
∵
に
関
し
、

礼
拝
活
動
が
公
の
秩
序
を
混
乱
さ
せ
ず
世
俗
社
会
の
文
化
的
営
み
に

貢
献
す
る
時
、
国
家
は
礼
拝
の
監
督
を
通
じ
て
そ
の
保
護
者
と
し
て

現
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
が
公
権
力
と
主
要
宗
教
と
の
協
力
を
基

礎
づ
け
る
と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
な
公
的
保
護
の
領
域
と
し
て
、
著

者
は
さ
ま
ざ
ま
の
例
が
あ
る
と
す
る
。
そ
の
一
つ
は
宗
教
社
団
の
監

督
で
あ
り
、
こ
れ
に
関
し
、
結
社
の
自
由
の
原
則
か
ら
宗
教
社
団
に

対
す
る
行
政
庁
の
監
督
は
外
部
的
形
式
的
な
も
の
に
限
ら
れ
る
の

で
、
宗
教
社
団
は
届
出
時
に
行
政
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
受
け
ず
に
法

人
格
を
取
得
す
る
が

（こ
の
た
め
多
く
の
セ
ク
ト
の
組
織
は
宗
教
社

団
の
と
し
て
の
性
格
を
備
え
る
こ
と
な
く
、
宗
教
社
団
と
し
て
届
出

さ
れ
て
い
る
）、
さ
ら
に
前
述
の
よ
う
な
行
政
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
経

る
こ
と
に
よ
り
宗
教
社
団
に
大
き
な
法
律
上
の
能
力
が
与
え
ら
れ
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
、
著
者
は
、
礼
拝
活
動
の
公
的
保
護
の

他
の
例
と
し
て
、
修
道
会
制
度
、
礼
拝
用
建
物
維
持
の
公
的
負
担
、

礼
拝
用
備
品
の
保
護
、
公
的
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
る
宗
教
放
送
等
を
挙

げ
る
。
加
え
て
、
彼
は
、
こ
の
観
点
か
ら
教
育
に
関
す
る
宗
教
法
の

い
く
つ
か
の
基
本
原
則
に
も
言
及
し
、
信
仰
教
育
の
実
施
を
可
能
な

ら
し
め
る
公
立
学
校
の
日
曜
日
以
外
の
休
日
、
公
立
中
等
教
育
機
関

で
の
学
校
付
司
祭
お
よ
び
私
学
助
成
と
そ
れ
に
結
び
つ
く
教
育
公
役

務
に
協
力
す
る
私
教
育
シ
ス
テ
ム
等
を
略
述
す
る
。

⑤
　
修
道
会

宗
教
法
は
結
社
法
に
含
ま
れ
る
と
す
る
著
者
の
考
え
を
反
映
し
て

か
、
修
道
会
の
記
述
は
詳
細
で
あ
る
。

ま
ず
第

一
に
、
著
者
は

一
九
〇

一
年
法
以
降
の
修
道
会
制
度
の
歴

史
的
経
緯
を
説
く
。
そ
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。　
一
九
〇

一

年
の
結
社
法
は
、
修
道
会
が
共
和
制
に
対
す
る
闘
争
に
お
い
て
教
会

の
尖
兵
で
あ
り
国
民
全
体
に
属
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
財
産
を
独
占
し

た
と
非
難
さ
れ
た
時
期
に
制
定
さ
れ
た
法
律
で
あ
り
、
修
道
会
に
敵

対
的
な
性
格
を
持
つ
。
同
法
は
、
従
来
の
修
道
会
の
許
可
制
度
を
廃

止
し
、
新
た
な
法
的
承
認
制
度

（法
的
承
認
を
得
て
修
道
会
は
法
人

格
を
取
得
す
る
と
と
も
に
公
益
社
団
に
類
似
す
る
特
典
を
享
受
す
る

が
、
当
時
そ
の
た
め
の
手
続
は
議
会
制
定
法
に
よ
る
許
可
を
要
求
す

る
非
常
に
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
）
を
設
け
る
と
と
も
に
、
非
許
可

修
道
会
を
違
法
と
し
、
そ
の
構
成
員

へ
の
刑
事
処
罰

（
一
六
条
）
を

も
規
定
し
た
。
そ
の
結
果
、
多
数
の
既
存
修
道
会
は
解
散
さ
れ
る
か

国
外
脱
出
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
だ
が
ヴ
ィ
シ
ー
体
制
の
下
で
の
一

九
四
二
年
四
月
八
日
法
は

一
九
〇

一
年
法

一
六
条
を
廃
止
す
る
と
と

も
に

（こ
の
結
果
、
法
人
格
を
有
し
な
い
が
適
法
な

「届
出
修
道
会
」



も
存
在
す
る
）
、　
コ
ン
セ
イ

ユ
・デ
タ
の
意
見
を
経
る
デ
ク
レ
に
よ
る

簡
易
な
法
的
承
認
手
続
を
定
め
た
。
戦
後
長
い
間
カ
ト
リ
ッ
ク
司
教

団
が
法
的
承
認
申
請
を
た
め
ら
い
、
ま
た
政
府
も
ヴ
ィ
シ
ー
法
の
適

用
を
た
め
ら

っ
た
た
め
、　
一
九
七
〇
年
に
な

っ
て
簡
易
な
法
的
承
認

手
続
が
適
用
さ
れ
始
め
た
が
、
現
在
で
は

一
八
〇
以
上
の
修
道
会
が

法
的
承
認
を
受
け
て
い
る
。

第
二
に
、
著
者
は
、
と
く
に
法
的
承
認
の
主
要
な
要
件
な
ら
び
に

そ
の
申
請
書
類
を
め
ぐ
る
問
題
点
を
取
り
上
げ
る
。
彼
は
、
そ
の
間

題
点
と
し
て
、
修
道
会
の
宗
教
的
性
格

（金
儲
け
な
ど
で
は
な
い
宗

教
目
的
の
主
張
が
定
款
お
よ
び
現
実
の
活
動
に
お
い
て
現
わ
れ
る
必

要
性
）
を
論
じ
る
ほ
か
、
修
道
会
が
準
拠
す
る
宗
教
の
規
則
を
修
道

会
に
従
わ
せ
る
こ
と
を
保
証
す
る
機
関
の
存
在
の
必
要
性
を
詳
述
す

る
。
こ
れ
は
、　
一
九
〇

一
年
八
月

一
六
日
の
デ
ク
レ
が
法
的
承
認
申

請
の
要
件
の

一
つ
と
し
て
定
め
て
い
る
、
修
道
会
と
そ
の
構
成
員
と

を
自
己
の
管
轄
の
下
に
置
く
旨
の
司
教
区
の
司
教
に
よ
る
申
立
書
等

に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
著
者
は
、
こ
の
点
に
関
し
、　
一
九
〇

一

年
法
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
修
道
会
の
み
を
想
定
し
て
い
た
と
述
べ
る
。

そ
し
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
し
ば
し
ば
外
国
の
宗
教
当
局
者
を

管
轄
権
者
と
す
る
非
カ
ト
リ
ッ
ク
の
修
道
会
に
お
い
て
、
こ
の
要
件

の
問
題
性
が
明
確
に
な

っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
こ
れ
に
関
し

「
大
き
な

好
意
的
努
力
」
を
払

っ
た
と
す
る
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
が
、
非
カ
ト

リ
ッ
ク
の
修
道
会
の
管
轄
権
者
を

「
司
教
区
内
に
存
在
す
る
施
設
に

対
す
る
司
教
の
管
轄
権
と
比
較
し
う
る
管
轄
権
を
当
該
教
団
に
行
使

し
、
当
該
宗
教
を
代
表
す
る
資
格
を
持
つ
人
物
」
と
解
釈
し
、
こ
れ

に
基
づ
き
、
現
在
、
主
教
会
議
に
属
す
る
東
方
正
教
会
の
修
道
会
、

グ
ラ
イ

・
ラ
マ
の
代
理
人
に
属
す
る
仏
教
の
修
道
会
、
フ
ラ
ン
ス
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
連
盟
に
属
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
修
道
会

（救
世

軍
）
の
法
的
承
認
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
著
者
は
明
ら
か
に
す
る

（本

書
で
は
法
的
承
認
の
申
請
中
と
さ
れ
て
い
た
救
世
軍
は

一
九
九
四
年

一
月
に
正
式
に
法
的
承
認
さ
れ
た
）。

最
後
に
、
著
者
は
、
仏
教
修
道
会
も
含
む
四
件
の
修
道
会
の
法
的

承
認
の
例
を
、
各
々
に
関
連
す
る
法
的
問
題
と
と
も
に
紹
介
す
る
。

⑥
　
公
益
的
任
務
を
も
つ
宗
派
的
起
源
の
大
結
社

諸
々
の
宗
教
組
織
が
、
非
宗
教
的
な
多
く
の
領
域
で
の
活
動

（教

育
活
動
、
慈
善
活
動
、
文
化
活
動
な
ど
）
を
行
う
法
的
枠
組
み
と
し

て
利
用
す
る
財
団
や
公
益
社
団
が
こ
れ
で
あ
り
、
著
者
は
、
そ
の
例

と
し
て
、
「
フ
ラ
ン
ス
ユ
ダ
ヤ
教
基
金
」
や

「
カ
ト
リ
ッ
ク
援
助
会
」

な
ど
の
宗
派
的
性
格
を
持
つ
全
国
的
さ
ら
に
は
国
際
的
な
結
社
を
挙

げ
る
。
彼
は
、
こ
れ
ら
の
結
社
は
、　
一
九
八
七
年
の
メ
セ
ナ
法
に
基

づ
き
そ
の
結
社
へ
の
寄
付
に
つ
い
て
の
所
得
税
、
法
人
税
の
税
額
控

除
の
特
権
を
享
受
し
、
ま
た
公
共
団
体
か
ら
直
接
に
補
助
金
を
受
け

得
る
こ
と
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
こ
の
種
の
結
社
の
存
在
を
通
じ
て
、

「宗
教
法
は
、
立
法
者
が

一
九
〇
五
年
に
そ
れ
を
閉
じ
こ
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
思
っ
た
厳
密
な
礼
拝
領
域
か
ら
大
き
く
は
み
出
て
い
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る
」
２

八
三
頁
）
こ
と
を
強
調
す
る
。

四

著
者
は
、
「分
離
の
例
外
」
と
題
す
る
第
二
部
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン

ス
に
存
在
す
る
二
つ
の
特
別
な
政
教
制
度
に
も
言
及
す
る
こ
と
を
忘

れ
な
い
。
第

一
は
、　
一
人
七

一
年
か
ら

一
九

一
八
年
ま
で
ド
イ
ツ
領

に
属
し
た
ア
ル
ザ
ス
ー
ロ
レ
ー
ヌ
地
方

（バ
・
ラ
ン
県
、
オ

・
ラ
ン

県
、
モ
ー
ゼ
ル
県
）
の
地
方
宗
教
法
で
あ
る
。
著
者
は
、
こ
の
地
方

法
は
、
基
本
的
に
一
八
〇

一
年
の
コ
ン
コ
ル
ダ
に
依
拠
し
、
ド
イ
ツ

領
時
代
に
大
き
な
進
展
を
経
た
こ
と
、
ま
た
そ
れ
が
し
ば
し
ば
再
検

討
さ
れ
て
き
た
が
、
聖
職
者
に
よ
り
組
織
さ
れ
た
住
民
の
圧
力
の
下

に
む
し
ろ
強
化
さ
れ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

う
え
で
、
分
離
制
度
と
の
次
の
よ
う
な
差
異
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ

ち
、
カ
ト
リ
ッ
ク
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
ニ
教
派
、　
ユ
ダ
ヤ
教
の
公
認

宗
教
は
、
そ
の
財
産
管
理
は
公
法
人
に
よ
り
行
わ
れ
、
そ
の
宗
教
教

師
は
大
統
領
ま
た
は
内
務
相
に
よ
り
任
命
さ
れ
、
彼
ら
の
給
与
は
内

務
省
予
算
か
ら
支
給
さ
れ
、
礼
拝
活
動
経
費
は
公
共
団
体
か
ら
支
出

さ
れ
、
さ
ら
に
、
依
然
と
し
て
フ
ァ
ル
ー
法
に
規
律
さ
れ
る
学
校
は

宗
派
的
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
宗
教
的
象
徴
物
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
第
二
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
海
外
県
の
一
つ
ギ
ュ
ヤ
ン
ヌ

（フ
ラ
ン

ス
領
ギ
ア
ナ
）
に
存
在
す
る
、
植
民
地
時
代
の
伝
道
団
を
背
景
と
し

た
特
別
制
度
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、　
コ
ン
コ
ル
ダ
で
は
な
く
フ
ラ
ン

ス
政
府
の

一
方
的
決
定
■

八
二
七
年
の
シ
ャ
ル
ル

一
〇
世
の
勅
令
）

に
基
づ
く
カ
ト
リ
ッ
ク
の
み
の
公
認
宗
教
制
度
が
存
続
し
、
実
際
に

カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗
教
教
師
の
給
与
は
県
予
算
に
よ
り
負
担
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。

五

第
四
部
の
タ
イ
ト
ル
は

「礼
拝
の
問
題
、
新
し
い
宗
教
の
存
在
」

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
少
数
派
の
宗
教
、
と
り
わ
け
フ
ラ
ン
ス
で
は

新
し

い
宗
教
で
あ
る
が
信
者
数
で
は
フ
ラ
ン
ス
の
第
二
の
宗
教
に

な

っ
て
い
る
イ
ス
ラ
ム
教
に
つ
い
て
の
広
い
意
味
で
の
礼
拝
を
め
ぐ

る
諸
問
題
が
取
り
扱
わ
れ
る
。

ま
ず
第

一
に
、
著
者
は
、
宗
教
と
社
会
の
関
わ
り
に
お
け
る
少
数

派
宗
教
の
状
況
を
述
べ
る
。
そ
の

一
つ
は
宗
教
的
視
祭
日
に
関
し
て

で
あ
る
。
著
者
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
祝
祭
日
の
多
く
は
キ
リ
ス
ト
教
に

対
応
し
て
い
る
が
、
通
達
に
よ
り
、　
ュ
ダ
ヤ
教
、
東
方
正
教
会
、
ア

ル
メ
ニ
ア
教
会
の
祝
祭
日
に
官
吏
が
休
暇
を
と
る
こ
と
が
許
さ
れ
る

こ
と
を
指
摘
す
る

一
方
で
、

，）
れ
に
関
し
イ
ス
ラ
ム
教
に
つ
い
て
は
、

祝
祭
日
の
日
付
が
月
の
観
測
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
た
め
、
各
イ
ス
ラ

ム
教
国
の
間
で
も

一
致
せ
ず
、
日
付
の

一
本
化
の
必
要
性
と
い
う
特

殊
な
問
題
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
著
者
は
、
さ
ら
に
、
公
共
施
設
の

食
堂
や
軍
隊
に
お
い
て
ユ
ダ
ヤ
教
と
イ
ス
ラ
ム
教
の
食
物
規
定
の
遵

守
を
可
能
に
す
る
措
置
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
公
営
墓
地
内
で
の



特
定
宗
教
色
を
持
ち
得
る
宗
派
的
区
画
の
一
つ
と
し
て
イ
ス
ラ
ム
教

の
区
画
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
今
日
と
く
に
軍
隊
で
の
イ
ス
ラ

ム
教
の
施
設
付
可
祭
の
必
要
性
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
代
表
組
織
の
不
存
在
の
問
題

に
突
き
当
た
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
。
次
い
で
、
そ

の
他
の
重
要
な
問
題
と
し
て
、　
ユ
ダ
ヤ
教
と
イ
ス
ラ
ム
教
の
宗
教
実

践
で
あ
る
祭
儀
的
屠
殺
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
著
者
は
、　
一
九
八
〇

年
の
デ
ク
レ
に
よ
り
屠
殺
場
内
で
例
外
的
に
祭
儀
的
屠
殺
を
行
う
こ

と
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
う
え
で
、　
ユ
ダ
ヤ
教
に
つ
い
て
は
、　
一
九

八

一
年
の
デ
ク
レ
に
基
づ
き
、
全
国
的
な
ユ
ダ
ヤ
教
組
織
を
介
し
て

祭
儀
的
屠
殺
の
祭
式
者
の
資
格
が
公
的
に
規
制
さ
れ
て
い
る
の
に
対

し
、
代
表
組
織
を
欠
く
イ
ス
ラ
ム
教
に
つ
い
て
は
、　
一
九
八

一
年
の

デ
ク
レ
に
よ
り
祭
儀
的
屠
殺
は
知
事
の
個
別
的
許
可
に
服
し
、
し
か

も
そ
の
屠
殺
の
許
可
申
請
は
時
間
的

（イ
ス
ラ
ム
教
の
特
定
の
祝
祭

の
一
日
目
）、
地
域
的

（人
口
集
中
地
域
）
に
集
中
し
、
ま
た
有
資
格

の
祭
式
者
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
と
相
倹
っ
て
、
し
ば
し
ば
違
法
な

宗
教
実
践
が
行
わ
れ
る
た
め
、
深
刻
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
述
べ

フ０
。次

に
、
著
者
は
イ
ス
ラ
ム
教
に
関
す
る
今
日
の
特
殊
な
問
題
に
さ

ら
に
詳
し
く
立
ち
入
る
。
ま
ず
、
彼
は
、
主
と
し
て
第

一
次
世
界
大

戦
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
と
イ
ス
ラ
ム
教
国
と
の
関
係
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス

内
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
歴
史
的
軌
跡
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
り
、
今
日

イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
他
の
大
宗
教
と
比
べ
て
礼
拝
活
動
に
お
い
て
事
実

上
の
不
平
等
を
被
る
に
至
っ
た
経
緯
と
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
問
題
を
伴

う
こ
の
状
況
へ
の
公
権
力
の
対
応
を
明
ら
か
に
す
る
。
著
者
の
考
え

で
は
、
こ
の
状
況
は

一
九
〇
五
年
法
の
不
備

（同
法
は

「教
会
」
と

い
う
キ
リ
ス
ト
教
組
織
を
前
提
に
し
、
ま
た
当
時
の
公
認
宗
教
の
礼

拝
用
建
物
の
移
転
な
ど
に
注
意
を
払
う
だ
け
で
、
新
し
い
宗
教
を
予

想
し
な
か
っ
た
こ
と
）
に
起
因
す
る
と
し
、
「多
く
の
法
規
定
は
こ
の

事
実
か
ら
古
臭
く
な
っ
た
」
公
〓
二
八
頁
）
と
も
い
う
。
著
者
は
、
さ

ら
に
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
被
っ
て
い
る
事
実
上
の
不
平
等
の
問
題
に
考

察
を
加
え
、
こ
の
問
題
の
解
決
に
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
公
権
力
と

の
交
渉
相
手
と
な
り
う
る
代
表
組
織
を
持
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、

ま
た
こ
の
こ
と
は
フ
ラ
ン
ス
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
公
権
力
か
ら
間
接

援
助
を
受
け
ら
れ
ず
、
信
者
の
献
金
力
が
乏
し
い
た
め
、
活
動
や
教

師
養
成
に
つ
い
て
イ
ス
ラ
ム
教
国
か
ら
の
援
助
に
頼
っ
た
た
め
に
招

い
た
、
外
国
か
ら
の
支
配
の
試
み
を
断
つ
た
め
に
も
必
要
で
あ
る
と

主
張
す
る
。
最
後
に
、
こ
の
観
点
か
ら
、
著
者
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
他

宗
教
の
法
的
組
織
を
比
較
検
討
し
た
う
え
で
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

イ
ス
ラ
ム
教
の
組
織
形
態
を
展
望
す
る
。

六

０
　
以
上
の
紹
介
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
歴
史
的
観
点
か
ら
宗
教

法
を
論
じ
る
ボ
ワ
イ
エ
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
ラ
イ
シ
テ
や
諸
々
の
宗
教
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法
制
度
の
歴
史
性
を
強
調
し
て
い
る
。
確
か
に
、
教
会
を
礼
拝
に
の

み
押
し
込
も
う
と
す
る
反
教
権
主
義
的
闘
争
と
い
う
歴
史
的
文
脈
で

の
政
教
分
離
法
の
制
定
、
そ
れ
に
続
く
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
反
発
に

対
応
す
る
形
で
の
政
教
分
離
の
修
正
お
よ
び
柔
軟
化
、
そ
れ
に
伴
う

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
政
教
分
離

へ
の
姿
勢
の
変
化
、
ま
た
ア
ル
ザ

ス
・
ロ
レ
ー
ヌ
と
海
外
県
に
存
在
す
る
政
教
分
離
の
例
外
の
み
な
ら

ず
、
宗
教
結
社
の
多
様
な
法
的
枠
組
み
を
構
成
す
る
宗
教
社
団
や
修

道
会
等
あ
る
い
は
礼
拝
用
建
物
の
各
制
度
、
さ
ら
に
は
特
徴
的
な
公

有
礼
拝
所
制
度
を
通
じ
た
公
共
団
体
の
宗
教
社
団

へ
の
間
接
援
助

も
、
フ
ラ
ン
ス
固
有
の
歴
史
を
ぬ
き
に
は
正
確
に
は
理
解
し
得
な
い

で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
性
の
理
解
は
、
伝
統

的
に
カ
ト
リ
ッ
ク
が
圧
倒
的
に
支
配
的
な
宗
教
で
あ
る
と
い
う
フ
ラ

ン
ス
の
宗
教
事
情
と
と
も
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
宗
教
法
を
比
較
法
的
に

検
討
す
る
際
の
不
可
欠
の
前
提
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
歴
史
性
を

明
ら
か
に
す
る
本
書
は
こ
の
点
で
極
め
て
有
益
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
、
そ
の
一
方
で
、
著
者
は
、
極
め
て
今
日
的
か
つ
実
際
的

な
視
点
で
フ
ラ
ン
ス
の
ラ
イ
シ
テ
や
宗
教
法
を
論
じ
て
い
る
。
本
書

に
お
い
て
、
最
近
の
具
体
的
な
問
題
点
の
詳
細
な
説
明
や
数
多
く
の

実
例
が
随
所
に
見
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
統
合
の
進
む
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
的
ラ
イ
シ
テ
の
例
外
性
の
認
識
に
促
進
さ
れ
つ

つ
、
宗
教
の
社
会
的
、
文
化
的
貢
献
な
ど
に
お
い
て
公
権
力
と
宗
教

組
織
と
の
協
力
が
求
め
ら
れ
、
他
方
で
、
Ｚ
フ
ン
ス
の
新
し
い
宗
教

で
あ
る
イ
ス
ラ
ム
教
の
自
由
な
活
動
を
確
保
す
る
必
要
性
が
あ
る
と

い
う
今
日
の
問
題
状
況
、
お
よ
び
そ
れ
に
対
応
す
る
新
し
い
ラ
イ
シ

テ
の
模
索
の
状
況
が
明
解
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
比
較
法
的
検
討
に

お
い
て
も
新
し
い
現
実
の
問
題
に
注
意
を
払
う
こ
と
は
常
に
重
要
で

あ
り
、
本
書
は
こ
の
点
で
も

一
読
の
価
値
が
あ
ろ
う
。

②
　
と
こ
ろ
で
、
著
者
は
、
と
り
わ
け
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
関
す
る

今
日
の
問
題
へ
の
処
方
箋
と
し
て
、
公
権
力
と
宗
教
組
織
と
が
交
渉

し

（そ
の
た
め
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
代
表
組
織
が
必
要
で
あ
る
と
い
う

彼
の
主
張
に
つ
な
が
る
）
、
公
共
団
体
か
ら
の
間
接
援
助
も
含
め
他
の

大
宗
教
が
享
受
す
る
自
由
や
公
的
保
護
を
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
及
ぼ
す

べ
き
こ
と
を
提
示
し
て
い
る
。
し
か
も
、
本
稿
で
は
十
分
に
は
紹
介

し
な
か
っ
た
が
、
著
者
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
そ
の
た
め
の
対
応
と
し

て
は
、
今
日
古
く
な
っ
た
と
さ
れ
る

一
九
〇
五
年
法
の
改
正
な
ど
は

必
要
な
く
、
行
政
判
例
や
行
政
が
か
つ
て
か
ら
な
し
て
き
た

一
九
〇

五
年
法
の
柔
軟
な
解
釈
で
今
日
の
状
況
に
適
合
し
続
け
る
だ
け
で
十

分
で
あ
る
と
し
、
そ
し
て
、　
一
九
〇
五
年
法
制
定
時
の
状
況
と
り
わ

け
立
法
者
の
動
機
を
再
検
討
し
つ
つ
、
社
会
と
宗
教
情
勢
の
進
展
を

考
慮
す
れ
ば
、
こ
れ
は
可
能
で
あ
る
と
楽
観
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
見
解
の
背
景
に
は
、
お
そ
ら
く
彼
が
詳
述
し
た
修
道
会
の
法
的
承

認
に
関
し
実
際
に
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
示
し
た
柔
軟
な
解
釈
な
ど

が
念
頭
に
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
書
刊
行
直

前
に
、　
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
に
関
す
る
事
件
で
は



あ
る
が
、
著
者
が
好
意
的
に
述
べ
た
公
共
団
体
に
よ
る
礼
拝
用
建
物

建
設
の
援
助
に
対
し
て
か
な
り
厳
格
な
態
度
を
示
す
判
決
も
出

（
Ｄ
）

し
た
。
著
者
の
展
望
に
お
い
て
、
こ
の
判
例
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か

は
興
味
深
い
点
で
は
あ
る
が
、
本
書
は
注
に
お
い
て
こ
の
判
例
に
わ

ず
か
に
触
れ
る
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
後

の
判
例
の
進
展
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

③
　
そ
の
他
、
筆
者
が
著
者
の
見
解
に
つ
い
て
感
じ
る
こ
と
を
二

点
指
摘
し
た
い
。

第

一
は
、
宗
教
セ
ク
ト

（著
者
は

「新
宗
教
運
動
」
と
い
う
語
を

用
い
る
）
に
対
す
る
著
者
の
厳
し
い
態
度
で
あ
る
。
著
者
は
、
セ
ク

ト
の
宗
教
組
織
が
大
き
な
法
律
上
の
能
力

（と
り
わ
け
遺
贈
の
受
贈

能
力
）
を
要
求
す
る
場
合
に
お
い
て
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
例
や

行
政
が
用
い
る
許
可
基
準

（宗
教
の
古
さ
、
国
際
性
、
金
儲
け
や
病

気
直
し
を
し
な
い
、
個
人
の
自
由
の
尊
重
、
法
律
や
公
序
良
俗
の
遵

守
等
）
に
全
面
的
に
賛
成
し
、
セ
ク
ト
全
般
に
冷
た
い
姿
勢
を
示
し

て
い
る
。
こ
の
姿
勢
は
、
「礼
拝
の
自
由
お
よ
び
自
由
な
礼
拝
活
動
は
、

社
会
的
平
和
の
要
素
で
あ
り
、
統
合
を
促
進
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ

れ
ら
は
ま
ず

一
九
〇
五
年
以
前
の
公
認
宗
教
の
地
位
を
わ
ず
か
に
回

復
し
て
い
る
諸
宗
教
に
有
利
に
行
使
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
■

〓
〓
一頁
）
と
い
う
既
存
宗
教
を
重
視
す
る
著
者
の
考

え
を
背
景
と
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
姿
勢

は
、
著
者
が

「保
守
的
」
と
評
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
宗
教
法
制
が
さ
ま

ざ
ま
な
領
域
で
既
存
宗
教
、
と
り
わ
け
カ
ト
リ
ッ
ク
に
有
利
に
な

っ

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

つ
つ
、
だ
か
ら
こ
そ
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
確
か

に
新
し
い
も
の
の
伝
統
的
な
大
宗
教
で
あ
る
イ
ス
ラ
ム
教
に
対
し
て

は
、
現
行
法
の
枠
組
み
を
柔
軟
に
運
用
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
そ
の
自

由
な
礼
拝
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
彼
の
主
張
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

も

っ
と
も
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
問
題
の
基
準
に
関
す
る
判
例
に
は

批
判
的
な
論
者
も
か
な
り
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
著

者
の
セ
ク
ト
に
関
す
る
見
解
は
法
学
者
の
間
で
は
異
論
を
生
む
か
も

し
れ
な
い
。

第
二
は
、
著
者
の
見
解
に
は
、
社
会
的
平
和
や
統
合
促
進
を
目
的

と
し
て
宗
教
組
織
や
礼
拝
を
統
制
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
か
な
り
見

受
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る

（
こ
れ
は
著
者
も
触
れ
て
い
る
ナ
ポ
レ
オ

ン
の
宗
教

へ
の
態
度
に
も

つ
な
が
り
得
る
で
あ
ろ
う
）
。
先
の
引
用
筒

所

（
一
三
二
頁
）
に
示
さ
れ
た
宗
教
を
社
会
的
平
和
の
要
素
と
見
る

視
点
は
、
本
書
の
随
所
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
彼
の
セ

ク
ト

ヘ
の
厳
し
い
態
度
の
み
な
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒

が
代
表
組
織
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
主
張
、
さ
ら
に
は

公
共
団
体
に
よ
る
宗
教
組
織

へ
の
間
接
援
助
に
つ
い
て
の
積
極
的
肯

定
な
ど
も
、
彼
の
見
解
の
こ
の
傾
向
と
結
び
つ
け
て
理
解
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
著
者
の
こ
の
思
考
や
そ
れ
に
沿

っ
た
主
張
は
、
宗

務
行
政
の
実
務
者
で
あ

っ
た
彼
の
立
場
、
さ
ら
に
は
今
日
の
行
政
当

局
の
見
解
を
反
映
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
彼



資料H フランスにおける宗教法

は
、
本
書
の
冒
頭
で
本
書
が
彼
の
宗
務
担
当
官
と
し
て
の
経
験
の
成

果
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
著
者
は
、
反
教
権

主
義
的
な
闘
争
の
ラ
イ
シ
テ
を
信
奉
す
る
立
場
で
も
、
ラ
イ
シ
テ
の

廃
上
を
主
張
す
る
立
場
で
も
な
く
、
ラ
イ
シ
テ
に
つ
い
て
の
彼
の
姿

勢
は
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
の
論
者
の
間
で
か
な
り

一
般
的
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
に
述
べ
た
フ
ラ
ン
ス
の
ラ
イ
シ
テ
や
宗
教
法
制
の
歴
史
的
背

景
、
フ
ラ
ン
ス
の
宗
教
事
情
さ
ら
に
著
者
ボ
ワ
イ

エ
の
立
場
を
ふ
ま

え
る
と
、
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
緩
和
し
た
分
離
の
下
で
の
諸

制
度
を
、
わ
が
国
の
政
教
分
離
制
度
に
簡
単
に
は
比
較
し
得
な
い
で

あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
本
書
が
明
ら
か
に
し
た
い
く

つ
か
の

制
度
や
実
例
は
、
今
日
の
わ
が
国
に
比
較
法
的
資
料
を
提
供
し
う
る

で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
著
者
が
、
宗
教
法
の
諸
問
題
に
関
し
て
、
た
び
た
び
宗
教

組
織
の
内
部
法
に
ま
で
立
ち
入

っ
て
検
討
し
て
い
る
の
も
、
宗
教
法

の
研
究
方
法
の
観
点
で
大
い
に
注
目
さ
れ
よ
う
。

１
　
ボ
ワ
イ
エ
は

一
九
九
八
年
現
在
ピ
ュ
イ
・ド
・ド
ー
ム
県
庁
の
事

務
局
長
の
地
位
に
あ
る
。
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３
　
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
コ
ン
コ
ル
ダ
を
締
結
し
た
の
は

一
八
〇

一
年
で

あ
る
。
だ
が
ボ
ワ
イ
エ
は
、
コ
ン
コ
ル
ダ
が
国
内
法
化
し
た
の
が

一

八
〇
二
年
で
あ
る
こ
と
に
着
目
す
る
た
め
か
、
そ
の
コ
ン
コ
ル
ダ

を

「
一
人
〇
二
年
の
コ
ン
コ
ル
ダ
」
と
呼
ん
で
い
る
。
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二
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二
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を
参
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。



ら 行

ライシスム  6768,70,180

ライシテ 3,10,12,1617,22,2835,38,

41-45,55,107,129,150,160,165,175,

180-191,202-203,205,222,227,240-241,

244,252,256,264-265,279,309,317,356

-― と公役務  107,116120

-― と宗教的 自由とのつなが り  29,35,

76,124,211,222,265

-― と中立性  8184
-―の概念  6873,99,180

-一の憲法原則化  2834,44,182

-一の語源  6263
-一の法源  5661
-―の理念  6365

-―擁護陣営  3536,41
『ラ・ クロワ』  37,39,51,101

ラ トレイユ (Latreine,Adnr6)  27

ラビ  12,307308

リヴェロ (RiverO,Jean)  6974,82,89,

110,135,164-165,182,205,230-231,234

離婚  9,1213,17,117,246247,249,263,

308

リトレ (Littrё ,Ёmile)  6465
リュシュール (Luchaire,FrancOis) 227,

240,273

良′しヽ的拒否  9496,243

良′し、の自由  57,21,28,31,5758,60,74,

81,85,98,110,120,124,181-183,185,

193,195,203-204,213,222,224-226,

229-230,232-252,254,263-264,266

ルイーブヾ世 (Louis X VI)  5

ルイー四世 (LOuis XⅣ )  45
ネしオ手    11,19,21-24,27,44,50,93,

108-110,129,132,169,200,227-230,235,

239,241,246,253,261,281,297,319,

336-339,345-349,355,357,386-387

礼拝所  38,142,155,162163,165167,

242,247,341-342,356,385-386

礼拝の自由  67,10,14,25,29,58,74,

81,164-165,167,196-197,225-226,230,

232,234,236-237,253-262,264-266

礼拝用建物 (教会堂)  2224,112115,
132-135,138-141,143,149,162,164-167,

179,237,253-258,287-292,296-297,299,

305,307,336,342,351,355

-―建設の資金援助  150152,165

-―の税制 卜の優遇  137,147148,163,

167-168,354-356

-一の補修工事  114,140141,153154,

364

-―の無償使用権  23,113,132,

134-136,138-140,255,286-291,297,303,

310,334,336,341

歴史的記念建造物  136137
レモン (ROmond,Renё )  53,205
労働法典  111,248250
ロシア正教会  337
ロベール (RObert,Jacque●   46,84,89,

94,144,156,170,195,228-229,232,236,

238-240,243,260,262,278,303

ローマカ トリンク教会を離脱 したカ トリック

250,288-289

ローマ教皇  4,7,11,13,15,24,47,

138-139,142,156-157,280,282,287,289,

298,300,310,338

-―の不可謬性  15,289
ローマ教皇庁 (ヴァチカン) 19,21,26,

137-138,141,144,222,338

わ 行

ワ ル デ ンク=ル ソー (Waldeck― ROusseau,

Pierre)   18,321,329



主要人名 。事項索引

バルビエ (Barbier,Maunce) 47,68,70,

72

ハ レクリシュナ   229,257

バ ロデ (BarOdet,Dёgrё )  178,187

反教権主義  1319,22,2425,28,32,

35-36,39,42-45,48,58,63-66,68,70,76,

89,99,118,181-182,189-194,205,211,

222,241,252,256,260,264-265,304,357

ピウス七世 (Pie ⅥD  ll
ピウス九世 (Pie Ⅸ)  15
ピウスー〇世 (Pie X)  24,287

非営利社団 (届 出非常利社団、一九〇一年法

結社)  23,49,132,139,151,157,160,

317-327,333-335,338,340-342,349,351,

353,355,357-359

-一の資金源  322324

-一の届出  319320,324,348

-―の連合体  319,360

-の
贈与・遺贈  321322,323324,

340

非カ トリックの修道会  331332,357

非宗教化立法 (非宗教化政策) 1617,26,
40,116,175,180,222,264

ビュイッソン (BuiSson,Ferdinand) 19,

64-66,177,212

ビュル ドー (Burdeau,Georges) 164,239

ヒンズー教  157,159,229

ファジョン (Fajon,Etienne) 32,67

ファルー法  1415,36,52,57,176177,

180,184-186

フィ リップ (Philip,Andr6)  31,67-68

フェ リー (Ferry,Jules)  1617,47,

64-67,177-179,181,187,192,212-213,328

フェ リー法 (´ 八八二年法) 17,60,64,70,

87,180-181,184,186.196,329

付属条項  11,24,281

ク、教  37,91,94,228,331,357

ブ トイール判決  118,189191,241

フ リーメーソン  40,65

ブ リアン (Briand,Aristide)  19-23,

6

25-26,64,130-131,134,139-142,146,

255,289,335,341,343

プロテスタン ト  56,1112,31,37,40,65,

86,91,94,102,108,134,138,141,147,

153,176,217,249,280,287-288,292-295,

302,319,331,338,345,352

ベール (Bert,Paul)  177178,185,

187-188,214

ベルヴィル綱領  16
法人税  323,353354

生に自市    11-12,249,258,302

補助金  22,27,29,36,5758,109,114115,

129-168,175,267,279,304,321-322,324,

338,341,353

墓地  17,59,86,87,116,121123,142

ボワイエ (Boyer,Alain)  43,141,160,

164-165,169,380-393

ポンピ ドゥー (Pompidou,Georges) 330

ま 行

ミッテラン (A/1itterrand,Fran00is)  36

民法  12,111112,300,308,344,367

無神論  40,48,6667,70,75,229

メジャン い(ёjan,Francois) 68,174,260

メスネル (D/1essner,Francis)    317

免税措置  147149,354355

モスク  151152,162163,171172

モランジュ (Morange,Jean) 7374,230,

234,236-237,271,328,361

や 行

ユダヤ教   56,1113,31,37,40,65,86,91,

96-97,101,108,134,138,141,148,

180-161,153,176,198-200,202,217,228,

243,245-246,251-252,266.280,287,

307-308,338,345,352

-一の食物規定  251,307

ヨ~ロ ンパ人権条約  41,224,235,239,266

ヨ~ロ ンパ統合  4143



――に関する議会報告書  52,360

積極的中立性  8999,194195,243,265

-九 〇一年法結社→非営利社団

一九二人年憲法 (第五共和制憲法) 3234,
41,55-57,60,71,117,152,165,182,203,

207,210,223,226,240

-九〇三年四月九 日の大臣ヨ1令  88,98,

184-185,193,195,198

-九〇七年一月二 日の法律  25,113,133,

139,147,287-291,297,319

-九八九年七月一〇 日の法律 (教育基本法 )

61,200,203,207,210

-九 八七年七月二三 日の法律 (メ セナ振興法 )

143,149,323,351,361

-九〇八年四月一三 日の法律 (政教分離法の

一九〇八年改正) 21,2526,112114,

140-141,153,155,166

-九四二年一二月二五 日の法律 (政教分離法

の一九四二年改正)  27,143,148,

153-154,158,166,342

-九四六年憲法 (第 四共和制憲法) 2829,
32-34,55-58,61,67,73,182.224-226

-五一六年のコンコルダ  4,13

戦死兵士記念碑  122124
-七九一年憲法  68,116,328

-七八九年の人権宣言 (人 および市民の権利

宣言) 57,10,47,57,9495,189,203,

207,210,223-226,235-236,239,241

-八 〇一年のコンコルダ  1013,133,281,

334

葬儀  17,37,59,8687,116,130,146,

305-306

租税一般法典  143,147149,350,354,355,

366

た 行

第一ヴァチカン公会議  15
第二共和制  15,42,117,175176,222,

328,357

第ニヴァチカン公会議  38.262.296297

多様 1生   61,99,203,205,219,252

知事  84,114,119,160,186,242,320,

325-326,331-333,339,344-345,348-349,

352-353,358,364

地方法  11,357,367,391

中等教育  9293,118,184,186187,

189-191,195-197,211

中立性 (宗教的中立性) 28,3032,34,44,

59,61,65-67,70-76,81-99,117-120,124,

175,180-195,201,203,205,211,222,227,

240-244,255,265,267,298,335

デュギー (Duguit,L6on)  135,189,191,

213,227-228,234-235,254

デュラン (Durand,Jean― Paul)   237

デュラン=プランボルニュ(Durand P」 nbor‐

gne,Claude)   57,72,115,126

ドイ ソ`   26,330,367

東方正教会  37,94,301,331,345

届出非営利社団→非常利社団

ドブレ (Debrё ,Michel)  33
ドブレ法 (一 九五九年法)  36,60,92,98,

175,190,197

ドレフュス事件  1718,35,180,328

な 行

内務相 (内務大臣) 96,119,153.163.326.

330-331,344,352,365

ナポレオンー世 (Napo16on I° r)

280

11-13,

ナボレオン三世 (Napolёon Ⅲ) 14
ニコレ (NicOlet,Claude)  65,78

日本国憲法  168
妊娠中絶  95
ヌーヴェル・カレ ドニ (ニ ューカレ ドニア)

40

ノーロワ (Naurois,LOuis de) 24,72,

263,279

は 行

バイルー (Bayrou,Francois)   207-208



主要人名・事項索引

181,264,327-333,349,357-359,387-388

-一の規制  18,24,27,181,195,329,

332-333

-一の教育  18,27,177,181,212

-一の定義  327
-―の法的承認  330332,359,361

-一の税制上の優遇  350,354356

-の
贈与・遺贈  332

修道士 (修道女)  176,188,213,302

修道誓願  6,327328

宗派学校→私立学校

受lle認 口∫  148,326,332,344349,351352,

354,357

主任司祭  114115,146,283284,287291,

296,299-301,303-307

シューマン (Schumann,Maunce)

30-31,67

小教区  8■ 9,283,339

消極的中立性  8490,98,194

少数派の宗教   199,241,266,357,389

ジョスパン (Jospin,Lionel)   193,199,

202,206

初等教育  14,16,60,177180,184,

186-190,196,211

ジョレス (Jaurё s,Jean)   20-21,23,64

私立学校 (宗 派学校) 14,32,36,5758,

118,137,144-145,175,177,179,190-191,

225,226,230,249,329

信仰教育  41,217

信徒 (信者) 231,239,258,287288,292,

294-296,304-305,310,317,336

人民共和派  2930,34,67

枢機卿の工事現場  150,162

政教分離法 (一九〇五年法) 1629,35,43,

58-59,73,108,112,115,129,135,150,

155,161-162,166-167,186,195,197,222,

226,229,260,286,288,290,305,333,339,

345,349,352,356,367,371-379

--1条  21,58,74,129,164,224227,

230,233-234,239,254,257,348

4

―-2条   22,58,7374,88,91,93,

108-109,114,129-131,136,142,144,152,

156-161,173,229,243,254,322,334

--3条   24
--4条   20,23,132133,287,334,336

--8条   292293
--9条   138,140

--11条   136
--12条   134

--13条   113114,132,134,136,141,

153-154,254,287-288,334,364

--14条   136

-16条   137
--17条   137
--18条   334,335336

--19条   24,27,132,143,148,153154,

158,255,336,340-343,346,364

--20条   335

--21条   343
--22条   343
--24条   137,147148

--25条   24,257

--26条   24,255

--27条   119,122,258

--28条   59,8687,119124,186,244

--30条   112,197,217

--31条   239
--32条   254
--34条   112,255

--35条   112,255,276

--38条   24,327

--39条   109
--40条   256
--42条   111
--44条   21,23,109,261

聖職者民事基本法  79,46
生命健康科学に関する全国倫理委員会  40
セクト  3839,52,162,227,229,265,267,

269,319,346,348,352-353,358,360,362,

367



さ 行

サイエン トロジー  229,267,269,323

祭儀的屠殺  9697,307,316

サヴァリ法 (一 九八四年法)  61,210
サヴァリ法案  36
四月案  2829,32,34,81,

Ill教   11,3334,138,142-143,283285,

287-289,291-292,296-301,303,305,310,

330-331,336,339,357

司教区  7,26,138,142,300301,303,305,

310,330-331,339

司教区社団  26,142,151,338339,345,

352,364

司教団  53,192

施設fNl司 祭 (学校付司祭等)  22,7374,
90-94,102,110,116,119,130,136,144,

187,D6197,230,243,254,339,341

市町村長  60,123124,152,256260,289,

291,305

市町村法典   59,126,143,151

死手  321322,325,328329,344,358

シモン (SimOn,Jules)  16,179180

社会主義派  1820,64,66,180

社会党  29,31,36,67

自由思想  31,40,63,65

宗教戒律 (宗教的義務) 89,195,198,251,

307-308

宗教儀式参加のための欠席許 可  196,

198-200,243,245-246,266

宗教規範  251252,275

宗教教育  14,4042,57,60,87,9293,

176-177,179-181,184-185,187-188,

195-197,211,262

宗教教師  24,91,108113,115,130132,

134,136,140,144-147,149,155,176,179,

185,190-191,197,255-256,258,262,

287-288,291,299-307,309,336-337,351,

383-385

宗教公施設法人  2224,108109,132134,

138,140,148,334-335

宗教事情  3738
宗教社団  20,2325,49,109,112113,130,

132-143,147,150-151,153-160,162,255,

264,287-295,295,317,319,327,333-349,

357-359,382-383
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-―の連合体   293,335,343,354
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194-203,211,222-232,235-244,247,

264-266
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245,259,266
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宗教統計  3738
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集団的 自由  230,237238,253,266

1参 力首るヽ    6 10,12-14,17-19,24-27,48,177,
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休校 日  181,184,196197

急進派  1619,180

救世軍  331,388
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203,211-212,240
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230,235
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193-194,264
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教会法  4,11,261,280285,299303,
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権限F駐 越の訴  47,108,261,280286,

2

309-310
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355,358
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96,107-119,131,142,184,191-193,195,

203-204,210,236,240-242,245,255

公教育のライシテ  1617,29,60,71,117,

175-211,240,246

公産  113,166,296

公的祈疇  15,17,73,8586

公的自由  74,222,230,235

公認宗教   12,23,25,87,108109,132138,
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240-243

-一の休暇許可  97,243
コス ト=フ ロレ (Coste―F10ret,Alfred)

30-31

戸籍  4,89,12,72,74,116
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個人的自由  230,237238,266
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ゴブレ (Renё Goblet)  187
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222,261,280,310,367,380-381
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コンブ (Combes,Ё mile)  1819.21.329
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ヴォルテール (Voltaire) 5,63
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261,279

エホバの証人  229,246248,263,269,

346-349,355

エリオ (Herriot ЁdOuard)  26

王党派  15,17,64,328

公の秩序  56,2021,111,123,200,

223-224,232,235-236,239,244,246,248,

254-255,257,259,260,344-348,352,355,

358

か 行

改革教会  11,293295,

改革派→改革教会

カステラーヌ (Castellane) 6

学校付司祭→施設付司祭

学校闘争  13,3536
カテキズム  53,184185,197

カ トリック (使徒伝承のローマカ トリック)

3-20,23-31,36-38,40,64-65,86,91,94,

97,108,111,116,118,124,138-142,144,
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262,264-266,287,292,296-298,304,327,

332,336,338,352,357

-―教会  45,1015,17,21,24,2728,

35,38,43-45,52,63,65,75,177,184,197,

241,253,261,264-265,279,280,310,331

-―教会堂 (ネ L拝用建物) 112,114115,

133,147-148,150,167-168,255,288-292,

296,336

-―教会の聖職位階  113,288,290292,

297,299,310,335

-―原理主義者  296,314

-一の宗教教師 (司祭・聖職者) 7,13,
113,120,146,155,188-190,256,258,260,

300,301-303

-一の私立学校 (宗 派学校) 175,249

-一の典礼 296298,306

神に対する義務  179,212

ガ リカニスム  4,78,11,16,2324,27,47,
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間接補助金  27,132133,142144,
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ガンベ ンタ (Cambetta,Lё on)  16

寛容  45,44,6364,205,229
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